
法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会
５

第１回会議配布資料

性犯罪に関するヒアリング調査結果



ヒアリング調査結果一覧

第１ 「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」に

おけるヒアリング調査結果

１ 犯罪被害者支援に携わっている弁護士（第２回議事録）

２ 特定非営利活動法人性暴力救援センター東京（ＳＡＲＣ東京 （第３）

回議事録）

３ 性犯罪被害当事者（第４回議事録）

４ 性犯罪再犯防止指導を受講した受刑者及び性犯罪受刑者処遇に携わる

専門家（第５回議事録）

５ 性犯罪加害者処遇に携わる専門家（第６回議事録）

６ 性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家①（第７回議事録）

７ 性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家②（第８回議事録）

８ 性犯罪被害に遭った障害者の家族及び障害者への性暴力に関する啓発

活動を行う団体等（第９回議事録）

９ 性暴力被害者・支援者の団体等（第10回議事録）

10 性犯罪加害者臨床の専門家（第11回議事録）

11 ジェンダー法学及び子供の権利を専門とする学識者（第12回議事録）

12 ワンストップ支援センター（第13回議事録）

第２ 「性犯罪に関する刑事法検討会」におけるヒアリング調査結果

１ 男性の性被害，性的マイノリティの性被害，子供の性被害及び司法面

接（第２回議事録）

２ 教員からの性被害，フランス刑法の性犯罪規定，加害者臨床及び刑事

弁護（第３回議事録）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 
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第１ 日 時  平成３０年７月３１日（火）  自 午後 零時５９分 

                       至 午後 ２時１２分 

 

第２ 場 所  法務省１９階会議室 

 

第３ 議 題  犯罪被害者支援に携わっている弁護士からのヒアリング 

        「性犯罪被害者に求められる支援」 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○関口大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長 

ただ今から，「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」の第２回

会合を開催します。 

  本日は，上谷さくら先生から「性犯罪被害者に求められる支援について」というテーマで

御講演いただきます。 

  初めに上谷先生について御紹介します。上谷先生は，犯罪被害者支援弁護士フォーラム事

務次長として，犯罪被害者支援をライフワークとして取り組まれておりまして，性犯罪被害

者の実情のほか，幅広く犯罪被害者支援に関する知見をお持ちでいらっしゃいます。また，

保護司，青山学院大学法科大学院実務家教員としても御活躍されております。 

  それでは，早速御講演いただきます。上谷先生，よろしくお願いします。 

○上谷さくら先生  

ただ今御紹介いただきました弁護士の上谷です。今日は，このような機会を与えていただ

き，ありがとうございます。よろしくお願いします。 

  今日は，問題点を説明する際，事例を取り上げることがありますが，守秘義務やプライバ

シー保護の観点から，事例をかなり抽象化させていただきますことをご了解ください。 

  では，早速，昨年７月の刑法改正についてお話をします。 

  今回，刑法が改正されました。一部，「この部分が改正されなかった」などのマイナス点

を指摘する声もありますが，私としては，実際に改正が行われたことが非常に大事であり，

改正されたこと自体を高く評価したいと思います。 

  改正された中でまず，非親告罪になったという点が，私にとっては一番実務に影響があっ

たと感じています。 

  弁護士として性犯罪被害者に対する対応の中で，これまで最も大変だったことの１つが，

告訴が必要であることの説明でした。「告訴をするかどうか」という判断について，必ず警

察や検察に聞かれるので，いきなり聞かれる前に私から説明します。ただ，それまでに事件

の詳細や体調の悪化，会社や学校に行けなくなった等という話を被害者から聞いているので，

そこからさらに被害者自身が事件にするかどうか決めなければならないという事実に直面す

ることで，被害者の方がさらに精神不安定になったり，警察や司法に対して不信感を抱いた

りすることが多かったわけです。「こんなにつらい実況見分をやったのに，自動的に裁判で

加害者を裁いてくれるわけではないのですか」というところから始まります。私は，「なぜ

親告罪になっているか」というところから説明するのですが，被害者からは，「事件にして

ほしくなかったら，そもそも警察に行かないです」などと言われて，「そうだよね」と応じ

ながらも，説明や説得が結構大変だったので，その必要がなくなったという点で，被害者支

援を行う弁護士として，とても楽になりました。 

  刑法改正後に接した被害者に対して，随分打ち解けてきたり，事件が終わった後に，「昔

は親告罪だったんですよ」と話をすると，「へえ，そんな時代があったのか」という反応で

す。被害者のそのような様子を見ると，親告罪というのはもう「過去の遺物になったのか

な」と感じます。逆に，「これだけ長い間，親告罪としていた趣旨は何だったのか」と疑問

に思うこともあります。もっと早く，非親告罪に改正しても，被害者の心情に寄り添って起
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訴を控えるという判断もできたはずで，改正に踏み込むのが遅くなったことが，長い間，被

害者の負担を重くしていたのかなと思っています。 

  ただ，親告罪でなくなったといっても，現実としては，相変わらず悪質な弁護活動があり

ます。そして，今でも被害届の取下げを前提とする示談交渉があります。「裁判になるとみ

んなに名前が知られてしまうよ」とか，「法廷で証言しないといけない上，みんなに見られ

てしまうよ」というように交渉をしている弁護人もいるようです。被害者に弁護士が付いて

いるとは限らないので，そこのところの正しい説明は，警察官や検察官からなされることが

重要であるということは，従来から変わりないと思います。 

  次に，強制性交等罪の対象行為が拡張され，実行行為に口淫も含まれるようになりました。

この点についても，口淫の実態は，何ら姦淫と変わらないので，改正前の強制わいせつ罪と

いう軽い罪でなくなって良かったと思います。やはり，罪名のマジックといいますか，罪名

が強制わいせつだと，途端に刑が軽くなるなということを実感していました。行為態様が非

常に悪質であっても，強姦を上回ってはいけないというような意識が働くのか，全体的に刑

が軽かったように思います。 

  私が今担当している事件で，口淫のみの強制性交等致傷罪の事件があります。事案は非常

に悪質ですが，刑法改正前だと罪名は，傷害罪，強要罪，強制わいせつ罪等になったと思わ

れますので，おそらく実態に合わない軽い刑になったのではないでしょうか。今回，強制性

交等罪の実行行為が口淫まで拡大された趣旨は，権利侵害や被害者の苦痛等が姦淫と同等で

ある点にありますから，口淫だけの強制性交等事件で，刑が軽くなることは許されないはず

です。以前，ある人から，「『口淫が姦淫と同じぐらい辛いという理由が分からない』と言

っている裁判官がいる」と聞いたことがあります。「口淫では妊娠しない」ということが根

拠になっていたようで，その方は，「そのような問題ではなく，口は御飯を食べるところで

すよ」と答えたそうですが，そのような感覚を持っている裁判官もいるということで，この

事件の量刑については，非常に注目をしています。 

  また，今回の刑法改正では，強制性交等罪の刑の下限が引き上げられた点が良かったと思

います。よほどの事情がない限り，執行猶予がつかないということです。被害者に説明する

際に，「よほどの事情がない限り，基本的には刑務所行きになるよ」と説明すると非常に安

心してくれます。加害者が社会で自由にしているという点で，執行猶予は無罪と変わらない

ので，被害者はとても怖いのです。ただし，性犯罪加害者は，社会的地位があり，お金もあ

る人も結構いるので，それなりの金額の被害弁償がなされることも少なくありません。被害

弁償の額が，どれくらいになると，「よほどの事情」とされるか分からないということもあ

ります。私は，性犯罪被害の場合，被害弁償を受け取る際に宥恕文言はつけないようにして

います。加害者が被害弁償するのは当然であって，それを受け取るからといって，許す気が

ないのに，お約束事みたいに，「宥恕します」などと言わなくていいと伝えます。実際に，

被害者に「許す気持ちがありますか」と聞くと，「許してもいい」と答えたことは，ほとん

どありません。条例違反の痴漢のケースではたまにありましたが，基本的に，被害者が許す

ということはないので，「宥恕文言はつけず被害弁償だけ受け取りましょう」と対応してい

ます。しかし，宥恕文言をつけないにしても，ある程度の額のお金を受け取った場合，かな

り減刑されてしまうのではないか，ということが気になってしまうことはあります。 

  ちょうど今，改正前の集団準強姦事件にあたる準強制性交等罪の被害者の代理人をしてい
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ますが，共犯者からそれなりの金額の被害弁償がなされています。民事訴訟での慰謝料と同

じくらいか少し高めと思える金額ですので，裁判所がその金額をどの程度，減刑の目安にす

るのかということについて注目しています。 

  次に，刑法改正について，附帯決議がありましたけれども，その中に本当にすごくいいこ

とが沢山書いてありました。世の中少し変わり始めたのかなと思って，とても嬉しかったで

す。例えば，暴行脅迫や抗拒不能の認定について，心理学的知見，精神医学的知見などにつ

いて調査研究を推進するとともに，司法警察職員，検察官，裁判官に対して，研修を行うこ

ととされています。刑事司法に携わる人たちの被害者に関する知識が不正確であると，被害

者は救われないですし，裁判官のなにげない一言で全てが台なしになることもありますので，

このような研修を行うことは非常に重要だと思います。 

  それから，性犯罪が潜在化しやすいという傾向を踏まえて，性犯罪の被害に関する調査を

実施し，実態把握に努めることということが定められました。性犯罪被害の実態の把握は，

そもそも潜在化しやすいことなので，本当に困難だと思います。ただ，それをあえて調査す

ることで，性犯罪被害が潜在化する理由もより明らかになってくると思いますし，調査研究

すること自体が非常に重要で，再犯防止や性犯罪の減少に繋がることが強く期待されるので，

この附則についても大いに評価したいと思います。 

  次に，改正刑法から離れまして，量刑に関して，性犯罪の実態に即した対処が行われてい

るかどうかという話をします。 

  求刑もそうなのですが，この量刑はどうだろうと思うことが少なからずあります。例えば，

性犯罪は，初犯で捕まるということはまずありません。大体，捕まったときには犯罪性向が

相当進んでおり，しかも，その時点で被害者がすごい数になっていることが多いです。 

  例えば，宮崎ビデオ事件といえば分かるでしょうか。悪質な示談交渉で被害届を取り下げ

ようとし，盗撮ビデオの原本を没収するのに長い時間が掛かった事件ですけれども，あれは，

強姦１名，強姦未遂１名，強制わいせつ３名の被害者５名の事件でした。被告人は全面否認

です。法廷での被告人の態度も，被害者を嘘つき呼ばわりするなど，非常に悪かったようで

す。盗撮したビデオは，「今後徹底的に対応して，半生をかけて闘うので，その武器になる

ビデオテープは返さない」と述べていました。そのため，被害者は，被告人がどこにコピー

をとっているか分からず，加害者が出所したら何かされるのではないかという恐怖感があり

ました。被告人は，そのような態度で，事後の情状も悪かったのですが，求刑が懲役１３年，

判決が懲役１１年ということで，これはちょっと求刑自体軽いのではないかなと思いました。 

  その一方で，私が経験した裁判員裁判事件で，これは，１件だけ裁判員裁判になりまして，

準強姦致傷が１名，この致傷はＰＴＳＤです。ほかにも，準強姦や準強制わいせつが７名，

合計１１件の事件でした。宮崎ビデオ事件より被害者の数が３名多いという違いはあるので

すが，これは求刑が懲役２５年，判決は懲役２０年でした。法廷における被告人の態度はさ

ほど悪くなく，ＰＴＳＤについて争ってはいたのですが，被告人はその意味がよく分かって

いないようで，むしろ，弁護人の意向で争っていたという面がありました。しかし，そのせ

いで，被害者は法廷で証言しなくてはならなかったし，また，精神科医が証言するなど，結

構手間が掛かりました。被害弁償はありませんでした。こういった事案でしたが，私は，自

分が担当した事件でありながら，求刑でも２０年はいかないかなと思っていたので，求刑が

懲役２５年と聞いたときは，本当にびっくりしました。 
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  ほかの弁護士から聞いた話ですけれども，「性犯罪のやる気は検事次第」と言った検事さ

んがいたそうです。確かに，起訴するかどうか，いかに求刑を頑張るかは，検事の気合い次

第という気がしてならないといいますか，宮崎ビデオ事件も本当にひどい事件で，その公判

の担当検事もすごく怒っていたらしいのですが，その割に求刑が甘いという気がしました。 

  先ほども述べましたが，やはり，罪名が強制わいせつだと軽いですね。強制わいせつで前

科がないとなると，基本的に執行猶予が付きます。私が担当する事案も強制わいせつは多い

のですが，救われない被害者が多いです。 

  例えば，取引先の男性から，仕事中に女性がわいせつ行為をされた事件があります。法改

正の後だったら，強制性交等罪になったかもしれない事案です。この件は，被告人が公訴事

実は認めると言いながら，法廷での態度が非常に悪く，落ち度のない被害者をことさらに非

難し，裁判官も，「争うのですか」と何回も確認していたほどでした。明らかに裁判自体が

二次被害の場になっていたにも関わらず，求刑が懲役３年，判決は懲役３年執行猶予５年で

した。被害弁償はありません。 

  もう１件は，重い障害がある未成年者がわいせつ行為をされた事件で，求刑が懲役２年で，

判決は懲役２年執行猶予４年でした。この件も，公訴事実以外に，その家族の生活全般に多

大な影響が出ていたことから，裁判では様々な事情を訴えました。でも，判決書を読む限り，

それらがあまり考慮された様子はありませんでした。求刑も低いし，裁判所も最初から執行

猶予のつもりだったのかなという印象がありました。罪名に捉われずもっと実態を見てほし

いですし，検察ももう少し求刑を引き上げてほしいなと思いました。 

  判決で執行猶予がついたとき，被害者は，「これって何だったのだろう」，「あんなに一

生懸命意見陳述したのに」という感じで，本当にお葬式みたいに暗くなります。たまたま今

話した２件は同じ検事が担当で，検事の方は本当に一生懸命頑張ってくれて，被害者に対し

て「申し訳ない」と言いました。検事が一生懸命やってくれたことは被害者の救いになって

いると思います。おそらく求刑は検事個人の感覚で上げられないのでしょうが，全体として

もう少し高めに求刑してくれればなと思います。 

  というのも，裁判所の判決が軽いということについては，仕方ないと思える被害者は結構

いるのですが，検察の求刑が軽いと，「誰が被害者のかわりに闘ってくれるのか」という気

持ちを抱く人がとても多いのです。様々な事情はあると思うのですが，被害者のその気持ち

をもう少し酌んでいただけたらなと思います。 

  次に，捜査前や捜査中，公判中や裁判後など，段階ごとにどのような被害者支援が必要か

というところについて，その実態と私が課題と感じているところを述べたいと思います。 

  まず，捜査に至る前段階では，法テラス関連の問題です。日弁連の委託援助制度の中に，

被害者支援があり，預貯金が３００万円以下の被害者は，償還義務なしに弁護士を付けられ

るという制度があります。相談は３回まで被害者が払う必要はなく，受任した場合の着手金

も被害者自身が支払う必要はなく，加害者側から被害弁償を得られたとき，その中から大体

１２％ぐらいを弁護士報酬として支払うことになっているので，基本的に被害者の自己負担

はありません。この日弁連の委託援助制度は，日弁連が法テラスに委託していて，被害者と

弁護士と法テラスの三者契約です。 

  ただし，委託援助の対象となる犯罪は，生命・身体に関する罪に限られています。財産犯

は対象外です。ただ，窃盗でも，下着泥棒など性的意味合いを含むものは対象になります。
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ケース・バイ・ケースなので，その都度問い合わせて下さいと言われているのですが，範囲

が狭いといいますか，実質を見ると言ってはいるけれども，必ずしもそうではないと私は感

じています。 

  例えば，ある女の子が，行政の人と一緒に相談に来たケースです。加害者が勾留されなさ

そうだとか，もう勾留期限が迫っているということで，福祉や行政の人が駆け込みで被害者

を相談に連れてくることはよくあります。行政の人から電話が掛かってきて，「性犯罪被害

に遭った女の子が役所に相談に来ているので，先生に１回相談してもいいですか。お金はな

いので援助制度を使えると思います」という感じです。私はもちろん，「いいですよ」と応

じるのですが，いざ話を聞くと，性犯罪に当たらない事例が結構あります。 

  例えば，知り合いの男性から脅迫されて，過去に暴力もあり，風俗で働かされ，その給料

を脅し取られたという女の子がいました。男性は逮捕されたのですが，被疑事実が強要罪だ

ったので，「強要罪は委託援助の対象になりません」と言われました。その子が，一番傷つ

いているのは，風俗で働かされたということです。もし警察が，加害者を傷害罪で逮捕して

いれば，それは問題なく委託援助の対象になります。「強要罪といっても性被害の意味合い

が強い。罪名が強要罪だから対象にならないのはおかしい」と訴えたのですが，認められま

せんでした。制度が使えないとはいえ，相談料を本人に請求するのもかわいそうだったので，

私も相談料を得られませんでした。その後，無料で引き受けるわけにはいかないので，正式

に受任することもできませんでした。こういったケースが意外と多いです。 

  行政の方も，具体的な罪名はよく分からないこともありますし，例えば最初に電話があっ

た時に，「罪名は何ですか」と聞いて，「多分性犯罪だと思います」と言われたときに，被

害者に詳細を確認するようお願いするのも酷ですし，被害者も気が動転してよく分かってい

ないこともあります。「明日行ってもいいですか」とか「警察が明日加害者を保釈すると言

っているので今日お願いします」といった依頼は，確認に時間をかけていられませんので，

委託援助の対象を是非広げてほしいです。被疑者の場合は，当番弁護もあるし，様々な制度

があって，ほぼあらゆる犯罪に弁護士がつくよう網羅されています。にもかかわらず，被害

者の場合に支援の範囲が狭いというのは，非常に疑問に思っています。 

  また，日弁連の委託援助から外れますが，性犯罪被害者は，メンタルをやられていること

がすごく多いです。捜査に入る段階で，立件できそうだという場合，東京だと被害者支援都

民センターにすぐに繋いで，臨床心理士についてもらいます。私からは，「実況見分ってこ

ういうことをしますよ」とか，「根掘り葉掘り聞かれるけれど，それはこのような意味があ

って聞くのですよ」といった説明をし，臨床心理士には精神的なケアをお願いします。弁護

士と臨床心理士がお互いタッグを組んで対応するのです。そうすると，被害者の回復に資す

ることが多いです。ただ，性犯罪の場合，そもそも被害届自体受理されなさそうだなという

事案も多いのです。話を聞くと，被害者の話の通りだとしても性犯罪の構成要件にあたらな

そうという事案もありますが，性被害に遭っていること自体は間違いないのに，単に証拠が

ないから立件が厳しいかもしれないという事例も多いです。 

  後者の場合，都民センターの方でも全ては引き受けられません。罪名が付かないと難しい

面もありますし，キャパシティの問題もあります。そのような場合，被害者に全て自費でカ

ウンセリングを受けてというのは，余りにも酷です。法律やメンタルの支援が難しい事案，

特にヒアリングの結果，単に証拠がなかったり，足りないだけだと思われる人たちには，せ
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めて，メンタルの方は経済的に救ってあげられるような制度があればと非常に強く感じてい

ます。 

  次に，捜査段階における被害者支援ですが，子どもが被害者の場合は公判でも司法面接の

結果を利用できるようにしてほしいと思います。国によっては，公判でビデオをそのまま主

尋問のかわりに使っているところもあるみたいです。反対尋問は憲法上の権利なのでやらざ

るをえないでしょうが，せめて主尋問だけでもしなくてすむように，制度と法律を整備して

ほしいと思います。 

  また，加害者も被害者も児童というケースが結構あります。学校内のトラブルは多いです。

その場合，警察が単に児相に通告して終了ということがあります。担当の警察官によるかも

しれませんが，児相に通告したという連絡すら被害者にしてくれない人もいます。そのため，

被害者がどうしていいか分からず，「警察に何回も連絡していいのだろうか」と相談される

こともあります。私から警察に問い合わせると，児相に通告したことは教えてくれるのです

が，児相に通告した後，児相でどう処理されたかということは，弁護士であっても児相は全

然教えてくれません。 

  加害者も被害者も児童の場合，大体，学校も同じ，家も近所，習い事も一緒というケース

が多いです。そのような場合，児相に通告しただけとなると，被害者の親が，「どういうこ

とだ」と思うのは当然ですし，被害者の子ども自身が怖くて学校に行けなくなってしまうこ

ともあります。せめて，児相でどのように対応したとか，その程度のことは，情報開示する

制度を作ってほしいと思います。特に，加害者児童側に弁護士が付いていない場合，被害者

に弁護士が付いていてもなかなか加害者側へのアクセスは難しいので，情報開示の制度は是

非あればいいなと思います。 

  それから，捜査段階に限りませんが，やはり，被害に遭ったらできるだけ早く被害者に弁

護士を繋いでほしいと思います。日弁連の委託援助や国選被害者参加弁護士制度があるので，

刑事事件に関しては，弁護士費用は基本的に掛からないことが多いということを説明して，

受任するかどうかはともかく，１回は法律相談に行くように促してほしいです。性犯罪被害

者は若い女性が多いので，資力要件はほとんどクリアできます。 

  そこで検察にお願いですが，検察官から被害者に弁護士をつけるよう促してほしいのです。

警察は，相変わらず，「弁護士は敵」というイメージがとても強いのです。警視庁の被害者

支援室は被害者の弁護士によく対応してくれますが，被害者の代理人と言っても，現場の警

察からは「弁護士が何しに来た」というようなすごく嫌な顔で見られることが少なくありま

せん。警察の方に講演する時「私は弁護士だから皆さんの敵ですか」と話すと，皆さんすご

く喜びます。現場の刑事さんは本当に大変だと思います。自分たちが逮捕したときには，被

疑者はわんわん泣いて，「悪かった」と言っているのに，弁護士が接見した後は，突然黙り

込む。「あんなことしていいのですか」と警察の方から質問されたりするので，「法律上は

いいのですが，ごめんなさい」と答えています。被疑者にそのような態度を取られる刑事さ

んが本当に困っていて，正義感から，弁護士嫌いというのもよく分かるので，警察から被害

者に対し，弁護士をつけるようにとは言いにくい面があるかもしれません。早く弁護士が付

いたほうが，被害者の回復も早いと感じていますので，検察官から被害者に弁護士をつける

よう説明してほしいのと，警察にも「被害者の弁護士は警察の敵ではない」ことを言ってい

ただけたら，と思います。 
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  次に，公判段階ですが，子どもが証言する場合，二次被害が生じないような最大の配慮を

してほしいと思います。証言させること自体，適切ではないという精神科医の指摘もありま

す。 

  被害者が子どもだった事件で，とても考えさせられたケースがありました。公判担当検事

は大変熱心な方で，被害者両親や精神科医から話を聞いた結果，証人尋問によって小康状態

にあるＰＴＳＤが再発する可能性があるため，その後の治療期間等も考慮し，尋問を長期休

暇中に行ってほしいと裁判所に要請しました。しかし，そうすると公判期日がかなり先にな

ってしまうため，弁護人から異議が出て，裁判所もこれを認めて学期中に期日を入れそうな

感じでした。担当検事も私も裁判所に意見書を書き，最終的には，被害者のご両親の「大人

の都合で裁判を進めないでほしい」という強い意向が受け入れられ，長期休暇中に実施され

たのですが，本当に，大人の都合で進めないでほしいと思いました。 

  また，公判に備えて，事前に，ビデオリンクの部屋の下見をさせてほしいと裁判所にお願

いしました。私は，子どもが自分が被害に遭ったことを証言するために裁判所に来るという

のは，どれだけ緊張感があることか分かりますか，という話をしました。しかも，ビデオリ

ンクの小さな部屋に閉じ込められて，ビデオカメラの前で証言しろと言われても，大人でも

嫌なものです。そのような趣旨で下見をお願いしたのですが，裁判所から，「ほかにそうい

う例があったのか，何部で認めたのか，事件番号を教えて」などと言われました。そのよう

な回答に腹が立ちましたが，これは絶対に実現しないと意味がないということで，検事と一

緒に頑張った結果，下見が出来ました。 

  もし，検事がそこまで頑張ってくれる人でなかった場合や，被害者に弁護士が付いていな

かった場合はどうなっていたのだろうと，とても心配になりました。今後同じようなケース

があったら，検察庁からも，子どもの場合，ビデオリンクの部屋は必ず下見させるように裁

判所に働き掛けてほしいですし，内規のようなものを作り，法廷における子どもの証言の際

に，子どもを二次被害から守る取組を徹底していただきたいと思います。 

  また，被害者支援都民センターの方から教えていただいたのですが，被害者が証言する際

に，被告人と同じ椅子に座りたくないと言う人が何人かいたそうです。この点は，私，気づ

いていなかったのですが，言われてみると当たり前の考えです。被告人と同じ椅子に座りた

くないということで，ずっと立って証言した人もいるそうです。そのようなこともあり，都

民センターの方は，被害者は，被告人と別の椅子にしてもらうように頼んでいると聞きまし

た。この話を聞いて，私も当然だと思ったので，被害者から言われなくても，今後は，私か

ら申し入れしようと思っています。ですから，検察庁も，当然のこととして，被告人の座る

のと一緒の椅子にしないでくださいと申し入れるのを当たり前の運用にしてほしいなと思い

ます。 

  次に，被害者の情報の保護についてですが，被害者特定事項の秘匿決定がなされた事件で

も，私は秘匿が非常に甘いと思います。特に，被害者が特殊な職業だったりすると，言葉一

つにも気をつけなければなりません。その職業でしか使わない単語等には，特に注意してほ

しいと思います。最近，ＳＮＳを利用している人が多いので，ちょっとしたことで「被害者

はこの人ではないか」といった「犯人捜し」がネット上で行われてしまい，犯罪被害以上の

痛手を受ける被害者もいます。法廷でどの言葉を使っていいのか使わないのか，ということ

は事前に協議されますが，弁護人は防御に必要ないと思われるようなことでもできるだけナ
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マの言葉を使おうとしますし，裁判所もわりと「そのくらい，いいではないですか」という

傾向にあります。ですからそこは，検察官に頑張っていただきたいです。 

  それから，被告人から保釈申請があったら，すぐに被害者側に知らせてほしいと思います。

検事によって対応がばらばらで，何度も保釈申請する被告人がいて，その度に電話をくれる

人もいます。一方で突然「今日保釈になりました」「実はもう保釈されています」という連

絡だけ来る場合もあり，「何故早く教えてくれなかったのですか」ということもあります。

被害者は，「加害者は捕まっているから安心」と思っています。事前に保釈申請の連絡があ

れば，「最近は保釈が認められやすいから，出てくるかもしれない」と被害者に伝えること

ができるので，被害者は心の準備もできます。しかも，被害者には「保釈される前に自分も

何か一言，言いたかった」という気持ちもあります。 

  最近は，否認事件で，被害者の証言が予定されていても，割と簡単に保釈されます。です

から，保釈申請があったら，是非すぐに知らせてほしいと思います。そのようなときには，

被害者から直接裁判所に意見は言えませんが，私が，「保釈されたら困る」という検事宛て

の報告書を出して，それを意見として一緒に出してもらったりしています。その効果があっ

たのかどうかは分かりませんが，保釈が認められなかった例もありました。結果的に保釈に

なったとしても，被害者のためにできる限りのことはしてあげたいと思うので，保釈の申請

があったら必ず連絡をしてほしいと思います。 

  また，法テラスの問題ですが，刑事損害賠償命令制度の利用に当たり，弁護士費用等の立

替えを受けることができる制度があります。これは，法テラスの民事扶助です。着手金で大

体，弁護士費用が８万円くらいです。これは飽くまで立替えなので，被害者は分割で法テラ

スに返済しなければなりません。ただ，損害賠償命令の決定が出ても，回収が見込めないケ

ースも多いので，８万円の払い損になる可能性もあります。そのようなことから，申立てを

断念するケースもあります。性犯罪被害者は若い女の子が多いので，８万円は大金です。弁

護士費用８万円を払っても，１円も戻ってこないかもしれないと言ったら，断念せざるを得

ない人もいます。それがとても残念です。日弁連の委託援助だと，刑事事件の中で被害弁償

金を受け取れたら，入ってきた金額の１２％ぐらいが弁護士報酬になります。要するに，お

金が入ってきたら，その中から少し払ってもらうけれども，持ち出しはない，だから損はな

いというシステムです。刑事損害賠償命令は純粋な民事とは違うのですから，損害賠償金を

回収できたら，その中から弁護士費用を払うけれども，回収できなかったら，着手金は償還

義務を免除するという運用に変えられないのかなと思います。 

  損害賠償命令の申立てを行う事案というのは，大体加害者が被害弁償していないケースで

す。全面否認か，「お金がない」と開き直るケースか，どちらかです。それでも，有罪判決

が出て，賠償命令が出れば，支払う人もいます。特に実刑判決が出た場合に，慌ててお金を

払ってくる人もいます。控訴して，執行猶予をつけてほしいからです。ですから，損害賠償

命令の申立てをする意義は，とても大きいので，着手金８万円のために躊躇してほしくあり

ません。しかも，結審までに申立てをしなければならないので，判決が出た後では間に合い

ません。加害者が今はお金がないと言っていても，債務名義を取っておけば，いずれ加害者

が働くようになってから差押えできるかもしれません。悪質な加害者の逃げ得にならないよ

う，着手金の８万円は何とかしてあげられないかなと思います。 

  刑事損害賠償命令の決定や民事訴訟の判決が出た場合でも，損害賠償金を回収できないこ
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とが多いです。被害者は若い女性が多いので，もともと資力がない上に，精神的な症状が非

常に強く，会社を辞める人も多くいます。働けない，治療には時間とお金が掛かる，しかも，

犯給金（犯罪被害者等給付金）の要件に当たらない人が多いです。性犯罪被害の特殊性に鑑

みて，経済的支援制度というのは，別建てで何か必要なのではないかなと思います。 

  それから，次に，保護観察中の心情に関する伝達制度についてです。かなり前の事件で，

当時未成年だった女の子が，路上でいきなり男から姦淫された事件がありました。女の子は

多大な心身のダメージを受け，人生そのものが変わってしまいました。加害者には余罪もあ

り，かなり長く刑務所に入っていました。 

  加害者に対しては，刑事損害賠償命令の決定が出ていました。私は，被告人が服役中に

時々手紙を出して，「少しずつでも払うように」「返済計画を立てて知らせて」と伝えてい

ました。この加害者には真面目な面があり，ちゃんと返事を書いてくるんです。「今お金が

ない」とか。私の方から「お金がないなら誰か頼んだら」と手紙を書くと，「では親に頼ん

でみます」という返事があったり，そんなやりとりが続いていました。結局，全く回収でき

ないまま，仮釈放になり，今，保護観察を受けています。そのため，保護司を通じて，被害

弁償するようにと働き掛けるのが，お金を回収できる最後のチャンスになるのではないかと

思っています。 

  被害者はもう成人しているので，心情に関する伝達制度を説明したところ「伝達制度を使

って気持ちを伝えたい」と話してくれました。私がいきなり保護観察所に電話しても，「本

人から電話させてください」と言われるので，被害者に対し，保護観察所に連絡できるか，

頑張れるか聞いたら，「頑張ってみます，電話します」と言うので，電話してもらいました。

そうすると，保護観察所は，「弁護士に頼むとお金が掛かりますし，あなた自分１人でやっ

てください」という返事だったそうです。もし，そういう言い方をしたのであれば，私は，

色々な意味で心外だと思いました。私は，損害賠償命令が出たのにお金を回収できなかった

ことがかわいそうだと思っていますし，それは私の責任でもあると思っているので，損害賠

償命令が出た後は，今まで全部無償でやっています。「弁護士に頼むとお金が掛かるから」

という言い方もそうですが，「あなた自分１人でやって」などと言って，弁護士を排除しよ

うとしたのであれば，なぜそういうことをするのか，その理由が全然分かりません。被害者

が，自分一人で手続その他をすることの苦痛を，分かってほしいのです。 

  私は保護司もしているので，所長さんに直接言えますが，それも変な話だし，もしかして，

元々このような運営がされているのかなとも思い，少し様子を見ているところです。 

  私は，保護司になって２年になりますが，被害者に関する研修を受けたことは全くありま

せん。研修があるのだとしたら，もっと増やしてほしいと思います。そもそも，被害弁償を

全くしていないのに，何故仮釈放が認められるのかなとも思っていまして，保護観察中の被

害者対応についてもう少し考えていただきたいと思います。長く保護司をやっている方で，

「保護観察の面接をしていると，保護観察対象者は甘やかされていると感じることがある」

と言う人もいます。保護司さんたちは，実は，「日本は加害者に甘い」，「被害者が救われ

ていない」，ということを非常によく感じている人たちだと思います。だから，保護観察所

が実施している研修と保護司さんの気持ちが，ずれているのではないかという気もしていま

すし，保護観察制度の中でどう被害者に向き合っていくかということについても，もう少し

検討してほしいと思います。 
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 次に，性犯罪の再犯防止についてお話しします。そもそも被害者というのは，加害者を全

然信用していません。「更生しました」と言われても，「なんだそれ」という感じです。執

行猶予がつくのも怖いですし，出所したりして加害者が自由になることがとても怖いのです。 

  私は，性犯罪加害者の治療に当たっている医療関係者と，最近よくお話をするのですが，

「性犯罪者というのは，死ぬまでプログラムを続けなければならない」とのことで「保護観

察が終わってからが大事なのに，そこからの手当てが全然ないことが問題」「保護観察が終

わってからも定期的にプログラムを受けなくてはならない，それを受けなかったら収監する

ぐらいの強い制裁を科さないと，絶対に再犯する」とおっしゃっています。ですから，こう

いうことについても，本格的に実態調査や各種調査をすることが重要ではないかなと思って

います。 

  最後に，性教育，性犯罪予防や潜在化についてお話しします。 

  性犯罪だけではないのですが，性教育の必要性というのは，本当に強く感じています。最

近私も，いろいろなところから声を掛けていただいて，講演や講義をすることがあります。

ある大学に行って話をした際，「性犯罪に遭ったら，皆さんどうしますか」と尋ねたら一番

多い答えは「黙っている」でした。次に，「お母さんに相談する」，「親友に相談する」で

す。「１１０番する」や「警察に行く」は，全く出てきませんでした。そこで私が，「もし

被害に遭ったら，まず１１０番してください」と言うと，「えっ」という反応です。「そん

なことで１１０番していいんですか」という感覚なのです。 

  私は最初，１１０番をしないのは，「警察が怖い」とか，「恥ずかしい」とか，「１１０

番すると，家にパトカーがサイレン鳴らしながら駆けつけてしまって，周りにばれてしま

う」とか，そういう理由かと思ったのですが，そうではなくて，「１１０番通報していいと

考えたことがない」とか，「１１０番してくださいと誰も教えてくれなかった」と言うので

す。私はびっくりしましたが，「では，どんなときに１１０番するのですか」と聞くと，

「火事」とか，「どこかで煙が出ている」とか，「交通事故」とか，「住居侵入」とか，そ

ういうことだと１１０番するのだそうです。 

  今，未成年者を含む若者が，簡単に裸の自画撮りを送ってしまうといったことも，性教育

の貧困が原因だと思っています。学校では正面から教えません。ネットではアダルト情報が

溢れていて，アダルトビデオとか盗撮の画像とか，そういうものが子どもたちの性教育の教

科書になってしまっています。その誤った知識のまま，大人になっています。だから，二十

歳過ぎた人でも，彼氏や上司から，膣外で射精すれば妊娠しないと言われて性交渉したのに

妊娠してしまい，中絶したというようなことが，とても多く起きています。まだそんなこと

を信じているのか，と思いますが，そう思っている人はたくさんいます。自分の性がすごく

大事なことで，他人が侵してはならないという意識が非常に希薄だと思います。だから，自

分の裸の画像を，簡単に送ってしまうのです。 

  性教育は必要ですが，私は教師にやらせないでほしいと思っています。学校の先生は本当

に忙しいし，例えば，高学年の子や，低学年でもませた子だと，「あの先生はいやらしいこ

とを言った」だのなんだのはやし立ててまともに聞こうとしないし，先生もやりにくいと思

います。授業や，学校の枠でやると，それは学習指導要領の範囲外だという問題になりやす

いので，例えば特別講義といった体裁でできないかと。私が提案したいのは，まず，体や性

の仕組みをきちんと知ってほしい。だから，それを教えられるお医者さん，例えば産婦人科
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医に話をしてもらう。そして，もし性被害に遭った場合に，どんなダメージを受けるのか，

どんな治療をするのか，どう回復していくのかを説明できる心理士さんや精神科医の話。次

に性被害に遭わないために，どう予防すればいいか，遭ってしまった場合には被害者はどう

すればいいのか，捜査の流れなどを，警察に話してほしいと思います。最後に，もし性被害

に遭った場合に，法律で何ができるか，司法は何をしてくれるかということを説明できる弁

護士の話。この４者でそれぞれ３０分ずつ，２時間くらい実施したら，かなり充実したもの

ができると思います。聴衆は，子どもだけ，保護者だけ，子どもと保護者が一緒など，いろ

いろなパターンがあっていいと思いますし，それぞれ話し方などが変わってくると思います

が，そのような取組をやっていかないと，子どもたちの安全は守れません。性の重要性が分

かれば，学校，塾，部活の中での，いわゆるスクールセクハラと言われる被害も潜在化しに

くくなるのではないかと思っています。 

  次に，性犯罪被害者に対する偏見をなくすための，理解を求める啓蒙活動の必要性です。

性犯罪の被害者にも偏見はあるし，加害者にも偏見があると思います。「加害者は非常に欲

求不満である」，「もてない人間である」，「すごく性欲が強い」などと一般的に思われて

いますが，そうではなく，皆さん御存じだと思いますけれども，エリートが多いですし，特

別にもてないということもないし，何か，ほかの犯罪者とはちょっと違う生真面目さがあっ

たりします。このような偏見がある理由は，１つは性犯罪の実態を全く伝えない報道の問題

があると思っています。言葉一つにしても，「婦女暴行」や「幼児にいたずら」では，何を

やっているのか全く分かりません。裁判員裁判になり，性犯罪の量刑が重くなったと言われ

ていますけれども，私は，裁判員が性犯罪の実態に驚き，正しく被害を認識するようになっ

た結果だと思っています。 

  報道の人とは，よくそのような話をします。今，性犯罪被害当事者の山本潤さんや，問題

意識を持った報道関係者の人たちが一緒になり，「性暴力と報道対話の会」という勉強会が

行われています。そのような試みをもっと広げないといけないと思います。例えば，法務省

が主催して，メディア各社の人たちに集まってもらって，全て非公開でディスカッションを

してもらうとか，ヒアリングを行うとか，そのようなものは無理なのでしょうか。「報道に

対する介入」等と言われてしまうのでしょうか。私は，報道の問題はとても大きいと思って

いて，これは報道の人たちに任せるしかないというような次元ではないのではないかと思っ

ています。 

  最後に，ネットでの誹謗中傷の取り締まりというのが非常に重要だと思います。性犯罪被

害者を誹謗中傷したがる一部の人たちがいます。現在も一部のメディアが「ネットハラスメ

ント」という問題を取り上げてくれていますが，悪質な投稿には罰金や懲役などの刑事罰を

科したり，警察が犯人を捜査できるような法を整備したりすることが必要ではないかと思い

ます。一部の報道によると，ＳＮＳ等の運営企業に対して，ヘイトなどの違法な書き込みを

放置した場合，多額の罰金を科すことができる法律がある国もあるそうです。こういう海外

の取組を紹介すると，なぜか日本は，児童ポルノのときもそうでしたけれども，「表現の自

由」を殊更に強調し，議論自体を嫌がる人が出てきます。そうではなくて，被害者を守ると

いう観点から，悪質な誹謗中傷を許さないということを，国として厳しい姿勢を見せること

が，非常に重要ではないのかと思っています。 

  以上です。 
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○関口大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長  

   先生，ありがとうございました。 

  それでは，御質問のある方は，挙手の上，御発言願います。 

○保坂刑事局刑事法制管理官  

  ありがとうございました。 

  最初のほうでお話しいただいた，非親告罪化を評価していただいているということでした

けれども，親告罪ではなくなったとしても，手続を進めていいかどうか，あるいは処罰意思

があるのかどうかということは，被害者の方の意思を尊重してやっていきましょうというこ

とになっており，その意思を確認することがあると思います。そのことと，手続として告訴

が必要，つまり，法律上，告訴がないと起訴できないという仕組みの下で，検察官等の捜査

機関側から，「告訴しますか，しませんか」と確認されることと比べて「手続を進めますか，

進めませんか」，「処罰を望みますか，望みませんか」ということでは，やはり，大分受け

とめが違うのかどうかを教えていただけますか。 

○上谷さくら先生 

  おそらく，これまでにも被害者側のことを非常に配慮してきた捜査機関側の人は，告訴が

必要かどうかや，「処罰意思がありますか」というようなところは，多分，うまく説明でき

ていたと思います。 

  しかし，そうではなくて，「告訴がないと，起訴ができないので，あなたが決めてくださ

い」と言ってしまうタイプの人がいると，被害者は，混乱してしまいます。「処罰意思はあ

りますか」，「裁判になっていいですか」と質問して，被害者が「ぜひしてください」と言

ったら，それで多分オーケーだったと思います。あとは，「これ，一応書式があるので」と

いって書いてもらえばよかったと思います。今のところ，検察官から，非親告罪になったの

で楽になったという話は，余り聞いたことがありません。 

○保坂刑事局刑事法制管理官 

  ありがとうございます。 

○是木刑事局参事官 

  何点かあります。一つは，先ほど，性犯罪の量刑についての話がありました。御経験から

しまして，一定の量刑を確保していく上で，「こういう方策が有効なのではないか，こうい

う点が強調されてしかるべきなのではないか」というようなポイントがございましたら，教

えてください。当然，私たちなりにも考えてはいるところではありますが，「このような立

証活動が有効だったのではないか」というふうに，被害者側の立場から見て，お気付きの点

があれば，教えていただきたいというのが１点。 

  もう１点は，さまざまな段階における支援のお話があり，例えば，二次被害を防止してい

くことの重要性，特に児童の場合などについての御指摘がありました。非常に悩ましい問題

として，やはり，複数回話を聞くことが二次被害につながるというような指摘が，しばしば

なされるところではありますが，他方で，しっかりと事案を把握して，きちんと立証してい

くためには，そのようなことが必要だというような観点もあって，なかなかそのバランスが

難しいのかなというふうに感じております。 

  一義的な正解というのがどこにあるのか，なかなか認定し難いところでもありますが，ど

のようなアプローチで対応していくと，被害者の方の負担がより減っていくとお感じになる
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か，その辺りについての御意見を教えていただけたらと思います。 

○上谷さくら先生 

  一点目について，強制わいせつの過不足ない立証活動自体は，どの検察官も，もちろんし

てくれていると思います。ただ，例えば論告があっさりしている人と非常に強く言ってくれ

る人と，個性があると思います。「本の目次みたいにあっさりしてるな」と思ってしまうケ

ースもあり，行為の悪質性や被害者の傷つきなどを，もう少し強調してほしいです。 

  また，被告人質問の際に，最近はやりのようですが，明らかに裁判対策で，「クリニック

に診察に行きました」と言う人がいます。そこは検察官にスルーしてほしくないところです。

検察官が質問しないので，私から，「次の予約はいつですか」，「先生から何と聞きました

か」，「お金は幾ら掛かりますか」，「費用は誰が払うのですか」などと必ず質問するので

すが，大体何も答えられないです。ですので，裁判所にも，「クリニックに行っている」と

いう発言を更生意欲の表れとして簡単に有利に評価してほしくないので，検察官からもっと

具体的に質問して，明らかな裁判対策で行っているかどうか確認してほしいと思います。そ

の結果，「自分はこういうふうにやっている」，「更生したい」という言葉が出てきて，本

当にその人が一生懸命通う気になっているのであれば，それはそれでおそらく，被害者にと

っても安心材料になると思います。 

  また，強制わいせつもいろいろな態様があるのでしょうけれども，刑の下限が６か月とい

うのが低すぎる気がしています。強姦と強制わいせつはもちろん違いますが，被害者にとっ

てはそんなに変わらない。変わらないというか，「『姦淫だけはやめて』と加害者に言った

結果，最後まではいかなかった。よかった」という程度です。強姦は，下限が５年になって

から，ちょっと違ってきたような感じがします。 

  また，２点目について，被害者に複数回話をさせるという話ですが，子どもの場合，最初

に話したときの記憶が正しいのは間違いないと思います。日付が曖昧だったり，時系列，前

後関係が曖昧だったりというのは，それは大人でもあると思います。被害シーンのところだ

け合っていればいいと思うのですけれども，証人テストをすると，聞けば聞くほど正しくな

くなっていくような気もします。やはり子どもだと，何回も聞かれると，「あれっ，私間違

っている」と思い，別のことを言ってしまったりすることがあります。ですので，現在行わ

れている法廷での証言も，「本当に司法の人たちだけで囲んでやってもいいのか，本当にそ

れで大丈夫か」と思います。 

  この間も，弁護人が「あなた，自分の調書を読みましたか」と質問し，子どもは「調書」

の意味が分からないまま，「はい」と言ってしまったことがありました。検察官がすかさず，

「供述調書の意味は分かりますか」と質問したため，「分かりません」という言葉を得るこ

とができたのですけれども，非常に危ういなと感じました。私も司法面接はまだそんなに詳

しくないので，もっともっと勉強しないといけないのですが，国としても，研究していかな

いといけないのではないかなと思っています。 

○是木刑事局参事官 

  ありがとうございます。 

○大塲保護局観察課長 

  １つ，ヒントとして教えてほしいのですが，やはり司法と，先生が先ほどおっしゃったよ

うに，時間的な終わりというのが必ず来るわけで，いつまでも関わっていると，それこそ非
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常に批判を受けてしまいます。そうすると，「保護観察が終わった後に，どこにつないでい

くのか」ということが，とても大事なテーマだと思うのですが，例えば薬物だったら，依存

ということになるので，ダルクがあります。裁判時の情状証人としてダルクの人を連れてく

るように。性犯罪でしたら，特定のクリニックをという人がいますが，ダルクに比べて，性

犯罪，特に加害者に対する支援を実施する医療機関は極めて少ないと思います。本当に日本

の中でも数えるぐらいというのが私の認識です。 

  そうすると，そういった医療として提供するようなところが，これから増えていくのは難

しいことだと思います。法務省だけでの話でもありません。誰がどのように動いたら，少し

でもよい方向に動くとお考えでしょうか。 

○上谷さくら先生 

  やはり，国の制度として実施しないとだめなのではないかと思います。おそらく，民間が

自分たちの力だけで大きくなっていくのは無理だと思います。病院は女性が多い職場なので，

性犯罪の加害者プログラムというのは，看護師さんたちが，そういう人が来ると自分たちも

何かされるのではないかと嫌がるため，実施が非常に難しいらしいです。そういう意味でも，

国立の病院が，各地にできたらいいと思います。 

○大塲保護局観察課長 

  ありがとうございます。 

○野田大臣官房秘書課付 

  本日のお話の中で，性犯罪被害者に対する経済的支援について，犯給法（犯罪被害者等給

付金の支給に関する法律）とは別の枠組みで，いろいろ考えるべきではなかろうかというお

話をいただきました。一つのアイデアという形で，損害賠償命令制度における弁護士費用の

点や，罪名の付かない事案におけるカウンセリング費用の点について御指摘いただきました

けれども，経済的支援といっても，犯給法のようにお金を渡すというものから，法テラスに

おける援助のように費用の立て替えを行うというものまでいろいろなものがあると思います。

本日例として挙げていただいたものもありますけれども，具体的に，やはりこの辺りは国と

してやるべきではなかろうかと思われているところや，実態として足りていないと思われる

ところがあれば，もう少し教えていただければと思いますが，いかがでしょうか。 

○上谷さくら先生 

  おそらく，犯給法に似たようなものを作ったとしても，慰謝料まではカバーできないと思

います。病院に通う実費や薬代，交通費ぐらいが限度ではないでしょうか。なので，最低限

そこはカバーしてあげたいと思います。性犯罪の場合，損害賠償命令のメインは慰謝料とい

うことになります。今は「慰謝料まではいいや」と諦めてしまっている人も多いですけれど

も，せめて実費ぐらいは，何とか持ち出しにならないようにしてあげたいと思います。 

○野田大臣官房秘書課付 

  ありがとうございます。 

○関口大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長 

  上谷先生，本日は本当にありがとうございました。 

 

－了－ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第３回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  平成３０年９月１２日（水）  自 午後 ２時１０分 

                       至 午後 ３時３５分 
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議        事 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 ただ今から，「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」の第３回会

合を開催します。本日は，ＳＡＲＣ東京の平川さまから，ＳＡＲＣ東京における支援と連携の

実際について御講演いただきます。 

 最初に，東京都の御担当者，松木課長から一言お願いいたします。 

 

○松木課長 

 本日はお忙しい中ＳＡＲＣ東京へお越しいただきありがとうございます。私は，東京都総務

局人権部で犯罪被害者の支援連携を担当しております，松木と申します。各都道府県に性犯罪・

性暴力被害者を支援するワンストップ支援センターを設けるようにという内閣府の方針の下で，

東京都はちょうど３年前の７月から，ＳＡＲＣ東京と協働してやっていただくということで始

まりました。東京都の相談件数としては５，０００件前後ほどありますが，全国の自治体とし

ては最多の数ですが，ＳＡＲＣ東京で対応を行っているところでございます。 

 本日は時間もタイトですので，早速平川理事長からお話いただき，必要な資料をお持ち帰り

いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○平川理事長 

 理事長の平川でございます。本日は，「ＳＡＲＣ東京における支援と連携の実際－被害の状

況から見えてきた課題」というタイトルで，民間団体から，ＳＡＲＣ東京の成り立ちと活動内

容，連携する関係機関，被害者の状況と支援の課題の３点について，法務省への要望を含めて

お話させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

＜１ ＳＡＲＣ東京の成り立ちと活動内容について＞ 

 ＳＡＲＣ東京は，２０１５年から東京都の事業に参画して協働で活動を行っておりますが，

民間団体としての出発は，東日本大震災の年です。まさに発災のその時，某病院の一角で，内

閣府男女共同参画局が実施した「パープルダイヤル」の性暴力被害者急性期対応，２４時間対

応を行っていました。その後の１年間は，自分たちに何ができるのかを考ました。性犯罪に関

して色々と勉強したり研究会などを行ってきたけれど，いつまでも勉強してばかりでなく，私

たちにも何かできることがあるのではないかということで，それから１年間の準備期間を経て

２０１２年６月１日にＳＡＲＣ東京を開設しました。 

 以前は，某病院の一角で作業をしていたのですが，そこが手狭になり，今の事務所に移った

という経過がございます。 

ＳＡＲＣ東京は，運営委員会方式を採っています。ホットラインに相談電話が入ると，支援

員が「性暴力救援ダイヤル NaNa（ナナ）です」とお伝えします。相談件数が上がっている理

由の一つとして，電話に出たその時から性暴力の相談・支援を行っているとはっきりと伝える

ことがあるのではないかと思っております。 

 私自身これまでカウンセラーとして仕事をしてきたのですが，その時の相談者は，被害後す

でに，例えば７～８年ぐらい経っており，自分の仕事や暮らしや人間関係などが立ち行かなく
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なってから精神科を受診されたり，カウンセリングに来られたりする方が多かったのですが，

ＳＡＲＣ東京では違います。被害直後から電話をいただき，「今，被害に遭いました」，「深

夜に被害に遭いました」と伝えてくれます。驚きでした。これまで言われてきた「性犯罪・性

暴力被害者は潜在化する」，「泣き寝入りする被害者が多い」という印象が刷り込まれていた

からです。しかし，今はこれこそが急性期ホットライン対応なのだと痛感しています。 

 ＳＡＲＣ東京の支援員は，カウンセラーとも相談員とも異なり，性暴力・性犯罪被害者から

届く声を適切な関係機関に繋いでいくコーディネイトの役割を担っています。北米ではアドボ

ケイトと言われています。被害者の権利を擁護する専門職ですが，日本ではまだ認知されるま

でには至っていません。７年目の活動の中で，このアドボケイトを活用するワンストップ被害

者支援の仕組があればこそ，より多くの被害者を専門機関へと繋ぐことができるのではないか

と考えています。 

 続いてＳＡＲＣ東京の支援活動の３つの基本理念についてお伝えします。性暴力は人権侵害

であるということ，性暴力は人間としての尊厳を貶め性的自己決定権を奪うということ，性暴

力・性犯罪は，性差別社会の中で起きているという３つです。性暴力についてはいわゆる刑法

に規定されている性犯罪よりも幅広くとっています。ちなみに国連が２００９年に公表した「女

性に対する暴力に関する立法ハンドブック」では，性暴力とは「身体の統合性と性的自己決定

権を侵害するもの」となっています。性暴力が身体への性的侵襲であるために，この定義は被

害者の身体についての感覚や心情を的確に捉えるものとなっています。 

その上で必要なのは，「男女の人権が尊重され，尊厳を持って個人が生きることのできる社

会の実現」であると考えています。また，被害直後から中長期に渡る総合的支援が必要です。

そのためにも，被害について世間や捜査機関で言われることの多い自己責任論や被害者にも落

ち度があったのではないかと見る二次被害をなくしていく必要があります。 

 東京都の第３期犯罪被害者等支援計画では，「犯罪被害者等を社会全体で支える支援の実現」

を提唱していますが，これはＳＡＲＣ東京が望む目標でもあります。本日の見学会も，国の取

組に対する意見を提示するようにとの依頼をいただき大変嬉しく思います。被害実態に即した

捜査や対応・支援が行われる必要があることを痛感しているからです。 

 ２４時間３６５日で実施するホットラインに寄せられる相談内容は，大きく分けて３つあり

ます。 

 一つ目は，被害直後の相談です。相談者は，外国籍の人や男性を含む当事者，被害者の友人・

交際相手・家族，養護教諭や大学の学生相談室の相談員，行政職員などです。また東京だから

ということかもしれませんが，大使館の領事の方からも「旅行者が被害に遭っているがどうし

たらよいですか？」といったような相談が寄せられます。都内にお住まいの方に限らず，北海

道から沖縄まで色々な場所から電話が入ります。 

 相談内容は，弁護士を紹介してほしい，子どもが被害に遭っている，被害に遭ってどうした

ら良いか分からない，誰にも話していない過去の被害について話を聞いてほしいといったもの

があります。弁護士紹介については，ホームページやインターネット上を検索すると加害者弁

護の弁護士の名前が出てくるけれど，被害者のための弁護士がなかなか見つからないという電

話をいただきます。誰にも話していない過去の被害については，「お話を聴いていただけるの

でしょうか」と小声で電話を掛けて来られます。その電話について支援者は，相談者が長い間

一人で抱えてきた被害体験を初めて他人に話すわけですから，この時が急性期であり，被害直
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後と同じ心理的状況にあるのだと捉えて，丁寧に聞くようにしています。例えば，芸能人や著

名人の性犯罪の加害行為がメディアに出たり，テレビ番組で性に関する特集が放映されると，

非常にたくさんの電話が入ります。中には２０～５０年間を一人で抱えてきたという人もいま

す。その際には，例えば電話を切った後に相談者が自傷行為や大量服薬をするなどの可能性も

考えて，丁寧に聞いているところです。 

 二つ目は，何らかの対応をしてみたのだけれども，うまくいかないので不安な気持ちを聞い

てほしい，あるいはもっと情報を知りたいという相談です。こうした相談の典型例は以下のと

おりです。 

 まずは，被害直後の医療機関（産婦人科）受診についてです。被害後７２時間以内に産婦人

科に行き，緊急避妊ピルを処方してもらったが，性感染症のことが心配だというのです。診察

時に医師や看護師が「どうしましたか？」と尋ねてくれなかったので，どうしても，自分が性

暴力被害に遭ったことを言えずに，性感染症検査のことを言い出しにくかったという相談です。

確かに産婦人科の患者さんは妊婦であったり，小さな子どもを抱えている女性たちも多いわけ

で，その中を一人で受診するわけですから，被害に遭ったことを言い出しにくいのは当然のこ

とかもしれません。そうした精神的負担を軽減するために，性暴力被害者支援に積極的に取り

組む病院では，他の患者と顔を合わせることなく診察室に入ることのできる動線を考慮した診

察室が配置されています。医師や看護師が性暴力被害に遭ったかどうかを尋ねてくれなかった

という事実は，『Black Box』の著者である伊藤詩織さんも書いておられるとおりです。 

先ほど，相談電話に出る支援員は，最初から性暴力の相談・支援を行っていることをはっき

りと伝えていると申し上げましたが，性暴力・性被害に遭われた方と出会うためには，同様の

情報を医療機関においてもリーフレットやホームページなどで発信いただくようにお願いでき

ればと思います。 

 次は，警察署に関する不安や情報提供についてです。被害直後に警察署に申告したが，「事

件化ができない」，「暴行脅迫の構成要件を満たしていない」と言われて「それって何ですか？」

という相談の電話も入ります。こうした電話の声は怒りでいっぱいです。また，警察署や検察

庁から事情聴取や実況見分の日時，あるいは容疑者が逮捕されたとの連絡をもらったが，「ど

うしたらいいですか？」という相談も入ります。 

 最後は心身の健康状態についての不安や焦りについての相談です。たとえば眠れない，食べ

ても吐いてしまう，体調が悪い，どきどきする，外出できないなどの訴えです。あるいは，仕

事に行けない，子どもが部屋に閉じこもって出てこない，食事は自分の部屋でしか食べない，

話し掛けても「大丈夫だ」と言うばかりでそれ以外は何も話しくれないなどの心配です。こう

して人に話すこと，誰かに自分の声を届ける人からの呼び掛けに対して，支援員はこの不安な

気持ちを受け取る必要があります。 

 三つ目はその他の相談です。それは過去の被害であったり，被害が人生に及ぼす深刻な影響

について，あるいは問い合わせ等の内容です。 

 過去の被害については，深夜や朝方に掛かってくる，眠れない相談者からの電話が多いです。

時折，支援者が「こちら（ＳＡＲＣ東京）に面接相談にいらっしゃいますか？」と返答すると，

お越しになる方もいらっしゃいます。こういう方からは，幻視，幻聴，希死年慮や自殺企図な

ど，非常に深刻な症状や困難な生活状況を聴き取る場合もあります。過去の被害，とりわけ子

ども時代に遭った被害の影響が慢性化している場合がほとんどです。しかし残念ですがＳＡＲ
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Ｃ東京はこうした方々のための支援に対して十分に手が回りません。国が実施する性暴力・性

犯罪被害者の回復・グリーフワークを行うセンターを早期に作ることを要望します。  

 

＜２ 関係機関との連携について＞ 

 ２０１７年度相談実績をお示しします。ホットラインにはおよそ５，０００件の電話があり

ました。月の平均はおよそ４６０件，その中で都外からの電話件数が１～２割を占めます。お

よそ４～５割が被害直後の相談となります。 

 年間３９４件の直接支援を行いました。直接支援は面接相談と同行支援からなっています。

同行支援の主な付き添い場所は，産婦人科，管轄の警察署，病院内の精神科，弁護士事務所，

東京地方検察庁，東京地方裁判所などです。おおむね毎日支援員が同行支援に出ていることに

なります。支援員は１日２人体制となっていますので，一人が電話番をし，一人が外に出てい

るという業務が日常になります。こうした直接支援を行った実人数は１５５人でした。 

 加えて個人情報の開示請求や警察署から捜査関係事項照会に回答することもありますから，

ようやく関係機関との連携が取れるようになってきたところです。 

 また，東京都の医療費助成制度によって，警察に届けない場合の被害者に対して診察代や緊

急避妊ピルの処方，あるいは感染症検査の費用が助成されます。被害直後におけるワンストッ

プ支援の実際（産婦人科医療版）については資料１のとおりです。 

 ワンストップ支援センターの大きな役割は，医療機関におけるケアによって，被害者の心身

の安全と健康を確保することにあります。その流れは，男女２人からなる警察官が被害直後の

被害者を伴って来院する場合と，被害者から直接にＳＡＲＣ東京に連絡があり，病院と連絡を

取り合いながら病院に同行する場合の２通りがあります。 

 どちらの場合にも，被害者と警察官と医療関係者と支援員の４者が病院で初めて出会うこと

になります。その際に支援員は被害者へのねぎらいとエンパワメントを行い，被害の概要を聴

き取り，今後に行われる診察の流れと警察署の捜査についてなどを丁寧に説明します。また，

聴き取った被害の概要や証拠採取や採尿や採血，あるいは緊急避妊ピルの処方や性感染症の検

査を行うかどうかについて，被害者の意思を尊重して同意をもらう必要があります。それら被

害者の希望や意思などをまとめて「相談シート」を作成して，続いて看護師の問診を経た後に，

医師の診察を待ちます。医師の診察が始まると，「相談シート」を見てもらいながら支援員が

被害の概要や被害者の希望などを説明します。ちなみにこの「相談シート」は東京都産婦人科

医会の「シート」をモデルにして作成したものです。 

 支援員の役割は，問診室があれば被害者と一緒に入って，的確で迅速な聴き取りと診察の流

れを説明することにあります。性暴力の被害に遭った人は，その人の意思や性についての自己

決定権を奪われるため，診察や聴き取りの中では，選択や自己決定権を尊重する対応が必要と

なります。 

 後者（警察署に行くよりも先にＳＡＲＣ東京に連絡した）の場合には，被害者に，警察申告

をする意思があるかどうかを尋ねます。「行きたい」という方もいますので，その際には，御

本人から管轄の警察署に電話をしていただきます。もちろん被害者の同意を得て支援員が連絡

することもありますが，ほとんどの方は自分で電話を掛けます。その後に警察官がレイプキッ

トを持って病院に来ることになります。この場合には診察が終わってから，御本人と共に警察

署に行き，改めて事情聴取を受けることになり，場合によっては医療費が公費負担になる可能
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性もあります。この付添いの流れには２時間ほどかかります。 

 その他にも弁護士や精神科医との連携を行っています。今は２２人の協力弁護士に登録をい

ただいており，連携は弁護士相談への紹介から始まります。被害直後にすぐに受任していただ

き，警察署への同行をお願いすることもあります。また，送検されたケースにも同行をしても

らったり，時によって検察官に対して意見書を提出していただくこともあります。また，起訴

されたケースについては，被害者参加人弁護士として法廷で意見陳述をいただきます。支援員

は，警察署にも検察庁にも被害者が希望されれば同行します。弁護士と一緒に同行する場合も

あります。 

 これらが急性期から中長期を含む総合的支援を行うという実際です。 

 産婦人科の病院では他の人とは別の場所を用意してもらったり，着替えの下着を準備しても

らうこともあります。表情がこわばったり震えが止まらなかったりする人からは，言葉になら

ない恐怖を感じ取ることが大切です。 

 次に，面接・同行支援で直接お目にかかった１５５人の相談内容別実人数を資料２でお示し

しますレイプと強制わいせつがほとんどです。また面接だけで終わった方を除いて１２９人の

年齢別の人数ですが，資料３のとおり，児童と２０代が全体の７割強を占めます。 

 加害者の特徴ですが，資料４のとおり，１２９人中３０人が見知らぬ人からの被害です。１

１人が父親等であり，１９人が会社関係者です。残りの６９人（７６．７％）は顔見知りの人

となります。この数値は，内閣府男女共同参画局が３年ごとに行う「男女間の暴力実態調査」

結果とほぼ同じ比率です。顔見知りの人からの暴力はそれだけ訴えにくいし警察に申告しても

被害届が受理されにくいというのが現状です。「その他の加害者」は，交際相手，ＳＮＳで知

り合った人，飲み会で知り合った人，宗教家，風俗店の客，教員，進学塾長など様々ですが，

最近多くなっているのが鍼灸師・マッサージ師です。被害者は裸の上に施術着を着せられて，

施術という名目で体を撫で回されるため，被害であることの認識が遅れます。周到に準備され

たものであり悪質な被害です。 

 一方，「未知の人」からの被害は１０代が多く，その被害内容は深刻ですが，警察に行くこ

とを拒否することも多いのが実情です。警察で何を聞かれるか分からないし怖くて行くことが

できない。あるいは「自分は大丈夫だから」と話すだけのこともありますが，これは被害直後

の急性期症状としての回避のことが多いです。こういう人にとっては精神科受診さえハードル

が高くなります。 

 以上が，ＳＡＲＣ東京の業務内容と連携の一端です。こうしたやり方については米国やカナ

ダでの知見や支援方法を研修してきましたので，日本においてもようやくに支援システムが動

き始めたことを嬉しく思っております。 

 

＜３ 被害の状況と要望について＞ 

（児童の被害について） 

 最初に，児童の被害についてお話しします。 

 小学校低学年の場合，加害者は教師，中学生，小学生，スポーツクラブ講師，学習塾講師な

どといった，いずれも被害者より年長者で地域の中で出会う機会が比較的多い男性です。被害

児は，まずは産婦人科的ケアを受けた上で警察に申告して，東京地方裁判所，家庭裁判所審判，

弁護士による示談交渉となることもあります。示談交渉により被害児が安心して登校すること
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ができるよう環境を整えることもあります。被害児によっては，性器周辺の痛みや出血を訴え

たりする場合もありますので，ＳＡＲＣ東京では，たとえ子どもであっても産婦人科への紹介

を行っています。 

ホテルのフロントから警察に通報された加害者が現行犯で逮捕された場合（ケースによって

は，被害児も事情聴取されることがある），捜査に当たる警察官が加害者を淫行条例により事

情聴取などを行う場合には，ともすれば被害児に対する支援が後回しになることもあります。

しかし，児童の心身の安全と産婦人科受診は必要度の高い支援となります。 

 児童虐待の対象外となる性被害が増えています。もちろん男児が被害に遭った例もあります。

こうした例に関しては，家庭で起きる被害ではないことから，児童相談所では対応が難しいよ

うです。事件の関係者が集まる連携会議の際にも，児童相談所の方の対応に保護者ががっかり

される場面にも直面しました。そのケースに関しての児童相談所の担当者の説明は，家庭内の

被害ではないこと，また被害児が既に産婦人科受診や心理的ケアを受けているので，児童相談

所としてはそれ以上の対応はできないというものでした。 

 児童が被害者であるケースは，親からのホットラインへの相談がきっかけになっています。

これまでに児童から直接に電話をもらったことはありません。つまりＳＡＲＣ東京に電話が掛

かってくるケースはごくごく一部であって，性暴力・性犯罪被害に遭っているものの，親に余

裕がなかったり，親に話さなかったりしている子どもがおそらく，たくさんいるのではないか

と考えます。このような子どもたちの掘り起こしはどこが行うのでしょうか。そうしたことに

ついて，私たちは知りたいですし要望したいと思います。また，関係性を利用した強制性交等

や強制わいせつの処罰規定の対象の拡大を要望します。 

 被害が複数回あるいは長期化する場合には被害児が進んで加害者に服従することもあります。

こうした子どもは親に話す機会を失ってしまいます。子どもは自分も嫌だと言わなかったから

悪かったと思っていることもあります。周囲の他人が気付いて親に知らせてくれたり，被害後

に腹痛を訴えたので医者に行ったところ性器の怪我や出血が分かることもあります。 

こういう子どもに対し私たちができるアドボケイトの一つとして，ＳＡＲＣ東京と連携病院

の精神科に繋ぐということがあります。被害直後からトラウマ治療を開始して心理教育を受け

たり，エンパワメントされたりすることにより，子ども自身が自分を肯定できる道が拓かれる

ようになります。もちろん保護者自身が負うトラウマ経験についてもねぎらわれたりケアされ

る必要があります。この治療の最後には，子どもが自分の被害の状況を紙芝居にして，保護者

の前で演じることができるようになり，現在では全員が学校生活や家庭・地域で安心して暮ら

すことができています。精神科チームによるアフターケアもある中で，保護者からは，子ども

の様子に回復の実際を感じることができたという報告もいただきます。 

 被害児童がここまで回復できたのは，被害直後にワンストップ支援センターに相談いただき，

支援員が色々な関係機関に繋げることができたことで，良い流れができたのではないかと思っ

ています。 

 被害直後の対応がうまくいかないと，行動上の影響が出ることもあります。無防備な性的行

動，若年期における合意に基づく性行為，複数のパートナーとの性行為，アルコール等の物質

乱用，加害行為を行うハイリスクなどについては，ＷＨＯ（２０１２）が公表しています。過

去の被害が大人になっても人生に影響を及ぼすことがあると言われています。しかし，被害直

後から総合的サポートを受けた場合には人生への負の影響を少なくすることができるのではな
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いかと考えます。あまり楽観的になりすぎてもいけませんが，期待も希望も持っています。 

 治療を担当した精神科医からも，「被害直後から治療に入ると回復がうまくいくし，とりわ

け子どもたちの回復のスピードは速い」という感想や意見をいただいています。被害直後から

のケアを受けることの意義は大きいです。しかし，現時点ではこうした恩恵を受けられる親子

は一握りであることも事実です。被害者が誰であってもどこにいても無料で回復のためのケア

やサポートを提供できることを要望します。 

 

（１０代の被害について） 

 １０代少女（若年層女性と言われることもあります。）は見知らぬ人からの被害に遭うこと

が多く，その被害は非常に深刻であり，また重複する被害を長期に渡り受けている場合もあり

ます。親元を離れて地方都市から上京してきて一人暮らしを始めたばかりであるとか，あるい

は高校中退して勤めた職場での人間関係のストレスやブラック企業での長時間勤務，経済的困

窮などから，性産業の世界に吸い込まれていく女性もいます。そのためにこうした女性たちは

社会的偏見や神話を内在化しながら，被害状況を「自分も悪かったからだ」と思い，強い自責

感に絡め取られていきます。そのことにより被害の認知が遅れがちになります。また，被害を

誰にも相談できずに，望まない妊娠・人工妊娠中絶の恐怖を抱え込みながら，中絶の機会を見

失い出産となる場合も少なくありません。 

 また，父親からの性虐待被害女性にとっては，大学の学費や生活費の確保の難しさ，あるい

は父親を犯罪者にすることへの葛藤，被害を認めようとしない母親への気遣いなどが日常化し

ており，父親からの避難は簡単ではありません。こうした女性たちは警察申告には消極的です

が，被害以前にもまして仕事や学業を頑張ろうとして海外に出たりすることもあります。ＳＡ

ＲＣ東京での支援は当事者の意思を尊重することを大切にして無理強いはしないため（ＷＨＯ

が２０１１年に公表した Psychological first aid の方法），支援員は身を切る思いでこうし

た人たちとの繋がりを一旦は中断することになります。 

 急性期症状に続いてＰＴＳＤの回避症状が大きくなり，精神科診療を中断する例もあります。

おそらく「事件のことは忘れてしまいたい」という気持ちが女性たちの中で大きな位置を占め

るのだろうと思います。それでも消えない苦しさを紛らわすために処方薬依存や禁止薬物に手

を出した少女たちもいます。これらは彼女たちにとって生き延びるための対処行動です。 

 以上を踏まえて現場の支援員の実感として，性交同意年齢が１３歳とする刑法は現場の被害

実態とずれがあると感じています。また，学校における適切な安全教育や性予防教育がなされ

ていない現状の中で，１５歳～１９歳の若年女性が性的搾取されることの多い社会的状況から

しても，性交同意年齢を，最低でも１６歳に引き上げるのが適当かと思います。 

 以上を踏まえて，性交同意年齢の引き上げが必要だと考えます。 

 

（レイプドラッグの被害について） 

レイプドラッグ（Drug Facilitated Sexual Assault; DFSA）とは，処方薬の不適切な使用に

よる被害のことですが，ドラッグの薬理作用である「前向性健忘」が被害者を苦しめる深刻な

被害です。 

 ＳＡＲＣ東京が対応した経験では，被害者はほとんど同じような状況の中で被害に遭われて

います。つまり途中から意識を失い，目が覚めたら被害に遭っていたという状況です。ほんの
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少数の人が起訴されることもありますが，罰ゲームと称してお酒を大量に飲まされた被害者や

水商売で働く被害者は，「被害者の落ち度」，あるいは「同意があった」と見なされて，不起

訴になったり，被害届が受理されないという場合もあります。被害中に盗撮される場合もあり

ます。盗撮された画像の消去が難しいことは言うまでもありません。 

 落ち度については，大量の酒を飲みたくて飲んだわけではないのに，それを被害者の落ち度

と見なすのは納得できません。同意については，被害に遭うリスキーな場面で女性たちが取る

女性特有の抵抗方法が，「Tend and be friend」という一見加害者に共感する，あるいは加害

者と仲間になるという行為に見えるため，女性が「同意している」と加害男性が勘違いするの

だという研究知見が既に出ています。英国では同意があったことを証明する義務は加害者の側

であるとの考え方で刑法改正が行われたと聞いています。同意については，被害者の問題では

なく，加害者側の問題であるとの新しい逆転の発想で，心強いです。あるいは女性たちは殺さ

れるかもしれないという恐怖の中で，それでも誰かを呼び，加害者に見つからないような形で

友人に携帯メールを送ったり，ホテルからアメニティグッズを持ち帰ったりなどしています。

そのような抵抗方法を見逃してはなりません。しっかりと考慮してもらいたいと考えます。 

 以上ですが，準強制性交等についての規定に不適切な薬物使用を規定すること，また被害者

心理を理解した捜査，採尿・採血の実施の徹底の３つを要望します。 

 

（職場における被害について） 

 最後に，職場における強制わいせつの被害の場合ですが，被害者が職場に被害を申し立て，

職場が加害者にヒアリングをすると，加害者は大抵，「悪ふざけが過ぎただけ」，「強姦する

気など全くなかった」，「被害者も楽しんでいるものと思ったがそうでなかったことに気付か

なかった」と言い，加害を否定・否認します。 

 刑法に書かれていませんが，このようなケースを多数拝見しますと，ＳＡＲＣ東京としては，

「人間としての尊厳を貶める罪」といったような規定を形にできないかと，素人の発想かもし

れませんが考えてしまいます。 

 

（要望の根拠としての資料の提示） 

いくつかの資料を提示します。資料５から７です。 

 資料５は，警察署の申告件数ですが，ＳＡＲＣ東京が２０１７年度に同行支援を行った実人

数１２９人のうち，およそ半数の６９人が被害を申告しているのですが，被害届が受理され送

検されるケースが少ないということをお伝えしたいです 

 資料６は，２０１０年から２０１７年までの８年間の，東京都，大阪府，愛知県における強

制性交等罪の認知件数を示したものです２０１７年度の東京都の認知件数は１７３件であり，

大阪府（１１７件），愛知県（８１件）と続きますが，この件数合計は全国の認知件数の３割

を占めているということです。 

 一方で，資料７のとおり，内閣府男女共同参画局が３年ごとに行っている「男女間における

暴力実態調査」の２０１７年度版を見ると，女性は７．８パーセント，初めてこの調査の対象

になった男性は１．５パーセントが無理やりに性交等された被害経験があるとの結果が出てい

ますこれは潜在化している性犯罪・性暴力被害者がいかに多いかが分かります。こうした実際

を可視化する必要があるかと思います。 
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＜４ 見えてきた課題について＞ 

 刑法改正後の警察署において，「暴行・脅迫の構成要件に当てはまらない。」という理由で，

事件化できないとの説明がなされることが多くなった気がします。刑法に規定されている文言

を使っての説明は良くなった傾向だと思いますが，この説明に対して被害者からは，「警察に

相談するようにと勧められているのに，どうなっているのですか？」と声が上がっています。

暴行・脅迫の構成要件については緩和又は撤廃などの見直しが必要です。 

 また，加害者と被害者の関係性に関する格差，あるいは強姦神話の刷り込みや加害者の思い

込みなどが被害者の救済を難しくしていることが見えてきました。より被害実態に即した支援

が必要だと考えます。 

 実際的な連携ができる関係機関や専門家が不足しています。画像の消去技術も必要だと思う

のですが，性暴力犯罪被害者支援のグループの中ではそういう人材を確保することは難しい状

況です。 

 捜査機関において，被害者が被害時に行った対処行動を，被害者に寄り添いながら聞き取っ

てもらうならば，捜査がもう少し前向きに進むのではないかと考えることがあります。韓国や

米国では，警察官の研修にスーパーバイザーが付くそうです。日本でもやれないのだろうかと

思います。被害者支援の視点からの捜査により被害者の望む法的救済に期待したいと思います。 

 以上です。御静聴ありがとうございました。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 ありがとうございました。出席者から質疑があればよろしくお願いします。 

 

○保坂刑事局刑事法制管理官 

 処罰の範囲を拡大・強化すべきだという御提言をいただいたところですが，被害者の方の救

済・回復を支援されている立場から見て，厳しく処罰される，きちんと処罰されることが，被

害を受けた方にとっての回復にプラスになるのかということと，それもあり，ＳＡＲＣの基本

的な方針としては，警察に行く方向，つまり処罰される方向に持っていくスタンスでいらっし

ゃるのかということ，他方で，御本人が警察に行くことを嫌がっているのは，警察に行くと心

理的・手続的な負担があるからだろうと思うのですが，それらの負担はできるだけなくしてい

くとしても，それでもやはり処罰がきちんとされることが，御本人の回復に非常に役に立つと

いう趣旨でよろしいでしょうか。 

 

○平川理事長 

 そのとおりです。被害者の方たちがそのようにおっしゃいます。支援員が「警察に行きまし

ょう。」と言うのではなく，「警察に行ってきた。」あるいは「警察に行きたいから。」とお

っしゃる方も多いです。「それを促しているのは警察じゃないですか。」ともおっしゃいます。

「なのに，行くと『事件化されない』と追い帰されたり，二次被害を受けたりするのはおかし

いです。」とはっきりとおっしゃいます。 

 英国の認知件数を聞いたことがありますが，日本は認知件数が少なすぎると思います。そう

いうことを被害者の方もご存知で，今はネットで検索をかけると色々な情報を得ることができ
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ますので，隠し事はできない世の中だと思います。 

 東京では，「警察に申告をしたい。」，「何とか加害者を罰してほしい。」とおっしゃる被

害者が多いという感想を持っております。私たちはその方たちの声に呼び掛けられて，「やれ

ることは一緒にやりましょう。」というスタンスでこの６年間の活動を行ってきたところです。 

 

○濱刑事局刑事課長 

 関係機関への同行数について，警察や検察庁への同行数があると伺いましたが，例えば，警

察や検察庁に同行したり対応したりする中で，良くなってきているところ，あるいは，依然と

してこういうところがあるなど，支援されている立場で，気付かれていることがあれば教えて

ください。 

 

○平川理事長 

 まず良いところですが，刑法改正後，被害者の声をとても丁寧に聞いてくださる刑事さん，

検事さんが多くなっていると思います。とりわけ女性の刑事さんによる被害者の寄り添い方が

被害者を元気にしてくれます。 

 しかし一方で，丁寧な態度が認知件数というか被害届の受理につながっているかというと，

それはないように思います。そこが残念なところです。どうすれば丁寧な聞き取りが事件化に

繋がるのかということを一緒に考えていきたいと考えております。 

 先ほど申し上げたように，韓国やアメリカでは，刑事さんの行う事情聴取についてのトレー

ニングが実施されていて，少人数で行う研修に対してスーパーバイズが付いたり，研修生が相

互にスーパーバイザーになり合うという方式を採用しているということを聞いております。も

しも同じような研修が日本でできるようになれば，今申し上げたような，丁寧になった聴取に

加えて，もう一段ほど被害者の側に立った対応や捜査が可能になるのではないかという希望を

持っております。 

 支援員も同じで，古い相談シートを読むことがあると，書きぶりも同行もおたおたしていて，

「もう一つ先に，支援員が何か別の問い掛けをすれば違った展開になったのではないか。」な

ど，気付かされることが多いのですが，僭越ながら，刑事さんにも同じようなことはあるので

はないかと思っております。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 最後に，大臣官房政策立案総括審議官から御挨拶申し上げます。 

 

○金子大臣官房政策立案総括審議官 

 本日は本当にありがとうございました。政府全体，また，オール法務省としてこの問題に取

り組まなくてはいけないということで，今回関係部局の者で来訪させていただきました。事務

所も見せていただき，ありがとうございました。 

 お話を伺いなから思い出していたのですが，今，児童虐待がものすごく件数が多いと言われ

ているのは，おそらく，虐待件数が増えているということではなく，「これが虐待なのだ」と

認識が高まってきたので，認知されるケースも増えてきたという要因が一番大きいのではない

かと思っております。 
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 性犯罪も，ワンストップセンターにも来られないケースがなお相当あるのかもしれないと思

っております。我々としてやれること，どういうことがやれるのかということを考える以前に，

まず実態の把握をしなければならないということで，大臣の指導の下，本ワーキンググループ

を立ち上げさせていただいております。本日は，直接被害に遭われた方の支援を行っていらっ

しゃる方のお話を伺い，本当にまだまだ足りないところが多いなという印象を持ちましたし，

性犯罪に携わる，捜査又は裁判に携わる者の意識改革というか，研修もだいぶ進んできている

というふうに聞いていますけれども，まだまだというところもあるなと。また，専門家の社会

資源が足りていないということもありました。色々な分野から知恵を出し合って，この問題に

取り組んでいかなくてはならないなという思いを強くしました。 

 今後，色々な方々からお話を伺わせていただき，実態に合い，かつ，被害者の方に寄り添う

ような施策を講じていきたいと考えておりますので，今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。本日はありがとうございました。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 以上で，本日の見学会を終了します。 



資料１ 被害直後のワンストップ支援の実際 
（医療機関版） 

病院で関係者が出会う 

被害者 

医師 

看護
師 

支援
員 

刑事 

男女 

的確で迅速な聴き取りと説明 

 
 

• 支援員であることを伝え、予約
を確認して待つ 

• 関係者が到着したら挨拶する 

• 問診室があれば被害者と入り
ねぎらいとエンパワメント、被害
の概要を聴き取り、診察と捜査
について丁寧に説明する 

• 相談シートを作成し、医師を呼
んで被害の概要を説明し、診察
室に入る 

• 診察が終わり再診日を決める 

 

 

 

 

 

消毒、けがの治療、性感染検査、薬物検査の
ための尿・血液採取、妊娠検査、診断書、緊急
避妊ピル、妊娠、中絶、カウンセリング 

アドボケイト 

証拠採取 

1 



 
資料２ 

 面接・同行支援155人の相談内容別実人数 
 

115人 
74.2％ 

 

24人 
15.5％ 

9人 
5.8％ 

7人 
4・5％ 

レイプ 強制わいせつ 性虐待 その他 

全体の88.5％ 
2 



 
資料３ 

 129人（面接相談のみを除く）の年齢別人数 
 

3人 
2.3% 

30人 

23.3％ 

59人 
45.7% 

18人 
14.0% 

15人 
11.6% 

4人 
3.1% 

児童 10代 20代 30代 40代 50代以上 

若年層は 71.3％ 
3 



資料４ 129人の加害者の特徴別人数 

30人 
23.3％ 

11人 
8.6％ 

19人 
14.7％ 

69人 
53.5% 

未知の人 父親等 会社関係者 その他 

顔見知りは76.7％ 
4 



5 

児童 10代 20代 30代 40代 
50代 
以上 

計 

支援人数 3 30 59 18 15 4 129 

警察申告 
 件数 3 14 33 11 7 1 

69 
53.5％ 

 資料５ 警察署申告件数 



資料６ 
  性犯罪認知件数の動向：強制性交等罪認知件数 
  東京都・大阪府・愛知県で全国の30.6％を占める 

160 
178 

147 

191 

193 
179 

138 

173 

123 128 

175 
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134 130 

100 
117 
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80 

57 

88 90 

57 
65 

81 
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250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

東京都 

大阪府 

愛知県 

件 

年 

注 警察庁の統計による。 



 
 

資料７ 無理矢理に性交等された被害経験 
（2017年版） 

 

7 

男性（1569人） 女性（1807人） 総数（3376人） 

１人からあった 1.3％ 6.1％ 3.9％ 

２人以上からあった 0.2％ 1.7％ 1.0％ 

被害経験あり人数 23人（1.5%） 141人（7.8%） 164人（4.9%） 

 相談した 10（43.5%） 54（38.3%） 64（39.0%） 

 相談しなかった 9（39.1％） 83（58.9％） 92（56.1％） 

 無回答 4（17.4％） 4（2.8％） 8（4.9％） 

被害経験全くない 92.2％ 84.8％ 88.2％ 

無回答 6.4％ 7.4％ 6.9％ 

＊約20人に1人、女性の約13人に1人は異性から無理やり性交等された経験がある。 
＊約4人に1人（25％）は「友人・知人」に相談している。 
＊警察には3.7％、ワンストップ支援センターには0.6％が相談。 

注 内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」より作成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第４回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  平成３０年１１月２６日（月）  自 午後 １時３０分 

                        至 午後 ２時４９分 

 

第２ 場 所  法務省１９階第１会議室 

 

第３ 議 題  性犯罪被害当事者からのヒアリング 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 それでは，定刻となりましたので，ただいまから性犯罪に関する施策検討に向けた実態調

査ワーキンググループの第４回を開催いたします。 

  本日は，犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長の上谷さくら先生御同席のもと，性犯

罪の被害に遭われた当事者２名の方からヒアリングを行います。 

  なお，当事者の方の御希望により，会場に遮へい措置をとらせていただいております。ま

た，お名前につきましては，お話ししていただく順番に，Ａさん，Ｂさんとお呼びすること

としております。Ｂさんにつきましては，配偶者の方も御同伴されると聞いております。ま

た，本日のヒアリングの方法については，Ａさん，Ｂさんのお話の前に，上谷先生から被害

の概要等につきまして御説明をいただき，その後にＡさん，Ｂさんから直接お話を伺い，そ

の後質疑応答という流れを考えております。 

 

（上谷さくら先生，Ａさん入室） 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 Ａさん，上谷先生，本日はお越しいただきましてありがとうございます。 

  それでは，よろしくお願いいたします。 

 

○上谷さくら先生 

 Ａさんの被害者代理人と国選被害者参加弁護士をしておりました上谷と申します。本日は

よろしくお願いいたします。 

  まず，私から事案の概要を説明いたします。 

  Ａさんは，事件当時２０代前半で，平成１９年の深夜１時過ぎころ，帰宅途中に被告人か

ら後をつけられ，自宅のすぐ近くで背後から口をふさがれて，ナイフを示されて，語気強く

脅され，性交されるという被害に遭いました。被告人は犯行後，Ａさんの姿を携帯電話で撮

影し，Ａさんの所持品から個人情報を取得し，警察に通報しないように脅してから逃げてお

ります。 

  犯行から約９年たって，被告人が別の事件で逮捕されて，ＤＮＡ型鑑定が行われたことを

きっかけに，犯人逮捕に至りました。時効直前の逮捕でした。 

  この被告人については，Ａさんの事件のみで起訴されております。Ａさんが経験された主

な捜査や公判手続ですが，まず，被害直後と被告人逮捕後，２度にわたり事情聴取が行われ

ております。それから，被告人の似顔絵作成，被害の再現，あと起訴状等における氏名秘匿

の問題などがありました。氏名については，逮捕段階から旧姓表記です。Ａさんは，被害後

に結婚されていますが，被告人に対して現在の名前は知らされておりません。 

  公判については，自白事件でしたので証人尋問は行われませんでした。公判廷では，被害

者特定事項の秘匿が行われております。私と一緒にＡさんも在廷して，被害者参加をしまし

た。遮へい措置を講じた上で，心情の意見陳述を行っております。 

  また，都民センターによる公判への同行などの支援がありました。 
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  その後，公判中に任意で一部被害弁償がされたんですけれども，それではとても足りない

ということで，その後，損害賠償命令の申立てをしております。そこも，債務名義の氏名の

表記の点がネックになったこともあって，裁判長の勧めで，和解で終了しました。 

  判決は，第一審が検察官の求刑が懲役５年６月，判決は懲役５年でした。その後，損害賠

償命令の申立ての和解によって，一部が追加で支払われましたので，被告人が控訴しまして，

民事上の和解が成立したことが理由となって，最終的には懲役４年８月の判決となっており

ます。 

  まず，Ａさんの事件で一番特徴的なことは，事件が起きてから逮捕するまで時間かかった

ことだと思うんですよね。 

  最初に事件に遭ったときに，すぐに警察に被害届を出しているんですか。 

 

○Ａさん  

すぐに出しましたね。私，犯人に，最後に「警察には言うなよ」っていうふうに言われた

んで，迷っていたんですけれども，家族に話したときに，やっぱりこれは警察に行かなきゃ

っていうことで，行きました，すぐに。 

 

○上谷さくら先生 

 その日，夜中だったけれども，家族に相談したのは次の日ぐらいだったのかな。 

 

○Ａさん 

 最初に相談したのは友達だったんですよね。それで，どうしたらいいかなっていうことで，

とりあえず，そのときはもう頭が真っ白で落ち着かなかったんで，その子の家に泊めてもら

ったという感じですね。そこにはいられなかったという感じだったんで。 

  その後，家族が（私の居住地まで）出てきてくれてという感じです。 

 

○上谷さくら先生 

 すぐに警察に行って，いろんな証拠採取が行われたんですか。 

 

○Ａさん 

 そうですね。すぐに，いろいろ問いただされましたね。 

 

○上谷さくら先生 

 その後，しばらく連絡がなかったわけですよね。 

 

○Ａさん 

 そのときは，結構一生懸命にやってくれるのかなと思ったんですけれども，もう音沙汰な

くなって，もう何年もたったんで，もう諦めていました。ずっと心の中では，何か憎いって

いうか，野放しになっているのが許せないというのがあって，どうにかしたくてもどうにも

できないっていう状況だったんで。 
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○上谷さくら先生 

 ９年近くたってから，別件で捕まったという連絡があったわけですよね。 

 

○Ａさん 

 捕まったという連絡というか，そのときはほとんど知らされていなくて，警察も，捕まる

かもしれないみたいな感じで，大体証拠もそろっているというところで，また協力してくれ

っていう依頼が来たのが，その裁判が始まる１年くらい前。 

 そこから協力し始めて，結構頻繁に警察の方と会っていました。 

 

○上谷さくら先生 

 事件から９年ぐらいあいて，また警察にしょっちゅう行ったり，警察から連絡が来たりす

るじゃないですか。そのときは，どんな気持ちでしたか。 

 

○Ａさん 

 一生懸命やってくれる人に担当者が変わったんで，私もそれに応えたいというか，私も，

こんな時間たって，そういうふうに犯人の目星がつくことなんてあるんだなと思って，その

人が一生懸命やってくれるから，それに応えようと頑張りました。 

 

○上谷さくら先生 

 ９年たっての再びの捜査というのは，具体的にはどんなことが行われましたか。 

 

○Ａさん 

 最初と大体同じなんですけれども，事情聴取と，再現と，あとは，私が事件があった当日

に相談して泊まらせてもらった友達にも聞きたいということで，事情聴取をその子にもした

のと，でも，似顔絵はさすがに忘れているんで書かなったんですけれども。 

 

○上谷さくら先生 

 もう９年たっていると，犯人像って全部飛んでいる感じでしたか。 

 

○Ａさん 

 というよりも，最初から犯人の顔を見ないようにしていたので。顔を見ると，何か向こう

にも顔を知られたみたいな感じで思われるのが嫌だったので，できるだけ見ないようにして

いたのもあったんですけれども，本人も何かもう黒ずくめな格好をして，キャップかぶって，

何かジャンパーも結構大きいのをかぶっていて，真っ暗だし真っ黒な格好だったんで，ほと

んど顔はもう，最初のときから知らないような状態でした。 

 

○上谷さくら先生 

 最初に被害に遭って，すぐに逮捕になっていれば１回で済んだと思うんだけれども，それ

だけ，間が９年もあいて，また同じことをやるというのは御負担だったかなという気もする

んだけれども，その辺どうですか。 
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○Ａさん 

 そうですね。大分間があいているんで，それを，今考えたら大変だなというふうに思うん

ですけれども，でも，２回目のほうは，本当に裁判に近づける，何か最初のときの事情聴取

は，本当に捕まらないだろうなというふうに思いながらだったんで，結構苦痛だったんです

けれども，しかも起こったばっかりで，結構その起こったことに対してのつらさがあったん

で，そっちのほうが，捕まらない可能性が高そうなのに，こういうことを聞かれなきゃいけ

なくて，苦痛だった。 

  でも，２回目のは，何かもう捕まえられるというのがあったので，そんなに苦痛を感じま

せんでしたね。どんどん近づいていくのが，やる気が出る。 

 

○上谷さくら先生 

 むしろ，自分がどんどん協力することで，犯人を追い詰めていけるというような感覚があ

ったのかな。 

 

○Ａさん 

 そうです，はい。 

 

○上谷さくら先生 

 その中で，一番つらかったこと，いろいろ，名前をどうするかという問題があったと思う

んだけれども，その辺はどんなふうにイメージされていましたか。 

 

○Ａさん 

 私は勝手に，名前は出ないものだと，こういう事件は名前を出しちゃいけないだろうって

頭の中にあったんで，（警察に敢えて）聞かなくても出ないものと思っていたんですよ。そ

れを，警察の人が，ちらっと名前が出ることを言ったんで，えって思って，警察の方が簡単

に，そんなの出るの当たり前でしょうみたいな感じで言われて，出ないのが当たり前でしょ

うと思っていたんで，それを聞いた瞬間にやる気を失ってしまって，ずっと頑張ってきて，

最後の最後のところで，そのことで警察ともめました。 

 

○上谷さくら先生 

 具体的には，どんなふうにもめましたか。 

 

○Ａさん 

 名前が出るのなら，私はもう裁判はしないっていうことで，向こうはすごい説得にかかっ

たんですけれども，私はもう電話すらつながないようにしましたし，まず，警察の方がそれ

を最初に言わないっていうのがどうかと思って，何かいきなり信用を失った感じで，ここま

で頑張ってきたのに，その重要なことを言わないっていうのにちょっと腹が立って，そこか

らはしばらくこの事件も放置していました。 
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○上谷さくら先生 

 ２回目に警察から連絡があったときに，最初に，もう逮捕して起訴できそうなんだけれど

も，名前が知られる可能性がありますよというふうに最初に伝えられていたら，どうしてい

ましたか。 

 

○Ａさん 

 そうしたら，協力していないです。あれだけいろいろ協力して，最後まで来たところでも，

もう連絡をとるのやめたぐらいですから，最初にそれを言われたら断っていましたね。 

 

○上谷さくら先生 

 結局，そういう時期がありつつも，再び連絡をとるようになって，裁判をして，被告人は

刑務所に行くことになったわけだけれども，それは，どんなふうにして，また協力しようと

いうことになったんですか。 

 

○Ａさん 

 私がずっと無視し続けるもので，（警察が）名前をどうにかする方法はないかというのを

考えてくれたみたいで，そこから，上谷先生につなげるというところから始まったんだと思

うんですね。 

 警察の人も反省しているから，その弁護士さんのところに行ってくれないっていう感じで，

依頼されたのがきっかけで，また始まりました，捜査が。 

 

○上谷さくら先生 

 そうでしたね，警察の人もちゃんと謝ってくれて。 

 

○Ａさん 

 はい，謝ってくれました。 

 

○上谷さくら先生 

 被害者の方にとっては当たり前と思うんだけれども，名前が出てしまうというか，法廷に

は出ないにしても，犯人に知られてしまうのが嫌だというのは，いろいろ理由あると思うん

だけれども，どんな理由が挙げられますか。 

 

○Ａさん 

 私がまず一番大きかったのが，最近ではＳＮＳがすごい影響があるので，幾らでも実名で

調べられるというのがあるので，それは，絶対私のことが分かってしまったら，報復しに来

るだろうって，何か裁判とかで制裁とか与えたら，それで報復されるんじゃないかというの

が一番ですよね，それが怖いというのが。絶対，名前が分かれば居場所も分かるっていうの

は，ＳＮＳで絶対，今の時代は分かります。 

 

○上谷さくら先生 
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 そうですよね。 

  もう結婚されていたということと，事件当時は旧姓で，被告人が知っていたとしても旧姓

だということで，旧姓の片仮名表記ということになったんだけれども，ただ，ＳＮＳで旧姓

も出てくるとかいう話はなかったでしたか。 

 

○Ａさん 

 旧姓でも迷いましたよね。 

 やっぱり家族とかも。結婚しても，家族のほうは旧姓のままなので。でも，新しい姓を犯

人に知られることがなければ大丈夫だろうということで。捕まえたい思いも大きかったので，

旧姓でも嫌なものは嫌だったんですけれども，「Ａさん」とか，そういう感じになるものだ

と思っていたので，旧姓でぎりぎりですかね。 

 

○上谷さくら先生 

 旧姓も知られたくないという気持ちよりも，今の名前とは違うんだし，犯人をちゃんと処

罰したいという気持ちが上回ったという感じですかね。 

 

○Ａさん 

 そういうことですね，はい。 

 

○上谷さくら先生 

そうすると，もしあのとき結婚していなかったら，どうしていただろう。 

 

○Ａさん 

 それはちょっと無理でしたね。姓が変わるから，本当にそれこそ「Ａさん」じゃなきゃ無

理でしたね。 

 

○上谷さくら先生 

 そうすると，結婚していない人とか，名前が変わっていない人というのは，同じように泣

き寝入りしているんじゃないかなというふうな。 

 

○Ａさん 

 というふうな頭がありましたよね。みんなどうしているんだろうというところが，すごい

気になりましたけれども。多分泣き寝入りするんじゃないかなって思いました。 

 

○上谷さくら先生 

 そうすると，逆に，何でそんな名前が知られる制度になっているんだろうという，そうい

う感じが強いですか。 

 

○Ａさん 

 もう最初から，それが，その制度になっているというのがおかしいので。こちらとしては，
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それがもう当たり前だというふうに思っていたので，別にそこに名前を出さなくても，証明

できるものがあれば十分だと思うんですよね。何で犯人に知らせる必要があるのか，本当に

謎ですね。 

 

○上谷さくら先生 

 ちょっと話題変えますけれども，Ａさんは被害者参加をして，意見陳述もしたじゃないで

すか。 

 

○Ａさん 

 はい。 

 

○上谷さくら先生 

 それで，遮へいはしていたけれども，本人に直接言いたいことを言えたという感じはあり

ましたか。 

 

○Ａさん 

 はい。もう何か言いたいことが９年間たまっていたんで，それを，やっぱり，思っている

ことを言えたというのは，本当すっきりしましたし，向こうも何かもう完全に忘れている感

じだったので，思い出させてやりたいという感じでした。 

 

○上谷さくら先生 

 例えば，そういうことを言うことで，変に恨まれるんじゃないかとか，あと，自分の当時

のことを振り返ってみて，また色々とよみがえってつらくなったりとか，そういうのはあり

ましたか。 

 

○Ａさん 

 よみがえってつらいというのはあるんですけれども，（被害の）当時よりは，（裁判時

は）普通に生活できていたんで，何か感覚がちょっと，第三者みたいな感じじゃないけれど

も，何かちょっと昔よりは違ってきたんで，まだ，つらいと思うことは少なかったかなと思

います。 

 

○上谷さくら先生 

 判決ですけれども，懲役５年という判決が第一審で出ましたけれども，どんな印象ですか。 

 

○Ａさん 

 どれくらいが通常なのかよく分からなかったんで，重いのかどうなのか分からないんです

けれども，上谷先生とかに聞いて，５年でいいほうだっていうので，慰謝料とかも含めての

５年だったんで，それで満足とは言えないけれども，いいかなっていう。 

 

○上谷さくら先生 
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 大体，やれることは全部やり切ったという感じがありましたか。 

 

○Ａさん 

  はい。やれることはやり切ったし，そうですね，満足しています。 

 

○上谷さくら先生 

 あと，都民センターの支援も受けていますね。 

 

○Ａさん 

 はい。 

 

○上谷さくら先生 

 どの段階からでしたっけ。 

 

○Ａさん 

最初からだと思うんですけれども。 

  裁判とかも始まるような前から，そういうのが依頼できるけれども，どうするみたいなの

を言われたときには，もう依頼しますって言いました。 

 

○上谷さくら先生 

 付添い支援がメインだったと思うんですけれども，やっぱり心強いものですか。 

 

○Ａさん 

 そうですね。何かあったら，私のほうから，自分一人で不安になっているよりは，話せる

相手がいるという，聞いてくれる相手がいるというだけでも大きかったんで。何かすごく助

けてもらったという感じはないんですけれども，何かあったらいてくれるというのが，支え

になっているみたいな感じでした。 

 

○上谷さくら先生 

 そろそろ時間なんですけれども，せっかく今日来ていただいて，これは言っておこうとい

うのは，何かありますか。 

 

○Ａさん 

 やっぱり，さっきも何回も言ったんですけれども，名前に関しては本当に，皆さんが名前を

犯人に公開しなきゃいけないって，もしそれが知り合いだったら名前知っていると思うんで

問題ないですけれども，でも，犯人が自分の名前を知らなくて，それで襲われたという場合

に，どうして犯人に名前を知らせなきゃいけないのかというのは，誰しもがおかしいって思

うものじゃないですか。なので，そこは本当に，制度を変えてもらいたいですし，それで，

今泣き寝入りしている人たちを奮い立たせるという，泣き寝入りしている人たちは本当にか

わいそうだと思います。捕まえられる可能性があるのに，それを，泣き寝入りってできるも
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のじゃない……。その人たちにも希望をあげてください。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 Ａさん，ありがとうございました。 

 それでは，出席者から御質問があれば，挙手の上御発言願います。 

 

○濱刑事局刑事課長 

 Ａさん，ありがとうございました。 

  ２点ほど質問させてください。 

  一つは，その犯人が捕まったのが，約９年後ということで，被害直後には警察との間でい

ろいろやりとりがあったということでしたけれども，この９年間の間というのは，警察との

関係というのはどんなふうな感じだったのか。ずっと何も接触がなく，突然犯人が捕まりま

したというような連絡があったのか，それとも，例えば，向こうの担当者が替わったという

ことで連絡があったり，あるいはＡさんのほうでも何か引っ越したりしたようなときには，

警察官に連絡をしたりしたということで，そういう一定の関係性というものが少し続いたり

していたのかとか，その９年間の間の状況というのを教えていただけることがあれば教えて

いただきたいということが一つと，あと，この９年後に犯人が捕まってからなんですけれど

も，今の話で，警察との間でもう一度いろんなやりとり，例えば事情を聞かれたりしたこと

はあったということでしたけれども，検事から事情を聞かれるということがあったのであれ

ば，例えば，警察のときと，聞かれる内容，やりとり，対応での違いとか，あるいは，いい

悪いも含め，何か印象に残っているようなことがあれば，また教えてもらえればと。 

 

○上谷さくら先生 

 １点目，最初に被害届を出して，いろいろ警察に捜査してもらって，９年の間に，何か連

絡がお互いあったかという点はどうですか。 

 

○Ａさん 

 最初に事件の捜査をした後に，その後は全く連絡が来ない状態でしたし，私が引っ越した

りしたときも連絡はしていないですし，突然９年後に連絡が来たっていう感じです。そのと

きに，担当が替わったということを伝えられて，犯人ももう捕まったというよりは，これか

ら捕まえられそうな感じなので協力してほしいということで，私にはそこまで細かいところ

までは伝えられないという感じでしたね。 

 

○上谷さくら先生 

 あと２点目，その９年後に立件するというときに，検察官から呼ばれて事情を聞かれたこ

とありましたか。 

 

○Ａさん 

 はい。警察官の方と上谷先生と一緒に（検察官に）会ったのが初めてだったんですけれど

も，その時点では，確実に犯人だということが分かっているので，特に，警察の人よりは何
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かすごいしっかりして，警察の人と比べるものじゃないと思うんですけれども，しっかりし

ている方で，そこまで記憶にないんですけれども，任せられるというか，裁判はちゃんとし

たものになりそうだなという印象でした。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

  ほかに御質問ございますでしょうか。 

 

○保坂刑事局法制管理官 

 私からも２点質問させてください。 

  まず一つ目ですけれども，犯人に知られてしまった可能性があるのは，旧姓のフルネーム，

つまり，下の名前も知られたらしいということなのかどうかと，旧姓の片仮名で，逮捕状と

か起訴状とかもそれで表記したということでしたが，裁判所から何か言われたりもせず，最

後まで手続としてそれで通せたのかどうか，これをまず確認させてください。 

 

○Ａさん 

 それは，最後まで通せました。旧姓の片仮名表記というもので大丈夫でした。 

 

○上谷さくら先生 

   知られた可能性のことについては，多分御本人より私のほうが把握していると思います。

当時，加害者から携帯のプロフィール画面を出せと言われて，それを撮られて，逮捕された

時も写真が残っていたんですけれども，警察が事情聴取したときに，（被告人が）下の名前

だけ覚えていた。だから，最初，下の名前だけで逮捕状などを取れないかというふうに，か

なり交渉したんだけれども，それはだめだという話になって，一応証拠上，その旧姓の名字

もあったんだからということで，でも，漢字まで出すと特定がされやすいということで，片

仮名にっていうので，何とか裁判所との交渉で落ち着いたというのが経緯です。 

 

○保坂刑事局法制管理官 

 もう一点ですけれども，事件当時からかなり，９年近くたってから，もう一回事情を聞か

れたということでした。先ほど犯人の顔は見ないようにしていたので，顔はもともとそんな

に認識していないということですが，どんなことが起きたのかということを，また改めて聞

かれたのではないかと思うんです。そのときに，やはり９年前で，もともと思い出したくも

ないようなことを聞かれて，なかなか記憶が戻らないとかいうことがやっぱりあったのかど

うか，そのときに，記憶を戻すためにしたこと，あるいは，当時こうしておいたから，記憶

が戻せたとか，もしあったら教えていただければと思います。 

 

○Ａさん 

 そうですね。事件直後に，いろいろ事情聴取されていたので，９年後にも結構はっきり

（覚えていました）。何をされたのかというのを直後に書いたり，作文じゃないけれども，

（自分で）書いたものも残っていましたし，それで結構ぱって，すぐよみがえった感じでし

たね，それを読んで。 
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○上谷さくら先生 

 御自分で書いておいたほかに，何か忘れないようにしておこうみたいなことはしましたか。 

 

○Ａさん 

 忘れないようにしておこうということはないです。忘れないです。忘れられないことなの

で，ただ，細かい部分とかに関しては，最初に事情聴取を受けたときの記録が役に立ったと

いうだけで，大体のことはもう今でも，やっぱりこれから先もずっと覚えている感じです。 

 

○上谷さくら先生 

 再捜査が始まった時点で，ちょっと心療内科に通ったことがあったけれども，事件直後は

行っていないんだよね。 

 

○Ａさん 

 はい。 

 

○上谷さくら先生 

 その再捜査が始まってから，少しそういうところに行ってということはありました。ただ，

あんまり，がんがん通っていたわけでもないし，今となってはそうだったっけというぐらい

の感じでしかないのかな。 

 

○Ａさん 

 そうですね。何かやっぱり捜査とか，そういうのが始まると，ちょっと気持ちに不安とか

が起こるかなっていうので。自分で何かすごいそういうの，何か急に心境の変化があったか

らとかというわけじゃなくて，心配事があったときに，いつも何か，これがあれば大丈夫み

たいなものがあると頑張れるというのがあるので，そういう感じです。 

 

○保坂刑事局法制管理官 

 ありがとうございます。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 そのほか，御質問ございますでしょうか。 

 

○宮崎刑事局参事官 

 今日はどうもありがとうございました。 

 １点お伺いしたいんですけれども，上谷先生には，９年後の捜査の途中からお願いしたとい

うことなんですけれども，もっと早くに弁護士さんをお願いしたかったなと，もし思われる

のであれば，どういうタイミングで，どういう形でつないでほしかったか教えていただきた

いということと，同じように都民センターは９年後の捜査の後なのか，あるいは当初，被害

直後から接触があったのか，そのあたりもあわせて教えていただければと思います。 
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○上谷さくら先生 

 弁護士を頼むタイミング，本当はもっと早くついたほうがよかったかについてはどうです

か。 

 

○Ａさん 

  もっと早くといっても，犯人が定まらないと，弁護士っていうのはつけられないと思って

いて，犯人が定まってから，警察に上谷先生を紹介してもらったっていう形なので，私から

頼もうというのは，最初からなかったですね。都民センターは，９年後で，上谷先生に紹介

してもらいました。 

 

○上谷さくら先生 

 都民センターについて，それまでは全然，存在も知らなかったかな。 

 

○Ａさん 

 存在も知らないです。 

 

○宮崎刑事局参事官 

 もっと早くに支援を受けられたらよかったなと思うようなことはありましたか。弁護士さ

んにしても，都民センターにしても。 

 

○Ａさん 

 弁護士さんとか都民センターからの支援みたいなものは，もっと早くからは受けられなか

ったと思うので，警察からの支援を早く受けたかったです。９年間もかからずに，もっとち

ゃんと捜査してもらいたかったですね。結構な犯罪を起こしていた人だったので，もうちょ

っと早く捕まえられることができたんじゃないかなって思います。 

 

○上谷さくら先生 

 例えば，犯人分かっていないうちでも弁護士に依頼しに来る人はいて，そういう場合だと，

私だと例えば，警察に適宜捜査の進行状況を聞くということがありますが，そういうのがあ

り得るとしたらどうですか。 

 

○Ａさん 

 そういうのがあるというふうに知っていたら頼んでいましたけれども，でも，弁護士さん

っていっぱいいますし，誰がいいとか，誰が自分に合っているとか，探すの自体が大変で，

しかもお金がかかるっていうのも知っていたんで。そもそも，弁護士さんが警察に捜査につ

いて何か言ってくれるというのもないと思っていたんで，そこら辺は何も考えていなかった

です。 

 

○野田大臣官房秘書課付 



-13- 

 

 時間となりましたので，以上でＡさんからのヒアリングを終えたいと思います。 

Ａさん，どうもありがとうございました。 

 

（Ａさん退室，Ｂさん入室） 

 

○野田大臣官房秘書課付 

  Ｂさん，本日は，お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。 

  それでは，よろしくお願いいたします。 

 

○上谷さくら先生 

 まず，私から，事案の概要を説明します。 

  Ｂさん，事件当時２０代後半でした。平成２５年に通院先の整体クリニックにおいて，整

体師である被告人に睡眠薬入りのドリンクを飲まされて，抗拒不能の状態で性交されそうに

なる被害に遭いました。その際の一連の行為により，全治不詳の心的外傷後ストレス障害の

傷害を負いました。Ｂさんは被害の途中で覚せいしたために，被害に気づき警察に被害を申

告しています。 

  その後，被告人宅を捜索したところ，犯行状況を撮影した記録媒体が複数発見され，本件

が裏づけられるとともに，複数の余罪が発覚しております。被告人は，最終的に準強姦致傷

１件，準強姦４件，準強制わいせつ６件について起訴されました。 

  捜査では，事情聴取や被害の再現が行われています。公判では，被害者特定事項の秘匿決

定がなされています。 

  致傷について，致傷自体とその因果関係を争われたために，Ｂさんの証人尋問が行われて

います。この際は，遮へい措置と都民センターの付添いがありました。致傷の点については，

Ｂさんの主治医と鑑定人の証人尋問も行われています。Ｂさんは，代理人とともに在廷によ

る被害者参加をし，遮へいをしながら心情の意見陳述をしました。都民センターによる公判

への同行支援を受けております。また，都民センターにより各種支援を利用して，ＰＴＳＤ

治療のための精神科カウンセリングに通院をしておりました。 

  判決ですけれども，第一審は求刑が懲役２５年，判決は懲役２０年でした。被告人が控訴

しまして，控訴審では，一部被害弁償するということで，その場では，最初８万円を払って

きて，その後，実は，被告人が民事上の債権を持っているので，その債権をＢさんへの弁償

に充てる約束がなされまして，控訴審の被告人の弁護人もかなり尽力してくれて，そこのと

ころが評価されて，懲役１９年となりました。その後，全額，Ｂさんに支払いが済んでおり

ます。 

  以上が事件の概要です。 

  では，私からお話を伺っていきます。 

  まず，被害に気づいて，警察まで行くという過程ですけれども，このときは，どういうお

気持ちで警察に行きましたか。 

 

○Ｂさん 

  とりあえず，どうしようと思って，警察のほうに相談するという形で伺い，相談した結果，
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被害届提出という形になりました。 

 

○上谷さくら先生 

 被害届を提出するのに，迷いとかはなかったですか。 

 

○Ｂさん 

 迷いは大変あったんですけれども，最初に話を聞いてくださった警察の生活安全課の方か

ら，被害状況を見ても，複数の被害者に行っている手口なので，そのまま放っておくと，ま

た同じような被害に遭う女性が増えるのではないかということを言われたので，被害届を出

す決意をしました。 

 

○上谷さくら先生 

 御家族は，事件のことを知っていましたか。 

 

○Ｂさん 

 姉だけには話をしました。 

 

○上谷さくら先生 

 お姉さんは，どんな意見でしたか。 

 

○Ｂさん 

 姉に関しては，被害届を出すことをやめたほうがいいということは話していました。 

 

○上谷さくら先生 

 何か理由は言っていましたか。 

 

○Ｂさん 

 被害届を出すことによって，今後の裁判などもつらい状況になるのは明白だったので，や

めたほうがいいんじゃないかって話していました。 

 

○上谷さくら先生 

 そういう意見がありつつも，Ｂさんとして，やっぱり被害届は出そうと思われた理由はな

んですか。 

 

○Ｂさん 

 私と同じような被害に遭う女性がまた増えてしまうのではないかということで，そういう

女性を出したくないというその一心で，被害届を出しました。 

 

○上谷さくら先生 

 被害届を出すということになると，警察に行って，いろいろ捜査に協力したりするわけで
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すよね。その中で，何かつらいことありましたか。 

 

○Ｂさん 

  まず，被害の当日のことを何回も話されなければいけない，それが一番つらかったことで

す。あと，警察署の場所についても，事件の犯人が住んでいる場所の最寄りの警察署に行か

なければならず，駅付近に犯人の家があったので，会うんじゃないかというおそれと，その

駅に降り立ちたくないという気持ちは物すごく強かったです。 

 

○上谷さくら先生 

 できれば，どこか別の場所でやってくれたらなという感じはありましたか。 

 

○Ｂさん 

 そうですね。私が住んでいる場所の最寄りの警察署などで話を聞いていただければ，一番

よかったかなと思います。 

 

○上谷さくら先生 

 警察以外のいろんな機関にも相談に行っていますよね。 

 

○Ｂさん 

  はい。最初に，ある大学の心理臨床センターの心理カウンセリングに行きました。 

 

○上谷さくら先生 

 それは，どういうふうにして見つけたんですか。 

 

○Ｂさん 

 小林美佳さんの本に，その心理臨床センターの名前が載っていたので，その方は性犯罪に

遭われて本も出された方で，その本に載っていたので，そこに一応，最初行ってみようかな

と思って行ってみました。 

 

○上谷さくら先生 

 その小林美佳さんの本は，被害に遭う前から御存じでしたか。 

 

○Ｂさん 

 いえ。被害に遭ってから知りました。 

 

○上谷さくら先生 

 その心理臨床センターに通って，どうでしたか。 

 

○Ｂさん 

 とりあえず，行くこと自体がとても大変で，ただ，行かないと自分が死んでしまうという
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ことに恐怖を感じていたので行ったんですが，そこは，私が求めているようなところではな

かったというのがありました。 

 

○上谷さくら先生 

 結局そこはやめてしまって，その後，何か探しましたか。 

 

○Ｂさん 

  はい。ネットなどで，そういったカウンセリングに強いところを探して行ったんですけれ

ども，一応そこは性犯罪のカウンセリングを主としてやっていますということだったんです

けれども，ちょっと何の役にも立たなかったので，（これからどうしようか）迷っていまし

た。 

 

○上谷さくら先生 

 それも役に立たない，どうしようっていうことで，ほかにもいろいろ努力されたと思うん

ですけれども，どんなことがありましたか。 

 

○Ｂさん 

 警視庁の性犯罪の電話相談にも電話しました。 

 

○上谷さくら先生 

 電話したら，どんな感じでしたか。 

 

○Ｂさん 

 ただ話を聞くだけで，特に，一番そのとき欲しかったのは解決策，この後どうしたらいい

のかというのがあったんですけれども，特に話を聞くだけで終わってしまったので，ちょっ

と何の意味があったのかなと思いました。 

 

○上谷さくら先生 

 結局，都民センターにつながるわけですけれども，都民センターはどのようにして知るこ

とになったんですか。 

 

○Ｂさん 

 東西線に乗っていたときに，ちょうどポスターが張ってあって，そこで見かけて，最後の

チャンスというか，これでだめだったら諦めようと思って，電話してみました。 

 

○上谷さくら先生 

 そのポスターには，どの辺がひかれたというか，電話してみようかなという気持ちになれ

ましたか。 

 

○Ｂさん 
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 性犯罪に特化していて，その場でインターネットのホームページを見て，ここだったら大

丈夫かなと思って。 

 

○上谷さくら先生 

  電話して，実際行ってみて，どんな支援を受けましたか。 

 

○Ｂさん 

 カウンセリング，あと病院などでかかる費用の支援制度，あとは，もちろん警察に行くと

きの付添いなど，あとは，細かな実務作業などの用意をしていただきました。 

 

○上谷さくら先生 

  Ｂさん，ＰＴＳＤがかなり激しいということで，そこで専門的なＰＥという治療を都民セ

ンターで受けていますけれども，具体的にどのようなことをする治療だったんでしょうか。 

 

○Ｂさん 

 そこでは，被害当日のことを１時間以上繰り返し繰り返し話をして，自分で話したものも

録音して，帰ってからもその録音を毎日聞き続けるという治療でした。 

 

○上谷さくら先生 

 期間は，何か月間くらいでしたか。 

 

○Ｂさん 

 数か月続いていたと思います。 

 

○上谷さくら先生 

 そのときは，やっぱり大変でしたか。 

 

○Ｂさん 

 はい，とても大変でした。話さなければいけないのもそうですし，一番は，自分で話した

ことを毎日，夜聞かなきゃいけないというのが，本当に大変でした。 

 

○上谷さくら先生 

 ただ，後日になって思えば，その治療というのはやっぱり効果があったというふうに感じ

ていらっしゃいますか。 

 

○Ｂさん  

はい。何回も何回もその事件当日のことを話していくにつれて，だんだんそのことに慣れ

てきたといいますか，話すことに特に抵抗がなくなっていって，だんだん，まあいいかって

思うようになってきました。 
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○上谷さくら先生 

 恐らく，Ｂさんの場合は非常に都民センターの支援が大きかったと思うんですよね。ただ，

たまたま電車の広告で見かけたわけですよね。その電車に乗っていなかったら，つながって

いなかったかもしれないわけですよね。 

 

○Ｂさん 

 そうですね，はい。 

 

○上谷さくら先生 

 どんなふうに，誰から教えてほしかったですか。 

 

○Ｂさん 

 最初に警察に行ったときに，できれば，そういった施設があるということを教えていただ

ければ，一番よかったかなと。 

 

○上谷さくら先生 

 あと，警視庁の電話相談ですか。 

 

○Ｂさん 

 そうですね。 

 

○上谷さくら先生 

 そこでも，教えてもらうことはなかったということですか。 

 

○Ｂさん 

 はい。 

 

○上谷さくら先生 

  裁判の話をします。最初は，裁判員裁判ではありませんでしたが，その後，ＰＴＳＤが強

いということで，致傷がついて，これは裁判員裁判になるということになったわけですけれ

ども，そう知らされたときはどう思いましたか。 

 

○Ｂさん 

 ちょっと嫌だなって思いました。 

 

○上谷さくら先生 

 どこが嫌だったですか。 

 

○Ｂさん 

 犯人の前で（証人として）話をしなきゃいけないというのは分かっていたので，それも嫌
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だったんですけれども，それにプラスアルファ，全く知らない方々の前で，何人もいる前で

話さなきゃいけないということに，すごくプレッシャーを感じました。 

 

○上谷さくら先生 

 実際，証人尋問もしなくちゃいけなかったので，法廷の中でいろいろなやりとりをリアル

に経験されたと思うんですけれども，実際，裁判員裁判を経験されて，どんな印象を持って

いますか。 

 

○Ｂさん 

 始まる前は，裁判員裁判になることをすごく嫌だなと思っていたんですけれども，終わっ

てみると，逆に裁判員裁判でよかったと思っています。 

 

○上谷さくら先生 

 どんな点がよかったですか。 

 

○Ｂさん 

 一番は，私が犯人の前で話をしなきゃいけないときに，私はそのときは気づかなかったん

ですけれども，泣いて聞いてくださる方もいらっしゃいましたし，犯人に一番突っ込んでい

ろんなことを聞いてくださったのが裁判員の方だったという話を聞いて，皆さん味方でいて

くださったんじゃないかなと思うと，心強かったです。 

 

○上谷さくら先生 

 裁判が終わった後，ＰＴＳＤの治療状況というのはどんな感じですか。 

 

○Ｂさん 

 終わってからも，今も精神科に行って，薬を服用し続けているような状況です。一時期す

ごくよくなって，薬も減ったんですけれども，やはり波がすごくあるので，今はちょっと薬

がだんだん増えている感じです。 

 

○上谷さくら先生 

 今後の見通しとして，どのくらいかかるとか，定期的にこのくらいの期間は治療に必要で

すというような見通しみたいなものというのは，分かっているんですか。 

 

○Ｂさん 

 いえ，全く分かっていません。 

 

○上谷さくら先生 

 今振り返って，こういった被害に遭って，何が大変でしたか。 

 

○Ｂさん 
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 一番は，被害届を出して裁判が終わるまで，かなり長い年月かかってしまったというので，

精神面的にも経済面的にも，仕事もあんまりできない状況でしたので，すごく大変だったな

というのはありました。 

 

○上谷さくら先生 

 刑事手続の中で一番大変だったことは何ですか。 

 

○Ｂさん 

 刑事手続の中では，やっぱり被害届を出すまでが大変でしたし，事件当日のことを何回も

何回も話さなければいけないということは，精神面的にすごく負担になっていたと思います。 

 

○上谷さくら先生 

 今でも治療を続けていて，薬も増えているというお話がありましたけれども，御主人から

でも構わないんですけれども，何かその辺で，被害が終わってもこれだけ大変なんだという

ことを，何かおっしゃりたいことがあれば。身近で見ていらっしゃるので。 

 

○Ｂさん配偶者  

失礼して。 

  先ほど仕事ができないというふうに，もともと音楽をしていて，オーケストラとかブラス

バンドの演奏をできていたんですけれども，事件をきっかけにそういったものができなくな

って，実際，ほとんど音楽も仕事もできていないという状況は，ＰＴＳＤによる症状が原因

だと思います。 

  あと，病院に通ってはいますけれども，私の責任でもあるんですけれども，引っ越しをし

て病院までの距離がとても遠いという，県をまたいでいくような形になるので，実際，本人

がそこに行くまでとてもつらくて，でも，近くの病院に越してくることも，いろいろな原因

でできなくて，実際に先生とお話しする機会も少し減ってしまったりして，通院すること自

体も大変ですので，このまま見通しも立っていないということで，どういうふうにしてこの

状況が本人にとって固定していくのかというのは，近くにいてもちょっと分からない。そう

いう，どこまで続くのか分からないということが，一番つらいのかなというふうに，近くで

見ていて思います。 

 

○上谷さくら先生 

 ありがとうございます。 

  Ｂさんは，何か今の時点で，今後について考えていることありますか。 

 

○Ｂさん 

 そうですね。何も見通しも立っていませんし，ずっとやりたかった仕事も全てできなくな

ってしまったので，この先どうしていけばいいのかというのが分からないんですけれども，

でも，こういう被害に遭う女性たちが，私と同じようにつらい思いをしないで被害届を出せ

るような世の中になってくれたら，一番いいなというふうに思います。 
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○上谷さくら先生 

 何か具体的に，こういうふうにしたら被害届を出すのがこんなつらくないのではないかと

いう御提案はありますか。例えば，こういうことできたらというようなことはありますか。 

 

○Ｂさん 

 そうですね。やっぱり，話さなきゃいけないというのがすごくつらいので，例えば，手紙

みたいな形で自分で書くとかというのが実現できたりとかしたら，何か変わるのかなとは思

いますが。 

 

○上谷さくら先生 

 ありがとうございます。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 Ｂさん，ありがとうございました。 

  それでは，出席者から御質問があれば，挙手の上御発言いただければと思いますが，いか

がでしょうか。 

 

○保坂刑事局法制管理官 

 私から，公判でのことについて２つほどお伺いをしたいんですけれども，まず，証人尋問

は，事件当時のことというよりは，むしろ事件後のことが主だったのかなと思っているんで

すけれども，どんなようなことを聞かれて，そのときに，例えば，相手方の被告人側の弁護

人からの尋問で，これはやめてほしかったみたいなことが，もしあれば教えていただきたい

というのが一つです。 

  あともう一つが，被害者参加をされて，心情の意見陳述という，気持ちを話すことをされ

たと思うんですが，裁判にそうやってかかわって，自分の気持ちを裁判で述べたことによっ

て，それは，自分にとっていい方向に気持ち的になれたのか，それとも，そうでもなかった

のか，そういう制度を使ってみた感想がもしあれば，教えていただきたいと思います。 

 

○上谷さくら先生 

 最初の点，証人尋問で聞かれた内容は，何か覚えていることありますか。 

 

○Ｂさん 

 ちょっとその辺が余り，記憶がもう飛んでしまっていて。特に物すごくつらかったという

印象は，特にはなかったかなとは思うんですけれども。 

 

○上谷さくら先生 

 私から補足しますと，被害と音楽のお仕事が結びついているんですよね。最初のＰＴＳＤ

らしき症状が出たのが，その音楽のお仕事の最中だったので，そこのくだりはかなり聞かれ

ましたよね。 
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  あと，被害中に，睡眠薬入りのドリンクを飲まされて，ほかの被害者は誰も目が覚めなか

ったので被害に気づいていなかったんですけれども，Ｂさんは二，三回かな，目が覚めて，

被告人がビデオに撮っていたので映っていたんですけれども，一瞬覚せいして，またぱたっ

と寝て，また一瞬覚せいしてみたいなのがあったので，そのときに何を見たかとか，どうい

う記憶があるかみたいなことは，やっぱり詳細には聞かれたかなという記憶です。 

  あと，弁護人側の尋問は，Ｂさん自体に対しては，こちら側の主張をなぞって確認する程

度で，Ｂさんに対しては，そんなに聞いてこなかった感じでしたかね。 

  あと，２点目，被害者参加したり，心情に関する意見陳述をして，自分の気持ちを述べた

ことで，精神的にプラスに働いたか，それともよくない面があったかというようなことはど

うですか。 

 

○Ｂさん 

 自分は，それをやろうと自分で決意したのは，犯人に対して，私がどれだけつらい思いを

しているのかということを，直接犯人の耳に，目の前でいるような状況で聞いてもらいたか

ったっていうのが一番だったんですけれども，結局のところ，ちょっと反省しているように

はこちらも思えなかったので。ただ，自分の言いたいことは言えたので，すっきりはしたん

ですが，ただ，犯人にはちょっと響いてはいないんじゃないかなとは，今も思っています。 

 

○濱刑事局刑事課長 

 Ｂさん，ありがとうございました。 

  １点，弁護士の先生をお願いするようになった経緯というのは，どういう経緯で，かつ，

どういう理由，Ｂさんにとっての御希望というか，思いということをお願いしたいという気

持ちから，お願いすることになったのか，その辺のところを，教えてもらえますか。 

 

○Ｂさん 

 上谷先生にお願いした経緯というのは，都民センターの方が弁護士を紹介しますというこ

とで，上谷先生を御紹介していただいたので，特に私から何かして上谷先生につながったと

いうことではありません。 

 

○上谷さくら先生 

 当初，致傷がつく前の裁判員でない裁判のときはついていない状態でしたが，さすがに裁

判員裁判になって，しかも，どうやらＰＴＳＤを争うらしいということで，都民センター側

が弁護士をつけたほうがいいんじゃないですかというふうにお勧めをして，一度御相談に来

られて，それで私がつくことになったという経緯があります。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

  私からも質問させていただきます。 

  先ほど，費用のことなど，負担に関するお話がありましたが，実際利用した費用負担に関

する制度であったり，あるいは，こういう費用をカバーできる制度があれば助かったと感じ

るものがあれば，教えていただきたいのですが，いかがでしょうか。 
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○Ｂさん 

 まず，制度のことに関して全く知識がなかったので，都民センターでこういった，例えば

精神科通院の自己負担も少し支援してくださるというような話を聞いて，そういう制度があ

るんだなということを，そこで初めて知って使わせていただいたんですけれども，そういっ

た制度があるということも，警察も犯人を捕まえるのが一番の仕事だと思いますので，そう

いったことまで多分カバーし切れないとは思うんですけれども，そういった制度もあるので，

使ってみてもいいと思いますよというような話があってもいいかなとは思いました。 

  あとは，精神科通院の病気もそうですし，あとは，例えば，都民センターに通うお金，費

用とか，あとは裁判までにかかる費用など，全てをカバーするのは難しいと思うんですけれ

ども，そういったところも，できればカバーしていただければよかったかなとは思います。 

 

○上谷さくら先生 

 ちょっと私から補足しますと，都民センター自体は全部無料です。相談も同行支援も，都

民センターで受ける，さっきいったＰＥという専門的治療も全部無料です。ただ，そこに行

くまでの交通費とか，そういったものは全部自腹になりますし，私への依頼については，た

しか日弁連の委託援助と国選の被害者参加制度を使いましたけれども，私の事務所に相談に

来ていただいたりする費用は，交通費は御自分で負担していただかないといけないですし，

そういった面で，かなり大変な裁判でしたので，交通費だけでも相当かさんでいますし，そ

の間お仕事ができなかったということで，かなり大変だったというお話は聞いております。 

 

○野田大臣官房秘書課付 

 ありがとうございました。 

 以上でＢさんからのヒアリングを終わりたいと思います。 

  Ｂさん，貴重なお話，ありがとうございました。 

 

（Ｂさん，上谷さくら先生退室） 

－了－ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第５回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  平成３１年１月１５日（火）   自 午後 ３時５５分 

                        至 午後 ５時５８分 

 

第２ 場 所  川越少年刑務所 

 

第３ 議 題  １ 性犯罪再犯防止指導を受講した受刑者からのヒアリング 

        ２ 性犯罪受刑者処遇に携わる専門家からのヒアリング 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

１ 性犯罪再犯防止指導を受講した受刑者からのヒアリング 

（1） １人目 

○ 質問者（矯正局成人矯正課職員） 

● 被聴取者（受刑者） 

 

＜本件性犯罪について＞ 

 ○ ここでは，性犯罪再犯防止指導（以下「Ｒ３」という。）を始めとした性犯罪対

策について検討しているところですが，有効な対策を考えるために，性犯罪の加害

者であり，実際にＲ３を受講した人の話も参考にしたいと思っています。短い時間

ですが，いくつか質問をさせていただきます。それではよろしくお願いします。 

まず，あなたがした性犯罪について教えてください。 

 

● 強姦致傷と強姦です。夜中に歩いていた中学生ぐらいの女性を後からつけていき，

人気のない駐車場に連れ込んで脅して強姦したというものです。 

 

○ 性犯罪に及んだ動機や原因は何ですか。 

 

● 自分はある意味で生真面目すぎるところがあり，交際した女性とは必ず結婚するも

のだという堅苦しい考えを持っていました。初めて女性と付き合ったのは大学３年生

の頃でしたが，その女性とは色々あって浮気されて裏切られてしまい，その後に付き

合った別の女性にも浮気され，女性は男を裏切るものなんだ，どうせ裏切られるなら

自分も女性を利用したっていいじゃないかという考えを持つようになりました。それ

から不特定多数の女性とセックスするようになりましたが，それだけでは欲求が満た

されずに性犯罪をするようになりました。最初は盗撮から始めて，痴漢，そして強姦

という流れです。ですが，強姦しても欲求不満は続いていました。交際した女性を始

め，人とのコミュニケーションが下手だというのが原因だったと思います。 

 

○ そのような原因は事件を起こした当時から分かっていたのですか。 

 

● 当時は何が原因で性犯罪を起こしていたのかは考えていませんでした。子どもの頃

を振り返ると，小学校の頃クラスの友達から，のけ者にされたり馬鹿にされたりした

こともあり，それもコミュニケーションがうまくないのが影響していたのだと思いま

す。 

 

○ 女性から裏切られたという思いを晴らすという動機で性犯罪に及んだようですが，

実際に性犯罪をして何か得られたものはあったのですか。 

 

● 性犯罪によってその場の快楽を得たというのはありましたが，欲求不満は解消でき
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ず，結局もやもやした状態が続いていました。 

 

○ 本当に得たかったものは性犯罪では得られなかったということですね。あなたが本

当に得たかったものは何ですか。 

 

● 本当は女性との関係の中で，お互いに愛し愛されという純粋な気持ち，愛情を満た

すことを求めていましたが，それまでの経験で女性に恨みを持っていて，利用してや

るという気持ちが前面に出ていたので，本当に得たいものに気付けずにいました。 

 

○ 反対に性犯罪をして失ったものは何ですか。 

 

● 長い時間を刑務所で過ごすことになり，家族や友人からの信頼も失いました。 

 

○ 被害者に対してはどのような思いを持っていますか。 

 

● 事件を起こしたときは，女性は裏切るものなんだから，性犯罪をしてもまあ良いだ

ろうと，被害者に対してもそういう感じでした。ですが，今は性犯罪を起こした原因

は自分にあり，自分のエゴで性犯罪をしたことが分かり，被害者に対して本当に理不

尽なことをしてしまったと申し訳なく思います。 

 

＜Ｒ３を受講したことについて＞ 

○ Ｒ３を受講した感想を教えてください。 

 

● 逮捕されてから１０年ぐらい経っており，刑務所に入ってからは，再犯しないため

に自分に何ができるかをずっと考え，思いつく限りのことをやってきました。指導が

始まると聞いたときは，それまでに自分は色々と対策を考えてきたのに，ほかにも何

かやることがあるのだろうかという不安と期待が混じっている感じでした。実際に指

導を受けてみたら，自分がそれまで９年ぐらい考えて得たものが，指導では８か月ぐ

らいの短期間で同じぐらいの成果を得られたのですごくびっくりしました。 

 

○ 指導を受けた中では，どのようなことが良かったですか。 

 

● 自分は９人の受刑者と指導担当の先生と臨床心理士の先生の合計１１人のグループ

に入って指導を受けましたが，自分では気付けなかった問題点に，周りの人がそれぞ

れの人生経験を踏まえたアドバイスをしてくれて，自分１人では気付けなかった問題

をはっきりさせることができたのが一番です。 

 

○ どのような問題点に気が付くことができましたか。 

 

● 自分が不特定多数の人とセックスをしていたとき，実は人からの愛情を求めていた
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というのもそうですし，女性に浮気されて裏切られた気持ちになったとき，その気持

ちに向き合って自分でケアできていれば，同じことが２人，３人とあったとしても，

そういう負の感情が強くなることにはならなかったと思います。 

 

○ 指導を受けて学ぶ中で，出所後の再犯防止のために活かせることはありましたか。 

 

● 自分が人とのコミュニケーションが下手だということに気付き，コミュニケーショ

ンの取り方を実際に学ぶことができたことは出所後に活かせそうです。 

 

○ Ｒ３を更に良くするためにはどうしたら良いと思いますか。 

 

● 自分が指導を受ける前から事件について反省し，再犯しないためにできることをや

ってきたことは，指導を受ける前の良い準備になったと思います。ですが，受刑者の

中には捕まったのに反省せず，被害者に対して少しも悪いと思っていないように見え

る人もいます。ですので，受刑者が指導を受ける前からきちんと準備をしておけば，

より良い効果が得られるのではないでしょうか。被害者に対する謝罪の気持ちと，再

犯しないための具体的な対策が両輪となっていくのが理想だと思います。 

 

＜出所後の再犯防止に向けて＞ 

○ 出所後，再犯しないための具体的な方法は何ですか。 

 

● 自分は傷ついたことがあっても，友人や親などにほとんど相談をしなかったので，

人ときちんとコミュニケーションを取っていきたいです。人に相談できていれば，ち

ょっとした自分の変化に周りが気付いてくれることもあると思います。それと，被害

者に対する謝罪の気持ちをずっと持ち続けていくことも大事だと思います。 

 

○ 出所後も継続して再犯防止のための指導などを受ける予定はありますか。 

 

● 出所後も継続して指導などを受けることで，リスクを少しでも減らしたり再犯防止

の助けになったりすると思うので，そういうものも積極的に受けていきたいです。 

 

○ 再犯防止に向けて，周りの人などが支援できることはありますか。 

 

● 自分が指導を受けたグループがたまたま良かっただけかもしれませんが，指導の中

では，自分の子供の頃からの経験や事件を起こした原因などを話し合うので，そうい

う自分の深い部分を知ってくれている人がいるのが結構大事だと思います。自分のこ

とを詳しく知らない人からアドバイスをもらっても，あまり役立たないかもしれませ

ん。グループの人たちのように自分の生い立ちとか悪いところを知っている人からな

ら良いアドバイスをもらいやすいと思います。出所後は，刑務所で知り合った人と会

うことはありませんが，指導の先生が仲介するなどしてＳＮＳのグループを作ったり
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できれば，困ったときに相談しやすく，良い返事ももらえるように思います。 

 

○ 私からの質問は以上ですが，出席者から質問があるかもしれませんのでそのままお

待ちください。 

 

＜出席者からの質問＞ 

 ○ 大茂矢矯正局補佐官 

   それでは，出席者からも質問があればお願いします。 

 

○ 石井法務総合研究所総務企画部長 

盗撮，痴漢，強姦を繰り返していたということですが，当時は，犯罪を止めなけ

ればと思いながらも繰り返してしまっていたのでしょうか。それとも，女性に対す

る復讐心が強くてそういうことは考えていなかったのでしょうか。 

 

● 実際にはどちらの気持ちもありました。女性に裏切られた復讐のために性犯罪をし

たいという気持ちはありました。その一方で，自分のことは棚に上げ，別の人が盗撮

をしているのは許せずに犯人を捕まえたこともあり，犯罪が悪いことだという認識は

ありました。性犯罪をしたい，でも止めたいという，ぐちゃぐちゃした気持ちでいま

した。 

 

○ 渡邊法務総合研究所部付 

指導を受ける前，自分なりに再犯しないための対策を考えてきたとのことですが，

その内容を教えてください。 

 

● コミュニケーションが苦手であることや，白黒思考があるといった自分の特徴につ

いて本などで調べました。どうしたら上手に人と付き合えるのかを考えたり，女性の

気持ちを分かっていないというのもあったので性犯罪被害者の手記を読み，心理学を

勉強したりもしました。 

 

○ 渡邊法務総合研究所部付 

今回の事件は，女性に傷つけられる前に自分から先に傷つけてしまえ，というも

のだったように思われますが，出所後に再び傷つけられるような場面でどうしたら

良いか，この指導の中でどのように整理することができたのか教えてください。 

 

● そういう場面になってしまう前に，友達や家族などの協力者，ほかには自助グルー

プもそうですが，困ったことを相談できる人間関係を作っておいて，女性関係のスト

レスを減らしたいと思います。また，そういう場面になってしまってからでも，周り

の人に相談をしたいと考えています。 

 

(2) ２人目 
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○ 質問者（矯正局成人矯正課職員） 

● 被聴取者（受刑者） 

 

＜本件性犯罪について＞ 

○ ここでは，Ｒ３を始めとした性犯罪対策について検討しているところですが，有

効な対策を考えるために，性犯罪の加害者であり，実際にＲ３を受講した人の話も

参考にしたいと思っています。短い時間ですが，いくつか質問をさせていただきま

す。それではよろしくお願いします。 

まず，あなたがした性犯罪について教えてください。 

 

● 夜間，路上を歩いている女性の後ろから抱きついて，近くの茂みに連れ込んで胸を

触るという性犯罪をしました。 

 

○ 性犯罪をした動機や原因は何ですか。 

 

● これだけが原因ということはないと思いますが，当時は，性犯罪をして自分の欲求

を満たすことだけを考えていて，罪の意識というか，悪いことをしているという感覚

をあまり持てていませんでした。また，仕事でもすごくストレスを感じていたのも１

つの原因だと思います。 

 

○ ストレスと性犯罪はどのように結び付いたのですか。 

 

● ストレスと性犯罪の関係は指導を受けながら何度も考えてきました。元々，性に対

する欲求が強かったこともあり，自分はどうでもよいとか投げやりになると，ストレ

スを発散したい気持ちが歪んで，自分の趣味で解消するなどの発想にはならずに性犯

罪に走ってしまったのだと思います。 

 

○ ストレスを感じたときは，自慰行為をするなど性的な行動でストレスを解消する習

慣があったのでしょうか。 

 

● 冷静になれば，性以外の別の形でストレスを発散するということはできたと思いま

すが，当時は社会人になったばかりで，仕事上のストレスの対処の仕方が分かりませ

んでした。 

 

○ 事件を起こしたときの生活の状況を教えて下さい。答えられる範囲で結構です。 

 

● 当時は，大学を出て初めて仕事をした時期で，職場の隣の独身寮に住んでおり，プ

ライベートと仕事の境が全くないような状態でした。夜中に呼び出される不規則な生

活でもあったので，どこで息抜きすれば良いのか分かりませんでした。人に相談する

ことが苦手で，人に頼ったり家族に本音を打ち明けたりすることができなかったのも
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良くなかったと思います。 

 

○ 一般的には身近な人のほうが相談しやすいように思われますが，あなたは家族にも

相談しにくかったということですね。 

 

● そうですね。家族だからこそ心配かけたくないとか，むしろ本音は話せないという

のが正直なところありました。 

 

○ 気持ちに余裕のない状況で事件に及んだように思いますが，事件をするときはどの

ような気持ちでしたか。 

 

● 事件を起こしたときは，ただただ，自分が性犯罪をやりたいという欲求だけで動い

ていて，その瞬間は捕まるとか家族に心配をかけることなど全く考えていませんでし

た。 

 

○ 性犯罪をやりたい欲求があったとのことですが，性犯罪によって得られたことはあ

りましたか。 

 

● そのときの欲求が満たされただけで，そのほかは何も得られていないです。 

 

○ 逆に失ったものはありますか。 

 

● 性犯罪を起こしたことで，自分の中で罪悪感というか，悪いことをやってしまった

という気持ちはありましたし，逮捕されるまで，自分は犯罪をしたという誰にも言え

ない悩みを抱えていくことになったので，失ったものの方が多かったです。 

 

○ 被害者に対してはどのような思いがありますか。 

 

● 本当にすみませんと謝ることですら，被害者にしてみれば恐怖であると思いますし，

謝って済む問題でもないですし，自分が刑期を終えて，社会でどんなに頑張ったとし

てもやったことは消えません。ただ，だからと言って自分が投げやりになって，また

同じことを繰り返すのは違うと思うので，二度と繰り返さないということを自分にし

っかり言い聞かせて，生きていくことしかできないと考えています。 

 

＜Ｒ３を受講したことについて＞ 

○ 指導を受講した感想を教えてください。 

 

● 指導ではどのようなことをするのか，全く想像もつかない状態で受講し始めました

が，受けてみると，自分と同じような事件を起こした人の話を聞くことができて，自

分の状況を客観的に見ることができて良かったです。同じような事件を起こした人に，
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自分が思っていることや体験したことを言うことについて，最初は抵抗がありました

が，話すことで少し気持ちが楽になったというか，今まで誰にも話せなかったことを

指導の先生とか同じグループの人に聞いてもらうということが，これほど自分の役に

立つというのに初めて気が付くことができました。 

 

○ 指導の効果を実感して，実際に出所後の生活で活かせそうなことはありますか。 

 

● 所内生活では，今後のことを考える時間がたくさんあったので，ノートにまとめた

り頭の中で考えたりする時間を持てました。家族に心配をかけたくないから相談した

くなかったというのが当時の自分でしたが，刑務所にいる間，こんな状態の私でも，

家族が毎月面会に来てくれたり手紙をくれたりしたこともあって，今はそういうこと

もなく，何でも話ができることが何よりもうれしいことですので，出所してからは悩

みをため込むことはしないで，家族だから頼るということを実践できたらと考えてい

ます。 

 

○ Ｒ３の効果を更に上げるためにはどうしたら良いと思いますか。 

 

● 指導の中で，ちゃんと人の話を聞いたり話をしたりというのは，今まで経験がなく，

とても良い経験として残っているので，指導内容をこうしたら良いというのはあまり

考えたことがなかったのですが，再犯した人はどうして再犯してしまったのか，再犯

した人は指導をどのように受けていたのか，再犯した人の状況が分かれば更に自分の

ためになると思います。 

 

＜出所後の再犯防止に向けて＞ 

○ 出所後に再犯しないための具体的な方法について教えてください。 

 

● しっかりと仕事をして，まずは自立した生活を送ることが大切だと感じています。

それから，自分が事件を起こした原因として仕事上のストレスが考えられるので，１

人で抱え込んだり悩んだりする前に，しっかり悩みを話せる人を見つけて打ち明けて

いくことが再犯しないことにつながると思います。 

 

○ 再犯しないための具体的な方法として，社会内での指導プログラムを受ける人もい

ますが，あなたはそういったものを受けることについてどのように考えますか。 

 

● 仮釈放になった後は，保護観察所でのプログラムを受けることになっているので，

それはしっかりと受けたいと考えています。ですが，そのほかのことを生活の中で利

用するということは具体的には考えていません。 

 

○ そのほかに，周囲からどのような支援があると再犯防止につながると考えますか。 
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● 指導でのグループディスカッションはすごくためになったので，悩みとかストレス

に押しつぶされそうになったとき，同じように悩みを打ち明けられる場があり，そこ

で集まって指導のときのように話をすることができたらと思います。 

 

○ 私からの質問は以上ですが，出席者から質問があるかもしれませんのでそのままお

待ちください。 

 

＜出席者からの質問＞ 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

   それでは，出席者からも質問があればお願いします。 

 

○ 大塲保護局観察課長 

出所してから前の事件と同じ状況になったとき，具体的にはストレスを感じたと

き，女性の後ろ姿が見えたとき，そんな未来の自分を想像して，その自分にかける

言葉があるとすれば，どういう言葉をかけますか。 

 

● すぐに浮かんだのは，また裏切るのかという言葉です。これまで学んできたことだ

ったり，支えてくれた家族だったり，被害者を増やしてしまうということも含めて裏

切ることになると思います。自分が傷つけてしまった全ての人を裏切るのかという言

葉をかけたいです。 

 

○ 石井法務総合研究所総務企画部長 

事件では強制わいせつ以上の行為には及んでおらず，性犯罪に求めていたのは単な

るスリルであったのか，それとも性欲のはけ口として行ったものだったのでしょうか。 

 

● そこは，はっきりと性的な欲求が強かったというのを自分でも認識していて，警

察に捕まりたくはないという気持ちはあったので，スリルよりも性欲の方が強かっ

たと思います。 

 

○ 小島秘書課上席補佐官 

出所後，保護観察所のプログラムはしっかり受けたいということと，自分と似た体

験をした人とのグループディスカッションの機会があれば良いということでしたが，

現状，保護観察所のプログラム以外では，心理の専門家や医師による個別カウンセリ

ング，警察官による面談もあります。グループでの支援がないとき，再犯を防止する

ための有効な手段として，医師やカウンセラーによる個別カウンセリング又は警察官

による面談があるとすれば，どの支援が自分に合っていると思いますか。 

 

● 出所後の生活状況や，それぞれの支援の内容を踏まえて考える必要があると思いま

すが，今の気持ちでは，カウンセラーの個別相談が一番自分に合っているかと思いま

す。 
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２ 性犯罪受刑者処遇に携わる専門家からのヒアリング 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

   続いて，性犯罪再犯防止指導の現状と課題についてヒアリングを行います。 

講師の御紹介をいたします。早稲田大学人間科学学術院の嶋田洋徳（しまだひろの

り）教授です。 

嶋田先生は，認知行動療法の専門家であり，昨年６月から日本認知・行動療法学会

の理事長にも就任されております。 

Ｒ３に関しましては，平成１７年のプログラム開発当時から，プログラム研究会の

構成員として参画され，これまでもプログラムの改訂等に当たって御助言をいただい

ているほか，実際に指導に当たる施設職員に対しても定期的に御指導いただいており

ます。 

  それでは，嶋田先生よろしくお願いいたします。 

 

○ 嶋田洋徳教授 

   早稲田大学の嶋田でございます。本日はこのような機会をいただきありがとうござい

ます。私からは，Ｒ３の現状と課題ということでお話しさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

＜前提 Ｒ３指導の取組について＞ 

   今回，Ｒ３のより有効な活用に向けた課題について話してほしいという御依頼でした。

課題の観点の方はいくつか準備させていただいたのですが，その大前提としてＲ３の特

徴を述べさせていただきます。 

   まず，Ｒ３は刑事施設における特別改善指導の中でも先駆的な取組として，私ども民

間から見ても，刑事施設の特徴や制約をうまく活用しているといえます。数十回に及ぶ

継続的なセラピーは，民間においてはなかなかできないのが現状です。ある程度の制約

はありますけれども，こういった対象者を拘禁する施設の中で適切な実践ができている

のではないかと思います。 

   私は，法務省が性犯罪者処遇プログラムを開発するに当たり，保護局と矯正局が一緒

にワーキンググループを作った際に声掛けをいただいた経緯がありまして，かれこれ十

数年Ｒ３に携わらせていただいています。当初はやはり，これまでにない指導を始める

ということで，大分手探りで取り組んでいたように思います。ただ，十数年の実践を積

み重ねるうちに，次第に指導のノウハウが蓄積されてきたと思います。私は，施設職員

に対するアドバイザーとして定期的に川越少年刑務所と府中刑務所にお伺いしているの

ですが，指導場面では実際にグループの中に入りまして，先生方の指導をその場で共有

しながら，必要があれば途中で私もお話させていただく形で関わっています。 

   現場の先生方からは，指導における悩みや困りどころも日々伺っています。そういっ

た困りどころやその対応方法は，Ｒ３を管理する矯正局の中にも，現場の先生の中にも

次第に蓄積されてきたという印象です。職員の中には，Ｒ３の指導歴が１０年を超える
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ベテランの先生方もいらっしゃいまして，もう大学等の心理療法の専門家といっても良

いような技術を持った職員もいらっしゃいます。 

   また，Ｒ３は，施策としてだけではなく，学術的にも注目に値する取組であります。

Ｒ３が始まってから，最初は報道関係の方の問合せが多かったのですが，国を挙げて性

犯罪者に対する改善指導をやっていることが，徐々に社会内の関係者に広まってきてお

りまして，国の機関であれば，家庭裁判所などから問合せがあったり，民間であれば，

医療施設や福祉施設，教育施設，民間心理相談室からの問合せもかなりあったりするの

が現状です。これは，それだけ性加害行動がなかなか治りにくいと感じている関係者が

多いことの現れであると考えられます。 

   私は，認知行動療法を専門としているのですが，認知行動療法はうつ病に対して効果

があることが最もよく知られていまして，現在，うつ病に対して認知行動療法を実施し

た場合に，診療報酬の点数が付くようになっています。その一方で，うつ病に対する認

知行動療法の診療報酬化より前に，法務省の方が先に政策的に取り入れたということは，

非常に画期的だったと思っております。 

 

＜認知行動療法（ＣＢＴ）とは＞ 

認知行動療法について簡単に御説明します。認知行動療法は，私たちの「性格」や「人

格」と言い表されることも，学習という現象で説明します。すなわち，経験に基づき取捨

選択された考え方や行動によって私たちの性格が形成されているという枠組が人間理解の

大前提となります。このことは，行動科学に基づく理解と表現されることもあるのですが，

現在の心理学は，行動科学とニアリーイコールになっています。私たちはどんな人であれ，

快を求めて不快を避けるという生物学的な行動の原則に基づいて，特定の環境下（状況）

での学習によって，結果的に「性格」に見える「振る舞い方」や「考え方」を身に付けて

いくという考え方を取っています。 

   したがいまして，これまでの受刑者処遇では犯罪性人格というものをゆっくり改善し

ていこうという考え方を取っていたのですが，Ｒ３で新たに導入されたこの認知行動療

法においては，受刑者はある特定の環境において特定の行動をするということを誤って

学習してきたはずであると考え，それを別の形の適応的な行動を「再学習」させること

によって事態は解決に向かうだろうという指向性を持っています。したがいまして，心

理学（行動科学）の分野では，人の行動を説明する時にＳ－Ｒという用語を使いますが，

対象者が，当該の環境（Ｓ）で，そのような反応（Ｒ）の仕方を学習してきたと考え，

結果的にそれが他者から見て「不適応行動」あるいは「適応行動」と判断しているとい

う考え方を用いています。したがいまして，生育歴を踏まえた素因としてのその者の特

徴があり，特定の刺激がその者に加わった結果，犯罪行為に及ぶという図式で理解する

ことになります。 

 

＜課題１ Ｒ３の効果のとらえ方について＞ 

   これを踏まえますと，課題の１点目としては，Ｒ３の効果の捉え方ということになり

ます。現在の評価は，再犯をしたかどうかという結果指標，アウトカム指標が重視され

ていますけれども，実は同一プログラムを実施しても，同じような到達の程度が期待で
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きるわけではなく，個々の対象者のアセスメントに基づいて，指導者が再犯防止のため

の到達度の目標を定めているというのが現状です。ちょうど，一般の学校において，同

じ授業をやってもその到達度は異なることと同様です。すなわち，プログラム受講が終

わると，受講者全員がプログラムの中身をよく理解していることが最も望ましいわけで

すが，同じものをやっているけれど，その到達度は個々の諸事情によって異なると捉え

ていただく方が適切であると思います。 

認知行動療法の枠組に基づきますと，本件犯罪時と同じ環境に遭遇したときに別の振

る舞い方ができれば再犯から遠ざかる第一歩になるという発想を持っていますので，そ

の別の反応（コーピング）を引き出すということが，当面の一番の目標ということにな

ります。これを続けることが，結果的にいわゆる根底にある人格や性格の改善につなが

るとも理解できます。根底にある人格の改善はすぐにはできませんので，こういう環境

のときにはこう考えてこのように振る舞うという経験・学習を通じて変容を図っていこ

うというのが認知行動療法の発想です。 

したがいまして，学習による個々の変化を捉えるということが非常に重要な観点にな

ります。実際に現場の指導場面に入っていると，この対象者はこういう改善があったと

いうことが実感として伝わってくるのですが，今はその実感を客観的に測る仕組がない

のが現状です。これは，アウトカム指標に比して，プロセス指標と呼ばれますが，評価

の観点の整理の中にそれを組み入れることができると，Ｒ３の効果がより適切に把握で

きると考えられます。再犯したか否かというアウトカムに至るためには，事件を起こし

てしまった環境において別の反応が取れるかというプロセスが必要であると考えられま

すので，このような指標を取り上げることも有益であると考えています。 

 

＜手口の「型」は同じでも機能が異なる＞ 

ここでは，ごく簡単に性加害行動の原理を紹介します。例えば，痴漢の場合には，手

を伸ばして触るということを「行動」として置き，その行動をいつ起こすかというと目

の前に好みの女性がいるという，きっかけに相当するものがあることを想定します。そ

して，そのときにストレスなど何らかの不快があったとして，触ったらその不快がなく

なったというようなパターンのときには「負の強化」として理解し，不快なストレスへ

の対処を身に付けるというようなことを考えていきます。一方で，快楽の出現というパ

ターンもありまして，これは「正の強化」として理解し，いわゆる面白いことがない，

暇だというように快がないときに女性を触ったら快楽を得られたというものです。行動

科学においては，ある行動が続くためには，その行動を起こしたときに，何らかの快楽

が得られるか，または，何らかの嫌なことがなくなるかという２つのパターンがあると

いうことになります。これを受刑者に応じて，どちらの要因の方が強いのか，すなわち，

痴漢という行為は同じでも，行動の後に本人がどのような強化子を得ていたのかという

ことを指導者側が見立て，受刑者自身に自分の特徴を俯瞰的に理解させることが指導に

おいて不可欠であるということになります。 

 

＜課題２ 調査と教育の機能的な連携について＞ 

現在の受刑者に対するアセスメント（調査）は，科学的手法，すなわちエビデンスに
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基づいた性犯罪者調査が行われており，受講するプログラムの密度決定等に当たって一

定の意義があると考えております。ところが，実際の指導を行う中で行うアセスメント

は，先に述べたような観点から，犯罪行動を続けてしまう要因や，それを促進してしま

う環境，あるいは阻害できる環境はどのようなものかという，性犯罪者調査とは異なる

観点が必要になります。つまり，どのように指導すれば再犯から遠ざかることができる

のかという見立てが必要になりますので，現在，性犯罪者調査を中心として行われてい

るアセスメントだけでは，トリートメント（治療的支援）の際には足りないというとこ

ろがあります。 

したがいまして，例えば，医療における診断名を付けることと，個々に実際の治療の

手続が異なるように，性犯罪者調査の結果が実際の指導に直結して使われることがあま

りないというのが現状です。言い方を変えれば，性犯罪者調査で行われていることと，

実際の指導において必要とされている内容に少し不一致があるということです。もし，

この現状を改善できるとすれば，現在の調査内容に加えて，認知行動療法においてケー

ス・フォーミュレーションと呼ばれるような，どうして「犯罪行動を続けるのか」とい

う見立てを取り入れることが考えられます。 

 

＜性犯罪者処遇（Ｒ３）プログラムの構成「要素」＞ 

Ｒ３の構成要素につきましては，まず，自分はどうして犯罪をしてしまうのかという

自己理解をした上で，認知・行動・情動という３つの要素から働き掛けるスキルを学び

ます（理論上は身体を加えた４つの要素）。最後は，再発防止計画というＲ３ではセル

フ・マネジメント・プラン（ＳＭＰ）と呼ばれるものを作成してもらいます。つまり，

自分の犯罪の原因を自身で理解し，犯罪行動に対抗する対処スキルを学んで，自分にと

っての再発防止計画を立てるという構成になっています。 

 

＜課題３ 認知行動療法の理論とスキルについて＞ 

課題の３点目とさせていただきましたが，我が国の法制度等により，罪種に基づいた

処遇が行われていることを変えることはできません。その一方で，Ｒ３の指導において

は，例えば痴漢の場合は，正の強化と呼ばれるいわゆるご褒美タイプと，負の強化と呼

ばれるいわゆるストレス解消タイプがいますが，強姦の場合についても同じことが言え

ます。逆に言うと，痴漢でも強姦でも手口という行動の型は異なっていても，機能とい

う心理的な仕組そのものは同じように理解することができます。これをうまく見立てて

いくことが指導上はとても重要なことで，この観点のアセスメントの枠組を踏まえて，

個々の受刑者の性犯罪が持つ機能，つまりそれによって快楽を得ていたのか，不快を解

消していたのかということを見立てていく必要があります。 

Ｒ３プログラムにおいては，ある意味で性犯罪の抑止のために必要な全ての内容が入

っていますので，一般にその内容に適した者を対象にすると効果が得られやすいと言え

ます。もちろん，グループ形式のプログラムに向かない者もいまして，例えば，個々の

指導者に対しては話ができてもグループになるとコミュニケーションが取れず話せなく

なる者や，自分の手口や被害者を含め，周りにどう思われるかの不安が強いタイプの者

は，プログラムの内容そのものに行き着かないこともあり，民間においてもこのような
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場合はグループ形式から外すこともあります。この点は，ある程度のテクニックで補う

ことができるのですが，グループで行うプログラムの原則に受刑者が適応していないと

グループワークで期待される効果を削いでしまうこともあります。また，実際の指導の

様子を見てもらうと，同じ施設の職員であっても「ずいぶんと楽しそうにやっているん

ですね」と言われることがあります。「楽しそうにやっている」のには理由がありまし

て，本人にとって侵襲的な突っ込んだ内容であっても信頼できる者になら話すことがで

きるという心理的メカニズムに基づいて，安全の場を確保しながら本音に基づく指導を

進める必要があるためです。したがいまして，Ｒ３がどういった原理で運用されている

のか，直接的には指導を担当しない職員，施設全体にもこのような枠組の理解が広がっ

ていく必要があり，これによってＲ３に対して全体が協力的になっていくことが期待で

きます。 

グループワークという手続につきましては，温かい関係というものをベースにします

が，個々の受刑者に対する見立てはそれ以上に重要です。したがって，何となく対象者

全体に指導していると「温かい雰囲気でグループワークができた」かどうかで終わって

しまいますが，認知行動療法の場合には，グループワークの結果，個々の構成員がきち

んと改善の方向に動いたかというところにこだわります。例えば，グループワークで，

ある者が発表した際に「こういったところが良かったです」などといったフィードバッ

クを行うのですが，そのようなフィードバックに加えて「今の話を聞いて自分自身には

こういうことに活かせそうだと思いました」といったところまで落とし込めると，グル

ープワークの効果がより高まるということになります。 

 

＜課題４ Ｒ３の実務を担当する職員について＞ 

課題の４点目として，今のような形式の中でグループワークの効果を高めるためには，

異なる特徴を有する指導者が複数いることが望ましいということです。指導者が１人で

すと，どうしても学校の授業のような形の知識教授のみになってしまうことが多いため，

心理療法として成立させるためには，リーダーとコ・リーダーが協力して，グループ全

体をこっちに引っ張ったり，あっちへ引っ張ったりすることで，受講者自身に多角的に

考えさせる手続を取ることが非常に重要です。そのために，現行でも行われていますが，

例えば刑務官の先生が１人制服で入っていただいて，心理・教育を専門とする職員とは

違った観点からある意味厳しい意見を言ってもらうことは指導上非常に有効です。温か

い場をベースにしながら，正論を述べる職員もいたり，少し受刑者寄りの意見を言う職

員もいたりする展開が繰り返される中で，受刑者に自分にとっての適応的な行動とはど

のようなものなのかを考えさせていくことが非常に重要な点になるわけです。したがい

まして，このように処遇部門の刑務官の方と連携していくことを定着させることも有用

であると考えられます。その一方で，直接的に指導に携わる職員の方々は，認知行動療

法を用いた専門性の高い内容の指導に精通する必要がありますので，短期間での人事異

動にはなじまないという側面もあります。私が見ている範囲でも，適切な指導ができる

ようになった先生が，そのタイミングで異動になるということが繰り返されています。

ですので，あくまでも目安ですが，民間でも効果的な指導を実施できるようになるため

には３年から５年程度は必要と考えていますので，そのような配慮も可能であれば必要
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であるように思います。 

そして，女性の職員が性犯罪者の指導に対峙して当たることへのケアが欠かせないと

思います。私も含めておそらく民間の感覚では，Ｒ３を始めるまでは，性犯罪加害者は

男性職員，性犯罪被害者は女性職員が対応するというように何となく分けていました。

ところが，カナダで行われている先駆的な性犯罪者処遇の視察などでも，セラピーの中

で男女の適応的なコミュニケーションの在り方を直接的に見せることが非常に重要であ

ると指摘されていました。これを踏まえて，我が国でも女性の職員が性的な用語や俗語

などを使いながら実際の指導に当たっているわけです。Ｒ３の効果を維持するためにも，

性犯罪受刑者を指導するスキルの習得と同時に，指導者側が疲弊しないようなメンタル

ケアも非常に重要になると思います。 

対象者の中には，例えば「女性の方だって痴漢されることを望んでいる人がいますよ

ね」などと言う者もいます。そのような場合，テクニックとしてのある意味の御法度は

「女性はそういうことを望んでいません」といわば女性の代表として正論を返してしま

うことです。この場合には，「確かにそういう人もいるでしょうね」という応答を用い

て，一度受刑者の考え方に乗って，そのように考えていても改善していく方法があると

いうことを粘り強く対応していくわけですので，女性の職員には相当の負荷がかかって

いることが容易に分かります。Ｒ３だけでなく，刑事施設で行われる薬物依存離脱指導

（Ｒ１），暴力防止プログラムなども認知行動療法がベースとなっていますので，可能

であればということですが，Ｒ３に限らず，認知行動療法専従班といったようなものを

作って，先のＲ３に携わる女性の職員のような特異的な場合を含めたテクニック等の必

要なスキルを各施設に普及させていくことも課題を解決するための一つの方法であると

考えられます。 

 

＜課題５ 現行の指導形式になじまない者について＞ 

そして，課題の５としていますが，現行の指導形式になじまない者もいるという問題

です。現実には，性犯罪に及ぶ問題性の重篤度が高い者については，いわゆる抗男性ホ

ルモン剤といった薬剤を使うことが適切な場合もあります。落ち着いた環境の中で落ち

着いて話し合うことは，極端に言えばある程度誰でもできるのですが，実際の場面で興

奮のスイッチが入るトリガーに接したときには，生物学的に性犯罪を自身の力だけでは

止めることができにくい者もいます。そういった者には薬物療法が必要な場合もあるこ

とも御承知置きいただきたいと思います。また，刑事施設にある程度適応できたとして

も，能力的にコミュニケーションスキルに困難がある者，発達障害を含めて内省能力に

乏しい場合もあります。自分自身がどのような時にどのように考えているのかというこ

とを俯瞰的に考えられるかどうか，そして，自身の内面の状態について適切に言葉を用

いて相手に伝えることができるかどうか，このあたりも治療的支援にうまく乗るかどう

かの重要な観点になります。ほかに，いわゆる反社会的勢力の構成員の履歴がある者な

どはグループワークの中で指導者のあげ足を取るようなことも頻繁に起きます。そこで，

指導者はこれらに対応できる技術を習得していく必要があると考えられる一方で，グル

ープを乱そうとする程度が著しい場合にはグループに入れることが適切ではないという

判断もあり得ると思います。対比的に，本件を否認している場合や，性的動機を否認し
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ている場合には，テクニックで対応できることもあります。これらの問題に対して，現

在は，実務担当者の技術的な工夫によって対応しておりますけれども，その習得機会の

スーパービジョン（ＳＶ）体制といったものが施設によって大きく事情が異なっている

ということも聞いています。そこで，Ｒ３の指導形式に多様性を持たせる，例えば，個

別指導形式ということも考えられるかもしれません。また，ＳＶの体制を矯正局の方で

整えるといったことも有用であると考えられます。この点は，私どもの学会への御依頼

があれば，事前に相互研修をしながらＳＶに適任の者を紹介するということも可能です。

このようなことについても円滑なＲ３プログラム実施のために考慮していただければと

考えております。 

 

＜課題６ 社会内処遇との機能的な連携について＞ 

課題の６点目として，社会内処遇との機能的な連携についてです。やはり効果の持続

性を考えると保護観察所をはじめ，民間の医療機関，セルフヘルプ（自助）グループの

支援，その背景となる職業を含めた生活基盤の支援が必要であろうということです。そ

ういった支援体制が整っていないと，出所した日にそのまま電車に乗って再犯してしま

うということもあります。せっかく矯正の中で十数年間培ってきたノウハウがあります

ので，いかにそれを社会的リソースにつなげていくかということについても留意しなが

ら，社会内の関係機関につなげていくことが必要であると考えています。 

ところが，社会内の支援機関となるリソースは極端に少ないのが現状です。現在，精

神保健福祉センターのような公的な機関でも性犯罪者の受け入れは断られるということ

が続いています。薬物事犯者の方は，現在は多くの公的な機関でも受け入れられやすく

なっていますが，性犯罪者はそうではなく，民間に紹介されてくることがかなりの数に

のぼります。したがいまして，ひとつの課題の解決方法としては，民間にプログラムの

内容を公開していくということが挙げられます。もちろん多くの制約があるでしょうか

ら，プログラムを全て公開しなくても，Ｒ３はこのような内容で，対象者はこのような

ことを指導されて社会内に出て行っているということを，ある程度関係機関と共有する

ことができれば，施設内から社会内に性犯罪者処遇の効果を広げていくことができるの

ではないかと考えています。ただ，現状では，認知行動療法自体が，まだその正しい理

解が十分にそれほど普及している心理療法ではないので，例えば国の方で，社会内の関

係機関を対象に，認知行動療法の説明会や研修会等を開催して，Ｒ３プログラムの効果

を社会内でも継続することを目指してアピールしていくことも重要であると考えていま

す。 

実際には，対象者は社会内の機関につながろうと思っても門前払いされることがかな

りの数ありますので，認知行動療法の技術を直接的に持たない施設でも，ここなら性加

害行動の改善への対応を相応にしているというリストなどの情報を提供することはでき

るのではないかと考えています。もちろん，国が特定の民間の団体や機関を紹介するこ

とができないという制約等はあると思いますので，現在は，精神保健福祉センターのリ

ストを載せてもらったにとどまっているのですが，何とかそれ以上に出所者を社会につ

ないでいく仕組を考えていただきたいと思います。 
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＜公認心理師に求められる役割・知識・技術＞ 

また，昨今，公認心理師という国家資格が創設されました。これは文部科学省と厚生

労働省が共管した形で公認心理師法が施行され，国家資格を持った心理師が活動するこ

とになりました。こちらでも心理療法の中軸となるものが，認知行動療法と示されてい

ますので，認知行動療法の考え方を普及させる機会がありましたら，御協力いただけれ

ばと考えています。 

 

＜まとめ＞ 

まとめでございますが，まず必要だと思っていることが，認知行動療法に関する更な

る研修ということです。実は，（常勤の）職員の方々には研修する機会が相応にあるの

ですが，民間の処遇カウンセラーといった非常勤職員の方々に私たちが研修する機会は

ほとんどないため，意識が高い方々に対しては，学会や民間の研修会などに来ていただ

いて，様々な質問を受けたりしているところが実情です。そして，処遇カウンセラーを

含めた実務担当者のスキルアップに加えて，Ｒ３を実施している施設の職員の方には，

実務担当者でなくてもＲ３がどのような仕組で行われているのか理解してもらうことも

重要であると感じています。この点は先駆的なカナダの取組でも強調されていました。 

そして，資料の方には，Ｒ３の運用方法の体制整備・弾力化と書かせていただいてい

ますが，例えば，Ｒ１や暴力防止プログラムなどの認知行動療法を基盤とする改善指導

を横断して認知行動療法の専従チームを作ることが考えられます。あるいは，調査と教

育の機能的な連携，そして，グループ形式だけではなくＲ３の指導形式に多様性を持た

せるということも考えられます。なお，矯正局の通知のレベルでは，このところグルー

プワークは受刑者９名とすると指定されていますが，一度に９名という人数を指導する

ことは非常に困難です。ですので，マンパワー等を補充する機会がありましたら，半分

とは言いませんが，人数を３分の２ぐらいに絞っていただきたいと思います。９名でも

対応できないことはないのですが，やはり，結果的に教科書レベルの知識教授で終わっ

てしまうことを懸念しています。本当のねらいである確実な効果を持たせるには，９名

という数は多すぎると考えております。 

そしてプロセス指標という話をさせていただきましたが，アウトカムとして再犯した

かしなかったかという指標以外の観点から効果を測定する別の指標の導入も考えていた

だきたいと思います。 

それから，矯正の効果は社会内で試されることになりますので，そのリソースとして，

色々な機会を作って様々な機関とつながっていっていただきたいと考えております。 

以上でございます。ありがとうございました。 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

  嶋田先生，ありがとうございました。 

  それでは，出席者から御質問があれば，挙手の上御発言願います。 

 

○ 髙井刑事局付 

  貴重なお話ありがとうございました。先ほどプログラムを受講した受刑者の１人目の話
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の中で，Ｒ３のプログラムに当たっては謝罪の気持ちと指導が両輪であるという話があり

ました。彼の言う謝罪の気持ちというものがどのようなものであるのかまではつかみきれ

ませんでしたが，認知行動療法の観点から見て，被害者への謝罪の気持ちというものは，

自分を変えたいという意欲に結びつき，プログラムの効果をもたらすものとして位置付け

られるものなのでしょうか。   

 

○ 嶋田洋徳教授 

  被害者共感性や謝罪の気持ちというものは，いわゆる被害者の痛みを知って，自分の行

動の改善に結び付けようとするという考え方だと思いますが，その問題行動へのブレーキ

の利き方は，個々の受刑者によってだいぶ異なるというのが実状です。例えば，インタビ

ューをした１人目の方だと，コミュニケーションの問題に触れていました。コミュニケー

ションが取れているうちは大丈夫ですが，取れないようになると問題であるという自己理

解は，他の方には必ずしも当てはまりません。このような考え方は，例えば，痴漢をする

者に，その行動を止める認知的な方法として「触ろうとしている女性が警察官かもしれま

せんよ」と想像させることがあります。そうすると「そう考えると確かに怖くて触れませ

んね」という反応が一般的ですが，中には「女性警察官だったとしたらどんな反応するの

かな」と，より性加害への動機が高まってしまう者もいるわけです。ですので，「機能」

という「ブレーキの利き方」はみんな違うということを理解して，自分専用のＳＭＰ（セ

ルフ・マネージメント・プラン）作成の方向に促していくということが重要です。したが

って，御質問に直接お答えしますと，残念ながら，被害者共感性や謝罪の気持ちが性犯罪

を止めることに対するエビデンスはだいぶ少ないのが実情です。被害者の痛みを知っても

止められない者がいると理解していただいて良いと思います。ただし，何が自分自身のブ

レーキになるのかということを丁寧に考えさせていくことが中心にはなるのですが，社会

に出たときの生活環境と折り合いをつけなければいけませんので，社会に受け入れてもら

うためには，自らの行動を省みて謝罪をするという観点やスキルは身に付けなければいけ

ないと考えています。実際に，反省というものを大切にするという観点から，今現在の指

導は行われています。 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

  ほかに御質問ありますか。 

 

○ 吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

   貴重なお話を聞かせていただき，ありがとうございました。プロセス指標について教え

ていただきたいのですが，グループワーク等の中では，本人が事件を起こしたときと同様

の環境に遭遇したときに別の反応が引き出せるかどうかを見ていくということでしたが，

全く同じ環境を再現できない中で，出所者の反応に変化が生じたかどうかの評価は，どう

いった点に着目して行うものなのでしょうか。 

 

○ 嶋田洋徳教授 

   実際には，対象者の言語報告によるところが大きいです。例えば今日のインタビューで
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プログラムを受講した２名の方が期せずして同じことを言っていましたが，自分は初めこ

うだったけれども，今はこういうように考えられるようになったというものが，まさにそ

の評価ができる反応の１つです。例えば，目の前に薄着の女性がいた場合，以前は，性犯

罪をやってくれというサインじゃないかと言っていたものが，今現在は，薄着をしている

のは暑かったからかもしれないし，たまたま急いでいたから準備の時間がなく薄着をして

いたのかもしれないと考えられるようになったなどがそれに相当します。そして，結果的

にそれが加害をしないためのブレーキになっているのかということにこだわって指導して

います。そこでは，「女性を襲うことはもうしません」などという望ましい答えを引き出

すだけではなくて，そういう考え方を持ったときに，本当にあなたの足は止まりますか，

性犯罪はしませんか，というところにこだわって指導していますので，そのあたりが言語

報告のレベルで確認できればまずは良いということになります。 

そして，私たちは，俗に「裏を取る」という言い方をするのですが，本人にとっての機

能の確認は，このような直接的な質問に対する言語報告だけではなく，例えばグループワ

ークでほかの者にアドバイスをしているとき，あるいは別の文脈，別の場面で話をしてい

るときにも行います。そして，犯罪行動を抑止する方向の同じような反応が出てくれば，

性犯罪のブレーキとなる機能を有している可能性があると判断しています。 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

  ほかに御質問ありますか。 

 

○ 渡邊法務総合研究所部付 

貴重なお話ありがとうございました。先生がおっしゃっていた，本件や性的動機を否認

して刑務所に来た対象者について，どのように指導に乗せていくかということと，もう１

点，認知行動療法の正しい理解はそれほど普及していないと先生がおっしゃっていました

が，民間などにおいて認知行動療法以外で行われている手法のようなものがあれば教えて

いただきたいと思います。 

 

○ 嶋田洋徳教授 

   １つは，本件否認や性的動機を否認している者についてということですが，Ｒ３プログ

ラムは，最終的に性加害をしないということに，ある意味で特化していますので，本件を

否認しているかどうかにこだわらないということです。例えば，中には，裁判官が勝手に

決め付けたんですとか，弁護士がちゃんとかばってくれなかったんですなどと言う者も割

と多くいますが，その際は「そうだったんですね」ということで，まずは指導者側はそれ

を受け入れます。そして，性犯罪は誤解だと主張する方に対しては，たとえ嘘だと思えて

も真実は確かめようがないことを踏まえて，せっかくこういう教育の機会があるんだから，

今後これ以上誤解されないよう備えましょうということで指導の内容にうまく誘導してい

くという対応をします。これはかなりのテクニックと経験が必要ですので，現場の先生方

からもよく質問を受けるところです。また，性的動機否認というものは，例えば，窃盗目

的で家に侵入したところ，たまたま被害者が裸で寝ていたから触ったというような場合で

すが，そういった者でもＲ３の対象となることがありますので，性加害をしたということ
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を外さないようにしながら，性加害に至る一歩手前である窃盗のために住居に侵入すると

いう行動の変容に焦点を当ててやってみる，あるいは，飲酒下であれば，飲酒までのプロ

セスの行動の変容に焦点を当てていくというように，少し置き換えて指導しています。 

それから，認知行動療法以外の手法といいますと，例えば断酒会などと同じような嗜癖

行動としてのセルフヘルプグループがあります。同じ問題を抱える者たちが集まってみん

なで支え合う取組が行われています。ただ，多くの民間の取組も国がＲ３を導入してから

だいぶ認知行動療法のような取組が多くなってきました。そういったセルフヘルプグルー

プだけでは再犯は止めにくいと関係者は分かっているということもありますので，そうい

った工夫がなされているのだろうと拝察しています。しかし，そのように性加害の防止に

取り組んでいる施設でも，しっかりした専門的な治療的支援を行っている施設がある一方

で，独特の考えや手続が用いられている施設もあるようです。これは，半分は国がＲ３プ

ログラムを公表していないという要因もあるのですが，ごく簡単に言いますと，ある意味

で精神論的に，マスターベーションをすることも再犯の第一歩であるといった極端な教え

方をしている所もあるようです。そういった非現実的な指導や支援も実際に行われている

部分もありますので，やはり，結果指標やエビデンスで見ていくことが大事であるという

ことが私どもの立場です。 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

   よろしいでしょうか。それでは，最後にワーキンググループ副座長である石井法務総合

研究所総務企画部長に御挨拶いただきます。 

 

○ 石井法務総合研究所総務企画部長 

  嶋田先生，また，椿川越少年刑務所長をはじめ本日の会合に御対応いただいた職員の皆

さま，本日はありがとうございました。本日の会合では，Ｒ３の受講者の２名から話を聞

くことができ，特に，２人とも今後の有効な再発防止策について，１人目の方はＳＮＳの

グループのようなものを利用して同じく受講していた者と引き続き連絡を取り合えたらと

いったことを述べていまして，もう１人もグループワークのようにみんなで話ができたら

いいといったことを述べていたことが印象に残りました。 

法務総合研究所では，外国の政策の研究をしていますけれども，カナダなどにおいて行

われている，ＣＯＳＡと呼ばれる何名かの市民ボランティアが出所した性犯罪者を社会で

見守るという取組が有効だと聞いております。今日のＲ３プログラム受講者の話を聞いて

も，そのような見守りの取組が今後の再犯の防止策の１つとして有効なのかもしれないと

思ったところでございます。 

  本日のワーキンググループで得た結果を踏まえ，引き続き，Ｒ３の効果検証を含め，性

犯罪の実態把握に努めてまいりたいと思います。 

 

○ 大茂矢矯正局補佐官 

   それでは，以上をもちまして性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググル

ープの第５回を閉会いたします。 

－了－ 
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性犯罪再犯防止指導の現状と課題

嶋田 洋徳
（早稲田大学人間科学学術院）

（日本認知・行動療法学会理事長）

第５回性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ＷＧ

前提．Ｒ３指導の取り組みについて
・わが国の特別改善指導の先駆的な取り組みとして，
刑事施設の特徴や制約をうまく活用している

・当初は手探りで始められたが，十数年の実践の積み
重ねのうちにノウハウが蓄積されてきている

・施策としてだけではなく，学術的にも注目に値する
取り組みである

・Ｒ３の社会への影響が当初考えた以上に大きく，司
法領域の公的施設に限らず，性加害行動の対応に苦
慮する医療施設，福祉施設，教育施設，民間心理相
談施設からの問合せも多い（成人，少年）

・わが国において，認知行動療法が最初に国施策的に
本格的に採用された（cf. うつ病の診療報酬化）

→ 非常に画期的な取り組みである

今回の話題提供の大前提として
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認知行動療法（Cognitive Behavior Therapy）
クライエントの問題行動や不適応症状に関連する行動

的，情緒的，認知的，身体的問題を治療標的とし，学習
理論をはじめとする行動科学の諸理論や行動変容の諸技
法を用いて，不適応な反応を軽減するとともに適応的な
反応を学習させていく心理療法であり，最終的には，セ
ルフ・コントロールの獲得を目指す

認知行動療法が仮定するパーソナリティ（人格）
環境刺激Ｓに対する反応傾向Ｒの差異と考える
→ 問題を解決するには反応傾向の変容

あるいは，環境調整（刺激統制）
具体的問題の追求 → 問題解決（標的行動）

認知行動療法（CBT）とは？

課題１．Ｒ３の効果のとらえ方について
・現在の評価は，再犯したかどうかというアウトカム
指標のみが重視されている

・同一プログラムを実施しても，同程度の成果が期待
できるわけではなく，個々の対象者のアセスメント
に基づいて，指導者が個々の目標を定めている

・認知行動療法の枠組みに基づけば，本件あるいは類
似の事件時の環境と，同じ環境（Ｓ）に出くわして
も，別の反応（認知，行動，情動）（Ｒ）を引き出
せるかどうかということが肝要である

・実務に携わる職員であれば，それらの変化は把握す
ることが可能であるが，評価する観点（指標）が整
備されていない

→ プロセス指標の考え方の導入？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点
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手口の「型」は同じでも機能が異なる

すぐ目の前に好み
の女性がいる

手を伸ばして
さわる

他人への支配欲
が満たされた

不快の出現 負の強化

すぐ目の前に好み
の女性がいる

手を伸ばして
さわる

いつ騒がれるかの
スリルが・・

快の消失 正の強化

課題２．調査と教育の機能的な連携について
・アセスメント（調査）は，科学的手法による性犯罪
者調査に基づいており，密度決定等に際して，一定
の意義がある

・処遇（教育）の際に必要とされるアセスメントは，
調査によるアセスメントとその観点がやや異なって
おり，どのように指導をすれば，再犯から遠ざかれ
るのかという「見立て」の観点が必要である

・教育の実施時には，行動科学的に必要なアセスメン
ト（行動の維持等）があらためて行われており，調
査結果が活用されることは（残念ながら）ほとんど
ない（cf. 医療における予診と見立ての関係性）

→ 調査にケース・フォーミュレーションの導入？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点
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性犯罪者処遇（Ｒ３）プログラムの構成「要素」

１．情報提供・心理教育・自己理解
犯罪行動の生起とリスクやニーズの理解

２．認知の歪みの変容（認知的技法）
認知の多様性と認知的再体制化など

３．対人関係スキルの獲得（行動的技法）
ソーシャルスキルトレーニングなど

４．共感性の育成・感情のコントロール（情動的技法）
感情の生起とコントロールの方法など

５．再発防止計画・メンテナンス
リラプス・プリベンションなど

課題３．認知行動療法の理論とスキルについて
・わが国の法制度などを踏まえると，罪種等に基づい
た処遇が行われていくことは動かすことができない
が，単純に同種犯罪（型）をグループ化して同じよ
うに教育すればよいというわけではなく，アセスメ
ントを踏まえ，個々の受刑者の問題性（機能）に応
じた指導を行うことが重要である

・Ｒ３プログラムは網羅的に作成されているため，当
該の対象者にどの内容（認知，行動，情動）をより
強調して用いていくのかという観点が必要である

・Ｒ３は集団認知行動療法がベースとなっていること
から，その形式に適した人を対象者にすると，より
効果が得られやすい（cf. 社交不安傾向）

→ 枠組みの整備と実務担当者以外の研修？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点
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集団認知行動療法（集団ＣＢＴ）の構造の考え方

リーダー

一般のグループ ＣＢＴのグループ

リーダー

課題４．Ｒ３の実務を担当する職員について
・集団認知行動療法の効果性を高めるためには，異な
る特徴を有する（ように見える）指導者が複数いる
ことが有用である

・教育部門と処遇部門が連携できる場合は，多様な立
場の者が指導者として参画することも有用である

・マニュアルにすべて記述することが困難な比較的専
門性の高い指導であるため，短期間の定期的な人事
異動にはなじまない側面がある（民間でも習得には
３～５年程度の経験は必要）

・特に女性の職員が，性犯罪者に対峙して効果的な教
育を行うためには，（男性を含めて）相応のスキル
の習得とメンタルケアが必要である

→ 認知行動療法プロパーを組織的に育成？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点
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課題５．現行の指導形式になじまない者について
・Ｒ３の集団認知行動療法の形式にすべての対象者を
当てはめるには，現実的にさまざまな多くの困難が
ある（ex. 薬剤利用が望ましい者）

・刑事施設にある程度は適応ができていても，能力的
にコミュニケーションスキルに著しく困難がある者
（知的側面，発達的側面を含む内省能力や言語化能
力等），主に不安に起因して集団適応が困難な者，
特有のコミュニケーションスタイルを用いる者もい
る（cf. 本件否認，性的動機の否認）

・現在は，実務担当者が指導の技術的工夫を行うこと
をもって補っているが，それらの習得機会になりう
るＳＶ体制等は施設によって大きく異なっている
→ Ｒ３の指導形式（小集団形式，個別形式等）に

多様性をもたせ，ＳＶ体制を中央が整える？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点

課題６．社会内処遇との機能的な連携について
・Ｒ３の効果は，施設内の変化にとどまらず，やはり
社会内での変化が求められるため，効果の継続性を
考えると，保護観察所のＲ３プログラムや民間の医
療機関，自助グループ等における支援につなげてい
くという視点は重要である（ex. 出所日に再犯）

・刑事施設の取り組みの効果は相応にあるが，社会内
の他の機関や機会の場等というリソースが極端に少
なく（量的），性加害に取り組んでいる施設でも，
独自の考え方や手続きを用いているところがあり，
実質的継続になっていない（質的）
→ 民間にプログラムを公開していくという観点に

加え（処遇カウンセラーの研修，活用），精神
保健福祉センターや地域保健所等とも連携？

Ｒ３の改善が可能であると思われる点
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・司法・犯罪分野においては，犯罪や非行をした者につ
いて，犯罪や非行に至る原因や心理の分析，再犯・再
非行のリスク評価，矯正・更生のための指導・助言，
処遇プログラムの提供等を行う．その際には，当事者
が必ずしも援助を求めていないという状況で信頼関係
を築く必要がある．また，家庭内紛争など対立関係の
ある問題における当事者や子どもへの中立的な立場で
の関与も必要である．
面接や心理検査、認知行動療法等を中心に行う。さら
に，当事者のみならず，当事者の身元引受人や更生に
不可欠な関係者に対する助言・支援，犯罪被害者等に
対する相談援助，犯罪や非行の防止に関する地域社会
への情報提供等も行うことが求められる（公認心理師
カリキュラム等検討会，2017）．

公認心理師に求められる役割・知識・技術

参考書籍
刑事施設における性犯罪者処
遇プログラムに携わった専門
家たちが執筆

性犯罪の理論的考察，
性犯罪の心理臨床概論，
性犯罪の治療理論，
性犯罪臨床の実践アプローチ
などを実践に即した記述
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まとめ
・認知行動療法に関するさらなる研修
→ 処遇カウンセラーを含めた実務担当者のスキルア

ップ，実務担当者以外のＲ３の枠組みの理解
・Ｒ３の運用方法の体制整備・弾力化
→ 認知行動療法専従チームの創設，調査と教育の機

能的な連携，Ｒ３の指導形式の多様性，ＳＶ体制
の整備，指導者のケア

・Ｒ３プログラムの実施・評価方法
→ プロセス指標の考え方の導入

・社会内リソースとの機能的連携
→ プログラムの公開や研修の実施，公的医療施設や

福祉施設，行政施設への情報提供，機能的連携



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第６回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  平成３１年３月１１日（月）   自 午後 １時５７分 

                        至 午後 ３時０１分 

 

第２ 場 所  法務省１９階会議室 

 

第３ 議 題  性犯罪加害者処遇に携わる専門家からのヒアリング 

        「性犯罪者処遇の実際と実践の可能性」 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 



-1- 

 

議        事 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

 それでは，定刻より前ですが，皆さんお集まりですので，性犯罪に関する施策検討に向け

た実態調査ワーキンググループの第６回会合を開催いたします。 

  まず，議事１の性犯罪加害者処遇に携わる専門家からのヒアリングを行います。 

  本日は，千葉大学社会精神保健教育研究センター法システム研究部門特任助教の東本愛香

先生に，「性犯罪者処遇の実際と実践の可能性」について御講演いただきます。 

  東本先生は，平成１５年に昭和女子大学大学院博士後期課程修了後，東京医科歯科大学難

治疾患研究所犯罪精神医学分野での勤務などを経まして，平成２２年から現職についていら

っしゃいます。保護観察所における性犯罪者処遇プログラムのスーパーバイザーや，保護観

察官の育成のための研修における講師などとして，更生保護における性犯罪者処遇の充実に

日頃から御協力をいただいている先生でございます。 

  それでは，東本先生，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○東本愛香先生 

 千葉大学の東本です。本日はよろしくお願いします。 

  今，御紹介いただきましたように，私は，平成１６年に大きな事件があって以降，当時，

東京医科歯科大学におりまして，精神鑑定のお手伝いを含めて性犯罪処遇に関わってまいり

ました。逆に言うと，その頃から被害者を少なくしようという思いのもとで，いろいろな勉

強をさせていただいて以降，諸外国の動向を調査したり，私自身も出向いたり，実際に日本

の刑務所で処遇カウンセラーとして勤務するなど，いろいろなことをやらせていただいてき

ました。ですから，このような機会を頂いて非常に感謝しておりまして，考えると１５年ぐ

らい関わっている中で，私が見聞きしたもの，経験したものをこうやってヒアリングしてい

ただけるというのは非常に貴重な機会なのではないかなと思っております。 

  私自身の主観もあるかもしれませんけれども，どちらかというと，私が諸外国の先生方と

性犯罪について学んだり，考えたりする中で，こんなことがやれるのではないか，こんなこ

とが言えるのではないかというところを，お伝えできればいいかなと思っております。 

  そもそも保護観察所での取組を始めとした性犯罪加害者に対する処遇はうまくいっている

のかというところなのですけれども，最初に，アセスメントと言われているような評価の問

題というのが１つ挙げられるのではないかなと思います。これはおそらく日本だけではなく，

近年の動向としてリスクアセスメントという考え方が主流になっております。以前は，事件

を起こすような人はどんな人かという考え方であったり，反省を促すようなことを含めた治

療法だったりということが進められていた中で，どんな人か，どういう人が事件を起こすの

かというようなアセスメントが多かったのですけれども，この３０年ぐらいは欧米では，特

に再犯リスクというものを予測するという視点で捉えるようになりました。 

  私自身も，心理学をやっている中で学生時代に学んだのは，その人をどんどん深く掘り下

げていくというような分析が多かったと思うのですけれども，なので，私も最初は不慣れだ

ったと思うのですが，今はその人が再犯をする可能性についてアセスメントするということ

をどれだけできるのかというところにも注目すべきだというように考えています。今申し上
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げたように，私自身も含め，学生時代はそういった分析の方法を習ってきていない我々が，

その考え方に本当になじんでいるのかというところが課題ではないかと思っております。そ

こに付随するのですけれども，保護観察所では，全体的にトレーニング不足ということが挙

げられるのではないかなと思います。マンパワーももちろんですけれども，トレーニング不

足というのは重要な課題ではないかなと思います。 

  私もこの分野に従事しているということでこちらに来させていただいているのですけれど

も，本当に日本の中に性犯罪の専門家がいるのかというと，わが国ではまだ歴史の浅い中，

私も専門家だとは恥ずかしくて言えません。ですから，専門家自体の不足があるということ

と，今申し上げたような，諸外国では学生時代からしっかりとリスクアセスメントというこ

とを重視したような犯罪心理学，司法心理学という学問分野がある中で，専門知識習得のシ

ステム不足というのが壁なのではないかなとも思っております。本物の導入がされるために

は，やはり誰がどのような研修を受けて指導に当たって，どのような目標設定をして，その

ための技術向上，能力・質の担保を保証していくのかというような制度上の問題も考えてい

かなければいけないのかなと思っております。 

  そして，一斉に始めたいろいろな処遇プログラムというのは，非常に大きな影響がある，

非常に大きな効果があると思うのですけれども，逆にマニュアル化をしてしまうところの功

罪があるかなと思います。これが課題で，保護観察所での新しいプログラムとマニュアルを

作ろうということに新たな予算がついたり，人が動いたりするのは非常に良いことだと思う

のですけれども，結局マニュアルをそのままさらってしまっていることになっていないかど

うかとか，マニュアルはあるのだけれども，そのとおりにうまくいかなかったときに，元の

我流に戻っていってしまっているのではないかなというようなところを見る必要があるのか

なと思います。ですので，先ほど御紹介いただいたように私が関わらせていただくようなス

ーパーバイズやチームでの話し合いなどが大切で，そのような共有の少ない中では，マニュ

アルを手放すしかない状態も懸念されるのではないのかなと思っています。先ほど申し上げ

た，専門家ではない我々が模索して作ったマニュアルがどのくらいの効果があり，それをま

た手放したり，そのトレーニングが曖昧だったりして我流になっていくという流れになって

いかないかというところも課題かなと思っております。 

  そして，一貫性の問題もあると思います。矯正と保護，おそらくヒアリングも矯正でもさ

れていらっしゃるかと思うのですけれども，我が国における導入時，参考となるシステムか

ら，矯正はカナダをモデルとして，保護はイギリスにおける提供をモデルとしました。でも，

ちゃんと勉強すると，言葉は違うかもしれませんが，実はやっている内容は同じで，共有で

き得るものですし，言葉の差ぐらいの，あとは我々のおそらく訳す際の理解不足の差ぐらい

であって，エビデンスや内容，エッセンスは一緒のものだと思うのです。その中で，しっか

りと原則に基づいて一貫性を保って提供しているかどうかということが課題だと思います。 

  今，我が国に迫る別の課題とすると，先ほど申し上げた十何年前にスタートした時，ちゃ

んと研修を受けた最初の理解をしたスタッフがだんだん退職する時期にもなる中で，しっか

りと引継ぎがされているかどうかというところもあると思います。一貫性というのは，矯正

と保護，もしくは施設内から社会内への治療の一貫性も含めてですが，施設内における世代

間とか人が変わることによる一貫性，もしくは施設のそれぞれの中で一貫性が保たれている

のか。例えば，すごくちゃんとやっている施設があるのに，ちゃんとやれていない施設があ
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るという，質の担保も含めた一貫性の保持も課題なのかなと思います。 

  不適正な情報共有や互いの理解不足も非常にあるのかなと思っています。例えば，矯正と

保護のテキストの文言が違うから違うというような意味で情報共有があまりされていなかっ

たり，反面，情報共有しなければいけないところはどこなのかというところの理解不足もあ

ったりするのかなと思っております。 

  最後は，私どもの責任でもあるかと思うのですけれども，社会的資源の不足というのが我

が国は非常に大きいかことかなと思っております。社会内処遇・治療の課題として，やはり

本来は精神科医ですとか，先ほど言った，ある程度専門的なトレーニングを受けた心理専門

職ですとか，そのようなチームの協力が必要不可欠だと思います。しかし，医療機関や診療

機関では，やはり加害者の通院が困難なことが多いと思います。特に性犯罪に関しては，被

害者への支援もまだまだ不足，ままならない中で，加害者が治療を受ける，もしくはそこに

お金が付く，そこに保障がなされるということがどのように一般的に理解されるのかなとい

うところの不安もあります。また，医療機関では，被害者の方が，加害者の人が座った椅子

で自分が診療を受けるということに対して非常に精神的なダメージや嫌悪感を覚えるという

話も出される中で，もしかすると加害者治療医療機関の制度のようなことがしっかりとでき

ない限り，社会内への連携が難しいのかなとも思っております。加害者に対しての認知行動

療法を専門にできるようなクリニックや機関の充実と，やはりセルフコントロール，自分自

身で，もしくは保健所ですとか精神保健福祉センターなどというような関わりやすいところ

と本人との共同でできる支援が望まれる策ではないかなということ。これは日本だけではな

くても言われるところなのかなと思っております。 

  法務省が参考にした諸外国の現在の取組というものを簡単にまとめてみました。これはあ

まり大きくは変わっていないと思うのですけれども，やはり実践目標としては，収監された

としても，多くの者がコミュニティーに戻ってくることを考えると，やはり彼らを治療・監

督・管理する方法を見つけることが不可欠だと言われているのがセオリーです。その目的は，

やはり再犯リスクを減らすことが主軸です。本人たちにとっての再犯に係る要因，ファクタ

ーを減らしていくということが主軸となる実践目標となっています。 

  プログラムの構成要素ですが，様々な方法に基づいているのですが，やはり多くは認知行

動療法であったり，行動療法であったり，海外ではホルモン療法であったりとかという内科

的な去勢ですね，抗男性ホルモンによる治療等々をやっているところもございます。あとは，

治療コミュニティーをしっかりと確立させていくというところも重きを置いていたりします。

また，保護観察に付されると，集中的に監督する，ある時期はしっかりと集中的に監督する

といったことにも力を注いでいるような取組も見られます。 

  その中で，どのようなプログラムであっても，ホルモン療法の導入であっても，やはり認

知行動療法ベースのプログラムが同時に並行して行われているというのが現状だと思います。

通常は，どちらかというと費用対効果のこともあると思うのですけれども，集団でこれが行

われることが多いです。反社会的行動に従事するよう導く不合理な考え方や信念に取り組む

ことを学ばせる，問題意識的な思考スキルと行動スキルをモデル化して，それに取り組む機

会だけではなくてそれを実践させて，しっかりと練習させるというプログラムが取り組まれ

ています。これは名前が変わっても，ほとんどこれをベースとしたプログラムが行われてい

るというのはもう何十年も知られているところで，私自身があちらの先生方とお話をしてい
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ても，おそらくこの二，三十年は，この流れは変わることはないだろうというようなことが

話題とされるほどです。 

  そして，補助的なアプローチとして，薬物療法をやっている国もあります。調べてみます

と，ホルモン剤に関しては，少し副作用もあるというところもあるのですけれども，精神科

受診において気分障害がみられたり気分のバランス，気持ちのバランスが取りにくいという

こともあることも考慮し，ＳＳＲＩなどの選択的セロトニン再取込阻害薬というような，治

療薬を使っているような国はあります。しっかりとアセスメントをして，さらに認知行動療

法ベースのプログラムを受けて，あくまでも補助的なアプローチとして薬物が使われるとい

うことはございます。もちろん本人に顕著な精神疾患等がある場合は，そこに応じたしっか

りとした薬物を含む治療が併用されます。 

  そんな中で，先ほど申し上げた専門家というか，誰がプログラムなどをやるのかというと

ころが，おそらく欧米諸国ではしっかりと担保されているところが大きいと思います。訓練

をしっかりと受けた専門家が，評価や治療セッション，その他の介入の策を導いているとい

うというところです。これらには訓練を受けた看護師，ソーシャルワーカー，保護観察官な

ど，一定レベルの教育を受けた修士とか博士とか，もしくは医学に関する教育を受けた，も

しくは取得した専門家が含まれております。プログラムによっては，宗教職を活用する場面

もあります。特に被害者のことを考えるというところとか，あとは宗教の信仰が自分の人生

の目標を持つといったところにつながるというところでの宗教家の登用があるのだとも思い

ます。ただ，メーンとなるスタッフとすると，上に挙げている方たちになるのかなと思いま

す。 

  さらに，欧米では再犯率を含めたしっかりとした分析が行われていて，その分析結果の下

にプログラムの改定，プログラムの密度などの調整や議論がなされているというところかと

思います。なので，先ほど言った我流とか，何となくうまくいっていないというところで変

わるようなことはありません。治療を提供することが性犯罪の一般的な再犯率に重要で肯定

的な影響を及ぼすことが見出されております。研究とすると，これらのことが言われており

ます。なので，刑務所，もしくは社会内処遇の中で，性犯罪に対しての治療的な介入が有益

だということは揺るがないものなのかなと思いますし，諸外国も，効果検証の下にプログラ

ムの立案ですとか，策定ですとか，施行がされているのかなと思っています。 

  特にこういったこと，スイスなんかはこういった効果を外に出して，それによって国民に

意見を問うて，予算を付けるべきとか，どういうことをするべきというようなこと，あるい

は広報も上手に国がしているかなとうかがったことがあります。なので，先ほど言ったよう

な加害者臨床にかける予算を国がするということに関しても，多分欧米から学ぶことがある

のかなと思っています。 

  余談ですけれども，私が関わっているアメリカのニューヨークにあるクリニックでは，や

はりそういった意見の中で，成人のクリニックを予算で付けることにはなかなか市民が動か

なかったのですけれども，思春期，青年期に対する治療的なクリニックを補助金の中でする

ということが通っていて，コロンビア大学の医学部の先生方，心理学者の先生方が，クリニ

ックを開設していて，裁判所命令等々付く中でクリニックの受診を勧めるというような取組

がされています。それも，多分，国民へちゃんと公表しているというところの中でやられて

いるのかなと思います。 
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  そういった中で，誰がやるのか，そして誰にやるのかというところなのですが，徹底した

リスクアセスメントをしているというところだと思います。諸外国全部の国ではないのです

けれども，生理的指標を用いたリスクアセスメントをしている国，州もあります。これは陰

茎の膨張率を計るのですけれども，例えば本人が小児に対して反応するかとか，小児への高

い関心は下がったといったときのリスクアセスメントとして，実際に画像を見せて，そこに

性器が反応するかを計るというようなところで，先ほど言ったリスクに関しての評価をする

ということをしています。これも訓練が必要なのです。自分が治っているのかというところ

も，自分でも分かるというところになっています。特にカナダなんかがトレーニングもしっ

かりとやりながら，これを取り入れているところはあるように思っています。 

  ただ，やはり人権的な問題とか，誰がやるのかというところもあるのと，あと日本では機

械がとても高くて，一時期，勃起障害等の治療のために，泌尿器科の先生方が導入されてい

た時期があったと思うのですけれどもおそらくカナダなんかでは，もう少し安価な形で導入

できるということもあり，取り入れられることもあるのかなと思っております。 

  では諸外国における中で，外部監督というところでどういうことがなされているのかとい

うところもサマリーなのですけれども，多分，思い付く中にはＧＰＳがあると思うのですけ

れども，ＧＰＳに関しては，効果があるといった報告が多いのですけれども，合議体などで

その人が無事に過ごしているのかというところをレポートしたりするのですけれども，その

中で，「どうも君はこの半年間ぐらいにこの辺のエリアに行っていることが多いようだけれ

ども」というように，逐一制約するというよりかは，この期間どういうふうに過ごしていた

のか，この辺りのエリアに行ったようだといった，意外と捜査や過ごし方の証明みたいなと

ころで導入されているという報告が実情としては多いのかなと思います。私自身があちらの

裁判に同席したときに，このような話が出ていたように思います。 

  もう１つは，ＧＰＳが見張っているのだよというところが，本人のセルフコントロールと

かにつながって，管理されているから再犯に至るような行動をしないようにするのだという

気持ちが働くというところに影響を与えるという報告が見られます。これもおそらくＧＰＳ

だからというよりかは，その人のリスクの問題で，監督されているということで行動が制御

できる人というのは，それ以外の方法でも可能な部分もあるのかなというリスクの評価にな

るのかと思います。 

  もう１つ，外部監督の中で，このＧＰＳがうまく機能しているところで言えるのは，うま

く機能している町とかエリアにおいて，子供がいるエリアや近づいてはいけない地域を制限

されています。御案内のとおりきっとアメリカなどは，子供が１人で歩いているなんていう

ところが，逆に虐待というように言われるぐらい，子供がいるエリアというのが分かりやす

いこともありますので，そのエリアに近付くというところに対処し得るという効果があるの

かなと思っています。私が訪れたカナダの田舎町では，バレエ教室も音楽教室も学校も公園

も同じエリアにあるので，そこに入るということ自体が，非常にリスクが高いので，それだ

と確かに管理しやすいのかなと感じました。 

  性犯罪は，彼らがＧＰＳ追跡装置といくつかの監視によって監督が左右されると知ってい

る場合，彼らが犯罪にコミットする可能性が低いとされているという効果なのかなと思いま

す。そういった中で，やはり先ほどから申し上げているように，しっかりとしたリスクアセ

スメント，この人がどういうリスクを持っていて，この人の再犯はどのような監督によって
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防止されたり，どういうことがあるとリスクにまたさらされたりするのかというような徹底

的な評価がされているのかなと思っています。 

  やはり諸外国でも，最初は非構造的な臨床的な予測と言われているような，この人，反省

しているから，治っているから，真面目に施設で生活しているからそろそろ出してもいいの

ではないかというような見立てで釈放したり，仮釈放したり，仮退院したりするということ

があったようです。ただ，日本でもあったと思いますけれども，諸外国の多くはそういった

判断から，外に出し大きな事件が起こったという経験が，法律やアセスメントをしっかりと

推し進めていくことになっているといわれています。本来は，被害者を出したことで進む研

究というのは望ましくないのだと思いますが，そういったことが，こういう人は必ずリスク

が高いので事件を起こす，つまり厳しく裁かなければいけないというような決まったツール

の研究を進め，それを用いて予測するという流れになりました。 

  でも，そうだとすると，分かりやすい例えで言うと，赤いスポーツカーに乗った若者は保

険料が高いというのが，私が教わったときの例えなのですけれども，でも，赤いスポーツカ

ーに乗る若者でも，怖がりの人がいるので事故を起こすわけではないというような考え方か

ら，第三世代と言われているように，じゃ，怖がりの部分も判断していかなければいけない

というところで，本人の過去の履歴とかだけではなく，動的な要因についても判断されるよ

うになってきました。最近では動的な要因はリスクだけではなくて，先ほど言ったように，

監督するとこの人は大丈夫なんじゃないかとか，仕事があると大丈夫なんじゃないかとか，

リスクにさらされるファクターだけではなくて，この人を守ってくれるようなファクターは

何かというところまでアセスメントして，その人の判断をしていく，判断につなげていくと

いうものが主流になってきております。 

  流れとすると，最初は評価とか管理へのフォーカスが多かったのですけれども，だんだん

とプラス個人の長所とか強みとか解決，あるいは本人をプロテクトしてくれるような要因に

ついてもフォーカスするというふうに変わってきているのかなと思います。ただ，大事なの

は，これで個人の長所とか強みだけにフォーカスするのではなくて，やはりリスクは下げる

ということと個人の強みを上げるという，この両輪が必要なのだと考えることかなと思いま

す。なぜか新しいものが出てくると我々はそれに飛び付いてしまって，元からあるものを失

くしてしまう傾向があるのですが，２つとも抱えていきながら，ちゃんとアセスメントする

ということが重要になってきます。 

  それに伴って，先ほど申し上げたように，性犯罪者も含めてですけれども，犯罪者処遇の

狙いとかターゲットも変遷してきたのではないかなと思います。犯罪者がなぜ犯罪を行った

かに対する自己洞察を獲得するというところから，より構造的で，薬物やアルコールの再発

防止に関わる療法から獲得された認知行動療法ベースのものが開発されて，さらに同時にリ

スクを下げながら，その人が豊かに健全に生活するということの両輪になるというようなこ

とが，プログラムとか治療のターゲットに入れられてきました。逆に言うと，この両方が治

療者に求められているところになってきているのだと思います。 

  総称すると，性犯罪者への介入の意味として，欧米では，再犯による社会の影響をやはり

最小限に留めることに重きが置かれています。まさに社会内拘禁と言われているような，も

しくは治療命令というふうにしたように，最小限に食い止めるというところに重きを置いて，

それを強く発信しているところがあります。そして，実際にリスク管理の原則を徹底するこ
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とで，本人の再犯の兆候をいち早く捉えて，それに対する適切な対処行動を習得していくこ

と，それによって再犯率は確実に低下するということも確認されています。これは私たちだ

けがその兆候を捉えるのではなくて，本人が捉えて，そこに対処する力を学んでいくという

ところが重要です。 

  そして，先ほどから申し上げているようなアセスメントというものが，定期的かつ繰り返

してされています。リスクの低減と処遇内容の見直しに直結しているからだと思います。な

ので，刑期ありきというよりかは，リスクが下がっているかどうかによって次のステップの

判断がされるという考えです。つまり次のステップ，その本人がどんな生活を送るのか，送

っていくのか，送れるのかというのが，このリスクの評価によってかなり大きく左右されて

いるというのが欧米の仕組みの特徴かなと思います。リスクの低減が出所，あるいは社会内

生活への移行，行動の拡大を生むものにもなっております。ですので，もちろん，リスクア

セスメントをする人の責任も非常に大きいのかもしれません。 

  また，矯正施設や保護観察下で実施されていることからも，諸外国は明らかなように，加

害者更生プログラムは被害者に対する説明責任を果たすことの意味付けとしてもされていま

す。ですので，問題があってから，こんなことをやっていましたという広報ではなくて，先

ほどから申し上げているように，こんなことをいつもしっかりと施設ではしていますという

ようなことを定期的に広報するということも特徴的なところかなと思いますし，そこに対し

て国民も理解や関心を示しているというところもあるのかなと思っております。 

  従前から言われている，よく指摘されている性加害をする者の性格傾向とか特性というの

は，我が国であっても諸外国であってもあまり変わらないのかなと思います。自尊心が低か

ったり，ストレスに対する対処能力，いわゆるコーピング能力が低かったり，加害に関わる

認知の傾向が非常に強かったり，社会的能力の問題・課題を持っていたり，分かりやすいと

ころで逸脱した性の嗜好があったりということは，諸外国でも日本でも全く変わらないとこ

ろなのかなというふうに思います。 

  そのような中，概要を探る中でも，犯罪者の処遇プログラムを成功させるための条件につ

いては，被収容者に対する強制労役と過酷な規律遵守などの厳しい制裁を実施するようなこ

とだけでは犯罪の要因に焦点を当てていないとされていて，再犯防止効果がほとんどなく，

犯罪者を脅かしたり，犯罪者に恥を，特にこの恥をかかせたりするようなプログラムなどの

非行動的なプログラムも，長期的に再犯防止の役に立つという実証的根拠はほとんどないと

いう主張が繰り広げられています。そのこともあって，我が国でも認知行動療法ベースのプ

ログラムが始まっていると思うのですが，この考えは諸外国でも同様です。処罰や制裁中心

のプログラムよりは，認知行動理論に基づく処遇プログラムの導入の方が高い再犯防止効果

を示したと強調されている論文も数多く出されております。 

  そういった中では，我が国も諸外国も，全世界的に目指すポイントというのは，今やここ

になっているのかなと思っております。予防に取り組めていないというところは私としては

悲しいところなのですが，やはりまずできることとすると，次の加害を防止するための計画

をしっかりと立てるという効果的なマネジメントに力を注ぐことに焦点を当てて，１つは，

先ほどから申し上げているように性的犯罪者の再犯リスクを軽減していくという取組です。

もう１つは，安定した生産的で充実した生活の創造を支援するという取組です。その中で，

しっかりと自分の行動に責任を持ち，再犯リスクを自分で管理し，自分が健全な生活を送る
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ことが望ましいということを目標に，自分も社会も安全にしていくということにつなげてい

くこと，自分がもしかすると治療や処遇をしっかりと受けないと，社会を安全ではない方向

に導いてしまうかもしれない一員になってしまう。それよりは，自分も社会を安全にできる

一員として安全，安心に生活した方が，自分が幸せなのではないかという考え方に重きを置

かせる，そのためにリスクを下げ，より良い生活を送ることに意味を感じさせるような目標

設定をさせるということが重要になってきます。 

  このブルーのところとオレンジのところを簡単に言うと，性的な犯罪のリスクを下げると

いうところは，おそらく不適切な行動を減らすということなのだと思います。オレンジの方

は，適切な行動を増やすということになるのかもしれません。そうすると，適切な行動を増

やしたり，もしくはその行動を選択する思考にアプローチしたりするというのが，そもそも

認知行動療法だというところからも，性加害の臨床の中で，認知行動療法ベースのプログラ

ムが最優先されているのかなと納得がいくところです。 

  簡単に言うと，認知行動療法というのは，自分の置かれている状況を一歩引いて自分を眺

めるという作業と，物事を柔軟に考える練習をしたりすることと，いつもとは違う解決方法

を試すという治療法です。まず，自分が犯罪をしているときに起きている自分をしっかりと

一歩引いて眺める練習をするということ，事件につながるような考え方を手放せるような柔

軟な考えをする練習をすること，いつも何かがあると例えば性加害をするというふうになっ

ている行動選択，行動自体を違うものに変えるということを試していくということの三つの

取組だけなのだと思います。これがなかなか難しいところなのですが，おそらく，一歩引い

て自分を眺めてというところがうまくいかないと，あとの二つもうまくいかないのかなと思

っています。 

  犯罪者に対する再犯防止のプログラムは，その中で，科学的で正確な再犯予測の結果の下

で行わなければ，求められる効果が得られない。つまり，しっかりと研究も本人たちも一歩

引いて眺めているのかというところが実現されていない限り，どんな作戦を組んでもうまく

いかないのかなと思っています。 

  また，先ほどから申し上げているように，リスクアセスメントツールというのは，その犯

罪者の性別，年齢，学歴，前科などと変わらない静的，スタティックな要因と，逆に心理的

な要因など人間関係の動的要因を包括的に考慮していかなければいけない。そして，矯正施

設内の保安上の危険及び出所後の社会での再犯可能性を考慮しなければならないということ

です。施設内でのリスクの管理の部分と，実際に社会内に出たときのリスクの管理の部分と

いうのも，総合的にアセスメントしていかなければならないというところです。やはり適切

にアセスメントができる人がいるかいないかだけではなく施設内でさらされるリスクと社会

内でさらされるリスクということもしっかりとアセスメントツールの中に組み込みつつ，繰

り返しアセスメントをして，その状況を考えていかなければ，科学的で正確な再犯防止のプ

ログラムにはならないということになります。 

  そういった中で，いくつかの取組をまとめてみたのですけれども，やはり性犯罪者処遇の

プログラムの主な科目は，性犯罪に関わる私たちがしっかりと，どうして性加害が起こるの

かに関する情報提供をし，こういった心理教育，自己理解を深めるようなものをすることと，

認知の多様性と認知の再構成に対して取り組んでいくこと，対人スキルの獲得や社会的スキ

ルのトレーニングを行うこと，共感性の育成，感情のコントロールを練習すること，再発防
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止計画，メンテナンスの維持に対する理解することを主な科目として挙げられています。 

  その中でも，特に認知への介入であったり，怒りのコントロールであったり，問題解決の

トレーニングであったり，アサーションであったりとか，一歩引いて自分を眺めるというと

ころで，取組が始まるものが多いのですが，マインドフルネスなども欧米では取り入れられ

ています。ただ，ベースとなる介入は認知行動療法です。そして大事なのは，自分がリスク

の高い状況をしっかりと同定して，その対策について明らかにし，練習をしていくというこ

とです。もう一つは，先ほどから申し上げているように，自分がより良い生活，事件に重き

を置くのではなくて，生きることであったり，働くことであったり，日々の喜びだったりと

いうことに重視するような生き方の獲得，グッドライブズモデルというモデルも重要視され

ていて，ここが処遇の目標として取り入れられています。 

  保護観察所は５回しかプログラムがないのですけれども，その５回のエッセンスを考える

と，今申し上げたことは一応網羅されている５回になっているのかなと思います。加害のプ

ロセスをしっかりと理解する，作り上げるという１回目と，事件を後押しするような認知傾

向に気づき，結果を変える認知を設定してみるということであったり，行動修正や問題解決

方策を広げるものであったり，被害者について考えるというモジュールであったり，再発防

止計画を作るということが組み込まれております。ですので，５回とは言いながらも，エッ

センスはしっかりと取り入れられているところがあるのかなと思っております。 

  私の経験から，諸外国と今の日本の現状から考えてみて，保護観察所における取組で何が

足りないのか，何が増やせそうかというのを少し考えてみました。足りないのはというと，

やはり取組の幅なのかなと思っています。例えば小児を対象とした者に関して，適切に私た

ちがプログラムの中で扱えているかというところの課題であったり，知的に問題があったり，

精神障害を有する者への理解をしっかりとした上でプログラムに取り組めているかであった

り，一貫性というところも含めてですが，継続性のあるベース作りというものが足りている

か，取組の幅として足りているのかというところもあるのかなと思います。 

  そして，もう一つは，技術・技能の深さも足りていないのではないかなと思います。一つ

は，やはりリスクアセスメントに関する理解の深さ・技術・技能が不可欠なのかなと感じま

すし，不足しているのかなと思います。治療的介入のトレーニングもまだまだ専門家という

人がいずれ育成されていかなければいけない，そして法務省の中から，その専門家が出てき

てもいいと思うようなこともございますので，治療的な介入のトレーニングもアセスメント

と併せて不足しているのかなと思っています。 

  諸外国の取組を見ても，小児を対象とした者に対して特別にプログラムがあるというもの

ではないと思います。特別に政策とか管理監督の条件がつくというところはあると思います

が，小児性愛を対象としたプログラムがあるというのは私もなかなか出会ったことがありま

せん。これは実際にアメリカの先生から小児に対する事件の加害者へのプログラムというこ

とで教えていただいた，プログラムの進め方の中でのメモなのですけれども，認知のところ

において，本人たちと性的なファンタジー・行動のみという関係を見直すという面接をする

と言っていました。小児の人は，Ａという部分，つまり自分は小児に対してしか興奮しない

のだとか，小児のファンタジーでしか満足しないのだという認知の固さ，こだわり，固執が

あると。それをＢやＣの方向に広げていくような面接であったり，エクササイズをしたり，

練習をしていくということが，面接の中，グループワークの中で取り組まれることだと言っ
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ていました。Ａがメーンだった自分，つまりＡのみからＢやＣへ広げていくことということ

ができるのではないか，それを練習していくことが重要なのではないかと教えていただきま

した。 

  そのような中では，例えば小児を対象とした，そして違法なファンタジーから，合法なも

のへ切り替えるようなイメージを持つこと。影響を考えるということを学び，エクササイズ

で取り組むとか，二つ目は，問題となるファンタジーのパーセンテージを減らしていく。い

つも２４時間３６５日，そのファンタジーの中で自分がマスターベーション等をしている中

で，少しだけでも割合を減らしていくということをする。実際にどうでしたかというような，

ファンタジーと実際の自慰行為なんかの関係を面接で聞くということもしていると教えてい

ただきました。そして，問題となるファンタジーがどうすると出やすいのかというところも，

加害のサイクル，つまり先ほど申し上げた観察所の場合ですと，最初のモジュールの中で，

事件の理解の中に組み込むということが必要なのだと教えていただきました。ですので，性

的なファンタジーに対して私たちが取り組めるようなトレーニングや理解というのを深めて

いくことが，効果につながる可能性はあるのかなと思っています。 

  もう一つ，二つ目には，知的障害とか発達障害へのチャレンジ，もしくは地域社会でどの

ように継続的に取り組むのかということへのチャレンジについて，何かできることはないか

なと考えたときに，ＳＰＩＲｉＴｓというプログラムがあるのですけれども，地域社会での

実践，特に知的障害とか発達障害を含む内容になっているワークブックです。これは，専門

家に特定せずとも実践可能な地域治療型のプログラムだと言われています。専門家に特定せ

ず保健所の保健師さんであったりとか，看護師さんであったりとか，特別に性加害に関して

長期的に，あるいは集中的にトレーニングを受けている人ではなくても，本人と一緒にやっ

ていくワークブック，プログラムの形式になっているので，本人が施設内，もしくは保護観

察所で学んだ内容を継続して行いたいというときに，本人が持参するなりしてやっていける

可能性があるところなのかなと思っています。 

  特に知的な問題にアプローチしている点とすると，自分が服を脱いだりするとか，誰かと

接触するというような，当たり前なのですけれども，性的関係に関する社会的ルールなどが

丁寧に触れられています。もしかすると，これは将来的には，加害者だけではなくて被害者

となり得るような知的な問題がある方にも，トレーニングとして入れていかなければいけな

いことのようにも感じる部分です。このような取組からならできる可能性があるかなと思っ

ています。これもやはりトレーニングは必要なので，研修等々をやっていく必要性があるの

かなと思っておりまして，私も保健所とか，地域でこういったトレーニングをしていこうと

いう動きを始められればと考えております。おそらく先生方が御存じのように，長崎では少

しずつやっていらっしゃるところがあるので，その範囲を広げていこうかなというようなこ

とに携わりたいと思います。 

  そして，何よりリスクマネジメントをしていく中で，リスクということをやはりもう一度

我々がトレーニングをしていける，足していける可能性があるのかなと思っております。そ

の人が，例えば小児に事件を起こすというひどい人なのか，実子への事件の場合などでは自

分のお子さんでなければ，もう事件をする可能性が低いのではないかなどそういった意味で

再犯のリスクの高低を考えるというリスクに対しての正しい理解とアセスメントをしていけ

るということが，私たちにとってすぐできること，すぐにやっていかなければいけないこと
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なのかなというふうに思っています。 

リスクをしっかりと同定することで得られるものというのは非常に大きいです。我々がリ

スクマネジメント，リスクアセスメントのトレーニングを受けること自体が，性加害の介入

や目標を学ぶことになります。私は外国でリスクアセスメントのトレーニングをいくつか受

けてきました。しかし，アセスメントのトレーニングは，スコアリングをしたり点数を付け

たりというトレーニングよりは，暴力や性加害がどのような要因で起こるのかということを

徹底的に理解していくようなトレーニングでした。それが分かると，どういったことが治療

的な介入として介入プランに組み込んでいけそうかというところのヒントが非常に多く得ら

れることを知りました。エビデンスのみのトレーニングよりも，リスクアセスメントのトレ

ーニングによって介入プランまで学ぶことというのが，我々の習熟度が高くなるというよう

な論文も報告されています。 

  例えばＳＶＲ－２０と言われるような性加害に対するリスク要因を学ぶ。すぐ付けられそ

うなのですけれども，このような２０項目についても，本人の何をその項目として挙げてい

くのか，私たちの推測ではなくてしっかりとしたレポート，もしくは鑑別書類，鑑定書，レ

ポートを基に，ちゃんとこれをピックアップできるかどうか，もしくは面接でこれをちゃん

と聞けているかどうかという技量が問われるのではないかなと思います。さらに逆の要因で

す，再犯を防止する，本人を加害から保護してくれるような要因と言われているものが非常

に重要になってきます。 

  私たち千葉大学では今このワークショップを積極的にやらせていただいているのですけれ

ども，加害者が何の力を持つことができたり，何の力を再構築したりすることが事件を遠ざ

けるための武器になるのかというところ，事件をする武器ではなくて，事件をしないでいら

れる武器の力を何とか伸ばせないかというところのアセスメント，そして訓練をアセスメン

トすることに関するワークショップを開いています。そうなってきますと，こういった要因

に目を向けるということが非常に重要だということがわかってくるからです。 

  先ほど言った徹底的なリスクアセスメントの中で，ＰＰＧと言われているような陰茎を計

ることが可能かというと，日本では厳しいのかなと思っています。その中で，何年か前に私

の方で研究費をいただいて，ＰＰＧではなくても，画像への反応時間などを測定し，性的画

像への反応についての実験を試行的にやってみました。そうしたところ，性加害を経験した

人は，特に女性の画像に注視する時間が長かったり，もしくはその注視から離れられない，

次の画像に行きにくい，移りにくかったりするということが明らかになりました。ｎが少な

いので明確には言い切れないですがつまり長い間，性的画像，もしくは性的空想に留まって

しまうことが，事件を惹起したいという感情ですとか認知を膨らませることにつながる，長

くそのことを持っていることが，そこから離れなくさせるということにつながると思いまし

た。ファンタジーを長く持っていることが事件を起こしやすくする，そのファンタジーから

早く抜けられるということが事件を起こしにくくするということは，明確に言えることなの

かなと思いました。 

  私自身は調査という形で，社会内で再犯をしないでいられている人たちにお会いすること

があります。その人たちが何をしているのかというと，認知はあまり変わっていないのです

が，そしてやはり性的な関心度が高いような認知をすることは多いのですけれども，その認

知が出てきている自分に気付けているということをよく話してくれます。ですので，この認
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知が出てきたら危ないぞと思っているので，我々もしくは治療機関，矯正施設内，保護観察

所で学んだ対処方法を発動させて対処している，つまりコーピングスキルを遺憾なく発揮し

ているということを言っていました。何が大事だと思いますかと聞くと，コーピングスキル

をいつ発動するべきかということを自分が分かるということ，つまり自覚が非常に重要だと

言っていました。 

  そんな中で，諸外国の先生からフォローアップの面接でこんなことを聞き，こんなことに

答えられるような対象者にしなさいと教えられたことで，私自身も使っていることです。

「前回私たちと会ったときから今回までに，あなたは再犯しましたか」ということを聞きな

さいと。そして，大体「しません」と言うのですけれども，そうしたときに，「再犯，再発

には至らなかったけれども，危険な状況になったことはありましたか」と尋ねます。そして，

それはどんな状況だったかと自分が言えるかどうかが非常に重要だというのです。「再犯し

なかったけれども，危険な状況はありました」，「はい，そうですか，そうならなくてよか

ったです」ではなくて，それがどのような状況かというのを私に報告するのかというのが大

切だと言われました。そして，そのとき，少なくとも事件にならなかったということは何か

対処をしたのだということになりますから，どういう対処で再犯しないで済んだのかという

ことを丁寧に確認するようにと言われました。そして，自分が事件に関する空想をすること

が今もあるのか，事件に近付くような空想をして自慰行為をしたりするようなことがあるの

かということを聞くということ。そして，そのときはどのような状況なのか，さらに言うと，

先ほどのそのときにどういう対処をしているのか，そのときの空想にのみ込まれたり，引っ

張られたりするようなことはないのかということを話すのです。 

  社会内でできることの中に，再犯しないでいられる人が言ってくれたことがあります。そ

れは，再犯しないでいられても，褒めてもらえる場所，報告できる場所がないということで

す。私は調査でお会いしているので治療的な介入は一切しませんが，「再犯しなかった」，

「それはよかったですか」，「すごくよかったです，なぜなら家族と毎日御飯が食べられる

からです」とか，「毎日ゆっくりお風呂に入れるからです」と言うのを聞いています。「そ

れは良いじゃない，この時期のお風呂は良いわよね」みたいなことを言う，報告と確認がで

きる場があるというのが，非常に自分にとっては有意義に働いていると話してくれたことが

ありました。なので，報告の場というのが，もしかすると継続的なもの，一貫性を担保する

ときにも見ていかなければいけないこと，報告・確認のできる人がいることが非常に重要な

のかなと思います。 

  そういった中では，先ほど申し上げたように，事件をしないでいられている人は，認知，

もしくは考えの内容が変わっていない人もいるのではないかと思います。でも，その後の結

果，大切な結果を手に入れるための取組をしていると言っていました。認知は変わらないか

もしれないけれども，その認知を持って手放さないと，大変なことになるということは分か

っているので，早目に手放したり，早目に対処したりするようにしていると。そのためには

自分のリスク，もしくはこれがあるから大丈夫というような保護要因をしっかりと知り，い

つも自分が自覚し，それを増やしたり，減らしたりすることに取り組んでいる。さらに言う

と，それが報告したり，確認できたりする場があるということを言っていました。つまり，

増やせることは何かなというと，対象者には，やはり徹底的なリスクアセスメントをするこ

とが増やせることにもつながるのかな，そして社会内での継続的な治療的介入，もしくは報
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告場所，確認場所の提供ということがあるといいのかなと。 

  制度としては，やはり少し夢のような話ですけれども，リスクが下がっていないのに釈放

をしなければならないとか，リスクが高いままなのに管理から外れるということから，リス

クと，やはり監督管理というものがリンクをしていくような法制度が必要なのかなというの

は，私は個人的には思っております。マネジメント能力と法的な関係をもう一度吟味する時

期というのが来ることが，望ましいのかなと思っております。 

  そして，我々治療者には，我流にならないような本物志向のトレーニングに取り組んでい

く，もしくはもう一度スタートさせていく，リスタートさせていくという時期に来ているの

ではないかなと思っております。これが，私自身が十何年間関わっている中で感じることだ

ったり，学んだことだったり，御報告できることかなと思っております。 

  ありがとうございます。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

 ありがとうございました。それでは，今お話いただいた内容につきまして，質疑応答の時

間を取らせていただければと思います。 

  御質問のある方は，挙手をして御質問いただければと思います。 

 

○藤本法務総合研究所総務企画部長 

 最後のところで，リスクがある限りは何か手立てができるような，そういう仕組みがとい

うことをおっしゃっていましたけれども，具体的にどんな格好になっているのでしょう。例

えば，アメリカの仕組みですと，要するに，日本で言うところの保護観察施設から出て，施

設の中に既に入っているなら，そこから出てくるような，その段階になって，さらにその本

人のリスクを見た上で処遇を変えていけるといいますか，そういう仕組みになっておるので

しょうか。 

 

○東本愛香先生 

 そういう仕組みがあります。欧米では，半年に１回ぐらいはリスクアセスメントをしてい

るというところがあります。そこに関して専門家が，どちらかというと医療観察法に近いイ

メージでしょうか，段階的にセキュリティや支援が緩まっていく，もしくは逆に問題があれ

ば強まっていくというところがあるので，アセスメントによって，社会に出るか，出ないか

というところにも大きく影響します。保護観察の遵守事項が一つずつ外れていくとか，制限

が外れていくとかというようなことにも関わってきています。なので，例えば観察期間を延

ばすことも出てきますし，長さとか重みというものにも影響するところが欧米ではあると思

います。なので，リスクアセスメントは，非常に重要な役割なのかなと思いますし，本人も

モチベーションは高まるということもあると思うのです。自分がしっかりと治療に関われば，

自分の生活，先ほど言ったリスクを下げることによって，本人の努力で生活の質が上げられ

るというのが，自分の治療の動機付けとか治療への取組によっても変化していくので，自分

の中でブルーの部分とオレンジの部分を我々と一緒に考えていけるということができるとい

う意味では，治療的な介入の大きさというので変化はあるのかなという。すごく将来的な話

なのですけれども。 
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○藤本法務総合研究所総務企画部長 

 そういうことができるような，ある程度柔軟な制度設計になっていると，そういうことな

んですか。 

 

○東本愛香先生 

 はい。やはりリスクが高いということに非常に重きを置いているのだと感じます。罪名で

刑期が決まるというよりは，リスクの高さによって治療の密度であったり，介入の密度であ

ったりというのが影響するところもあるのではないかと思います。 

  日本の場合はプログラムをするために別の刑務所に移送される，性犯罪のプログラムに関

してはありますけれども，海外ではリスクが下がっている，治療的介入が進んでいくと，日

本の施設で例えますと重警備なところからＰＦＩのところに移れるみたいなことだと思うの

ですけれども，ソフトランディングのように少しずつ緩くなっていく，つまり自分の制限も

緩くなっていくので，治療に努力をするというところではあるのかなと思います。本当に将

来的な話だと思うのですけれども。逆の場合では，厳しさにおいて，例えば小児に対する，

あるいは再犯のリスクが高い人に対しては行動の制限などが厳しくつくことなどがあると思

います。 

  虐待の問題とかにもつながるとは思うのですけれども，元の家にはやはり帰れないことが

多いので，その人が次にどんなシナリオで事件を起こしやすいのかというところがアセスメ

ントされて決定されていきます。例えば，やはりこの人は，また結婚してしまうと，子供の

いる人と結婚するかもしれないのでリスクを考えなくてはならないなどというというところ

まで，ストーリーを吟味してアセスメントがされていきます。どこか，日本の場合は帰住地

がある方が望ましいという面もみられることもあり家族が受け入れれば，家族の元に帰って

行ったりということがあるのですけれども，欧米などでは同じ地域には住めないとか，自分

の家族が住んでいるエリアには住めないというぐらいの監督をしているところもあるので。

それで，いつか会えるといいな，会えないけれどもみたいなことは，グループワークや面接

などで言う人がいるように，本当に自分のリスクによって制限をも変わるという，重み・長

さも変わってくるという点があるのかなと思います。 

 

○藤本法務総合研究所総務企画部長 

 ありがとうございました。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

 ありがとうございました。ほかに御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

  では，私から一つお伺いしたいのですけれども，今お話をいただいた中で，保護観察所の

プログラムに若干言及がありまして，全部で５回という，かなり回数的に限られた構成にな

っているというようなお話がございました。この５回というのは，おそらくどんな処遇対象

者でも５回ということだろうと思うのですけれども，目を欧米に転じたときに，リスクアセ

スメントに基づいてプログラムの構成自体を対象者ごとに変えるというような取組があるの

かどうか，また，例えばＡさんについてはこういうプログラムで始めたけれども，途中で状
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況があまり芳しくないということで，もう一回プログラムを組み直すというようなことが実

務上行われているのかどうか，その辺りについて，何か御存じのことがあれば教えていただ

ければと思います。 

 

○東本愛香先生 

 逆に，５回しかないという国が私の知る限りあまりないので，なかなか言いにくいところ

があるのですけれども，いろいろな仕組みがあって，同じメンバーでこの５回といったよう

なプログラムもありますし，例えばオープンなプログラムで，ずっとやっているので，あな

たはこのオープンな任意のプログラムにもずっと参加しなさいというところで，継続的にや

れるというプログラムもあります。 

  おっしゃるように，もしもこの人は不足しているということがあれば，例えばアメリカで

あると，クリニックに行きなさいという指示をされることもあるので，組み直しはあること

はあります。なので，選べるというのは非常にあるのかなと。それで，５回が例えば１０回

になるというよりは，次のクールに入れるものがあるとか，動いているプログラムが柔軟で

すと，マンパワー，やれる人が確保できているということが影響するのも少しあるかなと思

っています。やはりそこにもリスクをしっかりとアセスメントとしてというところではある

と思うのですけれども，なかなか５回でこなすのは，保護観察所でも非常に難しいのかなと

思います。それで，その後の保護観察期間の中でも，プログラムの内容に触れないのではな

くて，かなり触れていくというところがあるので，そういった意味では，プログラムの理解，

復習ができる人が多くなるというところとか，あと先ほど言ったように，専門的な知識がな

くても，確認作業としてはある程度みんなの中で，意思を共有しておいて，話題をしっかり

と持ち出すということはできるのかなと思いますし，欧米ではかなりされているのかなとい

うふうに思っています。 

  ただ，私がすごく望ましいと思っているのは，ある保護観察所では，保護観察期間内では

ありますけれども，ボランタリーで，プログラムを終了した人が入れるプログラムを提供し

ています。多分そういうことが長期的にされる，もしくはちゃんと行けるというところが，

リスクとコミットしているところなのかなというふうに思います。そんなふうにできる人が

多いというところと，アセスメントに基づいて，遵守事項で付けられる。そういった意味で

は，先ほど申し上げたように，民間である我々の中でも，あそこに行きなさいと安心して言

える安全な治療機関とか相談機関ができることが必要なのかもしれません。私が思うには，

保健所，精神保健福祉センターでは欧米では積極的に相談に乗っていますので，そういった

公的なところにつなげていくみたいなところは，システムとしては似通っているところかな

と思います。やはりやっているところが多い，関わってくれる機関が多い，それを担当して

くれる人がいるというのが，もしかすると諸外国の強みかなと思います。しかし，御質問い

ただいたとおりに，その人のリスクによって受けられるものが変更はされていきます。増や

されたりもしますし，先ほど言った厚みも変わっていったりとか見直されたりはしますので，

そこはかなり大きいか点かなと思います。 

  私が以前アメリカを訪ねたときサイバー関係のことが関わってくるのだと思うのですけれ

ども，この期間に，あなたは禁止されているインターネットによる性的動画のダウンロード

をしたようだけれどもというのが審議で扱われて，もう一度プログラムのやり直しをさせる
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必要があるとなって，本人，家族も含めて裁判所で話し合うという場に同席できました。そ

れで，どのようにやっていくのかというプランニングは，嘱託されている精神科医の先生が

加わりディスカッションされていましたので，見直しというのはされているのかなと思いま

す。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

ありがとうございました。ほかに御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

  おおむね予定していた時間になりましたので，質疑応答はここで終わらせていただきまし

て，座長の西山政策立案総括審議官から一言お願いいたします。 

 

○西山政策立案総括審議官 

 本日は先生，御多忙の中お越しいただき，御講演いただきまして，本当にありがとうござ

いました。 

  １時間という限られた時間で恐縮でございますけれども，諸外国の取組を御紹介いただい

て，性犯罪者の処遇の現状，それから我が国の課題等につきまして，再犯防止に関して様々

な御示唆を頂くことができたと思っております。 

  私の感想で申し上げますと，欧米はかなり先進的な取組を行っていると思いましたが，そ

れをただ参考にして取り入れるだけでは足りなくて，先生も御指摘になりましたように，専

門家の育成，確保，その他の体制の拡充ということが非常に課題なのかなと感じましたし，

それと同時に我が国の社会の理解を高めていかないと，国の予算について御指摘もありまし

たけれども，そういった点も含めて，なかなか取組が進んでいかないのかなと思います。そ

の辺りの国民の皆さんの理解を高める取組も，同時にやっていかなくてはいけないのかなと

私自身感じたところでございます。 

  本ワーキンググループでは，様々な方からヒアリングを行っておりまして，本日も先生か

ら頂いた貴重な知見につきまして，是非参考にさせていただきたいと思っております。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 

○東本愛香先生 

 ありがとうございます。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

 それでは，ここで東本先生は御退室されます。 

 

（東本愛香先生退室） 

 

－了－ 
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そもそも 
保護観察所等の取り組みは 
うまく行っているのか？ 

2 



課題 

アセスメント 

近年の動向として 
リスク・アセスメントという考えが主流。
どんな人かではなく，再犯リスクを予測
するという視点でとらえるが，リスクに
焦点をあてた考え方が馴染んでいるのか
どうか… 

3 



課題 

トレーニング不足  

マンパワーとトレーニング不足は大きな課題
ではないか？ 
「専門家」の不足と，専門知識習得システム
の不足は重大な壁・・・ 
「本物」の導入がなされるために， 
誰がどのような研修を受け「指導」にあたり，
どのような目標設定をし，そのための技術向
上，能力・質の担保を保障していくのか。 

4 



課題 

マニュアル化の功罪 

「これが課題」→「新しいプログラムとマ
ニュアルを作ろう！」 
結局・・・マニュアルをそのままさらう？ 
     マニュアルはあるが，我流？ 
スーパーヴァイズやチームでの共有の少ない
なか，「知識不足」のものが策定したマニュ
アルを手渡すしかない現状ではないか 

5 



課題 

一貫性（RNRの原則） 

わが国にける導入時，参考となるシステムか
らカナダ（矯正）とイギリス（保護）におけ
る提供をモデルとした。 
スタート時のスタッフが退職するなどにより，
「意義」ではなく「文言の違い」がフォーカ
スされている？ 
不適正な情報共有（リスク）および，互いの
理解不足・・・ 
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課題 

社会的資源の不足 

社会内処遇・治療の課題として，精神科医師
の協力が必要。しかし，医療機関，診療機関
では「加害者」の通院が困難なことが多い。
公的システムでの通院医療が可能になること
が将来的な目標（ボランタリー）。 
加害者への認知行動療法を専門とできるクリ
ニックの充実と，セルフコントロールへの支
援が望まれる策ではないか。 
 
 

7 



そもそも 
法務省が参考にした 
諸外国の取組みとは？ 

8 



    Summary 

• 実践目標 

 収監されたとしても，多くのものがコミュニティに
戻ってくることを考えると，彼らを「治療・監督・管
理」する方法を見つけることが不可欠（Schmucker and 
Lösel, 2008）。その目的は，再犯リスクを減らすこと
が主軸。 

 

• プログラムの構成要素 

 様々な方法に基づいているが、cognitive–behavioral 
methods, classical behavioral, insight oriented, hormonal 
medication, medical castration, therapeutic communities, 
faith-based treatment, and intensive supervision (Kirsch 
and Becker 2006). 
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• CBTベースのプログラム 

 通常，集団の場で行われ，反社会的行動に従事
するように導く不合理な考えや信念にとりくむこ
とを学ぶ（Aos et al。2006）。問題意識的な思考
スキルと行動スキルをモデル化し，それに取り組
む機会の実践。 
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一般的に近年の動向としては 
リスクアセスメントの変遷 

第一世代 非構造的な臨床的予測 

第二世代 静的で不変的な要因である保険数 

     理的に数値化された予測 

第三世代 HCR-20に代表される構造化された 

     アセスメントツールによるSPJアプ 

     ローチ 

第四世代 構造化されたリスク要因のアセス 

     メントツールと，構造化された保 

     護要因（ストレングス）のアセス 

     メントツールとの組み合わせによ 

     るアセスメントとマネジメント 

 

 

評価や管理への 
フォーカス 
         

 

                    

個人の長所・強
み・解決などの
保護要因への
フォーカス 
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犯罪者処遇ねらいの変遷 

犯罪者がなぜ犯罪を行ったかに対する自己洞察を獲得する                

            ↓ 

より構造化されたアプローチへと推移. 

将来の犯罪に対する一定のリスク要因に焦点をあてるもの 

            ↓ 

薬物アルコール療法の研究から獲得された再発防止をより
色濃く、調整されたプログラムの開発が採用 

                                     ↓ 

豊かに「健全に」生活することへの意欲・希望をもたせる
セッションの導入  
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性犯罪者への介入の意味 
欧米では，再犯による社会への影響を最小限に止めることに
ある！ 

 

実際にリスク管理の原則を徹底することで，再犯の兆候をい
ち早く捉え，それに対する適切な対処行動を習得していくこ
とで，犯罪者の再犯率が確実に低下することも確認されてい
る。 

 

繰り返し評価され，リスクの低減と処遇内容の見直しに直結
しており，「リスクの低減」が出所あるいは社会内生活への
移行，行動の拡大を生むものになっている。 

 

また，矯正施設内や保護観察下で実施されていることからも
あきらかなように，加害者更生プログラムは，被害者に対す
る説明責任を果たす一貫として実施されている。 
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よく指摘される性格傾向・特性 

低い自尊心 

加害に 
かかわる 
認知傾向 

社会的能力の
問題 

弱い 
コーピング能力 

逸脱した 

性嗜好 

14 



犯罪者の処遇プログラムを成功させるための条件に
ついて「ブートキャンプ(boot camp：被収容者に
対する強制労役と過酷な規律遵守等の厳しい制裁を
実施する矯正施設)は犯罪者の犯罪要因に焦点を当
てていないため，再発防止効果がほとんどなく，犯
罪者を脅したり犯罪者に恥をかかせたりするプログ
ラムなどの非行動的なプログラムも長期的に再犯防
止の役に立つという実証的根拠はほとんどない」と
主張した。 

「処罰や制裁中心のプログラムよりは認知行動理論
に基づく処遇プログラムの方が高い再犯防止効果を
示した」と強調した。 

                    
(2012,Dr. Latessa) 
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性犯罪処遇の着地点 
「次の加害」を防止するための計画を立てるという 

 効果的なマネジメントに焦点をあてて… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自身の行動選択に責任をもち，再犯リスクを管理し，自身が健
全な生活を送ることを望ましい目標に自分も社会も安全にして
いくことにつなげる 

性的犯罪者の
再犯リスクを
軽減する 

安定した，生産
的で充実した生
活の創造を支援

する 

16 



認知行動療法とは 

一歩引いて自分を眺めて 

物事を柔軟に考える練習をしたり 

いつもと違う解決方法を試す治療法 

https://u2plus.jp/ 

17 



犯罪者に対する再犯防止プログラムは科学的で
正確な再犯予測結果の下で行われなければ，求
める効果が得られない。 

また，（再犯）のリスクアセスメントツールは
犯罪者の性別，年齢，学歴，前科等の静的な要
因と心理状態，人間関係等の動的な要因をすべ
て考慮し，矯正施設内の保安上の危険及び出所
後の社会での再犯可能性をともに考慮しなけれ
ばならない。 

                             

                  （2012, Dr.Motiuk) 
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 性犯罪者処遇プログラムの主な科目 
性犯罪に関わる情報提供 

心理教育・自己理解 

 

認知の多様性と認知の再構成の取組み 

 

対人関係スキルの獲得・社会的スキルのトレーニング 

 

共感性の育成・感情コントロール 

 

再発防止計画・メンテナンスの理解 

       （リラプス・プリベンション技法） 19 



現在の性犯罪者に対する処遇の方法 

☆認知行動療法ベースの技法を用い 

 ・性犯罪のプロセス を理解する（自己の性犯罪の分析） 

 ・自身の「認知の特性」：事件を容認する認知が性犯罪を 

  促進させることの理解，認知の再構成 

 ・自己管理スキルと対人関係スキル：問題解決トレーニン 

  グ，怒りのコントロール，感情統制，アサーション・ト  

  レーニング，マインドフルネスなど 

 ・再発のプロセスの理解：高リスクの同定と対策 

 

☆Good Lives Modelの視点 

 

 

20 



保護観察所のプログラムの
構成 

性加害プロセスや介入の知識を共有し, 

 加害のプロセスとしてサイクルをつくる 

   →取り組むことを確認する 

事件を後押しする認知傾向に気づく 

  →結果を変える認知を設定してみる 

行動修正・問題解決方法をひろげる 

被害者について考える 

    （↑をわすれないために） 

    再発防止計画をつくる 

21 



報告者の経験から・・・ 
 

 

  何が足りないか？ 

  何が増やせそうか？ 

  

22 



足りない？ 

• 取り組みの幅 

 小児を対象としたもの 

 知的障害・精神障害を有するものへの理解 

 継続性のあるベースづくり 

 
• 技術・技能の深さ 

 リスク・アセスメント 

 治療的介入のトレーニング 

23 



性的ファンタジーと行動のみとい
う関係を見直す 

性加害のファンタジー 
（A)がメインだった自身 
つまりAのみから， 
BやCで広げていくこと 
 24 



性的ファンタジーの目標 

⓵「違法」なものから「合法」なものへ切り替
えるようなイメージをもち，影響をかんがえる 

 

⓶問題となるファンタジーの％を減らす 

 

⓷問題となるファンタジーがでていることもサ
イクルに含む 

25 



地域社会 
知的障害・発達障害へのチャレンジ 

例えば 

Sexual Offender Preventive Intervention and Re-
integrative Treatment Scheme: SPIRiTs 

では，地域社会での実践，知的障害や発達障害を
も含む内容，「専門家」でなくても実践可能の地
域治療型プログラム。 

「脱衣，接触，性的関係に関する社会的ルール」
などのモジュール 

26 



何度も言うが！ 
大切なのはリスク・マネジメント 

リスクとは‥･ 

行動したこと・しなかったことによって，望ましからぬ
結果が起きる可能性を意味する概念 

 

そのとらえ方や行動をすること・しないことが事件とい
う行動を生じさせる可能性と事件が関連するのか！ 

この関連について理解し，事件に至らない流れへと変え
ていくことを目指し，それを望ましい生活であるとして
いく！ 

 

自身の立てた再発（再犯）防止計画を実行し続けていく 

 
27 



 
リスクの同定から得られるもの 
 
包括的で総合的な理解 

（内的だけでも、外的だけでも、疾病だけでも、 

 障害だけでもない） 

 

また，治療者がリスクのトレーニングをうけるこ
と自体が性加害の介入や目標を学ぶこととなる 

 

エビデンスのみのトレーニングより，リスクアセ
スメントのトレーニングにより「介入プラン」ま
で学ぶ方が，受講者の習熟度が高い！ 
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SVR-20 
にあげられるリスク要因をみる 

1. Sexual deviance 

2. Victim of child abuse 

3. Psychopathy 

4. Major mental illness 

5. Substance use problems 

6. Suicidal/homicidal ideation 

7. Relationship problems 

8. Employment problems 

9. Past nonsexual violent 
offences 

10. Past nonviolent offences 

11. Past supervision failure 

 

12. High density 

13. Multiple types 

14. Physical harm 

15. Weapons/threats 

16. Escalation in frequency or 
severity 

17. Extreme 
minimization/denial 

18. Attitudes that support or 
condone 

19. Lacks realistic plans 

20 . Negative attitude toward 
intervention 

 29 



内的要因 
1.   知能 

2.   幼年期の安全な愛着形成    

3. 共感性 

4.   対処能力 

5.   セルフコントロール 

 
動機付けの要因 
6.   仕事 

7.   余暇活動 

8.   金銭管理 

9.   治療への動機付け  

10.権威に対する姿勢 

11. 人生の目標 

12. 服薬 

外的要因 
13. ソーシャルネットワーク 

14. 親密な関係 

15. 専門的ケア 

16. 生活環境 

17. 外部からの監督 

治療中の変化 

Start

treatment

  End

treatment

Items 1-2

Items 3-14

Items 15-17

SAPROF 
にあげられる保護要因をみる 

30 



再犯しないで 
生活できる人がしていること 

31 



大切な質問をすることは学び
と気づきしかない？ 

• 再犯（再発）したか？ 

• 再発にはならなかったけれど，危険な状況にな
ることがあったか？ 

• そのときにどのような対処で再犯しないで済ん
だのか？ 

• 自分が事件に関する空想をすることがあるか？ 

• そのようなときはどのような状況か？ 

32 



 

継続的に，地域社会の中で起きることについ
て「報告」「確認」できる場がある 

 
考えの内容よりも，その後の結果が大切 

結果を変えるための取り組みをしている 

 

自身のリスクや保護要因を知り，自覚し 

増やす・減らすに取り組んでいる 

 

33 



増やせるのもの？ 

対象者には 

• 徹底的なリスクアセスメント 

• 社会内までの継続的治療的介入 

 

制度としては 

• マネジメント能力と法的な関係の吟味 

 

治療者には 

• 「我流」にならない「本物志向」のトレーニング 

 
34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第７回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年５月２４日（金）   自 午前１０時５７分 

                       至 午後 ０時０４分 

 

第２ 場 所  法務省共用会議室２ 

 

第３ 議 題 性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒアリング 

       「性暴力の被害経験に関する質的調査報告」 

       その他 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○吉田秘書課付  

それでは，性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループの第７回会合を

開催させていただきます。 

  議題１の性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒアリングを行います。 

  本日は，目白大学人間学部心理カウンセリング学科専任講師の齋藤梓先生，また，オック

スフォード大学医療人類学部リサーチフェローの大竹裕子先生に御出席いただいております。 

  最初に，齋藤先生の御経歴を御紹介させていただきます。 

  齋藤先生は，公認心理師，臨床心理士として，２０１５年から現職に就かれており，臨床

心理学，被害者心理学を専門に研究されています。また，御存じの方も多いかと思いますが，

被害者支援都民センターにおきまして，犯罪被害者のカウンセリングも行っていらっしゃる

など，性犯罪被害の実態のほか，幅広く，犯罪被害者全般の支援に関する知見をお持ちでい

らっしゃいます。 

  続きまして，大竹先生を御紹介させていただきます。 

  大竹先生は，２０１７年から現職に就かれており，２０１９年，本年からは，東京大学医

学研究科の非常勤講師も務めていらっしゃいます。性暴力や紛争・災害時のトラウマに関す

る国際保健政策学を御専門とされています。エビデンスに基づく政策立案を行うための調査

研究手法に知見が深く，今回，齋藤先生と，「性暴力の被害経験に関する質的調査」の共同

責任者を務められていらっしゃいます。 

  本日の進行は，「性暴力の被害経験に関する質的調査報告」につきまして，基本的には齋

藤先生から御説明をいただき，内容，パートに応じまして，大竹先生から御説明をいただく

予定となっております。 

  なお，本日，齋藤先生におかれましては，御都合により，ウェブ中継にて御説明いただく

ということになっております。通信状況によっては，雑音や画像の乱れなどが生じる可能性

がありますので，御了承ください。 

  また，齋藤先生につきましても，こちらの音声が聞こえないというようなことなどありま

したら，遠慮なく言っていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  それではまず，齋藤先生，よろしくお願いいたします。 

 

○齋藤梓先生  

  本日，性暴力の被害経験に関する質的調査報告という場を与えていただきましたこと，本

当に心より感謝申し上げます。 

  最初に，大竹先生の方から，調査グループの紹介と調査手法の紹介をさせていただきまし

て，その後，結果報告をさせていただきます。 

  では，大竹先生，よろしくお願いします。 

 

○大竹裕子先生  

  「性暴力の被害経験に関する質的研究」ということで，私と齋藤先生で共同責任者を務め，

調査チームを組んでおります。それに関する報告ということで，まずはチームの紹介からさ
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せていただきます。 

  私たちのチームは，複数の大学による連合体となっております。まず目白大学の齋藤先生，

オックスフォード大学から私，清泉女学院大学の岡本かおり先生。岡本先生は，齋藤先生と

御一緒に，都民センターで臨床心理士として活動をされている，臨床心理学博士でいらっし

ゃいます。それから，性暴力被害当事者団体である一般社団法人Ｓｐｒｉｎｇの研究者，東

京大学と東京医科歯科大学の研究者がメンバーとなっております。 

  この研究チームが立ち上がったのは２０１７年１２月です。研究に実際に着手したのが２

０１８年５月からで，現在までデータ収集を行っています。 

  続きまして，性暴力の現状について，日本国内の統計データから言えることをざっとレビ

ューします。 

  まず，日本における被害の現状ですね。これは，内閣府男女共同参画局がとっている，女

性に関する被害のデータです1。約１０人強に１人の女性が無理やりに性交等された経験が

あり，そのうちの７割以上がパートナーもしくは顔見知りからの被害，つまり知っている人

からの被害が７割を超えると。 

  次に，被害の９割は４０歳前まで，つまり１０代，２０代，３０代に起こっており，無理

やり性交等された女性の７割は助けを求めることがない，誰にも言わないということです。 

  そして，被害後に警察に相談に行った方が４．３％，医療関係者に相談に行った方が２％

以下で，合わせても６％ぐらいです。ところが，被害を受けた方々の２割は友人・知人に相

談をしている。つまり，ほとんどが，友人・知人，同僚，家族というような地域社会の中の

誰かに相談するのが一般的であると。これは日本だけではなくて，国際的に同じような傾向

が見られます。 

  次に，性暴力の影響ですが，国際的なデータから共通して分かっていることをここに挙げ

ております。これは，ＷＨＯ世界保健機関と，ロンドン大学が行った研究からのデータの引

用になります2。 

  重要なポイントだけを申し上げますと，性暴力の影響として最も重大であるといわれてい

るのは，自殺念慮・自殺企図です。この表にあるオッズ比というのは，被害を受けたことの

ある人と被害を受けたことのない人を比べた場合に，これだけ自殺念慮・自殺企図が起こる

リスクが上がるということを示します。低くて２．４倍，高くて８．３倍まで上がるという

ことですね。そのほかは，うつ病・不安障害，ＰＴＳＤを含む精神疾患のリスクが上がると

いうことが分かっております。 

  次ですが，これもＷＨＯ世界保健機関がまとめている図で，性暴力または身体的暴力をパ

ートナーから受けた場合，女性の身に起こる様々な影響を示しています3。精神的な影響だ

けでなく，生殖器や周産期の問題，他の身体的な疾患なども含め，様々なルートを通って，

                             
1内閣府男女共同参画局『男女間における暴力に関する調査報告書』平成 26年度調査 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.html 
2 •WHO 2013 Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and 

health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence 

•Devries et al. 2014 Childhood Sexual Abuse and Suicidal Behavior: A Meta-analysis. 

Pediatrics 133(5):e1331-1444 
3 WHO 2013 Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and 

health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence 
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自殺や病死，障害に至るリスクを高めます。あるいは殺人に至ることも，場合によってはあ

る。つまり，性暴力がいかにして人を死に至らしめるか，性暴力とは人を死に至らしめる重

要な政策課題であるということを，この図では説明をしています。 

  次ですが，性暴力が起こる要因についてです。どのようにして性暴力をする人はしてしま

うのか，あるいは，性暴力の被害に遭う人はどのようにして遭ってしまうのかというリスク

の問題です。これもＷＨＯからの引用なのですが，リスクを４つのレベルで捉えています。

個人が問題を持っているだけではなくて，コミュニティー，組織，そして社会や政策のレベ

ルまで，広くリスクを高める要因が存在しています。 

  今回，関連のあるところとしては，社会・政策レベルで，性暴力に対する法的な制裁措置

が弱かったりすると，性暴力が起こりやすくなると。なぜなら，社会規範というものを法が

つくっている部分があるために，人々の意識の中で，性暴力をどう捉えるかということが変

わってしまうからだと言われています。 

  続きまして，調査手法の概要になります。 

  調査を行うに当たって，リサーチクエスチョン（研究目的に当たるもの）を立てておりま

す。ここに書いてある５点のリサーチクエスチョンを我々は考えて，これらに応え得るよう

に調査を行いました。 

  最初の２点は，刑法の改正議論や司法運用・研修等に応用ができるだろうというものです。

あとの３点は，支援施策・研修・啓発等につながるリサーチクエスチョンとなっております。 

  次のスライドですが，本研究で用いた性暴力の定義です。この右側の四角に書いてある

「不同意性交」を，とりあえず性暴力の定義としようということで，非常に広い定義を今回

用いております。なぜかといえば，まず，現在の刑法の定義で言われている強制性交・わい

せつというものが，左側の図の，下の濃い青丸のところにあります。それに対して，性暴力

被害当事者や支援者の要望として，不同意性交を基準としてほしいということがあります。

ですが，不同意性交がどのようなものか，どの程度の範囲を含むのかがよく分からない。法

的な定義よりは広いだろうということは分かっているのですが，内容がよく分からないと。

なので，最も広いＷＨＯの定義を用いて調査を行い，要因などを探る中で，どのように性暴

力を定義したらいいかを考えてみようということでやりました。 

  調査に当たっては，「望まない性交」という日常語を用いました。 

  なぜ刑法の定義を用いなかったのかという質問を受けることがあるのですが，現行法で犯

罪とされていない経験についても調べたかったということがあります。もう１つ，当事者団

体のように，不同意性交を犯罪化したいのかと聞かれるのですが，そうではありません。私

たちは，不同意性交のプロセスや影響を解明しますが，どこまでを犯罪とするかについては，

私たちの研究結果を基に様々な方から議論していただく。もしくは，どのような施策を立て

るかといったことを議論していただければということでやっております。 

  対象者のサンプリングですが，我々が意識したサンプリングとしては，現在目立って活動

している当事者団体に絞って話を聞いたりするのではなく，むしろ埋もれている声ですね。

７割沈黙し続けるので，その７割をどうサンプリングするかということを考えました。 

  被害者の大部分が女性で，ほとんどは３０代までに被害を受けることを考え，その人々は

おそらく，インターネットや携帯電話を使っているだろうということから，調査専用ウェブ

サイトを立ち上げ，利用しました。それが最も広く，埋もれている人たちに手を伸ばす方法
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だろうということで，対象者の７５％はウェブサイトからサンプリングしております。 

  次ですが，データ収集の方法は，対面インタビューとウェブ上の自記式体験談を用いまし

た。ウェブ上の自記式体験談は，ウェブ上でまず書いてもらって，その中からインタビュー

してもらえる方を募りました。なので，インタビューにつなげるための自記式の体験談とな

っております。実際に，５１名の調査協力者があったうち，インタビューに参加してくださ

ったのが，今のところ３１名となっています。分析方法はグラウンデッド・セオリーという，

政策立案のための調査研究で国際的にもよく用いられる方法があるので，それを用いていま

す。 

  もう１つ，受ける質問として，判例を分析すればいいのに，なぜしないのかと。これは，

警察に行かない，もしくは行けない被害者というのが，実際９割以上占めるという実情に即

して，警察に行けない人々のことを調べる目的で，判例は用いないと今回はしています。 

  インタビューで聞いた内容は，望まない性交のプロセス，援助希求，被害認識がどのよう

に揺れ動いたか，その後の心身や生活上の影響です。 

  調査協力者の基本情報ですが，詳細は２枚紙の方（2019年５月24日『性暴力被害経験に関

する質的研究』）を見てください。調査協力者全体は５１名で，インタビューに協力したの

が３１名，ただ，複数の被害エピソードを語った方がいるので，被害の件数としては４１件。

ここで「件」とあるものは，４１件が母数，「名」とあるものは，３１名が母数となってお

ります。 

  この辺で齋藤先生に戻したいと思いますが，よろしいですか。 

 

○齋藤梓先生  

はい，では，質的調査結果の報告に移らせていただきます。 

  まず調査の出発点です。被害者支援をしている中で，被害届が受理されないですとか，起

訴が難しいといわれる，あるいは無罪となるといった事例をたくさん経験して，司法の性犯

罪と当事者の性暴力が乖離しているのではないかと思ったこと，及び，性犯罪の罰則に関す

る検討会ですとか法制審議会部会に参加させていただいたときに，当事者の心理を説明した

研究が，日本は少ないのではないかと考えたことから，当事者の方に直接インタビューをす

る研究をしたいと思いました。そんなときに当事者団体からも話を持ち掛けられて，大竹先

生と一緒に，コラボレーションをして調査を行うということになりました。 

  リサーチクエスチョンは，先ほど大竹先生が説明したとおりです。 

  まず，不同意性交及び同意のある性交に関してなんですけれども，犯行に至るプロセスに

よる分類を試みました。そこで，突然襲われるという奇襲型や飲酒や薬物の使用を伴う型，

家庭内性暴力の型，そして，見知った関係の中でよく見られるエントラップメント型といっ

たようなことが見られました。 

  ただし，奇襲型ですとか飲酒・薬物使用を伴う型，家庭内性暴力型も，そのプロセスの中

にエントラップメント，追い込むとか，わなにはめるといったような動きが見られるという

ことがありました。 

  エントラップメントの説明を簡単にさせていただきますと，日常生活の中や普通の会話の

中で，加害者は上下関係をつくり上げていきます。加害者が自分の価値を高める言動をした

り，被害者をおとしめる言動をして，だんだんに逃げ道を塞いでいって，普通の会話をして



-5- 

 

いたはずなのに，性的な話題にすりかえて，性交に至ると。顔見知りの場合には，そもそも

上下関係がありますし，被害者が加害者に好意を持っていること，仕事上尊敬できるとかと

いう好意を持っていることさえあり，そうしたものもエントラップメントを促進する要因に

なる，文化規範なども促進要因になるのではないかということです。 

  では，逆に，同意のある性交というのはどういうものかということも，協力者の方に尋ね

てみたのですけれども，同意のある性交を経験したことがあるという方々は，性交それ自体

というよりは，それ以前の尊重し合う対等なコミュニケーションが大事だったということを

語っていました。特に，意思や拒否をちゃんと伝えられる関係であるとか，自分の意思や拒

否を確認し，尊重してもらえるという信頼関係があるということでした。 

  こうした分析の結果，性交に至る前に関係性の持ち方というのが，やはり大切なのではな

いかと考えて，もう少し細かな分析というのをしてみました。 

  まず，上下関係が元々ある場合に関してのみをピックアップして分析を行いました。ちょ

っと飛ばしまして，フェイズⅠというものを御覧ください。 

  フェイズⅠは，性被害が生じる前の加害者と被害者の関係です。 

  上下関係がある場合は，性被害が生じる前，加害者は被害者の評価・指導に携わっており，

被害者は加害者を信頼・尊敬していると。加害者は多くの場合，周囲からも信頼・尊敬され

ている場合が多く見られました。 

  フェイズⅡとして，予兆的行動というものが見られます。 

  性被害が生じる前段に，例えばセクハラ・モラハラがあったとか，飲酒があったとか，車

に乗せて密室をつくり出したといったようなことがあり，そうした予兆的行動に対しても，

被害者は明確な抵抗ができない。例えば，車に乗せられるということを疑うなんておかしい

のではないかとか，飲酒を断ったらいけないのではないかといったように，明確な抵抗がで

きずにいました。そして，その中で性加害が発生します。 

  特徴的な点としては，もちろん抗拒不能だった場合も多いのですが，多くの被害者が，や

んわりと抵抗したり，あるいは明確に抵抗したり，受け流そうとしたり，色々しているので

すね。しかし，それは聞き届けられず，加害が遂行されるという様子が見られました。 

  そして，性被害が生じた後に見られる動きとしまして，被害者は戸惑って，自分が悪かっ

たのではないかとか，これは何だったんだろうと混乱する状態になります。加害者の方は被

害者に対して，恋愛感情だったんだよとか，これは指導者の義務なんだよとかといったよう

に，自分の性加害を正当化するような言動が見られます。戸惑って，この出来事をどう捉え

ていいのか分からない被害者は，その正当化を一時的に受容するということも見られました。 

  正当化を一時的に受容するのですけれども，自分の心身の不調というのはずっと続いてい

て，これは何だろうと思い，第三者に相談して，それはレイプだよと言われるとか，加害者

が被害者に愛情を持っていないということが露呈して，ああ，やっぱりあれは性暴力だった

んだということを認識して初めて，告発をしたりですとか相談をするというプロセスが見ら

れていました。 

  性被害発生プロセスに対する性に関する知識や社会規範ということなのですけれども，上

下関係に関する規範意識のほかに，職場での規範意識やジェンダーの規範意識というのも影

響しているのではないかということや，地位・関係性を利用した性被害には予兆的行動とい

うのが見られるので，性加害が生じたその瞬間だけではなくて，その前からの関係性という
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のが，やはり重要だったということが見られました。 

  次に，対等な関係や家庭内性暴力に関してのプロセスを追っていきたいと思います。 

  まず，対等な関係での性暴力のスライドを御覧になりながら，聞いていただければと思う

のですが，対等な関係というのは，友人とか知人とか，一見上下関係がない関係性です。そ

ういったときには，友人であったので警戒していなかったとか，恩があって関係が切れず，

断りにくかったとか，パートナーから自分を下にする言動をされていて，従ってしまう要因

があったなど，前段階に様々な要因がありました。望まない性交は，事前に性的な誘いを繰

り返し受けて，何度も何度も断って抵抗していたのだけれども，最終的に従わざるを得ない

状況に追いやられるですとか，子供だと，もう遊んであげないよ，仲間外れにするよみたい

な言動があったりですとか，あるいは，本当に特徴的だなと思ったのですが，対等な関係で

の性暴力は比較的，密室に誘い込まれて突然襲われるというような，本当に一般的にレイプ

といわれるような状況も多く見られました。 

  当事者の方々が，何に傷ついたと述べていたかというと，性加害そのものもそうなのです

が，物のように扱われたとか，あるいは，対等な関係性であるがゆえに，物理的・言語的に

抵抗するということも結構見られたのですけれども，それでも相手はやめず，自分の意思が

無視されたということに傷ついたということでした。 

  比較的，性暴力と認識しやすいかなと思う密室に誘い込まれるレイプ，性暴力であっても，

自分に起きた出来事を性暴力だと思ったという人は，回答者の１名だけで，あとはみんな，

性暴力だと，自分の出来事を思っていないということがありました。それで，人に指摘され

て，性暴力だと気づいたという方もいれば，今も性暴力だと思い切れないという方がいらっ

しゃいました。 

  家庭内の性暴力につきましては，後でまとめて，事前にいただいた御質問の回答としてお

答えさせていただきますので，ちょっと飛ばせていただきます。 

  今までお話ししたように，当事者の方たちは，性暴力を性暴力として認識していないとい

う場合が多々ありました。それについて考えてみますと，奇襲型の場合，見知らぬ人から突

然襲われるという場合は，性暴力と認識されやすいのですけれども，飲酒・薬物の場合は，

飲んだ自分が悪いとか，児童の性虐待の場合は，そもそも何が起きているか分からないとか，

パートナーレイプ型は，パートナーなんだから応じるのが当然であったような感覚を持って

しまうとか，エントラップメント型だと，やっぱり自分が悪い，断れなかった，抵抗できな

かった自分が悪いということで，自分の身に起きたことを性暴力と認識されにくいというこ

とが見られました。 

  まとめてみますと，被害認識が形成されやすい場合としましては，自分の中にある性暴力

のイメージと適合していた場合や，以前に被害を受けていて，こういうものが性暴力だとい

う認識ができている場合に，ああ，これは性暴力だと思って，すぐに援助希求をするという

ことができていました。 

  しかし，子供の場合は，自分自身に起きた出来事がよく分からず，自分の身に起きたこと

を性暴力と認識できません。大人であっても，例えば見知った人から突然襲われるなどは，

見知らぬ人から突然襲われるのが性暴力であって，見知った人からというのは，自分の中に

ある性暴力のイメージと異なるために，それが性暴力だという認識ができずにいます。その

間に自分の人生に多大な影響が及んでしまい，なぜ自分はこんな状態になっているのだろう
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と考えていく中で，ああ，あの性暴力の影響なんだということに気がつくと，少し自責感が

緩和され，やっとそこで援助希求ができるという流れが見られていました。 

  もう一つ，これは，性暴力が人生にどのような影響を及ぼすかということなのですが，性

暴力の認識がないのならば，それでいいではないかということではなく，性暴力の認識がな

い間にも，自分自身が物扱いされたとか，意思を無視されたという感覚はあり，それによっ

て自尊心が低下したり，自責感が生じたりして，自暴自棄になり，自殺や自殺未遂，自傷行

為を行ったり，対人関係に影響が出たりといったようなことが見られていました。 

  加害者が巧みに被害者の逃げ道を奪うというプロセスもありますし，やはり性暴力という

のは，自分の自己の目的のために被害者の性を「対象」として利用するという，道具化する

といったことというのが，傷つきの本質にはあるのではないかということが考えられました。 

  また，起きた出来事を被害と認識することが難しく，その間に時効が進んでしまうという

ことは，大きな問題ではないのかと考えております。 

  当事者の視点から見た必要な支援とは何かというのを最後にお話しさせていただきます。 

  当事者が相談・話した相手としましては，他の調査と比較して，比較的多い印象を抱いて

います。インタビューに答えようと思ってくださった方なので，医療機関とかカウンセラー

に相談していますという方が多かったです。そうでないと，話せないということがあるのか

もしれません。 

  身近な人は，母親，親に相談したという方が多かったです。警察に相談したという方もい

らっしゃいました。 

  ただし，被害を話すのは，このインタビューが初めてであるという方も５人ほどいらっし

ゃいまして，本当に被害を人に話すというのは，とても難しいことなのだなということが改

めて分かりました。 

  この支援者・支援機関につながるプロセスという表を見ていただきますと，加害者と離れ

るとか，精神的に限界を感じて，誰かに相談して，それは被害だよと言われて初めて，ああ，

これが性暴力なんだ，そのために影響が出ているのだということに気がついて，そこでやっ

と，色々な支援を求め，援助希求を行うというプロセスが，支援に特化した分析結果でも見

られておりました。 

  逆に，支援者・支援機関とつながらない背景には，どういったものがあるかといいますと，

自分の被害性の認識がない場合というのは，言葉を知らないですし，そもそもどうしていい

のかよく分からないと。被害性の認識があったとしても，物理的な手段がなかったり，こん

なこと信用してくれないのではないかとか，こんなこと話したら，周りの人が心配するので

はないかといったようなことで相談ができない，言ってはいけないというような文化習慣に

よるタブーも見られました。 

  また，継続した被害，特に性虐待の被害などでは，逆に言わないことで自分の身を守って

いるというような様子も見られていました。 

  相談したけれども，うまくつながらなかったという事案もありまして，そういったものは，

共感とか寄り添いというものが欠如していたり，言ったら，それは汚点になるから，届け出

ないほうがいいみたいなことを言われてしまったりですとか，話を相手が聞き入れないとか，

途中まで相談に応じているのだけれども，見返りとして性行為を強要するといったようなこ

とがありました。こうやって，相談したけれども，うまくいかないということがあると，当
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事者の方々は，そこで相談をやめてしまって，またその先数年間，ひとりで苦しむといった

ようなことが見られていました。 

  先ほども御紹介しましたが，これ，別の観点からの分析で，性暴力の影響ですが，やはり

性暴力というのは，心と体への影響はもちろんなのですけれども，それだけではなくて，自

分，自己への影響や人生への影響というのが大きく表れるということが分かります。自分を

責めたり，自分に対するイメージが変化する。自分自身，自分が変わってしまうほどの影響

があり，そして，未来が制限されるということが見られました。 

  インタビューに答えてくださった方の中で，本当に，あの出来事がなければ，自分の人生，

自分は結婚していたかもしれないし，仕事に就いていたかもしれないし，進学していた学校

も違ったかもしれない。自分の人生は，あの出来事で大きく変わってしまったとおっしゃる

方が何名もいらっしゃって，本当にそれは悔しく，理不尽なことだなということを感じまし

た。 

  被害当事者は，自分の身に起きたことを，性暴力として語らないとか語れないことがあり

ます。他者からそれを性暴力だと言われて，初めて気がつくということがよくありました。 

  もちろん，性虐待の子供たちなどで，生き残って，生き延びて，その状況で生き延びるた

めに，被害を相談しないという場合はあるのですけれども，そのために被害に遭い続けると

いうことは，避けなければいけないなと感じています。 

  支援者は，共感的に寄り添いながら，それが性暴力，犯罪であることを伝える姿勢という

ことがやはり必要で，当事者の方は，相手から性暴力だと言われなければ，それを思い切れ

ず，回復の道を歩んでいけないということがありました。 

  被害の認識に時間がかかることを踏まえて，中長期を見据えた支援政策が不可欠ではない

かと考えています。 

  私からの説明はこのあたりにしまして，大竹先生からまとめの方をお願いします。 

 

○大竹裕子先生  

齋藤先生が今お話しくださったことを簡単にまとめていきます。最初に冒頭で申し上げま

したリサーチクエスチョンに応える形で，研究結果のまとめをお話しさせていただきます。 

  まず，１つ目のリサーチクエスチョン，「当事者の視点から見た不同意性交とは何か」で

すが，まとめれば，特徴が２点あります。１点目は，地位・関係性を利用している，もしく

は，社会的には対等でも，不平等・非対等な関係性が何かしら起こっていて，そこでのエン

トラップメントがある。つまり，上下関係をつくり出して，強引な性行為に追い込むといっ

た形です。もう１点は，齋藤先生からもお話しありました，性的な道具化（モノ化），ある

いは非人間化といえるようなことが起きている。この２点が特徴でした。 

  次に，「当事者の抵抗できない心理状態には，何があるか」です。心理的抗拒不能につい

ては，皆様おそらく，既に御存じのところとは思うのですが，我々の調査結果から新しく言

えることとして，社会的抗拒不能と言い得るものがあるのではないかということがあります。

これは，加害者と被害者の間でつくり出されている上下関係そのものが抵抗を抑圧してしま

うということ，また，当事者間だけではなくて，その周辺の社会関係に対する配慮から，抵

抗が非常にしづらくなってしまうという状況があるということです。 

  もう一つ，同意性交と不同意性交というものの間に，どこで線引きができるかですが，同
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意性交の場合には，最初の性交前に，同意の確認が何かしらの形である。不同意性交の場合

には，性交前の同意の確認というものがない。本人の意思としては同意していなかったか，

もしくは，幼かったなどの理由で，自分が不同意だったのかどうか無自覚で，後から振り返

っても良く分からない。加えて，心理的または社会的抗拒不能のプロセスが見られる。 

  紛らわしい例をそこに挙げているのですが，例えば，積極的同意を当初していたが，性交

後に，やっぱり同意していませんでしたというのは，やはりこれは同意性交と見てよいだろ

うということがあります。逆に，同意性交のように一見見えるけれども，実は最初，強制的

な性交から始まって継続しているようなものは，不同意性交と見るべきだろうというような

ことも分かりました。 

  次ですが，「相談することがなぜ難しいのか」です。なぜなら相談への障壁があるからで

す。何が障壁となるかですが，齋藤先生がお話しされたように，被害認識の形成が非常に難

しい。「なぜ被害と認識できないか」というと，自分の経験が，レイプや性暴力のイメージ

とは異なっているからです。また，自分を責めてしまう自責感も大きな原因です。 

  警察・支援機関，あるいは地域社会における無理解や，二次被害もあります。また，警

察・支援機関に関しては，経年後の相談先がないということが，実は大きな問題だろうと私

たちは考えています。というのは，現在，被害から１年程度までであれば，相談先があるの

ですが，それ以上になると，相談先が実質ない状況です。しかし，実際，被害認識を形成す

るまでには，人によっては１０年以上かかる。調査協力者の２５％は１０年以上かかってお

りましたので，経年後の相談先の確立は重要なことだろうと。 

  次に，「必要な支援とは」ですが，これまでの話を裏返せば，障壁を取り除くような支援

が必要です。つまり，被害認識の形成を助ける啓発，警察・支援機関の拡充，そして研修，

それから地域社会の啓発等を行っていくことが大事だと。 

  ②（被害認識形成から相談、支援へ）のところに書いてありますが，不同意性交による心

理的苦痛というのは，自殺等を含む非常に深刻なものであって，専門的支援が必要です。な

ので，啓発をする場合には，不同意性交を性暴力として啓発を行い，支援につなげることが

まずもって大事だろうと。その後で，それを犯罪とするかどうかの判断というのは警察・司

法に任せ，支援機関と連携して進めることが大事だろうと。 

  次，支援施策や法改正に関する議論のまとめです。これまでの議論として挙がっているこ

とに，暴行脅迫，抗拒不能，地位関係性利用を要件とした不同意性交があります。新たに

我々の調査結果からいえる判断材料としては，上下関係の中で起こるということ，社会的抗

拒不能がみられること，エントラップメント型が多いといった特徴があり，これらを考慮し

ていただければと思います。また，公訴時効ですが，被害認識の形成まで１０年以上かかる

場合がかなりありそうだということを踏まえる必要がある。支援施策は今お話ししたとおり

です。 

  今後，必要な調査研究について，４点，述べます。１点目，不同意性交の被害全体におけ

る，社会的抗拒不能やエントラップメント型の占める割合。また，無罪，不起訴，届出のな

い被害で，社会的抗拒不能やエントラップメント型がどの程度起こっているのかに関する調

査。２点目，一般社会が「不同意」「性暴力」をどのように認識しているのかに関する調査。

３点目，被害認識の形成や援助希求までに１０年以上かかることがあるので，どの程度，実

際にかかっているのか，その年数の調査。４点目，「自覚のない不同意」で性交されている
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場合，被害者がどのくらいの年齢であるのかに関する調査。これらが大事ではないかと考え

ております。 

  調査や研究には，強みと弱みというものがあります。私たちの研究の強みは，警察・司

法・医療の手が届かない被害者の実態を，一部ですが捉えることができたことです。限界と

しては，それでも捉え切れていない被害者の層があるということと，女性を中心に研究チー

ムを組んでいるので，男性視点からの性の見方というのが少し弱くなっていること，また，

女性以外の被害は対象に入れていないので，それについては今後，また調査が必要と思われ

ます。 

  どうもありがとうございました。 

 

○齋藤梓先生  

  事前に幾つか御質問いただいておりましたので，そちらの方に少し回答させていただけれ

ばと思います。 

  幼少期に被害を受けた女性について，性行為や性虐待，性暴力の区別の困難性や，それに

伴う抵抗や援助希求の困難性について，ということでした。先ほどちょっと飛ばせていただ

きました家庭内の性暴力という図を見ていただければと思うのですけれども，まず，グルー

ミングという言葉で一般的によく知られておりますが，家庭内の性暴力は，体を触られると

ころから，徐々にエスカレートしていくということがあります。 

  加害者は行為中，言葉がない場合もあります。それは本当に被害者に混乱を呼びます。逆

に，言っちゃいけないことだよとか，これは愛情だよという言葉があっても混乱をします。 

  被害を開示をしようと思っても，加害者との関係が良好であるときには，この関係を崩し

たくないと思って言えず，良好でないときには余計に言えず，家族が不仲であれば言えず，

家族が多忙であれば，心配を掛けたくないと思って言えず，家族が良好であれば，家族関係

を壊してはいけないと思って言えずということで，どうあっても他人に言えないということ

がありました。 

  多くの当事者の方々が，途中で抵抗を試みたりですとか，加害者に，どうしてこういうこ

とをするんだとか，あるいは，この行為って何なんだということを尋ねていました。しかし，

それは聞き入れられなかったり，回答がなかったりして，行為はとまらず，そのうちにさら

に無力感や諦めを感じ，あるいは，これは普通のことなのだと思おうとし，感情を切り離し

ていく。それで，物理的に加害者が離れていくことで，やっと誰かに言えるとか，もうこれ

以上どうにもならないと思ったときに，誰かに言えるといったようなことがあって，加害者

と物理的に離れることで性虐待が終わるという様子が見られました。 

  出来事の認識としましては，小学校あるいは小学校以前であると，行われている行為自体

が何だか分からない。性的な行為に関する知識がないですし，徐々に行為が進んでいくので，

理解が難しい。 

  中学生あるいは高校生ごろになって，友人との話ですとか学校の性教育とか雑誌の中から，

ああ，これは性的な行為なのだなということに気づき始めます。性的な行為を家族と行うと

は，どういうことなのだろうということに混乱し，受け止め切れなくなったりします。 

  高校生あるいは高校卒業以降ごろに，これは，性虐待，性暴力なんだなということに気づ

き始めます。授業や本，大学の授業で聞いたという方や，自分で本を読んで学んだという方，
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友人や相談機関に，実はと話してみたら，それは性虐待というんだよと言われたみたいなこ

とで，自分の苦しみのもとがやっとそこで分かるということでした。 

  従いまして，性虐待に関しては，本当，幼いころから継続していく中で，随分経たないと，

これが性虐待，性暴力であるという認識が持てないということがあります。 

  先ほどもお伝えしたように，どういう状況であっても，やはり外に対して言えず，たとえ

相談できたとしても，本当に小出しに，婉曲なものになってしまったりして，なかなか開示

が進んでいかないということがありました。 

  こういったことがありますので，やはり色々な，性虐待に遭った方々に質問してみると，

小学生のころとか中学生のころに，何が性暴力，何が性虐待というような教育を受けていた

ら，もしかしたら気づけたかもしれないと。気づけても相談はできなかったかもしれないけ

れども，少なくとも，自分に起きていることが何かは把握できたのではないかということを

おっしゃっていました。 

  ただ，１３歳から１５歳で，監護者関係がなく，暴行・脅迫が弱いケースについて，捜査

機関及び裁判所に期待することという御質問があったんですが，私たちのインタビューの中

ではそもそも人に相談するということをほとんどしていませんでした。 

  そもそも，この質問に該当する事案で，捜査機関に上がってくるということは，大分まれ

なことだと考えられます。被害だと気がつかないとか，自責感を感じているということがあ

りますので，捜査機関に上がってきた場合，もしもちゃんと上がってきた場合は，もともと

の関係性や，その被害に至るまでのプロセスを丁寧に拾ってほしいなと思います。現在の法

制度では事件化が難しい事案もとても多いのではないかと思いますが，たとえ事件化できず

とも，人生への影響は多大にありますので，こうした１３歳から１５歳，監護者以外からの

被害で，暴行・脅迫が弱いようなケースに関しては，支援機関と十分連携をしていただいて，

支援機関の御紹介をいただけると，大変有り難いなと思っています。 

  また，被害実態の広報・啓発のために何か期待することはありますかという質問をお受け

しました。多くは，先ほどの大竹先生のお話の中にあったので，もういいかなと思うのです

けれども，やはり，私，支援に関わる中で，本当に，特に刑法改正以降，検察官の方々が，

本当に細やかな配慮をしてくださっているなということを感じているのですが，同時に，

時々そうではない方に当たり，個人差が随分大きいなということを感じております。従って，

実態調査の内容を踏まえて，研修を充実させていただけると有り難いと思いますし，支援機

関との連携を増やしていただくことで，潜在化している被害が少なくなるのではないかと考

えています。 

  あと，法改正後の変化について感じていることということの御質問だったのですが，被害

者支援センターの同僚にも尋ねてみて，自分自身支援をしている中で感じているのは，今ま

で執行猶予がついていたのではないかなと思うような事件に関して，執行猶予がつかなくな

ったということを感じています。例えば，口腔性交の事案で，検察官の方が，これまでの強

姦と同じ量刑として判断してくださったと。相手方の弁護士は，口腔性交が今までの強姦と

同じなのはおかしいという主張をしてきたのですけれども，やはり，法律がちゃんとこうな

っているのだということを主張してくださったということがありました。あとは，示談のと

きに被害届取り下げのやりとりが少なくなって，それは本当に被害者にとって，随分心理的

な負担が減ったということを感じています。 
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  上司からの飲酒など，準強制性交等罪での起訴が，以前より行われている印象があったり

ですとか，社会の性暴力被害の関心が高まったりですとか，女性以外のジェンダーの性暴力

に関する認知の高まりもあります。私の関わった方で，口腔性交の方だったんですけれども，

自分の被害というのは，こんなに傷ついているけれども，これはレイプではないんですよね

と聞かれたときに，いや，今の法律では，これはレイプなんですよと説明をしたときに，あ

あ，自分の被害というのをちゃんと分かってもらえた感覚がしますと語っていらしたことな

どがございました。 

  ただ，一方で，口腔性交の口腔に挿入されているかどうかが難しいのかなというような事

案に関しては，強制性交にならず，強制わいせつでいってしまうというようなことがあった

りですとか，先ほどお伝えしたように，やはり，個人差が見られるのかなということですと

か，監護者性交等罪というのはあまり，私や支援の同僚たちはまだ経験をしていなくて，そ

れは司法のというよりは，児童相談所とか福祉の問題なのかもしれないなというふうに，福

祉の方々と話していると，ちょっと感じているところがあります。 

  そして，今でも相談にいらっしゃった方で，起訴が難しいと言われてしまう事案，不起訴

になったりですとか，警察の段階で，これは難しいと言われてしまう事案というのがなかな

か多く，それが，やはりまだまだこれからの課題なのかなというふうに考えております。 

  以上，私と大竹先生からのお話を終えさせていただきます。御清聴ありがとうございまし

た。 

 

○吉田秘書課付  

齋藤先生，大竹先生，ありがとうございました。 

  引き続き，ここから質疑応答の時間をとらせていただきたいと思います。 

  いかがでしょうか。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長  

法務省の大臣官房秘書課の吉田と申します。本日はお忙しい中，大変貴重なお話をお聞か

せいただきまして，誠にありがとうございます。 

  １点御質問したいのは，お話の一番最後に出てきました，今でも起訴が難しい事案は多い

というお話に関連してでございます。 

  先生がお聞きになった中で，例えば，このような事案があって，起訴が難しいという判断

が検察官なり警察のほうから示されたというようなものを，御記憶であれば教えていただけ

ると，大変有り難く思います。よろしくお願いいたします。 

 

○齋藤梓先生  

起訴が難しい事案についてということだったかと思うのですけれども，飲酒，お酒が関わ

っている事案なのですが，防犯カメラに，ちゃんと歩けているような様子が映っていたです

とか，あるいは，上司と部下の関係性のアルコールの事案で，起訴されなかった，起訴が難

しいといったような事案があったりですとか，あるいは，自分で相手を家に上げている，別

に家に上げるのは，性行為をするためではなかったんですけれども，家に上げているという

事実があった事案などが難しく，それは本当に，刑法改正以前から，ずっと難しかった事案
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かなと思います。 

  交際一歩手前の事案であるとか，あるいは，出会い系サイトで出会って，その日のうちに，

本人は同意していなかったのだけれども，性行為に及ばれたという事案なども，起訴が難し

いというような判断がされたということがございました。 

 

○吉田秘書課付  

齋藤先生，ありがとうございます。他に質問される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官  

刑事局刑事法制管理官の東山と申します。 

  齋藤先生には以前の，平成２６年ころの性犯罪に関する罰則の検討会で，色々お世話にな

りました。御無沙汰しております。 

  本日は，非常に興味深いといいますか，我々にとって非常に大事なお話，聞きたかったお

話をしていただきまして，大変ありがとうございました。今後の我々の検討等に向けて，非

常にためになるお話だったかなというふうに思っております。 

  １点質問させていただきたいんですけれども，これも先生の最後のところで，問題意識と

して，監護者性交等罪が思ったほどに増加していないというところがございました。 

  釈迦に説法ではあるんですが，監護者性交等罪ができたのが，まさに平成２９年７月に犯

罪になったわけですけれども，増加していないというのは，具体的に，いつから比べて増加

していないということなのか。それとも，元々想定していたよりも立件されている件数が少

ないという心証なのか，そのあたりのことを伺いたいのが１点と，今申し上げた点もそうな

んですが，司法面接の徹底などが先生のレジュメに書かれていますけれども，具体的に，も

う少し問題意識的なことをお話しいただければ有り難いなと思っています。よろしくお願い

いたします。 

 

○齋藤梓先生  

ありがとうございます。 

  監護者性交等罪が思ったよりというのは，検察とか法務省，司法関係の方というよりは，

福祉の方と話していて，児童相談所の現場で性虐待の事案が挙がっているにもかかわらず，

それが監護者性交等罪とはなっていないのではと思いました。監護者性交等罪というものが

福祉の領域でどのような意味を持っているか，私自身も把握しかねています。非親告罪化さ

れた上に監護者性交等罪ができたということについて，福祉の現場と司法の方々と，ギャッ

プがあるのかなということを感じたということがございます。 

  司法面接に関しましては，何件か子供の，本当に小さいお子さんの事案で，警察から検察

につながるときに，説明の仕方に誤りがあったりですとか，あるいは，検察での対応がその

お子さんにとってはあまり効果的ではなかったといったことがあって，司法面接がうまくい

かなくて起訴ができないというような事案が何件かございました。それは，どこの問題なの

かというのが，すごく難しいなと思うのですけれども，それはもしかしたら，司法面接を紹

介する警察の方の紹介の仕方だったのかもしれませんし，司法面接を導入するときの方法の

仕方だったのかもしれません。もう少し警察の中であるとか検察の中で，統一された司法面
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接の紹介の仕方であるとか，マニュアルというとおかしいですけれども，こんなふうに紹介

していくといいといったようなことがあると有り難いなと思ったのと，やはり司法面接をし

ても，それが証拠として採用されなかったら，どうにもならないみたいなことがあると，支

援側としては，心許ないなということを感じております。 

  アメリカの手法などを利用しているのだろうと思いますが，司法の制度自体が，アメリカ

やイギリスと日本とは違うと思いますので，日本の司法制度に合った面接の仕方というのが

検討されていくといいなというふうに思っております。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官  

どうもありがとうございました。 

 

○吉田秘書課付  

齋藤先生，ありがとうございました。 

  他に御質問ありますでしょうか。 

 

○山﨑法務総合研究所総務企画部長 

 法総研総務企画部長の山﨑と申します。今回初めて参加いたします。 

  本日，先生方，本当に分かりやすく講義していただいて，ありがとうございます。 

  多少見当違いの質問かもしれませんが，どうかよろしくお願いいたします。 

  ３つございます。 

  １つ目は，最初の方の説明で，色々インタビューしたら，日本における被害の現状，資料

ですと２枚目，３枚目あたりに出てきました，１０人強に１人は無理やり性交された云々と。

そして，次のページに，助けを求める際の，７割は助けを求めず，２割が友人・知人に相談

というところがございました。 

  この友人・知人に相談というのは，例えば友人・知人に相談した後に，警察に行くような

場合もあると思うんですが，そういうものは除いてあって，友人・知人で終わっているとい

う趣旨なのかどうか。あるいは，スタート地点として友人・知人であるという趣旨なのか，

ちょっとその辺をひとつ教えていただきたいというのが１つ目でございます。 

  それから，２番目の質問ですけれども，関係性がある場合の不同意性交，性暴力の話の中

で，加害者側が正当化を行うというお話があって，指導・教育の一環として行ったというお

話がございました。 

  これはちょっと，どういうことを正当化して言おうとする趣旨なのか，私はよく理解でき

ません。具体的にはどんなことを加害者側が，指導・教育なんだと主張しているのかという

のを教えていただきたいというのが２番目でございます。 

  ３番目なんですが，ちょっとこれは難しいのかもしれませんが，今回色々お話ししていた

だいた性暴力について，本研究では，不同意性交を捉えているのだという御説明でありまし

た。 

  不同意か同意かというお話の中で，積極的同意がない場合というのは全て不同意になるの

か，また，積極的同意というのが，どういうところを捉えて，積極的同意というふうに，本

人の心の中の問題だと思いますけれども，客観的に，その辺は，どこまでが同意で，どこか
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らが不同意なのかということについて，どう考えたらいいのか，何か御見解があれば，教え

ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○大竹裕子先生  

最初の質問についてですが，これは，内閣府の男女共同参画局による「男女間における暴

力に関する調査」報告書から引用しております。これは，複数回答によるものとなっている

ので，重複して答えています。ですので，友人・知人にも相談をし，警察にも両方行きまし

たという方ももちろん入っております。 

  指導・教育の一環とはというのは，齋藤先生から。 

 

○齋藤梓先生 

 指導・教育の一環というのは，本当に，私も聞いていて，理解ができないなと思うのです

けれども，これは，あなたを教育するためなんだよとか，あなたの魅力をあなたに分からせ

るためなんだよとか，指導者に当たる人が，おまえのために，おまえがこれから成長するた

めに，俺はこういうことをしてやっているんだぞというような言動をとるということが見ら

れたということです。 

  すみません，言っている私も，ちょっと，本当に理解ができないなと思っているのですけ

れども，そういうことを言う加害者がいたということです。 

 

○大竹裕子先生  

あと，医療とか相談関係，相談者などの立場の人で，あなたの苦痛を緩和するために，こ

ういうことをしますとか，医療行為の一環として，こういうことをしているんですよという

こともありました。そういったことです。 

 

○齋藤梓先生  

さっきの積極的同意のことに関して，大竹先生，お願いできますか。 

 

○大竹裕子先生  

これは，おっしゃるとおり，線引きというのを，私たちも実は目下探しているところでし

て，非常にこれは微妙な問題かと思います。 

  この矢印を，真ん中を濃くして周辺をぼかしたのは，これは非常に区別が難しいという意

味です。明確に同意性交といえるものと，明確に不同意性交といえるものの間が非常に曖昧

であると。どのように分けるかという境目が極めて難しい。明確に同意があるといえるのは，

何らかの形で意思決定，意思確認があった場合です。しかし，それがなければ全て不同意か

というと，おそらくそうともいえないのだろうと思うんですね。 

  ただ，では，どうだったら不同意とはいえないのかという条件までは，まだ見つけられて

いないんです，実は。そして，不同意性交の方にいきますと，これは，同意がない場合です

ね。しかし，ただ同意がないだけではなく，それにプラスして，心理的抗拒不能，社会的抗

拒不能，いずれかもしくは両方がある場合には，不同意性交と受け取ってよいのではないか

というのが，今のところ，我々の見解となっております。 
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  ですので，一応，今分かっている紛らわしい例を，それぞれ挙げてはおりますが，ここの

線引きというのは，今後もう少し明確化できればと思っております。これは，不同意性交の

方を今まで私たちは主に聞いているのですが，同意性交の方の話をもっとよく聞かないと，

実は分かってこないところなので，それをこれからやっていきたいと思っています。 

 

○山﨑法務総合研究所総務企画部長  

ありがとうございます。 

 

○吉田秘書課付 

 齋藤先生，大竹先生，ありがとうございます。 

  あとは，よろしいでしょうか。 

  それでは，お時間もありますので，質疑応答の時間，ここで終了とさせていただきたいと

思います。 

  それでは，最後に，座長の西山政策立案総括審議官から一言お願いできますでしょうか。 

 

○西山政策立案総括審議官  

座長を務めております西山でございます。 

  齋藤先生におかれましては，御都合により，当省にお越しいただけないにもかかわらず，

お手間をいとわずに中継で御参加いただきましたし，また，大竹先生におかれては，大変御

多忙だと伺っております。その合間を縫って，わざわざお越しいただきまして，本日，貴重

なお話をいただき，本当にありがとうございました。 

  １時間という限られたお時間ではございましたけれども，研究で得られた事例や，先生方

の御経験を通じて培われた知見から，様々な示唆をいただくことができたと思っております。 

  個人的な感想で申しますと，本日御紹介いただいた調査結果や分析につきましては，まず，

法曹を始め刑事司法関係者は言うまでもありませんけれども，被害者支援あるいは犯罪者更

生に関わる関係者，性犯罪あるいは性暴力の当事者に関わるあらゆる関係者の皆さんにおい

て，今日お話いただいた知見を十分に共有する必要があるということを非常に痛感した次第

でございます。 

  また，もう１つは，このような内容につきまして，どこまで深く周知するかというのは別

ですけれども，一般の国民の方々にも，性暴力あるいは不同意性交といったものが何か，あ

るいは，それがどういう経緯で起こるのかといったことについて理解をしてもらうという取

組が非常に大事ではないかというふうに，私自身感じた次第でございます。 

  こういった点も含めまして，本ワーキンググループにおきましても，本日の知見をぜひ参

考にさせていただきたいと思っております。 

  本日は，改めまして，どうもありがとうございました。 

 

○吉田秘書課付  

それでは，改めまして，齋藤先生，大竹先生，ありがとうございました。 

   

－了－ 



性暴力の被害経験に関する質的調査報告 

齋藤  梓（公認心理師・臨床心理士 /博士（心理学））  

目白大学人間学部心理カウンセリング学科  専任講師   

 大竹裕子  博士（心理学・国際保健政策学）  

オックスフォード大学医療人類学研究室  リサーチ・フェロー  
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本日の流れ 
 
1．調査グループの紹介と調査手法の紹介（5分） 
 
2．質的調査結果報告（20分） 
 
3．まとめ（5分） 
 
4．事前にいただいた質問への回答（10分） 
 
5．質疑応答（15分から20分） 
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当事者の声から刑法改正を考える 
～当事者への質的調査の結果を踏まえて～ 

大竹裕子 博士（心理学・国際保健政策学） 

オックスフォード大学医療人類学研究室 リサーチ・フェロー 

東京大学医学研究科 非常勤講師 

『性暴力の被害経験に関する研究』共同研究責任者 
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『性暴力の被害経験に関する研究』チーム 

共同責任者 

目白大学 齋藤梓（臨床心理学） 

オックスフォード大学／東京大学 大竹裕子 

       （心理学・国際保健政策学） 

 

研究分担者 

清泉女学院大学 岡本かおり（臨床心理学） 

一般社団法人Spring 金田智之（社会学） 

東京大学 宮本有紀（精神看護学） 

東京大学 江口のぞみ（精神看護学） 

東京大学 松本衣美（精神保健学） 

東京大学 松井周（精神看護学） 

東京医科歯科大学 高野歩（精神看護学） 
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性暴力の現状（統計データから） 
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内閣府男女共同参画局 平成26年度調査 男女間における暴力に関する調査報告書 

日本における被害の現状（女性） 

約10人強に1人は 

無理やり性交された
ことがある 

 
７割以上が 

パートナー・顔見知り
からの被害 

H26年度 
 

H23年度 
 

H20年度 
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H26年度 
 

H23年度 
 

H20年度 

日本における被害の現状（女性） 

9割の被害は 
30代までに発生 

相談先   
友人・知人 

 
家族・親戚 

 
警察 

 
医療関係者 

 
その他 

 
誰にも相談せず 

 
無回答 

7割は助け求めず 
2割が友人・知人に相談 

・N=177 

・公的機関、学校関係者、民間
の専門家・機関への相談はなし 

内閣府男女共同参画局 平成26年度調査 男女間における暴力に関する調査報告書 
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性暴力の影響（女性）―国際データから― 

 
注１）オッズ比2以上を示す 
注２）引用文献 
• WHO 2013 Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate 

partner violence and non-partner sexual violence 
• Devries et al. 2014 Childhood Sexual Abuse and Suicidal Behavior: A Meta-analysis. Pediatrics 133(5):e1331-1444 
 

オッズ比（被害有VS無） 論文数 

性的/身体的暴力（パートナー） 

 自殺 4.54 3（7350編中） 

児童期性虐待 

 自殺念慮・自殺企図 8.32  2（22235編中） 

 自殺念慮・自殺企図（男女とも） 2.43 7（同上） 

性暴力（非パートナ―） 

 うつ病×不安障害（PTSD含） 2.59 5（7350編中） 
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性的/身体的暴力（パートナー） 

身体的な傷害 
心理的トラウマ／ 

ストレス 
恐れとコントロール 

傷害 
・筋骨格 
・軟組織 
・生殖器 
・その他 

精神保健課題 
・PTSD 
・不安 

・抑うつ 
・摂食障害 
・自殺企図 

薬物使用 
・アルコール 
・ドラッグ 
・タバコ 

性・生殖のコント
ロール不全 

・避妊行動の欠如 
・安全でない性交 

非感染症疾患 
・心疾患 
・高血圧 

身体化症状 
・過敏性大腸 

・慢性痛 
・慢性骨盤痛 

周産期の課題 
・低出生体重 
・未熟児出産 

・流産 

ヘルスケア援助希求 
・主体性の欠如 

・ケアやサービスの
援助希求の困難 

ヘルスケア援助希求 
・主体性の欠如 

・ケアやサービスの
援助希求の困難 

性・生殖の問題 
・望まない妊娠 
・妊娠中絶 

・HIV・性感染症 
・婦人科系の課題 

障害・致死（殺人・自殺・病死など） 

性
暴
力
は
死
に
至
る
重
要
課
題 

WHO (2013)より引用 

性暴力の影響（女性）―国際データから― 
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加害者側の要因 被害者側の要因 

社会・政策レベル 

性暴力に対する法的な制裁措置が弱い 
暴力容認の性役割・社会規範・男性優位の社会 

コミュニティ・組織レベル 

コミュニティ・組織が性暴力に寛容 
コミュニティ・組織の経済力が低い（貧困地域） 

関係性レベル 

複数のパートナー、それを奨励する家族 
友人からのプレッシャーに弱い 

複数のパートナー 

個人レベル 

＜個人のバックグラウンド＞ 
低い社会的地位・経済力、暴力団への加入 

＜子ども時代の暴力被害＞ 
性暴力・身体的暴力の被害経験、DV目撃経験 

＜メンタルヘルス上の問題＞ 
反社会的人格障害、飲酒問題、ドラッグ 

＜個人のバックグラウンド＞ 
若年、低学歴、独り身、子ども時代の性産業従事 

＜子ども時代の暴力被害＞ 
性暴力の被害経験、DV目撃経験 
＜メンタルヘルス上の問題＞ 

抑うつ、飲酒問題、ドラッグ、過去の暴力被害経験 

WHO世界保健機関・ロンドン大学ジェンダー暴力研究センター2010『DV・性暴力防止のためのテイク・アクション』 

性暴力の発生リスクを高める要因－国際データから－ 
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調査手法の概要 
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●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 

●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 

リサーチクエスチョン（研究目的） 

改正議論・司法運用・研修等 

●なぜ被害を相談することが難しいのか？ 

●なぜ性暴力（被害）として認識できないのか？ 

●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 

支援施策・研修・啓発等 

12 



 なぜ刑法の定義を用いないのか？ 
→現行法では犯罪とされない経験についても、
そこで何が起きているのかを調べるため。 
 
 不同意性交を全て犯罪化したい前提か？ 
→不同意性交のプロセスや影響を解明するが、
どこまでを犯罪とするかは議論が必要。 

「不同意性交」 

（当事者・支援者の要望） 

「強制性交・わいせつ」 

（刑法定義） 

「性暴力」（WHO定義） 

不同意性交、 

望まない性的言動（未遂含む） 

・被害状況や関係性に関わらない 

？ 

本研究で用いた「性暴力」の定義 

不同意性交（日常語「望まない性交」） 

• 性器を含む体の一部、又は異物の 

 膣、肛門、又は口への挿入 

• 未遂も含む 

• 加害者の人数・性別は問わない 

13 



警察や医療の手が届かない被害者にどうリーチするか？ 
• 被害者の大部分は女性。9割の被害は30代までに起こる。 
• 警察や医療機関に行くのは1割未満。7割は沈黙し地域社会に埋もれている。 

対象者のサンプリング法 

当事者団体 
支援施設 
（10名） 

地域社会 
Web利用、紹介・口コミ 

（41名） 

現在までの調査協力者（計51名） 

 当事者団体の声を代表するのではなく、様々な被害者の全体像を捉えることが
目的。 

７５％ 
青森～沖縄まで 
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データ収集と分析法 

データ収集法（2018年5月～現在） 
対面インタビュー、Web上の自記体験談 
 
分析法 
グラウンデッド・セオリー 
（データ対話型理論構築法） 
・政策立案、当事者の実態調査でよく用いられる 

 なぜ判例を分析しないのか？ 
 
→警察に行かない/行けない被害者 
（9割以上を占める）の実態を捉えるため。 
 
→犯罪として起訴されていない事例の 
 実態を捉えるため。 

現在までの調査協力者（計51名） 

体験談のみ 
（20名） 

インタビュー & 体験談 
（21名） 

インタビュー
のみ（10名） 

インタビュー実施（計31名） 
15 



インタビュー内容 

【望まない性交のプロセス】 

どんな経緯でその人と性交をすることになってしまったのか、そのときの状況や、
相手が何をしたか、言ったか、それに対してあなたはどう反応したかなど、覚えて
いる限り、できるだけ詳しくお話ししてください。 
 
【援助希求】 

この出来事があった後、助けを求めようと思ったかどうか、実際に助けを求めたか
どうかなどについて、少し詳しく教えて下さい。 
 
【被害認識の揺れ動き】 

そのときは「被害」と思わなかったけれども後から考えが変わった、逆にそのとき
は嫌だったけれども後からそう思わなくなったということがあれば教えてください。 
 
【その後の影響】 
この経験は、あなたの心や体、生活にどのような影響を与えましたか？ 

16 



調査協力者のプロファイル 

→ 資料参照 

17 



質的調査結果報告 
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【調査の出発点】 
 
●被害者支援の経験から 
  被害届が受理されない・起訴は難しいと言われる・無罪 
   →司法の「性犯罪」と当事者の「性暴力」の乖離 
 
●性犯罪の罰則に関する検討会や法制審議会部会の経験から 
  当事者の心理を説明した研究が日本は少ない？ 
  当事者の言葉で説明ができるようにしたい 
 
●当事者団体から 
  フリーズや抵抗できない心理を明らかにしてほしい 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 
 「同意のある性交」とは？ 
 
●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 
 
●当事者が被害を相談することが難しい理由は？ 
 
●なぜ当事者たちが性暴力を性暴力として認識できないのか？ 
 
●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 
 「同意のある性交」とは？ 
 
●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 
 
●当事者が被害を相談することが難しい理由は？ 
 
●なぜ当事者たちが性暴力を性暴力として認識できないのか？ 
 
●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 
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犯行に至るプロセスによる分類 
 

奇襲型、飲酒・薬物使用を伴う型、家庭内性暴力型、 
エントラップメント型 

（ただし、奇襲型、飲酒薬物使用を伴う型、 
家庭内性暴力型も、エントラップメント型を内包） 

被害年齢による分類 
 

児童期性虐待、児童期性暴力、 
成人期性暴力 

関係性による分類 
 

見知らぬ人、パートナー 
上下関係、対等、家庭内 
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日常生活の中で 
上下関係を 
作り上げる 

・加害者が自分の価値を 
高め権威づける 

・被害者をおとしめ 
弱体化 

性交を強要 

逃げ道を
ふさぐ・ 
死角に追
い込む 

性的な話
題にすり
替える 

＜顔見知りの場合＞ 
・加害者は被害者よりも社会的地位が高い 
・被害者の加害者への好意を利用 

＜文化規範＞ 
女性は従順さをよしとする 
人間関係で波風を立てるべきではない 

促進要因 

齋藤・大竹，2019 

エントラップメント 
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尊重しあう対等な 
コミュニケーションが 
日常生活の中にある 

・女性は意思や拒否を  
 伝えられる 
・男性は女性の意思を 
 確認し尊重する 

尊重しあうコミュニケー
ションが続く 

同意のあ
る性交 

齋藤・大竹，2019 

同意のある性交 
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 性交に至る前の「関係性の持ち方」を基準に 
   （上下関係を作り出して追い込んでいないか・ 
    相手の意思を尊重する姿勢を取っていたか） 
 
 真の同意が可能だったか否か 
 拒否を伝えられる関係であったか否かを判断する 
 
 上記の視点を「不同意」を検討する際に取り入れる 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 
 「同意のある性交」とは？ 
 
●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 
 
 ⇒上下関係のある場合は？ 
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分析について 
リサーチクエスチョン 

 ⑴．社会関係に基づく性暴力において、被

害時に不同意を示せない（または逃げられな

い、被害に陥ってしまう）のはなぜか？どのよ

うな社会的関係、社会的圧力、社会規範が

どのように関与しているか？ 

 ⑵．社会関係の中で当事者はどのように被

害認識を形成してゆくのか、あるいは形成不

全に陥るのか？他者や社会は被害認識の

形成・形成不全にどう関与するか？ 

加害者と被害者の関係性および被害者数 

被害者から見た 
加害者の地位 

被害者数 

職場の上司 計４人 

職場の先輩 計１人 

大学のサークルの先輩 計２人 

小学校のときの教師 計１人 

大学・大学院の教員 計２人 
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地位・関係性を利用した性被害の発生プロセス 

【フェイズⅠ】… 性被害が生じる前の加害者と被害者の関係 

加害者 

周囲（世間） 

被害者 

評価・指導 

信頼・尊敬 

信頼・尊敬 
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地位・関係性を利用した性被害の発生プロセス 

【フェイズⅡ】… 性被害が生じる前段に見られる加害者の動き 

予兆的行動 
・セクハラ・モラハラを行う 

・飲酒させる 

・密室をつくる 

明確な抵抗が
できない 

加害者 被害者 
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地位・関係性を利用した性加害・性被害の発生プロセス 

【フェイズⅢ】… 性被害の発生 

性加害 

・最初受け流そうとした 
・やんわりと抵抗、明確に抵抗 
・拒否不能だった 
 （脅迫、周囲の目、睡眠中） 

加害者 被害者 
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地位・関係性を利用した性被害の発生プロセス 

【フェイズⅣ】… 性被害が生じた後に見られる加害者の動き 

性加害の正当化 
・恋愛感情・好意の表明 

・指導者の義務 

・被害者への心理的依存 

加害者 被害者 

・正当化の一時的受容 
・自己責任化  ・自己否定 

・心を無にする、認知拒否 

・混乱、理解不能 
・身体的・精神的不調 
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地位・関係性を利用した性被害の発生プロセス 

【フェイズⅤ】… 被害者による性被害の自覚と告発 

被害者に対して愛情を 
持っていないことが露呈 

加害者 被害者 

第三者 

相談 
助言 勤務先 

教育機関 

加害者の家庭 

被害者は、第
三者への相談
や、加害者の
被害者に対す
る愛情の欠如
の露呈などに
より、性被害
を明確に認識
する。 
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性被害の発生プロセスに対する、性に関する知識や
社会規範の寄与 

・性被害や性暴力に関する何らかの知識を事前に有しているからといって、実際に性被

害にあった場合に、自分が受けた被害をただちに性被害と認識できるわけではない。

性教育は重要だが、それだけではまったく十分ではない。 

・分析の中では、上下関係に関する規範意識のほかに、職場などでの人間関係に関す

る規範意識が見出された。上下関係に関する規範意識は性被害に対する受忍的な

態度に、人間関係に関する規範意識は性被害の相談の抑止に作用する。 

・また、性被害に対する受忍的な態度には、上下関係に関する規範意識のほかに、

ジェンダー規範や異性愛規範も作用している。こうした規範意識が地位・関係性を利

用した性被害の自覚・発覚を阻害し、社会問題化を遅らせている。 
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地位・関係性を利用した性被害に関する今後の議論
に向けて 

・地位・関係性を利用した性被害には、加害者による予兆的行動がともなっている。

地位・関係性を利用した性被害を正しく捉えるためには、実際の性加害が生じた

その瞬間の加害者・被害者の故意性・意図だけではなく、加害者と被害者との関

係性をしっかり把握・評価しなければならない。被害者が加害者に屈するのは、

暴行・脅迫だけによるのではない。 

・上司や教師などからの性被害は、被害者が加害者を信頼・尊敬している状況を背

景に生じることから、被害者の心理的ダメージは極めて深刻である。信頼・尊敬

していた相手から裏切られるどころか、性暴力を振るわれるのだから。心理的抗

拒不能を評価する際には、このことを重く認識する必要がある。 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 
 「同意のある性交」とは？ 
 
●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 
 
 ⇒対等な関係、家庭内性暴力の場合は？ 

35 



意思の無視 

被害者から見た加害者との関係 
 
 
 
警戒していない／断りにくい／従ってしまう 要因 

望まない性交のあと 

望まない性交の発生 

友人だった／ 
好意を持っていた 

恩があり／恋人あるいは元恋人
であり関係を切れずにいた 

事前に性的な誘いを繰り返し
受けていた 

あるとき、密室に誘い込まれ（密室になり）突然
襲われた 

モノのように扱われた 
（性的な対象として利用された） 

繰り返し性的な誘いを受けて 
断り切れなかった 

・遊んであげないと言われた 
・従わざるを得ない状況に追いやられた 

友人／知人関係が終わった 

物理的／言語的に抵抗したが 
相手はやめなかった 

加害者に問いただした 普通に／優しく接してきた 

出来事の認識 
 

「性暴力／レイプとは思っ
ていなかった」 

「性暴力と思った」 
 
 

「（大人になって）人に指
摘されて性暴力だと 

気が付いた」 
「今も性暴力だと 
思いきれない」 

自分を下にする言動をされてい
た 

事前に遊びの誘いを繰り返し
受けていた 

飲酒をしていた 

一定期間関係が継続した 

対等な関係での 
性暴力 
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始まりと進行 

性虐待の終わり 

抵抗の試み 
 

性虐待の継続 

身体を触られ始める 

徐々にエスカレート 

抵抗を試みる 加害者に行為について尋ねる 

聞き入れられない／行為は止まらない 

感情を感じない 日常から切り離される感じ 

無力感／諦め／普通のことと思う 

加害者と離れることで開示 いっぱいいっぱいになり開示 

加害者 
行為中 

言葉がない 
言葉がある 

開示して第三者が介入 加害者と離れる 

混乱 

開示／ 
他の人の認識 

 
加害者との関係 

良好／良好でない 
 

家族 
不仲／多忙／良好 

 
 

どうであっても 
他人に言えない 

 
 
 

家族は 
気づいていない 

優等生的振る舞い 

出来事の認識 
 

何だか分からない 
 
 
 

思春期になり 
性的なことと知る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分で調べて／ 
何かで知って／ 
性虐待だと知る 

家庭内の 
性暴力 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●なぜ当事者たちが性暴力を性暴力として認識できないのか？ 
 
●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 
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被害の認識 
 
●奇襲型         →認識されやすい 
●飲酒・薬物使用を伴う型 →自責から認識されにくい 
●児童期の性虐待型    →何が起きているか分からない 
●パートナー・レイプ型  →関係性ゆえに認識されにくい 
 
●エントラップメント型  →自責から認識されにくい 
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被害認識が形成されやすい場合 
・自分の中にあるイメージと適合した 

・以前に被害を受けていて認識が出来てい
る 

援助希求 
・警察に通報すべき 
 ・身近な人に相談 

・精神科に行く 
 ・心理ケアを受ける 

被害の人生への影響の緩和 

被害認識が形成されづらい場合 
・起きた出来事がよく分からない（子どもの場合） 
・自分の中にあるイメージと異なる（成長して以降） 

人生への影響 
・自殺や自傷行為 
・仕事や進路の喪失 

・自責 

被害という認識が形成される 

・情報の獲得 

・相談相手からの指
摘 

・自責感の緩和 

図：被害認識の形成と被害の影響 

齋藤・岡本・大竹，2019 40 



性暴力の発生 

自尊心の低下 

・自分は大切
ではない 

・価値がない 

被害当事者の認識 
・尊厳や主体性が奪われる 

 -モノ扱いされる 
-意思を無視された 

自殺・自傷 

自責 
・自分が悪かった 
・自分が受け入れた 

＊親密な関係や性的
関係への侵害 

・混乱した性的関係 

・望まない性交を繰り返
す 

・他者との親密な関係へ
の侵害 

自暴自棄・自分を大事にしない・ 
主体性再建 

望まない性交を繰り返す 

図：人生への影響 

 ＊尊厳／主体性の侵害 

齋藤・岡本・大竹，2019 41 



 
 ・加害者がたくみに被害者の逃げ道を奪っている 
  そのプロセスを丁寧にとらえる必要性 
 ・自己の目的のために被害者の性を対象として 
  利用した「道具化」の視点から性暴力をとらえる 
 
 ・起きた出来事を被害と認識することが難しい 
   →そのあいだに時効が進むのは問題では 
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【リサーチクエスチョン】 
 
●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 
 「同意のある性交」とは？ 
 
●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 
 
●当事者が被害を相談することが難しい理由は？ 
 
●なぜ当事者たちが性暴力を性暴力として認識できないのか？ 
 
●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 
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当事者が相談・話した相手 

    

   

      

被害を話すのは、このインタヴュー 
が初めて ５人 
（被害性の認識がない３人を含む） 

 

専門機関（医療/心理的） 

身近な人 

パートナー 

学校・職場 

その他の 
支援機関 

 
 

（元）恋人 ６  
婚約者・夫 ９ 
 

 

医療機関・医師 １６ 
カウンセリング・カウンセラー １５ 

警察 １０ 
弁護士 ８ 
法テラス ２ 

同僚 ５   
上司・会社 ４ 
大学の先輩・OB ４ 
学校・大学３ 

 

母親・親 １１  
きょうだい２ 子ども １ 
知人 ２  仲間 ３  
友達（男女） １４ 

居合わせた人 

警察・法律関係 

性暴被害者の支援機関ー４  
民間被害者支援団体２  
当事者団体３ 
 
 

 

犯罪・性犯罪被
害支援団体 

居合わせた人・近所の人・大家 ５  
 

加害者・加害者の家族３ 
 
 

加害者 
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電話相談 ４  
男女共同参画センター １  
DVシェルター １   
NPO子育て支援団体 １  
就労支援機関 １  
児童相談所 １ 



支援者・支援機関につながるプロセス 

加害者と離れる 

引っ越し 
親の離婚 

死去 
など 

 

限界を感じる 

影響・反応が強く出る 
悪夢 

体調不良 
不眠 

 
 

身近な人 
に告げる 

 
母 

友人 
など 

身近な人が 
わかる 

電話相談 

加害者に確認 

これは 
性暴力・ 
性犯罪 
である 

 
 

医療機関 

カウン 
セリング 

福祉施設 

弁護士 

当事者 
団体 

支援セン
ター 

警察 

相談機関 

情 報 
週刊誌 

HP 
授業 

自分がわかる 

安全性
の 

担保 

共感・よりそい 生活のサポート 一緒に怒る 110番 
通報 

そのための 
反応・影響 
が出ている 

法律・社会 
医療・福祉 

心理的支援等
回復のために 

できることがあ
る 

 

care 

ー他者の承認によって 
被害者性を受け入れるー 
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支援者・支援機関とつながらない背景 
被害性の認識がない 

被害性の認識がある 

ぼんやり      
 
 
 
 
 
 
 
 

はっきりな
く 

考えつかない 

言っては 
いけないと強く思う 

信用していない 

心配かけたくない 

物理的手段 
がない 

わからない 
・言葉を知らない 
・意味が分からない 
・レイプのイメージと違う 

・自分のせいだと思う           

・警察署・交番が遠い 
・支援機関が遠い 
・電話がつながらない 
・予約が取れない  
              

 いつ、誰に、何を、どういうふうに   
 言えばいいの？ 

・今の生活で精一杯なのに 
・具合が悪くなってしまうのでは 
・迷惑をかけたくない  

・恥ずかしい 
・性的なことを口に出してはいけない 
・自分が悪かったから 
・口に出すのも嫌  

・取り合ってくれないだろう 
・匿名性が守られないのでは  
・話してどうにかなると 思えない 
・信用してもらえないかも   

知識・情報の不足知識 

地域資源・人材の不足知識 

広報啓発の工夫知識 

文化習慣によるタブー識 

孤立化 

 
言わないことで 

身を守る 
－本人のかじ取り― 

 

・防衛的沈黙 
・切り離す 
・よくあることだと思う 
・今の生活を守る 

 
 

46 



相談したが、うまくつながらなかった背景 

共感・よりそいの欠如 

まやかし／偽善的対応をする 話を聞き切れていない 

否定・批判をする 

・（加害者は）そういう人に見えない 
・弁護士に起訴は無理と言われる 
・医療従事者から「汚点になるから届け出ない 
 方が良い」と言われる 
・なぜ〇〇しないのかと責める 

 

・忘れたほうがいい、忘れるしかない 
・前向きに行きなさいとアドバイスする 
・驚いて、何も言えなくなる 
・「そういうこともあるよね」など、共感的で 
 ない応答に終始する 

 
 

・ぼやかして言っているところを、そのまま聞き 
 逃す。詳しく聞かない。 
・日常の困りごとだろうと思い、通常の対応で 
 終わる 
・その後どうだったか確認しない 
 

 

・途中までは相談に応じているが、見返りとして 
 性行為を強要してくる。 

・親身になって世話をしていたのが、途中から「交通
事故にあったようなもの」「対人関係に問題があるの
では」などと当事者の非を責めるようになる。 
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≪自己への影響≫ 

性暴力被害の心身への影響 

自尊心の低下 

性暴力被害 

自分を責める 自分に対する 
イメージが変化する 

心と体がばらばらで 
日常生活がままならない 

＜被害にあったことを   
  自分の落ち度と思う＞  

＜自分の感情や行動に   
    嫌悪感を抱く＞ 

周囲と自分の間に壁ができる 

＜自分の感覚と周囲の認識にずれが生じる＞ 
＜同性を相容れない＞ 
＜友人から理解されない＞ 
＜異性と距離をとる＞ 

未来が制限される 

≪人生への影響≫ 

＜自分は汚れてしまった＞ 
＜自分は違ってしまった＞ 
＜自分に価値が感じられない＞ 
＜自分がどういう人間かわからなくなる＞ 
＜異性と親密になる自分が想像できない＞ 

＜意識が飛ぶ/今、ここにいるという感覚が欠如する＞＜死

にたい気持ちが続く＞ 

＜体と心に不調が現れる＞ 

＜突然、被害の記憶とその時の感情がよみがえる＞ 

＜恐怖を感じる＞ 

＜自分自身のコントロールが効かない＞ｗ 

≪心と体への影響≫ 
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被害の認識までにかかった期間 該当件数 

出来事直後 6件 

1年以内 8件 

5年以内 9件 

10年以内 4件 

10年以上 9件 

被害だと思いきれない／不明 4件／1件 
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・被害当事者は、性暴力として語らない・語れないことがある。 
・他者の承認によって、被害性に気づき、受け入れるプロセスがある。 
・時に当事者は、サバイブのため、防衛的沈黙を選択する場合があり、それは 
 尊重されるべきである。そのために被害に遭い続けることは避けられなければ 
 ならない。 
・被害により心と体に影響が強く生じた場合、生活に支障をきたすことがある。  
 それは被害直後から長期間にわたることも珍しくない。 
・支援者・支援機関につながるまで、数年～10年以上かかることもある。 

 
支援者は、共感的に寄り添いながら、それが性暴力・犯罪であること
を伝える姿勢が必要である。  
相談窓口について広く情報を発信するとともに、当事者の選択をサ
ポートする支援をしていくことが肝要である。 
被害認識に時間がかかることを踏まえ、中長期を見据えた支援政策が
不可欠である。   
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ま と め 
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●望まない性交の当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 

●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 

リサーチクエスチョン 

改正議論・司法運用・研修等 

●なぜ被害を相談することが難しいのか？ 

●なぜ性暴力（被害）として認識できないのか？ 

●当事者の視点からみた、必要な支援とは何か？ 

支援施策・研修・啓発等 

52 



●当事者の視点からみた「不同意性交」とは？ 

地位関係性の利用や不平等/非対等な関係性での「エントラップメント」 

  不平等/非対等な関係性が事前にある、又は作り出して追い込む。 

性的道具化（モノ化）と非人間化 

  性の対象として利用し、意思や人格を尊重せず、モノのように扱う。 

●当事者の抵抗できない心理状態とは？ 

心理的抗拒不能  

 恐れ、諦め、フリーズ、硬直、グルーミング/事前の信頼関係構築等 

社会的抗拒不能  

・地位関係性、事前に作り出された不平等/非対等な関係性など、 

  社会的なまたはコミュニケーション上の上下関係そのものが抵抗を抑圧する。 

・世間の目や周囲に対する社会関係配慮から抵抗が抑圧される。 

リサーチクエスチョンに対応する研究結果 

改正議論・司法運用・研修等 
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【不同意性交】 

性交前に不同意／無同意／
無自覚で、 

心理／社会的抗拒不能あり。 

リサーチクエスチョンに対応する研究結果 

紛らわしい例 

• 積極的同意していたが性交後に同意をひるがえす。 

 （交際・結婚への期待が裏切られた場合など） 

• 上下関係があっても相互同意の上での性交。 

 （相互同意の上での不倫・恋愛関係など） 

【同意性交】 

性交前に同意あり。 

（継続関係では最初の性交前に）
何らかの形で意思確認 

紛らわしい例 

• 不同意だったが、心理／社会的抗拒不能のために
意思を表明できなかった（消極的同意と混同） 

• 自身の不同意に無自覚なまま、心理／社会的抗拒
不能のために性交された（未成年に多い） 

• 同意性交に見えて、実は、継続的な不同意性交に
耐えているだけ（強制性交から始まり継続する性
的関係、パートナー間の不同意性交など） 

改正議論・司法運用・研修等 
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●なぜ被害を相談することが難しいのか？ 

【①相談の障壁となっているもの】 

被害認識の形成不全・・・・レイプ・性暴力のイメージとの齟齬や自責感が原因。 

警察・支援機関の課題・・・物理的にアクセスし辛い。経年後の相談先がない。 

              警察・支援機関での二次被害。十分信頼できない。 

地域社会の課題・・・・・・無理解、二次被害、誤った対応、見過ごし。 

【②被害認識形成の障壁となっているもの】 

レイプ・性暴力に対する狭いイメージ 

  子どもの場合：自分の身に何が起きているのか分からない。 

    大人の場合：自分の持っている性暴力のイメージと自分の体験が合致しない。 

周囲が承認しない（否定・批判する）、自責感（「悪いのは自分」「自分さえ我慢すれば」） 

リサーチクエスチョンに対応する研究結果 

支援施策・研修・啓発等 
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●必要な支援とは？ 

【①相談の障壁を取り除く】 

被害認識の形成を助ける啓発 

 不同意性交を「性暴力」として啓発し、警察・支援機関への相談に繋げる（→②） 

警察・支援機関の拡充と研修 

 経年後でも相談できる支援機関の拡充。 

 警察・司法・支援機関（医療機関含む）の研修の充実。 

地域社会の啓発 

【②被害認識形成から相談、支援へ】 

不同意性交による心理的苦痛は自殺等含む深刻なものであり、専門的支援が必要。 

 → 不同意性交を「性暴力」として啓発し、支援機関につなげることが大切。 

「犯罪」か否かの判断は警察・司法が行うが、支援機関との連携が重要。 

リサーチクエスチョンに対応する研究結果 

支援施策・研修・啓発等 
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●暴行脅迫要件／抗拒不能の認定、地位関係性を利用した性暴力について 

 判断材料：不平等/非対等な関係性（上下関係）、社会的抗拒不能、エントラップメント 

●加害者の「故意」の認定について 

  関係性がある場合、加害者は性交前に予兆的行動、性交後に正当化を行う 

        （恋愛感情・好意の表明だった、指導・教育の一環として行った等） 

●公訴時効について 

 被害認識の形成や援助希求までに10年以上かかる場合がかなりあるのではないか。 

  本調査では9件（22%）。※但し、正確な数値を知るには別途、調査が必要。 

 

●支援施策について 

• 警察・司法・支援機関の研修。経年後の相談・支援先の拡充。地域社会の啓発。 

• 支援対応・性暴力抑止のための啓発は、不同意性交を「性暴力」とする必要がある。 

 （刑法「性犯罪」より「性暴力」支援の窓口は広くとる必要がある） 

刑法改正及び支援施策に関する議論の喚起 
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●暴行脅迫要件／抗拒不能の認定、地位関係性を利用した性暴力について 
判断材料：不平等/非対等な関係性（上下関係）、社会的抗拒不能、エントラップメント   

  →不同意性交の被害全体における、上記の占める割合 

   無罪や不起訴、届出のない被害における、上記の占める割合、等（量的調査） 

●加害者の「故意」の認定について 

  →一般社会における「同意・不同意」「性暴力」の定義（質的・量的調査） 

 

●公訴時効について 

 被害認識の形成や援助希求までに10年以上かかる場合がかなりあるのではないか。 

  →被害認識形成及び援助希求にかかる平均・最長年数（量的調査） 

 

●支援施策について 

  →「自覚なき不同意」で性交された場合における、被害者の平均・最長年数、 

   及び被害認識形成と援助希求にかかる平均・最長年数（量的調査） 

今後、必要な調査研究 
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本研究の強みと限界 

強み 

• 警察・司法・医療の手が届かない被害者の実態を（一部）捉えた。 

• 見過ごされがちな当事者の視点から被害の現状を明らかにした。 

 

限界 

• インタビューに参加していない層（被害と認識していない、 

 迷っている、深刻に悩んでいない等）のことは不明である。 

• 男性視点が弱い（男性にとっての「性」は女性と全く異なる）。 

• 女性以外（男性LGBT）の被害について捉えられていない。 
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事前にいただいた 
質問への回答 
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幼少期に被害を受けた女性についての分析 
  

 「性行為」と「性虐待・性暴力」の区別の困難性，
それに伴う抵抗や援助希求の困難性 
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始まりと進行 

性虐待の終わり 

抵抗の試み 
 

性虐待の継続 

身体を触られ始める 

徐々にエスカレート 

抵抗を試みる 加害者に行為について尋ねる 

聞き入れられない／行為は止まらない 

感情を感じない 日常から切り離される感じ 

無力感／諦め／普通のことと思う 

加害者と離れることで開示 いっぱいいっぱいになり開示 

加害者 
行為中 

言葉がない 
言葉がある 

開示して第三者が介入 加害者と離れる 

混乱 

開示／ 
他の人の認識 

 
加害者との関係 

良好／良好でない 
 

家族 
不仲／多忙／良好 

 
 

どうであっても 
他人に言えない 

 
 
 

家族は 
気づいていない 

優等生的振る舞い 

出来事の認識 
 

何だか分からない 
 
 
 

思春期になり 
性的なことと知る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分で調べて／ 
何かで知って／ 
性虐待だと知る 

家庭内の 
性暴力 
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●小学校あるいは小学校以前 「なんだか分からない」 
   ⇒性的な行為に関する知識がない 
    徐々に行為が進んでいくために、理解が難しい 
 
●中学校あるいは高校生ごろ 「性的な行為である」   
   ⇒友人との話、学校での性教育、雑誌などの知識から 
    性的な行為を家族と行うことの混乱、解離 
    見知らぬ人からの場合、自分の身体への不安 
 
●高校生あるいは高校卒業以降「性虐待・性暴力である」 
   ⇒授業や本などから、友人・相談機関等の指摘から 
    自分の苦しみの元が分かる 
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●加害者との仲が良好⇒抵抗できない／居場所の確保 
 加害者との仲が不仲⇒抵抗できない／諦める 
 
●家族との仲が良好 ⇒壊したくないので相談できず 
           心配を掛けたくない／困らせたくない 
 家族との仲が不仲 ⇒相談できない、反応が信用できない 
 
●友人 ⇒重すぎて相談ができない 
 カウンセラー等 ⇒二次被害⇒余計相談できない 
 
●相談しても婉曲になってしまう⇒二次被害 
 途中で抵抗することもあるが受け入れられない⇒無力感 
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１３～１５歳で，監護者関係がなく，暴行・脅迫が
弱いケースへの対処について 

  
 捜査機関及び裁判所に期待すること 
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●そもそも、この質問に該当する事案で、捜査機関に上がって 
 くることは稀なこと（⇒被害だと気が付かない、自責感等）。 
 
●捜査機関に上がってきた場合、もともとの関係性や 
 その被害に至るまでのプロセスを丁寧に拾ってほしい。 
 
●「その行為についてどのように思っていたか」「その行為に 
 ついて、その後どのように思うようになったか」「逆らった 
 り拒否したらどのようなことが起きると思っていたか」 
 「その行為の、どのような部分に傷ついたのか」 
 
●事件化できずとも、人生への影響は多大。支援機関と連携を。 
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被害実態の広報・啓発のために 
法務省に期待すること 
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●実態調査の内容を踏まえた研修の充実 
   ⇒個人差の解消 
 
 
●潜在化している被害を無くすために、 
 広く「同意のない性的言動は性暴力」であると広報し 
 支援機関と連携を 
   ⇒支援機関につながった多くの性暴力被害の中から 
    司法への届出を増やしていけるのでは 
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法改正後の変化について感じていること 
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【良い変化】 
●法定刑の下限が上がったことによる変化 
●検察が口腔性交とこれまでの強姦を同じ量刑として判断 
●示談の時に被害届取り下げのやり取りが少なくなった 
●以前は不起訴で終わったかもしれないが起訴されている印象 
●準強制性交等罪での起訴が以前より行われている印象 
 上司からの飲酒の絡んだ被害等 
●社会の性暴力被害への関心の高まり、司法機関での配慮 
●構成要件の広がりによる変化 
  ⇒女性以外のジェンダーの性暴力に関する認知の高まり 
   自分の被害の重大さを理解されている感覚 

70 



【そのほか】 
 
●口腔性交が強制性交になることが難しい事案 
 
●個人差 
 
●監護者性交等罪が思ったほどに増加していない？ 
  ⇒日本の司法制度に即した司法面接の徹底 
   児童相談所や学校等、他機関との連携 
 
●やはり今でも起訴が難しいという事案は多い 
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ご清聴ありがとうございました。 
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質疑応答 
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2019年 5 月 24 日 

 

「性暴力被害経験に関する質的研究」 

 

【研究概要】 

１．研究目的 

 司法で犯罪として扱われる「性犯罪」は被害当事者の認識する「性暴力」とは異なっており、これ

が問題となっている。本研究では、当事者の認識する「性暴力」を深く理解するために、インタビュ

ー調査を実施し、「望まない性交」の被害状況、被害後の援助希求、被害後の心理社会的影響及び被害

認識の形成過程を整理する。それにより、当事者の認識する性交「同意」や「性暴力」の経験を明ら

かにし、刑法改正議論、被害潜在化防止及び被害者支援に役立てる。 

 

2．調査協力者：「自分では望んでいない性交」の経験のある、20歳以上の女性 

 

3．調査方法：個別インタビューおよび自記体験談（オートバイオグラフィー） 

 

4．研究機関名及び研究チーム氏名 

研究責任者  齋藤梓     目白大学 人間学部 心理カウンセリング学科 専任講師 

       大竹裕子     オックスフォード大学医療人類学研究室 リサーチフェロー 

分担研究者  宮本有紀   東京大学大学院 医学系研究科  精神看護学分野 准教授 

 高野歩       東京医科歯科大学 大学院保健衛生学研究科   准教授 

      松本衣美   東京大学大学院 医学系研究科  精神保健学分野 客員研究員 

            松井周     東京大学大学院 医学系研究科  精神看護学分野 客員研究員 

            江口のぞみ  東京大学大学院 医学系研究科  精神看護学分野 大学院生 

           岡本かおり    清泉女学院大学 人間学部心理コミュニケーション学科  准教授 

           金田智之   一般社団法人 Spring調査研究チーム 研究員 

 研究協力者 山本潤    一般社団法人 Spring 代表 

            キタ幸子     東京大学大学院 医学系研究科 家族看護学分野 助教 

             鈴木萌    一般社団法人 ちゃぶ台返し女子アクション 

 

【調査協力人数】 

 インタビュー調査ご協力  31 名（学生 3 名、有職 18 名、その他 10名）（20 代－60 代） 

              ※被害を複数回経験している方もいたため、件数は 41件 

 体験談のみご協力     20 名 

 

【現在までの発表論文】 

齋藤梓・大竹裕子，2019，当事者にとっての性交「同意」とは－性暴力被害当事者の視点から望ま

ない性交が発生するプロセスをとらえる－，年報公共政策学，13，北海道大学公共政策大学院 

 齋藤梓・岡本かおり・大竹裕子，2019，性暴力被害が人生に与える影響と被害認識との関係－性暴

力被害の支援をどう整えるべきか－，学校危機とメンタルケア，11，p32-52． 



表１ 分析対象件数概要（件＝被害件数でカウント／人＝協力者人数でカウント） 

    インタビュー 体験談のみ 

被害時 成人 19 件 8 件 

 未成年（うち 13 歳未満） 22 件（8 件） 13 件（6 件） 

  不明   1 件 

加害者属性 顔見知り（友人・先輩等） 15 件 7 件 

 見知らぬ人（元々の知人ではない） 11 件 3 件 

 （元）パートナー 5 件 4 件 

 父親・養父・母の恋人 5 件 3 件 

 上司 3 件 1 件 

 きょうだい 2 件 2 件 

  不明   2 件 

加害者性別 男性 39 件 21 件 

  女性 2 件 1 件 

内容 飲酒・薬物の使用 7 件 2 件 

 継続被害 7 件 9 件 

 親族からの虐待 7 件 5 件 

  集団での被害 2 件 1 件 

犯行に至る 奇襲型 9 件  

プロセス 飲酒・薬物使用を伴う型 6 件  

（メインのみ） 家庭内性暴力型 7 件  

 エントラップメント型 19 件  

被害の認識まで 出来事直後 6 件  

かかった期間 1 年以内 8 件  

 5 年以内 9 件  

 10 年以内 4 件  

 10 年以上 9 件  

 被害だと思いきれない／不明 4 件／1 件  

被害の影響 自殺念慮・自殺企図エピソード 20 名  

 トラウマ反応エピソード 26 名  

 抑うつエピソード 26 名  

抵抗型 無抵抗 24 件  

 言語的抵抗 14 件  

 身体的抵抗 3 件  

暴行脅迫有   13 件 6 件 

警察相談有  9 件 3 件 

警察届出有  8 件 1 件 

起訴   2 件 0 件 
 

有罪  2 件 0 件 

＊体験談のみの場合は、詳細の確認ができないため、内容以下は参考数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第８回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年７月１２日（金）   自 午前 ９時５９分 

                       至 午前１１時５６分 

 

第２ 場 所  法務省１９階共用会議室１ 

 

第３ 議 題  性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒアリング 

        「刑法改正の影響とその評価，性犯罪被害者の鑑定における課題等」 

        その他 

 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○山田法務総合研究所部付  

全員おそろいになりましたので，始めさせていただきます。 

  第８回性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを開催いたします。 

  本回は法総研担当ということで，司会進行は，法務総合研究所総務企画部付の山田が務め

させていただきます。 

  それでは，議題１として，性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒアリ

ングということで，本日は，武蔵野大学人間科学部長，同大学院人間社会研究科長でいらっ

しゃる小西聖子教授に御出席いただいております。 

  先生の御経歴を御紹介させていただきます。 

  平成２７年４月から武蔵野大学にて現職でいらっしゃいますが，政府関係委員等につきま

して，内閣府犯罪被害者等施策推進会議委員，法務省法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会

臨時委員などを歴任され，現在は，男女共同参画会議委員，同会議女性に対する暴力に関す

る専門調査会会長，東京都犯罪被害者等の支援に関する有識者懇談会委員などに御在職して

おられます。 

  また，犯罪被害者の精神状態に関する鑑定も多く手掛けておられ，本年３月に出版された

刑事精神鑑定ハンドブックにおいて，刑事事件における被害者の鑑定として，刑事事件被害

者の鑑定における基本的な委嘱事項，診断，鑑定の際の被害者への配慮等に関して御執筆さ

れています。 

  本日は，そのような豊富な知見をもとに，刑法改正の影響とその評価，性犯罪被害者の鑑

定における課題等につき，お話しいただきます。 

  それでは，先生，よろしくお願いいたします。 

 

○小西先生  

おはようございます。お呼びいただいて，ありがとうございます。 

  今のお話のとおり，私は，被害者支援の政策にも関わってきましたけれども，精神科医で，

臨床心理士，公認心理師の資格も持っております。 

  臨床としては，東京の性暴力被害者支援ワンストップセンター，ＳＡＲＣ東京と連携した

精神科を，ＳＡＲＣ東京ができて３か月目ぐらいに開きまして，普段は大学の仕事があり，

週１日しかできませんので，その週１日は，ほぼ全例が，ＳＡＲＣ東京からの紹介の性暴力

被害者の臨床をしております。 

  半年以上前になりますけれども，そこで，これまでの臨床を区切ったときに，データを研

究に使用して，公表していいと言っていただいた方が６８名でしたので，多分全体では１０

０件弱ぐらいの，ワンストップセンターを通した性暴力被害者のケースを臨床で見ていると

いうことになります。 

  内訳を簡単に言いますと，初診時にＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）と診断される人

が６割ぐらい，それから，ＰＴＳＤの周辺の診断が付く人があと２割ぐらいおられまして，

性暴力被害者の臨床というのは，基本的にＰＴＳＤ臨床だというふうにいってもいいような

状況になっています。その中で，警察に，少なくとも相談されているケース，認知されるか，



-2- 

 

あるいは起訴されるかというところは抜きにして，相談されているケースは，３割ぐらいだ

と思います。  

  今日私がお話しすることは，主に２点ございまして，一つは支援の領域での刑法改正の影

響とその評価ということです。もちろん，刑法改正がどういう影響をもたらしたかと，法学

的な視点からどうかというのは，私の専門ではございませんが，支援の領域で見たときに，

どういうことがあるかということをちょっと考えてみたい。 

  それから，もう一つは，性犯罪被害者の精神鑑定事例に見る被害者の心理，行動評価と司

法における評価というふうに書きましたけれども，今まで何十例かの性暴力被害者の精神鑑

定を行ってきまして，やっぱり，ここがなかなか分かってもらえないんだなというところと

か，性暴力被害者を扱っている者にとっては常識なのに，世間では全く知られていないこと

なんだなとか，そういうことが結構たくさんありました。鑑定で扱った事例で典型的なもの

を今日は２例持ってきましたので，それについて，むしろ御質問いただいたり，御意見いた

だいたりできればというふうに思っております。 

  まずは刑法改正の影響というところからまいりたいと思います。 

  【スライド４】どういう変化が起きているか，犯罪白書を見ますと，強制性交等の認知件

数で，男性が被害者である事例が１５件あった。３０年版ですから，２９年の途中から法律

が改正されまして，それに合わせての統計ということになりますけれども，平成１６年以降

減少傾向にあったが，２９年は増加している。強制わいせつ認知件数５，８０９件，これは

前年比６．１％減，うち男性被害者が２００件，多いか少ないか，これだけでは分かりませ

ん。 

  特に新設の監護者性交等罪が認知件数１６件，監護者わいせつ認知件数１８件，改正から

約半年ですから，こういうのがあったということは報告されています。 

  【スライド５】これは，平成３０年のところまでは犯罪白書，最後の平成３１年のところ

は政府統計の速報値で，多分警察から出てくるものかと思いますけれども，それを合わせて

おりますが，これで見ますと，強姦，それから，２０１７年の途中からは強制性交等になる

わけですけれども，実数としては，上昇傾向に転じているということがいえます。 

  それから，強姦は上昇傾向に転じて１，３０７件ですけれども，強制わいせつの方は７，

６５４件から５，３４０件へと，だんだん減ってきています。 

  なかなかこれは評価が難しいです。今まで，男性で強制わいせつに入っていた事件が，強

制性交等に幾つか移るということも考えられますし，刑法犯罪そのものが大変減っています

ね。それも，人口減ということもありますし，評価がなかなか難しいところです。 

  【スライド６】これは，人口１０万単位の発生率だけ見ているんですけれども，人が被害

者となった刑法犯の被害発生率ですね。犯罪白書にそういう統計があったので，使わせてい

ただきました。それは，１０万単位でもだんだん減っている。その下方は女性ですけれども，

比率としては，余り性差がなく減っているのかなという感じがいたします。 

  一方で，こちらが強制わいせつ，こっちが強姦ですが，単位は１０万単位になります。減

ってはいなさそうだなと見えるものの，これだと余り傾向がはっきりしません。 

  このデータをどうやって作ったかの細かいことについては，こちらにデータソースが書い

てございますので，後で見ていただければよろしいかと思います。 

  【スライド７】次は，人が被害者となった刑法犯の被害発生率を，被害発生率をそもそも，



-3- 

 

平成２０年のところを１として，それぞれ採ってみたものです。被害の発生率全体では，単

調な減少傾向にあって，女性も男性も余り変わらないということが，この２本のグラフから

は見えると思います。 

  一方で，こちらが強制わいせつですね。こちらが強姦と強制性交等罪ということになりま

すから，この二つは，人が被害者となった刑法犯全体とは異なる動きをしていることは間違

いないと言えると思います。 

  やっぱり，ある時期は下がって，ある時期は上がっているところは，少し割り引き，全体

として考えなくちゃいけないところもあるわけですが，これが，もしこのまま上がっている

ようなら，刑法犯全体の傾向と比べて，１よりは低くても，高いところを保っているようで

あれば，やっぱり現在の刑法改正の社会的影響も含め，影響があるというふうに考えられる

のかなと思います。 

  もう一つデータがあります。性暴力被害の一つの特徴は，犯罪として認知される件数が実

際に起こっている件数より非常に少ないことです。例えば，殺人事件と性犯罪の事件は，認

知件数だと，同じレベルぐらいの桁数ですけれども，暗数ということを考えると大きく違い

ます。 

  法務省の犯罪被害者実態調査など1ですと，大体十数％の通報率ということになっていま

すが，私が臨床で持っているような人たちは，かなり特殊なので，もうちょっと高いです。

でも，一般にどうなのかというと，多分，もうちょっと低いと思います。 

  【スライド８】それを調べるには，国全体で採ったサンプルの調査が必要なわけですけれ

ども，性犯罪についての調査は，聞き方によってもかなり変わります。内閣府の男女間の暴

力に関する調査，これ，男女共同参画局がずっと，平成１１年から３年に一遍採っている調

査で，最初の平成１１年の調査は，私のところも関わって，初めてこういう被害率を採った

んですね。それでずっとやってこられていて，これは３年ごとじゃなくて，ちょっと６年で

採ってみました。平成１７年，２３年，２９年です。 

  こちらは，無理やり性交等をされた体験が生涯にありましたかという，疫学の考え方でい

うと生涯有病率，生涯経験率の数ですね。その値は，最初にこういう質問ができたところか

ら，ほぼ変わらず，大体７％前後でした。６年ずつ採ってみますと，７．２，７．６，７．

８というふうに変わってきています。全国サンプルで２，０００名ぐらいの調査です。 

  平成２９年度は，男性にも聞くようになっておりますので，男性で１．５％という値が出

ています。 

  問題は，この中で，警察に相談する人の割合はものすごく低いです。医者に相談する人な

んかもっと低くて，どちらも５％以下ぐらいですね。被害を訴えるというのではなくて，相

談という広い枠でそれぐらいなので，本当に低いんですけれども，それの中で，結局，友達

                             
1 犯罪被害に関する総合的研究 ‐安全・安心な社会づくりのための基礎調査結果（第 4回犯

罪被害者実態（暗数）調査結果）‐ 

http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00066.html 

第３回犯罪被害実態（暗数）調査結果概要（平成 20 年犯罪白書） 

http://www.moj.go.jp/content/000010429.pdf 

 

http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00066.html
http://www.moj.go.jp/content/000010429.pdf
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にも家族にも専門家にも，誰にも相談しなかった人の割合というのを出すことができます。

その割合を見てみますと，平成１７年度が６４％，平成２３年度が６７．９％，平成２９年

度が５８．９％で，ここが下がってきているんですね。男性は３９．１％という値が出てい

ます。 

  ＤＶの調査というのも，同じ調査のなかで一緒に行われているんですけれども，ＤＶの被

害を誰かに相談するかという設問の中で，誰にも相談しなかった人の割合は，やっぱりこの

十数年の間に下がりました。要するに，ＤＶの被害者は誰かには相談するようになってきて

います。もしかしたら，性暴力被害に関するこの変化というのは，刑法改正を始めとする，

ここ最近の社会の動きというのを反映して，ようよう下がってきたのかもしれません。 

  内閣府の調査は生涯の被害率なので，例えば，かなり年をとった，例えば５０代，６０代

ぐらいの方が被害を受けていて，過去にその相談を誰にもしなかったとすると，同じ人がや

るわけではないけれども，そういう人は常に，誰にも相談しなかったに丸を付けるわけで，

変化が年代別で，若い人の場合はかなり変わるかもしれないんですけれども，生涯になって

いるので，割と緩やかになっているはずなんですね。でも，その値で減っているということ

は，注目に値します。この２９年度の調査が２９年１２月なんですよ。１２月ということは，

刑法改正後約５か月ですね，実際に施行されてから。社会の中では，強姦とか性犯罪のこと

が随分話題になっていましたから，それが影響しているかもしれません。 

今度，令和２年度の調査がどうなるかが，大変興味が持たれるところです。これが変わっ

てくれば，大分，社会が変わってきたかなと。全くこの生涯被害率も，それから，誰にも言

わなかった人の割合も動かないなと思って，１０年以上見てきたんですけれども，もしかし

たら，ここで変わってくるのかもしれないなと私は思っています。 

  ですから，そういう意味では，刑法改正だけでなく，例えば性暴力被害者支援の政策も合

わせて，例えばワンストップセンターを全都道府県に設置するみたいなことも進みましたし，

社会における性犯罪に対する問題意識の高まりもございます。 

  社会の話題ということで言えば，特に去年ですね，官僚等によるセクシュアルハラスメン

トなどの問題が起きて，マスコミがやっぱりそれを取り上げて報道するという中で，この性

被害についての関心というのも高まったかなと思います。それから，ＭｅＴｏｏの運動です

ね，そういうものが日本に及ぼした影響もあります。私は被害者支援をずっとやっています

が，最初はやっぱり遺族の問題から始まったというのが私の印象です。殺人事件の遺族の問

題が取り上げられ，それからＤＶ防止法ができて，ある程度見えるようになってきて，さら

に，最後に残されていたのが性暴力というふうに，被害者支援をやっている者からは見える

んですけれども，そちらが社会の中で変わってきたのであれば，いいけれどもなと思ってお

ります。 

  私が連携しているＳＡＲＣ東京のワンストップセンターで，大体１年に受ける電話の数が

６，０００件ぐらいです。２４時間必ず複数の支援者が勤務する体制でやっていて，大体６，

０００件ぐらいで，その中で，ＳＡＲＣ東京ホットラインに寄せられた子供に対する性暴力

の実態ということで，２０１８年４月から１９年３月，これは刑法改正後ということになる

んですけれども，そこで，ＳＡＲＣの方で変わったというふうに印象を持たれているところ

があったので，持ってまいりました。 

  【スライド１０】例えば，この犯罪名等は，電話で聞いたところで当てはめている仮のカ
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テゴリーだと思っていただくといいんですけれども，だから，強制性交等もデートＤＶも，

カテゴリーで入ってきていますが，この中で，これは１３歳未満の被害，１３歳から１７歳

の被害，１８歳から１９歳の被害で，合計ということになっています。全部子供ですね。 

  基本的に，こういうワンストップセンターと連携して働いていましても，子供の被害が非

常に多いです。性暴力の被害の主体は，高校生，大学生，それから２０代の働いている人た

ちというところが性暴力被害者の中心になってきますし，どのデータもそういうことを示し

ていますね。子供の被害は大変多いというのが，内閣府の先ほど出した被害調査の被害に遭

った年齢というところを見ても分かります。 

  その中で，新しい傾向としては，男性の相談，今までほとんどなかったんですけれども，

男の子の被害の相談ですね。これは本人からではなくて，大概は保護者からですけれども，

男の子の被害の相談が，強制性交等で７件，強制わいせつで５件，監護者による強制性交等

で４件というふうに，ここが以前より増えていると担当者の方はおっしゃっていました。 

  【スライド１１】それから，こちらは相談者別，誰がこの相談をしてくるのかというとこ

ろなんですけれども，１３歳から１７歳の女の子，１８歳から１９歳の女の子が自分で相談

してくるケースというのがかなり増えている。 

  この年代は情報が届くようで届きにくい層なんですけれども，ネットなどでも性被害につ

いての情報というのは行き渡るようになってきていることもあるかと思いますが，本人から

の相談が女性の場合，かなり増えていますし，男性でも合計９人の人が自分から自分の被害

を，中学生，高校生ぐらいの年齢の方が相談しているということが分かります。これはとて

も新しい傾向ですね。 

  被害実態に関わる調査を見てみると，恐らく，ちゃんと相談できるようになれば，若年の

男性の被害というのは，今より多くなることは間違いないと思います。大体，諸外国の調査

を見ましても，男性の被害は女性の被害の１０分の１くらいというのが，疫学的調査で出て

くる値ですので，それくらいはいくかもしれない。 

  今，最初に見たところで，強制性交等罪の男性被害が，確か１５件でしたね。１５件は，

１０％じゃなくて，むしろ１％に近い値ですから，更に増えるのではないかなというふうに

思われます。むしろ，増える方が当然だというふうに思います。 

  一番多いのは，やっぱりお母さんが性被害に遭った子供を連れてくるというケースが大変

多いということは，当然かなというふうに思います。 

  私が臨床で見ている中で，一番若い人は，小学生の，例えば登校班とか同級生とか，そう

いう人からの被害や親からの被害というのが，小学生くらいからありますね。それから，さ

らに，中学生，高校生，大学生，その辺りが大変多くなっております。 

  【スライド１２】今日，一つのお話ししたい焦点としては，性被害時に被害者がどういう

態度をとるのかということが，これは非常に研究も少なくて，日本語の文献だと，ほとんど

ないような状況なんですけれども，実際に私が話を聞くと，被害時に本当に動けていないと

かいう人がかなり多いです。後で，例えば検事さんや裁判官に，どうして逃げなかったのか

とか，どうして抵抗しなかったのかということを聞かれて，例えば鑑定で，そういうことに

ついて専門的な意見を付けなさいと依頼されることが多いわけですけれども，日本語で，そ

のことについて示している論文というのは，残念ながら，余りまだないんですね。自分で書

けという話かもしれませんけれども，なかなかちょっと，そこまでまだ時間がなくてですね。 
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  一応，英語文献における性被害時の被害者の態度についてうちの研究室の博士課程の学生

と一緒にやってみました。もうすぐ論文も出せると思います。 

  ＰｓｙｃＩＮＦＯ，ＰｕｂＭＥＤのデータベースで，時期を限定せずに，rapeとかsexual 

assault， sexual violence 等と resistance, resisting, refusal,それから response, 

reaction, behavior，この辺を掛けて検索し，そのうち，査読があって，実証研究であるも

のに限って，六十数本あったんですが，そのうち，目的に合う論文が２６本ありました。 

  その中で，一番御興味があるだろうと思う結果なんですけれども，例えば，採っているサ

ンプルが警察で認知されたケースであったり，あるいは大学で調べたケースであったり，被

害者支援の場所で調べたケースであったり，サンプルは様々なんですね。ですから，パーセ

ントはかなり変わるんですけれども，どこでも共通していることは，抵抗が外見上明確な行

動，例えば殴る，蹴る，騒ぐとか，そういうものよりも，消極的な抵抗行動，泣くとか避け

るとか，加害者にやめるように言うとか懇願する，説得するというのもありますけれども，

この程度の抵抗行動の方が，被害者には多いということが分かっています。 

  それから，もう一つ，積極的な行動を何もとらない人，それから，凍り付いた，何もしな

かったというふうに言う人というのは，どの調査にも必ずいまして，率が多分，皆様が思っ

ているより高いのではないかと思いますが，１８％から６９％というふうになっていました。 

  １８％とか，この間の５０からちょっと下ぐらいの，３，４０％という値は，自分の臨床

的な印象と，非常に一致いたします。何もしないという人と，それから，泣いたり，やめて

くださいとは言ったという程度の人まで合わせると，かなりの割合になるというのが実際の

状況です。 

  一応，積極的な抵抗，消極的な抵抗，それから行動をとらないの五つぐらいに分けて，ち

ょっとパーセントを出してみたんですけれども，ここにあるのは，一番共通して言われてい

ることでした。 

  そういう意味では，今日は，抵抗できない人のお話を事例として挙げたいと思っています

が，そういう人がまれではない。特に病理的な理由がなくても，例えば，よく話題になるの

は，長期監禁があったケースなんかで，物理的には逃げられるはずなのに逃げていないとい

うようなケースのことは話題になりますけれども，そういうケースでなくても，本当に何も

できないということが，ごく普通の被害者にあり得るというケースをお示ししたいと思って

います。 

  【スライド１４】ちなみに，私の被害者に関わる鑑定歴なんですけれども，いろんなもの

を入れますとこの前足したら６９件ありまして，刑事が４８件，民事が２１件でした。その

うち，意見書，鑑定書を書いたものが５０件ですね。警察，検察から委嘱されているケース

が３５件で，裁判所から委嘱されたケースが１８件，指定弁護士とか原告，被告からの委嘱

というのが１６件というふうになっていました。 

  この刑事の被害者の性犯罪の被害者の鑑定というのが，どういうふうに実際に来るかとい

いますと，大体，検察官か警察官から委嘱されることが多いんですけれども，幾つかのパタ

ーンがあります。 

  一つは，ＰＴＳＤを診断することによって致傷とするということですね。 

  致傷とする理由というのは，それぞれいろんな事情がありまして，この前，なるほどと思

ったケースは，ＰＴＳＤの診断がなされて致傷となれば，時効が延びるが，致傷じゃないと，
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時効が完成してしまっているという，性的虐待のケースでした。なるほどなというふうに思

いました。 

  それから，致傷になることによって，当然，重罰化したいというのもあるんですけれども，

それだけというよりは，何かちょっと，やむにやまれぬ事情があって，致傷も付くことによ

って，少し訴訟の環境といいますかね，それが変化するというようなケースもあるように思

います。 

  多くの場合は，それと，もう一つ，被害によってどういう影響が出たか。ここは医学的な

鑑定ですから，当然ＰＴＳＤだとか，うつだとか，そういうことについて書いていくんです

けれども，被害による影響として診断を付けてほしいということも一緒に言われることがあ

ります。 

  民事の事件では，影響は，損害賠償と当然連動しますから，そのところを詳しくやってほ

しいというふうに言われることもあります。 

  それから，もう一つが，被害者の心理について説明してほしいという委嘱事項です。 

  これは例えば，これから出すようなケースがそうですが，逃げられたんじゃないのという

ときに逃げていないのはどうしてだとか，それから，ちょっとぐらい抵抗できたんじゃない

の，例えば，加害者側は合意だと思って，合意だと主張しているようなケースで，被害者が

どういう行動，どういう心理で，どういう行動をとったのかというようなケースですね。 

  また誘拐とか長期監禁と性暴力が一緒にあったりしますと，解離症状なんかが出てくるこ

とが非常に多いです。今まで長期監禁の例を数例扱いましたけれども，中には，監禁されて，

解放直後は，自分の家族のことを全く忘れているケース，もちろんそんなこと忘れないです

よ，人は。ずっと強く思っているんですけれども，解離症状で健忘が起きてしまっていて，

相手が誰だか分からないという，状況が一時的に起きているケースや，それから，自分の感

情が全く麻痺してしまっていて，全然苦しそうに見えないケースとか，そういうケースもあ

りました。というよりも，長期監禁の被害者の方で，最初に素人が見たときに，すごく打ち

のめされているなというふうになっていた方はいません。 

  やっぱり，人はサバイブするために，自分の感情や行動も，やっぱり置いてきてしまうの

で，そういう極端なケースでは。どちらかというと，一緒にいる警察官の方なんかは，淡々

としていますとか，結構元気ですとか言われることが多いんですが，後々，やっぱり重度の

ＰＴＳＤが発症する，本当に自分が安全だと分かってくると，症状が発症するというような

ケースが多いです。 

  でも，そうなったときには，裁判は進んでしまったりしていて，なかなか，こういう人た

ちの具合の悪さというのを分かってもらいにくいなというふうに思うことはあります。 

  そういう被害者の心理状況が，事件中から事後にわたって，どうであったかということを

書くということが要求されることは結構あります。 

  この刑事事件の中には，実は３件ぐらい，被告人の方に虐待の被害とか長期監禁の被害が

あって，被告人の鑑定として行っているケースもあります。そのときは普通の被告人鑑定に

なる，被告人の精神鑑定になるんですけれども，そういうケースも入っていました。  

  委嘱をいただくと大体，被鑑定人が何とか持ちこたえられるようでしたら，何日か面会し

て，お話をして，必要な検査をして戻すというふうにしています。 

  時々，この人は話を聞くと，後がもたないなと思う人がいて，ゆっくり治療できるんだっ
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たらできるかもしれないけれども，期限までにはちょっと，トラウマのことを聞き出すこと

ができないなというふうに思う人もいます。この前１件，やっぱりちょっとそういうケース

がございました。 

  【スライド１５】それでは事例に入っていきたいと思います。 

  この事例１は，タイトルとしては，見知らぬ加害者が部屋に入ってきた直後に，全く体が

動かなかったということが一つの争点になっていて，そのことに関して鑑定をというふうに

いただいたものです。被疑事実は強制性交等ですね。 

  意見書における検討事項は，被害女性が意思に反した性交を要求されながら，抵抗するこ

となく性交に応じてしまうようになった心理状況とその理由というふうになっておりました。 

 

  （事例１の具体的状況について説明） 

     

  今，事件中に動けなくなってしまう，フリーズといったりしていますけれども，フリーズ

するという言葉は，比喩的にはよく分かるんですが，生物学的な根拠というのに，やっぱり

ちょっと欠ける部分があるんですね。それに対して，最近研究でよく使われているのが，ト

ニック・イモビリティー，２０００年代の半ばくらいから使われていますが，日本語で，古

い言葉で言うと，擬死反応ですね。ヒューマン，人間にも起きるトニック・イモビリティー

として，こういうものの研究が，最近割と多くなってきています。 

  【スライド１６】トニック・イモビリティー，下に書いてありますが，進化的に各種の動

物に見られる反射の一つ，例えば，葉っぱに付いている虫なんか触ると，ころころっと足を

丸めて落ちちゃったりとか，あるいは哺乳類でも，触ると全然動かなくなって，足なんか動

かしても何の反応もないとか，そういうものが，進化的に一つの反射としてあることは分か

っているんですけれども，最近，このＴＩ（トニック・イモビリティーの略）の反応は，人

間にも起こると考えられるようになりました。ＰＴＳＤの患者の再体験時などの体の反応も

研究されております。 

  トニック・イモビリティーは，避けることのできない危険に対する，意思とは関わりなく

生じる反応です。人間の意思とは全く関係なく，それから意識があって，分かっていても生

じる反応です。インボランタリー・リフレクシブ・リアクションですね。特徴として，一時

的な広範な運動抑制と外的な刺激に対する相対的無反応が見られる。動物では古くから調べ

られていますので，こういう１９６７年なんかの論文もございます。 

  ＰＴＳＤ患者とそうでない人に脅威刺激を与える実験では，ＰＴＳＤ患者には特に明らか

な身体のＴＩが見られたという研究もありますし，ＴＩを経験した人に，どういうことがあ

ったかというのを記述的に調べた研究もございますが，体の動きの減少とか頻脈，これちょ

っと縮めてしまっていますが，頻脈と心拍数の上昇が起きていることもあるし，徐脈，脈の

少ない方ですね，徐脈と心拍数の減少が見られていることもあります。このＴＩを経験した

かしていないかが，後のＰＴＳＤ発症や重度の抑うつと関連があるとしている研究もありま

す。 

  まだ研究途上なんですけれども，解離の反応なんかは，それこそフロイトよりもっと前か

ら，解離ということがあることはよく知られてきて，臨床的には非常に誰もが認める反応な

んですが，じゃ，その解離が一体どうやって起きているのかという生物学的根拠について，
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なかなか決定打がなかったんですね。そういう点では，動物ともつながる進化の中で，こう

いうことが言われてきているというのが一つ，新しいこととして，あると思います。 

  大きくくくれば恐怖に対する反応だと言えるわけですけれども，恐怖というのは非常に起

源が古い感情ですね。恐怖と痛みは，生物が生きるために大変役に立ちます。痛みがない人

というのは，例えば末梢なんかをすぐけがして，なかなかうまく生きられない，やけどなん

かがものすごく多いですね，痛みが麻痺していると。 

  痛みがあるからこそ，人は頭が痛ければ休み，体が痛ければ，けががないかと見るという

ことをするわけで，痛みは動物の生存に役立つからこそ，かなり下等な動物から人間まで，

ずっと残っているといえます。 

  恐怖もそうですね。恐怖が起こって，さまざまな反応が一気に動員されることで，サバイ

ブする確率が高まる。高まるからこそ，これがやっぱり進化的に残ってきて，人間にもある

というふうに考えられます。そのことを考えると，こういう恐怖に関する反応というのは，

実は非常に動物的で，単純な反応だというふうに考えられます。 

  ＰＴＳＤを最初に治療し出したときに，非常に人間的な反応だというふうに思ったんです

けれども，生物学的な起源を考えるとむしろ動物と非常に共通点の多い，統合失調症なんか

に比べると，単純な反応というふうに考えられます。だからこそ，ＰＴＳＤのバイオロジカ

ルな解明というのが，やっぱり非常に進んできているともいえると思います。そういう進化

的に残ってきている反応が恐怖に関わってたくさんあって，そういうものが表れてきている

んだという考え方ができるということです。 

  全員がこういうふうになるわけじゃないけれども，この事例，この人が被害時に，どうし

て動けなかったかということは，本当にトニック・イモビリティーの典型だなと思います。

ここは多分，本当に反射ですね，この反射が起きちゃったんだろうと思います。 

  解離って何かというと，頭の中にある機能が統合しては動いていないというのが解離です。

一番重い解離，はっきりした解離は，そういうものの１組が一つのアイデンティティーを形

成しているわけですけれども，アイデンティティーが統合されていなければ，２人の人に分

かれますよね。人格断片に分かれますよね。 

  ＤＩＤ（解離性同一性障害）ができるというのは，そういうような縦に亀裂している感じ

なんですけれども，例えば感情だけが切り離されたり，認知機能だけが切り離されたり，そ

ういうことはいろいろあるわけです。 

  この場合は，認知機能は正常に働いて，相手を観察したり，先のことやニュースで聞いた

被害のことを考えているんですけれども，恐怖を強く感じ，一方で体は固まり，声は嫌と絞

り出すぐらいしか出せていない。このような全体の統合のできない感じは，心理学的にいう

解離，全体として解離ということができます。被害の途中から感情を遮断した。 

  自分では，どうしようもない危機，例えば小さい子だと，いじめとか親の虐待とか，そう

いうものがあるときには，こういう遮断するということがよく起こります。それこそ長期監

禁とか長期虐待のひどいケースは，例えば相手が手首を振り上げて，これから殴るというこ

とが分かった時点で，自分が痛みを感じないように感覚を遮断することができるというケー

スは何件も聞きました。 

  監禁事件だと，監禁されて二，三か月ぐらいたつと，そういうことが起きてきたりすると

思います。人によって違いますけれども，でも，そういう感覚の遮断や感情の遮断というの
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は，そういう事件では比較的よく起こりますし，小さい子がいじめられたりしたときには，

繰り返しあると，そういう遮断が上手になっているというようなこともあります。 

  心理学的には，これは感情の麻痺や非現実感といった解離の反応であり，トラウマ体験の

最中，周トラウマ期によく見られる反応です。 

  例えば，現在の社会で，被害について話すことは，簡単ではありません。自分の傷付きを

防ぎたいという観点からは，警察に行かなかったり，これからも付き合っていく人たちに話

さなかったりという選択肢は結構採られます。偏見を持った人がたくさんいるというところ

では，これは合理的判断というふうに考えられます。 

  危機に強い人は，結構解離的な人であることが多いです。多分，皆さん方の中にも，本番

にはすごく強いという方がいると思いますけれども，そういう人は，ちょっと解離的な要素

を持っていると思います。この事例の場合が，そういうところが発揮されている上に，トニ

ック・イモビリティーの状態があったので，非常に分かりにくい状態になっているケースと

いうふうに思います。   

  トニック・イモビリティーに加えて感情麻痺が起こってきたと考えると，大変このケース

はよく分かるケースです。 

  事例の２にいきたいと思います。 

  【スライド１８】事例の２は，優越的な地位にある加害者にラブホテルに強引に一緒に連

れ込まれ，性交されたが拒否できず，後でＰＴＳＤを残した例というふうに書いております。 

  この事件は，被疑事実は準強姦ですね。鑑定事項が，加害者と被害者が面識があり，かつ

加害者が被害者に対し，優越的地位（上司，先生等）にある場合の女性の性暴力被害者の被

害時及び被害後の反応，行動並びに心理状態はどのようなものか。一般的にということです

かね。 

  本件被害者が被害時，心理的・精神的に抵抗できないか，また，抵抗することが著しく困

難な状態にあったと認められるか。こっちは個別の話ですけれども，心理的な問題を，その

二つについて説明せよということでございました。 

 

  （事例２について，被害者と加害者の人間関係等を説明） 

   

  性暴力被害時及び被害後に被害者に生じる心理は，主に海外で，よく研究されています。

恐怖，自責，恥の感覚，無力感，戦慄，感情の麻痺，否認，健忘などがあることが分かって

います。自責感と恥の感覚の強さや感情の麻痺や健忘などの解離症状の多さは，性暴力被害

の特徴と。 

  本当にそうですね。例えば，その人が全然悪くないようなケース，例えば，高校の教師に

高校生が結構強引に連れ込まれて，強姦されたとか，そういうようなケースでさえ，被害者

に聞くと，大体すごい自責感を持っています。私が誘ったんじゃないかとか，もっと拒否す

ることができたんじゃないかとか。そういう自責感の強さというのは，どんなトラウマ体験

でも同じです。 

  例えば，もっとはっきり分かりやすいもので言えば，津波の被害で家族が死んでも，人は

自分のせいだというふうに自分を責めていますし，交通事故で子供が死んでも，ちゃんと青

信号で渡るように言わなかった私のせいだみたいに自分のことを責めているので，要するに，
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理不尽なことが起こったときに，人は意味がなく，そういう大変なことが起こったというの

に耐えられないんですよね。 

  多分，脳の構造が何かストーリーをつくるようにできている，そういうナラティブをつく

るようにできているという論文も最近出ていますけれども，一つの話をするためには，そう

いう何かすごく理不尽なことが起こったのは，自分のせいだというふうにした方がナラティ

ブになりやすいという，多分そういうことなんだと思います。 

  なので，ＰＴＳＤの人は例外なく自責的ですし，余り自責的過ぎて人に言えない，本当に

私が悪いと思っているから言えないということもよくあります。やっぱり恥ずかしいという

こともありますね。 

  それから，どうして性暴力被害には，こういう解離的な症状が起きやすいのかという問題

は，まだもう一つ，解明されきってないと思いますけれども，現象として，解離症状が起こ

りやすいということは研究として言われていると思います。 

  被害後に怒りの感情がある人もいるんですけれども，感情麻痺が起きちゃって，被害や被

害直後には感じられていない人が結構います。淡々としていて，一応，例えば調書なんか取

ると，半分周りの人が言うこともあって，厳罰に処してくださいとは言うんだけれども，強

い怒りがそれに伴ってないことは，きっと御経験があると思います。 

  そういうときは，感情麻痺が起こっているというふうに考えた方がよくて，大体，治療し

て，かなりよくなってくると，あんなやつ殺してやればよかったとか，すごく強い怒りの感

情が出てくることが普通です。だから，虐待の被害者の場合なんか大体麻痺していて，性的

虐待で父親からされたとすると，最初は父親のことを，いや，そんなに私は関心がないんで

すとか言うんだけれども，関心ないわけないですよね。自分のことを虐待していた父親に関

心がない人はいないんですが，関心ないと言ってしまう。こういう場合，過去のことを思い

出せない，思い出すというか，じっくり検討することができないんですね。治療して，ちゃ

んと思い出せるようになってくると怒りが爆発するというのは，本当によく経験します。 

  こういう感情の麻痺が起これば，自分が加害者に対して，恐怖を感じているとか怒りを感

じているということさえ分からなくなることがあります。 

  性器挿入を含む性的被害体験は典型的なトラウマ体験であり，すなわち，体験や，その後

に恐怖を含む多くの感情を伴うことを意味しています。被害を受けた人が強姦等の被害体験

の後に，何も感じないと，冷静な様子であれば，感情麻痺の症状があると考えた方が，正し

いことが多いと思います。 

  それって，詐病とどう違うんですかという質問を時々受けますが，本当に麻痺しているだ

けなんですね，感情が。だから，いろいろ正しいことは言うんだけれども，いろんな感情が

全く出てこない。詐病の人は大概怒ってみせたり，そういうことをしますよね。それもない

です。 

  また，自責感や恥の感覚は，被害体験の事実がどのようであっても，例えば子供が親から

被害を受けるといったような状態においても，実際に責任を負うべきかどうかということと

は関係なく，強く表現されます。自分が悪かったから，このようなことが起こった，人に言

えない自分の恥だなどと表現されます。 

  上記のような状態のために，性暴力の被害者は被害を受けて，嫌だったら抵抗するだろう

と，すぐに人に言うだろうという一般的な考えでは説明できない行動をとってしまうことが
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多いです。すなわち，家族にも相談しなかったり，何でもないように淡々として，加害者に

対して怒りを見せなかったりします。 

  一方で，恐怖感が強くて，家に引きこもったり，男性が怖いために，家族の男性にも近寄

れなくなることもあります。 

そして結局これらの心理状態は，被害者が加害者に抵抗したり，行為を拒否したり，警察

に届けたり，人に相談することを妨げてしまいます。 

  高校生ぐらいの女性が被害に遭って，ＰＴＳＤになると，男性嫌いで，そばに全く寄らず，

ズボンばかりはいているという人が一群います。実はもっと多い人は，性的に過活動になる

人で，性的な非行を繰り返すようになります。もう自分には先行きがないと思い，自分は汚

れていると思い，それは自分のせいだと思っている人は，自分の身を守ることをしませんし，

性的に，もう１回性交したりすることで，復讐したいというふうに思っている人もいますね。 

  聞ける程度に回復した人にどういうふうに考えているのと聞くと，お金をとって性交する

ことで，自分がやられてしまったことの復讐をしているというふうに言う人もいます。それ

から，そうじゃなくて，前の体験を塗り替えたいというふうに言う人もいます。 

  この辺も，被害に遭った後，たくさんボーイフレンドと付き合っていて，また被害にも遭

っているし，全然何でもなかったんだという言い方をされる被害者もいますけれども，もち

ろん何でもなかったわけではありません。性的な，アクティベーションというのは，１９７

４年，ＰＴＳＤの概念がまだできる前に，レイプ・トラウマ・シンドロームという最初の論

文が出たときから書いてあります。被害を受けた人によく見られるものとして，性的な過活

動が挙げられています。 

 

  （事例２について，被害者の被害時の心理状況等を説明） 

 

  被告人と被鑑定人との関係について，被鑑定人の心理を検討してみると，ＤＶや虐待被害

者との類似点が多いことが分かります。  

  大概，親子が一番典型ですけれども，学校の先生と子供とか，パワーがあって，大概こう

いう被害を与える人というのは，大体相手に共感的じゃないですから，支配的な関係を持っ

ていることが多いです。そういう関係の中でやっていると，被害者はその人の機嫌をうかが

うことに精いっぱいになってしまう。これも本当によくあることです。 

  その優越的な地位や脅しなど，心理的な力が働いて，抵抗ができないということもよくあ

ります。極端なケースだと，二十歳くらいになっても，身体的な虐待が続いていたりすると，

親に抵抗できない人が時々いるんですね。 

  多くは，思春期になると，だんだん力が強くなってくると，家出したりというようなこと

があるんですけれども，全然できない人がいて，こちらから見ると，親の方が，たたきのめ

せるんじゃないぐらいの体格体力に見えるんだけれども，本人は本当に怖がって，親の一挙

一動をいつも見ているというようなケースもあって，そこから逃れるというのは本当に大変

なことです。 

  優越的な関係があって，正確に言うと，支配・服従関係がつくられている場合は，言うこ

とを聞かなければ更によくないことが起きることを被害者は既に学習していますから，反抗

せずに加害者に従うことが多いです。 
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  例えば，子供の性的虐待では，ほとんどの場合，子供は抵抗せずに言いなりになり，繰り

返しの被害が起きます。優越的地位における支配性がどの程度の強度を持つかは，ケースに

より様々で，両者の相対的な関係にもよります。 

  例えば，暴力の極みみたいなケースでは，強制収容所の収容している方と収容されている

側というのは，パワーの差は圧倒的ですよね。生殺与奪の権が握られていますから，そこで

は言うことを聞かなかったら，死しかないわけですよね。だけれども，子供が小さくて，親

がひどい身体的虐待やネグレクトで，御飯食べさせないとかしている場合も，ほとんどそれ

に等しいです。子供は逃げられないし，実際死にますよね。そういう状況の中では，本当に

言いなりになるのが普通です。 

  職場なんかの優越関係は，それに比べれば，もうちょっと弱いものになります。だけれど

も，やっぱり２人のパワーの関係があって，以前鑑定したケースで，多分加害者の方がパー

ソナリティー障害で，反社会性人格障害ですね，それで，人を収奪するのが仕事みたいにな

っている人がいて，その人がある会社に入ってきたときには，周りの女性だけじゃなく男性

も，みんなお金を巻き上げられたり，殴られたりしているんだけれども，事件が明るみに出

るまでは，周りの人たちは全くそれぞれの被害が分かっていなかったケースというのがあり

ました。 

  私が何でその事件を知ったかというと，最後に，その人に見込まれちゃった被害者が死ぬ

ところまでやられちゃったからですね。そういうようなケースもやっぱりあります。 

 家族などの閉じた空間では，他からの情報が入らないため，認知の修正がなされないため，

支配性が強まります。 

  人に言うなとか，家族にばらすななどと加害者が脅すこともあります。性的行為について，

人に言うこと自体が恥ずかしいことでありますから，性暴力被害を受けたことそのものが，

一種の脅しの道具として使われます。 

  これも経験したケースですけれども，強盗などの他の犯罪被害だけなら警察に届けられる

のに，性的被害も受けたことによって，警察に行かなかったという事例も臨床で経験します。

これは，性交がすごく有効な脅しになっているというふうに考えられます。 

  内閣府のさっき挙げた調査には，たくさん質問があるんですけれども，無理やり性交され

た体験の４分の３が知人から行われます。また，若年者の被害が多く，未成年での被害が約

４割に達します。未成年の被害も，多くは知人から行われています。 

  学校の学生や生徒を対象にしたものでは，教師，塾や習い事の講師，部活動のコーチなど，

日常的な関係の中で優越的な地位にある者からの被害が多いです。これらの被害者の治療は，

性暴力被害者の臨床では，大変日常的です。私はこういうケースにまみれて，ふだんは臨床

しております。 

  性暴力の被害者は，年少者から高齢者にまでわたっていますが，未成年者の場合は，身体

的にも心理的にも社会的にも，成年者より力が弱いことが多いため，上記で述べたような日

常的な優越関係の中でも被害に遭いやすいというふうに考えます。 

  もう一つ，さすがに家の中で家族を殴っていますというのは，人は今や余り言わないと思

いますけれども，スポーツの特殊な世界で，しかもプロを目指すとなると，殴っても当たり

前みたいな，これも大分話題になりましたけれども，この体質というのはなかなか変わらな

いですね。 
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  スポーツコーチからの被害は，やっぱり臨床では結構見ます。こういう体質のせいで被害

者の方もなかなか言えない状況に追い込まれていて，被害が潜在化しやすいというふうに思

います。 

  こういうケースを治療していると，ある程度回復してくると，丁寧に話を聞けば，何でこ

んなふうになったのか，よく分かるんですけれども，やっぱり刑事裁判の段階での調書の中

では，こういうような心理というのは，ほとんど発見されていなくて，むしろ，例えば検事

さんは，余りこの人が抵抗できなかったことなんかを聞いてしまうと，公判維持が難しいと

思われるのかもしれませんけれども，抵抗できなかったことを聞かずに一つストーリーが作

られているんですが，それって本当のストーリーなのというふうに，後で思うケースがある

こともあります。 

  それは何か，ちょっともったいないなというか，無理にそういうことを作らなくても，本

当によく聞けば分かるのになというのが，医者の立場からは思うことではありますね。 

  事例に関しては以上です。 

  【スライド１９】これは，参考です。さっき挙げたものですが，資料として出したんです

が，警察がやっている犯罪被害者の類型別の継続調査のちょっと古いのを持ってきたんです

けれども，これで見てみると，やっぱり性犯罪の被害が一番，具合が悪い人，Ｋ６というの

は，うつと不安を簡単にスクリーニングするものですけれども，その後の様子を見てみると，

大体経過年数が，殺人・傷害が約４年６か月，交通事故が４年３か月，性犯罪が３年５か月

ぐらいの人たちですけれども，それぐらい経っても，明らかに具合が悪い人が多いのは分か

りますよね。 

  性犯罪による被害と，次が殺人・傷害の遺族と被害者本人ですから，この二つが犯罪被害

者支援の相談の多くを占めていることもうなずけるところです。 

  【スライド２０】これが，さきほどお話しした加害者との面識の有無と異性から無理やり

に性交された被害に遭った時期というのをクロス表で，これ，内閣府の方でクロス表が出て

いたときがあって，それでやっているものですけれども，例えば，小学校入学以前は４ケー

スしかないですけれども，全く知らない人が１件，面識ありが３件で，顔見知り程度の人と

よく知っている，よく知っている人は，これ多分，性的虐待ですね。という感じです。 

  小学生のときでも，面識ありの方が多くて，よく知っている人がほとんどで，この辺は全

部虐待のケースというふうに考えられます。ただ，知らない人の６件というのも，やっぱり

小学生だと多いんだなというのが分かります。 

  中学から１９歳まで，この辺を見ていただきますと，これもやっぱり，よく知っている人

が多くて，知らない人は大体それよりは，半分ぐらいですかね，というふうになっています。

こちらが実際の被害の実情なんだろうとは思います。  

  【スライド２１】最後のスライド，事例の２番目のケースは，トニック・イモビリティー

と解離と，それから背景に関係性の問題があるというふうに整理しております。今，その三

つについては，それぞれ御説明いたしました。 

  ということで，私もまた鑑定をするときに参考にできると思いますので，御意見をいただ

ければと思います。 

  以上です。 
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○山田法務総合研究所部付  

ありがとうございました。 

  それでは，引き続き，質疑応答に移らせていただきます。 

  御質問ありますでしょうか。 

 

○野原法務総合研究所総務企画部副部長 

 法総研の総務企画部の副部長，野原でございます。今日はお忙しいところ，貴重なお話を

頂き，誠にありがとうございます。 

  ちょっと，若干細かいのかもしれないんですけれども，１点教えていただきたいことがご

ざいます。性犯罪の被害者の方については，トニック・イモビリティーという症状が表れる

ということが多いというお話と，解離症状が表れることが多いというお話がありまして，事

例２ではＴＩプラス解離という分析をしておられまして，事例１ではＴＩと感情麻痺という

…… 

 

○小西先生 

 これもＴＩプラス解離です。感情麻痺も解離のうちの一つというふうに考える。 

 

○野原法務総合研究所総務企画部副部長  

なるほど。 

  ＴＩと解離というのは，どういう関係にあるのかというのを，ちょっと教えていただけれ

ばなと思ったんですが。 

 

○小西先生 

 そういう質問が出るだろうと思っておりました。 

  今のところ，解離というのは，臨床的に研究されてきたものでして，さっきもお話しした

ように，生物学的な基本というのが，余りまだ解明されていないんですね。 

  その中に，例えば，体が動かないという直後の症状として，ＴＩというのが説明されると

いうのが入ってきているので，直後の動きとして，お聞きになったことがあるかと思います

が，ファイト・オア・フライトあるいはフリーズという言い方をしますけれども，このファ

イト・オア・フライトのところについては，アドレナリンががんと出ると，そういうことが

起こるというところで，生物学的実態があるんだけれども，フリーズの方は，現象的にはフ

リーズがありながら，実際に，どうしてそういうことが起こるかというのが，余り説明され

ていなかったんですよ。 

  フリーズが，体の運動の麻痺という，その麻痺という言葉で，解離の一端として説明され

るということもあったし，自分でもそういうふうに鑑定書を書いたこともあったんですけれ

ども，フリーズに当たるところをトニック・イモビリティーが説明していると考えています。 

  臨床的な解離というものが，一体どういうふうに分類されて，それがトニック・イモビリ

ティーとどういう関係を持つのかというのは，ちょっとまだこれからなんですね。

Dissociationディソシエーション，解離とＴＩに関しては，トニック・イモビリティーが起

きた人は解離が起きやすいとか，そういうレベルでは実証研究があるんですが，ちょっとそ
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れ以上の，本当にこういうふうに分かれているんですよという説明がまだありません。 

  臨床的には分かっている不思議な状態ですよね。感情だけ麻痺したり，感覚だけ麻痺した

り，記憶が麻痺したりという，そういう状態が，一つの解離性障害という精神障害の枠にあ

ることは間違いないわけで，そういう状態があることに議論はないと思うんですけれども，

じゃそれが生物学的に説明されるものと，どういう関係かというところは，ちょっとまだ不

十分だと思います。 

  そういう意味では，人間におけるＴＩというものが，もうちょっと研究が進んでくると，

もっとはっきりするのかなと，むしろ解離の研究の方にも影響を与えるのかなと思います。 

  例えば，解離の痛覚麻痺なんかは，エンドルフィン系，オピオイド系ですね，脳内の。そ

ういうホルモンが分泌されることによって実現されるんだろうとか，そういう個別のことは

いわれているんですけれども，じゃ解離総体として，集めた解離性障害のバイオロジカルな

基盤が何なのかというと，まだ説明ができません。 

 

○山田法務総合研究所部付  

ほかの御質問はいかがでしょうか。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官 

 刑事局刑事法制管理官の東山と申します。先生，本日は非常に興味深いお話をしていただ

きまして，ありがとうございました。 

  若干，法律的な観点からの質問になってしまうんですけれども，被害者の方が，このＴＩ

ないし解離の状態になった場合のことをお聞きします。 

  例えば強制性交等を立証する場合に，検察官は，犯人側が被害者が性行為に同意していな

いということを認識していること，つまり，故意を立証しなければならないわけですけれど

も，ＴＩないしは解離あるいは感情麻痺になっている相手方が，性行為に同意していないの

か，あるいは，ボーダーレスというか，認定が非常に難しいところであるんですが，渋々な

がらも同意しているんじゃないかとか，要するに，その辺りの区別を犯人側ができるんでし

ょうか。 

  何といいますかね，徴表というか，メルクマールといいますか，その辺りは，どういうふ

うに考えればよろしいんでしょうか。 

 

○小西先生 

 おっしゃっている場所が，やっぱりキーポイントだと思います。 

  ここのところは，むしろ私も聞きたいんですけれども，全く無動になっている人というの

は，それは合意していないんだけれども，抵抗もしていませんよね。この人たち，意識状態

は割と清明ですから，自分では嫌だと思ったりしているわけだけれども，全く発言もしてい

なければ，体も避けるとか，そういうこともしていないわけで，また逆に，被害を与えるよ

うな人たちは，どちらかといえば，そういうことを敏感に察知する人じゃないですよね。す

ごく自分勝手な人が多いので，そういう意味では，それが合意していないことの表れだとい

うふうに，今の状態でそういうふうに思うことは難しかろうとは思うんですね。 

  だけれども，抗拒不能の問題ともつながってくるんですけれども，トニック・イモビリテ



-17- 

 

ィーなんて，明らかに抗拒不能ですよね，この状態の間は。その後，解離してしまったら，

多分，一度も合意は与えないんだけれども，抵抗が全くなく性交が進むわけですよね。 

  その中で，合意はしていないということは，加害者の方は分かっているケースもやっぱり

あります。それでも，裁判所の判断が，抗拒不能とはいえない，客観的に見て，この人動け

たじゃないかとされているケースもあって，そういう言い方していいかどうか分かりません

けれども，裁判長が知らないだけじゃないか。無知で，こういう状態のときに何が起こるか

知らないで，一般人の感覚で，急に恐怖を与えられた人がどうなるか知らないのに，自分が

そこの場にいたら動くだろうみたいな形で判断するのは，余りにも乱暴じゃないかというふ

うには思うんですけれども。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官 

 抵抗できたかどうかということは，故意の立証とはちょっと別の話で，客観的に同意して

いないということは立証できるのかもしれませんけれども，問題はやっぱり故意の立証だと

思っていまして，我々は本日先生の講義を聞いたこともありますので，例えばですけれども，

完全にフリーズといいますか，何の反応もなくなった人について，この人は同意していない

んだなというのは分かるとは思うんですけれども，要するに，全く心理学的な知識のない犯

人が，相手方が同意していないと受けとるのか，消極的ではあるけれども同意しているとい

うふうに見ているのか。そういうときには，やっぱり検察官としては，同意していないとい

うことを分かっているということを立証しなければいけないんですけれども，その辺りを，

例えば，どういうような材料から拾っていけばいいのか，聞きたかったところでございます。  

 

○小西先生 

 どっち側から見たときですかね。加害者側から見たときに，共感性が低い人たちが，この

被害者は同意していない，嫌がっているんだと思うのは，それはなかなか難しいと思います

ね。 

  ただ，そういう意味では今度，程度問題として，やめてと言うこと自体もすごく大変なこ

とで，またそうすると，今度は抵抗がどのくらいかという話になるんだけれども，ケースに

よってはそれだけ言えたら，最大に言えていると考えなくちゃいけないと，医学的に見れば，

私は思うんですよね。だけれども，そういうふうに捉えられていない。 

  もうちょっと，そういうところが丁寧に捉えられれば，全ケースじゃないけれども，抵抗

していたということが，もう少し言えるんじゃないかなとは思います。 

  ただ，正直，びっくりしたら人は動けなくなるんだから，それは同意がないことだという

ふうに世の中の常識が変わる必要があるのかなと思います。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官  

なるほど，分かりました。ありがとうございます。 

 

○小西先生 

 でも，それは何か，納得がいかない話です。 

  犯人が共感性が低くて，相手のことなんか考えない勝手な人であればあるほど，相手の状
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態を認識しないということになりますよね，相手の同意を。それでいいのかというのは思う

んですけれども，そこから先は私の専門じゃないんで，頭が止まってしまうんですが。 

  だから，せめてもっと，一番最初に言いましたよね，本当に嫌がっていても消極的な抵抗

ぐらいの人がすごく多いと。その辺の消極的抵抗が，抵抗として認識されないと変わらない

のかなというふうに思いました。 

 

○東山刑事局刑事法制管理官  

ありがとうございます。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長 

 官房秘書課の吉田と申します。本日は貴重なお話を聞かせていただいて，ありがとうござ

いました。 

  今の質問とも若干関連するかもしれないんですけれども，今話に出たのは，加害者側が相

手の同意のないことを認識できるかという話でしたが，その前提として，処罰に値する性行

為をどのように外形的に切り出せるのだろうかという点に関連してお伺いできればと存じま

す。単なる性行為，例えば，交際していて，意思決定に何の瑕疵もない者同士が性行為をす

る，これは処罰できないわけでございますけれども，それを前提として，どのようにすれば

処罰に値する行為を外形的に切り出せるのだろうかということを考えておりまして，同意の

ない性行為は全て処罰対象とすべきだという御意見もあろうかとは思いますが，ただ，同意

の有無は内心の問題になってしまうので，それだけでは，外形的には，やはり処罰に値しな

い性行為との区別ができないのではないかという議論もあると思います。 

  そういう中にあって，例えば，本日お話しになったトニック・イモビリティーが類型的に

生じやすい状況ですとか，あるいは加害者側の行為として，類型的にこういうことがあると

生じやすいとか，そういう処罰に値しない性行為と切り分ける目印のようなものがあるかど

うかについて，御経験，御知見がおありでしたらお聞きできればと思います。 

 

○小西先生  

すごく難しいですけれども，それは，性行為そのものに伴う行動でということですかね。

そうなると難しいですが，基本的には，ここに出てきたような，知人であれば，やっぱり関

係性の問題がすごく大きいですね。パワーのある人がパワーのない人に向かってやっている

ときには，やはりいろんな反応も起きやすい。要するに，どうしたらいいか分からないから

というのはあります。けれども，もうちょっと行動に近いことで何かという御質問ですよね，

多分。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長  

そうですね，例えば，事例の一つ目ですと，突然，見知らぬ者が，被害者としては１人で

あると思っていた空間に入ってきた，そして，「やらせてよ」という，普通の社会人の間で

は初対面では言わないであろう言動があったということで，確かに，被害者としては驚き困

惑することは間違いないと思うのですが，その一方で，驚き困惑させられるようなシチュエ

ーションというのは，世の中にいろいろありそうな気もして，そういうのがあれば，常に，
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犯罪に近い，処罰に値する性行為に結び付き得るといえるのかというと，若干ちゅうちょも

あるところです。ただ，一方で，先生の御知見の中で，類型的に，そういう場合には，こう

いうトニック・イモビリティーみたいなものが生じやすいのだということがあるのであれば，

それは私の認識が誤っていることになるのかなとも思ったりして，何か，行為そのものや，

行為が行われるその場の状況などに特徴的なものがあるのかどうかという点に関心があるの

ですが。 

 

○小西先生 

 結局，研究論文は，被害者を調べているために，被害者の特性というところにどうしても

関心がいきがちなんですね。そうすると，ＰＴＳＤが，ある人は起きやすいとか，そういう

ふうに出てくるんだけれども，多分それは，思われていることとは違うんですよね。 

  多分，事例１ではおっしゃるとおりで，驚愕度が非常に強くて，何の思ってもいないこと

が起きたということも，一つの要因としてあるというのは，あると思いますね。 

  ２番目の方もそうですね。ラブホテルに行って性交するなんて，思いもしない相手から言

われて，すごく驚いたというのもあって，なかなか難しいけれども，やばいぞ，やばいぞと

思って，そうなるというケースに比べれば，これは二つとも，すごく驚いていて，恐怖が突

然くる，そういうようなことが，やっぱり招きやすいところはあると思いますね。 

  ただ，本当に，あると思いますねくらいのところで，決定的なことが言えなくて申し訳な

いです。 

 

○吉田秘書課企画再犯防止推進室長  

ありがとうございました。 

 

○大塲保護局観察課長 

 保護局観察課長の大塲でございます。貴重なお話ありがとうございました。 

  小西先生は昔から被害者支援のレジェンドでおられたので，本当に今日，お話を伺えてよ

かったなと思いました。 

  更生保護の分野で，性犯罪も含めて，被害者の方とお会いするのは，事件からかなり時間

が経ってからがほとんどです。例えば，刑務所入所中の加害者の仮釈放の是非について意見

を言いたいといった場面等が考えられます。 

  そういったときに，とりわけ，性犯罪の被害者の方に対応する保護観察官が専門職として，

特に配慮しなくてはいけないことは何かといった点についてお伺いしたいと思います。  

被害者によっては，例えば，たいへん強い怒りの表出をされたり，既に確定した，どうにも

ならない判決に対して，非常に納得いかないとおっしゃる方もいます。裁判のときは言えな

かったけれども，今は怒りが爆発して，殺してやりたいというふうなこともあります。 

  そういったときに対応する専門職としての保護観察官に対し，是非，ご助言いただければ

と思います。 

 

○小西先生  

そうですね……多分，どっちかというと，これから釈放される人たちの心情とかは，よく
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御存じなんだと思うんですよね。そういうときに，被害者から怒りをぶつけられると，大概，

どうしても言い訳する，ああ，でも，それはこういうことだからと，かなり自動的に言い訳

する人が多いかなと思うんですけれども，怒っている人は，言い訳すると，余計怒ると思う

んですね。 

  怒っていたら，私の立場からすると，怒れるまでは回復したんだねという感じだと思いま

すし，本当にそういうところで，まだ全く回復していない人は，行けない，その場面に行け

ないと思いますから，少なくとも，来られたこととか怒っていることとかは，本当は評価し

た方がいいんだと思うんですよね。 

  だけれども，それが司法の決定に何か影響を与えることはすごい少ないと思うので，そう

いう立場に立って聞くんだったら，怒りも受け止めてください。それぐらいしか。 

  理不尽な怒りもありますよ。ＰＴＳＤの一環としての怒りは，やっぱり理不尽ですので，

本当に回復していない限りは，「そんなに怒ったってしようがないでしょう」みたいな怒り

を持っている人も，それはあります。 

  加害者の方はあっけなく事件のことは忘れますよね。捕まらないようにしようと思ってい

るだけというのが実態だと思いますけれども，被害を受けた人は，ここにありますように，

３年半たっても３分の１くらいの人は，まだ非常に具合が悪いわけですよね。その辺がすご

い不釣り合いだということは，やっぱりよく知っていただく必要があると思います。 

  被害を受けた方は，ほとんど一生の影響を受けます。それで人生変わってしまって，例え

ば，普通の就職ができなかったり，学校に行けなくなっちゃったり，ずっと生活保護だった

り，そういう人が結構いるんですね。 

  やっぱり，「あんた誰でしたっけ」くらいに忘れる人と，こちらの人が受けた被害の大き

さというのは全く違うので，だから，同様に共感せよというのは，それは不可能なことだし，

被害者はどうしてもそういうふうに怒るわけです。けれども，同じ大きさで共感することは

無理なことですよね。無理なことなんだけれども，それで無理でいいんだけれども，そうい

うアンバランスをよく知ってくださいという，それはもうしようがないんだということで，

真ん中の人が受け止めるしかないんだと思っていただくことしかないかもしれないなとは思

います。 

  すみません，余りいい答えになりません。 

 

○大塲保護局観察課長 

 いえ，心に響きます。ありがとうございます。 

 

○山田法務総合研究所部付  

あとはよろしいですか。 

  時間もありますので，質疑応答をここで終了とさせていただきます。 

  最後に，座長の西山政策立案総括審議官から一言お願いいたします。 

 

○西山政策立案総括審議官  

私，本ワーキンググループの座長を務めています西山でございます。 

  小西先生におかれては，御多忙の中，足をお運びいただき，貴重なお話を頂きまして，本
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当にありがとうございました。 

  限られた時間ではございましたけれども，先生の豊富な御経験に基づき，また，各種デー

タや具体的な事例を示していただき，御講義を頂きまして，性犯罪被害者の方々の被害時の

心理状態であるとか，あるいはその反応について，分析的に丁寧に御説明を頂いて，本当に

理解を深めることができたというふうに思っております。 

  本日得られました知見につきましては，本ワーキンググループにおきましても，大いに参

考にさせていただきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。 

 

○山田法務総合研究所部付 

 それでは，小西先生，ありがとうございました。 

  これをもちまして，第８回性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ

を終了させていただきます。 

－了－ 



刑法改正の影響とその評価、性犯罪被
害者の鑑定における課題等

武蔵野大学 教授 心理臨床センター長

小西聖子
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刑法改正の影響とその評価、性犯罪被害
者の鑑定における課題等
お話、検討したい内容

支援の領域での刑法改正の影響とその評価

性犯罪被害者の精神鑑定事例に見る被害者の心理、行
動評価と司法における評価

１）事例１：被害を受けた人の被害時、被害後の反応

２）事例２：加害者の認識とは？

2



支援の領域で
の刑法改正の
影響とその評価

どのような変化が起きて
いるか

3



「平成３０年版犯罪白書の概要」
から
強制性交等認知件数 1,109件（前年(強姦)比 12.1%増） うち男性が被害者 15
件

平成16年以降減少傾向にあったが29年は増加

強制わいせつ認知件数 5,809件（前年比6.1%減） うち男性が被害者 200件

平成22年から増加傾向にあったが２6年から減少

監護者性交等(平成２９年新設) 認知件数 16件

監護者わいせつ(平成２９年新設) 認知件数 18件
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性犯罪認知件数(平成25年から29年については犯罪白書、平成30年1月から
12月については政府統計e-Stat中 犯罪統計 平成30年１～12月犯罪統計【確定値】 訂正版）
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人が被害者となった刑法犯被害発生
率とその変化
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人口10万単位の発生率推移
性犯罪被害（1軸）、人が被害者となった刑法犯（2軸）

強姦・強制性交等 女性に対する強制わいせつ

女性を被害者とする刑法犯 人を被害者とする刑法犯

●2軸

平成30年度版犯罪白書：人が被害者となった刑

法犯の認知件数及び男女別の被害発生率の
データ（表6-1-3-1）及び図6-1-1-1に基づいて計算。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_2_6_1_3_
0.html

平成20年から平成28年は強姦、平成29年からは
強制性交等罪（女性被害者）の統計に変更

女性を被害者とする刑法犯及び強姦、強制性交
等、強制わいせつは女性被害者データのみ

■ 性犯罪被害発生率については1軸目盛
● 刑法犯認知件数発生率については2軸目盛
を参照

■1軸
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人が被害者となった刑法犯被害発生率（犯罪白書）
の比率変化（平成20年度を1とした数値）

平成30年度版犯罪白書：人が被害者となった刑

法犯の認知件数及び男女別の被害発生率の
データ（表6-1-3-1）及び図6-1-1-1に基づいて計算。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_2_6_1_3_
0.html

女性を被害者とする刑法犯及び強姦、強制性交
等、強制わいせつは女性被害者データのみ
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内閣府男女間の暴力に関する調査
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より広範な影響

刑法改正

性暴力被害者支援
の政策

社会における性犯
罪に対する問題意
識の高まり

官僚等によるセク
シャルハラスメント
などへの問題意識

の高まり

＃Me Tooなどの
世界的運動
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13歳未満 13～17歳 18～19歳 その他 合計

実人数 29 88 73 7 197

性別 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男

強制性交等 2 1 40 5 37 1 5 0 84 7

強制わいせつ 10 3 16 0 11 2 2 0 39 5

監護者による強制性交等 7 1 13 1 7 2 0 0 27 4

監護者による強制わいせつ 4 0 0 1 0 0 4 1

デジタル性暴力 1 0 4 0 3 0 8 0

痴漢 0 0 3 0 3 0 6 0

ストーカー 0 0 2 0 1 0 3 0

デイトDV 0 0 1 0 4 0 5

その他 0 0 2 0 2 0 4 0

計 24 5 81 7 68 5 7 0 180 17

ＳＡＲＣ東京ホットラインに寄せられた子どもに対する性暴力実
態 （2018年4月～2019年3月）
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13歳未満 13～17歳 18～19歳 その他 計

実人数 29 88 73 7 197

性別 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男

本人 0 0 34 6 36 3 1 0 71 9

母親 20 0 18 0 23 0 0 0 61 0

父親 0 3 0 5 0 2 0 2 0 12

祖父母・叔母等親戚 3 0 2 0 0 0 5 0

友人・先輩 0 0 9 1 2 0 11 1

交際相手 0 0 0 3 2 0 1 2 4

知人 1 1 1 3 0 0 2 4

関係機関 1 0 6 0 4 0 2 1 13 1

不明 0 0 0 0 1 0 1 0

計 25 4 70 18 68 5 3 4 166 31

ＳＡＲＣ東京ホットラインに寄せられた相談者別実態

平川理事長提供 （2018年4～2019年3月）
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英語文献における性被害時の被害者
の態度（山本、未発表）

PsycINFO、PuｂMEDで時期を限定せず、(rape or sexual assault or sexual violence) AND

(resistanse or resisting or refusal )AND(response or reaction or behavior),で検索

査読のある実証研究 のうち目的に合う論文26件の結果では、

●抵抗が外見上明確な行動よりも消極的な抵抗行動の方が被害者に共通してみられやすい。

もがく、避ける、払いのける、泣く、加害者を説得する、やめるように言う、懇願する、交渉する

●積極的な行動をとらない人、または「凍り付いた」「何もしなかった」人はどの調査にも必ずい
る。18％-69%
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性犯罪被害者の精神
鑑定事例に見る
被害者の心理、行動
と司法における評価

事例１：被害を受けた人の被
害時、被害後の反応

事例２：加害者の認識とは？

13



筆者の被害者に係る鑑定歴
2006年から現在までに 69件（医療の情報のみで書いた患者の意見書は除く・証人
尋問等含む）

◦ 刑事48件
◦ 民事21件

◦ 意見書鑑定書等 50

◦ 警察検察から委嘱 35
◦ 裁判所から委嘱 18
◦ 指定弁護士、当事者（原告、被告）から委嘱 16

14



事例１
見知らぬ加害者が部屋に入ってきた直後に、全く体が動かなかった事例

１．事件

被疑事実 強制性交等

２．本意見書における検討事項

被害女性が、意思に反した性交を要求されながら、抵抗することなく性交に応じてしまうよう
になった心理状況とその理由

15



Tonic Immobility（動物学では「擬死」）

進化的に各種の動物にみられる反射の一つである。最近、TIの反応は、人間にも起こる、と考

えられるようになった。PTSDの患者の再体験時などの体の反応が研究されている。

Tonic immobility (TI) は、避けることのできない危険に対する意思とはかかわりなく生じる反応

である（involuntary reflexive reaction） 。特徴として、一時的な広範な運動抑制と外的な刺激に

対する相対的無反応が見られる。 (Ratner, 1967).

PTSD患者とそうでない人に、脅威刺激を与える実験ではPTSD患者には特に明らかな身体の

TIが見られたという。体の揺れの減少、頻脈と心拍数の減少など。(Volchan et al., 2011, 2017). 

TIの大きさはPTSDと関連するという研究もある。 (Fiszman et al., 2008; Rocha-Rego et al., 2009; 

Lima et al., 2010; Portugal et al., 2012; Maia et al., 2015; Kleine et al., 2018).
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Tonic immobilityの反応+感情麻痺
本件の被害者の行動の分かりづらさは、この二つの概念で説明できる。
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事例２
優越的地位にある加害者に、ラブホテルに強引にいっしょに連れ込まれ、性交されたが、拒否
できず、後でPTSDを残した例。

１．事件

被疑事実 準強姦

２．鑑定事項

１ 加害者と被害者とが面識があり、かつ、加害者が被害者に対し優越的地位（上司、先生等）
にある場合の女性の性暴力被害者の被害時及び被害後の反応、行動並びに心理状態はどの
ようなものか。

２ 本件被害者が被害時、心理的・精神的に抵抗できないか、また抵抗することが著しく困難な
状態にあったと認められるか。
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事例2の資料：被害者の現在（過去30日間）の精神健
康状態について
【Ｋ６による】 平成２０年度犯罪被害類型別継続調査 調査結果報告書（平成２１年３月）より

※対象者の被害からの経過年数は、殺人・傷害等で平均54.2か月（約4年6か月）、
交通事故による被害で50.7か月（4年3か月）、性犯罪による被害で平均41.2か月（約3年5か月）である。
K6の合計値が13点以上の場合、「重症精神障害相当」とされている。
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事例2の資料：加害者との面識の有無×異性から無理やりに性交された被害に
あった時期クロス表
e-Stat統計表一覧 「平成23年度男女間における暴力に関する調査集計結果統計表」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL02020101.do?method=xlsDownload&fileId=000006172797&releaseCount=1 より抜粋

問25 異性から無理やりに性交された被害にあった時期

問23 加害者との面識の有無 全体
小学校
入学前

小学生の
とき

中学生の
とき

中学卒業
から19歳
まで

20歳代 30歳代 40歳代
50歳代以
上

無回答

全体 134 4 14 7 27 47 19 4 6 6 

まったく知らない人 23 1 6 2 7 5 1 - - 1 

面識あり（計） 103 3 8 5 20 41 16 4 5 1 

顔見知り程度の人 20 1 - 1 7 10 1 - - -

よく知っている人 83 2 8 4 13 31 15 4 5 1 

無回答 8 - - - - 1 2 - 1 4 

被害時期が未成年時 38.8％（134人中52人）

知人から被害 76.9％（134人中103人）
未成年時知人から被害 69.2％（52人中36人）
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TI+解離+背景に関係性の問題
被害者と加害者の関係性とパワーによるコントロールの問題

繰り返しの被害ではカギとなる概念

抵抗できず、性的虐待などでは、表面的には「進んで」行われることもある（そうしたいわけでは
ない）

当初は、自責感が強く、治療に抵抗することもある。

家族内の問題では、通報できないことが多い。
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性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第９回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年９月２４日（火）   自 午後 １時２９分 

                       至 午後 ３時２３分 

 

第２ 場 所  法務省共用会議室１ 

 

第３ 議 題  性犯罪被害に遭った障害者の家族からのヒアリング 

        障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体等からのヒアリング 

        その他 

 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

それでは，ほぼ定刻となりましたので，ただ今から性犯罪に関する施策検討に向けた実態

調査ワーキンググループの第９回会合を開催いたします。 

  本日は，２部構成のヒアリングを予定しております。まず，第１部といたしまして，犯罪

被害者支援弁護士フォーラム事務次長の上谷さくら先生御同席のもと，性犯罪の被害に遭わ

れた障害者の御家族からヒアリングをさせていただき，引き続き，第２部といたしまして，

性暴力のない世界の実現に向けた啓発活動を手がける特定非営利活動法人しあわせなみだ理

事長の中野宏美様，同スタッフの菊池悦子様，東洋大学社会学部社会福祉学科の岩田千亜紀

助教，犯罪被害者支援弁護士フォーラム会員の芹澤杏奈弁護士からのヒアリングを行う予定

とさせていただいております。 

  本日のヒアリングでは，第１部，第２部それぞれ，お話をいただいた後に質疑応答の時間

を設けさせていただきます。 

  それでは，まず第１部といたしまして，性犯罪の被害に遭われた障害者の御両親からのヒ

アリングを行います。御両親のお話の前に，上谷先生から事案の概要等についての御説明を

いただき，また，お話の後に質疑応答の時間を設けます。 

  本日はお越しいただきありがとうございます。 

  それでは，よろしくお願いします。 

 

○上谷さくら先生  

皆様，こんにちは。弁護士の上谷さくらです。今日はよろしくお願いいたします。 

  本日は，性犯罪の被害に遭われた当時１２歳の女の子の御両親にお越しいただいています。 

  まず，事案の概要についてですが，加害者は障害者の短期入所施設の介護職員で，ほかの

施設もかけ持ちして働いている状態でした。被害者は，御両親のお嬢さん，当時１２歳で，

この施設を月に１回，２泊３日で短期利用しておりました。 

  平成２９年５月の夜７時半頃，施設内において，被害者が知的障害のために心神喪失の状

態にあることに乗じて，被害者に対し，そのズボンとおむつを引き下げて，でん部付近に射

精して精液をかけたというのが事案の概要です。 

  被害者は，生まれつき知的障害と身体障害があります。知的障害は最も重い「愛の手帳」

１度で，大体生後６か月前後くらいの知的レベルです。言葉を話すことはできない，周囲の

人が言っていることは理解できない，楽しいときは声を出して笑うけれども，自分の要求を

伝えることができない，排せつの意思表示ができないのでおむつを着用している状態です。

御両親はお嬢さんが何をしてほしいと思っているのかというのは分かるけれども，多分第三

者は分からないであろうという感じだそうです。 

  身体障害は最も重い身体障害者手帳の１級です。床や椅子にお尻をつけて座ることはでき

るけれども，一人で歩いたり立ち上がったりすることはできず，自由に腕を動かすこともで

きません。背中が猫背のように丸まっているということもあります。自分でうつ伏せの体勢

になることは，少し苦しいと感じるようで，ほとんどないというような状況です。 

  この事件ですが，加害者が射精して精液をかけた直後らしき場面をたまたま同じ施設で勤
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務していた同僚が発見したところから，発覚しております。当初，加害者は否認していたよ

うですけれども，警察に通報されて，逮捕に至りました。 

  捜査や公判手続ですけれども，お母さんの事情聴取があって，調書を作成しています。お

父さんの調書は作成していませんが，警察から説明は御一緒に受けていらっしゃるというこ

とです。公判は，自白事件なので御両親の証人尋問などは行われておりません。公判廷では

被害者の特定事項の秘匿が行われております。御両親が被害者参加をして，在廷をし，被告

人との間と傍聴席との間を遮蔽しております。御両親それぞれが心情等の意見陳述を行いま

した。また，その被害者参加をする際に被害者支援都民センター職員による同行等の支援が

ありました。その後，損害賠償命令の申立てをして決定も出ております。 

判決は，求刑が懲役２年で，判決は懲役２年保護観察付き執行猶予４年間という結果でし

た。 

  今日は，私と御両親との間で，Ｑ＆Ａといいますか，そんな形でお話を進めていきたいと

思っています。被害者の御両親を，ここでは，「お父さん」「お母さん」と呼ばせていただ

きます。私，たまたまお父さんと共通の知人がおりまして，お父さんがその知人の方に，娘

がこういう被害に遭ったということで相談されたところ，その知人の方が私を紹介してくれ

たという御縁で，被害者参加人の代理人として事件を受けることになりました。 

  まず事件について，私が最初に御両親からお話を聞いたときに，一番大変だったのは被害

に遭った娘さんなんだというお話がありました。お母さん，まずこの事件の連絡を受けて，

その日のうちにいろんなことがあって大変だったと思いますけれども，お嬢さんのことでは，

どの辺りのことを一番心配されたでしょうか。最初はびっくりして，御主人に電話したけれ

どもお母さんは泣いていて，御主人としては，何を言っているのかよく分からなかったとい

うような状態だったということですよね。 

 

○被害者母  

施設から連絡が入って，理解するまでにちょっと時間が掛かって，とにかく産婦人科へ連

れていくので来てくださいというので，よく考える暇もなく産婦人科へ行って，まだ１２歳

だった娘を産婦人科へ行かせていろいろ検査を受けさせるのも，私の中ではとてもつらいと

いうか，言葉にできないような気持ちになって。あとは，ピルを飲ませなきゃいけない状況

に，とにかく娘にはすごく申し訳ないというか，何でこんな状況になっているんだろうとい

う気持ちで，とにかく娘には申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。 

 

○上谷さくら先生  

ありがとうございます。 

  この事件を通して，御両親にとっては，本当にいろんなことが急にたくさん起こりました。

捜査は割とスムーズに進んだ印象ですが，起訴されてから，御両親は裁判に被害者参加をさ

れることになりましたよね。被害者参加をしようと思った理由は何かありましたか。 

 

○被害者父  

ちょっとうまく言えるか分からないんですけれども，裁判という仕組みがあって，そうい

う過程を経ることで，自分たちの，何ていうんですかね，気持ちの整理じゃないですけれど
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も，やっぱり（上谷）先生に，こういうふうに思っているとか，いろんなことをお話しした

りとかというのもありますし，意見陳述に関してもやっぱり自分がごちゃごちゃとなってい

る複雑な気持ちを一つ整理するきっかけになったのかなとは思いますけれども。 

 

○上谷さくら先生  

お二人とも心情の意見陳述の書面を作成して，当日読み上げましたけれども，これを作成

するのは大変でしたか。 

 

○被害者父  

５分ぐらいでやっちゃいました。 

 

○上谷さくら先生  

本当ですか。気持ちがいっぱい。 

 

○被害者父  

何か，そうですね，もう何というのか，あふれ出るものがあって，やっぱりそれまで，ち

ゃんと文章にしてほかの人が聞いても分かるような形にしないといけないということで，そ

の事件についての心情みたいなのをまとめることもなかったので，自分の中では本当にすご

くいいきっかけになったのかなというふうに今は思っています。 

 

○上谷さくら先生 

 お母さんはその辺いかがですか。 

 

○被害者母  

私は気持ちを言葉にするのが下手なので，上谷先生にお力をいただいて，一緒に作成しま

した。とにかく，私の気持ちを裁判官の方にどうやったらうまく伝わるかというところは，

とても考えていました。 

 

○上谷さくら先生  

お母さんの意見陳述は，お嬢さんを一日介助するのがどれだけ大変かというところに力を

割いてみようかということで，まず朝起きてからどういうふうに着替えを介助するとか，顔

を洗うとか，御飯を食べさせるのも全て介助が必要で，一人で歩けないので全部支えてとい

うところから，かなり細かく大変さを知ってもらおうということで書いたという経緯があり

ましたね。 

  それで，被告人は認めていたので公判自体はそんなに争うことなく，割と淡々と終わった

んですけれども，判決で執行猶予が付いたんですよね。これについて，どんな印象を持たれ

ましたか。 

 

○被害者父  

意見陳述にも書かせていただいたんですけれども，やっぱり，何ていうんですかね，短期



-4- 

 

入所施設というのはそれぞれの住んでいる自治体，東京都○○区の（委託した）施設に預け

ていて，そこの職員が犯した犯罪であるというところがすごく一つ大切なところだと思うん

です。なぜかというと，やっぱり介護職員であるから，当然預かっている子どもたちの情報

というのも知っていると思うんですよね。逆に知らなければいけないところだと。例えば住

所であるとか，家族構成であるとか，そういったものを施設を利用する際に提出する書類が

あるので，執行猶予がついたということは，もちろん，いろいろ，何というんですかね…。 

 

○上谷さくら先生  

量刑相場ですか。 

 

○被害者父  

はい，相場みたいなものがあるというのは，当然必要なものだとは思うんですけれども，

自分たちの心情としては，単純に執行猶予，保護観察付き執行猶予と書いてあるんですけれ

ども，その辺を歩いていてまた出くわすという可能性も当然あるわけで，向こうはこっちの

情報を知っているわけですし，やっぱり純粋に怖いなというのが一つですね。 

  あとは，何というんですかね，多分こういう性犯罪みたいなのって何かしら，何ていうん

ですか，そういうセラピー（再犯防止のためのカウンセリング）みたいな，そういうことも

必要になってくると思うんですけれども，やっぱり日常生活，保護観察で執行猶予が付いて

いるというのは，普通に仕事をしながら社会の中で生きていくということだと思うんですけ

れども，その中でそういうセラピーみたいなことができるのかというと，僕はできないと思

うので。普通に生活している人でも，生活の中で制限をつけて日々生きていくというのはと

てもとても難しいことだと思いますけれども，こういう人なら余計にそうなのかなという，

そういう二つの点があって，実刑にしてもらいたいというのが思っていたところですね。 

 

○上谷さくら先生  

判決が，量刑理由として犯行が卑劣で悪質で酌量の余地がないと断定をしているんですけ

れども，被告人に有利な事情として，執行猶予をつける理由を６点挙げていました。一つは，

直接な強度の身体的接触がない。二つ目は前科がない。三つ目，罪を認めて反省の弁を述べ

た。四つ目，保釈後，心療内科などを受診して，今後もプログラムの受講を検討している。

五つ目が職を失うという社会的制裁を受けた。六つ目，母親が法廷で証言をしたと。この六

つを挙げて被告人に有利な事情としているんですよね。 

  これについては，私自身も言いたいことは山ほどあるんですけれども，判決を聞いたとき

に，どういう感想を抱かれましたか。 

 

○被害者父  

何か前提というか，そういうやっぱり相場ありきで，あとは逆算していろいろ，何という

んですかね，ちょっとひどい言い方になっちゃうかもしれないですけれども，決まった定型

文みたいなものがあって，そこに後から当てはめているのかなというのが正直感じたところ

です。何か我々の心情とか，そういうことではなく，やっぱり初犯ですねとか，よく分から

ないですけれども，詳しくは。そのためにそういう理由を引っ張ってきたというような。今
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先生がおっしゃった有利な事情の内容自体がもう，僕らに限らずだと思うんですけれども，

一般的な人が見ても何かとってつけたような感じにしか思えないようなことばかりだったの

で，そういう印象を持っていますね。 

 

○上谷さくら先生  

その判決直後も，その後も，度々御両親とはこの事件のことを話していますけれども，今

日はちょっと言葉を選んでいらっしゃるかもしれないけれども，「あの判決はコピペですよ

ね」と言ったのがすごく印象的でした。「そうなんじゃない」と私も言ったんですけれども。 

  何というんですかね，認めて反省の弁を述べたといっても，最初は否認していたんですよ

ね。それに，心療内科を受診したとか，今後プログラムを受けるというのも，私，本当にび

っくりしたのですが，被告人質問の中でそういう話が出てきて，心療内科だか今後行くプロ

グラムかどっちかはちょっと分からないんですけれども，その先生から，パートナーがいな

いからこういう事件が起きるんだと，だから今後パートナーをつくりなさいと言われたみた

いなことを言ったんですよね。とんでもないなと思って，そんなことを言う医者がいるんだ

と思ったんですけれども，パートナーの有無は関係ないですし，性犯罪を止めるためにパー

トナーをつくって体差し出せって何だという，非常に私も強い憤りを感じまして，それがい

い事情として挙げられているというのも驚きでしたし，職を失うのも当たり前ですよね。介

護施設の職員がそこの利用者にわいせつ行為をしているという状況で，それで職を失うこと

を社会的制裁というのかというのもありましたし，その御両親のお怒りはもっともで，意見

陳述であれだけ述べたことが一言も拾われていなかったんですよね。そこは本当，非常に残

念だったし，もうちょっとどうにかならないのかなというのが私の率直な印象でもありまし

た。 

  もう一つ，この事件は被告人が保釈されていたんですけれども，御両親と，あと被害者の

下にもう一人女の子がいるんですけれども，その三人でバスに乗っていたら，ばったり保釈

中の被告人に会ってしまうということがありました。本人は，保釈中の制限住居が〇〇（関

東地方ではない）になっていて，実家なんですけれども，公判のために上京していたという

んですけれども，公判の３日ぐらい前，前々日でしたかね。それも，そういうふうに早目に

来るというような連絡も全くなかったですし，慌てて被告人の弁護人にどういうことだと連

絡したんですけれども，弁護人もそれは把握していない様子でした。これについては，後で

追加で被告人質問をしてもらい，何をしていたのかということで，そのことについてもかな

り言ったのに，そういった事情が判決では一言も触れられていませんでした。 

  そもそも，反省していたら保釈申請しないだろうと，被害者の方は，当然考えるわけです。

被告人側からすると，それとこれとは別だと言うんですけれども，それはちょっと一般国民

の感覚からはかなり外れているのかなというのが私の印象でもあります。 

  バスの中で会ってびっくりしたときの話で，今覚えているところをお話しできますか。 

 

○被害者母 

私たちが先にバスに乗っていて，途中からその人が乗ってきたんですけれども，見間違い

かなと思って，とにかく何かものすごく真っ白になった。主人は相手の顔が分からなかった

ので，私だけ顔を知っていて，しばらくちょっと黙っていたんですけれども，どうしたらい
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いのか，何でここにいるのかという，何かちょっと怖い，怖かったです。 

 

○上谷さくら先生  

そこでばったり会ったがために，その後また会うのではないかという恐怖心があるという

お話を伺ったんですけれども，そこでばったり会ってしまったということによって，その後

の生活に何か影響を受けたところがありますか。 

 

○被害者父  

本当，具体的な話で，何というんですかね，不安ですよね。先ほども申し上げたとおり，

うちの住所が分かっている施設の職員だというのがあるので，今先生がおっしゃられた保釈

というのも，やっぱりいろんな事情があって保釈という仕組みがあるんであれば，受け入れ

たいとは思うんですけれども，やっぱりケース・バイ・ケースだと思うんです，こういうの。

うちは本当に被害者として生活しているんですけれども，何で純粋に，うちはいろんな制限

があって生活していて，例えば家へ帰るときもエレベーターが開いて向こうが部屋の前にい

たらどうしようとか，多分誰でも単純に思う不安だと思うんですよね。どうして被害を受け

たうちの家族がそういう思いをして日々生活しなければいけないんだと。本当，素朴に今ま

で全くそんなことを思わないで日々生活していましたけれども，実際そういう被害者という

立場になると，ここまで一変するんだなというのがすごく実感としてあります。 

 

○上谷さくら先生  

ちょっと話変わりまして，執行猶予期間中の保護観察が付きましたよね。被害者等通知制

度を利用されているので，半年に１回くらい通知が来ます。その通知を見ての感想をお願い

できますか。その通知には何が書いてありますか。 

 

○被害者母  

何月に（保護観察官，保護司との）面接が何回，というだけなので，全く何の意味もない

ものだなと私は思いました。 

 

○上谷さくら先生  

どんなことを書いてほしいですか。 

 

○被害者母  

面接内容だったり，面接したときに何をしたかとか，事細かに知りたいからその（被害者

等通知制度の）手続をしたのに，何の意味もなかったなと思いますね。 

 

○上谷さくら先生  

今，御両親はその施設の責任を問う民事訴訟も起こしていらっしゃいます。事件全体を通

してですけれども，この事件が起きた原因について，施設の責任というのを非常に重く感じ

ていらっしゃるので，ちょっとその辺り，御説明いただけますか。 
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○被害者父  

こういう性犯罪みたいなものというのは，そんなに詳しく自分も調べているわけではない

ですから，はっきりしたことは分からないんですけれども，こういう施設の職員とか，どう

しても介助をしたりとかというので普通の一般的な学校とかより距離感がすごく近いという

のもあるのかもしれません。そういう犯罪を起こす可能性があるという介護職員であったり

とか，この施設で働いている人たちであったりというのが，数として実際多いのかどうか分

からないですけれども，やっぱりそういう可能性がすごく高いと思うんです。実際今この区

の（委託している）施設，どうなっているかというと，普通に前と変わらないように日々こ

ういう利用者を受け入れてやっているわけです。 

  事件後，具体的にこういう点を改善しましたとか，何かいろいろ言っているんですけれど

も，うちとしては，それが根本的な改善になっていると思えないというのが，今訴訟を起こ

している一つの理由です。「同性介助」といって，女性には女性の職員がついて，男性には

男性の職員が介助をするというのが基本としてあるんですけれども，実際，それをちゃんと

守っている施設というのはあるのかどうか。それを調べているところ，自治体なりなんなり，

どこか分からないですけれども，調べているところがあるのかというのも一つあると思いま

すし，何よりやっぱりこういう事件を起こした施設を運営をしている法人なりなんなりだっ

たりが何のペナルティーもなく，反省していますとか，申し訳ございませんとか，いろんな

ことを言うんですけれども，そういうことじゃなくて，具体的に今後同じような事件が起こ

らないためにどういうことができるのかというのを，うちが引き出していかないと出てこな

いというようなのが不自然だなと思いますし，そういう施設に対する（その以前の体制のま

までは営業を続けていくことができないような）ペナルティーみたいなものがない限りは，

ただ単純に，障害者とか障害児とかに対する性犯罪に刑罰を重くするということだけでは，

それももちろん抑止という意味では意味があるかなとは思うんですけれども，やっぱり施設

に対する何かしらのそういうペナルティーみたいなものもなければ，余り意味がないんじゃ

ないのかなというのが正直なところです。 

 

○上谷さくら先生  

ありがとうございます。 

  ちょっと私から補足しますと，この施設は，目撃者が事件を目撃してからすぐに警察に通

報がなされていないんですね。目撃者は施設の上司には報告しているんですけれども，上司

が警察に通報しませんでした。翌日に区の担当者が知ることになって，区の担当者から警察

に連絡が行っています。それが遅れたために，決定的な証拠になると思われた精液のついた

おむつが捨てられる寸前でした。警察が駆けつけて，危うくもう本当に持っていかれる寸前

だったので，それが捨てられていたらもしかして立証できなかったかもしれないという問題

点もありました。 

  最後に，今，この事件に遭ったことで，被害に遭ったお嬢さんは，被害前とは違ってかな

り大変な目に，状況に置かれていると思いますけれども，その辺りの大変さについて説明し

ていただけますか。 

 

○被害者父  
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そうですね，事件後は短期入所施設を利用することは当然できなくなってしまいました。

なぜこういう施設を利用していたかというと，どうしても生活の中で長女に対してケアをす

る時間が長くなってしまって，二女に対しても時間を割いてあげたいということで利用して

いたんです。そういう施設自体の数も少ないというのもあるんですけれども，それよりやっ

ぱり施設に預けること自体が不安になってしまって，もうそういうところを利用できなくな

ってしまったというのが１点と，もう１点は，ＰＴという訓練を，体の背中の曲がりを真っ

すぐにしたりとかというのをずっとこの施設の中で，同じ施設の中でやっていたんですけれ

ども，それもやっぱり受けられなくなってしまっているという現状がありまして，そこがす

ごく困っているところです。 

 

○上谷さくら先生  

その訓練を受けないと，背中がかたくなるのと，ほかに何かありますか。 

 

○被害者母  

だんだん体がかたくなってきて，膝も伸びなくなってきたり，あと体の維持が，何でしょ

う，だんだん曲がってきちゃうので，立位する維持の力もなくなってきたり，できるはずの

ことがどんどんできなくなって，生活するのにも制限がかかってきちゃったり，側彎
そくわん

とか，

背中の横に行って座位が難しくなったりと，ちょっと体の機能がだんだん低下していってし

まうので，やっぱり機能訓練という時間が減ってしまうと，影響が出てきてしまいます。 

 

○上谷さくら先生  

御自宅とかでもできるけれども，やっぱりそこに行ってする方が本人もやりやすいという

ところはあったんですかね。 

 

○被害者母  

はい。 

 

○上谷さくら先生  

  大体一通りお話はいただけたと思うので，質問があればお願いします。 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

それでは，御両親，上谷先生，お話大変ありがとうございました。 

  質問の時間をいただけるということですので，御質問のある方は挙手の上，御発言を願い

ます。 

   

○吉田刑事法制管理官  

刑事局の刑事法制管理官の吉田と申します。本日は貴重なお話をいただきまして，ありが

とうございました。 

  私から一つ御質問させていただきたいと思います。今回，被害に遭われてから裁判所で判

決がなされるまでの間の関係機関による対応について，何か御不満とか，あるいはこういう
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ふうにしてくれたらもう少しいいんじゃないかというような御感想などがございましたら，

教えていただけるとありがたいのですが，いかがでしょうか。 

 

○上谷さくら先生  

私が聞いたところだと，警察や検察の方はよくしてくれて，特に不満はない。裁判は判決

に不満があるということでしたね。 

 

○被害者父  

それもそうですし，あと保釈ですね。 

 

○上谷さくら先生  

保釈ですかね。被害者のことを考えていないんじゃないかという，被害者の意見を聞かず

に保釈が出ることがやっぱりおかしいと思うというのと，判決の中身が被害者の実情を酌み

取っていないし，それこそコピペで個別対応しているんじゃないかという非常に不満は残っ

たということだと思います。 

 

○吉田刑事法制管理官  

ありがとうございました。 

 

○是木秘書課企画再犯防止推進室長  

官房参事官の是木と申します。本日は貴重なお話，どうもありがとうございました。 

  大変痛ましいといいましょうか，本当につらい御経験だっただろうなと感じましたけれど

も，お話の中で，例えば被害者支援都民センターによる支援を受けられたりとか，あるいは

上谷先生のほうからいろいろ御助言を受けたりとかされたところですが，捜査ですとか裁判

の過程でも結構ですし，それ以外の場面とか，事件が起きて，被害が起きた直後から現在に

至るまで，どのような過程でも結構なんですけれども，こういう支援を受けられたことが自

分たちにとってプラスになった，あるいはこういう支援を受けられるような枠組みがあれば

いいなというようなものについて，どんなものでも構わないですし，現実にあるなし構いま

せんけれども，実際に被害を受けられた立場として，お感じのところがあれば教えていただ

きたいと思います。 

 

○被害者父  

そうですね，公判，裁判のときもやっぱり，もちろん（上谷）先生も同行していただいて，

いろいろケアをしていただいたというのもあるんですけれども，やっぱり都民センターの方

が本当に親身になって，言葉どおり本当の意味で，僕らの気持ちに寄り添ってもらったとい

う印象がすごく残っています。もしそれがなければ，幸い，上谷先生みたいな，本当に気持

ちを分かって実行していただける弁護士さんと自分たちは出会えたのでよかったですけれど

も，ちょっと語弊があるかもしれないですが，そういった弁護士さんばかりではないと思い

ますし，もしそういういろいろな，幸運と言ったらあれなんですけれども，そういう機会が

なければ，もっと今こうやってこの場でお話させていただくことすらできていない心情だっ
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たかもしれないというのは正直ありますね。 

  不満みたいなことは…… 

 

○被害者母  

被害者等通知がもうちょっと。 

 

○被害者父  

その被害者等通知についてなんですけれども，やっぱりそういう仕組みがあるというのは

とても被害者にとってありがたいことなんですけれども，内容として，先ほど家内が言った

ように，本当に紙一枚来て何月何日に面会しましたということが書いてあるだけなんですね。

これって，もらった人が知りたいと思っているものに本当にマッチしているのかどうかとい

うと，やっぱりすごく疑問に思うところだと思います。 

  問い合わせて，もう少し詳しいことを知りたければ，朝，何時から何時かは忘れましたけ

れども，ここに来てもらえれば詳しくお話しして伝えることはできますというようなことも

言われたんですけれども，こちらにも，普通に仕事，生活もありますし，その範囲内で通え

るような場所や時間ではなかったので，そこは断念したんですけれども。もう少し何か被害

者の心情に寄り添った，全部つながるんですけれども，話として，判決文とかもそうですし，

今の話もそうなんですけれども，やっぱりもう少し，もう何でもかんでもかなえてくれと言

っているわけでは決してないんですけれども，もう少し被害者の心情に沿った何かというの

はできると思うので，そこは今後これからもそういう僕らみたいな立場になる人たちという

のは必ず出てくると思うので，そういう人たちに生かしてもらえればなというふうに思って

います。 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

ありがとうございました。 

  以上で質疑応答を終了し，こちらで第１部ヒアリングは終了させていただきます。本日は

大変貴重なお話，誠にありがとうございました。上谷先生も御協力ありがとうございました。 

  それでは，続きまして，第２部といたしまして，しあわせなみだの中野様，菊池様，東洋

大学岩田助教，そして芹澤先生からのヒアリングをさせていただきます。 

  本日はお越しいただき大変ありがとうございます。それでは，よろしくお願いいたします。 

 

○中野宏美氏  

皆さん，こんにちは。ＮＰＯ法人しあわせなみだの中野と申します。 

  今回は，障害児者に対する性犯罪の実態ということで，ワーキンググループ内でお時間を

いただきまして，本当にありがとうございます。恐らく，これまでのワーキンググループで

議論されていたのは，前回の刑法性犯罪見直しの中で「検討されながらも改正にはつながら

なかったもの」がほとんどではなかったかと思います。障害児者に関しては，検討項目にも

入っていなかったので，今回取り上げていただけることを本当にありがたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  登壇者を紹介いたします。 
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まず，東洋大学社会学部社会福祉学科助教の岩田千亜紀さんです。次に，しあわせなみだ

会員で首都大学東京大学院人文科学研究科博士前期課程の菊池悦子です。 

それと，弁護士の芹澤杏奈さんです。 

全体の流れは配布資料１をご覧ください。まず最初に障害の説明をします。被害者の御両

親から被害に遭ったお子さんの障害について説明がありましたが，改めて障害について簡単

に説明します。次に，障害児者に対する性暴力調査を紹介したいと思います。続いて，海外

の状況を紹介します。さらに，国内における性犯罪事件に関する動画，それと実際の裁判に

ついてお話したいと思います。最後に，「こんな処罰規定があるといいのではないか」とい

う提案をさせていただいて，終わりになります。 

  最初に障害とは何かというのを少し説明したいと思います。私からの説明では，スライド

１と，配布資料２から資料６を使います。 

初めて障害のことをお聞きになる方向けの内容をお話しします。今，日本の法制度では，

障害は大きく４種類あります。身体障害，知的障害，精神障害，発達障害，日本ではこの４

つが法律で制定されている障害になります。 

  まず，身体障害について。身体障害というと，車椅子やパラリンピックをイメージされる

方が多いのではないかと思います。でも身体障害というのはこれだけではないんです。例え

ば，補聴器をつけている耳の聞こえづらい方も身体障害です。点字ブロックは目の見えづら

い方用です。最近トイレに，胴体の下の方に十字マークがついているマークを目にするよう

になりました。これはオストメイト，いわゆるストーマへの対応を示していますが，これも

身体障害に当たります。ＨＩＶ，エイズも免疫機能障害として身体障害者手帳の対象になり

ます。 

  それで，先ほどの御両親のお子さんは，身体１級という話がありました。資料２を御覧い

ただくと，障害部位別の等級が出ています。１級の肢体不自由のところを見ていただくと，

上肢１級，体幹１級というのは大体これぐらいの基準だな，というのが分かるかと思います。

こんな感じで障害の状況によって等級が決められています。 

  次が知的障害です。先ほどの御両親のお子さんは，知的障害１度でした。身体障害と知的

障害の基準における大きな違いは，身体障害の等級は，全国共通ですが，知的障害は違いま

す。資料４で見ていただくと分かる通り，都道府県別で基準が違います。ただ，共通してい

るのは，療育手帳を持っている方は，ＩＱ（知能指数）が７５以下である，ということです。

７５以下というと，知的能力，適応能力は，大体小学生ぐらいとされています。よく「軽度

知的障害の人」という表現がされるんですけれども，「軽度」というと「すごい軽い」イメ

ージを持たれると思います。しかし実際には，「軽度知的障害」＝「小学生程度」なので，

世間が想像するよりは随分重いのではないかと思います。 

  先ほどの御両親のお子さんは，最重度，生後半年ぐらい，とのことでしたね。 

  精神障害は，身体障害と同じで全国共通の基準になっています。大抵皆さんイメージする

精神障害は鬱病だと思うんですけれども，ほかにも例えば統合失調症であったり，認知症も

精神障害者手帳の対象になります。また依存症，例えばアルコール依存であったり，薬物依

存も精神障害の対象になっています。 

  発達障害は最近テレビ等で話題になっているので，「いっぱいいる」イメージがあると思

うんですが，日本の障害に関する法制度では一番歴史が浅いです。自閉症スペクトラム症と
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かアスペルガー症候群とか，ＡＤＨＤとか，学習障害とかを総称して，日本では発達障害と

いう名前をつけています。 

  各障害者が大体どれぐらいいるのかを説明します。身体障害は４３６万人ぐらいいると言

われていて，国民の２９人に１人です。知的障害が１０８万人ぐらいいるので，国民の１１

１人に１人。精神障害は最近急激に申請が増えていて，４１９万人。国民の３０人に１人。

いずれ身体障害者の人口を超えることが見込まれています。身体障害者手帳，療育手帳，精

神障害者保健福祉手帳，いずれかの手帳を持っている人が，大体１３人に１人と言われてい

ます。 

  発達障害は専用の手帳がありません。知的障害若しくは精神障害の手帳をお持ちです。４

８万人ぐらいが，発達障害に関する診断名がついていると言われていて，大体２６３人に１

人ぐらいです。多分もっと多いであろうことが見込まれています。なぜならば，発達障害者

支援法は２００５年にようやく施行されたからです。なので，今２０代以上の人たちの多く

は，発達障害専門の教育を受けずに学齢期を終えているというのが今の日本の現状です。 

  「障害のある人は，意外と多くて身近」ということをまずお伝えできればと思います。障

害児者の性暴力の話をすると，「いや（圧倒的に人数の多い）健常者のほうが優先だ」と言

われることがあります。「いやいや，そんなことないんです」ということをお伝えしました。   

次に，障害児者に対する性暴力の実態について，菊池からお話をさせていただきたいと思

います。資料が，まず「障害児者への性暴力が認められる社会へ」というカラーの冊子です。

それと，新聞記事（２０１２（平成２４）年４月３０日付け週刊福祉新聞１面）。続けて６

－２の内閣府の調査。それと，資料８の論文。論文は細かくは触れないですけれども，この

四つが主な資料になりますので，御準備ください。引き続き，スライド１を使います。 

 

○菊池悦子氏  

では，障害児者に対する性暴力の実態について私からお話しさせていただきたいと思いま

す。 

  障害児者への性暴力というのは，実際にはかなりの件数が起きていると推測されているに

もかかわらず，表にはなかなか出てきづらいという問題があります。こちらは警察庁が毎年

出している強制性交等罪の認知件数をグラフにしたものです。この被害者の中にどれほどの

障害者が含まれているかということについては，統計としては明らかにされていないです。 

  では，その中で，少ないながら行われてきた実態調査について御紹介させていただきたい

と思います。障害女性当事者団体であるＤＰＩ女性障害者ネットワークが行った調査につい

てお話しいたします。こちらが新聞記事ですね，こちらに詳しく内容がありますので，あわ

せて後ほど御覧ください。 

  ここで，「障害があり，女性であるために生きにくいと感じたことは何か」という質問に

対して，最も多かった答えというのが，「性的被害を経験すること」という回答でした。全

体の３５％の人が「性的被害が最も苦しい，困難だ」ということに回答していました。 

  次が資料６―２ですね，こちらの方が詳しい内容が記されているんですが，内閣府が若年

層の性被害者を支援する団体を対象に調査を行っております。そちらの調査は３０歳未満の

ときに被害を受けた性暴力被害者を対象としています。その中で，障害者手帳を持っている

か否かにかかわらず，何らかの障害があると見受けられた方が１２７件中７０件ありました。
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全体で５５％と半数を超えている人が何らかの障害があると見受けられています。 

  また，同じ調査の中では，障害者がなぜ被害を受けてしまうかという問題について，「被

害の認識が難しいため，繰り返しまた同じような被害を受けてしまう」ということですとか，

「被害を他者に伝えることが難しい，被害を受けたということが人に伝えられない」という

ことについても触れられています。 

  続いて，しあわせなみだの冊子「障害児者への性暴力が認められる社会へ」ですが，私た

ちが行った性暴力調査についてまとめられています。こちらは，今いらしてくださっている

岩田さんにも御協力いただいて，発達障害者の方を対象に性暴力について調査を行いました。

「性暴力を経験したことがあるか」という質問に対しては，３２名の方への質問で２３名の

方が「経験がある」というふうに答えました。また，１１名の方については，複数の種類の

性暴力を経験しているということが分かりました。ここでの性暴力とは何かということなん

ですが，「望まない人に性的な部分を触られる」，「キスをされる」，「セックスをされ

る」，「裸や性器を撮影される」，こういった深刻な内容の性暴力を経験しているという結

果が出ました。 

では，なぜ障害児者が性暴力を経験してしまうのかということについて，お話ししていき

たいと思います。三つの理由が考えられるんですが，一つずつ説明していきたいと思います。 

  まず，「障害ならではの特性」ということがあります。これは，私たちの調査で発達障害

者の方がお話ししてくださったことなんですが，例えば「知っている場所であっても，真っ

すぐ目的地に向かってすっと歩いていくことがとても難しい」ということでした。なので，

きょろきょろしながら不安定な足元で歩いている，そうすると知らない人に声をかけられて

しまう。危険な状況に遭いやすい状況になってしまうということでした。 

  次に，こちらも発達障害者の方の特性として，「言葉を文字どおり受けとめてしまう」と

いうことがあって，「言葉の裏側を読み取ることが難しいです」とか，「嘘をつかれている

と気づくことが難しい」ということがあります。 

  先ほど一言付け加えようと思ったことをここで付け加えさせていただきますが，ＤＰＩ女

性障害者ネットワークの調査についてお話ししたんですが，性暴力の被害を受けるというの

は女性に限ったことではなくて，女性以外の被害者というのも少なからず含まれています。 

「にこにこ愛想よく接してしまう」ということについても，私たちの調査で，「女の子な

んだからにこにこしていなさいね」というような育て方をされて，本当ににこにこ，不審な

人に対してもにこにこ接したがために，危険な目に遭ってしまったという経験を語ってくだ

さった方が複数人いらっしゃいました。これも，「女の子だから」ということが引き金にな

ってしまう言葉ではあったんですが，もちろん女性以外の被害者もこの調査でも含まれてい

ました。 

  続いてですが，身体接触による介助が必要になる方というのは，入浴ですとか排せつです

とか，性的部位への介助というのも生きていく上で必要になります。そのため，「介助の場

が性暴力の場となってしまう」ということが起きやすい。先ほどの御両親のお話にもありま

したが，こういったことが起きやすいということが分かります。 

  次に，「障害ならではの育ち」という原因についてです。これも，私たちの調査の中でお

話ししてくださった方が多いんですが，子ども時代にいじめを受けてしまう，集団の中に入

っていくことが難しい，疎外感を抱いている，またほかの人ができることができない，その
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ことによって褒められることが少ないということがあります。そのため，自己肯定感が低い，

自分に自信が持てない，そういった状況にあるため，「嫌なことでも嫌だと言えない」，

「人に嫌われたくない」，「自分に自信がない」ということで，「ノーと言うことが難しい」

ということが起きています。 

  次に，介助を必要とする人というのは，介助がなければ生きていけない状況にあります。

そのため，「初めて会った介助者であっても，自分の身体を預けなければいけない」という

状況があります。信用しなければ（介助が受けられず）生きていくこと自体が難しいという

ことがあります。 

  次に，関わるコミュニティーが障害者同士のみであったり，交友関係が限られがち，とい

う状況があると思います。そのため，「先輩から情報を入手する手段」であるとか「友だち

から学ぶ機会」，「知り合いと経験する機会」というのがほかの人より少ないということが

考えられます。そのため，「こういった状況が危険である」とか，「どうやったら身を守ら

れるか」ということを学べる機会が少ないということが起きやすいと思います。 

  次に，暴力の構造の問題です。性暴力というのは，「強い者から弱い者への支配とコント

ロール欲求」によって起きると考えられています。では，強い，弱いというのは何で判定す

るのかということですが，体力ですとか経済力，権力，そういったものを持っている人が

「強い」と人はみなします。障害のある人たちというのは，こういったものを持ちにくい，

だから「弱い存在である」，「支配しやすい」というふうに，性暴力の対象に「選ばれやす

い」という状況があります。 

  私からのお話はここまでですが，本当に性暴力の被害を受けやすい状況に障害児者はある

のに，そのこと自体が社会に知られていないというのが現状だと思います。 

 

○中野宏美氏  

この冊子で紹介している調査の詳細を論文にしたものが資料８になります。同じ調査を基

にこのカラー版の冊子と資料８の論文を作成したという形になっておりますので，ぜひお時

間のあるときに御覧いただきたいと思います。 

  続いて，海外の状況について，東洋大の岩田さんからお話をいただきたいと思います。資

料７を，お手元に御準備をお願いいたします。スライド２も併せて使用します。 

 

○岩田千亜紀助教  

東洋大学社会学部で助教をしております岩田と申します。よろしくお願いいたします。 

  まず私からは，海外における障害者への性暴力被害の状況ということで，日本では，先ほ

どの調査報告がありましたが，では海外ではどうなのかということで，日本では余り調査が

されてこなかったんですが，今日お話ししたいんですけれども，皆様にお配りした資料７と

いうところの表１というのを，これはピックアップしたものなんですけれども，実は様々な

調査がされております。これは比較的新しいものだけ載せてございますが，古くは１９９５

年ぐらいから，実はいろいろな調査がアメリカ等，欧米のほうでなされております。 

  こちらをちょっと見ながら概要を，私が書いたものがございますが，障害者へのＤＶなど

の暴力についての国際的な動向と課題という文献レビューをした論文があるんですが，その

概要を御説明させていただきます。 



-15- 

 

  まず１点目ですが，資料７の表１も御覧になっていただいてもお分かりになるんですが，

健常者と障害者と比べた場合，性暴力被害の割合というのは障害者では非常に高いというこ

とが様々な海外の調査の結果から分かっています。障害者といったときも，いわゆる身体障

害者だけとかではなくて，先ほど四つの障害，御説明ありましたが，全ての障害ですね，身

体障害，知的障害，精神障害，発達障害もそうですが，男女ともに健常者よりも被害の割合

が非常に高い。特に障害の女性では，いろいろ調査によってとり方は違うんですけれども，

ほぼ２から３倍健常者よりも性暴力被害を受けているというようなことが世界的な様々な調

査からも分かっております。子どもから大人まで被害を受けております。 

  ２点目ですけれども，どの特徴があるのかといったところで，実は障害者への性暴力被害

においては，長期間，複数回にわたる被害が多いということです。これは，１９９１年の調

査などでは，発達障害の場合，女性の７０％が性暴力を受けたことがあり，知的障害のある

女性の半数近くが生涯で１０回以上も性暴力の被害に遭った。この調査は世界的に非常に有

名な調査です。また，それらの被害は時に非常に危険，命の危険にも及ぶような状況という

こともございました。 

  では，どうしてこのような状況になってしまうのかといったところで，加害の状況という

ところなんですが，その被害の多くというのは，自宅等で発生しております。自宅だけでは

ないんですが，自宅や居住地で多く発生していると分かっています。また，加害者というの

は，ほぼ男性ですね。女性だけじゃなくて男性も被害に遭うことはありますが，女性のほう

が割合的には非常に高いです。 

  その加害者の中には，友人や家族，夫も含まれますが，医療従事者，介護者，移動介助者

なども含まれており，特に男性健常者の介護者などによるものが多い。これは身体障害者の

場合が特にそうだと思うんですけれども，このような状況がございまして，密室，自宅です

ね，性暴力というのは大体そういう密室で起こるんですが，そういったところですから，目

撃者もいないので何回も被害に遭ったりですとか，そういった状況に置かれるということが

あります。 

  では，どうして逃れられないのかというところですが，障害者というのは暴力の被害から

逃れることが非常に困難ということが分かっております。今ここに挙げたのが身体障害の方

の調査の結果なんですけれども，身体障害の方，今日の御報告にもありましたが，介護を常

に必要とする場合というのは，本人だけでは生存できない，介護者がいなければ生存できな

いわけですから，もうそこから逃れることというのは，自分がもう生存できないということ

になってしまうわけですね。ですので，どんなに苦痛を伴ったとしても，なかなかそこから

は逃れるということは非常に難しい。 

  また，先ほども権力という，地位の関係がございましたが，障害を持っているということ

で，明らかに圧倒的な格差というのがございますので，そういったところからそういった支

配の構造から逃れるということが非常に困難であるという状況に置かれております。 

  このように障害者についてはそういったいろんな調査があるんですが，今分かっているこ

とは，障害者の場合，性行為についての同意が困難であるというふうに書かせていただいた

んですが，皆様御存じのとおり，諸外国の性犯罪規定というのは様々ございますが，今，世

界的な流れでは，同意がない性行為は性犯罪であるというようなところで，いろいろ改正が

なされております。そう考えたときに，しあわせなみだの冊子の一番最後のページ１４，１
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５でも，諸外国で性犯罪規定における障害児者をどのように取り扱っているかというような

ことを表にまとめてございますが，こういった刑法を見ていただくと，発達障害とか知的障

害がある方というのは，実は性行為について同意が困難である，それ自体が，性行為自体が

分からないとか，知識がないということですね。あと，嫌だと思っても，その嫌だというこ

とを表明できなかったり，同意するということが難しいということがもう明らかになってい

ますから，そういった海外の性犯罪規定では，障害がある場合というのは，通常とはちょっ

と違って，しっかり配慮して，障害者の場合は同意しないことが表明できなかったとしても，

それは犯罪であるというような特別な規定というか，子どもに対してもそういうことがござ

いますが，そういったような配慮がなされているというのが，いま世界的に大きな流れにな

っている状況がございます。 

  ですので，日本では多分ここの同意・不同意のところが，刑法の見直しでも課題に挙がっ

ていると思いますが，そこの部分がセットとして海外では考えられているのかなというふう

に考えております。 

  最後に，まとめに入らせていただきますが，今日申し上げたまとめとしては，障害者の場

合ですね，障害の特性，先ほど説明ありましたが，性暴力の被害に遭う割合が非常に高いと，

理由としては，加害者の多くが介護者であるとか，あと障害者の性に関する知識というのが

非常に不足している，また抵抗できないなどの理由ですね。性行為に対する同意が困難であ

るというようなことが挙げられます。 

  ですので，ここで是非御検討いただきたいこととしましては，障害者への性暴力の現状と

いうのは，先ほども言いましたが，障害者への性暴力がすごく少ないというわけでは決して

ありません。また，障害者とは分かっていなかったけれども，実は調べたら障害があったと

いう方も非常に多く被害者におられます。ですので，諸外国の刑法と同様，刑法性犯罪の処

罰規定の中に被害者が障害児者であることに乗じた性犯罪というのを，今日後ほどお話ある

と思いますが，そういったことを検討するということがやはり必要ではないかなというふう

に考えております。 

  私からは以上となります。ありがとうございました。 

 

○中野宏美氏  

次に，実際の障害児者への性犯罪事件について，少し紹介をしたいと思います。最初に動

画を８分ほど，御覧いただきたいと思います。 

 

（障害者に対する性犯罪について取り扱った番組の一部を，権利者の承諾を得て上映） 

 

○中野宏美氏  

ありがとうございました。先ほどお話いただいた御両親のお子さんも，今御覧いただいた

番組の事件も，施設の職員からの性犯罪だったんですけれども，先ほどの御両親のお子さん

の場合は立件して有罪になったけれども，こちらの番組の事件は「被害届を出したが捜査が

打ち切られてしまった」という大きな違いがあるのではないかと思います。 

  次に，これも踏まえて国内の性犯罪の実態について，芹澤さんからお話をいただきたいと

思います。 
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  スライド３を使いますので，よろしくお願いします。 

 

○芹澤杏奈先生  

スライド２を使って，障害児者への性暴力事件の実態ということでお話させていただきた

いと思います。 

  私は，横浜の事務所で犯罪被害者支援，ＤＶ被害者支援，子ども支援を中心に活動をして

いる弁護士になります。 

  障害児者への性暴力事件の問題点ということで，１点目に被害が潜在化しやすいというと

ころが挙げられます。被害者本人が被害を認識できないという場合は，そもそも犯行が発覚

しないということもあると思います。検察が有罪立証できると判断したにもかかわらず，親

や学校が起訴や事件化を希望しないというような話もよく聞きます。 

  複数の弁護士の先生からお聞きした事例を御紹介しますと，学校の認識や態度というのが

被害を軽視したようなものだったというような御指摘，被害者が知的障害者で被害の認知が

難しいというために，御家族が不起訴を望まれて，不起訴になったというような報告がされ

ております。また，加害者・被害者ともに知的障害者という事案も多いと聞きます。 

  また，私が出会った被害者御家族の方で，私に相談される件とはまた別に，娘は前にも被

害に遭ったことがあるんですという方がいらっしゃいました。同じ学校の生徒から被害に遭

ったけれども，学校から加害生徒の将来のことを考えて事件化しないでほしいと言われて被

害届を出せなかったということでした。このようなことは，（警察などの統計）データでは

上がってきませんが，大変多いのではないかというふうに推測がされます。 

  私は，子どもの権利擁護の関係で少年事件の付添人や弁護人として加害少年側の弁護士と

して活動することもあるんですが，こういった学校などの対応というのは，家裁や付添人が

加害少年にかかわって被害の重要性を適切に教えるという重要な機会を奪うもので，むしろ

「加害者はそうやって守られるんだ」という間違った学びを少年にさせてしまうことにつな

がるのではないかと思います。 

  次に，問題点２として，障害児者には被害に遭いやすい特性があるんじゃないかと思いま

す。先ほどまでの話にも出ていることと重複しますが，被害を訴えることが難しそうだと加

害者から認識されて標的にされてしまう，無邪気で人懐っこく純粋な被害者の性格というの

が利用されてしまう，被害者が被害を認識できないこともあるという指摘ができるんじゃな

いかと思います。 

  問題点３，ここが非常に高い司法の壁という形で先ほどの動画でも紹介されていましたが，

被害者供述の信用性を担保できないことが多いということは，残念ながら言えると思います。

現状の制度だと，被疑者・被告人が否認をする場合，被害者供述の信用性弾劾，崩すという

ことは，残念ながら比較的容易ではないと思います。そのため，事件化ができない見通しが

立つということから，どうしても被害が軽視されてしまって，被害届や告訴をそもそも受理

してもらえない。検察までやっと持っていっても，不起訴という判断になってしまう。その

後，裁判までやっと行ったとしても，無罪になってしまう。 

  ある，私が出会った被害者御家族がおっしゃっていたのですが，いろいろな機関をたらい

回しにされて，その度ごとに一から被害の状況を説明して，それでも誰も支援してくれなく

て，結局たどり着いた警察ではまるで被害者が加害者であるかのような執ような質問を受け
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たとのことでした。 

  ここで，被害者供述の信用性を担保するための手法として，司法面接（協同面接）という

ものを簡単に紹介したいと思います。子どもや障害者など，何度も同じことを聴取すると記

憶が混乱したり汚染されてしまう，誘導や暗示に乗りやすいというような性質のある方に対

して，専門の手法で行う面接方法のことをいいます。この趣旨は，供述者の心理的な負担を

軽減し，かつ，誘導や暗示を受けやすい方の供述内容の信用性を確保するために，繰り返し

の事情聴取を回避をする，また関係機関で情報を共有するという点にあります。 

  協同面接に関する通達等，こういったものが出ていますが，これら現時点で出ている通達

は，私が知る限り，児童・子どもに関するものになります。私としては，子どものみならず

障害者のフィールドでも司法面接の議論というのは必要であろうと考えています。例えば先

ほどの動画のナナコさん，２０歳の方でしたが，誘導されやすく記憶が汚染されやすいとい

う特性は，年齢を問わず同じだと言えますので，障害児者に対する司法面接制度というもの

も充実が図られていくべきだと考えます。 

  司法面接をされている状況というのは，客観的にきちんと録音・録画するということが行

われます。この録音・録画ＤＶＤというのが，不起訴処分の場合に被害者に開示されないと

いう問題が現場では起こっております。今，全国の検察庁の取扱いでは，供述調書に準じて

代替性があるという見解で，刑事訴訟法の４７条という条文が持ち出されて，被害者にＤＶ

Ｄの開示はされませんが，開示されないとどうなるかというと，結局，被害者は，不起訴に

納得できないから，検察審査会の手続を行いたい，民事訴訟を行いたいなどという場合，Ｄ

ＶＤが手元にないのでもう一回（被害の状況を）しゃべらなきゃいけないということになり

ます。もう一回しゃべるということが，こういった特性のある方々にできるのか。私は難し

い場合が多いと思います。こういった方々に不可能を強いて，加害者側からの反対尋問にも

う一度さらすということを強いているということだと思います。 

  また，司法面接で得られた資料というのは，専門機関による信用できる聴取方法で行われ

たということになるので，刑事訴訟法３２１条４項で証拠採用されるべきではないか。また，

系統的全身診察等の精神的・身体的ケアとセットで面接がされる，そういった制度の拡充が

されていくべきではないかと考えます。 

  最後に，障害児者への性暴力事件の実態についてまとめなんですが，被害が性犯罪と認め

られないショックというのは，私は最大の二次被害ではないかと思います。被害者の方々は，

我々弁護士のところにたどり着くまでに，もうかなりいろんな機関で痛めつけられて，やっ

とたどり着く，でも，最終的な結論が性犯罪と認められないということのショックは計り知

れないと思います。 

  一方で，加害者は野放し。加害者は捕まらないから繰り返す。それは結局被害者が増えて

いくことだという実態は，残念ながらあると思います。被害者としては，「忘れなさい」と

言われて，捜査機関から切り捨てられるというつらさがどうしてもあると思います。弁護士

の方々からの指摘として，被害が軽視されたとか，いまだに刑罰が軽いといったものがあり

ますが，私も正にそのとおりだと思います。 

  被害者は，忘れたくても忘れられない，だから司法に頼っている，でも，司法は救ってく

れない。これが今の刑事司法の現状ではないかと思います。私としては，通常どおりの方法

で被害者供述の聴取や尋問を行うと，障害児者の供述はその特性上容易に弾劾されてしまう
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ので，通常の反対尋問にさらすこと自体，被害者に不可能を強いることではないかと考えて

います。別の手段で被疑者・被告人の防御権を守って，誤った事実認定を防ぐというような

方策を考えることはできないでしょうか。今の制度では，多くの場合，被疑者・被告人は，

否認すれば簡単に不起訴・無罪になってしまう。これが現状だと私は思います。 

  私としては，罰せられるべきが罰せられず，加害が繰り返されて，被害者が増え続けると

いうことは，えん罪と同じくらい問題じゃないかと考えます。全ての問題は本来は犯罪であ

るべき行為が犯罪と認められないからこそ生じていると私は考えます。刑法の構成要件を現

に起きている性被害の実態に合うように改正すべきではないでしょうか。こういった話をす

ると，このような改正をするとえん罪を生むというような御指摘を受けることがあるんです

が，犯罪の枠を被害実態に合うように適正に決めることと，その上でえん罪を防ぐというこ

とは，私は両立すると考えます。 

   

○中野宏美氏  

最後に，今後もしも障害児者への性暴力の法制度化を議論をしていくことになったときに，

「恐らくこんなことが検討されるのではないか」ということで，案を共有できればと思いま

す。 

  資料９になります。まず，「障害の範囲をどうしようか」という話。次に，「障害に乗じ

た性犯罪をどのように決めればいいのか」というのと，「被害者が障害者だった場合に要件

を緩和するってどんなことか」，あと，今ちょうど芹澤さんからずっと話ありましたけれど

も，「証言においてどんな配慮をすればいいのか」ということ，最後に「量刑をどうしたら

いいか」，先ほど御両親がおっしゃっていたことですよね。多分，このあたりが「どうしよ

う」という話になってくると思っています。 

  まず，障害の範囲について。今，日本の法制度で一番広いであろう定義は「障害者基本法」

です。障害のある人，障害によって社会生活に制約を受けている人たちです。先ほど紹介し

た４障害プラス，難病の人たち等も含まれてきますね。難病専用の障害者手帳はありません。

その他何らかの機能に障害があって，日本では障害の名前がついていないけれども，生きづ

らさを感じている。これが恐らく，日本で一番広い障害の定義だと思います。 

  次に，定義として考え得るのが，障害者手帳を持っている人プラス発達障害者支援法の対

象の人です。発達障害は今，日本では専用の手帳がなく，身体・療育・知的しか手帳がない

ので，発達障害は支援法の定義の人を対象，いわゆる病名で対象にするという形です。 

  一番狭い定義は，日本の法制度で定めた障害者手帳を持っている人。これが今の日本の法

制度を元に考える障害の定義ではないかと思われます。 

  次が，「障害に乗じた性犯罪」というと，どういうことが考えられるのか。まず一番広い

のが，「被害者が障害者だったら，相手との関係を問わず，障害に乗じた性犯罪と規定する」

というのが一番広い定義です。 

  次が，「加害者が障害を知り得る立場にある人」ですね。例えば顔見知りであったり，先

ほどのお話いただいた御両親のお子さんの事件も，動画もそうでしたけれども，施設職員と

か関係者は「相手が障害者だ」と分かっている立場にありますよね。なので，その範囲にす

る。 

  次に狭いのは，（医師，教師，施設職員等）立場上確実に障害児者であることを知ってい
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る人だけにする。   

次に，一番狭いのは，障害者虐待防止法の範囲（養護者・従事者・使用者）ですね。動画

では「障害者虐待防止法に基づき施設は閉鎖になりました」という話があったかと思うんで

すけれども，障害者虐待防止法では，この人たちだけが対象になっています。 

  次に，「要件緩和」です。「被害者に障害があった場合，要件を緩和する」のにどんなこ

とが考えられるのかというと，例えば「被害者が障害者だったら，抗拒不能状態として認定

する」というのを考えるのではないかと思います。ただ，去年今年と静岡，福島で，親から，

障害のある子どもへの性犯罪裁判で，暴行脅迫が問われなくても無罪の判決が出ています。

なので，これだけだと，無罪になっているという実態があります。 

  もう一つが，被害者が障害児者である場合，「物的証拠」もしくは「第三者の目撃」，も

しくは「被疑者による自白」，どれかがあれば罪に問える形は，考えられると思います。先

ほどお話しいただいた御両親の話と動画の話の一番の違いというのは，御両親のお子さんは

証言ができない状況で，「物的証拠」と「第三者の目撃」と「被疑者による自白」があった

ので犯罪として成立した。動画は，被害者は軽度知的障害があり，証言能力に限界があるわ

けですよね。物的証拠がなく，第三者の目撃もなく，被疑者は当初は加害を認めていたけれ

ども，「やっぱり同意があったと思った」みたいな話になったわけですよね。 

先ほどの御両親にお話しいただいた事件が，性犯罪の中では極めてまれであるということ

は，皆さん御存じだと思います。性犯罪で「物的証拠」と「第三者の目撃」と「被疑者の自

白」があるということは，極めてまれなんですね。被害者が障害児者の場合は本人の自白が

困難な状況で，どのような形で罪を立証していくかというのは，非常に考えなければいけな

い点ではないかと思います。 

  それと，「証言における配慮」です。罪だけ作っても，証言の配慮がないと，裁判が難し

いというのは，芹澤さんの話でもあったかと思います。まず一つ目が司法面接。今，子ども

に主に実施されているものを，海外同様，障害者に対しても行うということですね。もしく

は，年月日，時間の立証に関して多少配慮する。知的，精神，発達に障害のある方は「時間

の概念」が苦手な方が少なくないので，ほかはきちんと証言できたけれども，日時が特定で

きなかったので無罪，福島の事件とかはそうなんです。ここに関して多少配慮をする。 

若しくは，被害後に障害認定をする。被害者が障害に該当するのではないか，と判断した

場合，容疑者に対して精神鑑定を行うのと同様に，障害の状況について調べるということも

行ってもいいのではないかということですね。 

  最後が量刑で，これは考え方はいろいろあると思うんですけれども，先ほどの御両親のよ

うにやはり「被害者が障害者であれば重くしてほしい」という考え方があると思います。一

方で，「要件を緩和して，その代わりに減刑する」という考え方もあるのではないかという

ことは提案をしておきたいと思います。 

  最後に，よくある質問です。「何で障害者に配慮しなければならないの」という質問につ

いて。これは障害によって，現行法であれば「暴行脅迫」であったり，司法が求める「証言

への信憑性」を満たすことが困難な状況の方がいるので，障害の特性に応じた配慮をする必

要があるのではないかと私たちは考えています。 

  加害者が被害者に障害があることを知らない場合，被害者が障害児者の場合には，被害者

の同意・不同意の能力を考慮する必要があると考えます。 
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  最後に登壇者から一言ずつ言って終わりにしたいと思います。 

   

○菊池悦子氏  

本日はこうした機会をいただき，本当にありがとうございました。 

  障害者が性暴力を受けているということ，障害者と性暴力を結びつけて考えるということ

自体がなかなか社会の中で行われてきていないと思います。まず第一歩として，そういう事

実があるということを知っていただきたいという思いがありますし，更にもう一歩進んで社

会がどう守っていくのかという対策のほうにも進んでいってほしいと思っております。あり

がとうございました。 

 

○岩田千亜紀助教  

今日はこのような貴重な機会を設けていただきまして，大変にありがとうございました。 

  多分今までは，障害がある人がこういった性犯罪に巻き込まれるというのがどれだけある

のかということが余り表に出てこなかったことではないのかなと思います。ただ，現実とし

ては，非常に潜在化しているという意見もありましたが，実際そうなっております。ただ，

現行の法律ではそういった方々が守られていない，そういったところで加害がずっと多く起

こり続けているというような状況を何とか，今見直しをされているところであると思います

が，見直しをいただけまして，そういった被害に遭う方がこれから本当に守られる社会とい

うものを築いていっていただきたいというふうに思っております。今日はありがとうござい

ました。 

 

○芹澤杏奈先生  

本日はありがとうございました。 

  弁護士として被害者支援実務をやっていると，被害者の方々は私たちのところに来るまで

すごく傷ついて，やっと来たのに司法に救ってもらえないという実態があることを実感しま

す。被害者がその被害を訴えるときの覚悟というのは，その人の人生を懸けたものではない

かと，そういった覚悟で我々のところにつながっているんじゃないかと感じるんですが，そ

ういった方々を何とか救えるような法律に，社会になってほしいと切に願っています。本日

はありがとうございました。 

 

○中野宏美氏  

  日本の障害者施策が本格化したのは，第二次世界大戦後のいわゆる傷痍軍人対策，１９４

９年に身体障害者福祉法が成立したころからなんですね。 

  一方，刑法は１９０７年，明治４０年に公布されているものです。障害の概念がなくこの

法律ができているのは，ある意味当然のことです。ただ，それからもう１１０年以上経過し

ていて，私たちは障害のある人とともに生きていく責任として，今この刑法において，障害

のある人たちが，国民としての権利を享受するために，法律を変える段階にあるのではない

かと思っています。 

  障害のある人が，健常者同様に，犯罪被害者になる権利，そして，裁判をできる権利とい

うのをきちんと確保したい。その中で，今回，刑法性犯罪が議論されていくといいなと思い
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ます。ありがとうございました。 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

皆様，ありがとうございました。 

  それでは，質疑応答の時間とさせていただきます。御質問のある方は，挙手の上，御発言

願います。質問の相手方も指名していただけると大変ありがたいです。 

 

○吉田刑事法制管理官  

刑事局の刑事法制管理官の吉田と申します。本日は大変貴重なお話を聞かせていただき，

ありがとうございました。大変勉強になりました。 

  一つ教えていただきたいことがございまして，具体的には，障害に乗じた性犯罪の定義と

いうことに関連してでございます。これが，例えば，相手方が障害者であることを知って性

交すると，それのみをもって性犯罪になるというものであるとしますと，障害を持っている

方の側から見れば，いくら性行為をしたいと思っても，その方の同意は法律上意味がないも

のとして扱われることになります。そうしますと，例えば，障害の程度が軽くて，性行為の

意味も理解できる方で，かつ相手と性行為をしたいということも問題なく意思決定できるよ

うな方が仮にいたとして，そういう方が真摯な同意をして性交しても，やはり相手方が性犯

罪に問われてしまうということになり得ます。性犯罪の規定は，男女問わず成立することと

されているので，障害を持っている方が男性であれ女性であれ，同じような事態が生じ得る

ということになるわけですけれども，そうした点についてはどのようにお考えになるかとい

うのを教えていただければと思います。 

 

○中野宏美氏  

ありがとうございます。 

  いつも聞かれる質問です。「障害の重さ」，いわゆる重度・軽度という話と，あと「関係

性」の話だと思っていて，最後にお伝えした「被害者の同意」，できる・できないというと

ころの能力的な話を検討しなければいけないと思います。先ほどお話しいただいた御両親の

お子さんは，障害により，「同意・不同意の意思を示すことが困難」という判断により，本

人証言を求めなかったのが重要であったと思います。なので，「障害に乗じた性犯罪」を創

設するに当たって，まず，障害の，日本では等級という言い方になるんでしょうか，そこを

定めるというのは，やり方としてあるかなと思います。 

  もう一つは，「関係性を限定する」というやり方です。恋愛だったり，性的な行為が起こ

り得る関係性において，その話が出てくると思うんですね。顔見知りであれば，（恋愛に基

づく）性行為が行われる可能性がある関係，ということだと思います。一方で，施設職員，

福祉関係者，教育関係者であったり，養護者となってくると，先ほどの御両親のところも，

動画もそうですけれども，基本的には「恋愛関係ではない」，いわゆる「職業的に関わりの

ある人」になってくるので，その関係性を規定する形で定義する。その二つを検討していく

必要があるのではないかと思います。 

 

○吉田刑事法制管理官  
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そうしますと，確認になりますけれども，一律に障害者ということでくくると，やはりど

こかにひずみといいますか，配慮しなければいけない点が出てくるということでしょうかね。 

 

○中野宏美氏  

（いわゆる）性交同意年齢のときにも同じ議論が出るんです。今現行法は１３歳ですが，

１５歳まで上げると，「１４歳は愛し合っていても性交しちゃだめなのか」みたいな話が出

ます。私たちとしては，「性交してはいけない」ということではないです。ただ，「障害児

者に性行為をすると罪になります」という形にしてしまうと，おっしゃるとおりの疑念が出

てきます。その中でどのようにして，障害の特性，リスクに応じて罪を定め，裁判を特性に

応じてやっていくことができるのか，というところを考えたときに，今の日本の法体系の中

では，障害の等級であったり，関係性を限定するというのは，現実的な方法なのかなと思い

ます。 

  ただ，そうすると，私たちが調査で出会ってきた多くの人たちが，対象外になってしまう

んです。私たちが調査を行った発達障害の方はほぼ全て対象外になってしまうので，障害特

性によるリスクの高さというのを，どのようなかたちで法律で担保していくのかというのは，

一緒に考えていければいいなと思っています。 

 

○芹澤杏奈先生  

  しあわせなみださんのこの冊子の一番後ろについている表が，諸外国の性犯罪規定におけ

る障害児者の取扱いというところで，こういった国々あるいは州では，これらの規定ができ

ているというところは，現実としてあるのかなと。これをそのまま日本に持ってこいという

話ではないんですが，参考にしながら，日本の刑法の体系に入れていくという議論はしてい

くべきではないかと考えます。 

 

○吉田刑事法制管理官  

ありがとうございました。 

  この表は大変参考になるなと思いながら見ていたんですけれども，日本の場合，準強制性

交等の罪というのは，心神喪失か抗拒不能というのが要件になっていて，そのような状態に

至った理由，原因は問うていないので，例えば，身体障害，知的障害，精神障害あるいは発

達障害が原因となって抵抗ができない状態になり，その上で性交等がなされますと，その罪

が適用されることになります。その意味では，ニューヨーク州やドイツのところにあるよう

な，同意能力を欠く場合というものには多分準強制性交等の罪が対応するのかなという気が

いたします。 

  処罰範囲を広げるということになりますと，そのような同意能力がない場合とは言えない，

そこに至らない場合を捕捉していくというところに，罰則を作る意義があるのだろうと思う

んですけれども，その一案として，先ほど，障害という点に着目して規定を考えるというの

があるのではないかというお話があって，それはなるほどと思ったんですけれども，ただ，

障害のくくり方も一律にやるとなかなか難しい問題も出てくるということで，そこは更に頭

をひねって考えなきゃいけないのかなという感想を持ちました。 

  いずれにしても，大変参考になるお話を聞かせていただき，ありがとうございました。 
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○中野宏美氏  

動画に出てきた方ですら裁判に至れないわけです。捜査が途中で止まってしまっている。

被害者は軽度の知的障害，小学生ぐらい，という表現が出てきていますよね。相手は施設職

員であったにもかかわらず，「（性交に）同意があった」と主張することで，準強制性交等

とか準強制わいせつには，はまらない形で，途中で捜査が止まってしまっている，という状

況なわけです。こうした状況の人たちが少なくないであろうと。そこをどのように法律であ

ったりとか，例えば裁判の証言のサポートであったりとかで，少しでも何かできないかとい

うところは，一緒に考えられるといいなと思います。ありがとうございます。 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

ありがとうございました。 

  これで，質疑応答を終了させていただきます。 

  それでは，座長の西山政策立案総括審議官から一言お願いいたします。 

 

○西山政策立案総括審議官  

座長を務めております西山でございます。 

  本日は御多忙の中，皆さん，当省にお越しいただいた上で，本当に限られたお時間で申し

訳ございませんでしたけれども，貴重なお話をいただき，本当にありがとうございました。 

  弁護士の上谷先生と被害者の御両親から，実際に遭われた事件につきまして率直なお話を

いただき，私個人の感想ですけれども，やはり刑事実務と被害に遭われた方々，その家族と

の心情のギャップがまだまだあるかなということを非常に痛感した次第でございます。 

  また，後半部分では，しあわせなみだの皆様，それから岩田先生，芹澤先生からそれぞれ

障害児者に対する性暴力の実態，あるいは海外における状況などにつきまして基本的なとこ

ろから丁寧に御説明いただきましたし，また貴重な御意見をいただき，大変参考になりまし

た。今後も，本ワーキンググループでは，性犯罪の実態の把握に努めてまいりたいと考えて

おりますけれども，その際，本日のお話も大いに参考にさせていただきたいと思っておりま

す。本日は改めて本当にありがとうございました。 

 

○鷦鷯刑事法制企画官  

ありがとうございました。 

  それでは，これをもちまして第２部を終了させていただきます。中野様，菊池様，岩田先

生，芹澤先生，ありがとうございました。 

－了－ 

 

 



 

性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

障がい児者に対する性犯罪の実態 

 

■挨拶、参加者紹介 

■障がい説明 

 資料「身体障害者障害程度等級表」「療育手帳制度の実施について」 

「療育手帳障害程度判定」「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」 

「発達障害者支援法」 

 

■障がい児者に対する性暴力の実態 

 冊子「障がい児者への性暴力が認められる社会へ」 

 資料 2012 年 4 月 30 日付「福祉新聞」 

「若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査報告書」 

「発達障害者への性暴力の実態に関する調査」 

 

■海外の状況 

 資料「海外における障害者への性暴力被害の状況」 

 

■障がい児者への性犯罪裁判の現状 

 資料「障がい児者への性暴力事件」 

 

■どのような処罰規定が必要か 

 資料「障がい児者への性暴力の刑法への反映について」 

 

■障がい児者が性犯罪裁判を行う上で必要な支援のあり方など 

■質疑、意見交換 

資料１



上肢機能 移動機能

１　両下肢をシヨパ
　ー関節以上で欠く
　もの

２　一下肢を大腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

３  一下肢の機能を
　全廃したもの

３級

１　両眼の視力の和
が0.05以上0.08以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内で
かつ両眼による視野
について視能率によ
る損失率が90パー
セント以上のもの

　両耳の聴力レベル
が 90デシベル以上の
もの（耳介に接しなけ
れば大声語を理解し
得ないもの）

　平衡機
能の極め
て著しい
障害

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活が極
度 に 制 限 さ
れ る も の

　体幹の機能障害
により歩行が困難
なもの

　不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作が著しく
制限されるも
の

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が家庭
内での日常
生活活動に
制限されるも
の

 

　不随意運動
・失調等に
より上肢を使
用する日常生
活動作が極
度に制限され
るもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が極度
に制限される
もの

　呼吸器の
機能の障害
により家庭
内での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
喪失

１　両上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの

２　両上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能を全廃したも
　の

３　一上肢の機能の
　著しい障害

４　一上肢のすべて
  の指を欠くもの

５　一上肢のすべて
　の指の機能を全
　廃したもの

１　両上肢の機能の
　著しい障害

２　両上肢のすべて
  の指を欠くもの

３　一上肢を上腕の
　２分の１以上で欠
　くもの

４　一上肢の機能を
　全廃したもの

１　両下肢の機能の
　著しい障害

２　両下肢を下腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

　小腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により日
常生活が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　肝臓の機
能の障害に
より日常生
活活動が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　心臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

　じん臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

呼 吸 器 の
機能の 障害
に よ り 自 己
の身辺 の日
常生活 活動
が 極 度 に 制
限されるもの

ぼうこう又
は直腸 の機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

小 腸 の 機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活がほ
と ん ど 不 可
能 な も の

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動がほ
とんど 不可
能 な も の

２級

１  両眼の視力の和
　が0.02以上0.04以
　下のもの

２　両眼の視野がそ
　れぞれ10度以内
　でかつ両眼による
　視野について視能
　率による損失率が
　95パーセント以上
　のもの

　両耳の聴力レベル
がそれぞれ 100デシ
ベル以上のもの（両耳
全ろう）

１　体幹の機能障
　害により坐位又
　は起立位を保つ
　ことが困難なもの

２　体幹の機能障
　害により立ち上
　がることが困難
　なもの

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動が極
度に制限さ
れ る も の

じん臓の機
能の障 害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に 制限
さ れ る も の

身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 肝臓機能
 障害

１級

　両眼の視力（万国
式試視力表によって
測ったものをいい、
屈折異常のある者
については、きょう
正視力について測っ
たものをいう。以下
同じ。）の和が0.01
以下のもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が不可
能なもの

心 臓 の 機
能の障害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に制限
さ れ る も の

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

１　両下肢の機能を
 全廃したもの

２　両下肢を大腿の
  ２分の１以上で欠
  くもの

　体幹の機能障害
により坐っているこ
とができないもの

  不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作がほとん
ど不可能な
もの

平衡機能
障害

心臓機能障
害

１　両上肢の機能を
 全廃したもの

２　両上肢を手関節
 以上で欠くもの

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢

資料２



上肢機能 移動機能

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢

１　両上肢のおや指
  の機能の著しい障
  害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の著しい障害
３　一上肢のおや指
　を欠くもの
４　一上肢のおや指
  の機能を全廃した
　もの
５　一上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能の著しい障害
６  おや指又はひと
  さし指を含めて一
  上肢の三指の機
　能の著しい障害

１　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能の著しい障害
２　一下肢の足関節
  の機能を全廃した
　もの
３　一下肢が健側に
　比して５センチメー
　トル以上又は健側
　の長さの15分の1
　以上短いもの

　体幹の機能の著
しい障害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動に支障
のあるもの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動に
支障のあるも
の
 

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

　小腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

５級

１　両眼の視力の和
が0.13以上0.2以下
のもの

２　両眼による視野
の２分の１以上が欠
けているもの

　平衡機
能の著し
い障害

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により社
会での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　肝臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著し
く制限され
るもの

１　両上肢のおや指
　を欠くもの
２  両上肢のおや指
  の機能を全廃した
  もの
３  一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
  関節のうち, いず
  れか一関節の機
　能を全廃したもの
４　一上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの
５  一上肢のおや指
　及びひとさし指の
　機能を全廃したも
　の
６　おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の三指を欠く
　もの
７  おや指又はひと
  さし指を含めて一
　上肢の三指の機
　能を全廃したもの
８  おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の四指の機
　能の著しい障害

１　両下肢のすべて
  の指を欠くもの
２  両下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
３　一下肢を下腿の
  ２分の１以上で欠
　くもの
４　一下肢の機能の
  著しい障害
５　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能を全廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して10センチ
  メートル以上又は
  健側の長さの10
　分の1以上短いも
　の

　 　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの
 

　心臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限される
もの

　じん臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　呼吸器の
機能の障害
により社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

４級

１　両眼の視力の和
が0.09以上0.12以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内の
もの

1　両耳の聴力レベル
　がそれぞれ 80デシ
　ベル以上のもの（耳
　介に接しなければ話
　声語を理解し得ない
　もの）

 ２  両耳による普通
　話声の最良の語音
　明瞭度が50パーセ
　ント以下のもの
 

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
著しい障
害



上肢機能 移動機能

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢

備考

１　両下肢のすべて
　の指の機能の著し
　い障害
２　一下肢の機能の
  軽度の障害
３　一下肢の股関
  節, 膝関節又は足
  関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
４　一下肢のすべて
　の指を欠くもの
５　一下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して３センチメ
　ートル以上又は健
　側の長さの20分
　の1以上短いもの

 上肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

　下肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

７級

１　一上肢の機能の
  軽度の障害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
３　一上肢の手指の
  機能の軽度の障
　害
４　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能の著しい
　障害
５　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指を欠くもの
６　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指の機能を全
　廃したもの

1　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。
2　肢体不自由においては, ７級に該当する障害が２以上重複する場合は, ６級とする。
3　異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
4　「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5　「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。
6　上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用調（上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

１　一上肢のおや指
  の機能の著しい障
　害
２　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指を欠くもの
３　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能を全廃し
　たもの

１　一下肢をリスフ
　ラン関節以上で欠
　くもの
２　一下肢の足関節
  の機能の著しい障
　害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
の劣るもの

 不随意運動
・失調等によ
り移動機能の
劣るもの

６級

 一眼の視力が0.02
以下, 他眼の視力が
0.6以下のもので,両
眼の視力の和が 0.2
を超えるもの

１　両耳の聴力レベル
が70デシベル以上の
もの（40センチメート
ル以上の距離で発声
された会話語を理解し
得ないもの）

２　一側耳の聴力レベ
ルが90デシベル以上,
他側耳の聴力レベル
が50デシベル以上の
もの

7　下肢の長さは, 前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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○療育手帳制度の実施について

(昭和48年9月27日)

(児発第725号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」により

「療育手帳制度要綱」(以下「要綱」という。)が示され、本年度から適用することとされたところであるが、

その実施にあたっては、左記の事項にも十分配慮され、この制度の実効ある運用を期されたい。

第1　療育手帳の活用

1　療育手帳のねらいの一つは、知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害者」という。)に対して、一貫

した指導・相談等が行われるようにすることにあるので、指導・相談等を行う機関に対し、療育手帳の趣

旨を十分徹底するとともに、指導・相談等を行った場合は、療育に参考となる事項を手帳に記録するよう

指導されたい。

あわせて、保護者等に対しても、指導・相談等を受ける場合は、必ず療育手帳を提示するよう指導され

たい。

2　知的障害者に対する援助措置として次に例示するようなものがあるが、これらの援助措置を受け易くす

ることも療育手帳のもう一つのねらいである。これらの援助措置を受ける場合には必ず療育手帳を提示す

るよう保護者等を指導するとともに、関係機関と十分協議のうえ療育手帳の提示があった時は、療育手帳

により資格の確認等を行いすみやかにこれらの援助措置がとられるよう措置されたい。

(1)　特別児童扶養手当

(2)　心身障害者扶養共済

(3)　国税、地方税の諸控除及減免税

(4)　公営住宅の優先入居

(5)　NHK受信料の免除

(6)　旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引

特別児童扶養手当に関する事務処理にあたっては、療育手帳(重度障害の記載があるものに限る。)の

提示があったときは、受給資格の認定又は障害に係る再判定のための、必要とされる診断書の提出は省

略してさしつかえないものとし、その他の援助措置に関する具体的取扱いについては追って通知するこ

ととする。

また、療育手帳に重度障害の記載がない場合においても、診断書を作成する医師は、診断書に記載す

べき項目の一部が、療育手帳取得の際に児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の長が判定に用いた

資料(以下「療育手帳取得の際の資料」という。)により明らかである場合は、当該療育手帳取得の際の

資料を当該診断書に添付することをもって当該診断書の該当項目の記載を省略することができる。

なお、これら場合には、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨記入すること。

このほか、都道府県又は指定都市(以下「都道府県」という。)において実施する知的障害者に対する

福祉施策の実施にあたっては、療育手帳の活用を図るよう十分配慮されたい。

第2　名称及び記載事項

1　名称

手帳の名称は「療育手帳」とするが、別名を併記することはさしつかえない。

2　記載事項

記載事項については、要綱及び要綱別添の様式に示された事項に附加して福祉事務所、相談所等の所在

地、福祉措置の内容概略等都道府県において必要な事項を記載されたい。

第3　障害の程度の判定

1　障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障害の程度の記載欄に

は、重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものとする。

(1)　重度

18歳未満の者

平成24年8月20日障発0820第3号(「重度障害児支援加算費について」)の2対象となる措置児童等につ

いての(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの

18歳以上の者

昭和43年7月3日児発第422号児童家庭局長通知(「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」)

の1の(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの

(注)　前記通知の解釈にあたっては、知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障

害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当

するものとする。

(2)　その他

(1)に該当するもの以外の程度のもの

資料３



2019/9/14 ・療育⼿帳制度の実施について(◆昭和48年09⽉27⽇児発第725号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9587&dataType=1&pageNo=1 2/3

2　障害の程度の区分については、1に定める区分のほか中度等の他の区分を定めることもさしつかえないも

のとする。

3　障害の程度については、交付後も確認する必要があるので、その必要な次の判定年月を指定するものと

する。なお、次の障害の程度の確認の時期は、原則として2年後とするが、障害の状況からみて、2年を超

える期間ののち確認を行ってさしつかえないと認められる場合は、その時期を指定してもさしつかえない

ものとする。

第4　療育手帳の交付手続

1　療育手帳は施設に入所している場合、在宅の場合の別を問わず全ての知的障害者を対象として交付する

ものであり、他の都道府県内の施設に入所している者については、当該措置をとった都道府県知事(指定

都市にあっては市長とする。以下同じ。)が交付するよう取り扱われたい。この場合において、市(指定都

市を除く。)町村長が当該措置をとったものであるときは、当該市町村を管轄する都道府県知事とする。

2　療育手帳の交付の申請は、要綱第5の1に示すように福祉事務所の長を経由して行うものであるが、福祉

事務所を設置していない町村に居住地を有する知的障害者については、当該町村長を経由した後、管轄の

福祉事務所の長を経由して申請するものとする。

3　療育手帳の交付の申請は、写真を添付して別添様式の申請書により行うものとする。

4　福祉事務所の長は、申請書を受け付けたときは、これを管轄の児童相談所又は知的障害者更生相談所の

長を経由して、都道府県知事に進達するものとする。

5　児童相談所又は知的障害者更生相談所の長は、交付対象者について判定を行い、判定結果を申請書に記

入のうえ、都道府県知事に進達するものとする。

6　判定にあたっては、当該交付対象者について児童相談所又は知的障害者更生相談所において、既に判定

が行われているときは、当該既判定の結果に基づき申請書に必要事項を記入してさしつかえないものとす

る。この場合、次の判定年月については既判定のときのものとは別の時期を設定してさしつかえないもの

とする。

7　児童相談所又は知的障害者更生相談所以外の機関において、特別児童扶養手当又は障害福祉年金の受給

資格の認定を受けている者について、既に判定が行われているときも、前記6の取り扱いと同様とする。

8　都道府県知事は、手帳の交付の可否を決定し、その結果を経由機関に通知するとともに交付を決定した

ものについては必要事項を記入し予備欄に航空割引の印を押印した療育手帳を管轄の福祉事務所の長(当

該療育手帳の交付の申請が町村長を経由して行われたものであるときは、管轄の福祉事務所の長及び当該

町村長とする。以下第5の1の(3)において同じ。)を経由して申請者に交付するものとする。

第5　療育手帳交付後の手続

1　障害の程度の確認

(1)　障害の程度の確認は、前回の判定の際に次の判定年月として示された時期に行うので、手帳の交付

を受けた知的障害者又はその保護者にその旨、指導をされたい。

(2)　児童相談所又は知的障害者更生相談所の長は、障害の程度の確認のための判定を行ったときは、療

育手帳の判定の記録欄に必要事項を記入し、これを療育手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者

に返付するとともに判定結果を都道府県知事に通知するものとする。

(3)　都道府県知事は、判定結果を確認し、確認内容を管轄の福祉事務所の長を経由して、療育手帳の交

付を受けた知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

2　記載事項の変更の届出等

(1)　療育手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、次の事項に変更があったときは、療育手帳

を添えて交付申請の例によりその旨都道府県知事に届け出るものとする。

ア　療育手帳の交付を受けた知的障害者の氏名又は住所

イ　保護者又は保護者の氏名若しくは住所

(2)　福祉事務所の長又は町村長は、(1)の届出に基づき療育手帳の記載事項を訂正し、これを返付すると

ともに、当該届出書を交付申請があった場合の例により、都道府県知事に進達するものとする。

(3)　(1)の届出が他の都道府県の区域に住所を移した場合であるときは、新住所地の都道府県知事は当該

届出があった旨旧住所地の都道府県知事に通知するものとする。

なお、この場合、新住所地の都道府県における療育手帳の利用上必要がある場合は、既に交付されて

いる手帳の訂正、返付にかえて、新たな手帳を交付することもさしつかえないものとする。

3　療育手帳の再交付

療育手帳をなくしたとき、記載欄に余白がなくなったとき等は療育手帳の再交付を行うものとし、この

場合の申請手続きは、交付の申請の例によるものとする。

4　療育手帳の返還

療育手帳の交付を受けた者又はその保護者は、交付を受けた者が交付対象者に該当しなくなったとき又

は死亡したとき、その他療育手帳を必要としなくなったときは、これを都道府県知事に返還することとす

る。

第6　交付台帳の作成等

1　都道府県知事は、次の事項を記載した療育手帳交付台帳を作成するものとする。
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(1)　交付番号及び交付年月日

(2)　知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別

(3)　障害者の程度及びその確認に関する事項

(4)　旅客運賃割引の種別

(5)　保護者の氏名、住所及び続柄

(6)　再交付の年月日及び理由

2　都道府県知事は、療育手帳の交付を受けていた者が他の都道府県の区域に住所を移したとき、又は療育

手帳の返還があったときは、当該療育手帳に関する部分を交付台帳よりまっ消するものとする。

3　児童相談所及び知的障害者更生相談所の長は、療育手帳に関する必要な事項を児童記録票又は指導台帳

に記録するものとする。

4　福祉事務所の長及び福祉事務所を設置しない町村の長は、療育手帳の交付の申請及び交付に関する必要

な記録簿を作成するものとする。

第7　その他の事項

1　すでに都道府県において、知的障害者を対象とした手帳が交付されているときは、できるだけすみやか

にこの制度による手帳に切り換えるようにされたい。切り換えが困難な場合であって、都道府県知事から

の協議に基づき本職が承認したものについては、さし当り既存の手帳をこの制度による手帳として取り扱

うものとする。

2　前記第1～第6に示した事項のほか、各種の届出、通知の様式、関係機関相互の通知等事務処理上必要な

事項については、各都道府県知事が定めるものとする。

3　要綱又はこの通知により都道府県知事が行うものとされている事務については、各都道府県の実情に応

じ、福祉事務所、児童相談所又は知的障害者更生相談所の長に委任できるものとする。

4　各都道府県知事は、療育手帳制度について実施要綱を定めるものとし、定めた場合は、すみやかにその

写しを本職あて送付されたい。

(別添様式)

画像1 (26KB)

画像2 (17KB)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=1357359
https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=1357360


療育手帳の区分について
(昭和四八年九月二七日)　(発児第一五六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
第三　実施主体

この制度は、都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする。以下同じ。)が市町村その他の関係機関の協力を得
て実施する。

療育手帳制度の実施について
(昭和四八年九月二七日)　(児発第七二五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
第三　障害の程度の判定
１　障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障害の程度の記載欄には、重度の
場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものとする。

都道府県
政令指定都市 重度　A その他　B

北海道 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

青森県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

岩手県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中、軽度

宮城県 Ａ 最重度、重度、中度・軽度で IQ50以
下＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

秋田県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

山形県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

福島県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

茨城県 Ⓐ 最重度 Ｂ 中度

　 Ａ 重度、中度＋身障1～3級 Ｃ 軽度

栃木県 Ａ１ 最重度、IQ21～35＋身障1級と2級
の一部 Ｂ１ 中度、軽度＋身障1～3級と4級の一

部
　 Ａ２ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ２ 軽度

　 Ａ 旧Ａ Ｂ 旧Ｂ

群馬県 A1 最重度 B1 中度
　 A2 重度 B2 軽度

　 A3 重度、中度＋身障1～3級 　 　

埼玉県 Ⓐ 最重度、重度＋障害児福祉手当に該
当する重複障害 Ｂ 中度

　 Ａ 重度、中度＋身障1～3級 Ｃ 軽度

千葉県 Ⓐ 最重度(18歳未満) Ｂ１ 中度

　 Ⓐの１ 最重度(18歳以上、常時特別の介助を
要する程度の状態) Ｂ２ 軽度

　 Ⓐの２ 最重度(18歳以上、それ以外) 　 　

　 Ａ１ 重度 　 　

　 Ａ２ 中度＋身障1～3級 　 　

東京都 １度 最重度 ３度 中度

　 ２度 重度 ４度 軽度

神奈川県 Ａ１ 最重度、重度＋身障1～3級 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ２ 軽度

新潟県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

富山県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

石川県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

福井県 A1 最重度、重度 B1 中度

　 A2 中度＋身障1～3級 B2 軽度

山梨県 A-1 最重度または重度の知的障害＋身体
障害者手帳1級～2級の重複障害者 B-1 中等度の知的障害

　 A-2a 最重度の知的障害 B-2 軽度の知的障害

　 A-2b 重度の知的障害 　 　

　 A-3 中等度の知的障害＋身体障害者手帳1
級～3級の重複障害者 　 　

長野県 A1 最重度～重度の知的障害 B1 中度の知的障害
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　 A2 中度の知的障害＋１～３級の身体障
害の重複障害 B2 軽度の知的障害

岐阜県 A 旧区分 B1 中度
　 A1 最重度 B2 軽度

　 A2 重度、中度＋身障1～3級 　 　

静岡県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級、
てんかんによる日常的介護が必要 B 中度、軽度

愛知県 A 最重度、重度 B 中度

　 　 　 C 軽度

三重県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ２ 軽度

滋賀県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度 Ｂ２ 軽度

京都府 A 最重度、重度 B 中度、軽度

大阪府 A 重度 B1 中度

　 　 　 B2 軽度

兵庫県 A 重度、中度＋生活面、行動面、看護
面でAに該当する場合 B1 中度、軽度＋生活面、行動面、看護

面でB1に該当する場合

　 　 　 B2 軽度

奈良県 A 重度(旧区分) B その他(旧区分)
　 A1 最重度 B1 中度

　 A2 重度、中度＋身障1～3級 B2 軽度

和歌山県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度 Ｂ２ 軽度

鳥取県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

島根県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

岡山県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

広島県 Ⓐ 最重度、重度＋身障1～2級 Ⓑ 中度

　 Ａ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 軽度

山口県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

徳島県 A1 最重度 B1 中等度

　 A2 重度 B2 軽度

香川県 Ⓐ 最重度 Ⓑ 中度

　 A 重度 B 軽度

愛媛県 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

高知県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度 Ｂ２ 軽度

福岡県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度
　 Ａ２ 重度 Ｂ２ 軽度

　 Ａ３
知能指数がおおむね50以下であって、
身体障害者手帳の1から3級に該当

する者
　 　

佐賀県 A
最重度、重度、中度＋肢体不自由・
盲・ろうあ等の障害を有する1～3級

の者
B 中度、軽度

長崎県 Ａ１ 発達障害程度が最重度のもの Ｂ１ 発達障害程度が中度のもの

　 Ａ２ 発達障害程度が重度のもの Ｂ２ 発達障害程度が軽度のもの

熊本県 Ａ１ 最重度 Ｂ１ 中度

　 Ａ２ 重度 Ｂ２ 軽度

大分県 Ａ１ 最重度、重度＋介護度3 Ｂ１ 中等度、軽度＋介護度3

　 Ａ２ 重度、中等度＋介護度3 Ｂ２ 軽度

宮崎県 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B-1 中度、軽度相当＋身障1～4級

　 　 　 B-2 軽度

鹿児島県 A 旧区分、最重度～重度 B 旧区分、中度～軽度
A1 最重度 B1 中度

A2 重度 B2 軽度



沖縄県 A1 最重度 B1 中度

　 A2 重度 B2 軽度

札幌市 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度

　 　 　 B-(バー) 軽度

仙台市 Ａ 最重度、重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 中度、軽度

さいたま市 Ⓐ 最重度、重度＋身障1～2級相当 Ｂ 中度

　 Ａ 重度、中度＋身障1～3級 Ｃ 軽度

千葉市 Ⓐ 最重度(18歳未満) Ｂの１ 中度
　 Ⓐの１ 最重度(18歳以上) Ｂの２ 軽度

　 Ⓐの２ 最重度(18歳以上) 　 　

　 Aの1 重度 　 　

　 Ａの２ 中度＋身障1～3級 　 　

横浜市 Ａ１ 最重度、重度＋身障1～3級 Ｂ１ 中度、軽度＋身障1～3級

　 Ａ２ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ２ 軽度

川崎市 Ａ１

著しい発達遅滞があって，標準化さ
れた検査により判定した結果を指数
化したもの（以下「知的指数」とい
います。）が，おおむね20以下の場

合 

Ｂ１
発達遅滞があって，知的指数がおお
むね36以上50以下で上記Ａ２に該

当しない場合 

　 Ａ２
発達遅滞があって，知的指数がおお
むね21以上35以下で上記Ａ１に該

当しない場合 
Ｂ２

発達遅滞があって，知的指数がおお
むね51以上 75以下で上記Ｂ１に該
当しない場合、特例で自閉症で IQ76

～91

相模原市 Ａ１ 最重度、重度＋身障1～3級 Ｂ１ 中度、軽度＋身障1～3級

　 Ａ２ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ２ 軽度

新潟市 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

静岡市 A 最重度, B 中度、軽度

浜松市 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級、
てんかんによる日常的介護が必要 B 中度、軽度

名古屋市 1度(Ａ) 最重度 3度(Ｂ) 中度
　 2度(Ａ) 重度 4度(Ｂ) 軽度

　 3度(Ａ) 中度＋身障1～3級 　 　

京都市 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

大阪市 A 重度 B1 中度

　 　 　 B2 軽度

堺市 A 重度 B1 中度

　 　 　 B2 軽度

神戸市 Ａ 重度 Ｂ１ 中度

　 　 　 Ｂ２ 軽度

岡山市 A 最重度、重度、中度＋身障1～3級 B 中度、軽度

広島市 Ⓐ 最重度、重度＋身障1～2級 Ⓑ 中度

　 Ａ 重度、中度＋身障1～3級 Ｂ 軽度

北九州市 A1 最重度 B1 中度
　 A2 重度 B2 軽度

　 A3 中度と身体障害者手帳1，2，3級の
合併 　 　

福岡市 Ａ１ 最重度精神遅滞 Ｂ１ 中度精神遅滞
　 Ａ２ 重度精神遅滞 Ｂ２ 軽度精神遅滞

　 Ａ３ 中度精神遅滞+身体障害者手帳1～3
級 　 　



○精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

(平成七年九月一二日)

(健医発第一、一三三号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

精神障害者の保健福祉施策については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであるが、今般、

精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第四五条の規定が設けられ、「精神障害者保健福祉手帳」の制度が新たに創設されたところであり、その実施

要領については、本日付け健医発第一、一三二号本職通知により通知したところである。

この実施要領における障害等級の判定の基準を、別紙のとおり「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基

準」定めたので通知する。

(別紙)

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の

確認、(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、(4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。障害

の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示す。

なお、判定に際しては、診断書に記載された精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態につ

いて十分な審査を行い、対応すること。

また、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明(別添1)、障害等級の基本的な考え方(別添2)を参照

のこと。

障害等級 障害の状態

　 精神疾患(機能障害)の状態 能力障害(活動制限)の状態

1級

(精神障害であ

って、日常生

活の用を弁ず

ることを不能

ならしめる程

度のもの)

1　統合失調症によるものにあっては、高度の

残遺状態又は高度の病状があるため、高度

の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚

等の異常体験があるもの

2　気分(感情)障害によるものにあっては、高

度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病

相期があり、かつ、これらが持続したり、

ひんぱんに繰り返したりするもの

3　非定型精神病によるものにあっては、残遺

状態又は病状が前記1、2に準ずるもの

4　てんかんによるものにあっては、ひんぱん

に繰り返す発作又は知能障害その他の精神

神経症状が高度であるもの

5　中毒精神病によるものにあっては、認知症

その他の精神神経症状が高度のもの

6　器質性精神障害によるものにあっては、記

憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的

行動障害のいずれかがあり、そのうちひと

つ以上が高度のもの

7　発達障害によるものにあっては、その主症

状とその他の精神神経症状が高度のもの

8　その他の精神疾患によるものにあっては、

上記の1～7に準ずるもの

1　調和のとれた適切な食事摂取ができな

い。

2　洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清

潔保持ができない。

3　金銭管理能力がなく、計画的で適切な

買物ができない。

4　通院・服薬を必要とするが、規則的に

行うことができない。

5　家族や知人・近隣等と適切な意思伝達

ができない。協調的な対人関係を作れな

い。

6　身辺の安全を保持したり、危機的状況

に適切に対応できない。

7　社会的手続をしたり、一般の公共施設

を利用することができない。

8　社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、

文化的社会的活動に参加できない。

(上記1～8のうちいくつかに該当するもの)
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2級

(精神障害であ

って、日常生

活が著しい制

限を受ける

か、又は日常

生活に著しい

制限を加える

ことを必要と

する程度のも

の)

1　統合失調症によるものにあっては、残遺状

態又は病状があるため、人格変化、思考障

害、その他の妄想幻覚等の異常体験がある

もの

2　気分(感情)障害によるものにあっては、気

分、意欲・行動及び思考の障害の病相期が

あり、かつ、これらが持続したり、ひんぱ

んに繰り返したりするもの

3　非定型精神病によるものにあっては、残遺

状態又は病状が前記1、2に準ずるもの

4　てんかんによるものにあっては、ひんぱん

に繰り返す発作又は知能障害その他の精神

神経症状があるもの

5　中毒精神病によるものにあっては、認知症

その他の精神神経症状があるもの

6　器質性精神障害によるものにあっては、記

憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的

行動障害のいずれかがあり、そのうちひと

つ以上が中等度のもの

7　発達障害によるものにあっては、その主症

状が高度であり、その他の精神神経症状が

あるもの

8　その他の精神疾患によるものにあっては、

上記の1～7に準ずるもの

1　調和のとれた適切な食事摂取は援助な

しにはできない。

2　洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清

潔保持は援助なしにはできない。

3　金銭管理や計画的で適切な買物は援助

なしにはできない。

4　通院・服薬を必要とし、規則的に行う

ことは援助なしにはできない。

5　家族や知人・近隣等と適切な意思伝達

や協調的な対人関係づくりは援助なしに

はできない。

6　身辺の安全保持や危機的状況での適切

な対応は援助なしにはできない。

7　社会的手続や一般の公共施設の利用は

援助なしにはできない。

8　社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、

文化的社会的活動への参加は援助なしに

はできない。

(上記1～8のうちいくつかに該当するもの)

3級

(精神障害であ

って、日常生

活若しくは社

会生活が制限

を受けるか、

又は日常生活

若しくは社会

生活に制限を

加えることを

必要とする程

度のもの)

1　統合失調症によるものにあっては、残遺状

態又は病状があり、人格変化の程度は著し

くはないが、思考障害、その他の妄想・幻

覚等の異常体験があるもの

2　気分(感情)障害によるものにあっては、気

分、意欲・行動及び思考の障害の病相期が

あり、その症状は著しくはないが、これを

持続したり、ひんぱんに繰り返すもの

3　非定型精神病によるものにあっては、残遺

状態又は病状が前記1、2に準ずるもの

4　てんかんによるものにあっては、発作又は

知能障害その他の精神神経症状があるもの

5　中毒精神病によるものにあっては、認知症

は著しくはないが、その他の精神神経症状

があるもの

6　器質性精神障害によるものにあっては、記

憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的

行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度

のもの

7　発達障害によるものにあっては、その主症

状とその他の精神神経症状があるもの

8　その他の精神疾患によるものにあっては、

上記の1～7に準ずるもの

1　調和のとれた適切な食事摂取は自発的

に行うことができるがなお援助を必要と

する。

2　洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清

潔保持は自発的に行うことができるがな

お援助を必要とする。

3　金銭管理や計画的で適切な買物はおお

むねできるがなお援助を必要とする。

4　規則的な通院・服薬はおおむねできる

がなお援助を必要とする。

5　家族や知人・近隣等と適切な意思伝達

や協調的な対人関係づくりはなお十分と

はいえず不安定である。

6　身辺の安全保持や危機的状況での対応

はおおむね適切であるが、なお援助を必

要とする。

7　社会的手続や一般の公共施設の利用は

おおむねできるが、なお援助を必要とす

る。

8　社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、

文化的社会的活動にも参加するが、なお

十分とはいえず援助を必要とする。

(上記1～8のうちいくつかに該当するもの)

(別添1)

精神障害者保健福祉手帳等級判定基準の説明

精神障害の判定基準は、「精神疾患(機能障害)の状態」及び「能力障害(活動制限)の状態」により構成して

おり、その適用に当たっては、総合判定により等級を判定する。

(1)　精神疾患(機能障害)の状態

精神疾患(機能障害)の状態は、「統合失調症」、「気分(感情)障害)」、「非定型精神病」、「てんか

ん」、「中毒精神病」、「器質性精神障害」、「発達障害」及び「その他の精神疾患」のそれぞれについて

精神疾患(機能障害)の状態について判断するためのものであって、「能力障害(活動制限)の状態」とともに

「障害の程度」を判断するための指標として用いる。



①　統合失調症

統合失調症は、障害状態をもたらす精神疾患の中で頻度が高く、多くの場合思春期前後に発症する疾患

である。幻覚等の知覚障害、妄想や思考伝播等の思考の障害、感情の平板化等の感情の障害、無関心等の

意志の障害、興奮や昏迷等の精神運動性の障害等が見られる。意識の障害、知能の障害は通常見られな

い。急激に発症するものから、緩徐な発症のために発病の時期が不明確なものまである。経過も変化に富

み、慢性化しない経過をとる場合もあり、障害状態も変化することがある。しかしながら、統合失調症の

障害は外見や行動や固定的な一場面だけからでは捉えられないことも多く、障害状態の判断は主観症状や

多様な生活場面を考慮して注意深く行う必要がある。

なお、「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状については、それぞれ以下のとおりである。

(a)　残遺状態

興奮や昏迷を伴う症状は一過性に経過することが多く急性期症状と呼ばれる。これに対し、急性期を

経過した後に、精神運動の緩慢、活動性の低下(無為)、感情平板化、受動性と自発性欠如、会話量とそ

の内容の貧困、非言語的コミュニケーションの乏しさ、自己管理と社会的役割遂行能力の低下といった

症状からなる陰性症状が支配的になった状態を残遺状態という。これらは決して非可逆的というわけで

はないが、長期間持続する。

(b)　病状

「精神疾患(機能障害)の状態」の記述中に使用されている「病状」という用語は残遺状態に現れる陰

性症状と対比的に使用される陽性症状を指している。陽性症状は、幻覚等の知覚の障害、妄想や思考伝

播、思考奪取等の思考の障害、興奮や昏迷、緊張等の精神運動性の障害等のように目立ちやすい症状か

らなる。陽性症状は残遺状態や陰性症状に伴って生じる場合もある。

(c)　人格変化

陰性症状や陽性症状が慢性的に持続すると、連合弛緩のような持続的な思考過程の障害や言語的コミ

ュニケーションの障害が生じ、その人らしさが失われたり変化したりする場合がある。これを統合失調

症性人格変化という。

(d)　思考障害

思考の障害は、思考の様式や思路の障害と内容の障害に分けられる。様式の障害には、思考伝播、思

考奪取、思考吹入、思考化声等の統合失調症に特有な障害の他に強迫思考等がある。思路の障害には、

観念奔逸、思考制止、粘着思考、思考保続、滅裂思考、連合弛緩等がある。内容の障害は、主に妄想を

指すが、その他に思考内容の貧困、支配観念等も含まれる。単に思考障害といった場合は妄想等の思考

内容の障害は含まず、主に思考様式の障害を指す。

(e)　異常体験

幻覚、妄想、思考伝播、思考奪取、思考吹入、思考化声等の陽性症状を指している。

②　気分(感情)障害

ICD―10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改正)では気分(感情)障害と呼ばれ、気分及び感

情の変動によって特徽づけられる疾患である。主な病相期がそう状態のみであるものをそう病、うつ状態

のみであるものをうつ病、そう状態とうつ状態の2つの病相期を持つものをそううつ病という。病相期以

外の期間は精神症状が無いことが多いが、頻回の病相期を繰り返す場合には人格変化を来す場合もある。

病相期は数か月で終了するものが多い。病相期を繰り返す頻度は様々で、一生に1回しかない場合から、

年間に十数回繰り返す場合もある。

なお、「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状については、それぞれ以下のとおりである。

(a)　気分の障害

気分とは持続的な基底をなす感情のことであり、情動のような強い短期的感情とは区別する。気分の

障害には、病的爽快さである爽快気分と、抑うつ気分がある。

(b)　意欲・行動の障害

そう状態では、自我感情の亢進のため行動の抑制ができない状態(行為心迫)、うつ状態では、おっく

うで何も手につかず、何もできない状態(行動抑制)である。

(c)　思考障害

思考の障害については統合失調症の記載を参照のこと。そうやうつの場合には、観念奔逸や思考制止

等の思考過程の障害や、思考内容の障害である妄想が出現しやすい。

また、そうまたはうつの病状がある病相期は、長期にわたる場合もあれば短期間で回復し、安定化する

場合もある。病相期の持続期間は、間欠期に障害を残さないことが多いそううつ病の障害状態の持続期間

である。間欠期にも障害状態を持つ場合は病相期の持続期間のみが障害状態であることにはならない。一

般にそううつ病の病相期は数か月で軽快することが多い。

病相期が短期間であっても、頻回に繰り返せば、障害状態がより重くなる。1年間に1回以上の病相期が

存在すれば、病相期がひんぱんに繰り返し、通常の社会生括は送りにくいというべきだろう。

③　非定型精神病

非定型精神病の発病は急激で、多くは周期性の経過を示し、予後が良い。病像は意識障害(錯乱状態、

夢幻状態)、情動障害、精神運動性障害を主とし、幻覚は感覚性が著しく妄想は浮動的、非体系的なもの



が多い。発病にさいして精神的あるいは身体的誘因が認められることが多い。経過が周期的で欠陥を残す

傾向が少ない点は、統合失調症よりもそううつ病に近い。

なお、ICD―10ではF25統合失調感情障害にほぼあたる。この統合失調感情障害とは、統合失調性の症状

とそううつの気分障害の症状の両者が同程度に同時に存在する疾患群を指す。

④　てんかん

てんかんは反復する発作を主徴とする慢性の大脳疾患であり、特発性および症候性てんかんに二大分さ

れる。症候性てんかんの発作ならびに精神神経学的予後は、特発性てんかんにくらべて不良のことが多

い。てんかんの大半は小児期に年齢依存性に発病し、発作をもったまま青年・成人期をむかえる。

てんかん発作は一般に激烈な精神神経症状を呈する。多くの場合、発作の持続時間は短いが、時に反

復・遷延することがある。発作は予期せずに突然起き、患者自身は発作中の出来事を想起できないことが

多い。姿勢が保てなくなる発作、意識が曇る発作では、身体的外傷の危険をともなう。

発作に加えててんかんには、発作間欠期の精神神経症状を伴うことがある。脳器質性障害としての知的

機能の障害や、知覚・注意・情動・気分・思考・言語等の精神機能、および行為や運動の障害がみられ

る。発作間欠期の障害は小児から成人に至る発達の途上で深甚な修飾をこうむる。それは精神生活の脆弱

性や社会適応能力の劣化を引き起こし、学習・作業能力さらに行動のコントロールや日常生活の管理にも

障害が現れる。てんかん患者は発作寛解に至るまで長期にわたり薬物治療を継続する必要がある。なお、

「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状については、それぞれ以下のとおりである。

(a)　発作

てんかんにおける障害の程度を判定する観点から、てんかんの発作を次のように分類する。

イ　意識障害はないが、随意運動が失われる発作

ロ　意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

ハ　意識障害の有無を問わず、転倒する発作

ニ　意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

(b)　知能障害

知能や記憶等の知的機能の障害の程度は、器質性精神障害の認知症の判定基準に準じて判定する。

(c)　その他の精神神経症状

その他の精神神経症状とは、注意障害、情動制御の障害、気分障害、思考障害(緩慢・迂遠等)、幻

覚・妄想等の病的体験、知覚や言語の障害、対人関係・行動パターンの障害、あるいは脳器質症状とし

ての行為や運動の障害(たとえば高度の不器用、失調等)を指す。

⑤　中毒精神病

精神作用物質の摂取によって引き起こされる精神および行動の障害を指す。有機溶剤等の産業化合物、

アルコール等の嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬等の医薬品が含まれる。これらの中には依存

を生じる化学物質が含まれ、また法的に使用が制限されている物質も含まれる。

なお、「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状については、以下のとおりである。

(a)　認知症、その他の精神神経症状

中毒精神病に現れる残遺及び遅発性精神病性障害には、フラッシュバック、パーソナリティ障害、気

分障害、認知症等がある。

⑥　器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)

器質性精神障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中毒(一酸化炭素中毒、有機水銀中

毒)、中枢神経の感染症、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる

精神疾患であって、従来、症状精神病として区別されていた疾患を含む概念である。ただしここでは、中

毒精神病、精神遅滞を除外する。

脳に急性の器質性異常が生じると、その病因によらず、急性器質性症状群(AOS)と呼ばれる一群の神経

症状が見られる。AOSは多彩な意識障害を主体とし、可逆的な症状である場合が多い。AOSの消退後、また

は、潜在性が進行した器質異常の結果生じるのが慢性器質性症状群(COS)である。COSは、知的能力の低下

(認知症)と性格変化に代表され、多くの場合非可逆的である。COSには、病因によらず、脳の広範な障害

によって生じる非特異的な症状と、病因や障害部位によって異なる特異的症状とがある。巣症状等の神経

症状、幻覚、妄想、気分の障害等、多彩な精神症状が合併しうる。

初老期、老年期に発症する認知症も器質性精神症状として理解される。これらのうち代表的なアルツハ

イマー型認知症と血管性認知症を例にとると、血管性認知症は、様々な原因でAOS(せん妄等)を起こし、

そのたびにCOSの一症状としての認知症が段階的に進行する。アルツハイマー型認知症では、急性に器質

性変化が起こることはないので、AOSを見る頻度は比較的少なく、COSとしての認知症が潜在的に発現し、

スロープを降りるように徐々に進行する。

なお、「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状については、それぞれ以下のとおりである。

(a)　認知症

慢性器質性精神症状の代表的な症状の一つは、記憶、記銘力、知能等の知的機能の障害である。これ

らは記憶、記銘力検査、知能検査等で量的評価が可能である。

(b)　高次脳機能障害



高次脳機能障害とは、1)脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認さ

れ、2)日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、

社会的行動障害等の認知障害であるものをいう。ICD―10コードでF04、F06、F07に該当する。

F04：器質性健忘症候群(記憶障害が主体となる病態を呈する症例)

F06：他の器質性精神障害(記憶障害が主体でない症例、遂行機能障害、注意障害が主体となる病態を呈

する症例)

F07：器質性パーソナリティおよび行動の障害(人格や行動の障害が主体となる病態を呈する症例)

⑦　発達障害(心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害)

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害

その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が、通常低年齢において発現するものである。

ICD―10ではF80からF89，F90からF98に当たる。「精神疾患(機能障害)の状態」欄の状態像及び症状につ

いては以下の通りである。

(a)　知能・記憶・学習・注意の障害

＜学習の困難、遂行機能障害、注意障害＞

知的障害や認知症、意識障害及びその他の記憶障害、過去の学習の機会欠如を原因としない学習(読

みや書き、算数に関すること)に関する著しい困難さ、遂行機能(計画を立てる、見通しを持つ、実行す

る、計画を変更する柔軟性を持つこと)に関する著しい困難さ、注意保持(注意の時間的な持続、注意を

安定的に対象に向ける)に関する著しい困難さを持つ場合が該当する。

(b)　広汎性発達障害関連症状

＜相互的な社会関係の質的障害＞

社会的場面で発達水準にふさわしい他者との関わり方ができず孤立しがちである、本人は意図してい

ないが周囲に気まずい思いをさせてしまうことが多い、特に同年代の仲間関係が持てない等の特性が顕

著に見られる場合が該当する。

＜コミュニケーションのパターンにおける質的障害＞

一方通行の会話が目立つ、冗談や皮肉の理解ができない、身振りや視線等によるコミュニケーション

が苦手等の特性が顕著に見られる場合が該当する。

＜限定した常同的で反復的な関心と活動＞

決まったおもちゃや道具等以外を使うように促しても拒否する、他者と共有しない個人収集に没頭す

る等の限定的な関心や、おもちゃを一列に並べる、映像の同じ場面だけを繰り返し見る等の反復的な活

動が顕著に見られる場合が該当する。

(c)　その他の精神神経症状

周囲からはわからないが、本人の感じている知覚過敏や知覚平板化、手先の不器用があるために、著

しく生活範囲が狭められている場合も該当する。また、軽度の瞬目、咳払い等の一般的なチックではな

く、より重症な多発性チックを伴う場合(トゥレット症候群)も該当する。

⑧　その他の精神疾患

その他の精神疾患にはICD―10に従えば、「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」、

「成人のパーソナリティおよび行動の障害」、「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」等

を含んでいる。

(2)　能力障害(活動制限)の状態

「能力障害(活動制限)の状態」は、精神疾患(機能障害)による日常生活あるいは社会生活の支障の程度に

ついて判断するものであって、「精神疾患(機能障害)の状態」とともに「障害の程度」を判断するための指

標として用いる。なお、年齢相応の能力と比較の上で判断する。

この場合、日常生活あるいは社会生括において必要な「援助」とは、助言、指導、介助等をいう。

①　適切な食事摂取や身辺の清潔保持、規則正しい生活

洗面、洗髪、排泄後の衛生、入浴等身体の衛生の保持、更衣(清潔な身なりをする)清掃等の清潔の保特

について、あるいは、食物摂取(栄養のバランスを考え、自ら準備して食べる)の判断等についての能力障

害(活動制限)の有無を判断する。これらについて、意志の発動性という観点から、自発的に適切に行うこ

とができるかどうか、援助が必要であるかどうか判断する。

②　金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、自発的に適切な買い物ができるか、援助が必要であるかどうか判断する。

(金銭の認知、買い物への意欲、買い物に伴う対人関係処理能力に着目する。)

③　通院と服薬

自発的に規則的に通院と(服薬が必要な場合は)服薬を行い、病状や副作用等についてうまく主治医に伝

えることができるか、援助が必要であるか判断する。

④　他人との意思伝達・対人関係

他人の話を聞き取り、自分の意思を相手に伝えるコミュニケーション能力、他人と適切につきあう能力

に着目する。

⑤　身辺の安全保持・危機対応



自傷や危険から身を守る能力があるか、危機的状況でパニックにならずに他人に援助を求める等適切に

対応ができるかどうか判断する。

⑥　社会的手続や公共施設の利用

各種の申請等社会的手続を行ったり、銀行や福祉事務所、保健所等の公共施設を適切に利用できるかど

うか判断する。

⑦　趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加

新聞、テレビ、趣味、娯楽、余暇活動に関心を持ち、地域の講演会やイベント等に参加しているか、こ

れらが適切であって援助を必要としないかどうか判断する。

(別添2)

障害等級の基本的なとらえ方

障害等級を判定基準に照らして判定する際の各障害等級の基本的なとらえ方を参考として示すと、おおむね

以下のとおりである。

(1)　1級

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

である。

例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者においては、医療機関等

への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生括においても、適切な食事を用意したり、後片

付け等の家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。

親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内

容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔

たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中で

その場に適さない行動をとってしまいがちである。

(2)　2級

精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と

する程度のものである。この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを

必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。

例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処すること

が困難である。医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。また、デイケア、障害者自立支援法に基

づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。食事をバラン

ス良く用意する等の家事をこなすために、助言や援助を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできな

い。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中で

の発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大き

いと病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行

動をとってしまうことがある。

(3)　3級

精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えること

を必要とする程度のものである。

例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。デイケ

ア、障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する

者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事

をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が

少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切に

できないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃

や悪化が起きにくい。金銭管理はおおむねできる。社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少な

い。
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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の

促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、

切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本

法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本

的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公

共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発

達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることによ

り、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、も

って全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障

害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものを

いう。 

２ この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び

社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」

とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。 
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３ この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は

社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一

切のものをいう。 

４ この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な

発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に

対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。 

 

（基本理念） 

第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保さ

れること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会に

おいて他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならな

い。 

２ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなけれ

ばならない。 

３ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の

実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関

及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ

目なく行われなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な

社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行

うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念（次項及び次条において「基本

理念」という。）にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとす

る。 

２ 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、発達障害児に対し、発達障害の症

状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、

学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する

就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に

対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種

の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができる

ようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び

民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 

４ 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障

害児の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するも

のをいう。以下同じ。）の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。 

５ 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医

療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を

確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局

と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協

力体制の整備を行うものとする。 



（国民の責務） 

第四条 国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとと

もに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努め

なければならない。 

 

第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策 

 

（児童の発達障害の早期発見等） 

第五条 市町村は、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十二条及び第十

三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなけれ

ばならない。 

２ 市町村の教育委員会は、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第十

一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなけれ

ばならない。 

３ 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該

児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、

必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、

当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条

の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関（次条第一項において「セ

ンター等」という。）を紹介し、又は助言を行うものとする。 

４ 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び

保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。 

５ 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的

事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものと

する。 

 

（早期の発達支援） 

第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障

害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その

他適切な措置を講じるものとする。 

２ 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。 

３ 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うと

ともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置

を講じるものとする。 

 

（保育） 

第七条 市町村は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条第一

項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な

保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と

共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。 

 

 



（教育） 

第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の発達障害者であって高

等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者

を含む。以下この項において同じ。）が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を

踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障

害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこ

と、個別の教育支援計画の作成（教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福

祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長

期的な支援に関する計画の作成をいう。）及び個別の指導に関する計画の作成の推

進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他

必要な措置を講じるものとする。 

２ 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配

慮をするものとする。 

 

（放課後児童健全育成事業の利用） 

第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会

の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。 

（情報の共有の促進） 

第九条の二 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及

び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業

務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情

報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。 

 

（就労の支援） 

第十条 国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、発

達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定

所、地域障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年

法律第百二十三号）第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。）、障

害者就業・生活支援センター（同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者

をいう。）、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連

携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労

の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に

行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものと

する。 

３ 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇

用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を

行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 

 

（地域での生活支援） 

第十一条 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生

活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の



状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機

会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の

確保その他必要な支援に努めなければならない。 

 

（権利利益の擁護） 

第十二条 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別さ

れ、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利

利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐

待の防止等のための対策を推進すること、成年後見制度が適切に行われ又は広く利

用されるようにすることその他の発達障害者の権利利益の擁護のために必要な支援

を行うものとする。 

（司法手続における配慮） 

第十二条の二 国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保

護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所にお

ける民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人と

なった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、

個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の

適切な配慮をするものとする。 

 

（発達障害者の家族等への支援） 

第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対

応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図り

つつ、発達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、発達

障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努

めなければならない。 

 

第三章 発達障害者支援センター等 

 

（発達障害者支援センター等） 

第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定

める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者

（以下「発達障害者支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる。 

一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家

族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助

言を行うこと。 

二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。 

三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並

びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。 

四 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機

関及び民間団体との連絡調整を行うこと。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 



３ 都道府県は、第一項に規定する業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は

自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他

の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な

配慮をするものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第十五条 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。 

 

（報告の徴収等） 

第十六条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定す

る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支

援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当

該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に

関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

 

（改善命令） 

第十七条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定す

る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支

援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

（指定の取消し） 

第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定に

よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

した場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障

害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すこ

とができる。 

 

（専門的な医療機関の確保等） 

第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができる

と認める病院又は診療所を確保しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項

の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援

助を行うものとする。 

 

 



（発達障害者支援地域協議会） 

第十九条の二 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障

害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労

働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者（次項にお

いて「関係者等」という。）により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことが

できる。 

２ 前項の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、

地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者

等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を

行うものとする。 

 

第四章 補則 

 

（民間団体への支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の

活動の活性化を図るよう配慮するものとする。 

 

（国民に対する普及及び啓発） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関

する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、

必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

 

（医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発

達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。 

 

（専門的知識を有する人材の確保等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適

切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成

及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判

に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性その他発達障害に関す

る理解深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講

じるものとする。 

 

（調査研究）第二十四条 国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者

の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援

の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。 

 

（大都市等の特例） 

第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定める

ものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市（以下「指定都市」という。）においては、政令で定めるところにより、指



定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する

規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

（見直し） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二〇年六月一八日法律第七三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二〇年一二月二六日法律第九六号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第八条の規定 平成二

十四年四月一日 

 

 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄  

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六四号）  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、疾病等の分類に関する国際的動向等を勘案し、知的発達の遅滞の疑い

があり、日常生活を営むのにその一部につき援助が必要で、かつ、社会生活への適

応の困難の程度が軽い者等の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、これら

の者の支援の在り方について、児童、若者、高齢者等の福祉に関する施策、就労の

支援に関する施策その他の関連する施策の活用を含めて検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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海外における障害者への性暴力被害の状況【概要】 

岩田千亜紀（東洋大学社会学部社会福祉学科） 

 

出典：岩田千亜紀『障害者への DVなどの暴力についての国際的な動向と課題：文献レビュー』「東洋

大学社会学部紀要」55-1, 43-55, 2017年． 

 

1. 健常者よりも障害者では性暴力被害の割合が高い 

海外で行われた障害者（身体障害者、知的障害者、精神障害者）への性暴力被害の状況について調

べたところ、健常者の男女に比べて障害者の男女では、性暴力被害の割合が顕著に高くなっていた。

特に、障害女性では健常女性のほぼ 2～3倍、性暴力被害を受けていた（表 1参照）。 

2. 障害者への性暴力被害においては、長期間、複数回にわたる被害が多い 

障害者への性暴力の特徴としては、長期間にわたる被害や、複数回にわたる被害が多いことである。

知的障害者をふくむ発達障害者への暴力に関する調査（Sobsey et al. 1991）によれば、発達障害

の女性の 70％が性暴力を受けたことがあり、知的障害のある女性の半数近くが、生涯で 10回以上

も性暴力の被害に遭った。また、それらの被害は時には重篤で、非常に危険な状況を招くこともあ

った。 

3. 性暴力被害の多くは自宅で発生している。加害者には、男性健常者の介護者などが多い 

多くの場合、被害は被害者の自宅や居住地で発生している。加害者はほぼ男性である。加害者には、

友人、家族（夫など）、医療従事者、介護者、移動介助者などが含まれるが、特に男性健常者の介

護者などによるものが多い（Young et al. 1997）。 

4. 性暴力は、被害者の心身に甚大な影響を与える 

発達障害のある男女への暴力被害についての調査（Platt et al. 2017）では、暴力被害は健康状況

の悪化と関係がある。暴力の被害を受けた発達障害者の男女では、うつ病評価尺度（CESD）や心

的外傷後ストレス障害（PTSD）の値が高く、特に性暴力の被害を受けた男女では、近くされたス

トレス尺度（PSS）が高くなっていた。 

5. 障害者は性暴力被害から逃れることが困難である 

身体障害のある女性を対象にした調査（Nosek et al.2006）では、女性の身体障害者のうち、介護

を常に必要とする場合は、介護者への依存度が高まり、性暴力の被害から逃れることが困難である

などの理由から、性暴力の被害に遭う確率が高くなっている。さらに、女性の年齢が低いこと、社

会的な孤立傾向、うつ傾向と性暴力の被害には、高い相関性が見られる。 

6. 性暴力被害を受けた障害者は、支援を求めることが困難である 

性暴力被害に遭った身体障害のある女性を対象とした調査（Millberger et al.2003）では、性暴力

の被害を受けた女性のわずかしか支援を求めず、適切な支援を得ることができなかったことが分か

っている。その理由として、自分で何とかしようと考えたこと、どこに行けば支援を受けられるの

か分からなかったこと、恥ずかしかったこと、暴力を受けたことは自分のせいだと思ったこと、支

援を受ければ加害者に報復されると考えたこと、何も信じられなかったこと、シェルターでは適切

な支援を受けられないと思ったことなどが挙げられた。 

 

【結論】障害者の場合、障害の特性により、性暴力の被害に遭う割合が高い。しかし、物理的なアク

セスや情報アクセスが十分でないことに加えて、加害者の多くが介護者等であるため、性暴力被害か

ら逃れることは困難である。障害者のおかれた状況に配慮した支援体制を講じることが必要である。 

資料７



 

表 1 障害者への性暴力被害の状況について（海外での調査結果） 

著者（年）/国 対象者 結果 

Basile et al. (2016)            

アメリカ 

女性 9,086 人、男性 7,421 人

（18 歳以上） 

障害をもつ男女は、障害をもたない人に比べて、性被害の

割合が高くなっていた。 

Mitra et l. (2016）          

アメリカ 

男性 49％、女性 51％。その

うち障害者は男性 18.9％、女

性 21.6％ 

一生のうちに性暴力被害に遭った率は障害男性が 8.8％、健

常男性は 6.0％、女性障害者は 25.6％、女性健常者は 14.7％。

そのうち、女性障害者は最も親密な男性パートナーによる

被害に、男性は知人からの被害に遭っていた。 

Krnjacki et al. (2015)     

オーストラリア 

オーストラリア人 17,000 人

（15 歳以上） 

障害者への暴力の発生率は、健常者よりも高く、男性より

も女性で高かった。女性障害者では性暴力やパートナーに

よる暴力が多く、男性障害者では身体的暴力が多くなって

いた。また、精神障害者での暴力の発生率が最も高くなっ

ていた。 

Platt et al. (2015)          

アメリカ 

発達障害者の男女（18 歳以

上）350 人（男性 172 人、女

性 177 人）、知的障害を含む

（65％） 

発達障害者の男性 63.7％、女性 68.2%が暴力被害に遭って

いた。性暴力被害については、男性よりも女性の方が高く

なっていたが、それ以外については男女で格差はなかった。

女性は男性に比べて、親密なパートナーによる暴力被害が

高かった。 

Brown-Lavoie, et al. 

(2014)  

カナダ 

高機能ASD95人（19-43歳）、

117 人の健常者（18-35 歳）

の成人男女 

成人 ASDでは、健常者に比べて 2～3 倍、性暴力被害が多

く発生していた。性的知識と性被害に関連性が見られた。 

Hughes et al. (2012)      

イギリス 

成人障害者 21,557 人（18-64

歳） 

障害者への暴力の発生率は、精神障害者が 24.3％、知的障

害者が 6.1％、その他障害者が 3.2％。障害者は被障害者に

比べて性暴力被害が高くなっていた。 

Smith (2007)            

アメリカ 

男性 136,201 人、女性

219,911 人、障害女性 49,756

人 

障害女性の被害は、健常女性および障害男性に比べて全て

で高くなっていた。特に望まないセックスで最も高くなっ

ていた。 

Brownridge (2006)            

カナダ 

男女 25,876 人（15 歳以上）、

既婚女性 7,027 人、障害女性

1,092 人、健常女性 5,935 人 

過去 5 年間の暴力について、女性障害者は健常女性と比べ

て、身体的暴力は 2 倍、性暴力は 3 倍高くなっていた。ま

た、男性側の性に関する意識や、男性優位なイデオロギー

が障害女性への暴力と大きく関係していた。 

出所：岩田千亜紀（2018 年）「障害者への DV などの暴力についての国際的な動向と課題：文献レビュー」

東洋大学社会学部紀要 55-1, 43-55 を一部修正。 
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発達障害者への性暴力の実態に関する調査
A Study of Sexual Victimization among People with Developmental Disabilities

岩田千亜紀 Chiaki IWATA
中野　宏美＊ Hiromi NAKANO

Ⅰ．問題の背景と目的

　世界保健機構（WHO）によれば、性暴力（sexual violence）とは、「本人のセクシュアリティに対

する、強制や威嚇によるあらゆる性的行為や、性的行動への衝動」で、最も深刻な人権侵害を及ぼす

ものである（山本2016）。国連が世界102か国で行った調査（United Nations 2015）では、女性の 3分

の 1以上（約 2億 5千万人）が、それまでの人生のうちのどこかで肉体的、または性的な暴力の被害

を受けたことがあるとしている。しかし、同調査では、自身の体験について誰かに打明けようとする

被害女性の割合は40％未満であり、そのうち警察に届け出る割合は10％未満であるとしている

（United Nations 2015）。このことから、統計にあらわれた数値は過少報告された数値であり、膨大な

数の人々が性暴力の被害に遭い、公衆衛生上の重大な問題に直面している。

　なかでも、性暴力は障害者において顕著に高いことが世界中で明らかとなっている（岩田2018）。

たとえば Smith（2007）のアメリカでの調査では、障害女性では性暴力を含むあらゆる暴力に関して

健常者の約 2 倍高くなっていた。Brownridge（2007）のカナダでの調査によれば、女性障害者は健

常女性と比べて、身体的暴力で 2倍、性暴力で 3倍高くなっていた。Krnjackiほか（2016）のオース

トラリアでの調査では、障害者への暴力の発生率は健常者よりも高く、男性よりも女性で高かった。

また、女性障害者では性暴力やパートナーによる暴力が多くなっていた。さらに、Basileほか（2016）

のアメリカでの調査では、障害のある男女は、健常者と比べて性暴力の割合が共に高くなっていた。

　また、障害種別では発達障害と性暴力に関する調査がいくつか行われており、いずれにおいても健

常者に比べて発達障害児者では性暴力被害が高いことが明らかとなっている（岩田2018）。たとえば

Brown-Lavoie ほか（2014）のカナダでの自閉症スペクトラム障害（Autistic Spectrum Disorder: 

ASD）と性暴力に関する調査では、 ASDの成人男女では、健常女性や男性に比べて 2～ 3 倍、性暴

力が多く発生していた。また、少なくとも 1回以上の性暴力被害に遭った割合については、 ASDの

女性では78％、健常女性では47．4％であった。さらに、 Plattほか（2017）のアメリカでの発達障害

＊中野宏美　特定非営利活動法人しあわせなみだ
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と暴力に関する調査では、発達障害の男性の63．7％、女性の68．2％が性暴力を受けたことがあり、性

暴力被害の割合は男性障害者よりも女性障害者の方が高かった。

　一方、日本では性暴力と障害者に関する研究は非常に僅かである（岩田2018）。そのうち、 DPI女

性障害者ネットワーク（2012）による女性障害者を対象とした調査では、回答者の87名のうち45名

（35％）が性暴力を経験しており、職場、学校、福祉施設や医療現場、家庭内など多様な場所で被害

が起こっていた。また、増田（2014）による調査では、障害者のうち、精神障害者や発達障害者に対

する虐待の発生率が高くなっていた。さらに、 ASDの女性は社会的な相互関係の経験や理解が乏し

いため、そうでない場合よりも性暴力を含む虐待に遭いやすいと考えられている（Nichols＝2010）。

　このように、障害者への性暴力の問題は、世界的にみても看過できない問題である。しかし、前述

の通り、日本では障害者への性暴力の問題に焦点を当てた研究や調査は、非常に僅かである。そこ

で、障害者のうち特に性暴力の発生率が高いと考えられる発達障害者を対象に、性暴力被害の実態や

その要因を明らかにし、障害者への性暴力被害に対する支援課題について検討することを目的に、本

調査を実施した。

Ⅱ．研究方法

1 ．対象者の選定方法

　対象者は、18歳以上の発達障害と診断された男女、または発達障害が疑われる男女である。ここで

いう発達障害とは、発達障害者支援法第 2 条の定義（「発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群

その他の広汎性発達障害（PDD）、学習障害、注意欠陥多動性障害（ADHD）その他これに類する脳

機能の障害であってその症状が通常年齢において発現するものとして政令で定めるものとする」）に

準じている。なお、広汎性発達障害は自閉症スペクトラム障害（ASD）とほぼ同義とされている（発

達障害の支援を考える議員連盟2017）。なお、自閉症については長年、男性症例を基準に診断されて

きたために、女性の診断は見過ごされ易く（神尾2005）、精神障害と診断されるなど誤診も多い

（Nichols＝2010）。このように、発達障害に関しては、確定診断が難しい場合もある。そのため、本

調査では発達障害と診断済みの人だけでなく、発達障害傾向にあると言われたものの診断名はついて

いない「グレーゾーン」の人も対象に調査を行った。さらに、障害をもつ男女は、そうでない男女に

比べて性暴力を受けた人の割合が高く、性暴力被害は女性障害者だけでなく男性障害者においても深

刻な影響を与える可能性がある（Basileほか．2016；Mitraほか．2016）。そのため、本調査では、女

性の発達障害者、またはその疑いのある人だけでなく、女性以外の発達障害者、またはその疑いのあ

る人も調査対象に含めることとした。
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2 ．データの収集方法・調査内容

　本調査では、発達障害と診断された人またはその疑いのある人たちを対象として、質問紙調査、グ

ループインタビュー調査、個別インタビュー調査を実施した。

　研究の目的に照らして質問紙調査は、性暴力被害にあった当事者を対象としてインテンシブに実施

する必要がある。しかし、性暴力の被害は多くの場合、潜在化しており、その被害者を調査対象者と

して捕捉することは困難である。そこで、質問紙調査では、発達障害当事者の居場所である東京都新

宿区にある Neccoカフェ内に調査票を設置し、希望者によって調査票に無記名式で回答してもらっ

た。回答者数は32名であった。データ収集期間は、2018年 3 月 1 日から31日（うち開所日は26日間）

であった。調査票には、調査内容は調査目的以外で使用することはないこと、調査結果は匿名化し、

統計処理された数値データおよび質的概要を報告書に掲載することなどを記した。主な質問内容は、

性暴力の被害の経験、性暴力被害の回数、被害を誰に話したか、回答者の属性等である。

　次に、グループインタビュー調査を実施した。実施日時は2018年 3 月30日の 2時間で、実施場所は

Neccoカフェであった。案内については、 Neccoのホームページを活用し、「障害と性暴力との関係

を考える」についてのイベントの一環として実施した。当日は 2部形式で行い、 1部では性暴力につ

いての講義、 2部ではグループインタビューを行った。参加者は合計13名（男性 8名、女性 5名）で

あった。グループインタビューでは、「自分が性暴力にあった、もしくは誰かが性暴力にあった経

験」、「なぜ発達障害をもつ人たちが性暴力被害にあうのか」などについて、参加者に自由に意見を述

べてもらった。また、対象者に同意を得たうえで録音を行った。

　最後に、個別インタビュー調査を実施した。質問紙調査の用紙に「インタビューへの協力のお願

い」を記載し協力者を募集したが、応募者は 2名のみであった。そのため、さらに 1名を機縁法で追

加し、最終的には 3名（男性 1名、女性 2名）にインタビューを実施した。個別インタビューでは、

趣意書にて調査の主旨を説明し、同意を得た後に半構造化インタビューを実施した。また、グループ

インタビューと同様に、対象者に同意を得たうえで録音を行った。なお、発達障害者については、コ

ミュニケーションに強い苦手感を有する場合が少なくない。そのため、対象者の希望に応じ、それぞ

れ対面式、スカイプ、 LINE通話によってインタビューを実施した。データ収集期間は、2018年 4 月

であった。主な質問内容は、性暴力の経験や、なぜ発達障害者が性暴力に遭うのか等である。なお、

性暴力被害の調査は侵襲性が高いことから、本調査では精神保健福祉士に依頼し、調査後にフォロー

できる体制を整えた。さらに、これらに加えて、 Necco創設者の金子磨矢子氏へも個別にインタ

ビューを行い、発達障害児者への性暴力の現状等について話を聞いた。

3 ．分析方法

　質問紙調査については、質問紙を回収後、選択肢による回答結果をデータ入力し、単純集計を行っ

た。グループインタビューおよび個別インタビューについては、インタビュー終了後、録音記録を基

に逐語録を作成した上で、インタビューから得られた結果をカテゴリー化し、結果の分析を行った。
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4 ．用語の定義

　日本では、「性暴力」について明確な定義はされていない（東京都社会福祉協議会2011）。たとえ

ば、2017年 7 月に施行された改正刑法では、「性的虐待・性暴力」を「強制わいせつ罪」と「強制性

交等罪」のみに規定している。一方、WHOによれば、性暴力とは本人の望まないすべての性的な意

味合いをもった行為で、言葉による嫌がらせなども含まれる（山本2016）。そこで、本調査では、

WHOによる性暴力についての定義を踏まえ、性暴力を、「望まない人（「望まない人」には、他人だ

けでなく、友人、家族、親せき、夫、パートナーなど、顔見知りの人も含める）に性的な部分を触ら

れる（痴漢等）、キスされる、セックスされる、裸や性器を撮影される、等の、本人が望まなかった

性的な出来事」との意味として定義した。

Ⅲ．結果

1 ．質問紙調査の結果

1 ）回答者の属性

　質問紙調査の回答者の属性は表 1 の通りである。回答者32名のうち、男性10名（31．3％）、女性21

名（65．6％）、その他 1名（3．1％）であった。年齢は、40代が12名（37．5％）と最も多く、20代から

40代が84．4％を占めた。障害に関する診断の有無については、診断あり26名（81．3％）、診断なし 4

名（12．5％）、無回答 2名（6．3％）であった。診断ありと回答した26名の診断された年齢から、回答

者の87％は発達障害であることが分からないまま学齢期を終えていたと考えられる。診断名（複数回

答）については、 ADHDが15名（46．9％）と最も多く、次いで発達障害 8 名（25．0％）、アスペル

ガー症候群 5 名（15．6％）であった。また、一人平均1．6個の障害を有しており、精神疾患を併発し

ている人も 7 名（21．9％）であった。手帳の取得状況については、取得あり18名（56．3％）、取得な

し12名（37．5％）、無回答 2名（6．3％）であった。手帳の取得ありと回答した18名の手帳の種類と等

級については、精神障害者保健福祉手帳13名（72．2％）（ 2 級が 8 名、 3 級が 5 名）等であった。ま

た、自立支援受給証の有無については、あり11名（34．4％）、なし13名（40．6％）、無回答 8 名

（25．0％）であった。以上から、診断があったとしても、手帳の未取得者がかなりいると考えられた。

2 ）性暴力の被害経験

　性暴力の被害経験について表 2に示した。回答者32名のうち、性暴力被害を「一度でも受けたこと

がある」と回答した者は23名（71．9％）、「ない」と回答した者は 9名（28．1％）であった。性暴力被

害を「一度でも受けたことがある」と回答したのは、女性は21名中18名（85．7％）、男性は10名中 4

名（40．0％）、その他 1名であった。性暴力被害を問う項目別では、「望まない人に性的な部分を触ら

れる（痴漢等）」は32名中20名（62．5％）で、女性は21名中16名（76．2％）、男性は10名中 3 名
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（30．0％）、それ以外 1 名であった。「望まない人にキスされる」は32名中10名（31．3％）であり、女

性は21名中 9 名（42．9％）、男性は10名中 1 名（10．0％）、であった。「望まない人にセックスされ

る」は32名中 7 名（21．9％）であり、すべて女性（33．3％）であった。「望まない人に裸や性器を撮

影される」は32名中 5 名（15．6％）で、女性は21名中 4 名（19．0％）、男性は10名中 1 名（10．0％）

であった。性暴力被害を「一度でも受けたことがある」と回答した23名中11名（47．8％）（女性10

名、男性 1名）は、複数の性暴力被害を経験していた。これらから、性暴力被害に遭う割合は、女性

のほうが男性よりもかなり高くなっていた。

表 1 　質問紙調査の回答者の属性（n ＝32）

項　　目 人数 割合（％）

年齢 10代
20代
30代
40代
50代
60代

2
8
7
12
2
1

 6．3
25．0
21．9
37．5
 6．3
 3．1

性別 男性
女性
その他

10
21
1

31．3
65．6
 3．1

障害に関する診断の有無 あり
なし
無回答

26
4
2

81．3
12．5
 6．3

手帳の有無 あり
なし
無回答

18
12
2

56．3
37．5
 6．3

自立支援受給者証の有無 あり
なし
無回答

11
13
8

34．4
40．6
25．0

診断名（複数回答） ADHD
発達障害
アスペルガー症候群
ASD
広汎性発達障害
うつ
統合失調症
その他
自閉症
LD
知的障害
身体障害

15
8
5
4
4
4
4
4
1
1
1
1

46．9
25．0
15．6
12．5
12．5
12．5
12．5
12．5
 3．1
 3．1
 3．1
 3．1
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表 2 　性暴力の被害経験（n ＝32）

何度もある 数回ある 1回ある ない 無回答

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

望まない人に性的
な部分を触られる
（痴漢等）

3 9．4 14 43．8 3 9．4 12 37．5 0 0．0

女性 3 14．3 11 52．4 2 9．5 5 23．8 0 0．0

男性 0 0．0 2 20．0 1 10．0 7 70．0 0 0．0

その他 0 0．0 1 100．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0

望まない人にキス
される

4 12．5 3 9．4 3 9．4 18 56．3 4 12．5

女性 4 19．0 3 14．3 2 9．5 8 38．1 4 19．0

男性 0 0．0 0 0．0 1 10．0 9 90．0 0 0．0

その他 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0 0 0．0

望まない人にセッ
クスされる

2 6．3 1 3．1 4 12．5 21 65．6 4 12．5

女性 2 9．5 1 4．8 4 19．0 10 47．6 4 19．0

男性 0 0．0 0 0．0 0 0．0 10 100．0 0 0．0

その他 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0 0 0．0

望まない人に裸や
性器を撮影される

1 3．1 2 6．3 2 6．3 22 68．8 5 15．6

女性 1 4．8 2 9．5 1 4．8 12 57．1 5 23．8

男性 0 0．0 0 0．0 1 10．0 9 90．0 0 0．0

その他 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0 0 0．0

表 3 　性暴力被害を話した経験（n ＝23）

話した 話していない 無回答

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

全体 13 56．5 6 26．1 4 17．4

女性 11 61．1 3 16．7 4 22．2

男性 1 25．0 3 75．0 0 0．0

その他 1 100．0 0 0．0 0 0．0

表 4 　性暴力被害を話した相手（複数回答）（n ＝13）

人数 割合（％）

友人・知人 9 69．2
家族や親戚 4 30．8
警察 3 23．1
医療機関（医師や看護師） 2 15．4
民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセラー等） 2 15．4
学校関係者（先生、スクールカウンセラー等） 2 15．4
警察以外の公的機関（役所や男女共同参画センター等） 1 7．7
インターネットや SNS 1 7．7
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3 ）性暴力被害の相談状況

　性暴力被害の相談状況を表 3および表 4に示した。性暴力被害を受けたと回答した23名に「性暴力

の経験を誰かに話したか」を聞いたところ、「話した」13名（56．5％）、「誰にも話していない」 6 名

（26．1％）、無回答 4 名（17．4％）であった。男女別では、「話した」と回答したのは、女性は18名中

11名（61．1％）、男性は 4名中 1名（25％）であった。一方、「誰にも話していない」は、女性は18名

中 3 名（16．7％）、男性は 4 名中 3 名（75％）であった。このことから、男女別では、男性のほうが

性暴力被害を話す割合が低く、男性の被害が潜在化しやすいと考えられた。また、性暴力被害を「話

した」と回答した13名に「誰に話したか」を複数回答で聞いたところ、「友人や知人」が 9 名

（69．2％）で最も多く、次いで「家族や親せき」 4名（30．8％）、「警察」3名（23．1％）であった。

2 ．インタビューの結果

1 ）性暴力被害の経験

　グループインタビューで、「自分が性暴力に遭った」または「誰かが性暴力に遭ったというのを聞

いた」ことがあるのは、13名中 9名（69．2％）であった。

　表 5に個別インタビューの対象者の基本属性と性暴力被害の概要を示した。個別インタビューの対

象者 3名については、 3名全員が 2～ 3回の性暴力被害に遭っていた。性暴力被害にあった時期は、

小学生の頃、中学生の頃、成人後であった。また性暴力被害の加害者は、見知らぬ人や同級生や職場

の知り合いなどであり、男性が多いものの、女性もいた。性暴力被害の内容については、主に体を触

られるなどのわいせつ行為等であった。個別インタビューの対象者のうち女性 2名からは、性暴力被

害の経験を相談できなかった理由として、「母親を悲しませたくなかった」（ID番号 1）、「性被害に

あったことをいってはいけない、恥ずかしいことだと思った」、「何が起こったか自分の中でも消化で

きず親に言えなかった」（ID番号 2）などの意見が挙げられた。以下は、個別インタビューの対象者

による性暴力についての ‘ おもい ’ である。

表 ５ 　個別インタビューの対象者の基本属性と性暴力被害の概要

ID番号 1 2 3

性別 女性 女性 男性

年代 69歳 30歳代 30歳

診断名 ADHD PDD・統合失調症・適応障害 ADHD・うつ病

性暴力の経験

小学 2年生の頃に、見知らぬ中
学生から性暴力被害にあう。就
職後、同業者の顔見知りに性被
害にあう。その後、ストーカー
にあい、中絶を 2回した後、非
婚で 2人を出産。

10歳のころ、知らない男性に
わいせつ行為にあう。中 2の
時に、同級生数人にわいせつ
行為（体を触られる）にあう。

スーパー銭湯で35歳ぐらいの
知らない男性にわいせつ行為
にあう。知らない37歳ぐらい
の既婚の女性に襲われる。
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　「「性暴力」ってひと言で言うじゃないですか。でも、普通の暴力とは違いますよね、やっぱり。た

だ「傷つけられた」わけではなく。あの中学の時の（性暴力の）経験って、本当、「人としての存在

が否定された」感じがして、「もの」としてしか見てない感じがして、「人としての尊厳」をすごくな

くされた気がしたんですよね。多分やっている方はそこまで思っていないですよね。ただこう

「ちょっと相手が嫌がることをして傷つけた」くらいにしか思っていないけど。被害者にしたら「人

間としての価値を貶められた」くらい、尊厳を貶められる行為だと思うので。それくらい「被害者に

とってはひどいことだ」っていうのが、社会的にもうちょっとわかるといいなって思います。「体が

傷つく」とか「心が傷つく」とかは当たり前として、それ以上に「人間としての価値」みたいなのを

奪われるっていうのが、すごく大きい経験になっちゃっているので、そこら辺まで理解していただけ

るといいなって思います（ID番号 2）

2 ）性暴力被害と発達障害の特性との関連

　表 6は個別インタビュー結果による性暴力被害と発達障害の特徴との関係を整理したものである。

なお、結果の記述として、発達障害の特徴を【　】、インタビュー内容を「　」で表記した。具体的

には、発達障害者の特徴【A.ジェンダー規範に従わないといけないと信じる】【B.言われたことを信

じる】【C.自己肯定感が低い】【D.孤独・孤立】が、性暴力被害【E.性暴力を断ることができない】

に繋がっていた。また、これらの特徴は、特に女性において顕著であった。以下に、いくつかのパ

ターンを示す。なお、グループインタビューにおいても、【C.自己肯定感が低い】や【D.孤独・孤

立】については、複数の参加者から発達障害者の特徴として何度もあげられた。

■【A.ジェンダー規範に従わないといけないと信じる】と言われながら育ち、【B.言われたことを信

表 ６ 　性暴力被害と発達障害の特徴

特徴 ID データ

Ａ．ジェンダー規
範に従う

1 「女の子なんだから、人には親切、いつもニコニコ親切にしないとだめだよ」とも言
われていて。

2 社会的に求められる女性はおとなしく、三歩下がってついていくみたいな価値観とか
が知らず知らずのうちに根付いているのか、やっぱりはっきり言っちゃいけないん
じゃないかと思っている女性がすごく多いなって感じはしますね。

2 やっぱりこう「いい子ちゃん」できたりとか、完璧主義的なところもあるので、 0か
100か、全か無かみたいな極端な思考で。やっぱり完璧な女性像ってこうだよねって
いうのがあって、それに完璧にならなきゃってこう、みんな思っている傾向があっ
て。それにちょっとでも外れると、なんか駄目だ、駄目だ、もっと頑張んなきゃって
いうのがけっこうあるような感じがしますね。その誰か言われた訳でもないんですけ
ど、社会で求められる女性像って、こういうもんだいよねみたいなのを、けっこう頭
の中で勝手につくって、それをこう、踏襲しようと頑張っちゃっているっていうよう
な感じは私もありますね。
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じる】という障害特性があるために嫌だと言えず、【E.性暴力を断ることができない】に繋がった。

　「「女の子なんだから、人には親切、いつもニコニコ親切にしないとだめだよ」とも言われていて。

「いやです」とか「お断りします」とかって、言えないように育てられていたので、「うーん、わかり

ました」みたいな感じでいくことがあり、それでなんか、どんどんこう、（ストーカー行為に）き

ちゃった（ID番号 1）。

　「社会的に求められる女性はおとなしく、三歩下がってついていくみたいな価値観が知らず知らず

のうちに根付いているのか、やっぱりはっきり言っちゃいけないんじゃないかって。まあ幼少期から

Ｂ．言われたこと
を信じる

1 「文字通りにとっちゃう」っていうアスペ的なところもあって（性被害に遭う）。
2 まあ幼少期から「いい子」でいなきゃっていう思いがあって。
2 （小学生の時に性被害に遭ったことについて）NOって言っていいんだろうかってい
う。子どもながらに大人の言うことはきかなきゃいけないんじゃないかっていう、な
んかそういう気持ちがありましたね。

Ｃ．自己肯定感が
低い

1 「私はやっぱりバカだから、そう（性被害に遭う）なんだ」っていうふうに、すごく
自分の価値を低く感じるようになって。

2 （断れないので）どんどんつけこまれて、でもなんか、この人傷つけたら、ちょっと
すごく申し訳ないっていう。まあ、自己肯定感も低いので。という間にずるずるいっ
ちゃって、関係性がどんどん複雑になっちゃってというのが、結構あります。

2 まあ、相手を傷つけちゃいけないっていうのが、まずあって。元々自己肯定感もあま
り高くないので、なんか NOって言えない。言える立場じゃないっていうのが潜在
意識にあって、なかなか言えないんですよね。

2 何気ない一言が、あー自分はだめなんだ、だめなんだっていうのが澱のように溜まっ
ていって、どんどん自己肯定感が低くなるような感じはありますね。

2 （性暴力被害について）自分なんてそんなこと言われてもしょうがない存在だ、くら
いな感じだったんですけど。それを思っている自分にすら気づけなくて。

Ｄ．孤独・孤立

1 実はいじめられていたんだけど、気がつかないでいたこともあったかもしれない。
2 私の場合は、なんかその頼りべたなので、一人で抱えちゃう傾向があって。
2 自己肯定感が低いので、（略）やっぱり孤独になってしまう。勝手に世間と私の間
に、すごく大きな壁があるっていうような感じで、感じてしまうものがある。あの、
やっぱりこう依存対象が、すぐ身近にある人とか、あるものとかって風になりやすい
んじゃないかって思います。

Ｅ．性暴力を断る
ことができない

1 「いやです」とか「お断りします」とかって、言えないように育てられていたので、
「うーん、わかりました」みたいな感じでいくことがあり、それでなんか、どんどん
こう、きちゃった。

2 障害特性とか、そのぉ、断りづらいとか、そういう特性がそういうこと（性暴力）に
繋がっているのかなっていうのを感じたりとか。

2 断るのがちょっと苦手で、あとすぐ罪悪感を感じ易いので、相手を傷つけることに関
して、すごく自分で罪悪感を感じてしまって。それがいやでうまく断れないんですよ
ね。

2 やはり男性にやっぱちょっと強い口調で言われると、言えないんですよね、 NOっ
て。ちょっと萎縮しちゃうんで私、本当強い、強めの言葉とか怖くて。

2 相手が求めるものださなきゃ、親が求めるものださなきゃっていう感じで。相手がい
やがることは言っちゃいけないんだって、多分潜在的に思っていたところは大きいか
なと思います。
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「いい子」でいなきゃっていう思いがあって。（小学生の時に性被害に遭ったことについて）NOって

言っていいんだろうかっていう。子どもながらに大人のいうことはきかなきゃいけないんじゃない

かっていう、なんかそういう気持ちがありましたね。」（ID番号 2）

■【C.自己肯定感が低い】も、【E.性暴力を断ることができない】に繋がった。

　「私はやっぱりバカだから、そうなんだ（性被害に遭うんだ）」（ID番号 1）

　「何気ない一言が、あー自分はだめなんだ、だめなんだっていうのが澱のように溜まっていって、

どんどん自己肯定感が低くなっているような感じはありますね。」「まあ、相手を傷つけちゃいけな

いっていうのが、まずあって。もともと自己肯定感もあまり高くないので、なんか NOっていえな

い。言える立場じゃないっていうのが潜在意識にあって、なかなか言えないんですね」「（性暴力被害

について）自分なんてそんなこといわれてもしょうがない存在だ、くらいな感じだったんですけど。

それを思っている自分にすら気づけなくて」（ID番号 2）

■【D.孤独・孤立】が、【E.性暴力を断ることができない】に繋がった。

　「自己肯定感が低いので。やっぱり孤独になってしまう。勝手に世間と私の間に、すごく大きな壁

があるっていう感じで感じてしまうものがあるので。やっぱりこう依存対象が、すぐ身近にある人と

か、あるものとかって風になりやすいんじゃないかなって思います」（ID番号 2）

Ⅳ．考察

1 ．発達障害者への性暴力被害の状況とその要因

　今回の発達障害者を対象とした質問紙調査によると、性暴力被害を「一度でも受けたことがある」

者は32名中23名（71．9％。男性40．0％、女性85．7％）であり、何度も被害に遭っている人もいた。

「望まない人にセックスされる」は21．9％にあたる 7 名であり、すべて女性（33．3％）であった。な

お、内閣府による「男女間における暴力に関する調査」（内閣府2017）で「無理やりに性交等された

経験がある」と回答した人の割合は4．9％（男性1．5％、女性7．8％）であった。本調査については、

対象者が発達障害者の母数を代表したものでないため、この結果から「発達障害者全般が健常者より

も性暴力被害に遭いやすい」という結論を安易に導きだすことはできない。しかしながら、本調査結

果は、海外での先行研究結果とほぼ同様であり、日本においても「発達障害者が健常者よりも性被害

に遭いやすい可能性が高い」という指摘はできる。また、インタビュー調査からは、性暴力被害に

遭った要因には、「言われたことを信じる」「自己肯定感が低い」「孤独・孤立（しやすい）」などの発

達障害者の特性が関係していることが示唆された。さらに、発達障害の女性の場合は、「（「女の子な

んだから人には親切にしなさい」などの）「ジェンダー規範に従わないといけないと信じる」傾向が
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高いため、嫌だと思っても嫌と言えず性暴力被害を回避できない場合があった。

　それでは、発達障害児者が性暴力被害に遭い易くなることの背景は何であろうか。成人の発達障害

者の多くは、自身が発達障害であるという診断や適切な支援を受けずに成長したため、子どもの頃か

ら親の理解不足や虐待、学校でのいじめなど、多くの外傷体験を経験している（岩田2015）。その結

果、周囲から孤立し、「自分はダメな人間だ」「嫌われたくない」「嫌だと思っても断ってはいけな

い」などと考えるようになる。そして、そのような特性から、「人に利用されたり、だまされたり、

（性暴力被害を含む）虐待された経験をもつ」（Nichols＝2010）に至ると考えられる。Heise（1998）

は「暴力の要因と危険因子」を、「個人」「関係」「地域」「社会」にあると規定した。このエコロジカ

ルモデルの視点からすれば、発達障害者への性暴力被害の根源は、発達障害者「個人」の特性ではな

く、発達障害者が周囲から理解されず孤立してしまうような「社会」にもあると考えられる。

2 ．発達障害をもつ性暴力被害者への支援のあり方

1 ） 1 次予防としての性教育・人権教育の推進

　発達障害者は健常者に比べて性暴力被害に遭う可能性が高いが、限られた性知識や経験が、 ASD

成人の性暴力被害を高めるリスクになると言われる（Brown-Lavoieほか．2014）。そのため、発達障

害児者への性暴力被害のリスクを減らすためには、学校等における性教育や人権教育プログラムが欠

かせないと考えられる。インタビュー調査から、発達障害の女性では、嫌だと思っても嫌と言えず性

暴力被害を回避できない場合があることが分かった。「NO」という力を形成することは、自分自身

を守る力を身につけることであり、自己肯定感を高めることは、自分を大切にし、自分の身を守るこ

とにも繋がる（榊原2014）。そのため、特に発達障害の女性や少女に対しては、「NO」と言える力、

すなわちどのような場面で「NO」と言えるのか、さらに効果的に拒否を伝えるスキルなどを教える

ことが非常に大切である。なお、障害児者を対象とした性教育に関しては、わが国における調査報告

は多くなく、そのほとんどが知的障害者の保護者や教員を対象とした調査である（大久保ほか

2008）。そこで、今後はわが国における発達障害児者への性教育についての研究を進めるとともに、

諸外国での取り組み等についても研究を進める必要がある。

2 ） 2 次予防・ 3 次予防としての相談支援体制の整備

　わが国では、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが、性暴力被害の 2 次予

防・ 3次予防を担っており、2018年 7 月10日時点に全国では45都道府県に45箇所設置されている（警

察庁2018）。一方、今回の調査結果から、性暴力被害に遭った人のうち性暴力被害の経験を誰にも話

していない人が多くいること、特に男性の被害が潜在化しやすいと考えられた。また、「誰に話した

か」を聞いたところ、「警察」に相談した人は、性暴力を経験した23名中わずか 3 名であった。この

ことから、警察などの公的機関による援助が、必ずしも十分に機能していないことが示唆された。誰

にも被害を相談できなかった理由としては、「よく分からなかった」「自分がバカだから性暴力被害に
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遭った」「親を悲しませたくなかった」「話すのが恥ずかしい」などと、様々である。しかし、誰にも

相談できずに健康被害や心的障害に苦しむ性暴力被害者への支援は、喫緊の課題である。具体的に

は、発達障害児者を含む障害児者の相談支援機関へのアクセスの改善や、障害をもつ性暴力被害者へ

の相談支援機関の職員の理解の向上などが必要である。さらに、公的な専門機関だけでなく、親や家

族、学校、職場、地域全体で、障害のある性暴力被害者が守られていると感じられる、社会全体でサ

ポートできるような体制を構築することが必要である。

3 ）加害者への法による規制

　今回の調査結果から、発達障害者は健常者に比べて性暴力被害に遭う可能性が高いことが示唆され

た。しかし、長年、このような事実はほとんど知られてこなかったため、発達障害者を含む障害のあ

る性暴力経験者は、現行の法制度では守られていない。そのため、障害者の性暴力被害を防ぐための

法整備を進めることが重要課題である。

　2017年 7 月に改正、施行された、性犯罪を厳罰化する「刑法」では、様々な改正が実現したもの

の、実現できなかった課題もある。たとえば、暴行脅迫が立証できなければ犯罪にならないという点

は変わっていない。そのため被害時に従わなければもっとひどいことをされると思い抵抗しなかった

等の場合、裁判での勝訴が難しい現状が残る。今回の調査結果からも、発達障害者の場合、性暴力被

害を受けたとしても、自分が被害を受けたという認識が乏しい場合があった。しかしながら、現行の

法制度では、このようなケースの場合、暴行脅迫の立証が困難であるため、刑法の性犯罪には該当し

ない可能性が高い。なお、アメリカ（ミシガン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州）、フラン

ス、ドイツ、韓国などの諸外国では、障害者らに対する性犯罪規定が法令で定められている（法務省

2014）。わが国においても、諸外国での法規定を参考に、法律で障害者への性犯罪を定義するなどの

対策を進めることが必要である。具体的には、障害のある被害者が被害時に加害者に抵抗の意志を示

すことや、裁判で暴行脅迫を立証をすることが難しい現状を踏まえ、「準強制性交等罪」や「準強制

わいせつ罪」の「抗拒不能」の要件に、「被害者が障害児者であること」を盛り込むことなどが考え

られる。

　また、今回の調査から、発達障害者の場合、診断されていたとしても必ずしも精神障害者保健福祉

手帳などを所持しているとは限らないことが分かった。特に女性の場合は、自閉症診断が男性症例を

基準としていることから、障害が見過されるケースもある。

　なお、2011年 8 月に施行された改正障害者基本法では、「障害の社会モデル」の考え方に基づき、

障害者を「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下

「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活

に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義している。また、2016年 4 月 1 日に施行され

た「障害者差別解消法」においても、改正障害者基本法と同様に障害者が定義されている。そこで、

まずは、刑法性犯罪の見直しが必要である。加えて、「障害児者」の定義は、障害者手帳の所持では
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【Abstract】

A Study of Sexual Victimization among People with 
Developmental Disabilities

Chiaki IWATA
Hiromi NAKANO

　The purpose of this study is to clarify the situation and the cause of sexual victimization 

among people with disabilities, in order to enable us to lend support to them. The study 

consisted of the questionnaire survey, group interview and individual interviews. People who 

have, or who are suspected of having a developmental disability, cooperated with this study.

　Based on the results of the questionnaire survey, 71.9% of people with developmental 

disabilities experienced sexual victimization and some of them were exposed to sexual 

violence multiple times. Compared to the study by the Cabinet Of fice, people with 

developmental disabilities were significantly more likely to report experiencing sexual 

violence. The result suggests that people with developmental disabilities are at greater risk 

of sexual victimization, compared to those without a disability. The interview study showed 

that risk of sexual violence was attributable to characteristics shared by people with 

developmental disabilities, such as low self-esteem and social isolation.

　The analysis identified a number of ways to offer support for victims of sexual victimization 

among people with developmental disabilities, including the need for sexual education and 

human-rights education for these people, as well as the need to develop support systems for 

the victims and place legal restrictions on perpetrators.



障がい児者への性暴力の刑法への反映について（案）           
 

１．障がいの範囲 

 １）障害者基本法 
   身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者で 

あって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける 

状態にあるもの 

 ２）「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」所持者 

＋「発達障害者支援法」が対象とする発達障害児者 

 ３）「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」所持者 

 

２．「障がいに乗じた性犯罪」の定義 

 １）被害者が障がい者であること（加害者との地位関係性は問わない） 

 ２）加害者が障がいを知りうる地位関係性にあること 
  （１）何人も（地位関係性を明記しない） 

  （２）障害者虐待防止法（養護者、施設従事者、使用者）＋医療関係者、福祉関係者、教育関係者 

  （３）障害者虐待防止法（養護者、施設従事者、使用者） 

 

３．要件緩和 

 １）同意のない性行為を強要された被害者が障がい児者であることをもって 

「準強制性交等罪」もしくは「準強制わいせつ罪」を適用する 

 ２）同意のない性行為を強要された被害者が障がい児者である場合、 

本人の証言が困難であっても、「物的証拠」「第三者の目撃」「被疑者による自白」 

いずれかをもって罪に問える 

 

４．証言等における配慮 

 １）司法面接の導入 

 ２）「年月日・時間」の立証に関する配慮 

 ３）被害後の障害認定 

 

５．量刑 

 １）重罰化 

 ２）要件を緩和し、減刑する 

 

６．よくある質問 

Q：障がい児者に配慮する根拠 

A：障がいにより、暴行脅迫要件（抵抗・逃げる）ならびに 

司法が求める「証言の信ぴょう性」を満たすことが困難である 
身体障がい：身体機能の損傷 

    知的障がい：知的能力と適応能力に制限 

精神障がい：意識、知能、記憶、感情、思考、行動等の機能に制限 

発達障がい：脳機能の発達が独特 

Q：加害者が、被害者に障がいがあることを知らない場合 

A：被害者が障がい児者の場合、被害者の同意・不同意の能力を考慮する必要がある 

資料９
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●具体的には以下のようなことです

日本の法律には、「性暴力」の定義はありません。
しあわせなみだでは性暴力を「本人が望まなかった性的なできごと」としています
（詳細は https://synodos.jp/society/18183）。

◎自閉症、アスペルガー症候群その他

の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠陥多動性障害その他これに類する

脳機能の障害であってその症状が通

常低年齢において発現するもの

■発達障害（発達障害者支援法）

◎視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしやく、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、その他政令で定める障害（直腸、小腸、

肝臓、免疫不全）で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

■身体障害（身体障害者福祉法）

◎知的機能の障害が発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らか

の特別の援助を必要とする状態にあるもの

◎知的障害者が保有する「療育手帳」の判定基準は各都道府県により異なる。東京都の判定基準は、1度（知

能指数 19 以下）、2度（同 20-34）、3度（同 35-49）、4度（50-75）。知能指数 70 以下は、人口の 2.5％とされる。

■知的障害（厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」）

◎統合失調症、精神作用物質による急性

中毒又はその依存症、知的障害、精神

病質その他の精神疾患（認知症、気分

障害［うつ病、双極性障害］、てんかん、

高次脳機能障害等）を有する者

■精神障害（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）　

［刑法］

［虐待防止法（児童・障害者・高齢者）］

［児童買春・児童ポルノ禁止法］

［私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律］

［都道府県迷惑防止条例］

強制性交等（性器性交、口腔性交、肛門性交）/強制わいせつ

性的虐待

買春、児童ポルノ

リベンジポルノ

ちかん

刑
法
性
犯
罪
処
罰
規
定
に
「
被
害
者
が

障
が
い
児
者
で
あ
る
こ
と
に
乗
じ
た
性
犯

罪
」
を
創
設
し
て
く
だ
さ
い

●
被
害
者
が
障
が
い
児
者
で
あ
る
場
合
、
被
害
者
と
加

害
者
の
間
に
は「
そ
れ
が
性
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
知
識
・

情
報
・
判
断
」に
、圧
倒
的
な
差
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、

「
そ
れ
が
性
犯
罪
で
あ
る
」
と
理
解
で
き
て
も
、「
性
犯

罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
知
識
・
手
段
・
時
間
」
は
、
圧

倒
的
に
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
ま
す
。

●
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
に
大
き
な
力
関
係
が
生
じ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
位
関
係
性
に
基
づ
く
性
犯
罪
と

し
て
、「
被
害
者
と
し
て
の
障
が
い
児
者
」
の
概
念
を

入
れ
て
く
だ
さ
い
。 1

要
望

●
被
害
者
が
障
が
い
児
者
で
あ
る
場
合
、
被
害
者
が
抵

抗
の
意
志
を
示
し
て
も
、
第
三
者
が
「
そ
れ
は
抵
抗
で

あ
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
そ
れ
は
抵
抗
で
あ
る
」
と
認
識

で
き
て
も
、
障
が
い
の
あ
る
被
害
者
が
裁
判
で
「
加
害

者
が
暴
行
脅
迫
を
用
い
た
」
と
立
証
す
る
こ
と
は
、
非

常
に
困
難
で
す
。

●
障
が
い
の
あ
る
被
害
者
が
、
第
三
者
に
抵
抗
の
意
志

を
示
し
、
立
証
す
る
こ
と
が
難
し
い
現
状
を
踏
ま
え
、

「
準
強
制
性
交
等
罪
」「
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
」
の
「
抗

拒
不
能
」
の
要
件
に
「
被
害
者
が
障
が
い
児
者
で
あ
る

こ
と
」
を
盛
り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

１
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
被
害
者
が
障
が

い
児
者
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
準
強

制
性
交
等
罪
」
も
し
く
は
「
準
強
制
わ
い

せ
つ
罪
」
を
適
用
し
て
く
だ
さ
い
。

2
要
望

１
・
２
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
刑
法
性
犯

罪
の
運
用
に
お
い
て
、
障
が
い
児
者
の
特

性
を
踏
ま
え
た
対
応
を
義
務
化
す
る
こ
と

を
明
言
し
て
く
だ
さ
い

●
障
が
い
児
者
が
被
害
者
で
あ
る
場
合
、
性
犯
罪
に
対

す
る
認
識
、
逃
れ
る
方
法
、
裁
判
で
の
証
言
に
限
界
が

あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
こ
と

を
、
附
則
、
附
帯
決
議
、
通
知
、
通
達
等
に
明
記
し
て

く
だ
さ
い
。

3
要
望

※このほか、トゥレット症候群や吃音（症）なども発達障害に含まれます。
出典：発達障害情報・支援センター
　　　http://www.rehab.go.jp/ddis/発達障害を理解する/発達障害とは/

○発達障害

広汎性発達障害

アスペルガー症候群

注意欠陥多動性障害
ＡＤ／ＨＤ

学習障害 
ＬＤ

知的な遅れを
伴うこともあります

自閉症

１
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
被
害
者
が
障
が

い
児
者
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
準
強

制
性
交
等
罪
」
も
し
く
は
「
準
強
制
わ
い



発
達
障
が
い
児
者
へ
の

性
暴
力
の
現
状

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ら
び
に
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビュ
ー
調
査
か
ら
見
え
た

東
洋
大
学
社
会
学
部
社
会
福
祉
学
科　

助
教　

岩
田
千
亜
紀

実施期間：2018 年 3 月 1 日～ 31 日（うち開所日は 26 日）／実施場所：発達障害当事者のフリースペースNecco（東京都新宿区）
実施方法：スペース内に調査票を設置し、希望者が回答／回答数　32

0405

「障がい児者への性暴力調査」結果

●
自
己
肯
定
感
の
低
さ

●
孤
立
感
か
ら
く
る
、
依
存
の
高
さ

●
孤
立
感
か
ら
く
る
、
相
手
に
嫌
わ
れ
た
く
な

　

い
と
の
思
い
、
さ
ら
に
そ
れ
に
起
因
す
る
誤
解

　
（
好
き
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
）

●
孤
立
感
か
ら
く
る
、
相
手
に
嫌
わ
れ
た
く
な

　

い
と
の
思
い
か
ら
の
断
れ
な
さ

●
信
じ
や
す
さ
か
ら
く
る
騙
さ
れ
や
す
さ

●
相
手
の
気
持
ち
に
気
づ
く
こ
と
が
難
し
い

性
暴
力
被
害
に
あ
う

要
因
の
多
く
が
、

以
下
の
よ
う
な

発
達
障
害
の
特
性
に

関
係
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

❶
自
己
肯
定
感
の
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、

　

本
人
お
よ
び
社
会
が
発
達
障
害
者
の
特
性

　

を
認
め
る
こ
と

❷
孤
立
を
防
ぐ
た
め
に
居
場
所
を
つ
く
る
こ
と

❸
同
意
等
に
つい
て
学
ぶ
た
め
に
性
教
育
を
実

　

施
す
る
こ
と

発
達
障
害
者
への
性
暴
力
の

被
害
・
加
害
を

予
防
す
る
た
め
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
3
つ
の
要
素
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
内
閣
府
調
査（
2
0
1
7
年
） 

で
は
、無
理

矢
理
に
性
交
等
を
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
の
は

4.9
％（
男
性
1.5
％
、女
性
7.8
％
）で
あ
っ
た
の

に
対
し
、今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で「
望
ま
な

い
人
に
セ
ッ
ク
ス
さ
れ
る
」
経
験
が
あ
っ
た
の
は
、

22
％（
男
性
0
％
、女
性
33
％
）に
上
る
。

●
調
査
の
対
象
者
が
発
達
障
害
者
の
母
数
を

代
表
し
た
も
の
で
な
い
た
め
、「
発
達
障
害

者
の
全
般
が
性
被
害
に
遭
い
や
す
い
」
と
い

う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
傾
向
が
高
い
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
指

摘
は
で
き
る
。

発
達
障
害
者
の

性
被
害
の
割
合
は
、

男
女
と
も
に
一
般
の

デ
ー
タ
と
比
べ
て
高
く
、

特
に
女
性
で
は
か
な
り
高
い

可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
海
外
で
の
調
査
で
は
、「
発
達
障

害
者
の
中
に
知
的
障
害
者
が
多
く
い
る
」
こ

と
、
そ
し
て
「
そ
れ
ら
の
人
た
ち
に
性
暴
力

被
害
が
高
い
こ
と
」
が
言
わ
れ
て
き
ま
し

た   

。今
回
の
調
査
か
ら
は
、「
知
的
障
害

の
な
い
高
機
能
群
の
発
達
障
害
者
に
お
い
て

も
性
暴
力
被
害
が
高
い
可
能
性
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
新
た
な
知
見
と
し
て
言
え

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

上
記
結
果
か
ら
、
刑
法
に
お
い
て
、
発
達

障
害
者
を
含
む
障
害
を
持
つ
性
暴
力
被
害

者
に
対
す
る
新
た
な
法
的
措
置
の
検
討
と
い

う
こ
と
が
、
大
事
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

性暴力の
経験

あり
23

なし
9

１　友人・知人 ……………………………………………………9
２　家族や親戚 ……………………………………………………4
３　警察 ……………………………………………………………3
４　医療機関（医師や看護師）……………………………………2
５　民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセラー等）…………2
６　学校関係者（先生、スクールカウンセラー等）　 ………………2
７　警察以外の公的機関（役所や男女共同参画センター等）……1
８　インターネットやSNS……………………………………………1
９　その他 …………………………………………………………1

警察に相談した人は、性暴力を経験した23人中、
わずか3人にとどまっています

１で「何度もある」「数回ある」「1回ある」と回答した方へ  

無回答
4

話した
13

誰にも話していない
6

性暴力を経験
した人の56％
は、自分の経
験を誰かに話
しています

2 「話した」と回答した方へ

性暴力の経験を誰かに話しましたか（１つに〇を）  誰に話しましたか（いくつでも〇を）   

あなたは以下の行為を経験したことはありますか（それぞれについて１つに〇）   
※「望まない人」には、他人だけでなく、友人、家族、親戚、夫、パートナーなど、顔見知りの人も含めます   1
■何度もある ■数回ある ■1回ある ■ない ■無回答

望まない人に裸や性器を撮影される

望まない人にセックスされる

望まない人にキスされる

望まない人に性的な部分を触られる（ちかん等）

0 10 20 30

32人中23人が、何らかの
性暴力を経験していました

11人は複数の性暴力を
経験していました

◎手帳の有無
あり …………………18
なし …………………12
無回答 ………… 2   

◎（ありと回答した方へ）
精神障害者保健福祉手帳 …………… 13（2級 8／3級 5）
身体障害者手帳………………………………………1（5級 １）
無回答 ……………………………………………………… 4

手帳の種類と等級

◎自立支援受給者証の有無
なし ……………………………………………………………13
あり ……………………………………………………………11
無回答 ……………………………………………………… 8

障害に関する診断を受け
た26人中3割は、手帳を持
っていないことになります

◎診断名（あてはまるものすべての〇）

20 4 6 8 10 12 14 16

3 あなたご自身のことを教えてください

◎障がいに関する診断の有無
あり …………………26
なし ………………… 4
無回答 …………… 2

診断された年齢
9歳まで …………… 2
10代 ……………… 2
20代 ………………10
30代 ……………… 8
40代 ……………… 2
無回答 …………… 2

◎（診断ありと回答した方へ）◎性別
女性 ………………21
男性…………………10
それ以外 …………… 1

◎年齢
10代 ……………… 2
20代 ……………… 8
30代 ……………… 7
40代 ………………12
50代 ……………… 2
60代 ……………… 1

多くの人は発達
障害であること
がわからないま
ま、学齢期を終
えています

1人平均1.6個の障がいを
有していることになります

［出典］  ［1］内閣府男女共同参画局「平成 29年度男女間における暴力に関する調査」 （http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h29danjokan-7.pdf, 2018 年 5月 20日閲覧）
［2］  Sevlever, M., Roth, M,E., & Gillis, J.M. (2013) Sexual Abuse and Offending in Autism Spectrum Disorders, Sexuality and Disabilities 31(2), 189-200.

ASD

うつ

LD

その他

ADHD
発達障害

アスペルガー症候群

広汎性発達障害

統合失調症
自閉症

知的障害
身体障害

［2］

［1］

●● デ
ー
タ
と
比
べ
て
高
く
、



や
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
そ
の

オ
フ
会
と
い
う
の
も
月
に
1
回
と
か
、
そ
う

い
う
感
じ
な
の
で
、「
い
つ
で
も
行
け
る
居
場

所
が
ほ
し
い
」
っ
て
い
う
の
は
、
み
ん
な
の

悲
願
だ
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、「
出

来
た
ら
い
い
な
」
と
思
っ
て
、
つ
く
っ
た
ん

で
す
。

　
そ
の
頃
（
N
e
c
c
o
を
立
ち
上
げ
た

2
0
1
0
年
頃
）
は
、
発
達
障
害
っ
て
い
う

の
は
、
子
ど
も
の
障
が
い
で
あ
っ
て
、「
大
人

に
な
る
と
自
然
に
治
る
ん
だ
」。
そ
う
い
う
概

念
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。（
子
ど
も
に
は
通
級
等

が
）
徐
々
に
で
き
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

大
人
に
対
し
て
は
支
援
が
な
い
。
大
人
を
診

断
で
き
る
お
医
者
さ
ん
が
い
な
い
と
い
う
状

態
だ
っ
た
。

　
し
あ
わ
せ
な
み
だ
（
以
下
「
し
」）：
今
回

の
「
障
害
者
へ
の
性
暴
力
調
査
」
に
は
32
名

か
ら
回
答
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
金
子
さ
ん
の
お
話
だ
と
、「
他
の
調
査
で

　「
障
が
い
児
者
へ
の
性
暴
力
に
対
す
る
調

査
」
を
実
施
し
た
N
e
c
c
o
は
、
発
達
障
害

当
事
者
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
、
運
営
さ
れ
て

い
る
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
創
設
者
で
あ
る
金
子

さ
ん
は
、「
発
達
障
害
児
者
が
人
と
し
て
当
た

り
前
に
生
き
ら
れ
る
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、

平
成
28
年
公
布
さ
れ
た
「
発
達
障
害
者
支
援

法
」
の
改
正
法
案
の
制
定
に
も
貢
献
し
て
き

た
方
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
活
動
や
、
ご
自
身
と
発
達
障

害
と
の
向
き
合
い
方
、
障
が
い
児
者
へ
の
性

暴
力
の
現
状
等
に
つ
い
て
、
伺
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

　
金
子
：
15
年
く
ら
い
前
か
ら
発
達
障
害
が
、

大
人
に
も
あ
る
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ

て
き
て
。
最
初
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

S
N
S
と
か
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
「
自
分
も

発
達
障
害
か
も
し
れ
な
い
」
っ
て
い
う
人
た

ち
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
グ
ル
ー
プ
で
集
ま

っ
て
き
て
、
そ
こ
で
オ
フ
会
と
い
う
の
を
、

は
も
っ
と
集
ま
る
」
と
。
そ
の
、「
集
ま
ら
な

か
っ
た
理
由
」
っ
て
、
何
か
思
い
当
た
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

金
子
：「
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
」
っ
て
い
う
と

こ
ろ
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
ね
。（
ア
ン
ケ
ー

ト
を
）
見
る
だ
け
見
て
も
、「
あ
ー
ち
ょ
っ
と

こ
れ
は
」
と
言
っ
て
、
ま
た
戻
さ
れ
る
方
が

多
か
っ
た
で
す
。

し
： 

Necco
に
来
て
い
る
方
に
、
暴
力
を

経
験
さ
れ
て
い
る
方
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ

で
答
え
づ
ら
か
っ
た
の
か
な
と
。　

金
子
さ
ん
は
日
頃
か
ら
、
性
暴
力
に
関
す
る

お
話
も
聞
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
伺
い

ま
し
た
。

金
子
：「
そ
ん
な
つ
も
り
な
か
っ
た
の
に
、
無

理
矢
理
付
き
合
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
か
。

「
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
た
」
と
か
、「
騙
さ
れ
た
」

と
か
ね
、
そ
う
言
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
よ
ね
。

　「
距
離
感
」
て
い
う
の
が
、
掴
め
な
い
、
う

ま
く
分
か
ら
な
い
人
が
す
ご
く
多
い
ん
で
す

よ
ね
。
だ
か
ら
、「
何
月
何
日
に
ど
こ
ど
こ
で

会
い
ま
し
ょ
う
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ

る
と
、
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
行
く
ん
で
す

ね
。
そ
れ
を
ま
た
ね
、「
断
れ
な
い
」っ
て
い
う
。

真
面
目
で
「
言
わ
れ
た
か
ら
行
く
」。
で
も
、

相
手
か
ら
し
た
ら
、「
来
た
っ
て
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
来
て
く
れ

た
」
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

し
： 「
発
達
障
害
な
ら
で
は
の
育
ち
」
が
、「
断

れ
な
い
」
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
、
お
感
じ
に
な
る
時
も
あ
り
ま
す
か
。

金
子
：「
自
己
肯
定
感
が
低
い
」
っ
て
い
う
の

は
、
私
自
身
な
ん
か
も
す
ご
く
あ
り
ま
す
よ

ね
。
自
分
自
身
に
自
信
が
な
い
か
ら
、「
相
手

の
言
う
こ
と
の
方
が
正
し
い
に
違
い
な
い
」

と
思
っ
て
し
ま
う
っ
て
い
う
と
こ
ろ
は
、
あ

る
ん
で
す
よ
ね
。

　
私
も
こ
の
年
（
64
歳
）
に
な
っ
て
、
色
々

な
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
け
ど
、も
う
ず
ー
っ
と
こ
う
、「
ダ

メ
な
子
だ
、
ダ
メ
な
子
だ
」
っ
て
言
わ
れ
て

N
ecco

創
設
者

金
子
磨
矢
子
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

か
ら
次
へ
と
あ
り
ま
す
。

　（
異
性
関
係
で
）
大
変
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
怖
か
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
ね
。
ス
ト
ー
カ
ー
っ
て
い
う
の
で
は
な

い
で
す
け
ど
、
追
い
か
け
て
こ
ら
れ
て
。
必

死
に
逃
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

し
： 

ご
自
身
の
発
達
障
害
に
気
付
い
た
き
っ

か
け
が
、
お
子
さ
ん
だ
っ
た
と
お
伺
い
し
た

の
で
す
が
。

金
子
：
「
の
び
太
・
ジ
ャ
イ
ア
ン
症
候
群
」

て
い
う
本
が
、初
め
て
、一
般
書
店
に
出
た
最

初
の
本
な
ん
で
す
。発
達
障
害
、A
D
H
D
の
。

そ
れ
を
読
ん
だ
ら
私
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る

の
で
、も
う
、び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

し
： 

子
ど
も
の
事
で
、
と
思
っ
て
読
ん
だ
ら
、

自
分
だ
っ
た
。

金
子
：
い
や
ー
も
ー
、
ホ
ン
ト
に
「
目
か

ら
鱗
」
っ
て
い
う
の
は
そ
う
こ
と
を
い
う
ん

だ
な
、
っ
て
い
う
の
は
思
い
ま
し
た
け
ど
。

も
う
び
っ
く
り
で
す
よ
ね
。
何
て
い
う
ん
で

し
ょ
う
ね
。
こ
の
「
今
ま
で
の
な
ぞ
が
全
て

解
け
た
」
っ
て
い
う
か
、
ま
あ
、
嬉
し
か
っ

た
で
す
よ
ね
。「
自
分
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か
」

と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
。

　「
自
分
自
身
が
ダ
メ
な
人
」
と
、
ず
っ
と
思

っ
て
き
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、

「
生
ま
れ
つ
き
こ
れ
だ
っ
た
ん
だ
」
と
す
れ
ば
、

自
分
の
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な

い
し
、
親
の
育
て
方
が
悪
か
っ
た
わ
け
で
も

育
っ
て
る
人
が
す
ご
く
多
い
ん
で
す
よ
ね
。

友
だ
ち
と
か
か
ら
も
仲
間
外
れ
に
さ
れ
た
り

と
か
、
い
じ
め
に
あ
っ
た
り
と
か
。
だ
か
ら

も
う
反
射
的
に
こ
う
、「
イ
エ
ス
」
と
言
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
、
何
か
、
あ
る
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。

　
生
ま
れ
た
時
か
ら
私
は
私
だ
っ
た
の
で
、

「
こ
ん
な
も
ん
か
」
と
思
っ
て
ま
し
た
。
だ
ん

だ
ん
、
大
き
く
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
、「
人
と

違
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
（
わ
か
っ
て
く

る
）。
学
校
な
ん
か
に
行
っ
て
、
評
価
が
、
人

と
比
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
テ
ス
ト
で
で
き
な
い
。
明
ら
か
に
で

き
な
い
と
か
、そ
う
い
う
の
は
、わ
か
る
の
で
。

「
自
分
は
で
き
な
い
。
ダ
メ
な
人
間
だ
な
。」

っ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
ま
し
た
ね
。

　
そ
れ
で
他
の
人
っ
て
い
う
の
は
、「
み
ん
な

努
力
を
し
て
い
る
人
な
ん
だ
」
っ
て
思
っ
て
。

感
心
し
て
る
っ
て
い
う
か
、
尊
敬
し
て
る
っ

て
い
う
か
。
自
分
以
外
の
人
は
み
ん
な
す
ご

い
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
： 「
ほ
ん
と
は
嫌
だ
な
」
と
思
っ
て
も
断
わ

れ
な
か
っ
た
経
験
も
お
持
ち
で
す
か
。

金
子
：
そ
れ
は
何
回
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
例

え
ば
、
こ
の
仕
事
を
や
っ
て
い
て
も
、
私
は

ほ
ん
と
に
す
ご
く
、
ス
キ
ル
が
何
も
な
い
、

と
い
う
か
、
何
も
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
「
他
の
人
の
言
う
こ
と
が
正
し
い
」

と
、
今
で
も
思
っ
て
い
る
の
で
。
も
う
、
色
々

話
せ
ば
長
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り

騙
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
っ
て
い
う
の
が
、
次

な
い
し
、
仕
方
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

か
ら
ま
さ
か
「
原
因
が
あ
っ
た
」
な
ん
て
。

そ
れ
以
来
人
生
が
ほ
ん
と
に
、
別
の
も
の
に

な
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ま
で
は
、
自
分
が
「
い

ら
な
い
人
間
だ
」
と
思
っ
て
い
る
わ
け
だ
っ

た
ん
で
す
。

金
子
：
昔
は
、「
年
齢
が
あ
る
程
度
き
た
ら
、

結
婚
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
」
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。
そ
の
辺
も
だ
か
ら
、
発
達
障
害

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
込
ん
で
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
。
今
思
え
ば
。「
次
に

付
き
合
う
人
と
は
結
婚
す
る
も
ん
だ
な
」
っ

て
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ

れ
で
次
に
出
会
っ
た
の
が
、
今
の
夫
だ
っ
た

ん
で
す
。

　（
今
N
e
c
c
o
に
来
て
い
る
人
た
ち
は
）

自
分
が
発
達
障
害
だ
と
気
付
い
て
い
て
、「
自

分
は
結
婚
で
き
る
の
か
な
」。
し
て
も
、「
続

け
ら
れ
る
か
」。「
子
ど
も
を
産
ん
で
育
て
ら

れ
る
か
」
っ
て
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
ま
す

よ
ね
。

し
： 「
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
で
、
子
ど
も
を

育
て
ら
れ
な
く
て
、
手
放
さ
れ
て
い
る
方
も

少
な
く
な
い
」
と
伺
い
ま
し
た
。

金
子
：
私
の
ぱ
っ
と
浮
か
ぶ
何
人
か
の
人
た
ち

は
、「
予
期
せ
ぬ
（
妊
娠
）」
で
は
な
く
て
、

ち
ゃ
ん
と
「
結
婚
し
て
、（
子
ど
も
が
）
生
ま

れ
た
」。
だ
け
ど
、「
う
ま
く
い
か
な
く
て
離

婚
し
て
」
っ
て
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
ね
。

し
：
パ
ー
ト
ナ
ー
双
方
と
も
障
が
い
が
あ
り
、子

育
て
が
う
ま
く
い
か
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
か
。

金
子
：
だ
い
た
い
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
も
発

達
障
害
っ
て
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
ね
。

「
別
れ
て
か
ら
（
自
分
、
相
手
、
パ
ー
ト
ナ
ー

に
障
が
い
が
あ
る
こ
と
に
）
気
が
付
く
」
っ

て
い
う
ほ
う
が
、
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
ね
。

し
： 

発
達
障
害
を
持
ち
、
性
暴
力
を
経
験
し

た
仲
間
に
、
ぜ
ひ
一
言
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

金
子
：「
受
け
た
側
の
辛
い
気
持
ち
」
っ
て
い

う
の
は
、
そ
の
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、

何
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
ね
。
た

だ
、
日
本
は
確
か
に
、
も
の
す
ご
く
遅
れ
て
い

る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。私
も
昔
は
も
う
、

「
電
車
に
乗
れ
ば
、
ち
か
ん
は
い
る
も
の
だ
」

と
思
っ
て
い
た
よ
う
な
時
代
も
あ
り
ま
し
た
け

ど
。
ほ
ん
と
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
て
い
る
人
の
話

を
聞
く
と
、
も
う
、
本
当
に
辛
い
で
す
よ
ね
。

ど
う
や
っ
て
こ
う
、取
り
返
し
た
ら
い
い
の
か
、

っ
て
思
い
ま
す
け
ど
。
言
葉
で
言
っ
て
あ
げ
ら

れ
な
い
っ
て
い
う
か
な
…
た
だ
ね
、
こ
れ
か
ら

の
世
の
中
は
、そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

ホ
ン
ト
、「
い
い
日
本
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
、
思
い
ま
す
よ
ね
。
も
う
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
、

「
ヤ
な
も
の
は
ヤ
だ
」
っ
て
、
誰
も
が
は
っ
き

り
声
を
あ
げ
ら
れ
拒
否
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
社
会
の
意
識
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

0607

「
大
人
の
発
達
障
害
」と
い
う

概
念
が
な
か
っ
た

性
暴
力
を
経
験
し
て
い
る

障
が
い
児
者
は
少
な
く
な
い

障
が
い
児
な
ら
で
は
の
育
ち
が

自
己
肯
定
感
を
奪
う

障
が
い
者
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
を

支
え
ら
れ
な
い
社
会

障
が
い
が
わ
か
り

「
今
ま
で
の
な
ぞ
が
全
て
解
け
た
」
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リ
ト
リ
ー
に
入
っ
て
来
よ
う
と
し
て
く
れ
な

い
と
い
う
疎
外
感
、
孤
独
感
と
い
う
の
を
覚

え
る
っ
て
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
僕
も
そ
う
い
う
の
を
感
じ
て
い
ま

す
。

S
e
n
y
u
：
自
分
は
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
っ

て
言
う
の
か
わ
か
ん
な
い
で
す
け
ど
、
そ
う

い
う
の
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
。
性
行

為
が
終
わ
っ
た
後
に
、
自
分
の
不
手
際
で
相

手
が
怒
っ
て
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
て
何
も

謝
り
も
し
な
い
で
。
常
識
が
な
い
ん
で
。
で
、

（
相
手
が
）
怒
っ
て
、
ま
あ
、
名
前
と
か
電
話

番
号
と
か
を
ネ
ッ
ト
に
上
げ
ら
れ
て
。

し
： 

み
な
さ
ん
孤
独
と
か
孤
立
を
感
じ
る
時

は
あ
り
ま
す
か
？

（
多
数
が
う
な
づ
く
）

ベ
ガ
：
健
常
者
の
人
た
ち
と
比
べ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
人
間
関
係
が
上
手
く
い
っ
て

い
る
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
、
街
中
を
歩
い

て
い
て
、
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
う
ら
や
ま
し

し
： 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ま
ず
、「
自

分
が
性
暴
力
に
遭
っ
た
」、
も
し
く
は
「
誰
か

が
性
暴
力
に
遭
っ
た
」
っ
て
い
う
の
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
方
は
、
ど
れ
く
ら
い
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
？

（
参
加
者
挙
手
）

し
： 

9
人
。
非
常
に
多
い
で
す
よ
ね
。
次
に

日
頃
み
な
さ
ん
が
、
人
間
関
係
で
困
っ
た
な

と
い
う
こ
と
、
ど
な
た
か
お
話
し
た
い
な
っ

て
い
う
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

ベ
ガ
：
僕
自
身
の
障
害
は
ひ
と
言
で
い
う
と

「
常
識
に
障
害
が
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し

た
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

人
と
違
う
常
識
を
備
え
て
る
が
故
に
、
人
と

上
手
く
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
と
一

緒
に
対
面
で
関
わ
っ
て
い
る
と
薄
い
膜
が
自

分
の
周
り
に
あ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ

て
。
そ
の
境
界
線
か
ら
自
分
が
出
た
く
て
も

出
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
の
人

も
そ
こ
か
ら
先
、
ま
あ
要
す
る
に
自
分
の
テ

く
て
し
ょ
う
が
な
い
、
と
か
。

ま
ゆ
：
自
己
肯
定
感
が
低
い
の
で
、
他
者
比

較
と
か
、
世
間
の
圧
力
と
か
、
そ
う
い
う
の

を
こ
う
、
誰
か
ら
言
わ
れ
た
訳
で
も
な
い
ん

で
す
け
ど
、
な
ん
と
な
く
自
分
で
勝
手
に
感

じ
て
し
ま
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
孤
独
に
な
っ
て

し
ま
う
。
勝
手
に
世
間
と
私
の
間
に
、
す
ご

く
大
き
な
壁
が
あ
る
っ
て
感
じ
て
し
ま
う
の

が
あ
る
の
で
。
依
存
対
象
が
、「
す
ぐ
身
近
に

あ
る
人
」
と
か
、「
あ
る
も
の
」
と
か
っ
て
風

に
な
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
い

ま
す
。

こ
う
：
小
学
生
入
っ
た
途
端
に
人
間
関
係
に

や
ら
れ
て
、
い
じ
め
ら
れ
た
り
と
か
す
る
ん

で
す
よ
。
放
置
と
か
、
さ
れ
る
感
じ
。
な
ん

か
「
孤
立
し
て
い
る
」
っ
て
い
う
の
は
、「
そ

れ
に
入
り
た
く
な
い
」
と
か
、「
ち
ょ
っ
と
違

和
感
を
感
じ
る
」
と
い
う
所
か
ら
な
ん
で
。

カ
ナ
：
私
、
親
も
ち
ょ
っ
と
発
達
ぽ
く
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
グ
レ
ー
っ
て
感
じ
で
、
親
子
関
係

も
悪
か
っ
た
り
す
る
と
、
家
族
と
の
繋
が
り

も
ち
ょ
っ
と
良
く
な
く
て
家
に
い
た
く
な
い

と
か
、
家
を
出
た
あ
と
も
、「
家
族
が
い
な
い
」

み
た
い
な
気
分
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

す
ご
い
理
想
が
高
い
と
い
う
か
、「
噂
と
か
好

き
じ
ゃ
な
い
」
と
か
、「
ガ
ー
ル
ズ
ト
ー
ク
が

苦
手
だ
か
ら
」
と
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で

孤
立
し
や
す
い
の
か
な
と
。

ベ
ガ
：「
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
境
」
っ
て
い

う
の
が
、
昔
は
見
え
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

ま
あ
要
す
る
に
、「
こ
の
人
た
ち
は
グ
ル
ー
プ

に
固
ま
っ
て
い
て
、
こ
う
い
う
集
団
な
ん
だ
」

と
か
、
そ
う
い
う
の
が
、
属
性
、
ま
あ
、
グ

ル
ー
プ
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
か
、
詳
細
な
プ
ロ

パ
テ
ィ
と
か
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
区
切
り
だ

と
か
、
一
切
見
え
な
か
っ
た
ん
で
、
そ
う
い

っ
た
社
会
そ
の
も
の
に
参
加
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
疎
外
感

を
覚
え
ま
し
た
ね
。

発
達
障
害
当
事
者
へ
の

性
暴
力
に
関
す
る

グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

か
、
思
っ
て
い
た
の
と
違
っ
た
と
か
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
か
。

み
ず
き
：「
友
達
に
な
ろ
う
よ
」
と
か
。
あ
と
、

告
白
さ
れ
ま
し
た
ね
。「
1
0
万
貢
ぐ
か
ら
」

と
か
言
わ
れ
て
、
な
ん
だ
そ
り
ゃ
み
た
い
な
。

そ
れ
で
承
諾
す
る
と
、
間
違
っ
て
学
習
し
て

し
ま
う
の
で
、「
そ
の
関
わ
り
方
危
な
い
よ
ね
」

っ
て
言
っ
て
。
具
体
的
に
対
策
な
ど
教
え
て
。

S
e
n
y
u
：
何
度
や
っ
て
も
キ
ャ
ッ
チ
に
だ

ま
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
ま
っ
た
く
同
じ
方
法

で
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、

手
を
変
え
品
を
変
え
、
も
う
す
ご
い
だ
ま
し

て
き
て
。
こ
の
前
も
友
だ
ち
と
一
緒
に

8
0
0
0
円
く
ら
い
ぼ
っ
た
く
ら
れ
た
り
し

て
、
そ
う
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

カ
ナ
：
バ
イ
ト
し
て
、
お
金
を
一
円
も
も
ら

え
な
く
て
、
仕
方
な
い
な
と
思
っ
て
、
何
も

言
わ
ず
終
わ
る
。
3
ヶ
月
働
い
て
。

ベ
ガ
：
人
生
始
め
て
の
仕
事
を
、
仰
せ
つ
か

っ
た
ん
で
す
ね
。
で
、
仕
事
を
終
え
て
、
お

給
料
を
も
ら
お
う
と
し
た
ん
で
す
よ
。
で
、

1
回
に
5
0
0
円
と
い
う
約
束
だ
っ
た
の
に
、

も
ら
え
な
か
っ
た
。

カ
ナ
：
小
さ
い
頃
に
「
誰
と
で
も
仲
良
く
し

な
さ
い
」と
か
、「
男
女
区
別
し
な
い
で
」と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
る
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
そ
れ
を
一
生
信
じ
て
い
る
感
じ
。

だ
か
ら
、
い
じ
め
ら
れ
て
る
子
と
も
仲
良
く

す
る
と
、
そ
の
子
に
依
存
さ
れ
や
す
い
し
、

し
：
疎
外
感
と
か
孤
独
を
、
例
え
ば
人
へ
の

依
存
で
解
決
す
る
と
か
っ
て
あ
り
ま
す
か
。

カ
ナ
：
何
年
も
前
に
、
お
互
い
に
共
依
存
的

な
友
達
関
係
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
何
年

か
あ
っ
た
な
と
思
っ
て
。
お
互
い
に
だ
っ
た

ん
で
す
け
ど
、
朝
ま
で
電
話
で
し
ゃ
べ
る
と

か
、
な
に
か
あ
っ
た
ら
、
こ
う
ワ
ー
ッ
と
泣

き
つ
く
よ
う
に
、
浴
び
せ
ま
く
る
よ
う
な
、

愚
痴
を
ず
っ
と
吐
き
ま
く
っ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。

ま
ゆ
：
私
の
場
合
は
、
頼
り
下
手
な
の
で
一

人
で
抱
え
ち
ゃ
う
傾
向
が
あ
っ
て
、
な
ん
か

こ
う
、
誰
に
で
も
大
丈
夫
、
元
気
に
見
せ
ち

ゃ
っ
た
り
し
ち
ゃ
う
ん
で
、
逆
に
こ
う
相
談

を
さ
れ
た
り
と
か
、
依
存
さ
れ
た
り
す
る
…
。

さ
れ
や
す
く
て
、
そ
れ
も
自
分
で
も
抱
え
き

れ
な
い
か
ら
、
結
局
こ
う
「
わ
ー
っ
」
て
な

っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
。
断
り
づ
ら
か
っ
た

り
、
空
気
を
読
み
過
ぎ
て
、「
相
手
の
求
め
る

も
の
出
さ
な
き
ゃ
」
っ
て
な
っ
ち
ゃ
う
の
で
、

そ
こ
の
特
性
と
相
手
の
ニ
ー
ズ
が
合
致
す
る

と
、
そ
う
い
う
関
係
に
な
り
や
す
い
の
か
な
、

と
ち
ょ
っ
と
思
い
ま
し
た
。

の
ぶ
く
ん
：
自
分
は
T
w
i
t
t
e
r
に
依

存
し
て
書
き
ま
く
っ
と
っ
た
ん
で
。
ス
ト
レ

ス
発
散
で
。
ま
あ
、
変
な
こ
と
し
て
き
た
人

間
の
名
前
が
分
か
っ
た
ら
、
そ
い
つ
の
名
前

を
ポ
ッ
て
。

し
：
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と

嫌
わ
れ
て
る
子
に
も
あ
え
て
近
寄
っ
て
い
っ

た
り
。「
年
齢
問
わ
ず
付
き
合
わ
な
き
ゃ
」「
仲

良
く
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う
感
覚
。

だ
か
ら
男
の
人
と
か
、
意
識
が
な
い
と
い
う

感
じ
で
い
く
と
、
誤
解
さ
れ
や
す
い
か
な
。

そ
れ
に
気
付
か
ず
、
相
手
が
ど
う
思
っ
て
る

か
は
、
ま
っ
た
く
気
付
か
な
い
。

ま
ゆ
：
断
る
の
が
ち
ょ
っ
と
苦
手
で
、
相
手

を
傷
つ
け
る
こ
と
に
関
し
て
、
す
ご
く
自
分

で
罪
悪
感
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
。
そ
れ
が
す

ご
く
い
や
で
。
う
ま
く
断
れ
な
い
ん
で
す
よ

ね
。
言
わ
れ
て
も
。「
何
と
な
く
空
気
出
し
て

ん
だ
け
ど
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
」
と
か
。
な

の
で
、
ど
ん
ど
ん
つ
け
こ
ま
れ
て
、
で
も
な

ん
か
、「
こ
の
人
傷
つ
け
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
す

ご
く
申
し
訳
な
い
な
」
っ
て
い
う
。
自
己
肯

定
感
も
低
い
の
で
。
あ
っ
と
い
う
間
に
ず
る

ず
る
行
っ
ち
ゃ
っ
て
、
関
係
性
が
ど
ん
ど
ん

複
雑
に
な
っ
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
の
が
、
結
構

…
あ
り
ま
す
。

ゆ
う
：「
感
じ
よ
く
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
み

た
い
な
掟
が
あ
る
み
た
い
で
、
相
手
か
ら
「
優

し
い
」
と
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
、
優
し
い
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
た
だ
「
そ
う
し
な

き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
し
て
い
る
」
だ
け
で
、

自
分
の
意
思
じ
ゃ
な
い
し
、
や
っ
ぱ
り
誤
解

さ
れ
る
と
か
。

S
e
n
y
u
：
結
構
前
な
ん
で
す
け
ど
、
友

達
に
な
っ
た
ふ
た
周
り
く
ら
い
年
上
の
女
性

が
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
人
が
「
鍋
パ
ー

テ
ィ
ー
を
家
で
や
る
か
ら
」
っ
て
言
っ
て
、

呼
ん
で
も
ら
っ
た
。「
普
通
に
仲
良
く
な
っ
た

か
ら
鍋
パ
ー
テ
ィ
ー
誘
っ
て
く
れ
た
ん
だ
な
」

っ
て
思
っ
て
た
ら
、
い
き
な
り
「
彼
女
い
な

い
ん
で
し
ょ
？
じ
ゃ
あ
付
き
合
お
う
よ
」
っ

て
言
わ
れ
て
、「
え
っ
」
て
、
そ
の
と
き
に
も

う
フ
リ
ー
ズ
し
て
、
冷
汗
が
バ
ー
っ
て
出
て

き
て
、
ど
う
断
わ
ろ
う
み
た
い
な
感
じ
で
。

も
う
う
ろ
た
え
て
、
L
I
N
E
と
か
見
な
が

ら
「
好
き
な
人
が
い
る
ん
で
す
よ
ね
。」
み
た

い
な
感
じ
で
（
必
死
に
断
っ
た
）。

　「
優
し
く
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
好
き
に
な
っ
ち

ゃ
う
」
み
た
い
な
の
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

女
性
経
験
が
少
な
い
と
発
達
障
害
の
人
、
多

分
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
例
え
ば
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
と
か
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
、

「
何
回
デ
ー
ト
し
た
ら
手
を
つ
な
い
で
い
い
」

み
た
い
な
の
見
て
、
そ
れ
で
こ
の
前
「
手
つ

な
い
で
い
い
？
」
っ
て
女
性
に
対
し
て
聞
い

た
ら
、
そ
の
、「
い
や
い
や
、
そ
う
い
う
の
は
、

ち
ゃ
ん
と
空
気
を
読
ん
で
や
る
ん
だ
よ
」
み

た
い
に
言
わ
れ
て
。
そ
う
い
う「
空
気
を
読
む
」

っ
て
こ
と
が
そ
も
そ
も
出
来
な
い
。

し
：
人
間
関
係
の
「
ち
ょ
っ
と
予
期
せ
ぬ
と

こ
ろ
」
を
解
決
し
な
が
ら
、
人
生
を
生
き
て

い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
り
ま
し
た
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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インタビュー

2人
と
違
う
常
識
を
備
え
る

グ
ル
ー
プ
に
入
れ
な
い

孤
立
が
依
存
に
つ
な
が
り
騙
さ
れ
る

「
い
い
子
」ゆ
え
に「
断
れ
な
い
」

思
い
が
け
ず
好
意
を
示
さ
れ
る



の
傷
と
体
の
感
触
と
し
て
残
っ
て
い
て
、
そ
れ

が
一
番
、
私
に
と
っ
て
は
一
番
、
負
担
が
大
き

か
っ
た
経
験
で
す
ね
。

し
：
大
人
や
男
性
か
ら
言
わ
れ
る
と
断
り
づ
ら

い
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
か
。

Y
：
あ
り
ま
す
ね
。
小
学
生
の
時
は
や
っ
ぱ
大

人
っ
て
い
う
、
ち
ょ
っ
と
違
う
年
齢
の
っ
て
い

う
負
荷
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
男
性
に
ち
ょ
っ
と

強
い
口
調
で
言
わ
れ
る
と
、
言
え
な
い
ん
で
す

よ
ね
。
N
O
っ
て
。
ち
ょ
っ
と
萎
縮
し
ち
ゃ
う

ん
で
私
。
強
め
の
言
葉
と
か
が
怖
く
て
。「
あ
っ
」

て
。
そ
れ
で
全
然
N
O
っ
て
言
え
な
く
な
っ
ち
ゃ

う
ん
で
す
よ
、
今
で
も
。

　
暴
力
的
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
ち
ょ
っ
と
強

め
の
口
調
が
「
ビ
ク
ッ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。

Y
：
両
親
は
ど
ち
ら
も
優
し
い
親
だ
っ
た
ん
で

す
け
ど
も
。
幼
少
期
か
ら
「
い
い
子
で
い
な

き
ゃ
」
っ
て
い
う
思
い
が
あ
っ
て
、「
親
の
顔
色

を
見
て
迷
惑
か
け
な
い
よ
う
に
し
な
き
ゃ
」
っ

て
い
う
、「
い
い
子
ち
ゃ
ん
」
演
じ
て
き
て
。「
相

手
が
求
め
る
も
の
出
さ
な
き
ゃ
、
親
が
求
め
て

る
も
の
出
さ
な
き
ゃ
」
っ
て
い
う
感
じ
で
、
過

剰
適
応
な
所
が
あ
っ
た
の
で
。
先
回
り
し
て
大

人
の
顔
色
と
か
を
見
て
、「
相
手
が
嫌
が
る
事
は

Y
：
小
学
生
く
ら
い
の
時
に
、
バ
レ
エ
教
室
の

帰
り
に
親
を
待
っ
て
て
、
お
店
の
ベ
ン
チ
か
な

ん
か
に
座
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
た
ら
、

知
ら
な
い
男
性
の
人
が
来
て
、「
お
じ
ち
ゃ
ん
の

娘
も
バ
レ
エ
や
っ
て
て
、
レ
オ
タ
ー
ド
の
サ
イ

ズ
を
測
り
た
い
か
ら
お
嬢
ち
ゃ
ん
の
体
を
測
ら

せ
て
く
れ
。」
っ
て
言
わ
れ
て
。

　
私
、
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
、「
そ

う
な
ん
だ
」
と
思
っ
て
、「
N
O
」
っ
て
言
え
な

か
っ
た
ん
で
す
よ
、
そ
の
時
。
そ
し
た
ら
、
体

の
あ
ち
こ
ち
を
測
る
ふ
り
を
し
て
色
々
触
ら
れ

て
、パ
ン
ツ
の
中
に
、手
を
入
れ
ら
れ
た
り
し
て
、

そ
れ
で
ど
こ
か
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
ど
。

「
今
の
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
っ
て
い
う
感
じ
が

す
ご
く
あ
っ
て
。
小
学
生
だ
っ
た
か
ら
何
が
起

こ
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
て
。
た
だ
す
ご
く
こ
う
、

い
や
な
感
じ
は
ず
っ
と
残
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。

で
も
す
ぐ
親
が
迎
え
に
来
た
ん
で
す
け
ど
言
え

な
く
て
。「
何
が
起
こ
っ
た
か
」
っ
て
い
う
の
を

自
分
の
中
で
も
そ
の
時
消
化
で
き
な
く
て
。
た

だ
感
触
が
ず
っ
と
残
っ
て
て
、
そ
の
お
じ
さ
ん

と
い
う
か
、
そ
の
人
の
手
と
か
の
感
触
が
「
そ

れ
が
な
ん
だ
っ
た
の
か
」
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ

て
な
お
さ
ら
こ
う
、
ず
っ
と
こ
う
、
傷
…
、
心

言
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
」
っ
て
、
誰
に
言
わ

れ
た
訳
で
も
な
く
、
多
分
潜
在
的
に
思
っ
て
い

た
所
は
大
き
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
今
親
と
話
し
て
も
、「
本
当
に
何
に
も
欲
し
が

ら
な
い
し
、
お
と
な
し
く
一
人
で
遊
ん
で
た
し
、

心
配
に
な
る
く
ら
い
い
い
子
だ
っ
た
」
っ
て
い

う
の
で
。
自
分
で
「
あ
ー
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い

う
の
を
演
じ
て
た
の
か
な
」
っ
て
思
い
ま
す
ね
。

Y
：
中
学
校
2
年
生
く
ら
い
か
な
。
日
常
的
に

胸
触
ら
れ
た
り
と
か
。
向
こ
う
は
い
た
ず
ら
の

つ
も
り
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
が

ど
ん
ど
ん
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
時
期
が

あ
っ
て
。
一
人
に
な
っ
た
時
に
、
誰
も
い
な
い

教
室
に
数
人
に
連
れ
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
胸
触
る
く
ら
い
じ
ゃ
な
く
て
、
大
変
な

こ
と
さ
れ
た
経
験
が
一
度
だ
け
あ
っ
て
、
ひ
ど

く
こ
う
傷
つ
い
て
し
ま
っ
て
。
そ
れ
は
本
当
に
、

す
ご
く
「
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
」
感
じ
が

し
て
、
数
日
何
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す

よ
ね
、
そ
の
後
。
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
一
番
傷
つ

い
た
経
験
で
す
か
ね
。

し
：
特
に
Y
さ
ん
だ
け
ひ
ど
か
っ
た
と
か
、
そ
れ

と
も
み
ん
な
に
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
ま
し
た
？

Y
：
他
の
子
に
も
け
っ
こ
う
や
っ
て
た
と
思
い

ま
す
。
で
も
、や
り
や
す
か
っ
た
の
か
な
、私
が
、

と
い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

ち
ょ
っ
と
背
低
く
て
、
弱
々
そ
う
だ
っ
た
の
で
。

細
く
て
。

　
そ
こ
か
ら
、
隣
に
男
性
が
い
る
だ
け
で
も
怖

い
。
怖
く
て
体
硬
直
し
た
り
と
か
し
て
。
い
ま

で
も
心
理
的
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
ち
ゃ
う
感

じ
は
あ
り
ま
す
ね
。
近
付
い
て
こ
よ
う
と
す
る

と
、
自
分
か
ら
始
め
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
す

み
た
い
な
。「
近
付
い
て
こ
な
い
で
」
っ
て
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
っ
ち
ゃ
っ
て
る
の
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
も
自
己
防
衛
に
な
っ
て
る
の
か
な
っ
て
い

う
。

　（
相
手
か
ら
）
好
意
を
感
じ
る
と
、「
い
や
、

興
味
な
い
で
す
」
み
た
い
な
の
を
暗
に
匂
わ
せ

ち
ゃ
う
と
い
う
か
。

し
：
そ
れ
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
っ

て
あ
り
ま
す
か
。

Y
：
あ
あ
、
そ
れ
も
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
ね
。

な
ん
か
勘
違
い
し
て
、「
照
れ
て
る
ん
で
し
ょ
」

み
た
い
な
感
じ
の
人
と
か
も
い
ま
す
ね
。
事
あ

る
ご
と
に
、
ど
ん
ど
ん
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
く
る

人
と
か
。
そ
の
辺
は
ち
ょ
っ
と
や
っ
ぱ
難
し
い

で
す
よ
ね
。

　
言
え
な
い
ん
で
す
よ
ね
。「
言
わ
な
き
ゃ
」
っ

て
思
う
ん
で
す
け
ど
。「
相
手
を
傷
つ
け
ち
ゃ
い

け
な
い
」
っ
て
い
う
の
が
、
ま
ず
あ
っ
て
。
元
々

自
己
肯
定
感
も
あ
ん
ま
り
高
く
な
い
の
で
、
な

ん
か
N
O
っ
て
言
え
な
い
。「
言
え
る
立
場
じ
ゃ

な
い
」
っ
て
い
う
の
が
潜
在
意
識
に
あ
っ
て
、

な
か
な
か
は
っ
き
り
言
え
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

「
相
手
を
傷
付
け
た
く
な
い
」
っ
て
い
う
の
と
、

「
ど
う
思
わ
れ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
」
と
か
い
う
の

が
、
多
分
先
行
し
ち
ゃ
う
の
か
な
と
思
う
ん
で

す
け
ど
。

インタビュー

「
言
え
る
立
場
じ
ゃ
な
い
」っ
て

い
う
の
が
潜
在
意
識
に
あ
る
。

1
0
0
か
、
全
か
無
か
み
た
い
な
極
端
な
思
考

で
。「
完
璧
な
女
性
像
っ
て
こ
う
だ
よ
ね
」
っ
て

い
う
の
が
あ
っ
て
、「
完
璧
に
な
ら
な
き
ゃ
」
っ

て
思
っ
ち
ゃ
っ
て
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に

ち
ょ
っ
と
で
も
外
れ
る
と
、「
駄
目
だ
駄
目
だ
、

も
っ
と
が
ん
ば
ん
な
き
ゃ
」
っ
て
い
う
の
が
け
っ

こ
う
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
誰
か
に

言
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
け
ど
、「
社
会

で
求
め
ら
れ
て
る
女
性
像
っ
て
、
こ
う
い
う
も

ん
だ
よ
ね
」
み
た
い
な
の
を
、
頭
の
中
で
勝
手

に
作
っ
て
、
そ
れ
を
「
ち
ゃ
ん
と
踏
襲
し
よ
う
」

と
が
ん
ば
っ
ち
ゃ
っ
て
る
っ
て
い
う
よ
う
な
感

じ
は
私
も
あ
り
ま
す
ね
。

Y
：「
性
暴
力
」
っ
て
ひ
と
言
で
言
う
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
で
も
、普
通
の
暴
力
と
違
い
ま
す
よ
ね
、

や
っ
ぱ
り
。
た
だ
「
傷
付
け
ら
れ
た
」
わ
け
で

は
な
く
。
あ
の
、中
学
の
時
の
経
験
っ
て
、本
当
、

「
人
と
し
て
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
」
感
じ
が
し

て
、「
も
の
」
と
し
て
し
か
見
て
な
い
感
じ
が
し

て
、「
人
と
し
て
の
尊
厳
」
を
す
ご
く
無
く
さ
れ

た
気
が
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
多
分
や
っ
て
る
方

は
そ
こ
ま
で
思
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
。
た
だ
こ

う
、「
ち
ょ
っ
と
相
手
が
嫌
が
る
こ
と
を
し
て
傷

つ
け
た
」
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
な
い
け
ど
。

被
害
者
に
し
た
ら
「
人
間
と
し
て
の
価
値
を
貶

め
ら
れ
た
」
く
ら
い
、
尊
厳
を
貶
め
ら
れ
る
行

為
だ
と
思
う
の
で
。
そ
れ
く
ら
い
「
被
害
者
に

と
っ
て
は
ひ
ど
い
こ
と
だ
」
っ
て
い
う
の
が
、

社
会
的
に
も
う
ち
ょ
っ
と
わ
か
る
と
い
い
な
っ

Y
：
高
校
ぐ
ら
い
か
な
、
付
き
合
っ
て
い
た
相

手
が
束
縛
タ
イ
プ
だ
っ
た
の
で
、
支
配
的
だ
っ

た
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
。
相
手
は
愛
情
の
つ
も

り
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
自
分
的
に
は
す
ご

く
つ
ら
か
っ
た
で
す
ね
。

　
す
ご
い
電
話
か
か
っ
て
き
た
り
と
か
、
塾
に

い
る
の
に
、「
今
ど
こ
に
い
る
ん
だ
よ
」
と
か
、「
男

と
会
っ
て
る
の
か
」
と
か
言
わ
れ
た
り
。
家
の

前
ま
で
来
た
り
と
か
。

　
そ
れ
で
別
れ
た
あ
と
も
、
す
ご
い
電
話
か
か
っ

て
き
て
、
着
信
拒
否
し
ま
し
た
け
ど
、
本
当
、

怖
か
っ
た
で
す
ね
。

し
：
ど
う
や
っ
て
別
れ
を
切
り
出
し
ま
し
た
か
。

Y
：「
受
験
が
忙
し
く
な
る
か
ら
」
と
い
う
大
義

名
分
を
作
り
ま
し
た
。
自
分
が
い
や
だ
っ
て
い

う
の
を
言
え
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら

い
ろ
ん
な
理
由
を
寄
せ
集
め
て
、
納
得
さ
せ
る

し
か
な
い
と
思
っ
て
。「
俺
変
わ
る
か
ら
」
と
か

言
わ
れ
る
と
、
言
わ
れ
そ
う
な
、
な
っ
ち
ゃ
い

そ
う
な
気
が
し
て
。
だ
か
ら
確
固
た
る
理
由
を

い
っ
ぱ
い
作
っ
て
、
提
示
し
て
っ
て
感
じ
で
し

た
ね
。

し
：
相
手
は
す
ぐ
に
納
得
し
ま
し
た
か
？

Y
：
そ
の
時
は
納
得
し
た
け
ど
、
そ
の
後
も
電

話
と
か
普
通
に
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
本
当
に

怖
か
っ
た
で
す
。

Y
：「
い
い
子
ち
ゃ
ん
」
で
来
た
り
と
か
、
完
璧

主
義
的
な
所
も
あ
る
の
で
、
み
な
さ
ん
。
0
か

て
思
い
ま
す
。「
体
が
傷
つ
く
」
と
か
、「
心
が

傷
つ
く
」
と
か
は
当
た
り
前
と
し
て
、
そ
れ
以

上
に
「
人
間
と
し
て
の
価
値
」
み
た
い
な
の
を

奪
わ
れ
る
っ
て
い
う
の
が
、
す
ご
く
大
き
い
経

験
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
で
、
そ
こ
ら
辺
ま
で
理
解

し
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
な
っ
て
思
い
ま
す
。
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（30代女性、発達障
害傾向、うつ、解離性
障害、自立支援医療
で通院中）
・実施日時：2018年
4月19日スカイプ

A
：
小
学
校
の
、
た
ぶ
ん
2
年
生
か
ら
3
年

生
に
上
が
る
春
休
み
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思

う
ん
だ
け
ど
、「
あ
れ
は
何
だ
っ
た
ん
だ
」
と

思
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
。
小
学
校
の
裏
の

方
で
、
誰
も
ほ
と
ん
ど
来
な
い
と
こ
な
ん
だ

け
ど
。

　
私
は
、み
ん
な
が
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
け
ど
、

「
お
前
は
ホ
ン
ト
に
物
お
じ
せ
ず
、誰
で
も
仲

良
く
な
れ
る
の
は
い
い
ん
だ
け
ど
、ヘ
ン
な
お

じ
さ
ん
に
つ
い
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」っ
て
い

う
ふ
う
に
す
ご
く
言
わ
れ
て
、心
配
さ
れ
て
い

た
。だ
か
ら
、「
悪
い
人
に
は
つ
い
て
い
か
な
い
」

っ
て
思
っ
て
い
た
の
。で
も
一
方
で
は「
女
の
子

な
ん
だ
か
ら
人
に
は
親
切
、い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ

親
切
に
し
な
い
と
ダ
メ
だ
よ
」と
も
言
わ
れ
て

い
て
。

　「
親
切
の
つ
も
り
だ
っ
た
け
ど
、悪
い
人
だ
っ

て
気
づ
か
な
か
っ
た
私
が
バ
カ
な
ん
だ
。な
ん

で
わ
か
ん
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。な
ん
で
ち
ゃ

ん
と
気
が
付
か
な
い
ん
だ
ろ
う
。私
は
バ
カ

だ
。ダ
メ
な
子
な
ん
だ
」っ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ

た
。そ
れ
は
そ
の
時
す
ぐ
思
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く

て
、そ
の
こ
と
を
思
い
返
す
た
び
に
、「
な
ん
で

私
っ
て
、ち
ゃ
ん
と
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ

う
」っ
て
い
う
の
を
ず
ー
っ
と
思
っ
て
い
て
、そ

の
た
び
に「
自
分
が
ダ
メ
な
子
だ
」っ
て
い
う
ふ

う
に
思
っ
て
い
っ
た
か
ら
。

　
今
思
う
と
、挿
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ

ん
な
い
ぐ
ら
い
の
体
験
な
ん
で
す
。や
っ
ぱ
り

相
当
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
し
、違
和
感
の
あ
る
。な

ん
か「
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
て
も
違
和
感
が
あ

る
」こ
と
だ
っ
た
か
ら
。中
学
生
に
な
る
ま
で

は
、忘
れ
て
た
。中
学
生
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
、だ

ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
て
か
ら
は「
私
は
や
っ

ぱ
り
バ
カ
だ
か
ら
そ
う
な
ん
だ
」っ
て
い
う
ふ

う
に
、す
ご
く
自
分
の
価
値
を
低
く
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
。

　「
す
べ
て
の
人
が
結
婚
し
た
ら
家
庭
に
入
る
」

と
い
う
時
代
、「
処
女
じ
ゃ
な
け
れ
ば
女
じ
ゃ
な

い
」み
た
い
な
時
代
に
、も
う
既
に
お
店
に
並
ぶ

知
ら
な
い
男
性
に
触
ら
れ
る

「
い
い
子
」で
育
つ

同
級
生
か
ら
の
わ
い
せ
つ

恋
人
か
ら
の
束
縛

障
が
い
女
性
が
抱
え
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

性
暴
力
は
人
の
尊
厳
を
貶
め
る

「
傷
物
」に
な
っ
た
経
験

インタビュー

性
被
害
に
遭
っ
た
自
分
を

「
バ
カ
だ
。ダ
メ
な
子
な
ん
だ
」と

思
っ
て
い
っ
た

（60代女性、発達障
害傾向、ADHD傾向）
実施日時：2018年4
月25日 対面

Yさん

Aさん
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住
み
つ
い
ち
ゃ
っ
た
。

　（
過
去
に
）中
絶
を
2
回
ぐ
ら
い
し
た
。で
、

「
も
う
し
な
い
。も
う
自
分
の
体
は
、も
う
こ
れ

以
上
傷
め
な
い
」っ
て
思
っ
て
、「
今
度
も
し
妊

娠
し
た
ら
、も
う
産
む
」っ
て
決
め
て
い
た
ん
で

す
。だ
か
ら
、「
避
妊
を
ち
ゃ
ん
と
す
る
よ
う
に
」

っ
て
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
。彼
は
そ
う

い
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
だ
か
ら
、妊
娠
し
て

し
ま
い
。

A
：
夫
が（
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
）亡
く
な
っ

て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、子
ど
も
た
ち
に
、「
夫

の
郷
里
を
見
せ
て
あ
げ
よ
う
」と
思
っ
た
こ
と

が
あ
っ
て
。そ
の
時
に（
夫
の
）「
高
校
の
友
だ

ち
」っ
て
前
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
人
に
電
話
を

し
た
ら「
せ
っ
か
く
来
た
ん
だ
っ
た
ら
泊
っ
て
い

き
な
さ
い
よ
」っ
て
。「
も
う
す
ぐ
妻
も
子
ど
も

も
帰
っ
て
く
る
し
、（
遠
方
か
ら
）来
た
人
を
帰

し
ち
ゃ
っ
た
と
か
っ
て
い
っ
た
ら
、後
で
怒
ら
れ

る
か
ら
」と
か
っ
て
言
わ
れ
て
。「
そ
う
で
す
か
」

み
た
い
な
感
じ
で
一
泊
し
た
ん
だ
け
ど
、実
は

そ
こ
に
妻
は
い
な
か
っ
た
。そ
の
時
に
、脅
さ
れ

た
ん
で
す
。「
好
き
に
で
き
る
ん
だ
ぞ
」み
た
い

な
感
じ
で
。妻
も
誰
も
い
な
い
わ
け
だ
し
。性

被
害
に
遭
い
か
け
る
体
験
を
し
た
。

A
：
ず
っ
と
仕
事
し
て
き
た
か
ら
仕
事
の
関
係

（
で
の
性
被
害
が
）。同
じ
仲
間
の
中
で
、話
し
て

い
て
、人
が
帰
っ
て
、「
同
じ
方
向
だ
か
ら
」み
た

い
な
か
ん
じ
で
、な
ん
か
押
し
切
ら
れ
ち
ゃ
っ
た

り
と
か
、そ
う
い
う
感
じ
で
す
か
ね
。

前
に
私
は
、「
傷
物
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」っ
て
い

う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。

し
： 
D
V
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
も
い

い
で
す
か
。

A
：（
相
手
は
）同
じ
職
場
の
人
。12
歳
年
が
離

れ
て
い
る
の
。同
僚
で
も
あ
る
し
、先
輩
で
も

あ
る
か
ら
。私
よ
い
子
に
育
て
ら
れ
て
い
て
、先

輩
を
む
げ
に
っ
て
い
う
か「
い
や
で
す
」と
か

「
お
断
り
し
ま
す
」と
か
っ
て
、言
え
な
い
よ
う

に
育
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
う
ー
ん
、わ
か
り

ま
し
た
」み
た
い
な
か
ん
じ
で
行
く
こ
と
が
あ

り
、そ
れ
で
な
ん
か
、ど
ん
ど
ん
こ
う
、き
ち
ゃ

っ
た
。

　
あ
る
時
に
知
り
合
い
に「
捨
て
猫
を
も
ら
っ

て
ほ
し
い
」っ
て
言
わ
れ
て
。私
猫
は
好
き
だ
け

ど
、私
の
ア
パ
ー
ト
は
飼
え
な
い
し
、「
い
り
ま

せ
ん
」っ
て
言
っ
て
帰
っ
た
ん
だ
け
ど
。（
そ
の
時

一
緒
に
い
て
、家
ま
で
）「
送
っ
て
く
れ
る
」っ
て

言
っ
て
来
た
彼
は
、猫
を「
も
ら
っ
て
き
て
や
っ

た
よ
」っ
て
ニ
コ
ニ
コ
し
て
。「
僕
が
昼
間
か
ら

ず
っ
と
面
倒
見
て
、お
し
っ
こ
の
し
つ
け
も
ち
ゃ

ん
と
す
る
か
ら
」っ
て
、そ
の
ま
ま
猫
と
一
緒
に

賢
い
女
性
は「
あ
、こ
の
辺
で
失
礼
し
ま
す
」っ

て
、な
ん
か
折
を
見
て
さ
っ
と
出
て
る
け
ど
、私

は
話
す
こ
と
に
夢
中
で「
そ
う
で
す
よ
ね
」と

か
っ
て
言
っ
て
、気
が
つ
い
た
ら
、な
ん
か
他
に

も
う
1
人
ぐ
ら
い
し
か
女
性
が
い
な
く
て
。そ

ろ
そ
ろ
帰
ろ
う
と
思
う
と「
い
や
送
っ
て
く
よ
」

っ
て
い
う
。ま
ん
ま
と
、そ
う
い
う
、考
え
と
か

な
き
ゃ
い
け
な
い
状
況
に
、「
あ
ら
っ
」て
い
う
状

況
に
は
ま
っ
ち
ゃ
っ
て
、何
回
か
そ
う
い
う
こ
と

を
繰
り
返
し
て
い
る
。

A
：
今
み
た
い
に
、確
か
に
ね
、早
く
診
断
が
つ

い
て
、そ
れ
で
苦
手
な
と
こ
ろ
と
得
意
な
と
こ

ろ
が
わ
か
っ
て
、「
そ
の
人
ら
し
い
人
生
の
た
め

に
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
っ
た
ら
」っ
て

い
う
の
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、い
い
こ
と
か
も

し
れ
な
い
け
ど
。日
本
の
社
会
っ
て
、「
異
質
な

も
の
は
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
て
排
除
し
て
箱
に
入
れ

る
社
会
」だ
か
ら
、早
く
に
診
断
さ
れ
る
こ
と

が
、必
ず
し
も
い
い
方
向
に
行
っ
て
い
な
い
と

思
う
か
ら
。私
は
今
の
時
代
に
生
ま
れ
て
い
た

ら
、早
く
に
諦
め
さ
せ
ら
れ
て
、障
が
い
者
と

し
て
の
人
生
を
歩
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、悪
戦
苦
闘
し
て
、「
ダ
メ
だ
」

と
か
、「
こ
こ
は
得
意
だ
か
ら
、こ
こ
は
や
ら
せ

て
」と
か
っ
て
い
う
か
ん
じ
で
や
っ
て
き
た
こ

と
で
、す
ご
く
貧
し
い
才
能
の
、貧
し
い
資
質

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、人
間
て
、そ
う
い

う
自
分
を
、全
面
的
に
失
敗
も
含
め
て
、生
き

て
、し
ょ
ん
ぼ
り
し
た
り
、「
や
っ
た
ー
」っ
て
思

っ
た
り
、「
感
情
生
活
を
十
二
分
に
味
わ
っ
て
、

自
分
の
人
生
を
生
き
き
る
こ
と
が
、人
間
の
幸

せ
だ
」っ
て
い
う
こ
と
を
、体
得
し
た
ん
で
す
。

だ
か
ら
A
D
H
D
で
あ
る
こ
と
は
、あ
る
い
は

発
達
障
害
で
あ
る
事
、障
が
い
が
あ
る
こ
と

は
、こ
の
日
本
の
社
会
の
中
で
、日
本
の
社
会

を
変
え
て
い
く
、1
つ
の
種
を
持
っ
て
、使
命
を

持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
風
に
、考
え
て

欲
し
い
な
と
思
う
。

インタビュー

ま
と
も
な

恋
人
付
き
合
い
が
な
い

（30代男性、発達障
害、ASD、アスペルガ
ー、ADHD。精神障害
者保健福祉手帳2級）
・実施日時：2018年4
月26日LINE通話

だ
こ
い
つ
は
？
」
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
自

分
が
サ
ウ
ナ
に
い
た
ら
隣
に
や
っ
て
き
て
、

男
性
器
触
り
な
が
ら
、
こ
っ
ち
の
方
に
や
に

や
し
た
顔
で
見
て
き
た
り
と
か
。
手
で
直
に

S
：
ス
ー
パ
ー
銭
湯
で
、
男
性
が
つ
い
て
き

て
。
そ
の
時
は
よ
く
わ
か
ん
な
く
て
。
な
ん

か
近
寄
る
た
び
に
僕
の
お
尻
を
触
る
。
「
何

触
ら
れ
た
の
は
2
〜
3
回
、
近
く
に
来
て
足

伸
ば
し
て
き
て
、
僕
の
足
に
当
た
っ
た
り
を

含
め
れ
ば
5
〜
6
回
は
触
ら
れ
ま
し
た
ね
。

追
い
か
け
て
き
ま
す
ね
。
違
う
と
こ
に
い
て

も
、
「
ま
た
こ
い
つ
か
よ
、
な
ん
か
変
な
奴

だ
」
っ
て
。

　
最
初
知
り
合
い
か
な
ん
か
か
と
思
っ
て
、

「
僕
ら
ど
こ
か
で
会
い
ま
し
た
っ
け
。」
っ
て
。

あ
ま
り
に
も
ち
ょ
っ
と
い
ら
つ
い
て
き
た
の

で
、「
あ
ー
知
り
合
い
だ
っ
た
か
な
、
前
の
バ

イ
ト
か
な
ん
か
で
も
し
か
し
た
ら
、
僕
が
記

憶
忘
れ
て
る
だ
け
」（
か
と
思
っ
て
）
聞
い
た

ら
「
は
じ
め
て
」
み
た
い
な
感
じ
で
。

　「
や
め
て
く
れ
」
と
ま
で
は
言
わ
な
か
っ
た

で
す
。
さ
す
が
に
僕
が
最
後
、
脱
衣
所
で
着
替

え
て
い
て
、
も
う
一
度
現
れ
て
、
お
尻
を
ふ
い

っ
て
手
の
甲
か
な
ん
か
で
、「
ま
た
触
り
や
が

っ
た
」
っ
て
頭
き
た
ん
で
、「
ど
こ
か
で
会
い

ま
し
た
？
」
っ
て
聞
い
て
、「
い
や
、
会
っ
て

な
い
。」
っ
て
言
う
ん
で
。
で
、「
一
人
で
来
て

ん
の
？
」「
い
や
、
こ
れ
か
ら
友
だ
ち
が
来
ま

す
よ
。」
み
た
い
な
話
し
て
い
て
、
軽
く
威
嚇

し
た
ん
で
す
よ
。「
な
ん
だ
、こ
の
野
郎
。」っ
て
。

そ
し
た
ら
、
そ
れ
で
ヘ
ラ
ヘ
ラ
笑
っ
て
去
っ
て

行
っ
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
ま
し
た
。

し
：
そ
の
後
、
ス
ー
パ
ー
銭
湯
に
行
か
れ
な

く
な
っ
た
と
か
、
あ
り
ま
し
た
？

S
：
ち
ょ
っ
と
怖
か
っ
た
の
で
。
そ
れ
か
ら

1
、
2
か
月
く
ら
い
（
ス
ー
パ
ー
銭
湯
に
は
）

行
か
な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
ね
。
3
か
月
目

く
ら
い
か
ら
行
っ
て
、

　
ま
あ
そ
い
つ
も
い
た
ん
で
す
け
ど
、
も
う

別
に
話
し
か
け
て
こ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
来

た
ら
「
さ
す
が
に
今
度
は
、
も
う
は
っ
き
り

言
っ
て
や
ろ
う
か
な
」
っ
て
思
っ
て
た
ん
で

す
よ
。
で
も
来
な
か
っ
た
の
で
。

し
：
怖
い
思
い
を
し
て
、
ま
た
同
じ
ス
ー
パ

ー
銭
湯
、
同
じ
所
に
行
こ
う
と
思
っ
た
の
は
。

S
：
他
に
な
い
し
、
値
段
も
安
い
し
、
好
き

だ
っ
た
ん
で
。
そ
ん
な
ゴ
ミ
の
た
め
に
自
分

が
行
け
な
く
な
る
の
は
お
か
し
い
な
、
次
来

た
ら
は
っ
き
り
言
っ
て
、
わ
か
ら
せ
て
や
ろ

う
か
な
と
思
っ
て
。

S
：（
相
手
の
女
性
か
ら
）
話
が
し
た
い
か
ら

会
お
う
よ
っ
て
（
こ
と
に
な
っ
て
、
待
ち
合

わ
せ
の
）
駅
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
ち
ょ
っ
と

来
て
」
と
。
腕
を
つ
か
ま
れ
て
。（
そ
こ
に
）

車
が
止
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
女
性
が
自

分
を
車
に
乗
せ
て
、
走
り
出
し
ま
し
て
。（
車

を
運
転
し
て
い
る
の
は
）
見
た
こ
と
な
い
お

じ
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

　
山
の
方
と
か
入
っ
て
っ
て
、
人
気
の
な
い

所
ま
で
来
て
、「
お
い
お
い
こ
れ
な
ん
か
俺
の

こ
と
、
み
ん
な
で
ボ
コ
ボ
コ
に
殴
る
の
か
な
。」

な
ん
か
い
や
ー
な
予
感
が
し
つ
つ
も
、
ま
あ

と
り
あ
え
ず
、
そ
の
ま
ま
ラ
ブ
ホ
テ
ル
に
着

き
ま
し
て
。「
こ
こ
で
話
し
よ
う
」
み
た
い
な
。

で
、（
運
転
し
て
い
た
）
お
じ
さ
ん
サ
ッ
サ
と

帰
っ
ち
ゃ
っ
て
。「
ま
あ
と
り
あ
え
ず
飲
む
か
」

み
た
い
な
感
じ
で
。

　（
相
手
が
）
酔
っ
払
っ
て
き
て
、
向
こ
う
が

な
ん
か
、
い
ろ
い
ろ
襲
い
掛
か
っ
て
く
る
ん

で
す
よ
。
女
性
な
ん
で
す
け
ど
。「
お
い
ベ
ル

ト
壊
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
よ
」
く
ら
い
の
勢
い

で
（
取
り
外
し
に
）
や
っ
て
き
て
。

　（
相
手
と
は
）
S
N
S
で
知
り
合
っ
て
は
い

た
ん
で
す
け
ど
、
実
際
に
（
精
神
障
害
者
の
）

自
助
会
で
会
っ
た
り
し
て
い
て
。（
気
に
入
っ

て
は
い
た
が
、
相
手
が
既
婚
者
で
あ
る
た
め
）

「
話
す
だ
け
だ
な
」
っ
て
自
分
の
中
で
思
っ
て

て
。

　（
会
っ
た
の
は
）
夜
の
9
時
か
そ
の
く
ら
い
。

11
時
か
そ
れ
く
ら
い
ま
で
し
ゃ
べ
っ
て
、「
終

電
で
帰
れ
ば
い
い
か
な
」
く
ら
い
に
一
応
考

え
て
た
ん
で
す
が
（
帰
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
）。

　
ツ
イ
キ
ャ
ス
っ
て
い
う
動
画
配
信
ま
で
勝

手
に
や
っ
て
、
そ
の
様
子
を
撮
ろ
う
と
、
撮

影
し
よ
う
と
し
て
き
た
ん
で
。
そ
れ
は
背
中

を
向
け
て
。
そ
ん
な
ね
え
、
様
子
を
顔
と
か

さ
ら
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
て

も
困
る
な
と
思
っ
て
、
後
ろ
を
向
い
て
ま
し

た
。
止
め
さ
せ
ま
し
た
よ
。（
で
も
動
画
は
）

配
信
さ
れ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
た
だ
ま
あ
、

後
ろ
姿
だ
け
だ
っ
た
の
で
。

　
朝
11
時
か
そ
れ
く
ら
い
に
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ

ト
で
、
あ
そ
う
だ
、
タ
ク
シ
ー
呼
ん
だ
ん
で

す
よ
。「
ま
た
今
度
は
カ
ラ
オ
ケ
で
も
」
な
ん

て
い
う
ん
で
す
か
ね
、「（
そ
こ
で
セ
ッ
ク
ス

を
）
や
っ
て
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、

「
だ
め
、
や
ん
な
い
。」
み
た
い
な
感
じ
で
、

ま
あ
言
っ
て
。

　
そ
の
後
も
な
ん
か
、
T
w
i
t
t
e
r
と
か

で
「
S
も
私
を
や
り
逃
げ
し
た
」
だ
と
か
、

何
回
か
向
こ
う
が
「
お
前
殺
す
、
ど
う
た
ら

こ
う
た
ら
」
と
か
、
い
っ
ぱ
い
来
た
ん
で
す

け
ど
、
返
事
し
な
か
っ
た
ら
結
局
（
相
手
が
）

入
院
し
た
み
た
い
で
。
退
院
し
て
、
1
、
2

か
月
く
ら
い
し
て
、「
あ
の
時
は
ご
め
ん
。」

み
た
い
な
謝
罪
が
来
て
。

S
：
結
局
僕
は
ま
と
も
な
恋
人
付
き
合
い
、

恋
愛
っ
て
、
彼
氏
彼
女
の
関
係
っ
て
な
っ
た

経
験
が
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
ん
ま
り
、
そ
も

そ
も
人
を
「
い
い
な
」
っ
て
な
ん
な
い
ん
で

す
よ
ね
。（
恋
愛
関
係
っ
て
築
き
た
い
な
っ
て
）

思
い
ま
す
ね
。（
色
々
な
人
に
会
お
う
と
思
う
）

一
番
の
気
持
ち
と
い
う
か
目
的
は
、「
デ
ー
タ

収
集
」
で
す
か
ね
。
人
間
に
関
す
る
デ
ー
タ

が
欲
し
い
の
で
。（
異
性
は
も
ち
ろ
ん
）
同
性

で
も
面
白
い
同
性
に
関
し
て
は
で
す
ね
。

　（
恋
愛
関
係
は
築
け
な
い
が
、
友
だ
ち
と
し

て
の
関
係
は
）
続
き
ま
す
ね
。
浅
く
薄
く
み

た
い
な
感
じ
で
。
普
通
に
「
気
持
ち
よ
か
っ

た
ね
」「
楽
し
か
っ
た
ね
」
で
、
ま
あ
、「
い

つ
も
あ
り
が
と
ね
」「
じ
ゃ
あ
、
ま
た
ね
」
っ

て
感
じ
で
、
や
り
取
り
と
し
て
い
る
。
い
つ

も
そ
れ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

Sさん

男
性
に
居
座
ら
れ
て

夫
の
友
人
に
脅
さ
れ
る

障
が
い
特
性
が
性
被
害
を
も
た
ら
す

障
が
い
者
が
変
え
る
日
本

銭
湯
で
何
度
も
触
ら
れ
る

ホ
テ
ル
に
連
れ
込
ま
れ
る

人
間
関
係
は
浅
く
薄
く
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▼
被
害
者
が
発
達
障
害
の
た

め
、法
的
に
同
意
す
る
能
力
を

欠
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、か

つ
、そ
の
こ
と
に
つ
き
、行
為
者

が
知
っ
て
い
る
、又
は
、合
理
的

に
知
っ
て
い
る
べ
き
場
合

▼
身
体
的
に
無
能
力
で
あ
る
た
め
に
同

意
能
力
を
欠
く
場
合

▼
被
害
者
が
身
体
的
障
害
の
た
め
、法

的
に
同
意
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
、か
つ
、そ
の
こ
と
に
つ
き
、

行
為
者
が
知
っ
て
い
る
、又
は
、合
理
的

に
知
っ
て
い
る
べ
き
場
合

▼
身
体
障
害
、身
体
若
し
く
は
精
神
的

欠
陥
の
ゆ
え
に
著
し
く
脆
弱
な
被
害
者

に
対
し
て
犯
さ
れ
た
場
合

▼
身
体
的
な
障
害
が
あ
る
人

▼
障
害
者
の
保
護
・
教
育
施
設
に
従
事

す
る
者
そ
の
保
護
・
監
督
の
対
象
で
あ

る
障
害
者

▼
抵
抗
不
能
な
者

▼
行
為
者
が
、被
害
者
が
身
体
的
無
力

者
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、又

は
知
る
べ
き
理
由
が
あ
る
こ
と
。

▼
身
体
的
無
力
で
あ
る
者
で
あ
り
、以

下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
i
）行
為
者
が
被
害
者
の
４
等
親
以
内

の
血
族
又
は
姻
族
で
あ
る
こ
と

（
ii
）行
為
者
が
、被
害
者
に
対
す
る
権

限
を
持
つ
立
場
に
あ
り
、服
従
さ
せ
る

た
め
に
被
害
者
を
抑
圧
す
る
権
限
を
行

使
し
た
こ
と

▼
知
的
障
害
の
た
め
、性
的
事

象
の
意
義
を
理
解
し
若
し
く

は
理
解
に
従
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
者

身
体
障
害

精
神
障
害

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル

身
体
障
害

精
神
障
害

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル

▼
発
達
障
害
を
理
由
と
し
て
、

反
抗
不
能
な
者

▼
身
体
的
な
疾
患
若
し
く
は
障
害
を
理

由
に
、相
談
、治
療
又
は
世
話
が
行
為
者

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
者

▼
身
体
的
な
理
由
で
反
抗
不
能
な
者

▼
彼
又
は
彼
女
が
、精
神
的
に
無
能
力
で
あ
る
た
め
に

同
意
能
力
を
欠
く
場
合

▼
被
害
者
が
精
神
障
害
の
た
め
、法
的
に
同
意
す
る
能

力
を
欠
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、か
つ
、そ
の
こ
と
に

つ
き
、行
為
者
が
知
っ
て
い
る
、又
は
、合
理
的
に
知
っ

て
い
る
べ
き
場
合

▼
疾
病
、精
神
的
欠
陥
の
ゆ
え
に
著
し
く
脆
弱
な
被
害

者
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
場
合

▼
精
神
的
な
障
害
が
あ
る
人

▼
障
害
者
の
保
護
・
教
育
施
設
に
従
事
す
る
者
そ
の
保

護・監
督
の
対
象
で
あ
る
障
害
者
"

▼
対
象
者
が
精
神
障
害
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
そ

れ
故
に
、又
は
そ
れ
に
関
す
る
理
由
の
た
め
に
当
該
性

的
接
触
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、知
る
こ
と

を
合
理
的
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合

▼
行
為
者
が
、被
害
者
が（
精
神
的
）心
神
喪
失
者
で
あ

る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、又
は
知
る
べ
き
理
由
が
あ

る
こ
と
。

▼（
精
神
的
）心
神
喪
失
者
、精
神
障
害
者
で
あ
る
者
で

あ
り
、以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
i
）行
為
者
が
被
害
者
の
４
等
親
以
内
の
血
族
又
は

姻
族
で
あ
る
こ
と

（
ii
）行
為
者
が
、被
害
者
に
対
す
る
権
限
を
持
つ
立
場

に
あ
り
、服
従
さ
せ
る
た
め
に
被
害
者
を
抑
圧
す
る
権

限
を
行
使
し
た
こ
と

▼
精
神
障
害
者（
知
的
障
害

者
）で
あ
る
者
で
あ
り
、以
下
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
i
）行
為
者
が
被
害
者
の
４

等
親
以
内
の
血
族
又
は
姻
族

で
あ
る
こ
と

（
ii
）行
為
者
が
、被
害
者
に
対

す
る
権
限
を
持
つ
立
場
に
あ

り
、服
従
さ
せ
る
た
め
に
被
害

者
を
抑
圧
す
る
権
限
を
行
使

し
た
こ
と

▼
抵
抗
不
能
な
者
又
は
精
神
病
、重
大
な
意
識
障
害
、

若
し
く
は
そ
の
他
こ
れ
ら
の
状
態
に
匹
敵
す
る
よ
う

な
重
大
な
精
神
の
不
調
の
た
め
、性
的
事
象
の
意
義
を

理
解
し
若
し
く
は
理
解
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者

▼
中
毒
症
を
含
む
精
神
若
し
く
は
心
の
疾
患
若
し
く

は
障
害
を
理
由
に
，相
談
，治
療
又
は
世
話
が
行
為
者

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
者

▼
中
毒
症
を
含
む
精
神
的
若
し
く
は
心
神
的
疾
患
若

し
く
は
，深
刻
な
意
識
障
害
を
理
由
と
し
て
，反
抗
不

能
な
者

▼
準
強
制
性
交
等
罪

▼
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪

▼
彼
又
は
彼
女
が
、精
神
的
に
能
力
が
剥
奪
さ
れ
て
い

る
た
め
に
同
意
能
力
を
欠
く
場
合

▼
行
為
者
が
、被
害
者
が（
物
理
的
）心
神
喪
失
者
で
あ

る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、又
は
知
る
べ
き
理
由
が
あ

る
こ
と
。

▼（
物
理
的
）心
神
喪
失
者
で
あ
り
、以
下
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
。

（
i
）行
為
者
が
被
害
者
の
４
等
親
以
内
の
血
族
又
は

姻
族
で
あ
る
こ
と

（
ii
）行
為
者
が
、被
害
者
に
対
す
る
権
限
を
持
つ
立
場

に
あ
り
、服
従
さ
せ
る
た
め
に
被
害
者
を
抑
圧
す
る
権

限
を
行
使
し
た
こ
と

▼
中
毒
症
を
含
む
精
神
若
し
く
は
心
の
疾
患
若
し

く
は
障
害
を
理
由
に
、相
談
、治
療
又
は
世
話
が
行

為
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
者

▼
中
毒
症
を
含
む
精
神
的
若
し
く
は
心
神
的
疾
患

若
し
く
は
、深
刻
な
意
識
障
害
を
理
由
と
し
て
、反

抗
不
能
な
者

日本ミシガン州ニューヨーク州カリフォルニア州フランスドイツ韓国イギリスオーストリア

発
達
障
害

発
達
障
害

知
的
障
害

知
的
障
害

［出典］  ◎ミシガン州：法務省（2014）性犯罪の罰則に関する検討会第 4 回会議　ミシガン州性犯罪関連条文和訳（www.moj.go.jp/content/001130486.pdf）◎ニューヨーク州：法務省（2014）性
犯罪の罰則に関する検討会第 4回会議　ニューヨーク州性犯罪関連条文和訳（www.moj.go.jp/content/001130546.pdf）◎カリフォルニア州：法務省（2014）性犯罪の罰則に関する検討会第
4 回会議　カリフォルニア州性犯罪関連条文和訳（www.moj.go.jp/content/001130487.pdf）◎フランス・ドイツ・韓国：大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクトチーム
（2014）性暴力と刑事司法　信山社◎イギリス：法務省（2014）性犯罪の罰則に関する検討会第 4 回会議 イギリス性犯罪関連条文和訳（www.moj.go.jp/content/001130488.pdf ／法務総
合研究所研究部報告 38（2008）諸外国における性犯罪の実情と対策に関する研究―フランス、ドイツ、英国、米国―（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00003.html）◎オー
ストリア：深町晋也（2016）オーストリア刑法における性犯罪規定　立教法務研究　9　17-74

諸
外
国
の
性
犯
罪
規
定
に
お
け
る

障
が
い
児
者
の
取
り
扱
い 
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性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第１０回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年１０月２８日（火）   自 午後 １時４０分 

                        至 午後 ４時１４分 

 

第２ 場 所  法務省１９階共用会議室１ 

 

第３ 議 題  性暴力被害者・支援者の団体等からのヒアリング 

        その他 

 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○大塚刑事局参事官  

皆さん，こんにちは。 

  それでは，ただ今から性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ

の第１０回の会合を開催させていただきます。 

  私，法務省刑事局で参事官をしております大塚と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  本日は，性暴力の被害者・支援者の団体の皆様方からお話をお聞きします。お話をお聞

きする皆様を御紹介させていただきます。 

  本日，まず当事者としてお話をお聞きする方々でございますけれども，Ａさん，Ｂさん，

Ｃさん，Ｄさん，Ｅさん，Ｆさんです。また，目白大学人間学部心理カウンセリング学科

専任講師で臨床心理士，公認心理師の齋藤梓先生，それから弁護士の村田智子先生，一般

社団法人Ｓｐｒｉｎｇ代表理事の山本潤さん，そして支援者として小川たまかさん，三浦

ゆえさんにも御同席をいただいております。どうぞ皆様，よろしくお願いいたします。 

配布資料でございますけれども，議事次第，一般社団法人Ｓｐｒｉｎｇにお持ちいただ

いた未成年性的虐待順応症候群に関する論文1，それから改正刑法の性犯罪の暴行脅迫要

件の認定と被害者の反応に関するもの2と，一般社団法人Ｓｐｒｉｎｇのパンフレット，

それから冊子として「見直そう！刑法性犯罪」というものを配布させていただいておりま

す。 

  文献の二つにつきましては，性犯罪被害時の被害者の心理につきまして，心理学等の見

地から専門的な分析がなされておりますということで，参考になるものということで御

紹介をいただいたものになります。   

  本日のヒアリングは，お話をいただいた後，質疑応答の時間を設けておりますので，よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは，当事者の方々からお話をお聞きしたいと思いますけれども，ここから先の進

行につきましては，山本潤さんにお願いしたいと思いますので，どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○山本潤さん  

皆さん，こんにちは。一般社団法人Ｓｐｒｉｎｇ代表理事の山本潤です。本日は，記念

すべき第１０回のヒアリングにお呼びくださり，本当にありがとうございます。実態調査

                                                      
1 Roland C.Summit “The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome” Child Abuse and 

Neglect, 7, 177-193（和訳） 

2 田中嘉寿子「改正刑法の性犯罪の暴行・脅迫要件の認定と被害者の『５Ｆ反応』」甲南法務

研究 14・65-72 
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ワーキンググループの皆様が誠実に調査を進めてくださっていることに深く感謝してお

ります。 

  今回当事者の方の話を聞くということでお呼びいただいたときに，会場の設定に配慮

していただき，また休憩室なども御用意いただくなどの気遣いを受けました。御礼申し上

げます。皆様が私たちを温かく迎えてくださっていることを感じました。やはりとてもこ

ういう場で話をするのは緊張するので，今日は２時間しか眠れなかったという人もいる

んですけれども，お気遣いをいただいているおかげで，ありのままの気持ちを誠実にお話

しすることができると思います。 

  また，サークルという形を提案させていただき，ふだんないことだと思うんですけれど

も，机を除けて輪になるという場を設営してくださり，ありがとうございます。聞く人，

聞かれる人というのではなく，同じ人間としてお話ししたいというスタッフの思いから

伝えさせていただきました。サークルは，聖域，サンクチュアリーという意味を持ちます。

中心には，聖なる泉があふれるというイメージがあります。その泉に私たちは思いや声を

投げ入れ，その思いは泉を豊かに美しくします。さらに，そこから英知や希望をこのサー

クルに参加する方がくみ出すことができると思います。今日のヒアリングの場が終わっ

たときに，この会がそのような場になっているといいなと思います。本日はよろしくお願

いします。 

  では，まず初めに３人がお話しさせていただいて，齋藤梓先生から少し補足の説明をし

ます。その後，更に３人がお話しして，私が少しお話をし，そして最後に支援者として参

加されている方からもお話をし，そして質疑応答の時間をいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

  では，Ａさん，お願いします。 

 

○Ａさん 

こんにちは。一般社団法人ＳｐｒｉｎｇのＡと申します。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

私がこれまで受けた性暴力は，大きく分けて二つあります。一つ目は，幼少期に受けた

性虐待被害と，あともう一つは成人後の顔見知りの知人による被害になります。これから

お話しする私の被害内容で御気分が悪くなったりすることもあるかもしれませんので，そ

の際は一旦御退出されるなど，御自身を大切にしていただければと思います。 

ではまず，一つ目の性虐待被害からお伝えしたいと思います。 

お手元の資料３，こちらの風船の冊子ですね，こちらの冊子を御覧いただきたいのです

が，こちらの５ページの公訴時効をテーマに取り上げているケースのＡさんが私になり

ます。加害者は，私の実家の前に住んでいた親戚夫婦です。私の置かれていた環境からお

伝えしますと，両親は共働きで，両親が不在の間，私は日常的に加害者夫婦に見てもらっ
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ているという存在でした。被害場所は，実家の前にある加害者の家の中の居間や風呂場で

す。 

被害内容は，一緒にお風呂に入るからと言われ，加害者夫婦は私を全裸にさせ，そして

立たせ，私は性器を触られたり，男性からは姦淫されたり男性器を触らせられたりしまし

た。女性からは，私の性器に玄関から持ってきたほうきの柄や靴べらを挿入されました。

被害が日常的で長期間だったので，少なくとも３００回以上のレイプ被害を受けたので

はないかと思っています。 

また，当時，私は加害者に私の名前で呼ばれるのではなく，貝の名称で呼ばれておりま

した。その名前で呼ぶのは，私の両親の前でも変わりませんでした。こうした性的に侮辱

される行為は，６年よりももっと長く続いていました。余りに長期間そう呼ばれていたの

で，両親もいまだにそのことだけは覚えているようです。大人になって，女性器が貝で例

えられることを知り，その意味が分かり，言葉では言い尽くせないほど絶望し，激しい怒

りを覚えました。 

  当時は，性被害について学ぶことができず，被害を受けているときは何が起こっている

のか全く理解できませんでした。加害者たちから「親にばらすな」と脅されていたことも

ありましたが，小学生になると何となくこのことはお母さんに言ってはだめなことなん

だというふうなことを感じ取るようになりました。 

被害を受けたことで現れた中長期的な精神的後遺症やその後の人生に及ぼす影響につ

いては，最後の方に触れたいと思います。比較的早い時期に現れた後遺症としましては，

１１歳のとき摂食障害を発症しました。具体的には，食べ物が一切飲み込めなくなるとい

ったような症状が２年ほど続きまして，体重が２８キロまで減少しました。当時，私の身

長は１５０センチ以上だったので，当時の写真を見ても骨と皮に近いような状態です。 

  また，小学２年生くらいから，慢性的に死にたいと思うようになりました。当時はなぜ

自分がそう思うのか知るすべはなく，悩み苦しみました。 

  続いて，性感染症についてお話ししたいと思います。小学生の私が性器の激しいかゆみ

を当時一緒に住んでいた祖母に伝え，皮膚科に連れていってもらうというようなことが

ありました。そのとき，皮膚科の先生が，「どうしてこんなになるまで放っておいたので

すか」と祖母に激しい口調で訴えていたのを覚えています。今思えば，恐らく性感染症に

かかっていたのだと思います。このとき，皮膚科の先生が産婦人科医などと連携をとるな

どして詳しく検査し，祖母や私の両親に経緯の聞き取りなどを行ってくれていたら，私の

被害が早い段階で発覚したのではないかと思っております。 
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  また最近ですが，脳へのダメージがあることが分かりました。受診するきっかけとなっ

たのは，以前から違和感があったということ，そして友田明美先生の「子どもの脳を傷つ

ける親たち」という本を読んだことです。専門の医療機関で検査したところ，脳の一部が

萎縮していることが分かりました。専門の医師からは，幼少期の性虐待被害が大きく影響

していると説明を受けましたが，その病院では専門の治療が受けられないとのことで，回

復に至ることができていません。 

  今，私が思い，考えるのは，私はなぜ４歳から１０歳の間の６年間もの間，誰にも気付

いてもらえず，そして助けてもらえなかったのかということ。そして，被害の内容は異な

っても，誰にも知られることなく，助けてももらえることなく，幼い頃から私のような被

害を受けている子どもたちが数多く存在するということです。実際にこの活動を通して

初めてお会いした人から，自分もかつて性虐待を受けていたという話を数多く聞きまし

た。話してくれた方は，もしかしたら自分と同じ体験をしているから痛みを分かってくれ

るんじゃないかと思い，私に打ち明けてくれたのかもしれません。やはりそういったこと

を聞くたび，怒りを覚えますし，やりきれない思いになります。 

  今日この場におられる法務省の皆さんは，どうしたら幼かった私が被害から救われた

だろうと思われるでしょうか。今日この場ですぐには答えが出ないかもしれません。けれ

ども，今日私がお話しすることを考え続けていただきたいというのが私の望みであり，お

願いしたいことです。 

  なぜ司法に頼れなかったかという観点でお話ししますと，公訴時効があるからです。私

の場合は，被害を受けている最中から解離症状が出始めて，その後２５年間もの間，この

記憶を封じ込めていました。記憶がよみがえってからは，様々な症状に苦しんでいます。

その後，弁護士にも相談したところ，公訴時効があり，告訴できないと言われました。私

には訴える権利も，訴えるか訴えないかの選択肢もないのだと絶望しました。もし，例え

ば，時効が成人まで停止され，その後３０年間告訴可能だったら，私は必ず刑事告訴して

いたでしょう。 

  ここからは，私のような被害を最小限に食い止めるために，そして早期に見付けてもら

うようにするために，今から社会全体で取り組んでいけるのではないかと思うことを２

点だけお伝えしたいと思います。大前提として，加害者が１００％悪いのであって，被害

者は何も悪くないということを前置きしたいと思います。 

  一つ目は，性教育です。未就学児の頃から他人に触れられてはいけない胸やお尻，性器，

口などのプライベートゾーンを日頃から教えていくということができると思います。も
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ちろん，年齢に合わせた教育が必要かと思いますので，例えば，「下着で隠れているとこ

ろは触らせちゃいけないんだよ。」などの四，五歳でも分かる言葉で伝えられると思いま

す。やはり子どもには，自分の体は大切なものであるということ，そして中でもプライベ

ートゾーンは人に見せたり触らせたりしてはいけないということ，そして他の人のプラ

イベートゾーンを見たり触ったりしてはいけないということを日頃から教えていくとい

うことが，加害者も被害者も生まない社会を作っていくために必要なことなのではない

かと思います。 

  また，これらをイラスト化して，幼稚園や保育園などで保護者の目にも留まるよう広く

知らせていき，さらには広く市民へ啓発すると，もっと効果的なのではないかと思いま

す。 

  二つ目は，子どもがお母さんにＳＯＳを出すことのできる社会を作ることです。誰かに

「このことはお父さんやお母さんに言っちゃだめだよ，秘密だよ。」と言われたら，それ

を大人に知らせてねと子どもに伝えることが非常に重要かと思います。せっかく子ども

が伝えても，私のように親に信じてもらえなかったり，子どもがこれらを言うこと自体だ

めだと言われたりするかもしれません。ですので，もし親に信じてもらえなかったら，学

校や幼稚園の先生，あるいはかかりつけの医師や看護師に知らせるなど，決して諦めない

で周りの大人たちに知らせてねと伝えることが非常に大事なのではないかと思います。 

  そして，それらを聞いた大人たちは，私に教えてくれてありがとうと子どもに伝え，警

察や児童相談所などに通報することも大切です。子どもは大人に依存しなければ生きて

いけません。その子どもを法律で絶対に守るということがとても重要なのではないかと

思います。他にもできることがたくさんあろうかとは思いますが，まず被害に遭っている

子どもが大人に知らせるということが非常に大切かと思いましたので，この二つを取り

上げさせていただきました。 

  続いて，成人後の被害についてお話ししたいと思います。 

  私は，成人後，準強制性交等致傷罪に当たる被害に遭いました。加害者は顔見知りの知

人です。被害場所は，加害者の自宅で，一緒にお酒を飲んでいました。その後，私の意識

がない状態でレイプされ，その結果，妊娠しました。そのとき，暴行や脅迫は一切ありま

せんでした。また，性行為についての同意が求められるということもありませんでした。

私は，レイプで妊娠した子どもを産むわけにはいかないと思い，中絶手術を受ける以外の

選択肢がありませんでした。それだけせっぱ詰まっていた状況でした。私にとって初めて

の妊娠がレイプによるものだったということが，今でもなかなか受け入れられずにいま
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す。 

  手術後，出血が続いて仕事ができなくなったり，日常生活に支障を来すほど何もできな

くなったりしたので，精神科を受診しました。そこですぐに医師からＰＴＳＤだと診断さ

れました。顔見知りによる被害だったので，被害直後は，これは一体何だったのだろうと

思いました。私は，すぐにレイプされたと認識できずにいました。そして認識するまでに

は何年もの時間を要しました。というのも，私のレイプに対するイメージは，暗い夜道な

どで突然見知らぬ人に襲われるというものだったからです。そのため，警察に相談したの

は数年たってからでした。 

  今，当時を振り返り，そのときの自分の気持ちでとても印象的なものがあります。それ

は，フラッシュバックや解離症状などのＰＴＳＤ症状が余りにも苦しく，レイプされて妊

娠させられ，中絶手術をしたということが到底受け入れられるものではなかったので，あ

れはレイプではなかったのだと思おうとしたこと。そして，もしできるものなら，加害者

とは恋愛関係にあったんだというふうに事実をすりかえてしまいたいというような心理

が一時期働いたということがありました。 

  続いて，非常に苦しいことは，未来を悲観していることです。友人にも誰にも相談でき

なかったため，支援を受けることはできず，孤立無援の状態になり，困難な状況が全く変

わらない現実を繰り返し体験するうちに，将来に対して学習性無力感の状態に陥ってい

ます。今でも忘れられないのは，中絶手術を受けるために病室から手術室まで歩いている

とき，いつか私が映画で見た死刑囚が歩く１３階段が頭の中で再生され，自分がその階段

を上っているような感覚になったことです。自分の意思を確認されず，そして伝えること

もできず，加害者に私の存在や意思を無視されたのにもかかわらず，体というか，肉体で

は妊娠をしていて，すぐに中絶しなければならない。私は人間ではなく，加害者の性欲処

理のための物にされたと思いました。私の意思を無視され，無力化させられていたからこ

のように思ったのだと思います。この体験も非常に深刻な心的外傷となりました。 

  ここで，少しだけ暴行脅迫要件について，性犯罪被害者の視点から私の考えを述べさせ

ていただければと思います。 

  ２０１７年の刑法改正の際にも残されたこの要件ですが，男女共同参画局の平成２３

年度の調査のとおり，被害者と加害者の関係性では，面識があった人からの被害が７６．

９％と，面識なしよりも４．５倍近い割合で起こっています。面識があると加害者はむし

ろその関係性を利用して犯罪に及ぶので，これが事件の全てというわけではありません

が，多くは暴行や脅迫を用いる必要がないのが実態なのではないかというふうに思いま
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す。そして，こういった奇襲型ではない被害の場合，加害者は口をそろえたように暴行や

脅迫はしていないと言っているのを報道などで度々目にします。まるで，暴行や脅迫をし

ていないから自分のしたことはレイプではないと自分の犯した罪を正当化しているかの

ような発言に聞こえます。これは絶対におかしいと思っております。 

  けれども，現行法では，それがあるために，暴行や脅迫があったと認定されなければ被

害としては認められにくいという現状があります。実態と法律が乖離しているのではな

いかなというふうに思います。また，明治４０年に制定された当時の強姦罪の保護法益は

女性の貞操とされていますが，現在国連が性暴力は性的自己決定権の侵害と定めている

ことからも，やはり現代の考え方とかけ離れているのではないかなというふうに思いま

す。 

  次に，犯罪被害者が利用できる制度が幾つかあると思うのですが，実際に私が利用でき

なかった制度についてお伝えしたいと思います。これは，公営住宅の優先入居制度になり

ます。成人後の被害は警察に被害申告したのですが，そのことで加害者からの報復を恐れ

るようになりました。というのも，実際に不穏なことが幾つも起こって身の危険を感じた

からです。そこで，この制度を利用できないかと思い，この制度を管轄する場所に行きま

した。担当者は県職員の主査の方でした。その方と個別に面談したときに，セクハラやセ

カンドレイプを受けました。また，その職員から「犯罪被害者でも優先的に入居させるわ

けにはいかない」と言われ，結果的にこの制度を利用できませんでした。このとき，職員

の方が制度上必要な情報を得る目的だったら，メモをとったりすると思うのですが，全く

そういうわけではなかったので，明らかにその職員の性犯罪被害者に対する個人的興味

による発言なんだと感じて，怒りを覚えました。 

  これは運用面の問題かと思いますが，やはり制度上関わる職員も含め，性犯罪に関わる

職員の研修が必須なのではないかなというふうに思います。今になっても忘れられない

くらい，この時受けたセカンドレイプは私を更に無力化させる出来事になりました。 

  ここからは，これまでお話しした二つの被害後に起こった精神的な後遺症や，その後の

人生に及ぼした影響について，簡単にお話ししたいと思います。性暴力被害に遭っている

ときは，言葉では表現できないほどの苦しみを伴いますが，もっと苦しいと思ったのは，

性暴力被害から生き延びてこの社会の中でその後の人生を歩んでいく中で，何度も大き

な困難に直面し，苦痛を感じ続けたことです。あとは，希死念慮があったり，ＰＴＳＤの

症状に今も苦しんでおります。 

  最後に性的同意についてお伝えしたいと思います。 
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  私の成人後の被害の場合は，そもそも性的同意を求められなかったのですが，被害直後

から現在まで，加害者宅について行き，お酒を飲んだ自分が悪いと自責の念を持っており

ます。ある時，支援者に決してそうではないよと言われました。けれども，「女性が男性

の家に入ったらセックスしてもいいサイン」というような社会的通念がどこか根強くあ

るのではないかと思います。特にインターネット上では根強いなと感じます。もちろんこ

れは事実に基づかず，全く根拠のない通念ではあるのですが，やはりお酒絡みのレイプや

加害者の自宅が被害現場だと，こうした二次被害が必ず起こってしまうので，被害者とし

ては非常に苦しいです。 

  このようなことが起こらないようにするには，家についていったからといって性行為

をも同意しているわけではないとか，あるいは性的同意がない性行為はレイプなんだ，犯

罪なんだということを法律で定めることが非常に重要なのではないかと思います。 

  私からは以上になります。最後までお聞きいただきありがとうございました。   

 

○Ｂさん  

それでは，２番目にお話をさせていただくＢと申します。私が体験を話している，ある

いは皆さんが私の被害の体験を聞いている中で，すごくつらくなってしまうこともあり

得るので，そうなってしまったときには適宜対応したいなと思っています。 

  私は，今２２歳で，この前の３月に大学を卒業しました。この中では多分最年少で，多

分被害も受けたてほやほやだと思います。 

  今回お話しさせていただく中で言及していきますのが，性交同意年齢，暴行脅迫要件，

地位関係性についてのお話をメインでさせていただいて，その中にその後の人生，現在私

がどうやって生きているのかという話と，あとは司法に頼れなかった理由というか，警察

などに行った被害もあるんですけれども，行かなかったものが大半なので，なぜ頼れなか

ったのか，なんで行かなかったのかというところも少し説明をさせていただけたらなと

思っています。 

  まずは，私が受けた三種類の性被害について説明をします。一つ目が，中高生の間に受

けた痴漢です。これは別の人，１人が２０回ではなくて，いろんな人から２０回以上の被

害を受けていますが，今回ちょっと刑法の性犯罪規定には直接関係のないことですので，

少し詳細を省いてお話をいたします。 

  ちょっとだけ言及をしておきますと，多分２０回のうちの最後の３回ぐらいは逮捕を

しました。学校に通う電車の中で被害に遭っていて，毎回違う人だったので，ずっと，最



- 9 - 

 

初は耐えてばかりいました。しかし，社会の流れで，痴漢を逮捕しようという動きがすご

く盛んになってきたりとか，痴漢は悪いもので逮捕しなきゃいけないんだと伝わるポス

ターがすごく増えたりとかした時期だったので，私も勇気を出してやってみようと思っ

て逮捕して，１週間に二人捕まえることもありました。それこそ２回目に逮捕したときに

学校に電話をかけると，またですかと言われてすごく驚かれるような反応をされました。

その日は１日，取調べで拘束され，当時のテスト前の私にとって，被害・逮捕直後の平日

の昼間に，別日にする，途中で帰るなどの選択肢なく，半ば強制的に長時間拘束されるこ

とは大きな負担でした。次に逮捕などをしたくなくなるほどのものでもありました。た

だ，気持ちの面では，テストのことを聞きそびれたな，損したなくらいで，痴漢は周りで

もよくあることだったので，被害については余り深刻にはとらえていませんでした。よく

痴漢の私人逮捕の話で持ち出される，会社を休んだり給料が減ったり，被害者がセカンド

レイプされたりするなどの実害が生じたわけではありませんでした。でも，その被害もす

ごく，重いものだったんだなと今では思います。このように警察に行ったという経験があ

ります。 

  二つ目が，同意のない性行為の強要がありました。その前提として三つ目の話のタイト

ルだけ言っておくと，同意ができていたか分からない，同意をさせられていたかもしれな

い性行為の強要のようなものがあり，時系列的には内容が後に続くことを念頭に，二つ目

を聞いていただければなと思います。 

  二つ目の同意のない性行為の強要は，私が２１歳のとき，大学の春休みに起こりまし

た。相手は顔見知りの，同じ大学の一つ学年が上の男性でした。幽霊部員になっていたサ

ークルで１回顔を合わせたことがあるけれども，名前を覚えているだけで顔は思い出せ

ないくらいの関係性でした。 

  その人の卒業式の１か月前ぐらいに，私が被害に遭いました。被害に遭ったのは，その

頃私が立ち上げたサークルの活動の中で，性に関する相談ができる，困ったことがあった

ら相談に乗るという活動をしていて，その中での出来事でした。その男性が相談に来て，

本当はみんなで相談を受ける予定だったけれども，どうしても二人きりにならなければ

いけなくて，そのまま，いろんな都合が重なって，彼の家に行くことになりました。もち

ろん，私は，性に関するワークショップやイベントを開催しているとか，性的同意を広め

る活動をしているとか，性で苦しむ人をなくすんだという理念などを，その人に，相談の

最中に話をしていたので，当然にその人にはそこに対しての理解があると思っていまし

た。部屋に入ってもセックスするとは限らない，セックスは私はしないとその人にずっと
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言っていたんです。私には，当時婚約者がいて，向こうにも恋人がいてという状態だった

し，婚約者がいることはその人にも言っていました。本当に寄るだけだよという話になっ

て，ただテレビを見ようよみたいな形でその人の家に連れ込まれてしまって，その後，結

局逃げられなくて，性行為を強要されてしまったという事案でした。 

  その後は，そのサークルの仲間たちが性に関してとか性暴力に関しての理解がすごく

深かったので，直後に大学のハラスメント相談室に行きました。そこの相談室には人員も

比較的優秀な人がいましたし，様々な場所への紹介もなされました。サバイバーの先輩方

というか，もっと先に被害を受けた先輩方からは信じられないような，すごく近くに助け

を求められる先があって，被害直後からすぐに適切な支援を受けられた例だと思ってい

ます。 

  ハラスメント相談室に行った結果，そこの相談員の人がＰＴＳＤの専門医を紹介して

くださって，そこでＰＴＳＤの治療を受けて，比較的まともに話せるようになってきまし

た。また，その直後に私と常に行動をともにしてくれる人が誰かいたというのもあったの

で，突然死にたいと思っても死なずにいられたかなと思っています。 

  あとは，ハラスメント相談室に行ったことで，大学内での行動だし，大学がなければ関

わることがなかった相手だったので，大学内での調査をしてもらいました。最初，相談室

の相談員とか職員に言われたことは，私に起きたことは，ハラスメントの域を超えていて

犯罪だから警察に行けということでした。もちろん行ったほうがいいんじゃないという

言い方でしたけれども。そう言われて，自分で調べてみると残念ながら，サバイバーが警

察官などにセカンドレイプを受けた話ばかりが出てきてしまいました。一つ目の痴漢の

話で私が警察に行ったときには，女性の警察官が取調べをしてくれたり，調書を書いてく

れたりしたので，確かにその経験からいえば，そんなことはないだろうと信じつつもあり

ました。でもやっぱり調べると，それは仕方のないことなんですけれども，何があったの

かを聴取する上で，「何で」とか「どうしたの」と聞かれることがあるのは当然ではある

んですけれども，私にとっては，多分それが原因で話していてつらく苦しくなってしまう

こともあると思ったので，ちょっと信頼し切れなかった。とりあえずは，まず相談室とい

う安心できる環境で，セカンドレイプも絶対に起き得ない環境において伝えたいなと思

ったので，いまだに警察には行っていません。 

  二つ目に関してはそのような感じで，ハラスメント相談室の対応もすごくよくて，調査

が結局１年ぐらいかかってしまって，私も卒業をして，向こうも卒業していたんですけれ

ども，大学のハラスメント相談室でできる最大の判断をしてくれて，私の気持ちは結構落
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ちついています。 

  三つ目の同意ができていたか分からない，同意をさせられていたかもしれない性行為

の強要のような事案についてお話しします。それが起きたきっかけが１３歳の中学校１

年生のとき。性交同意年齢は１３歳なので，暴行脅迫がない私の性交は同意があったとみ

なされてしまう可能性が極めて高く，がーんという感じなのですけれども，あの性交が性

暴力だったんじゃないかということは，つい最近気付いたことです。その後これをきっか

けとして，私は１３歳から大体１７歳ぐらいまで性依存症になってしまって，その中で妊

娠したり中絶したりを何度かしてもいます。１３歳のときに出会った男性，当時，その人

は３２歳でした。その人に会った経緯は，今でもなされている「ネットを介して人に会う

ことは悪・ダメ・やってはいけない」という教育を受けてきた私が，ネットで出会った人

に会う約束をした友達に「危険だから，私が代わりに行ってあげるよ」という提案をし

て，代わりに会ったものでした。当時の私は大人である相手の言うことにうまく反応でき

ず丸め込まれ，同意をしました。また，性教育をまともに受けずに育った私は，中学生に

なったら「大人」だしセックスくらいするもんでしょ，というような観念がぼんやりと頭

に浮かんでいて，大人相手にセックスすることが悪いことという認識すらなく，むしろそ

れが正常だろうくらいの感覚で対応しました。その後，その人と，お付き合いをするよう

になって，無垢な女子中学生とそれを狙う３０代男性による不均衡な継続性のある関係

が公然と始まりました。当時は自分が丸め込まれていることも，同意させられたことも，

その関係が不適切であることも認識していませんでした。自分の初体験の早さが，統計上

異常であったことに気付いたのは経験を随分積んだ高校生になってからでした。 

  私は，今はちゃんと理解のあるパートナーと暮らしているんですけれども，その人に自

分の意思が尊重されるような関係を築いてもらうまでは，それまでのいびつなセックス

であったりとか，アブノーマルな性経験みたいなものが，ゆがんでいるとすら気付けない

レベルでいたと思うんです。それのきっかけが，多分その１３歳のときの経験に起因して

いるんじゃないかと最近思って，少しずつ話し始めたという状態です。 

  少し性依存症の話まで言及をすると，その当時，私は１０代だったわけですけれども，

そのときに，一番年上の男性でセックスをしたのが６３歳でした。そういう，いわゆるも

うおじいちゃん世代のような人たちが中高生を狙っていることをちょっと性暴力を学ん

だ今考えると，すごく悲しいというか，何でしょうね，何と言えばいいのか分からないで

すけれども，どうにかしなきゃいけないなと思っています。 

  三つの事案はそのような形でした。三つ目の事案に関しては，今やっと気付いたばかり
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なので，全然ＰＴＳＤの治療もできていませんし，多分その犯人というか，加害者を罪に

問うみたいなことも証拠もないですし難しいなと思って，何か言語化できず建設的でも

ないモヤモヤがたまっている状態です。 

  最後にまとめも含めまして，私の意見を四つ述べます。 

  一つ目が，性交同意年齢と性的同意に関してです。性交同意年齢は身体的に性行為ない

しは性に関する言動が可能になったかではなくて，同意を適切に判断できる年齢である

かどうかに基づいて定めるべきで，現状を踏まえると，適切に判断できる年齢まで引き上

げる必要があるなと思っています。その判断が多分大変難しいですし，本来何歳と決めら

れるものではないんですけれども。 

  その適切に判断できるというのは，事前に自分のとれる選択肢を把握し，その中からの

ちに後悔しない形で本人が決断を選び取れるという状態です。その判断材料になるもの

の１つは性教育で，それを為すのが家なのか学校なのかそれ以外の場所なのかは問わず，

どこに，誰に相談や質問しても，もっと適切な情報を得られるようにしなければと思いま

す。また，人間としての成長であったり自己肯定感であったりとか，自分の体に関するこ

とは自分で決めていいんだという感覚であったりとか，そういう生殖に関わるものだけ

ではない，人間としての成長も育んでいかないと，この判断というのは難しいかと思って

います。 

  なので，若者のみならずこれから日本で生きる人たちが，のちに後悔しない形で関係性

を築く判断ができるための必要な対応をしていただきたいなと思いますし，それだけの

対応がきっと皆さんならできるのかなと希望を抱いています。具体的な対策は何をすれ

ばいいのかという問いの答えはまだ私にもはっきり見えない部分があるので，ぜひ一緒

に考えてください。 

  二つ目が，同意がなかったと気づいた被害者の感情とか，その抱くモヤモヤをどうすれ

ばいいのか。これは，多分刑法を変えることによって対応できる部分もあるし，そうでな

い部分もある。これは，誰かが対応しなければならないという問題ではなくて，皆が対応

しなければならないと思うので，私たちも被害者の団体としても活動していきますし，行

政の皆さんも，そのモヤモヤの対応としてやっていけることがあれば，やっていただきた

いなと思います。 

  三つ目が，被害者も加害者になったり，加害者も被害者になったりすることがあるんだ

ということです。性暴力をなくすためには，被害者も加害者も両方をなくす行動・対応を

とっていかないと，なくならないというのは自明のことで，皆さんお気付きだと思いま
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す。もちろん，既に被害者や加害者になってしまった人の対応も大切ですけれども，その

予備軍というか，まだ実行していないから犯罪になっていなかったり，逮捕などもされて

いないから公には加害行為が見つかっていなかったりする人たちや，実質的には被害に

遭っているけれども，それを性暴力や性犯罪の被害であると自覚していない人たちや，そ

もそも加害者にも被害者にもなっていない人たちなど，それぞれに向けて「被害者にも加

害者にもならない予防教育」をしてかないと，永遠に性暴力はなくならないと思います。 

  四つ目が，地位関係性に関することなんですけれども，地位が関係あるようでないとき

とか，ないようであるときとか，私の場合は二つ目の事案が１個年上の先輩でしたけれど

も，一見，同じ大学の先輩だから地位に差はあるように見えるけれども，私は正直そんな

に実害を伴う圧力を多くは感じていなかったかなと思うんです。地位関係性がなくても

断りにくい場合も十分に想定可能です。このように，地位や関係性や暴行脅迫や，ジェン

ダーギャップやそれ以外の原因によって，断りにくいという状態を作出したことについ

ては，更に言及・追究する必要とか，刑罰を重くする必要はもしかしたらあるのかもしれ

ないなと思っています。それをないがしろにすることは許せないなと感じています。 

  被害者の意見も尊重される判断をしていただきたいなと思いますので，今後ともぜひ

いろんな対策をよろしくお願いいたします。 

 

○Ｃさん  

こんにちは。３番目のＣと申します。 

  私は，現在，臨床心理士，公認心理師として仕事をしています。ですが，今日は性被害

当事者としてお話しさせていただきます。人前で自分の体験を話すことが初めてなので，

今とても緊張しています。 

  私は，大学３年生のときに，一人暮らしのマンションに見知らぬ男が侵入してきて，強

制わいせつの被害を受けました。うつ伏せで眠っているとき，目を覚ましたら他人の手が

顔の横にありました。そして，包丁を持っているからと言われ，体を押さえつけられまし

た。犯人が去った後，すぐに警察に電話し，いろいろ取調べを受けました。当時住んでい

たのは学生マンションで，１階が駐車場になっていて，私は２階に住んでいました。 

  犯人は１階に停めてある車の上に脚立を乗せて，窓から私の部屋に侵入してきました。

その頃は夏の始まりで，そろそろ寝苦しいと感じる季節でした。私は寝る前にエアコンを

つけたのですが，エアコンが汚れていたのか，ひどくせきが出てしまったので，窓を数セ

ンチ開けて眠ることにしました。それまで一人暮らしの生活の中で窓を開けて眠ったこ
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とはありませんでした。たまたま窓を開けて眠ったその日，被害に遭いました。 

  その日から，私の安全だった家，リラックスし，心身が回復するはずの睡眠時間，信頼

していた世の中は全てが一変してしまいました。家は危険で，いつ誰が来るか分からない

ところ，睡眠は，夜中にはっと目覚め，家中の鍵を確認したり，悪夢を見たりする，緊張

と恐怖を伴うものになりました。 

  大学の信頼できる先生に紹介していただいた精神科を受診し，薬を処方されました。そ

のとき既に臨床心理士を目指していて，大学院に進学するため予備校に通い始めていた

のですが，通えなくなり，通信教育に切り替えました。勉強しようとしても，家に一人で

いても，ふとしたときに犯行当時のことがフラッシュバックし，集中できませんでした。

フラッシュバックがつらいために薬を飲むのですが，今度は意識がぼんやりしてしまい，

いずれにしても勉強に思うように取り組めない状態で，強いストレスを感じていました。 

  私の体験を知った周りの人からは，「窓を開けていたから悪い」，「そもそも一人暮ら

しをしなければよかった」，「平気そうに見える」，「興奮した？」，「犯人は実際に殴

ってきたわけじゃなかったからいい人だったんじゃない」などという言葉を聞き，この事

件は自分が引き起こしたことであり，全責任が私にある，私が悪いと信じて疑いませんで

した。何もかも嫌になり，処方された薬をたくさん飲んだり，自傷行為をしたりするよう

になりました。 

  ２回目の受診で多量服薬について精神科の医師に伝えましたが，そのときの対応に私

は不満を感じてしまい，それ以降通院しなくなりました。体はいつもだるく，胃痛，不眠，

悪夢，誰も分かってくれないという孤独感，さまざまな不調がいつもつきまとっていまし

た。朝起きると，「死にたい死にたい死にたい」という言葉で頭がいっぱいのときもあり

ました。「あぁ，おなかすいたな」と思うのと同じような感じで，ああ死にたいなと頭に

浮かびます。この被害は１００％自分がきっかけで引き起こしたと信じていたので，いつ

までも被害のせいにしてはいけないと自分の状況を受け入れられず，苦しい時期を過ご

しました。 

  こんな状態を何とかしたいと思うようになったのは，事件から七，八年たった頃だった

と思います。声を震わせ，心臓をどきどきさせながら，警察に電話して，犯人が捕まった

のか聞いたり，犯行日時を正確に教えてもらったりしました。 

  事件から１０年目くらいに，ふと時効ってあるのかなと考え，もし時効を過ぎていたら

どうしようとパニックになりました。でも，事実を知るのが怖くて，すぐには警察に聞け

ず，数か月後に勇気を出して問い合わせて罪名を確認しました。強制わいせつ罪，住居侵
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入罪，窃盗罪，いずれも時効は過ぎていました。結局犯人は捕まらず，社会的にはもうこ

の事件は終わってしまったんだと茫然とし，法律についての無知，情報収集不足を悔やみ

ました。もう私の事件はどうすることもできないのならば，私も回復して普通に生活でき

ていなければフェアじゃないような気がしました。そうでなければおかしい，犯人が罪に

問われず，犯罪がなかったことになっているならば，私にとっても何もなかったことにな

っていないといけない，そう感じました。 

  しかし，それから死にたい気持ちや絶望感などの心身の不調は強くなるばかりでした。

同時に，そんな状態の自分を責め続けました。当時の私のノートにはこんな言葉が書いて

あります。「助かってごめんなさい」，「無傷でごめんなさい」，「殴られなくてごめん

なさい」，「殺されなくてごめんなさい」，「挿入されなくてごめんなさい」，「生きて

てごめんなさい」。今読んでもとても胸が締めつけられます。もっと時効が長い罪の被害

に遭い，時効が長ければ，自分の後遺症が正当化されるのにと思いました。回復への道の

りの第一歩を踏み出すために，時効７年は私にとっては短か過ぎました。 

  心療内科に行きたくても，予約まで時間がかかると言われたり，今日，今すぐ行きたい

のに受け付けていないと冷たく言われたりして，どうしようと迷っている間に時間だけ

が過ぎてしまいました。自助グループへの参加も考えましたが，臨床心理士であることを

言うのか，言わないのかで迷いました。日常生活では被害体験の過去をオープンにするこ

とができず，自助グループの場では臨床心理士であることを隠すとすると，ありのままの

自分で語れる場所は私にはないのかなどと葛藤し，結局（自助グループに）つながれませ

んでした。 

  また，被害の後遺症に苦しむ自分は，臨床心理士としてふさわしくないのではないか，

自分の状態がクライアントに悪影響を及ぼしていないか，いつもできる限り細心の注意

を払い，神経をすり減らしていました。こんな私は臨床心理士失格だから，別の仕事をし

たほうがいいんじゃないかとも考えたことがあります。性暴力は，夢ややりがい，達成感

をも長期間にわたり奪い続けます。事件から１５年たった今でも，夜中にふと戸締まりが

気になったり，少し物音がすると，もしかして誰か入ってきたのではないかと不安になっ

たりすることがあります。息子のお昼寝の添い寝で一緒にうとうとすることがあり，とて

も幸せな時間のはずなんですが，いつも頭の片隅には，私は朝夫を見送った後，鍵を閉め

たのか，さっきお散歩から帰ってきてきちんと戸締まりをしたのか，今犯罪者が入ってき

て襲われたらどうやって息子の命を守ろうか，そんなことが自然と頭に浮かんできます。 

  今は，今年の初めからようやく専門機関につながり，治療を受けることになりました。
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職業上，カウンセリングや心理療法を受けることへのハードルは一般の人に比べて低い

と思いますし，情報にもアクセスしやすいはずです。それでも，自分で探して，決断して，

つながるのにこれだけの時間がかかってしまいました。心理学や精神医学にふだん触れ

ていない人にとっては，全く情報もなく，カウンセリングへの敷居も高く，こんなことで

相談に行っていいのかと思う人は山ほどいるはずだと思います。私ですら何度もそう思

いました。そして，治療にはお金がかかります。私の場合は，子どもを保育園に預けるお

金が３，０００円，治療費が５，０００円，交通費で往復２，０００円，合計１万円，１

回の治療にこれだけのコストがかかっています。 

  今は，認知処理療法というＰＴＳＤからの回復のための精神療法を受けています。この

治療は，一定の頻度で通い，決まったプログラムに取り組みます。私の場合は，約二，三

週間に１回通っているので，一月に２万円，治療のためにかかります。私は，この金額は

被害者にとっては余りにも高いと思います。それは，私が通っているところへの文句とい

う意味ではありません。被害を受けると働けなくなるなど社会生活が営めなくなり，貧困

状態に陥ることは十分あるからです。また，性暴力という性質上，誰でも家族からの理解

が得られるとは現状では言えません。私は今，子育てをしながら週１日から２日働いてい

ますが，お給料は自己ケアに消えています。そして，そのお金は被害に遭わなければ当然

ほかのことに使いたかったお金です。 

  被害後の混乱の中で家族関係が悪化してしまったり，仕事を続けることが難しくなっ

てしまったりしたら，丁寧で継続した治療は受けられません。私は，治療を始めたことで

すごく救われています。後遺症の症状は，私にとってよく分からない塊で，時々私をとて

も苦しく追い詰める，どうすることもできない脅威と感じるものでした。それが少しずつ

症状とともに歩んでいけるかもしれないと思えるようになり，治療を通して心身の辛い

症状も劇的に減りました。適切な心理療法を受けることは，被害者にとって本当に必要な

ことだと実感しています。 

  もう一つ，こんな支援があったらいいと思うことは，私の場合は，警察に行ったときに

知りたかったことなのですが，一つ目が，自分の事件にまつわる罪名や時効や今後捜査は

どんなふうに進んでいくのか，自分にはどんな選択肢があるのかという説明です。二つ目

は，今後治療を受けたいと思ったときに受診できる医療機関などの一覧と，今後起こり得

ると予想される症状，例えば眠れないとか，フラッシュバックがあるとか，食欲がなくな

るなどの知識です。要するに，この先の見通しを持てるような仕組みがあるといいと思い

ます。 
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  今言ったそれぞれについて，無料のリーフレット１枚でもあれば，後遺症は自分のせい

ではなく，ショックな体験後の自然な反応だと思うことができます。生きることで精いっ

ぱいな中，自力で専門機関を探すのはとても大変ですが，紙で渡してもらえたら，自分が

見たいタイミングで読むことができますし，一覧の中から選ぶというのはとても助かり

ます。 

  最近は，ショッピングモールなどでもトイレにＤＶ支援や乳がん検診を勧める貼り紙

をよく見るようになりました。とてもいいことだと思います。同じように，性暴力の相談

についても広く国民の目に触れるようにしてほしいです。同じような困り事を持ってい

る人がいるんだと，孤独ではないと思うことができます。刑法を現状に合ったものに改正

することも国民の意識へ直接的なメッセージになるので，被害者の自責感や二次被害の

低減につながると思います。 

  私は，被害後からつい最近まで，死にながら生きてきました。変な言葉かもしれません

が，今回ここでお話しさせていただくに当たり１５年を振り返ったら，死にながら生きて

きたなと思いました。ああ，だから魂の殺人という言葉が性暴力には使われるんだなと改

めて実感しました。 

  今日，この限られた時間の中では語り尽くせないことがまだたくさんあります。今日来

ているほかのスタッフたちも同じだと思います。また機会がありましたら，別の角度から

のお話も聞いていただけるとうれしいです。性犯罪の性質と被害者の実態を御理解いた

だき，たくさんの人が救われる刑法へと変わっていくよう強く望みます。今日は，貴重な

機会をいただき，また温かい雰囲気で最後まで聞いてくださり，ありがとうございまし

た。 

 

○山本潤さん  

ありがとうございます。 

  前半の３人が終わりましたので，齋藤梓先生より補足をいただき，そして多分すごく，

私自身もそうですけれども，心を揺さぶられる話が続いたので，３分か５分ぐらい少し休

憩をいただければと思いますので，よろしくお願いします。 

 

○齋藤梓先生  

目白大学の齋藤です。 

  実際の当事者の方々の言葉が一番，その方々の真実であって，私から補足するというこ
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とはなかなか特にないなと思うんですけれども，子どもの被害について，まず少しお話し

します。お配りした未成年性的虐待順応症候群に関する論文の中にも書いてあることで

すけれども，子どもは，被害に遭ったときに混乱して，そして自分が悪いことに加担して

いるような気持ちになり，ますます人に言えなくなり，自分の身に起きていることが何か

を認識できず，人にも相談ができず，従って虐待とか子どもの被害というのは継続してい

くということがあります。 

  私たちの調査でも，この性的虐待順応症候群の論文でもそうですけれども，大体被害が

終わるのは，虐待がどうにかして発覚するか，あるいは物理的に加害者と離れるかであっ

て，それまでずっと継続するということになります。 

  もう一つ，子どもの被害，１３歳の性交同意年齢の話などもありましたけれども，未成

年の特に思春期ぐらいのお子さんまでの被害というのは，どういうことになるかという

と，対等な関係性を学ぶ前に自分が性的な存在であるということを先に学んでしまうこ

とになるので，その後の性依存であるとか，自傷行為であるとか，自殺企図であるとかと

いうことに結びつきやすいということが分かっております。 

  そのため，今の性交同意年齢に関しては，やっぱり心理学の見地からすると低いという

ことはすごく思いますし，今のお話の中でもそれがあったかと思います。そして，子ども

の被害でもう一つ大切なことというのは，適切にケアを受けないと，その後複数回の被害

につながるということですね。それは自分を大事にするとか，自分と相手の性の境界線を

きちんと理解するということができていないので，その後やっぱり被害に遭いやすくな

ります。被害に遭いやすくなることを防ぐためには，やはり発覚した時点できちんとケア

がなされるということもそうですが，子どもたちが性的虐待とは何かとか，性暴力とは何

かということを知って，申告しやすい空気を作るであるとか，あるいは，性交同意年齢と

か時効の問題とかということを乗り越えて，きちんと加害者が罰せられて子どもの安全

が守られるであるとかということが必要かなということを思っています。 

  あと，３人の方のお話，それぞれに被害後の状態というのがあったと思うんですけれど

も，被害の内容は本当に様々だったと思うんですね。暴力があるかないかとか，顔見知り

かどうかとか。ただ，その後に起こる反応というのは大体共通していて，トラウマの反応

であるとか，ＰＴＳＤの反応，あとは自傷自死の問題や性の問題のことですね。つまり，

殴られると顔が腫れるとか，ナイフで切られると血が流れるというのと同じように，やは

り性暴力というのを受けた後の心の反応というのは共通しているということになりま

す。それはどういうことかというと，やはり暴力があるかないかとか，したいとかそうで
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ないかということではなく，性暴力という問題の性質や，性暴力が本当に何を侵害するの

かという観点から考える必要があるのかなということを思っています。 

  また，法の話，最後の３番目のお話でもありましたけれども，社会の認識が不足してい

るという問題でさらに被害者が傷ついていくときに，やっぱり法律が社会に与える影響

というのは大きいなと思うんです。それともう一つ，私自身も幾つも経験するんですけれ

ども，警察に届け出をした直後とか，被害の直後に心理教育を受けていれば，こんなに苦

しむ必要はなかったのにという被害がたくさんあるんですね。心理教育を受けただけで

落ち着いていく方というのもたくさんいらっしゃいます。なので，警察に届け出た後にど

のように支援につながるかとか，警察に届け出た人があまねくきちんと心のケアを受け

られるような環境とか研修とかということも，とても大事なのかなというふうに思いま

す。 

   

○山本潤さん  

齋藤梓先生，ありがとうございます。 

   

          （休     憩） 

 

○山本潤さん  

お待たせしました。それでは，続きをさせていただければと思います。 

  次は，Ｄさんからお話しします。 

 

○Ｄさん  

では，４番目としまして，Ｄと申します。よろしくお願いいたします。   

  私の被害体験についてなんですけれども，大きく三つございます。 

  一つ目は，大体七，八歳頃のときのわいせつ被害ですね。当時は「いたずら」と表現さ

れるようなことでした。二つ目が，１８歳のときに妊娠してしまいまして，中期中絶だっ

たんですね。気がついたときにはもう５か月過ぎていて。産んであげたかったけれども産

めなかった中絶，実際は出産です。中絶で出産したその翌日に起こったことです。これは

医療機関で起こった，私の同意なく，また親にも同意なく研修台にされてしまったという

事実があります。三つ目ですが，これは，私はそれから２４歳で結婚しているんですけれ

ども，その結婚した相手，元夫から，暴力そのものはない，ＤＶ，いわゆる暴力を伴うＤ
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Ｖではないんですけれども，言葉による，モラルハラスメントがありました。モラルハラ

スメントという言葉は，後で相談した弁護士さんが伝えてくださって，そういうふうに言

うんだというのを知りました。それからその元夫とは，離婚しました。 

  私の人生で，暴力に関してすごく影響を与えているなと思うのは，七，八歳のときの経

験です。どんなことがあったかといいますと，妹を連れて，自分の家のすぐ近くの当時通

っていた小学校，多分日曜日だったと思うんですけれども，ウサギを見にいったんです。

ウサギを見ているときに，後ろに誰か人が来た気配があって，誰だろうな，日直の先生か

なぐらいに思っていたんですけれども，ウサギを妹と一緒に見て，草とかあげたりしてい

て，そのうちに，その後ろに立った人がしゃがみ込んで，私の体を触り始めたんですね。

えっ，と思ったんです。それからすぐにズボンの中に手を入れ始めた。驚きました。声を

上げようとしたんです。でも，何か引っかかることがあって，それは妹を連れていたので，

一緒に逃げなきゃと思ったんですね。私一人だったら逃げられる。だけど妹は当時四，五

歳だったと思います，三つ下なので。妹はよく転ぶ子だったので，いやいや，この子と一

緒じゃ逃げ切れないとそのとき私は考えたと思います。 

  それで，声を上げるのをやめました。それとなく妹に，ほら，もうウサギさんいっぱい

見たからそろそろ行こうよ，あっち行こうよというふうに促し始めたんです。その間にも

うどんどん触られているわけです。妹はまだまだウサギさん見たい，私の後ろに誰かいる

ということもよく分かっていない状態で，私が何回か促していることも無視していて，と

うとう私はもう触られ続けるのにも耐えられなくなってきて，立ち上がったんです。その

瞬間，ズボンを下ろされました。妹もそれを見て，さすがにそういう行為のときって分か

りますから，びっくりして，そのとき固まってしまったんです。もう私は自分のことより

も妹を逃がすことしか頭になくて，何とか妹にこの場を立ち去らせるということで，早く

じいちゃんのところへ行けと，それだけを言って，妹がやっと走り出した。その相手の男

はそこで初めて私の前の方に回り込んできたので，顔を見ることができたんですが，当時

の私からすればほぼ大人ですね，多分二十歳前後ぐらいの若い男性でした。 

  私は，妹が走っていくのを見届けてから，かみつくぞと言って，私の体に手をかけてい

る男の手首にかみついたんです。もう，どれぐらいの力でかんでいたかなんていうのは，

子どもの力でもあり，やはり怖かったんだと思うんですが，それほど力は入っていなかっ

たかもしれません。まあ歯形はつきました。涙とよだれでぐじゃぐじゃになっていたのを

覚えています。そうやってかみついて，そうしたらようやく私を放してくれた。私の体を

触られたことは，詳細は省きますけれども，とにかく私にとってはすごく嫌なことであり



- 21 - 

 

ました。 

  妹が走っていったのを確認していたので，それから私は帰宅しました。そうしたら妹

が，本当に四，五歳の子がよく頑張ったなと思うんですけれども，山の畑にいた祖父を連

れてきてくれて，祖父はすぐに私をバイクに乗せて警察，実は学校のすぐ近くに駐在さん

がありまして，そこに連れていってくれました。でも，駐在さんはたまたま留守だったん

です。何かあったらしいということで，近所の人が出てきたんですけれども，祖父が，そ

の人に，私が何かされたらしいということで来たことを多分話したんだと思うんです。そ

うしたら，その近所の人，おばさんだったんですけれども，半泣きになっている私を見て

笑ったんですね。何でこの人笑うのと思いました。 

  それから次の日になって，学校の敷地内で起きたことということで，学校の先生に呼ば

れまして，ふだんは入らないような大きな，子どもの私からすればすごく大きなどっしり

とした会議室に呼ばれて，そこで２人ほどの先生に話を聞かれました。それまでにも詳し

い話はしていたし，どんな感じの人，どんな服を着ていた人，そういったものを全て話し

ていました。多分着ていた色の服とかも，色鉛筆とか使って，うん，こういう色というふ

うにも出していたと思います。 

  それから，その会議室で，その話を改めて聞かれた後に，じゃあその条件，今のあなた

の話に合った，手首に傷がある子で，該当する色の服を着ている子を，他の先生が連れて

ここを通るから，その子かどうか顔を見てちょうだいと言われて，面通しというんでしょ

うか，それをされたんです。通ったのは，私より二つ三つ上の，同じ小学生なんですね。

知っている顔です。いや，あんな子どもじゃない，あんな子どもじゃありません，もっと

大人ですと言ったら，違うのね，じゃあそういうふうに警察に言っとくわね，で話はそれ

っきりになりました。 

  それから数年して，小学校のＰＴＡで，やはりわいせつ事件とかが続いたらしく，何か

あったら大声を上げて逃げなさいという指導がされるようになりました。そのとき，私の

名前が逃げられていなかった実例として出されて，それを聞いた友達の母親が，子供に話

をした。その子は仲がよい子だったので，私のことを心配してくれて，うちの母ちゃんが

言ってたんだけれど，おまえ大変だったんだって，大丈夫かというふうに，その子は心配

してくれた。それは分かるんですけれども，自分が嫌だと思っていたことを話されたとい

うこと自体がすごくショックでした。もう，それまでの事件当時の学校側の対応とか警察

から何も連絡がないとか，そういったこと自体もすごく嫌な思いとして不信感を持って

いたんですけれども，そこでさらに不信感があって，本当に周りの大人を信じられなくな
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りました。 

  それから，１８歳になってからの性被害，研修台が何の被害と思われるかもしれません

けれども，自分の体のプライベートの部分，性的な部分，そこを何の同意もなく大勢の前

にさらされ，必要もないのに手術も手術着の胸までもはだけられて，全部さらされまし

た。それまでに医師からの暴言もあったんです。この子は妊娠をして，そんなようなこと

をする悪い子だみたいな，そんな意味合いのことですね。そういったものを聞かされまし

た。手術室に入ってから実際に研修台にされる前の時間が非常に長かったんです。その間

に，研修生らしき人たちが，非常に興味深げに私の体を見ているわけです。そういう視線

とかがものすごくひしひしと来るわけです。私自身は，それまでのまる二日かかった出産

で本当に心身疲労，疲れたというものじゃないですよね。息しているのがやっとぐらいな

感じの状態だったので，そういう場面で「この人たちは？」というふうに聞くことだけで

精いっぱいでした。 

  それから，麻酔をかけられたんですけれども，麻酔から覚めた後の扱いもひどくて，気

がついたら物置の中だったんですね。それから自分の性器の周囲とかが非常に異常な状

態というのが分かって，当時の担当の看護師さんを呼んで，何があったのかと聞いて，そ

うしたら，はっきりと言ったわけではないんですけれども，そこをたくさんいじるとね

と，そういうことを言われました。本当に何ていうんでしょう，排尿に苦労するような，

そんな状態でした。 

  ということで，本当に私自身は，これは自分の中で３０年ほども親にも話せなかったで

すし，どういうことなのかというのが全く分かりませんでした。最近になって，ようやく

これは，自分が同意していない体への侵襲行為だと考えるようになりました。実際にその

後に他の人が私の体をどんなふうにしたかというのは具体的に分かりません，麻酔が効

いていましたから。それでも，終わった後の体の違和感ですとか，その前のときのその場

の雰囲気，好奇の目にさらされていること，これらのことに非常に心が傷付いて，それが

もとで当時の付き合っていた恋人ともうまくいかなくなりました。後々で思い返すとＰ

ＴＳＤなんですけれども，そういったことの情報がまだ何もない時代だったので，すれ違

っていって，本当はおろしたくなかった子どもの冥福を一緒に祈るようなことも続ける

こともできないという，非常につらい思いをしていて，その原因というのが，自分が同意

していない体への侵襲行為であり，これがどれだけ傷付けられるのかということが非常

に私にとっては大きな問題となりました。 

  そのことを言うこともできなかった。周りの大人への不信感，医師からも言われた暴
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言，そういう立場的に上の人たちが行ったこと，それに対して私自身は，非常に理不尽に

感じました。レイプとかそういったものではないですけれども，子どものときに遭った被

害というのは悪夢にも見たりとかしていました。自分の妊娠するきっかけとしては，いつ

でも誰でもどこでもそういう被害に遭うことがあるというのを身をもって経験している

からこそ，自分の意思を大切にしたかったからこそ恋人と性交しました。ただ，やはり知

識不足，学校で教わっただけの避妊の知識では妊娠を防ぐことができなかった。その知識

不足についても，その後に医療機関でこういうことにもっと気をつけなさいという話が

あったわけでもなく，ほったらかし状態でした。１０代の頃にとてもつらい思いをしてい

て，だからこそ，警察であったりとか医師であったりとか，そういう立場の人たちには，

本当に子どもに対してもっと真摯に向き合ってほしい，きちんと情報を伝えてほしい，性

教育にしても，段階を経ながら行ってほしいと思います。人同士，尊重し合えるもの，お

互いに対等な立場である，子どもだろうと大人だろうと同じである。性教育も人権教育も

同じだと，そういうふうに思っております。 

  ありがとうございます。 

 

〇Ｅさん 

私の被害についてこんなに大勢の方々の前で話すのは初めてです。三つにまとめまし

た。小学校５年生のときの夏休みに，ある大学の学生さんたちが小学生を集めて勉強を教

えてくれるという夏期講習がありました。母親も行っていいと言うので，お友達と行くこ

とになりました。 

行き始めてから何日か過ぎたある時，先生から「今から映画を見るので皆講堂へ行きな

さい。」と言ってから「あっ，ちょっとＥさんは残って。」と言われて私１人だけが残さ

れました。皆が行った後先生は私を自分の膝の上に座らせました。先生が私を抱え上げて

座らせた記憶が薄っすらとありますが，その後，どうしたかというのは全く覚えていませ

ん。もう本当に，見事に記憶喪失というか，そこだけ欠落しています。覚えているのは，

大きな窓があってその窓に木の葉がちらちら揺れていて，下に何か水槽みたいなのがあ

ったんだと思いますが，それが太陽に反射して木の葉がきらきら光っていた。それをただ

じっと見ていたという記憶だけしかないのです。あとは全く覚えていません。なので，ど

ういう感じかも何も言えない。ただ，その先生が私を膝に乗せたときに，何かすごく変な

感じだった，いいとか悪いとか嫌とかそういうことじゃなくて，何か変な感じだったとい

うイメージだけが強く残っています。 



- 24 - 

 

  家に帰ってどうしたのかも覚えていないのですが，翌日母からもう夏期講習に行かな

いように告げられたので，多分私の様子が変だと思い私は母に何か聞かれて気持ちが悪

くなったことを薄っすら覚えています。でも，何かが変で思い出そうとしても浮かぶの

は，窓の外に光って揺れている木の葉がキラキラしている場面で，長い間，時々その光景

が浮かんで変な気がしていました。 

  ２番目の被害は高校３年生，１８歳の時です。 

  ずっと好きだった男の子が私の親友とつき合い始めたと聞き，余りのショックでかな

りやけくそになっていました。演劇がすごく好きな私は，街の中心地にあるホールにお芝

居を見にいった帰り夜の９時頃，以前から顔は見知っていたし，ちらっと話をしたことも

ある男の人に出会って，その人に「ちょっと飲みに行こうよ。」と誘われました。私は「も

う遅いし帰らなきゃいけない。」と言ったら，「１人で僕と飲みに行くのが怖いの！」と

バカしたように言われて，「怖くなんかない。」とちょっと悪ぶって一緒についていきま

した。クラブみたいなところへ行って，「ほとんどお酒ははいってないから。」と進めら

れた甘いジュースみたような物を飲んで，そのまま全く意識がなくなってしまいました。

何も覚えていません。 

  気が付いたら，何か旅館みたいなところの一室で全てが終わっていて，「君って処女だ

ったんだね。」と言われ，恥ずかしさと激しい怒りでどうしていいのか分からず，黙った

まま帰りました。しばらくしたらその人から，どうやって電話を知ったんだか分かりませ

んが，電話がかかってきて，出てこいとか，もう１回お酒飲もうよとかというふうに言わ

れて，私はもう本当に口もききたくなくて，怖くて，友達に相談したら，その話をしなが

らボロボロ泣いちゃったんですね。するとその友達から，「ちょっとヒロインぶって泣い

てるみたい。」と言われて，それもすごいショックで，「この事は誰にも話せない」と思

ってしまいました。 

  更にその友達に言われたのは「でも睡眠剤だったからなにも覚えてないで良かったじ

ゃない。」更に別の友達から「アイツは札付きの悪だって言われてるの知ってるはずなの

に，何でついて行ったの。貴方にも責任はあるんじゃない。」という言葉に私は何も言え

ず，ただ泣きながら「ああ，やはりこのことは誰にも言わないほうがいいんだ，誰も分か

ってくれない，ついて行った私が悪いんだ」と思ってしまいました。 

  それ以降，私は男性と何かがあって結局別れるとか，うるさく付きまとわれてほとんど

セクハラなのに付き合ってしまい，結局嫌な別れ方をすることがあっても「自分が悪い」

と思ってしまう。性暴力被害に関する本など無い時代でした。 
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  その後，大学を中退し好きな演劇の世界に進み１２年間たった頃，３４歳で結婚・出産

しました。ところが，しばらくしてパートナーが今で言うＤＶの傾向があり，それがモラ

ハラであることなどまだ日本では研究もされていなかったのではないでしょうか。そん

な時代でした。ＤＶと言う言葉すらなかった。彼は，私の生活を全てコントロールしよう

としました。 

  余りうるさくてつらいので，それは出産してすぐの頃から特にひどくなったんですが，

出産してすぐだから私は体を休めたいし，夜中に起きてミルクをあげたりとかあるので

休みたいのに，性的な関係を求めてきて，それを拒むと夫婦なんだからちゃんと応えるべ

きだと言われて「そんなバカなことは法律にはないよ〜」と笑いながら言ったら，羽交い

締めされたりして…。無理やり，今でいう夫婦間レイプですね，それをされました。でも，

本人は全然そう思っていなかった。余りつらいので，その頃姉がフェミニズム運動にいた

ので相談しましたら，その頃名前の知られていた女性弁護士を紹介してくれて連絡した

ら「すぐに家を出なさい」と言われ，３日後に荷物をまとめて実家に送り，子どもを連れ

て女性団体がやっている場所に逃げました。 

  逃げてしばらくしてから妊娠していることが分かって，悩んで本当に死にたいぐらい

悩んだけれど，「自分の生き方を大事にするためにも」，「今まだ１歳の子どもを守る為

にも」と決心し，非情な思いで中絶を選択しました。すごくつらかったです。でも，それ

は私の選択です。それで，離婚申立てをし，話合いになった時，私が中絶したことを聞い

て，「人殺し」だとか，「裁判になったら子どもを育てる資格はない，権利はないと訴え

るし，中絶したんだから自分の子どもを殺したんだから，牢屋行きだ」と言われました。

「何言っているんだろう，この人の頭は明治時代の家父長制のままではないか。」と思い

ました。でも私にはその時女たちが味方をしてくれ，無事離婚できました。夫婦間レイプ

という言葉もない時代にフェミニストに出会えてシスターフッドに出会えたことは，私

の生き方に大きな経験と生きる方向を与えてくれました。 

１８歳のときの経験から，全部自分が悪いと思う傾向がどうしてもあって，離婚の時も

多少私も悪いのかなとやっぱり思ったりした。そういう自分がとても嫌でした。１人で生

きて行く為に医療系の専門学校に入り，健康運動指導士の資格を取って，自分で教室を作

って「女性のためのからだ自立教室」を主催し子どもと生きてきました。 

  フェミニストの運動にも関わってきました。この２０年くらいで，女性と子どもへの暴

力やそれによるトラウマやＰＴＳＤ，フリーズや解離など研究がなされ様々な性暴力に

よる問題が解明されてきています。 
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  でも，研究された文献を読み「そうなんだ，そういう事だったんだ」と４０年以上経っ

て分かったとしても，頭で理解しても今でもつらいのは変わらないんです。だから，今日

そのことを伝えたくてここへ来ました。 

  私は，Ｓｐｒｉｎｇの代表である山本潤さんの本を読み，記憶がフリーズしているけ

ど，あれは性被害だとハッキリ自覚できました。１８歳の被害はドラックによるレイプで

あり，私が悪いのでないことを伊藤詩織さんの訴えにより知りました。訴えることができ

る犯罪だというべきだと思い心が軽くなり，私の場合はどちらも証拠もなく，何より時効

があるのですが。勿論，私の場合，４０年，５０年も経っていて，相手がどこにいるのか

も分からない。だからこそ，私と同じような思いを後から来る人にさせたくない。幼少期

から性教育を受けさせてあげたい。 

  刑法を当事者の声を聴いて改正しなくては性犯罪は無くならないと思います。 

  今回ここへ来られて良かったと思っています。皆さんが本当に私たち皆の話を聞いて，

動いてくださればどんなに嬉しいでしょう。こちらからもエールを送らせてください。ど

んな困難な道も，話し合い聴き合えば先へ進めるでしょう。 

  今日は本当にありがとうございました。 

 

○Ｆさん  

こんにちは。今日は私たちの話を本当に真剣に聞いていただき，ありがとうございま

す。 

  私の話をさせていただきます。私は，小学生のときに顔見知りの女性からの性被害を受

けました。記憶にあるのは３回で，相手は服を脱いでいて，わいせつな行為を強要されま

した。１回目は何が起こっているのか分からず，体が固まって，フリーズして，すごい恐

怖を感じて，とにかく相手の言いなりになっていました。２回目以降も，誘導されるんで

すが，その場に行くのがすごく嫌な感じがして，気持ちは本当に抵抗したかったのです

が，その避ける方法が分からず，逃げられずに被害に遭いました。 

  その後，時間がたって，被害の記憶がちょっと一時期消えていたんですが，漠然と死に

たいという思いがずっとありました。学生時代は度々自分は価値がない，死にたいという

思いに襲われて，苦しかったのを覚えています。ただ，自分がなぜそんなにつらいのかは

分かっていませんでした。 

  その被害の記憶が思い出されたのは学生時代後半で，自分とは違う方の幼少期の性被

害体験を聞いたこと，あと精神科医の方の本を読んで，自分に起きたことは性被害だった
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と知りました。 

  その後も死にたいという思いは消えませんでした。影響としては,自分がやりたいこと

が分からないとか，他人との境界線が引けずに，頼まれたことをノーと言えない，あと，

自分が本意でないことも他人から言われたらとにかくやらなきゃいけないというように

強迫的に動いていました。少しでもうまくいかないと，強烈な恥の意識や恐怖感とか罪悪

感，自分を責める意識，自分は価値がないという気持ちが襲ってきて，引きこもったり，

死ぬことを考えたりしていました。自殺未遂とまではいかないんですが，大学の屋上に上

って下を見たり，あるいは冬の海に横たわって凍死を試みたりとか，あるいは車で猛スピ

ードで壁にぶつかるとか，夜中の公園で水道を流して手首を切るとか，いろいろ考えてい

ました。 

  社会人になってもそういう気分の浮き沈みが激しくて短期間で仕事を辞めて，精神科

などにも通いました。 

  私が話したいのは，公訴時効と暴行脅迫要件，地位関係性を用いた性暴力，性暴力が及

ぼすその後の人生の影響，司法に頼れない理由です。やはり自分が気付いたときには公訴

時効は過ぎていましたし，そのときは暴行脅迫は用いられていませんでした。また，その

とき目上の女性だったということで，逆らえない関係でした。地位関係性があったと思い

ます。また，その影響としても，今皆がお話しされたような本当に死にたい思いで苦しん

できました。司法に頼れない理由としては，そういった公訴時効もありますけれども，や

はりそのときの小さな自分の地域のコミュニティーの中の顔見知りからの加害であっ

て，そのコミュニティーが壊れることに対する強い恐怖が今もあります。まだ生きている

し，知っている方です。 

  １度被害と気付いて親に伝えたことがありますが，過去のことを考えてもしようがな

い，忘れたほうがよいと言われました。さらにお話ししたいのが，性的虐待順応症候群で

は「撤回」という症状がありますが，皆さんはなぜ撤回するか分かりますでしょうか。性

虐待を家庭で受けた子が撤回してしまう心理が分かりますでしょうか。私の知っている

方も，小学生から成人を大きく超える年齢まで被害を受けて，もうずっと暴力を伴う性被

害を受けて，自分が秘密を強いられ，自分がその役割，責任を引き受けなきゃいけないと

いう思いでずっと生きてきています。その被害を打ち明けるのにはすごい罪悪感がある

し，エネルギーが要る。さらに，打ち明けてしまうと，もう家庭は壊れ，家族とはばらば

らになり，孤立してしまう。本当につらい，孤独と罪悪感にさいなまれて，これだったら

戻ったほうがいいという思いで，やむを得ず撤回をしてしまう。 
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  さらに，５Ｆ反応3では，「迎合」という言葉があります。検討委員会や法制審議会の

中で親子間の真摯な同意に基づいた性交があり得るみたいな話がありましたけれども，

私はそれは違うと強く思っております。子どもがなぜ迎合するか，皆さんその心理は分か

りますでしょうか。常に暴力の危険にさらされて性行為を強いられる。自分が無力であ

る，無価値であるというところから，何とか自分のコントロール感を取り戻したい，また

常に恐怖感があるところから抜け出したいという思いで相手に向かう，自分から向かう

ということがあります。実際に私が知っている方も，一旦避難したけれどもまた加害者の

もとに行ってしまった方もいます。法務省の皆様にはこの性的虐待順応症候群，５Ｆ反応

について理解していただいた上で法律を作っていただきたいというふうに思っておりま

す。 

  本当に強く言いたいのは，皆さんの中にもお子さんやおいやめいがいらっしゃると思

います。もしかしたら性被害に遭っているかもしれない。なぜそう言えるか。それは，や

はり子どもは言えないからです。加害者に口止めをされて，話すととんでもないことが起

こるのではないかという恐怖感から言えません。実際，きょうだいにも今まで言えない，

何十年も言えない方がいます。ぜひ，自分自身のお子さんやおいやめいに，あなたの大切

な部分が見られていないか，触られていないか，触らせられていないか，そういったこと

を聞いてほしいと思います。子どもは言えないので，聞かないと分かりません。 

  それで，皆さん打ち明けられたら対応はできますでしょうか。性被害を打ち明けられた

ら対応ができますか。決しておまえが悪いとか，忘れなさいというふうには言わないでほ

しいです。なぜこういうお願いをするかというと，性加害者はやはりどこにでもいて，家

庭内にもある，親戚，保育園，学校の教師，塾の講師，部活の顧問，整形外科医，医師も

あります。そういう加害者がなぜいるかというと，やはり私は法律がそれを許している実

態があるからだと思います。 

  公訴時効はぜひ撤廃していただきたいです。何年もたって思い出しても被害を訴えら

れない。また，暴行脅迫要件もぜひ撤廃してほしいと思います。新たな性被害を生み続け

る，また性被害者が救われない世の中を変えるために，ぜひ御協力をよろしくお願いしま

                                                      
3 前掲注釈２・田中嘉寿子論文においては，イギリスの臨床心理士ロドリック氏の論文

「Psychological Trauma-What Every Trauma Worker Should Know」で述べられている５Ｆ

反応を紹介しており，人間は，危機・恐怖に直面したときに，５Ｆ反応（Friend（友好的な反

応），Fight（闘争反応），Flight（逃走反応），Freeze（凍結反応），Flop（迎合反応））を

示すとされている（同論文６７頁参照）。 
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す。ありがとうございました。 

 

○山本潤さん  

ありがとうございます。 

  それでは，Ｓｐｒｉｎｇ側の６人の話が終わりましたので，最後に私が代表として３分

ぐらいお話をさせていただければと思います。 

  後半３人の方は，子どもの被害で，もし訴えて，そして警察に届けられて捜査がされれ

ば何かできたことがあるのかもしれません。しかし，それぞれ言われたように，その被害

を受けたということで言うことが難しくなります。 

  Ｅさんの話の中で，木の葉が見える情景だけを覚えているというのがありました。受け

入れられない現実を自分の体が体験しているときに，人はやはりそこの景色に，何かに意

思を集中させて，自分の体から抜け出し，自分の思いや記憶，感じていることをその経験

から切り離すということがあります。しかし，そうなると，その記憶自体を忘れてしまっ

たり，またその出来事自体を説明することができなくなってしまう。それにより，被害を

分かってもらえないですし，ケアも受けられないという現実があります。 

  Ｓｐｒｉｎｇに集まって，今日お話ししてくださった方々は，もう比較的話せる方々で

す。それでも，その中に何かとりとめがないとか，何が言いたいのかちょっとよく分から

なかったということもあるかもしれません。しかし，それこそが性暴力という大きなダメ

ージを受けた私たちの心身の影響だと思っていただけると嬉しいです。 

  本当に苦しくてつらいことを人に話すということはなかなか難しいです。今日来てく

ださった皆さんは，その痛みをこういうところで皆さんに，この法務省の場で聞いていた

だきたいという，そういう一心で話してくださったと思います。 

  そして，私も知っていますが，解離をしていたり，被害によってＰＴＳＤになったり，

鬱になったり，人格障害になったり，入退院を繰り返したり，やはりＳｐｒｉｎｇのスタ

ッフの中にもなかなか活動を続けることが難しいという方もいます。そういう人たちは，

切れ切れの言葉しか発せないので，本当にこの被害の事実ということを伝えることがで

きないと思います。齋藤梓先生が先ほど言われたように，ナイフで切ったら血が出るし，

殴ったらあざが残ります。そのように，こういう事実があったら，もうそれは犯罪だとい

うふうに類型化する法律をぜひ作っていただきたいというのが私たちの願いです。 

  様々な皆様がお仕事の中でこれから解決していかなければいけない課題とか，法律と

の整合性とか，難しいことがあるのは重々承知していますが，どうか，司法に届かない被
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害を受けた人が救われるような，そういう状況を作っていただければ嬉しいと思います。

どうも本当にありがとうございました。 

  次に，小川たまかさんと三浦ゆえさんに，ライターや記者という社会的な立場からお話

しいただければと思います。 

 

○小川たまかさん  

どうもこんにちは。ライターの小川と申します。フリーランスでライターをしていま

す。インターネットヤフーニュースに記事を書き，ヤフーニュースのトップ欄，トピック

ス欄にも載ったんですけれども，どういう記事だったかというと，１３歳の女の子が離婚

して離れて暮らしていた実父から，７年ぶりに会ったときに，車の中で強制わいせつ被害

に遭ったという事件についての記事です。女の子は，被害からしばらくして自分のお母さ

んに話をして，それから警察に行きました。今年の１月に警察に行ったようですけれど

も，結局，最初は生活安全課が対応して，次に刑事課の担当になったけれども，刑事課で

は暴行脅迫がなかったから強制わいせつには当たらないと。そして，今，監護者わいせつ

がありますけれども，７年間離れて暮らしていた実父で，養育費の支払いもなかったか

ら，監護者には当たりません，監護者わいせつでも無理ですと言われて，刑事課ではそれ

以上捜査がされなかった。生活安全課に戻って，条例違反の淫行ということにだけなっ

た。淫行というのは，レイプを裁く罪ではないというのは皆さん御存じだと思います。た

だ性交をしたということだけの罪ですよね。罰金になって，結局，示談しなきゃいけない

理由があったんですけれども，それで終わっていると。 

  そのお母さんから私は話を聞いて記事にしていますが，そのお母さんが，「もし議員さ

んが，自分の家族，自分の娘や息子がこういう目に遭ったとしたら，絶対に法律を変えて

いますよね。」とおっしゃっていました。そのとおりじゃないかなと思います。 

  私は，性暴力の記事をよく書いているので，メールを送ってくださる方がたくさんいた

りとか，知り合いづてに連絡をいただいたりすることがあって，「警察で被害届受理され

ませんでした。」とか，「結局不起訴でした。」とか，「納得いかない。」という話はす

ごくよく聞きます。でも，私のところに話に来てくれるのがまず全体の中のごく一部です

し，私が聞いた中で書ける内容というのもすごく限られています。すごく昔の事件だった

ら，やっぱり記事にはできなかったりもするし，被害者の方の体調とかも考えつつ，書い

たときに読者にどこまで信じてもらえるかというようなところで，もちろん裏をとらな

きゃいけないとか，そういうこともあり，記事にできるものというのもごく一部。本当に



- 31 - 

 

性暴力をやっぱり伝えられないことが多い。 

  さらに言うと，マスコミはこれまで全然性暴力のことを報じてこなかったと思います。

それは，いろんな理由があって，被害者保護というのももちろんあるんですが，他にもや

っぱり暗い話だから，視聴率がとれないから，レアケースだからそんなにない話だから，

あと情報の正確性が分からないとか，一方の言うことだけを報じられないとか，テレビの

場合は映像が撮れないから報じられないとか，昔のこと過ぎるから報じられない。被害者

を守ることでもあるんですけれども，そのマスコミの体質が加害者も守ってきたと思っ

ています。 

  山本潤さんもおっしゃったんですけれども，本当に今日ここで話してくださる人たち

の後ろに，何百人，何千人，何万人という被害者がいる。それは本当に知ってほしいこと

だなと思います。内閣府が行った調査で，御存じだと思うんですけれども，平成２９年度，

女性の１３人に１人，男性の６７人に１人が無理やり性交などをされたことがあるとい

う調査結果がありますよね。私，これが何でこんなに軽視されているのかなというのが不

思議でしょうがないです。強制性交等罪，旧強姦罪の認知件数との間にものすごい乖離が

ありますよね。何でこんなにそれが軽視されているのかなというのが不思議でしょうが

ないです。 

  配偶者や元配偶者，パートナー，元パートナー，身内，知り合いからの被害が多いから

といって軽視しているんじゃないですか。そう思います。重く受けとめるなら，もう少し

ちゃんとマスコミも報じるべきだし，日本は決して安全な国じゃないということをまず

上のほうにいる偉い人たちがちゃんと認識して，法改正にどうかつなげてほしいと思っ

ています。 

  あと少しだけ言いたいんですが，２０１７年の刑法改正のときに，厳罰化と言われて，

強制性交等罪の法定刑の下限が懲役３年から５年になったりしたんですけれども，被害

者の人が求めているのって，もちろん厳罰化という人もいると思うんですけれども，それ

以前の話で，罪を罪として裁いてくださいという話ですよね。今，無罪，裁判にもたどり

着けていない，被害届受理されていない，起訴されないというのが余りにも多い。少しで

いいから罪として認めてくださいと，そういう話をしている。厳罰化以前の話を必死に言

っているということを分かっていただきたいなと思います。 

  ありがとうございました。 

 

○三浦ゆえさん  
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ライターをしております三浦ゆえと申します。 

  私も女性に取材をすることが多くて，特に性暴力，性犯罪だけではなく，性全般の話，

中にはこれまでの性経験などを伺う取材が多いですけれども，その中で，「こんなことが

あったんだよね。」みたいなのりで話される中に，それ強制性交だよね，強制わいせつだ

よねと思うものが結構あります。でも御本人は気付いていない，被害だと認識していな

い。それは今回お話の中にも出てきたように，性被害というのが道端で知らない人に襲わ

れるイメージであり，そういったことも影響していると思うんですけれども，何か認識で

きていない人がとても多いなと思います。 

  私の方から「それは性暴力ですよ，犯罪になりますよ。」と伝えると，「そうなんです

か。」とすごく驚かれることが多いんですね。でも，その段階でもう公訴時効を過ぎてい

るというケースもとても多いです。被害に気付かないし，気付きたくないし，あと気付か

せないような社会の圧があると思います。でも，そういう人たちがやっと気付いたときに

はどうしようもなくなっている。その後，ずっとわだかまりとともに生きていかなければ

いけないこともあると思います。 

  そんな人たちの話を聞いてきたんですけれども，今日は６人に自分の体験を話してい

ただいたんですが，今，日本に，気付いていない人，気付かないまま公訴時効を過ぎてし

まっている人がどれほどいるか分からないなということを，更にひしひしと感じました。 

  ありがとうございました。 

 

○山本潤さん  

ありがとうございます。 

  それでは，質疑応答の時間に移らせていただければと思います。私たち，当事者ですの

で，皆さんにとっては何気ない質問でも，もしかしたら心にうっときてしまうときがあり

ます。そのときは，「ちょっとつらいです。」というふうに，気持ちだけ言わせてもらっ

て，その後お答えさせていただければと思います。 

  あとは，法律的なことは分かりませんので，何かヘルプがあれば村田先生に助けていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 

○大塚刑事局参事官  

皆さん，どうもありがとうございました。 

  それでは，これから質疑応答ということで，質問がある方から順次お願いしたいと思い
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ます。 

 

○岡田刑事法制企画官  

刑事局の刑事法制企画官をしております岡田と申します。今日はいろいろなお話を聞

かせていただき，ありがとうございました。すごく大変な思いをされて，ここでお話をし

ていただいているということをしっかりと受けとめたいと思っています。本当にありが

とうございました。 

  たくさんお話を聞かせていただき，感謝しています。 

お一人ずつの時間が限られていたので，もしかしたら時間が足りなかったという思い

があるかもしれませんが，これからもいろいろとお聞かせいただければと思います。 

  御質問ですが，特に子どものときに被害に遭われた場合，あるいは大人になってからで

も，被害を被害だと認識できないということと，認識できてからもなかなか助けを求めた

り処罰を求めたりすることができないということがあると思います。質問は二つあって，

社会の在り方あるいは制度などとして，どんなことがあれば被害を認識しやすくなった

り相談しやすくなったりすると思うかということが一つです。もう一つは，皆さんが今こ

こでお話しできるようになったのは，どんなことがあったからなのかということです。ど

んなことがあって，どこがどうなるとここまでお話ができるようになったのかというこ

とについて，お話しできないこともあるかもしれないので，抽象的なことでも結構です

が，教えていただければと思います。 

 

○山本潤さん  

ありがとうございます。 

  まず，制度については，私からお答えさせていただいて，話すきっかけになったものに

ついては，それぞれ何か自分が話したいことなどを答えてもらえればいいかなと思いま

す。 

  やはり，子ども自身が自分の被害を言うということが非常に難しいということは皆さ

んも御存じだと思います。ＲＩＦＣＲなどの子どもの虐待を第一発見者が聞き取れるよ

うになる研修プログラムでも，子どもが通告する割合は多分２割ぐらいと言われていま

す（７５％は偶然の発見であるとのこと）。だから，発見するということが非常に重要だ

と思います。イギリスのように，学校の教職員もしくはクラブやコーチ，あと学童保育で

すね，ああいうふうに子どもに接する人たちが必ず初任のとき，その後も年に１回研修を



- 34 - 

 

受けて，性虐待に限らず，何か子どもにおかしいサインがあったら，例えば服が汚れてい

るとか，あるいはタッチが多過ぎるとか，それも男の人の股間を触るとかもあります。あ

とはもう思春期になっているのに汚い格好をしたりとか，触られないような，自分の魅力

を消そうとわざと肥満になろうとするとか，そういうような状況などの，何かおかしいな

と思うようなサインを見付ける，それを発見して適切な対応ができるようにするという

ことが，制度としてはまず第一にすごく大事なことだなというふうに思います。   

 

○Ａさん  

私から２点ほどあります。御質問いただきありがとうございます。 

  どうなるとここまで話ができるようになったかについてですけれども，やはり同じ経

験，被害の内容は異なれど，同じ体験をした仲間との出会いというものがとても大きかっ

たんじゃないかなと思います。私個人の思いとしては，性被害を語ることを社会のタブー

にしてほしくないという思いが非常に強くて。例えば「いたずら」など被害を曖昧にする

表現は性加害を矮小化しているようでふさわしくないと思っておりまして，挿入だとか，

男性器とか，そういった直接的な言葉でも，それ自体がもう性暴力そのものなんだという

ことを伝えるようにしています。やはり仲間との出会いが非常に大きかったのではない

かなと思います。 

 

○Ｂさん  

私が話そうと思ったきっかけは，被害に遭ってつらいけれども，それすらも乗り越え

て，性のせいで苦しむ人をなくすための活動の糧にしようと思ったことでした。公的な手

続を取れない理由として，まず私の事例には５Ｆにもカウントされている「迎合」が含ま

れていて，迎合がない被害者に対するものと比べても，過剰で強いセカンドレイプや納得

のいかない司法判断が下される可能性が極めて高いし，あとはそもそも刑法が同意を要

件にしていないことがあるので，多分司法的に問うことはできないという思いから諦め

たというか，無理だなということに気付いたんですよ。でも，何か罪には問えないけど，

こんなに苦しくて，苦しくなっている人が私以外にもたくさんいて，しかも，年齢を見て

も，５０年，４０年以上前に被害に遭っている人と同じ被害がいまだに続いていて，じゃ

あ，今声を上げなかったら，私の子どもとか孫とか，これからも被害者が生まれ続けるん

だ。しかも，それに伴って加害者ものうのうと生き続けるし，加害者が自分のやったこと

に気付いたとしても，それを直すとかそれを償う方法も確立されないまま，このまま５０
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年とか，私が死ぬ頃になっても何も変わっていないのは嫌だなと思って，話をしました。 

  ＰＴＳＤの治療とかをしたことによって，自分の事案を整理できて，具体的に話せるよ

うになったということもあります。あとはもう慣れ。回数を重ねたから今では苦しくなら

ずに一通り話せるようになりました。もちろん，未だに話していて，フラッシュバックな

どで苦しくなることもあります。でも，最初はこんなに話せなかったんですよ。それこそ

ジャーナリストの２人とか，結構初期に会っているんですけれども，「おとといレイプさ

れました。」みたいな頃に会っていたりとかして，多分そのころと比べたらすごく話せる

ようになってきていると思います。これをもちろん被害者全員に求めることはできない

ですし，話せる方がもうごくレアだとは思いますけれども，でも声を上げられる人が増え

ていったら，曖昧であっても，ぐちゃぐちゃであっても，自分の思いを言語化することが

できるような社会になれば，ちょっとずつ変わるのかなと思って，私も話すことを始めま

した。 

 

○Ｄさん  

支援についてなんですけれども，とにかく性に関することの知識を，段階を経てきちん

と学校とか幼稚園とか，そういったところで教えていただくこと。それから，社会にまず

きちんと知らされなければならない。というのは，やはり大人が正しい知識や認識がない

がために，子どもに対してそれを伝えてしまう悪循環が続いています。それを断ち切る必

要があると思っています。 

  それをしたいがために，私は１８のときの被害の後，本当に被害というか，これが本当

にどういう被害なのかさえも分からないけれども，でも何かしなければならないと思い

続けてきました。そのタイミングというのをなかなか取れなかったり，やはり記憶も大分

閉じ込めてしまっていたので，いざ蓋を開けようとしたときに，もうつるんとした感じ

で，どこから開けたらいいのかさえも全く見当がつかない状態になっていました。私はカ

ウンセリングとかは一切受けていません。鬱状態のようになったりしていたので，心療内

科には通院していて，今こういう活動をしているということも話してはいますが，実際の

カウンセリング，性被害に対するカウンセリングというのは一切受けておりません。自分

で書いたりとかしながら，少しずつ進めてきていましたが，非常にアップダウンもあった

りとかします。 

  そういうことも踏まえて，自分の被害に気が付き始めたとき，それから語り始めるとき

にどんなところに行けばいいのか，特に何十年とたっている人間にとっては，本当に今行
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き場がありません。ワンストップ支援センターでも，そんな何十年前のことだとやっぱり

違うと言われちゃうかなとか，警察ももうそれこそ公訴時効がありますから，もう今更行

っても仕方がない。そういう本当に何十年と声を上げられなかった人たちが，たくさんい

ると思いますので，そういった人たちが声を上げる場というのも必要，どこかに支援にた

どり着くことができるものがあるといいなと思っています。 

  話すきっかけですけれども，今お話ししている中にありましたけれども，何かずっとし

なければならないと思い続けていたこと。それから，子どものときの二次被害ですね。思

わぬところで自分の嫌な体験というのを，ずっと悪夢とか白昼夢とかある状態の中で，そ

れを更に他人にさらされるというその経験も一つあります。何十年とたってから，やっと

向き合おうとしたときに，その当時に私の被害を聞いた当事者に，実は私はこのことにつ

いて社会的にもっと変えなきゃいけないと思うんだ，だから協力してほしいというふう

に話をしたときに，もうそれは過ぎたことだというふうにされてしまいました。私にとっ

ては，ようやくそこから始まるのに，周りの人にとってはもう過去のこと。まるで浦島太

郎になったような気分ですよね。自分にとってはちっとも過去になっていないことが，周

りにとっては過去になっているということ，これが非常につらいです。 

 

○山本潤さん  

今の話を補足すると，やはり性暴力のトラウマのダメージ，背外則前頭前皮質が影響を

受けて，記憶や，時間の観念を失ってしまうということもトラウマの領域では言われてい

ることです4。 

  先ほどの，どうしたら言えるようになるのかということで少し思ったんですけれども，

被害を受けたときに言えるというのは非常に大事ですけれども，やっぱり被害を受ける

ともう何十年と回復にかかるので，まず予防することというのが非常に大事だと思って

います。私は実父からの被害でしたが，よくお母さんたちから聞く話は，まさか自分の夫

が自分の娘にそういうことをするとは思わなかったということです。それは近所の人と

か，自分の身近に住んでいるおじさんとかおばさんとかもそうなんですけれども，「まさ

かこの人が。」ということを言われるわけですね。でも，そのまさかというところで，子

                                                      
4 ベッセル・ヴァン・デア・コーク「身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回

復のための手法」紀伊國屋書店（2016）・115 に，「この領域が作動しなくなると，人は時間

の感覚を失い，過去，現在，未来の感覚がないまま，今の瞬間に閉じ込められてしまう」とい

う記載がある。 
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どもは被害を受けていて，誰にも知られず，そして長い間ダメージを受けてしまうという

ことがあるので，やっぱり知らせるということがすごく大切と思います。 

  これはちょっと一つエピソードなんですけれども，私の知り合いで知らない人からレ

イプ被害を受けた人がいるのですが，そのときあったドラマの中に同じようなケースの

レイプ被害のシーンがあって，そのときにＴＶの被害者役の人はすごい泣いていたけど，

私は泣かなかったと。その人はもうそのショックで泣けなかったんですけれども，「だか

ら私はレイプ被害者じゃないんだ。」みたいなことを思ってしまったということがありま

す。なので，被害を受けた人はどういう反応をするのかというような症状のことも，社会

に広く伝わることも大切と思っています。 

 

○岡田刑事法制企画官  

大変参考になりました。ありがとうございました。 

 

○是木秘書課企画再犯防止推進室長 

是木と申します。本日はお話をするだけでつらいこともたくさんあったと思いますけ

れども，非常に参考になりました。ありがとうございました。 

  先ほどのＤさんのお話に少し関連するんですけれども，相談をする先がどういうとこ

ろであるとよいのかというテーマについて，御意見をお聞きしたいなと思っております。

若年の被害については，おっしゃるとおりまず発見してあげる，こちらから見つけてあげ

るということが必要になってくるのかと思いますが，ある程度以上の年齢になってきた

場合に，それを訴えるということが選択肢に入ってきます。家族に訴える場合に，それが

なかなか拾い上げてもらえないということも一つはあるのかもしれません。そういった

ことがあった場合に，今はいろいろな可能性が広がっているのは間違いがなく，ワンスト

ップ支援サービスであるとか，もちろん警察であるとか，あるいは学校であるとか，いろ

いろな場があるんだと思います。どのような環境が整っていると，その被害を持ち込みや

すいと思いますかというところ，様々な指摘がされているところではありますが，皆さん

の生の感覚として，どのようにお感じになりますかということについて，御意見があれば

教えていただきたいなと思います。 

 

○Ｂさん  

二つ目の事案の大学生のときに相談をした先なんですけれども，ワンストップ支援セ
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ンターに，本当に直後に電話をかけました。けど，まずつながらないが一つ。夕方頃にか

けたんですけれども，１回，それがつながらなくて。私の場合は，知人に性に関して勉強

をしていたりとか，取材をしていたりとか，活動をしている人が多かったので，その人た

ちに次に連絡をしました。そうしたら，ちゃんとセカンドレイプもなく，適切な場所に案

内され，「あなたは全然悪くない。」，「相談してくれてありがとう。」というのを大前

提に皆じっくり話を聞いてくれるというのがありました。 

  その後，でも一応こういう被害に遭ったときにどういう対応をされるのかを知りたか

ったので，ほかのワンストップ支援センターにも電話をかけました。私の場合は，セクシ

ュアルマイノリティーなんですけれども，性的少数者の相談先にかけるべきなのか，女性

の問題のところにかけるべきなのか，性暴力のところにかけるべきなのか，どこにかけれ

ばいいんだというのも被害直後の混乱の中ではすごく迷いました。これを多分統合する

のは相談を受ける人の負担とかも考えるとなかなか難しいとは思うんですけれども，そ

ういうところで悩む人もいるんだということをまずお伝えしたいなと思います。 

  あともう一つ，２回目に電話をかけた先は，大体夜の９時とか１０時頃にかけたんです

けれども，私は，その事案をじっくり聞いてほしかったし，ワンストップ支援センターは，

私の話を聞いた上で，私の代わりに警察や医療機関などに行ったり伝えたりしてくれる

のかなと思っていたんです。けれども，私が話していたら，途中で，「すみません，要は

どういうことですか。」と言われてしまって，多分１人につきの制限時間が決まっていた

んだと思います。あとは「コンドームはつけられましたか，じゃあ性感染症も妊娠も大丈

夫ですね。」みたいな対応をされてしまって。いや，そこじゃないんだよなという思いが

ありました。私としては，もっとじっくりその事案を聞いてほしかった。もちろん夜の時

間帯だったし，そこが一番電話がかかってきやすいので，時間を区切らなければならない

のは分かっているんですけれども，でももっとゆとりを持てるように，ワンストップ支援

センターには金銭的にも人材的にももっと支援が必要だと思います。それこそ多分各都

道府県に一つずつぐらいだと全然足りていない状態だと思います。 

  被害者は，その直後に必要な対応と，その後中長期的に必要な対応があると思うので，

回復まで支援できるように，両方の段階でつながれる，あるいは段階を進むごとに次に進

んでいけるような，各機関の連携をする必要があると実感しました。 

 

○Ｃさん  

どういう環境が整うと相談しやすいのかということなんですけれども，私からは，長期
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的なケアの方でいうと，一言で言うと，「性暴力を専門的に治療できます」というところ

が増えるのが単純に一番相談に行きやすいと思います。やはり皆さん個人のスマートフ

ォンなどでどこに行ったらいいかとすぐ検索すると思うんですよね。そういったときに，

性暴力，例えば病院のホームページとかの「こんな方は」という受診案内のようなところ

に，「フラッシュバックがつらい方」とか，「性被害の経験がある方」ということが書い

てあると，安心して行けますし，「こんな治療ができます」というところにトラウマの治

療のことが書いてあったりすると，ここに行っていいんだと思えます。そういうのが広ま

ると，一つ間口が広がると思います。 

  あとは，警察やワンストップ支援センターなど，まず被害者が行くところと提携してい

る医療機関であったり横のつながりが感じられる，そういう医療機関の一覧があるとい

いと思います。また，ワンストップ支援センターから紹介してもらえたり，一言事前に「あ

なたが行くと言っておくね。」とか言ってもらえるという，横のつながりなどができると，

長期的な相談につながりやすいと思いますので，性暴力を受け付けているということが

広く知られ，もっと数が増えていくといいと思いました。 

 

○Ｆさん  

子どもが被害を受けているときに相談する先ということなんですが，本当に子どもは

言いにくくて，罪悪感を植え込まれているので，「おまえが悪いから俺はこうしているん

だ。」とか，「おまえのせいなんだ。」と言い聞かされるんですね，例えば親などから。

「おまえが悪い子，おまえが誘っているから俺がやっているんだ。」と，そのような秘密

を強いられて，「言ってしまうと家族がばらばらになるよ。」と脅されるので，子どもに

とっては，自分が言うことが家庭を壊すんだということになってしまいます。ある方は，

警察に行って「親から逃げたい」と言うんですけれども，親が逮捕されないかというのを

心配するんですね。親が逮捕されるのが怖いんですよ，親に悪いことをしてしまうという

ことで。それぐらい，幼少期からの性暴力をというのは子どもを支配してしまう。 

  さらに，妻へのＤＶも伴っていると，妻もコントロールされているので，お母さんも助

けてくれない。ですから，やはり体制としては，お父さんが逮捕されても家庭は壊れない

というとあれですけれども，ちゃんとお母さんと子どもでやっていけるんだよという体

制を作っていただくのが本当に重要です。例えば，お父さんがこういうことをしていた

ら，ここに相談してくださいといった周知があるといいですし，あるいは本当に親戚でも

何でも，大人からこういうことをされたら，大人はこういう罰を受けて，例えば性加害者
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の治療も出てきているので，こういう治療を受けて，また戻ってくるみたいな，そこまで

言えるか分からない，周知できるか分からないですけれども，とにかく子どもの「家庭を

壊しちゃだめだ。」という考え方を溶かしていくという必要があると思います。 

 

○Ｄさん  

どんな支援があったらいいかということですけれども，特にもう何十年とたってしま

った人たちですね。まず非常にモヤモヤした状態で，何で苦しいのか，そこからその原因

というのを導き出すというのは非常に大変なことなので，それに伴走してくれる，本当に

何が出てくるか分からないという状況のところから相談に乗ってもらえるようなところ

があったらいいと思います。例えば，女性の更年期の頃に，多分ドイツなんかでも性被害

のことについて話すようになれる時期ってちょうどそれぐらい，５０代に入るか入らな

いかぐらいの，その前後のときで，私も実際そうです。 

  何だか分からないんだけれども，でも自分の気持ちというのが，心というのが非常に苦

しい。それをもしかしたらというふうに，こちらのほうに相談してみたらというふうに持

っていけるようなところがあったらいいと思います。それがいろいろな医療機関であり，

例えば，精神科とか，婦人科とか，割と何か変だなということで行くところというと，そ

のあたりかと思うんですね，女性に関しては。男性に関しては，ちょっと私には分からな

いんですけれども。やはり精神科であったり，あと何か生活がうまくいかないとか，そう

いったことを相談するところで，行政の窓口，特に福祉関係の窓口で，「こういうところ

でカウンセリングを受けてみませんか。」というようなアドバイスみたいなものがある

と，どうすればいいか，そこに行ったら少し分かるのかもしれないと，希望を持つことが

できたり，支援につながることができるということがあるんじゃないかなと思っていま

す。 

  今まで全く自分の被害に気付く場面がなかったので，何か抱えているけれど今ひとつ

その原因がつかめていない人たちへの対応として，そのようなものがあるといいんじゃ

ないかなと思います。 

 

○小川たまかさん  

ワンストップ支援センターにしても，支援についての国の予算というのが認知件数を

ベースにしか考えられていない。認知件数にちょっと色を足したぐらいの感じでしか考

えられていないこと自体が，考えられていないんじゃないかなと感じるんですよね。そこ
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がちょっとおかしいんじゃないかな。だから，もっとそのために，支援の層を厚くするた

めにも，認知件数をもっと増やしていかなきゃいけないというのをすごく思います。 

  今日の赤旗新聞に，ワンストップ支援センターの予算がすごく削減されたという記事

が出ていて，支援関係者の中ではすごく話題騒然となっているので，もし御覧になってい

ない方はぜひ読んでいただきたいなと思います。 

 

○Ｅさん  

私もちょっと似たようなことで言いたかったんですが，私は，ワンストップ支援センタ

ーとか，特に公的なところに行こうと全く思わなかったですね。なぜなんだろうと今一生

懸命考えていますが，それは例えば普通の他の福祉関係とか保健の問題とかで市役所と

かに行っても，ちっともいい気分でちゃんと帰れるということがなくて，大体ちっとも分

かってないとかと思いながら帰ってくることが多いんですね。逆に幾ら優しくされても，

具体的なことを言ってくれないと行く気がなくなります。 

  なので，それこそ「同情するより金をくれ。」というのが一時期はやりましたが，そこ

で「こういうところに行ったらいいよ。」といって帰されても，お金がなかったら受けに

行けないじゃないですか。回復するための医師がいるところとか，「ここへ行ったらいい

よ。」とか，「カウンセラーのところへ行って受けたらいいよ。」と言われても，お金が

ありませんということがなかなか言えない。言える人はいいけど，言えない人は大変だと

思うし，言える環境もやっぱり欲しいなと思いますね。本当にそういうところの予算をし

っかりつけてほしいと思います。 

 

○Ａさん  

私からも何点か。相談先はどんなところであるとよいのかと言われると，ずばり言え

ば，病院拠点型のワンストップ支援センターです。ただし，実態としては，病院自体がも

うからないとやれるところが少ないというのが現状だと思います。例えば，私たちに何か

あったときに，すぐに警察に行くというときって，例えば人が血を流して倒れていると

か，何かすごく大変なときにしか１１０番を押せないと思うんですよね。でも，女性だっ

たら，警察よりかは婦人科の方が行きたいと，行きやすいと思うんです。なので，病院拠

点型のワンストップ支援センターが一番いいのではないかと思います。 

  あと一つだけですけれども，ちょっと実現可能かどうかは別として一つお願いなのが，

認知件数の実態把握に役立つと思ったのがありますので，御紹介したいと思います。 
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  私自身，２番目の性被害，成人後の性被害で妊娠をしたわけですけれども，初めて行っ

たのが婦人科だったんですね。そのときに，婦人科の医師にレイプ被害だということを申

告したんですよ。胎児のＤＮＡの採取・保存もお願いしたんです。けれども，それがかな

わなかった，警察にも通報されなかったということがあったので，もし患者さんからレイ

プ被害の申告があった場合には警察への通報義務を設けるなどというのは，とても大事

なことなんじゃないかなと思います。 

   

○山本潤さん  

最後に私から。 

  私たち被害者にどういう支援が必要ですかと聞いてくださるのはありがたいんですけ

れども，本来ならば，皆さん自身に考えていただくことだと思っています。やはり，被害

に必要な支援というのは，もうイギリスやアメリカなどで実践されていますし，トラウマ

インフォームドケアで，トラウマに配慮した関わりを知ることとか，安全で安心な場所を

提供することとか，また負担なくサービスが進むことというのは，もう既にエビデンスと

して確立されています。 

  皆さんは法務省ですので，そういう厚生労働省が関わる，あるいは内閣府が関わるよう

な支援サービスについては余り何かできることがないのかもしれませんが，私が皆さん

にお願いしたいことといえば，やはりこの今のシステムの中で被害者が訴えたいと思っ

たときにかかる負担というのが余りにも重過ぎると思っています。意思が強くて，心が強

くて，相手を必ず訴えたいという，そういう思いを持てている人でないと，非常に長い事

情聴取を警察で受け，再現見分を受け，そして検察でもう１回事情聴取を受け，裁判に行

ってやはり自分の恐怖の対象である加害者に会うというところに直面できる人というの

はなかなか少ないわけですよね。そういう過程の中で脱落してしまう人もいますし，そも

そもそういうことが怖くて警察に行くことも難しいという人もいます。 

  ぜひ，アメリカのＳＡＲＴ（性暴力対応チーム）のように，警察と検察が１回で事情聴

取をしてくださったりとか，あと，やはり被害当事者は大きなダメージを受けているの

で，普通に話せる人たちと同じように扱わないで，イギリスにある証人サービスのように

裁判所を事前に見学できたりとか，そして裁判のときに支援の付添いをしてくださるな

どの制度があるとよいと思います。今もつい立てやビデオリンクなど様々な配慮をされ

ていることは存じておりますけれども，それを標準的なサービスとして提供していただ

ければと思います。それが，私たちが法務省の方に望む被害者支援だと思います。よろし
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くお願いします。 

 

○大塚刑事局参事官  

ありがとうございました。 

  本日は長い時間にわたりまして，様々なお話をお伺いさせていただき，大変貴重な実態

把握の場となったと思います。本当にありがとうございました。 

  それでは，ここで当ワーキンググループの副座長である法総研，山﨑総務企画部長から

一言お願いいたします。 

 

○山﨑法総研総務企画部長  

せっかくの車座でございますので，座ったままで最後の御挨拶をさせていただきます。 

  私，ワーキンググループ副座長の山﨑でございます。本日は，座長の西山が所用により

出席がかなわず，大変申し訳ありませんでした。私の方で最後の挨拶をさせていただきま

す。 

  本日は御多忙の中，当省までお越しいただいた上で，それぞれ大変重くつらい話を勇気

を持って話していただいたということで感謝申し上げます。それぞれ聞いておりますと

まだまだお話し足りないところもあったかもしれません。時間不足だったかもしれませ

んが，そこはお詫び申し上げます。 

  それぞれ一生懸命話していただいたことは，我々の方も本当に大いに参考になったと

思っております。今後，本日得た知見を大いに参考にさせていただき，ワーキンググルー

プにおいて，さらに性犯罪の実態の把握に努めてまいりたいと思っております。 

  本日は本当にどうもありがとうございました。 

 

○山本潤さん  

私たちからは，皆さんにこれほど長い時間，たくさんの方に聞いていただいたことに感

謝を一言述べさせていただければと思います。本当にありがとうございました。 

 

○大塚刑事局参事官  

それでは，以上をもちまして，本日のヒアリングは終了とさせていただきます。本当に

皆様，ありがとうございました。 

   

－了－ 



 

 

 

 

 

 

  ２０１９年 10 月 28 日 

 
 

～司法に届かなかった性暴力被害者の声～ 
 

 

一般社団法人 Spring スタッフ６名 

 

 

1、一人 15分の持ち時間で、一人一人が各項目に触れながら語ります。 

三人ごと 45分を過ぎたら、臨床心理士齋藤さんが補足や説明を行います。 

 

 

１）公訴時効について 

 

 

２）性交同意年齢について 

 

 

３）暴行脅迫要件について 

 

 

４）地位関係性を用いた性暴力について 

 

 

５）準強制性交等 

 

 

６）性暴力が及ぼすその後の人生に与えた影響（後遺症など）について 

 

 

７）司法に頼れない理由 

 

 

2、６名全員が語った後に、質疑応答を行う。 

 

 

 

事前配布資料 

・性的虐待症候群 PDF 
・５F について PDF 

・一般社団法人 Spring パンフレット PDF 
・「見直そう！刑法性犯罪」冊子 PDF 
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支援のお願い　　
毎日、全国のどこかで起きている「魂の殺人」。 
しかし、性暴力被害という特性から実際には「異性から無理矢理に性交された経験」のある人の中で、警察に連
絡・相談した人は3.７％しかいません。（平成29年内閣府男女共同参画局調査） 
届けることが難しいという現状を当事者自身が伝え、もし被害にあってしまってもあなたの大切な人が希望を見
いだせる社会になるよう、私たちは活動をしてまいります。 
皆さまより頂いたご寄付で、これらの活動に発生する交通費や当事者の声を集めた冊子制作費、イベント会場費
等の全てをまかなっています。今、この時、皆さまの助けが必要です。ご支援をよろしくお願いいたします。

～ あなたのご支援が 
　　　　　　　　私たちの力になります ～

【毎月のご支援が当事者の声を届ける活動を支えています】

ご寄付の振込先

【口座記号】 00260-3    【口座番号】 138876 
【口座名】 一般社団法人Spring 
 ＊ 通信欄に、お名前 、ご連絡先（ご住所、お電話番号、メールアドレス）をご記入ください（メルマガをお送りします）

ゆうちょ振込 
〒

ロビイング 
とは？

私たちのことを、私たち抜きで 
決めないで欲しいのです。

国会議員/地方議員

関係省庁・行政

弁護士/ 評議員 
被害者の心に寄り添う

報道・メディア関係者 
性暴力問題へ関心が高い

市民 （被害当事者/支援
Springを支える在英日本人の会 
海外在住者から情報提供

～ 私たちの活動を支えている皆さま ～

3.7%

市民の声を政治の場に届け、 
政策決定に影響を与える活動です。 
対象は議員(国会/地方)、関係省庁、 
官僚、法案決定に関わる人全てです。 
Springは性暴力の実態に即した法律になることを目指して 
「命を支えるルールづくり」をしています。

被害当事者の声を集めた冊子を 
500部作成することができ、 

一人でも多くの人に当事者の声を 
届けることができます。

月1,000円会員を 
１年間継続すると

http://spring-voice.org/ご支援・ご寄付/

https://pne.club/spring

詳しい会員制度についてはこちらから

http://spring-voice.org

メルマガ「すぷだより」を 
読んで応援する！

Facebook 
@spring20170707

＊刑法を100回程咀嚼した 
やさしい内容で、発信しています！ 
   気軽にフォローしてください♪

HP & blogを読んで応援す
る！

＊ロビイング活動報告を始め、 
アドボカシー団体の奮闘記を更新中！

Twitter 
@harukoi2020

SNSをフォロー＆情報拡散して応援する！

https://goo.gl/inVkfx

代表理事：山本 潤

被害者だから感じられること、考えていること、被害経験があるから見える世界、 
それを伝えることで多くの人が性暴力の問題を理解し、何かを感じ、動いてくれると実感していま
す。性暴力を受けた人が、自分の被害を知られたら地域で生きていけないと脅えるのでなく、 

「あなたの話を信じるよ」「あなたのせいじゃないよ」と伝えられ、 
被害者をあたたかく力強く支えることができる社会を作るのが、私たちの希望です。

〒102-0093 東京都千代田区平河町一丁目6番15号USビル８階
Web:  http://spring-voice.orgお問い合わせ先(事務局):  info@spring-voice.org

一般社団法人Spring

月3,000円会員を 
１年間継続すると

5人のSpringスタッフが3回ロビ 
イングへ行くことで、国会議員や
関係省庁へ被害者の声を要望書等
にして届けることができます。

活動を地方へ広げる全国キャン
ペーンイベントが一回開催でき、
市民や地方議員へ当事者の声を
直接届けることができます。

月5,000円会員を 
１年間継続すると

Mission

2017年6月、日本の刑法性犯罪が 
110年ぶりに改正されました。 

しかし、性暴力の実態に対して十分な 
改正とは言えず、今も多くの課題が 

残されています。

性被害を経験した人生を、 
刑法改正の社会資源にする

性被害当事者が 
生きやすい社会へ

2020年を目処とする性暴力の被害実態に
即した刑法性犯罪見直しの実現

「性暴力とは何が侵害され、 
被害後、個人や社会にとって長きに渡り 
どのような影響を及ぼすのかー」 

これらの現実を伝え、 
性暴力の実態に即した 
刑法性犯罪改正を 
求めていきます。

Goals
①性被害を受けた人が、 
被害者と認められる 

 
②性被害を受けた人、周囲の人が、 

適切な支援を受けられる 
 

③性暴力の真実を伝え、 
共に生きられる社会をつくる 

Vision

Activities
❶刑法性犯罪規定見直しを促進する、 

ロビイング活動 

❷市民の声を集める、 
ソーシャルアクション 

❸性暴力被害当事者への、 
エンパワメント 

❹被害実態を知るための、 
調査研究

Spring 
とは？

一般社団法人Springは、性被害に遭っても 
生きる希望を持てる社会を作るために活動しています。 
性被害を受けた人がフリーズ（凍りつき）から動き始め、 
人生の冬を過ごしているすべての人の心に春がくるよう 
願いを込めて、2017年7月7日に設立しました。

https://syncable.biz/associate/spring0707/donate/

＊ご寄付の方法は、「クレジットカード決済」または「ゆうちょ振込」から、ご都合の良い方をお選び頂けます

今回のみのご寄付 
単発寄付 クレジットカード決済

継続的なご寄付(毎月) 
寄付会費 クレジットカード決済

～性被害当事者が生きやすい社会へ～

＊第２、４火曜日の月２回 
刑法の「いろは」やロビイングミニ知識、 
スタッフの思いをあなたにお届けします♪

Blog



地位・関係性に乗じた場合の、立証の難しさ 
自分より地位が高い人からの被害は訴えにくく、犯罪と認められにくい

①ロビイング活動 
ー省庁への働きかけー

法律改正に向けて議員・関係省庁へ、国会会期中は月に2回以上ロビイングを実施。その他、各党/省庁/自治体が実施す
るヒアリングへ参加。 
＜2019年6月 通常国会までの成果＞ 
・2017年7月設立~2019年6月（第196回通常国会 / 第197回臨時国会 / 第198回通常国会/ 国会閉会中）の間、延べ
130名以上の国会議員と面談が実現。性犯罪規定に関する国会質問が複数回実施された 
・2017年12月 自民党議員連盟発足、提案要望書を提出。以降定期的に総会を開催 
・2017年12月/2018年11月 立憲民主党ヒアリング、2018年4月 自民党司法制度調査会、2018年5月 公明党法務部
会ヒアリングへ参加、その後も各党開催のヒアリングや勉強会へ参加し延べ400人に性被害当事者の声を届けた 
・2018年7月 警察庁ヒアリング「警察における性犯罪被害者の心情に配意した対応のあり方について」へ参加 
・2019年5月　3月に相次いだ無罪判決を受けて法務大臣、最高裁判所に運用と見直しを求める要望書を提出　 
・2019年6月　法務省刑事局長に刑法改正を求める4万5千人の署名を他２団体と共に提出  
・2019年9月　警察庁刑事局捜査第一課  性犯罪捜査についての意見交換会に出席  
＜市民団体との連携実績＞ 
・2018年11月　市民12団体でなる「刑法性犯罪改正市民プロジェクト」の1団体として、院内集会等を通し延べ400
人と意見交換。 
・2018年7月 自民党１２議員連盟が決議した被害者支援への取り組みに関する提案を、上川陽子法務大臣・野田聖子
総務大臣へ提出する際に同行  
＜調査研究要望＞  
 ・2017年11月 内閣府男女共同参画局に量的調査への要望書を提出 
 ・2018年3月、12月  法務省「犯罪被害実態（暗数）調査」に関する意見交換会に参加

②ソーシャルアクション 
ー市民への啓発ー

＜情報発信＞　刑法性犯罪改正の必要性を周知させるため、メルマガやSNSによる情報発信を実施  
＜イベント開催＞　刑法性犯罪改正の必要性を周知させるため、イベント、勉強会、キャンペーンを開催 
・2017年9月キックオフイベント、2018年6月「社会を変えるワンボイス」、同年10月「英国視察報告会」、2019年
5月「質的研究調査報告会」 
・刑法性犯罪改正を前進させるためのイベントの実施、当事者一人一人の声を集め政治に届ける 
「全国キャンペーン」「OneVoiceキャンペーン」を展開中！

③エンパワメント 
ー当事者自身の力を取り戻すー

2017年10月~2019年8月まで「セルフナラティブトレーニング事業」を、5回開催 
・「メディアトレーニング事業」を1回開催 述べ40人が参加

④調査研究 
ー被害実態を知るー

外部研究者らと連携し「性暴力が発生する心理的・社会的要因の検討」や、「性暴力が当事者の人生にどのような影響
を及ぼしているか」などの質的調査研究を実施。調査結果をロビイング活動における論的根拠とすることで、刑法性犯
罪改正を後押しする。

⑤その他 
ー海外との連携ー

・WAW!2017、WAW!2019/W20(国際女性会議)にブース出展。刑法性犯罪改正の成果と日本の性暴力を取り巻く現
状を海外へ向けて発信 
・被害者支援先進国への視察(2018年7月イギリス)や、国内被害者支援施設への視察を実施。海外の実例から学んだこ
とを日本社会の未来のために還元（視察報告イベントを2018年10月に開催)

日本初！法人化された性暴力被害当事者によるロビイング団体

メディア掲載多数！ 
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2017夏、刑法性犯罪規定、改正が実現！ 
今もなお、残された大きな課題とは・・・

公訴時効が、被害実態に見合っていない 
強制性交等罪＝10年、強制わいせつ罪＝7年　を過ぎたら刑法では罪にならない

例えばこんな問題が・・・

メルマガ「すぷだより」では、 これらの問題について やさしく丁寧に解説しています！

性交同意年齢が、低すぎる 
被害者が13歳以上の場合は、暴行脅迫要件を満たすがことが必要となる 
＊親などの監護者から18歳未満の子への性交・わいせつのみ暴行脅迫要件は不要

暴行脅迫要件の、立証ハードルの高さ 
被害者が「暴行や脅迫によって抵抗できなかった」と認められなければ、加害者は
無罪になる

ファッション誌から新聞まで。 
ブログで掲載報告をしています♪

Spring 設立からの歩み
アドボカシー活動は、タスキを繋ぐマラソンだ！

自分の意思に反して性的なことをされるのが、性暴力、です。 
  
見知らぬ人から触られたり、襲われたら性暴力です。 
夫、妻、彼氏、彼女、親、兄弟、友人、先生、指導者、上司、先輩に無理やり触られたり、 
性行為させられたら性暴力です。 
   
もし、あなたが性的なことで傷ついていたら、それは性暴力。あなたは悪くない。 
もし、あなたの大事な人が、傷ついていたら、それは性暴力。その人は悪くない。 
もし、周りに誰もそんな人がいなかったら、「あなたが悪い」「汚れた」と言われると沈黙している人が 
すぐ横にいることにおもいを馳せて。 

責任は加害者にあります。 
だけれど性暴力に無自覚な人、人を支配して自分の力を感じたい人を生み出す社会を作っているのは 
私たちです。  
私たちはそんな現状を変えたい、性暴力に立ち向かう人です。 
私たちは被害者、サバイバー、また大事な人を守りたい人です。 

声を上げるのは怖いことです。 
まず、自分や大事な人の被害を受け入れ、人生を歩まなければなりません。 
そして声を上げられるほどに傷つきから回復しなければなりません。 
そのプロセスは10年、20年、何10年とかかります。 

私たちは声を上げたいと思った性暴力被害者、サバイバーが声を上げられる場が必要だと思い、 
この組織を立ち上げました。 
  
声を上げることで、社会や政治は確実に変わっていきます。 
私たちは110年ぶりの刑法性犯罪改正に際し声を上げ、高くて遠いと思っていた政治の壁が、 
実は人の温かい気持ちで作られているところがあることを知りました。 
  
あなたが声を上げたい、と思ったら、私たちにいつでも加わって下さい。 

私たちはいつもここにいます。          

私たちの想い

2017年7月7日 
一般社団法人Spring発起人一同
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1

　2017 年 6 月、110 年前につくられた日本の刑法性犯罪が、大幅に改正されたことは

大きな喜びです。前回の改正では、私たち性被害当事者の声に、多くの方が耳を傾けて

くださいました。しかし、性暴力の実態が充分に反映されたとは言えません。

　今回の改正では「 3 年後に見直しを検討する」という附則がつきました。刑法性犯罪の

積み残された課題を取り上げ、問題点を考えるきっかけになればと思い、このブック

レットを作成しました。

　すべての人の性的安全・性的健康が守られる日本を作るために、刑法性犯罪と

性暴力をみなさまの身近な問題として、ともに考えてくださればうれしいです。

目　　次
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 改正が実現するまでの道のり •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   2
 改正した点・改正しなかった点 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   3
 附帯決議がつき、見直しの検討へ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   4
◎ 2017年改正で積み残された課題
 1 公訴時効 強制性交等罪＝10年、強制わいせつ罪＝7年を過ぎたら加害者を罪に問えない •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   5
 2 暴行脅迫要件 裁判で暴行脅迫が立証できなければ、不同意でも罪に問えない •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   6
 3 性交同意年齢 13歳以上の被害者には、成人と同じ暴行脅迫要件が適用される • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   7
 4 地位関係性を利用した性行為 対等でない関係における被害は潜在化しやすい • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   8
◎ 2020年に向けて私たちにできること
 海外の司法制度を知ろう •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   9
 Springとともにアクションを • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   10
 制作チームからのメッセージ / Springについて •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   11

　相手の同意のない性的言動は性暴力です。国連は、身体の統合性と性的自己
決定権の侵害を性暴力として定めています。
 「性的自己決定権」とは、いつ、どこで、誰と性関係を持つのかを決める権利で
す。これは、すべての選択肢をお互いが十分に把握し、その瞬間の自由な意思に
基づいて同意や拒否ができるときに発揮されます。 
　同意がなく、対等性がなく、自分の意思を無視され、望まない行為を強要され
る時、人は深く傷つきます。性暴力とは、決して許されない人権侵害なのです。

一般社団法人Sp r i n g代表理事

SANE（性暴力被害者支援看護師） 山本 潤はじめ に

性 暴 力 と は
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2014年9月
松島みどり法務大臣（当時）が発言

「強姦が、強盗より罪が軽いのはおかしい」

2014年10月31日～2015年8月6日
法務省「性犯罪の罰則に関する検討会」を開催

2015年10月9日
法務大臣が、有識者で構成される
法制審議会に検討を依頼（諮問）する

2015年11月2日～2016年6月16日
法務省「法制審議会ー刑事法

（性犯罪関係）部会」を開催

2016年9月12日
法制審議会から法務大臣に検討した
結果を答える（答申）

2017年1月～
第193回国会

2017年6月16日

刑法性犯罪改正！

110 年前の明治時代に定められた刑法性犯罪が、一朝一夕で変わったわけではありません。
性被害当事者が声をあげ、それに後押しされて各方面に働きかけてくれた専門家や議員の方々の尽力がありました。

刑法は変えられないものと思っていたので、
法改正の手続きがはじまったことに驚き、勇気づけられました。

「親子間でも真摯な同意に基づ
く性的な関係がまったく起こらないとは言えないの
ではないか」（取りまとめ報告書 ）など、性被害の
現実を理解していない意見にショックを受けました。

45 人の議員と面談、性被害当事者の声を届
けました。刑法改正を議論する法務委員会でも、性暴力の実
態、被害者の心情を理解した発言をしていただき感激しました。

「生活の基盤がすべて加害者に依存
してしまっているような場合には、正常な判断が困難に
なる」（第３回会議議事録 ）、「暴行脅迫要件に引っか
かって不起訴の山」（第２回会議議事録）など、性暴力
被害の現実を理解した発言もあり、うれしく思いました。

110 年間、大幅な改正がなかった刑法が改正
されたことに心から感謝しています。懲役が5 年以上となり、性交
の範囲が拡大され、非親告罪化、監護者性交等罪などの創設に
力をもらいました。しかし、今回の改正では解決できなかった課題
もあります。私たちはその解決に向かって取り組みます！

改 正 が 実 現 するまで の 道 のり
2 0 1 7 年 の 刑 法 性 犯 罪 改 正

見直しする
➡ 2017年の改正でも対象にならなかった被害を、再度検討できる

見直ししない
➡ 被害が認められず救われない被害者が残る
➡ 罪に問われない加害者が処罰されず、更生の機会を奪われる

3年後を目処として、
必要があると認めるときは
見直しを検討する、
かも……!?
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国会審議を経て、改正刑法が 2017 年 6 月16日に成立、同年 7 月に施行されました。
事前の検討会で議論された9 つのうち、改正されたものと、改正を見送られたものとに分かれました。

改 正した 点 ・ 改 正しなかった 点
2 0 1 7 年 の 刑 法 性 犯 罪 改 正

改正前 2017年6月改正後

変
更

名称 強姦罪 強制性交等罪

犯罪の定義 男性器が女性器に挿入された場合のみ
被害者は女性、加害者は男性のみ

肛門性交・口腔性交も含める
女性以外も被害者に、男性以外も
加害者に

法定刑

3年以上の有期懲役／強姦致死傷・準強姦
致死傷は無期又は5年以上の有期懲役／ま
ず強盗、次に強姦をした場合は「強盗強姦
罪」となり無期又は7年以上の懲役。しかし
まず強姦、次に強盗をした場合は「強姦罪」と

「強盗罪」の単なる併合罪となり、無期懲役
にならない

5年以上の有期懲役／強制性交等致死傷・
準強制性交等致死傷は無期又は6年以上の
有期懲役
まず、強制性交等、次に強盗をした場合も、無
期または7年以上の懲役

親告罪 強姦と強制わいせつは親告罪（被害者が告訴
しなければ、検察は事件を起訴できない）

強制性交等と強制わいせつの非親告罪化（事
件の認定をもって、検察は事件を起訴できる）

新設

「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」18
歳未満の子どもを監護（生活全般を支える）
する親や児童養護施設職員など、その影響力
に乗じて性交・わいせつ行為をした者を処罰
できる

廃止

２人以上の加害者による強姦は「集団強姦
罪」となり、4年以上の有期懲役

「集団強姦致死傷罪」であれば無期または6
年以上の有期懲役

法定刑の引き上げに伴い「集団強姦罪」なら
びに「集団強姦致死傷罪」を廃止

変
更
な
し

性交
同意年齢

被害者が13歳以上の場合、暴行脅迫により、
抵抗できなかったことが認められなければ強姦
や強制わいせつにならない

変更なし
→積み残された課題３ （p7）をチェック！

公訴時効 強姦罪10年
強制わいせつ罪7年

変更なし
→積み残された課題1 （p5）をチェック！

暴行脅迫
要件 暴行又は脅迫を用いて 変更なし

→積み残された課題２ （p6）をチェック！

地位関係性

被害者と加害者の年齢差や従わなければな
らない人間関係（教師と生徒、指導者と教
え子、上司と部下）に関わらず、暴行脅迫に
より、抵抗できなかったことが認められな
ければ強姦や強制わいせつにならない

変更なし
→積み残された課題４ （p8）をチェック！
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衆議院附帯決議 参議院附帯決議

一
本法が成立するに至る経緯、本法の規定内
容等について、関係機関及び裁判所の職員
等に対して周知

本法の趣旨、本法成立 に至る経緯、本法
の規定内容等について、関係機関等に周知
徹底する

二

「暴行又は脅迫」「抗拒不能」の認定につ
いて、調査研究を推進するとともに、司法警
察職員、検察官及び裁判官に対して、被害
者の心理等について研修を行う

「暴行又は脅迫」「抗拒不能」の認定につ
いて、調査研究を推進、司法警察職員、検
察官及び裁判官に対して、被害者の心理等
について研修を行う

三

二次被害の防止、適切な証拠保全、かつ、
起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、
被害者の心情に配慮、処分の理由等につい
て丁寧な説明に努める

偏見に基づく不当な取扱いを受けることがな
いようにするとともに、二次被害の防止に努
める。適切な証拠保全を図る

四 性犯罪等被害の実態把握に努める
被害者となり得る男性や性的マイノリティに
対し、偏見に基づく不当な取扱いをしないこ
とを徹底する

五
被害者の氏名の秘匿、捜査及び公判の実
情や、被害者の再被害のおそれに配慮、検
討を行う

起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、
被害者の心情に配慮、処分の理由等につい
て丁寧な説明に努める

六 ワンストップ支援センターの整備を推進 ワンストップ支援センターの整備を推進

七 被害者の氏名の秘匿、捜査及び公判の実
情や、被害者の再被害のおそれに配慮する

八
児童が被害者である性犯罪については、被
害が特に深刻化しやすいことを踏まえ、被害
児童へ配慮した取組をより一層推進

九
性犯罪者は、再び類似の事件を起こす傾向
が強いことに鑑み、効果的な再犯防止対策
を講ずる

2017 年の改正では、国会衆参法務委員会の与野党が修正案を提出。実行にあたり政府や裁判所に
配慮を求めた附帯決議と、2020 年の見直しを検討する付随的な規定である附則を定めました。

政府は、法律の施行後三年を目途として、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。
附則（検討） 第九条

国会審議を経て、改正刑法が 2017 年 6 月16日に成立、同年 7 月に施行されました。
事前の検討会で議論された9 つのうち、改正されたものと、改正を見送られたものとに分かれました。

附 帯 決 議 が つき、見 直しの 検 討 へ
2 0 1 7 年 の 刑 法 性 犯 罪 改 正
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性犯罪は「魂の殺人」とたとえられるほど尊
厳を傷つける行為で、性被害を受けた人の
自殺率は6.4倍も多くなるんだよ※注2。身体
の殺人は時効がなくなったのに、性犯罪には
まだ時効があるんだね。

もっと性犯罪の特性を理解したうえで、公
訴時効を検討するべきだと思います。これま
では証拠の散逸や、記憶があいまいになるこ
とが問題視されてきましたが、現代は科学が
進歩してDNA鑑定の精度も高くなり、証拠
保全の期間も長くなりました。スマホなどの
電気通信機器や、SDカードなどの電子記
憶媒体に残った記録などからも、証拠が得
られやすくなっています。

子どもは自分の身に起きていることの意味が
わからない。たとえ意味がわかったとしても、
親を心配させると思うと言えない。10年以内
には訴えられないよ。

強制性交等罪＝10 年、強制わいせつ罪＝7 年を過ぎたら加害者を罪に問えない

つらい気持ちにフタをして生きてきて、何十年
も経ったある日、何かをきっかけに思い出す
……私もそうだった。

何年経っても「訴える」という選択肢がある
ことが大事だね。それによって加害者が更
生して再犯がなくなれば、新たな被害者も
生み出さずに済むよね。

性的虐待はめずらしくなく、子どもや若年層
ほど被害に遭いやすいのです※注1。性暴力
は被害者にとって、感情や感覚、被害の記
憶を忘却しないと生き延びれないほどダメー
ジが大きいものです。記憶がよみがえったら
普通の生活も送れないほどのPTSD症状に
さいなまれるケースがほとんどです。

▼なぜこのままだといけないの？

公 訴 時 効
2017年改正で積み残された課題 1

私たち性被害当事者は、
刑法性犯罪における
公訴時効の
撤廃を求めます

Aさんは4～10歳のとき、親戚の夫婦から日常的に性虐待を受けていた。男性は「このことを誰にもいうな」
とAさんを脅し、性的に侮辱する言葉をあびせ、性交した。女性からは性器に物を挿入された。Aさんは自分

の身に起きていることが理解できず、助けを求めることは不可能だった。その後、かい離で性虐待の記憶を失っていた
が、25年後に記憶がよみがえり、体調を崩して精神科を受診、精神科医からPTSDと診断された。弁護士に相談し
たところ「時効のため訴えを起こすことはできない」という答え。性犯罪に時効があるために、加害者を訴えるという“選
択肢”すら、Aさんには残されていなかった。　　　――― Springに寄せられた、事件化されない性暴力の事例

1  性暴力に対する正常な反応である「かい離」のため、被害者は被害を認識するのに時間がかかる。
2  記憶がよみがえってからはPTSD症状により、加害者をすぐに訴えることはできず、時効となってしまう。

やっぱり性犯罪に時効があること自体、お
かしいよ。時間が経ったからって許される罪
じゃない。スイスでは12歳未満の子どもの
性犯罪は時効を撤廃しているし、イギリスは
年齢問わず性犯罪に時効はないんだって！

※注1　平成29年度犯罪被害類型別調査ー警察庁
※注2　性的被害経験のある学生は非被害者の学生と比べ
　　　  自殺企図の割合が6.4倍（Tomasula et al, 2012）

▼ S p r i n g の 提 案

ケース

!



6

よって被害者が身の危険を顧みずに抵抗しな
かったとしても、一連の事情によって“抵抗で
きない心理状態がつくり出された”と証明でき
れば犯罪と認められます。

イギリスでは、被害者が性交に同意しておら
ず、加害者に被害者が同意していたと信じて
いる合理的理由がなかった場合には、性犯
罪が成立します。

日本も「対等な関係での、真摯な同意に基づ
く性行為でなければ性犯罪」という新しい価
値観で性暴力と向き合うべきだよ。

レイプには「強制性交等罪（刑法177条）」
か「準強制性交等罪（刑法178条）」のど
ちらかが適用されるんだね。

裁判で暴行脅迫が立証できなければ、不同意でも罪に問えない

Ｂさんは途切れ途切れだけど意識があり、
泣き叫んで抵抗を示していたから、準強制
性交等罪は適用されない。一方で、検察は

「暴行脅迫を立証できるほど、激しく抵抗
したとは言えず、強制性交等罪も適用され
ない」って判断したんだって……。

前者は、13歳以上の者に対し、暴行又は
脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性
交をすること。後者の準強制性交等罪は、
13歳以上の被害者を心身喪失あるいは抗
拒不能の状態にさせて性交等をしたり、そ
の状態であることを利用して性交等をする
ことです。被害者がお酒や薬物によって抵
抗できない状況は、後者に該当します。

1958（昭和33）年の最高裁判例では「被
害状況のみを取り上げるのでなく、相手（加
害者）の年齢、性別、素行、経歴、時間、
場所、周囲の環境、その他の具体的事情と
ともに解釈すべき」としています。

▼なぜこのままだといけないの？

暴 行 脅 迫 要 件  
2017年改正で積み残された課題 2

私たち性被害当事者は、
刑法性犯罪における
公訴時効の
撤廃を求めます

私たち性被害当事者は、
不同意性交を性犯罪と
することを求めます!

2017年11月、当時19歳のＢさんはスポーツクラブで知り合った40代前後の男性に誘われ、バーで強い
酒を何杯も飲まされた。気づくと男性の自宅にいて、無理やり性交させられていた。携帯電話で動画撮影す

る男性に、「やめてください、撮らないでください」と泣き叫んで言ったが、顔を隠すのが精いっぱいで抵抗できる状況
ではなかった。男性は「うるせえ、殺すぞ」と言い、Ｂさんは頭に毛布をかぶせられ息ができなくなった。検察側は、動
画を見て「動画を撮らないでほしいということはわかるが、性行為を嫌がっているかどうかわからない」として、証拠が
不十分である「嫌疑不十分」の理由で不起訴となった。　      　　――― Spring スタッフが取材をしたケース

1　激しく抵抗できなければ、暴行脅迫要件が適用されない。
2　途切れ途切れに抵抗したことで心神喪失も抗拒不能も認められず、準強制性交等罪も適用されない。

精いっぱい抵抗をしたのになぁ。暴行脅迫
が立証できるのは、どんな状況なの？

▼ S p r i n g の 提 案

ケース

!

このケースでは年齢差もあるし、「うるせぇ殺
すぞ」と言われて鼻と口を塞がれたのに、「暴
行」と認められなかったんだね。なぜ不起訴
になってしまったんだろう？

「嫌がっている＝不同意である」こと自体を罪
に問えるようにした方がいいのでは。
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「同意年齢」という言葉のせいで、同意能力
のことばかり議論されますが、本当は「年齢差、
上下関係があるなかで行われる性的接触か
ら、一定年齢以下の子どもを守る」という考
え方が重要です。少なくとも義務教育年齢以
下の子どもを法律で守らなければなりません。

子どもが成人から加害されて、同意がな
かったと認められた……。なのに現状の刑
法では、13歳以上だから大人と同じように
暴行や脅迫があったかどうかを問われるん
だね。

13 歳以上の被害者には、成人と同じ暴行脅迫要件が適用される

私も13歳のときに22歳の人から被害に
遭ったけど、暴行や脅迫なんてなくても、そ
れだけの年齢差があれば怖くて言うことを
聞くしかなかったよ。

義務教育において、13歳はまだ「性交」に
ついて教えられていないんだよ。それは妊娠
や中絶、性感染症の知識がないってことだ
よね。

性犯罪は10～20代の若年層が最も被害
に遭いやすいんです※注2。ここを法律でどう
守るかは大事なポイントですね。

18歳未満の未成年者は「青少年保護育
成条例」の淫行条例によって保護されてい
ますが、罰則が軽く初犯であればほとんど
罰金で済ませられることも問題です※注3。

▼なぜこのままだといけないの？

性 交 同 意 年 齢
2017年改正で積み残された課題 3

私たち性被害当事者は、
性交同意年齢を
「16歳未満」に
引き上げるよう求めます

2007年6月、24歳の男性が14歳の女子中学生に対し、知り合って2日目（付き合った当日）に性交した行
為が強姦罪（現強制性交等罪）として起訴された。少女が「今日は性交をやめておこう」と発言し、拒絶する

態度を示したことから、性交に同意していなかったことは認められた。しかし、加害者が「反抗を著しく困難にする程度の
暴行」を加えたとは認められず、少女が強い抵抗を示さなかったことで、加害者は少女が性交を受け入れたと誤信した
疑いは払拭できないとして、加害者に無罪を言い渡した。　　　――― 大阪地方裁判所　平成20年6月27日　判決

1　13歳以上の未成年者が成人から被害に遭っても、暴行脅迫があったと認められないと有罪にならない。
2　義務教育過程で性交の結果何が起きるのかを教えられないため、性交に対し適切な判断が困難 ※注1 。

中学校では性交について教えないのに、性
交同意年齢が、実質、小学生までで、中学
生が同様に保護されないのはおかしいよ。

※注1　学習指導要領 の解釈：中学校保健体育の学習指導要領は「妊娠の経過は取り扱わな
い」という、いわゆる「はどめ規定」によって「中学生に性交は教えてはならない」と解釈
されている。その結果、教科書に「性感染症を予防するためには性的接触はしないこと」
と記載されていても、そもそも性的接触がどういう行為なのか、そのリスクや意味を十分に
伝えられているとはいえない。

※注2　平成29年度犯罪被害類型別調査 - 警察庁
※注3　刑法では親などの監護者から18歳未満の子への性交・わいせつのみ暴行脅迫要件は

不要。条例では罰則規定（都道府県によって異なる）がある場合、刑事罰となる可能性
があり、2年以下の懲役と定めている自治体もある。 

▼ S p r i n g の 提 案

ケース

子どもは成長過程にあるのだから、大人と同
じように判断することがむずかしいよね。だから
こそ小、中学生の子どもは絶対に保護しなく
ちゃいけない存在ってことだよね！

!



8

身近な人に被害を相談しようと思っても、Ｄ
さんのように多くの葛藤があるのです。仮に
警察に届け出たとしても、暴行脅迫要件（6
ページ）が適用されて、抵抗の有無を問われ
てしまったら、裁判にすらならないこともあるん
ですよ。

加害者の地位や影響力が被害者よりも高
い場合、その立場を濫用して性暴力が起き
るし、被害者は抵抗することも、助けを求め
ることも困難になるんだ。

対等な関係性でないなら、暴行や脅迫がなく
ても性暴力を行えるという実態を踏まえる必
要があるんだね。

対等でない関係における被害は潜在化しやすい

Ｄさんのように上司と部下なら、仕事を失
うかもしれない。ほかにも、教師と生徒なら、
成績や進路に影響することが考えられる。
そうなると逆らったり助けを求めたりすること
は、すごくむずかしいよ……。

年齢差のあるきょうだいや、祖父やおじなど
の親戚が加害者だと、家族が加害者を守
ることもあるし、被害者が責められたり、孤
立したりしてしまうよ。

被害者と加害者が対等な関係性でない場
合、二者間で立場が上の者は、被害者へ
の影響力や信頼を利用・濫用し性暴力を
行えます。被害者は性暴力を訴えることで、
所属コミュニティや居場所を失うというリス
クを負わされるため、泣き寝入りをせざるを
得ないこともあります。

▼なぜこのままだといけないの？

地 位 関 係 性 を 利 用 した 性 行 為
2017年改正で積み残された課題 4

私たち性被害当事者は、
地位関係性を利用した
性犯罪規定の創設
を求めます

新卒で入社したＤさんは、部長Ｘの営業に同行した際、「仕事のことを話そう」と食事に誘われ、終電がな
くなるまで付き合わされた。「何もしない」という言葉を信じホテルへ行くと、無理やり性交をさせられた。社

内で絶大の信頼と実績があるＸに、自分が同意していなかったと伝えると「ついてきたお前が悪い」といわれた。Ｄさん
は「自分が訴えても相手にされない、仕事も失うかも」「自分が騒ぎを起こすとほかの女性たちにもマイナスになるだろ
う」と考え、被害を人事に相談できなかった。　　――― Springに寄せられた、事件化されない性暴力の事例

1　対等な関係性でない二者間で力関係を利用し、性暴力を行っている。
2　「所属コミュニティから居場所がなくなるかもしれない」という不安から、被害を訴えることが困難。

医者と患者、あるいは宗教指導者と信者の
場合、治療や儀式と騙された被害者が性
暴力被害に遭うこともあるよ。

▼ S p r i n g の 提 案

ケース

そのうえ被害者は「断らなかった自分が悪
い」と自分を責めたり、「私は同意したんだ」
と無理やり思い込もうとする。信用していた
相手からレイプの被害にあったと認めることは、
被害者にとってこんなにも苦痛が大きいんだ。

! !
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国・地域 暴行／同意 構成要件 性交同意年齢
絶対保護年齢 法定刑 公訴時効

日本 暴行脅迫

13歳以上の者に対し、暴行又は脅
迫を用いて性交、肛門性交又は口
腔性交（以下「性交等」という）を
した者／13歳未満の者に対し、性
交等をした者も、同様とする

13歳未満 5年以上20年以下の
有期懲役

強制性交等罪10年
強制わいせつ罪7年

イギリス 不同意

Ａが故意に自己のペニスを他人Ｂの
同意なしに膣、肛門又は口に挿入
／Ｂが同意するとＡが合理的に確
信していなかったとき

16歳未満 終身刑 時効なし

アメリカ
ミシガン州 強制／抑圧 強制または抑圧が性的挿入を成し

遂げるために用いられた場合 17歳未満 11月以上15年以下の
拘禁刑

犯罪が行われてから10年以内
又は被害者の21歳の誕生日ま
で起訴可能／DNAを含む犯罪
の証拠が得られた場合、いつで
も起訴可能

アメリカ
カリフォルニア州 不同意 積極的同意があるかどうか 18歳未満 3年、6年又は8年の

拘禁刑

18歳未満の場合、被害者の28
歳の誕生日前まで／収集された
生物学的証拠のDNA型鑑定に
よって犯人の身元が識別された
日の1年以内であれば，告訴可
能

フランス
暴行
強制
脅迫

不意打ち

暴行、強制、脅迫又は不意打ちに
よって実行する性的挿 入行為の
全て

15歳未満 10年以上15年以下の
拘禁刑

未成年者の場合，成人に達した
時から進行を開始し、満30年
／その他の時効期間は満20年

ドイツ 不同意
不意打ち

他人の認識可能な意思に反して、
その者に対する性的行為を行った
り、その者に性的行為を行わせたり、
性的行為を行うよう誘発した者

14歳未満 6月以上5年以下の
自由刑

児童の性的虐待の場合は30歳
まで時効を停止して、その後20
年間起訴可能

韓国 暴行脅迫

暴行又は脅迫により、人を強姦した
者 ／人に対し、口腔，肛門等の身
体（性器は除く）の内部 に性器を
入れ、又は性器、肛門に指等の身体

（性器は除く）の一部又は道具を 
入れる行為をした者

13歳未満

3年以上30年以下の
懲役／肛門・口腔性交、
異物挿入は2年以上
30年以下の懲役

13歳未満、身体的または精神
的障害があるものは時効なし／
未成年者は成人まで停止／未
成年者の場合，DNA証拠等そ
の罪を証明できる 科学的な証
拠があるときは，公訴時効を10
年延長

台湾 暴行脅迫
不同意

男女に対して暴力・脅迫・恐迫・
催眠術又はその他のその意思に反
する方法によって性交をした者

3年以上10年以下の
有期懲役

カナダ 不同意
被害者である男女の意思に基づか
ないで性交を含む性的接触を行う

「性的暴行（sexual assault）」

成人との
性的活動は
16歳未満

10年以下／被害者が
16歳未満の場合、短
期1年の拘禁刑を追加

ブータン 不同意 被害者の同意がない、あるいは脅迫
や暴行によって同意を得ている

インド 不同意
意に反して、あるいは同意なく、ある
いは同意が強要や脅迫によって得
られた場合

性犯罪の規定は国により異なります。海外では犯罪と認められても、日本では犯罪にならないケースがあります。
日本が海外より性犯罪が少ないわけではありません。

海 外 の司 法 制 度を知ろう
2 0 2 0 年に向けて私たちにできること
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ここまで見てきたように、積み残された課題は確かにあります。
けれど私たちは前を向き、それを見直し、声をあげることができます。みなさんの声を、お待ちしています。

S p r i n g とともにアクションを！
2 0 2 0 年に向けて私たちにできること

この 冊 子 を 手 に 取 った 皆 さんへのお 願 い

～ 私たちにできること～
沈黙のうちに語られるものに

とぎれとぎれに伝えられる言葉に

叫びだしたい気持ちのなかに

一人ひとりの「 声」を見る。

集まれ One Voice！

Spring では、

市民の「 声」を政策決定の場に届けるロビイング活動をしています。

「 刑法性犯罪を見直したい」「 一緒に声を上げたい」

そう思った方は、私たちと一緒にアクションを起こしましょう！

2020 年、刑法性犯罪の見直しを決めるのは、冊子を手に取った皆さんです。

議 員 の方 は …
▼ 知り合 いの議 員に冊 子をプレゼントする
▼ 冊 子を 勉 強 会 で 活 用 する
▼ 国 会 や 委 員 会 で 質 問 する

市 民 の方 は …
▼ 友 人 や 知 人に冊 子をプレゼントする
▼ 冊 子を 使って 勉 強 会を する
▼ 市 区 町 村 や 都 道 府 県 の議 員に冊 子を 手 渡しする
▼「           」に参 加 する

OneVoiceメッセージを書いて、写真を 撮影し onevoice@spring-voice.org にお送りください。
QRコードからもアクセス可能です。送っていただいたお写真は、下記の広報で使用させていただきます。
・Springブログへ掲載
・ツイッターでのつぶやき
・イベントのPR　　など　

一人ひとりの声はか細くても 

それを集めたらきっと

社会を変えるほどの

大きな「 声」になる。

届け One Voice！



日本初の法人化された性被害当事者団体として2017 年
7 月7日に設立しました。性被害後も生きる希望を持てる
社会の実現のため、アドボカシー活動を展開しています。

Webサイト  https://ameblo.jp/spring-voice-org/
M a i l   info@spring-voice.org 
facebook  @Spring20170707　　
t w i t t e r   @harukoi2020

「 見直そう！ 刑法性犯罪 ～性被害当事者の視点から～」
制作チームからのメッセージ

一 般 社 団 法 人 S p r i n g 編

山本 潤 （一般社団法人Spring 代表理事）

性被害を経験した私たちの声を聞き、実態に即
した議論がなされることを願っています。3年後の見
直し検討のチャンスを、ともにつかみましょう！

早乙女祥子
性被害にあっても強くしなやかに生きている人た

ちがたくさんいる、あなたもそうできるのだと、伝えたい。
当事者の声が、希望を持てる社会へ変える！

水野 栞
自分の身に起きたことが性犯罪であると、ちゃん

と認識される社会になるよう、願っています。大切な
ひとつひとつの声が、社会に届きますように。

志万田さをり
私たちはもう性暴力に対して無力じゃない。被

害者が自分の人生を取り戻せるまで、当事者として
声を上げつづけようと思います。

岩田美佐
性暴力を"なかったこと"にしなくていい社会に。

私たちにも社会を変える力があると信じて、たくさんの
人とつながり、声を届けていきたい。

佐藤由紀子
性被害後も生きる勇気と希望を持てる社会に

なるために、私たちは声を上げつづけます。ひとりでも
多くの人に私たちの声が届くことを願っています。

中野宏美
みんなの性暴力後の人生が、刑法性犯罪にき

ちんと位置づけられるように、声が届き、人がつながり、
社会が動くことを信じています。

一般社団法人 Spr i ng について

▼ご支援のお願い 
性暴力の実態に即した法律の制定を目指す、
私たちの活動へのご協力をお願いいたします。

見直そう！ 刑法性犯罪
～性被害当事者の視点から～

編集：一般社団法人 Spr ing

編集協力：三浦ゆえ（Spr ing）

デザイン：秋吉あきら

発行：2018 年 10 月 

本冊子は「WAN 基金助成事業」により
作成されました。

クレジットカードでの
支払いはこちらから

あなたの応援が
私たちの励みになります。

Spr ing 会員制度の詳細

ht tps ://pne .c lub/spr ing
※QRコードを読み取り、
リンクからお申し込みください。

　
※QRコードを読み取り、
リンクからお申し込みください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第１１回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年１１月２７日（水）   自 午後 １時３３分 

                        至 午後 ３時０５分 

 

第２ 場 所  法務省共用会議室２ 

 

第３ 議 題  性犯罪加害者臨床の専門家からのヒアリング 

        その他 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○薊秘書課補佐官  

それでは，定刻となりましたので，性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキ

ンググループの第１１回会合を開催いたします。 

  まず，議題１の性犯罪加害者臨床の専門家からのヒアリングを行います。 

  本日は大森榎本クリニック精神保健福祉部長の斉藤章佳先生に御出席いただいており

ます。 

  最初に，私から斉藤先生を御紹介させていただきます。斉藤先生は大森榎本クリニッ

クにおいてソーシャルワーカーとして約２０年にわたり，アルコール依存症を中心に，

ギャンブル，薬物，摂食障害，性犯罪，虐待，ＤＶ，クレプトマニアなど，様々な依存

症問題に携わってこられるなど，依存症治療に関する幅広い知見をお持ちでいらっしゃ

います。また，御専門は加害者臨床で，現在まで２，０００名以上の性犯罪者の治療に

関わってこられ，最近は小児性愛障害に関する書籍も著されました。本日は，性犯罪治

療の現場からというテーマに沿って，まず斉藤先生から御説明頂き，その後，質疑に御

対応いただく予定となっております。 

  それでは，斉藤先生，よろしくお願いいたします。 

 

○斉藤先生  

斉藤です。よろしくお願いいたします。今日はお招きいただきありがとうございまし

た。 

  今日持ってきた資料，一応，確認だけさせていただきます。今日ちょっとスライドの

データの中には入っていないんですが，榎本クリニックで約１３年間，この臨床をやる

中での患者さんの属性等に関するデータが入った論文1ですね，これが今日持ってきた一

つです。 

  あと，来週なんですけれども，毎回，日比谷コンベンションホールで開催しておりま

す，「性犯罪をなくすための対話」という会合があります。今回は児童ポルノを扱う予

定になっております。私からは小児性犯罪者と児童ポルノの関連について話します。今

日は特にペドフィリア（幼児を性的欲求の対象とする性的倒錯）の話に特化しないんで

すが，児童ポルノを愛好する人たちから，「児童ポルノを所持している人がみんな事件

を起こすわけじゃない」と主張されることがあるんですが，今回，当クリニックで約１

５０名の小児性愛障害と診断された人のヒアリングをした結果，９５％以上が児童ポル

ノを所持した経験があり，それが引き金になっているという結果が得られましたので，

その辺りの報告も含めて，話したいと思います。この話になると必ず，特に二次元の児

童ポルノ問題は表現規制の話と関わってきて，そこで不毛な対立がよく起こるんですが，

エビデンスとして，彼らが児童性加害の行動化に至るきっかけとして，もしくは再犯の

                             
1 斉藤章佳「性犯罪治療の現場から－性犯罪者の包括的地域トリートメント－」，『アデ

ィクションと家族』第 33巻２号 
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トリガー（引き金）として児童ポルノがあるというところを少し話せればと思っていま

す。 

  あと，１１月２０日に『「小児性愛」という病－それは、愛ではない』（ブックマン

社）という著書をまとめました。いまだにこの小児性愛という性「嗜好」を性「指向」

と捉えている方がいらっしゃって，精神医学的には明確に性嗜好障害，もしくはパラフ

ィリア障害群の中に入っているんですが，「ＬＧＢＴと同列で扱うべきだ」と主張する

人もいらっしゃって，この辺りも含めた学問的なすみ分けも書いてあります。ＬＧＢＴ

など性指向や性自認と分けて考えるべきであると。あとは，ペドフィリア特有の認知の

ゆがみ，もしくは，どういうふうに治療していけばいいのか。最後の方では，彼らを生

み出しているこの日本社会，ペドフィリアを生み出している日本社会についての話が書

かれております。 

  最後，これは痴漢の加害者の人の告白2です。実際に３０年間，痴漢を繰り返してきて，

治療を受けた後に１０年間やめているんですが，その方が，やめられなかった時期，や

めてからどういうふうに生活しているか，それを加害者の告白という形で冊子にしまし

た。加害者の実態を知ってもらう上では非常に重要な告白かなと思いますし，痴漢の問

題というのは日本で一番，性犯罪としては多いので，この辺りを知ってもらうためにつ

くりました。 

  本日の配布資料は以上になります。 

  皆さんの手元にはこの論文を用意していただいて，時々使いたいと思いますので，そ

ちらでお願いします。 

  では，進めていきたいと思います。私自身は榎本クリニックという精神科で今，約２

０年ぐらい臨床をやっております。性犯罪に関する加害者臨床は，後で年表が出てきま

すが，平成１６年に奈良の女児誘拐殺害事件があって，その後，確か小泉政権でプログ

ラムを立ち上げなさいという話になり，その翌年から矯正施設でＲ３（「性犯罪再犯防

止指導」，以下省略）が始まったと思いますが，実はＲ３が始まった時期と同じ時期に

榎本クリニックではスタートしております。ですから，１３年間継続して取り組んでい

るという状況です。平成３１年４月末で受診者数が２，０００名を超えました。これも

極めて氷山の一角で，性暴力はおおむね，その７割が顔見知りの間で起きます。残りの

３割が見ず知らずの関係でということになっておりますが，当クリニックに来る加害者

は見ず知らずの関係で行う人が９割以上です。そういう意味では，当クリニックに来る

患者は，性犯罪の全体の３割の中の，更に氷山の一角ということになります。そのよう

なバイアスがあるんですけれども，おおむね日本の性犯罪の現状を表しているというふ

うに私は理解しています。特に，当方に来院する加害者の人は全て男性です。女性はい

ません。刑事手続の入り口段階で来院する方が多いので，加害者という前提として，今

                             
2 ・リディラバジャーナル：痴漢大国ニッポン「社会問題」として考える痴漢 

https://journal.ridilover.jp/topics/20 

 

https://journal.ridilover.jp/topics/20
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日は男性の加害者ということで話をしたいと思います。よく，「女性の加害者もいるだ

ろう」みたいな話が時々出てくるんですが，私がこれまでに現場で関わった方々は男性

の加害者でしたので，以後の話は男性加害者を想定した話になります。 

  今日は，矯正施設内処遇から社会内処遇，そして地域トリートメントへ。矯正施設内

処遇はＲ３を指しています。社会内処遇は保護観察所でのプログラム，地域トリートメ

ントは我々が行っている再発防止のプログラム，この先にもう１個あって，コミュニテ

ィーへの再統合支援というのがあります。性犯罪者のコミュニティーへの再統合支援と

いうのは，彼らが社会内で再犯防止していく上で最後のとりでです。これは就労を含め

た，社会内で彼らとどう共存して生きていくかという非常に重要なテーマです。今日は

そこはちょっと時間がないので省きますけれども，こういう一連の流れの，連続した処

遇の流れの話をしたいと思います。 

  これは２年前に私が出した本ですね。『男が痴漢になる理由』（イースト・プレス）

という本で，日本で最も多い痴漢に関する認識を覆すという内容で，現場でのエビデン

スを基に，加害者の実態，そして被害者の実態を明確にすることで，セカンドレイプを

防止していくことを目的に書きました。 

  性犯罪は性欲原因論が基になっていると主張している人もいますが，当クリニックで

ヒアリングした結果，性欲が原因でやってしまったとか，性欲が強過ぎてやりましたと

いう人はほとんどいないです。性暴力というのは，性欲だけではなくて，それ以外の

様々な複合的な快楽が凝縮した行為であるということを当事者のヒアリングから明らか

にしています。そして,そろそろ性犯罪を性欲だけで語ることをやめましょうというこ

とを提言した本になります。その中で出てきたのが，まあこれは電車に普段乗っている

男性はそういう男性が多いだろうという主張もあるんですが，四大卒で妻子がいるサラ

リーマンが，実は最も痴漢の加害者として多い層である，そして，盗撮も四大卒で妻子

がいるサラリーマン，この層が最も多い層であると，いわば普通の男性がそういう加害

行為に及んでしまうんだということをちゃんとデータを基に明らかにしました，という

内容になっております。 

  今日は社会内処遇のところを中心に話したいと思います。私は定期的に刑務所にも，

依頼があればプログラムをしに行っています。某地方刑務所で聞いた，ある性犯罪者の

メッセージです。「先生，俺，このまま刑務所から出たくない，また絶対にやってしま

う，分かっているんだ。」という話を彼から聞きました。彼は累犯で，恐らく今回も満

期出所，そして，出た後は金なし，ヤサ（家）なし，ガラ受け（身元引受人）なしとい

う，再犯を起こしやすい条件がみんなそろっているわけです。なので，彼は，出たらま

たやってしまうというのは分かっているから，できればずっと刑務所にいたいという話

を真剣な顔でしてきました。私はこれに対して何も答えられなかったです。正論を言っ

てもしょうがないですし，私もこういう累犯でかつ満期出所者の社会内処遇の現状を知

っていますので，何も答えられなかったと。こういう彼のメッセージは一体何を意味し

ているんだろうかというのを考えて，その社会の機能不全に介入して，人と人，もしく

は人と場所をつなげていくのが我々の仕事です。ですから，彼のメッセージを一つのヒ
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ントにして，どういうふうにしていけば社会内での治療と，彼らが社会内で再び再犯せ

ずに生きていく土壌が作れるかというのを考えてまいりました。 

  では，プログラムの立ち上げの背景に行きます。当クリニックでプログラムを立ち上

げたのは，ちょうどＲ３が始まったころで，恐らく日本の社会内でやっている治療とし

ては日本で初めての試みだったと思います。以下は,日本犯罪社会学会で２０１２年に

発表した内容です。日本の性犯罪の社会内処遇における問題点の一つは，矯正施設内処

遇と社会内処遇，あと，我々の地域トリートメントの連携ができていないということで

す。ぶつ切り処遇になってしまっている。 

  あと，矯正施設内で性犯罪の再犯は，基本的には起こりません。Ｒ３の経験者のコメ

ントなどでも，「あの中では起きないよね」というのが彼らの正直なコメントです。 

  あとは，出所後のコーディネート業務やフォローアップ体制，ここが非常に未整備で

あること。あと，保護観察対象者であっても，遵守事項として継続した専門プログラム

への参加継続指導がないということです。ここは最後，治療的保護観察という話を少し

したいと思います。 

  あと，薬物療法ですね。多分，性犯罪治療の領域で一番遅れているのは，この薬物療

法だと思います。当クリニックではホルモン療法はやっていないんですが，抗精神薬に

よる薬物療法をやっております。それによって性欲を減退させて，いわゆる認知行動療

法プラスアルファの転ばぬ先の杖として，治療に取り組んでいる方がいらっしゃいます。

この薬物療法のエビデンスを積み重ねていくことも今後の大きな課題だと思います。あ

とは，やはり専門家や受け皿がほとんどないということだと思います。 

  これからプログラムに入っていく前に，私がこのプログラムを立ち上げたきっかけに

ついて話をします。それは，ペドフィリアのケースでした。当時担当していた方で，ア

ルコール依存症のケースだったんですが，彼が断酒をして３年ぐらいたったときに，ク

リニックに来なくなりました。その後,警察署から電話があって，「実は今，勾留して

います。通院されていたと思うので，通院時の情報を教えてください」という照会が来

ました。私はすぐその方に面会に行って，事情を聞いたら，実は飲酒が止まっていた間

に子どもへの性加害を繰り返していたと。実は彼，過去にもそういう犯罪歴があったと

いうことを知って，私は非常にショックだったわけです。ただ，彼はこういう子どもへ

の性嗜好を相談したり，話す場所がなかった。アルコールについては自助グループ（Ａ

Ａ：アルコホリックス・アノニマス）やクリニックでの治療があるんですが，この小児

性愛的嗜好の話は誰にもできなかったと。 

  当時，私もいろいろな文献を当たりましたが，参考になるものはありませんでした。

結局,たどり着いたところが，アルコール依存症の自助グループで,そこで使われている

アルコール依存症の人たちの『ビックブック』というバイブルがあるんです。その中に

こういう一節があります。「我々は酒が止まって自分の本当の問題に気づいた，それは

性の問題だった」というくだりがあります。私はこのくだりにばったり出会って，電撃

が走りました。これはやはり，性の問題を抱えた人の受け皿が社会の中で必要だと思っ

て，１３年前に立ち上げたというのがきっかけになっております。もっと詳しく話すと
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すごく長いエピソードになりますが，今日は省略します。 

  その後に，ちょうど２００７年に法務省主催でウィリアム・マーシャル先生を呼んで，

シンポジウムがありました。マーシャル先生というと，カナダでいわゆるこの性犯罪の

研究や治療では，神のような存在です。彼のお弟子さんが今，世界中でこのプログラム

を広げています。彼がその中で，「どんなハイリスクな性犯罪者も必ず変わることがで

きる」と言ってました。それにはちゃんと根拠があって，それはエビデンスに基づいた

治療と根気強くセラピストが関わっていくこと，そして，社会内でどう彼らを再統合支

援していくか，この辺りをしっかりとやっていければ，必ずどんなハイリスクな人も変

わることができる，こういう力強いメッセージがありました。私もこれを今でも鮮明に

覚えています。 

  【スライド７】これが年表ですね。平成１６年の奈良の女児誘拐殺害事件からさかの

ぼって，我々のクリニックでずっと取り組んできた，その年表になります。ちょうど２

００６年からＲ３と，我々の方でもプログラムがスタートしております。 

  その後，加害者の家族支援ですね。これは当クリニックでやっております。被害者側

はもちろんですが,性犯罪を身内の誰かが起こして，その後，一緒に生活している家族

は本当に苦しい思いをします。特に性犯罪という，特殊性ですね。裁判へ行けば傍聴人

がたくさんいますし，この性犯罪を追い掛けているマニアもいます。ネットでの誹謗中

傷や，親の職場にマスコミが押し掛けるとか，こういうことが実は加害者家族の中では

日常茶飯事であります。ですから，クリニックでは，この加害者家族のケアは，彼らが

再犯防止していく上で，もしくは彼らが出所後に戻る先として，クリニックが支えない

といけないなという思いのもと，２００７年に始まり，もう始めて１０年以上経ちます。 

  その後，いろいろなプログラムを作ってきました。２０１２年３月，ハイリスク群に

特化したプログラムを精神科のデイナイトケアという枠組みで,重複障害のあるハイリ

スクな人たちのプログラムを始めています。ここには累犯のペドフィリアの人が多いで

す。あと暴力的なレイプをやってきた人とか，世間を騒がせた有名な事件の加害者も来

ることがあります。こういうハイリスク群のプログラム，という形でずっと経過してい

ましたが，去年，子どもに対する性犯罪を繰り返す人に特化した治療グループ（ＳＰ

Ｇ：Sexual addiction Pedophilia Group－meeting）を始めました。 

  次はもう御存じのとおり，エビデンスに基づいた治療の三原則です。リスク，ニーズ，

治療反応性の原則，これは矯正施設でもＲ３の分類でやっていると思いますが，当クリ

ニックでもこの原理・原則にのっとってリスクアセスメントをし，変化させやすいリス

ク,つまり動的リスクにターゲットを絞り，そして，我々が最も重要視しているのは，

最後の治療反応性の原則です。現在は,クリニックに多岐にわたる性加害者が来ます。

特に発達障害圏の人が増えています。いわゆる自閉症スペクトラム，ＡＤＨＤやＡＳＤ

ですね。この辺りを背景に持った軽度発達障害や軽度知的障害の方が増えてきています。

こういう対象者には従来の認知行動療法は余り効かないですね。今ちょうど，『ケーキ

の切れない非行少年たち（宮口幸治著）』という本が話題になっていますね。あの中に

は認知行動療法が効かない性非行少年たちにどうアプローチしていけばいいかというこ
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とが非常に分かりやすく書いてあるんですけれども，こういう方々はグループセッショ

ンでまとめて対応するとか，従来のワークブックを使ったスタイルが適さない人たちで

す。ポイントを絞れば効果的な対象者もいますが,彼らは個別の対応の中で，彼らの学

習スタイルや彼らの思考パターンをしっかり理解した上で対応していかないと，画一的

な関わりが彼らの治療ドロップアウト率を高め，そのことが再犯リスクにつながってし

まうという問題が出てきます。この治療反応性の原則というのはこれから一番重視しな

いといけないところだと思います。 

  【スライド９】これはそのデータですね，ちゃんとその方のリスクに合わせたプログ

ラムをやっていくことで再犯率が抑えられるという，世界共通のエビデンスです。 

【スライド１０】これが，当院が採用しているリスクアセスメントツールとして使っ

ているＳｔａｔｉｃ－９９です。初診のときに必ずこれをやります。そして，低リスク，

中リスク，高リスクに大体分けます，これはＲ３の分類とも多分共通している部分があ

ると思います。分けた上で３つのプログラムコースが設けられています。 

  ハイリスクな人はみっちり３年ぐらいかけてやります。中リスクの人は大体１～２年，

低リスクの人は半年ぐらい。ただ,これで終わりではなくて，これはあくまでも集中的

にプログラムを受ける期間です。ハイリスクの人の中で,最も密度の濃いプログラムは，

月曜から土曜まで，週６日デイナイトケアで朝９時から夜７時までを３年間取り組んで

いる人もいらっしゃいます。薬物療法もセットで，かなりがっちりとしたプログラムで

す。もうちょっと突っ込んで言うと，住んでいるところから車で送迎している対象者も

います。つまり，道中での再犯という危険性もあるので，送迎付きで通院する，そうい

う対応をしている人もいます。やはりそれぐらいやらないと，なかなかこのハイリスク

群の人を社会内で見ていくことはできないです。何か本当に小さなきっかけで，すぐ再

発してしまう人たちがいますので，このような枠組みで日々彼らに向き合っています。

実はこの送迎がすごく重要なんですね。要は，東京だと電車を使わないといけないので，

もう電車というのはトリガーの宝庫なんです。したがって，車を使って通院するという

のは非常に重要な，我々にとっての治療ツールになっています。 

  【スライド１１】こういう感じで分けてやります。低リスクの人が高リスクの人のプ

ログラムの中に入ることはありません。これはもう皆さん御存じのとおり，そういうこ

とをしてしまうと低リスクの人の再犯リスクが上がってしまうからなんです。あとは，

取り組む順番というのも重要です。リスクマネジメントが第１段階，その次に認知のゆ

がみ，そして，最後に被害者への責任について取り入れてやっていきます。 

  昨日あったんですが，被害者の人が実際に来てくれて自分の被害体験を話してくれる，

そういうプログラムがあります。「被害者からのメッセージ」というプログラムなんで

すが，これが非常に奥が深くしんどい内容で，彼らには今までにない学習になっていま

す。実際に被害者の体験を生で聞くという機会，もちろん当事者同士が鉢合わせるとい

うのはあってはならないので，このプログラムで被害者として来てくれている方は，当

クリニックに来ている加害者の人が当事者ではない人です。そういうプログラムを定期

的に設けています。ただ，これを治療初期でやると，余り効果は高くないと言われてい
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ます。被害者の声に耳を傾けず，逆に反発したり，また，自責の念にとらわれて自分を

責めてしまって，再犯リスクが上がるということが起きてきます。ですから，リスクマ

ネジメント，認知のゆがみの修正，そして最後に「被害者からのメッセージ」に取り組

んでいくと，大体３年ぐらいかけてやっていきます。これは加害者臨床における変化の

ステージモデルと言っています。やみくもにではなく，彼らの変化のステージに合わせ

て，効果的なタイミングで被害者の声を聞くプログラムをやっていくというところを実

践しております。 

  次はリラプスプリベンションモデルですね，当院で採用している治療モデルで，これ

はＲ３の中でも採用されていると思います。アラン・マーラットが提唱したものです。

再発防止に最も効果的な，リスク回避型の治療モデルです。シンプルに言うと，問題行

動が再発しやすい状況や引き金を特定する，そして，それに対する対処行動を学習する。

Ｒ３ではどちらかというと，この１番の方に重点を置いていると思います。プラス，認

知のゆがみですね。Ｒ３の中では認知の歪みにも焦点を当ててプログラムをしていると

思います。これは当事者のヒアリングなんかをしていても，同様の回答が得られます。 

  社会内におけるプログラムは，やはりこのコーピング（対処行動）が大事です。刑務

所の中ではなかなかそのコーピング・スキルを実践する機会がありません。なぜかとい

うと，男性しかいないのと，彼らはやはり刑務所にいる間はスイッチが入らないからで

す。刑務所にいる間に治ったと勘違いする人もいます。もう大丈夫だよね，Ｒ３やった

から，俺はもう完璧だと錯覚する人もいます。ですから，なかなかコーピングを実践す

る機会がありません。クリニックでの治療では，このコーピング・スキル，これをとに

かく重要視しています。コーピングに始まってコーピングに終わると言っても過言では

ありません。 

  実際にこのコーピング・スキルをプログラムの中で実践してもらいます。例えば，ス

ライドの最後の方にセッションの風景のスライドがあるんですが，二人一組で，今日は

このコーピングを練習しましょうと，スライドに出ているのは保冷剤を使ったコーピン

グです。欲求が高まってきたときに保冷剤をぐっと握ると欲求が低減するというのを実

際に体験してもらう。これはみんなが低減するんじゃなくて，効果のある人とない人が

います。効果のある人は，それをすぐに実践してもらいます。こういうコーピング・ス

キルがとにかくたくさんあります。これを開発するのが我々の仕事なんです。今，この

コーピング・スキルが３００種類ぐらいあります。これは本人に自分で考えてくれと言

っても難しいです。従ってリストの中から選んでもらって，電車乗るとき手袋をはめる

のを使いますとか，ウォークマン，耳に当てるイヤホンを常に電車の中では使いながら

乗りますとか，鈴を鞄につけますとか，あと，今はいろいろなアプリがあるので，これ

を使ったコーピングもあります。このように，本当にたくさんのコーピングの中から，

その人にフィットしたものを選んでもらいます。選んでもらったら，選んで終わりだと

意味がないので，生活の中で実践してもらいます。実際に，「あっ，自分の中でリスク

が高まったな」というときにやってもらって，それをやることで欲求が低減する，これ

は効果があるわけです。効果があれば，それを繰り返してやってもらいます。こういう
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ふうにして新しい条件反射を作っていきます。このような地道な，本当にシンプルなん

ですが，根気よく積み重ねていきます。 

  コーピングでいうと，コーピングも効かなくなるときがあります。最初は効いたけれ

ども，慣れてくると効かないと。この前やったらうまくいったのに，今回は全然欲求が

収まらないということが起きてきます。これを我々は「コーピングの耐性」と呼んでい

ます。なので，コーピングは１種類じゃだめなんです。複数持っておかないと，いつか

効かなくなるんです。慣れてくるわけです。薬物のワークブックなんかによく，輪ゴム

をパチン，みたいなのがありますね，あれもコーピングなんですが，あれをやっている

人も実際にいます。ということで，このコーピングが大事だというところを強調してお

きます。 

  あとはグッドライフ・モデルですね。グッドライフ・モデルというのは，その人自身

がどう幸せになっていくか，将来どうなっていきたいか，性暴力という方法を使わずに，

どういうふうに彼らがなりたい自分になっていくか，これを実現していくためのプログ

ラムです。今日はちょっと詳しい内容は避けますが，ワークブックがこうやってちゃん

と出ていて，クリニックでも取り上げています。 

  どちらかというと，このリラプスプリベンションが実践向きで，このグッドライフ・

モデルというのはどちらかというとフィロソフィー，哲学の部分です。この二つのモデ

ルをうまく融合させながらプログラムを行っています。 

  【スライド１４】これもよく見る図ですけれども，引き金から始まって，行動化と続

きます。彼らはいきなり欲求が高まってやってしまったと言う人がいるんですが，そう

いうことはまずありません。再発というのは，その瞬間，瞬間で起こるのではなくて，

日常生活の連鎖プロセスの中で起きています。ですから，クリニックでなぜ長時間プロ

グラムをやるかというと，彼らの日常生活の人間関係，刺激に対する反応の仕方とかそ

ういうところから見直していきます。実は引き金がもう引かれて，再発の準備が起こっ

ているわけですね。そういうところをクリニックでは長時間見ていくことで，彼らの再

犯防止に実践的に役立てていきます。朝９時から夜７時まで，非常に長い時間ですけれ

ども，その中で，やめ続けていくことを学習していってもらうための治療をやっており

ます。 

  【スライド１５】これもよく治療で使うやつですね。彼らが頭の中で常に反すうして

いる四つのｉｎｇです。スケジューリング，モニタリング，コーピング，シェアリング。

刑務所の中に来ている層と我々のところに来る層は若干違うと思います。我々のところ

に来院する方は，仕事を持っている層も多いですし，比較的所得層も高いです。知的レ

ベルもまあそれなりにある方もいれば，非常に高学歴の方もいますから，学習すること

は苦手ではなく，皆さん，新しいことを学び，それを実践して，うまくいったときに自

己肯定感が上がる，こういう体験はすごくやはり大事です。このスケジューリングにし

ても，モニタリングにしても，コーピングにしても，シェアリングにしても，これをち

ゃんと実践していくことで，やめ続けることが可能になってきます。 

  この中で１個だけ，重要だというところを挙げておきます。４番目のシェアリングで
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す。これは何かというと，必ずクリニックのプログラムではキーパーソンを決めてもら

います。これは，再犯防止に一緒に取り組んでいく上で本人に伴走してくれる人です。

キーパーソンには条件が三つあります。一つは，トリガーにならない人，これが一つ目

です。同居している家族でも，引き金になるような人はやはりいますので，トリガーに

ならないというのは大事なことです。二つ目は，その人の過去の犯罪歴を知っているこ

と。そして三つ目は，危ないときにちゃんと相談できる人です，ＳＯＳが出せる人。極

論，再犯したときにちゃんとカミングアウトできる人，これがキーパーソンの条件です。

常にこのキーパーソンと，その人のスケジュールや，プログラムではリスクマネジメン

トプランというのを作るんですが，そのリスクマネジメントプランを共有してやってい

きます。キーパーソンは家族のことが結構多いので，家族は家族支援グループでちゃん

とサポートしていきます。ということで，家族支援グループと本人の当事者のグループ

が連携しながら再犯防止に取り組んでいきます。 

  【スライド１６】これは先ほどの保冷剤を握るセッションの様子ですね。サラリーマ

ンの方も結構いるので，スーツで来ている方もいますね，仕事終わった後に来ている人

たちです。実際の再発というか，その定着率については，これは皆さん気になるところ

と思いますが，私，東京地裁やほかの裁判所で，よく情状証人に立つことがあります。

今も大体，裁判はいつも３，４件ぐらい同時並行で抱えています。情状証人で立つとき

に，必ず検察側から，プログラムの定着率，そして再犯がどれぐらいあるか，この辺り

を聞かれます。もうこれは裁判で答えていますので，実際の治療成績を簡単に紹介しま

す。さっき２，０００名という話をしました。２，０００名のうち約半数が１回の受診，

若しくは受診してプログラム１回参加で脱落します。もうこれが，隠しようがない実態

です。当クリニックには，あくまで本人の意思でみなさん来ています。もちろん刑事手

続の入口支援の段階で，裁判があるから来るという人もいますし，家族に勧められて来

るという方もいます。ただ，あくまでもこれは本人の自由意思です。その実態が，約半

数は１回，若しくは１回のプログラム参加でドロップアウトです。 

  我々も，ここの定着率をいかに上げていくかは，ずっと考えてきました。初診のとき

に誓約書を必ずとります。クリニックのプログラムは基本はやはり３年，３年継続とい

うのが我々の中で重要な臨床的な感覚です。誓約書には３年継続するという文言が入っ

ています。その誓約書にサインできない方は基本的に初診で終了になります。ですから，

１，０００人，中断しているというのは，そこの理由もあります。ただ，サインしても

法的拘束力はないですから，ドロップアウトする人ももちろんいます。ただ，そこで誓

約書にサインしたということは，一応それを弁護士さんや家族と共有しますので，ある

程度のドロップアウトを防ぐ要因にはなっております。 

  そして，我々のクリニックでの，いわゆる長期定着群ですね，３年以上続けている長

期定着群が今やっと５０名ぐらいです。これが多いと見るか，少ないと見るかですね。

今，最も長い方が１１年，２人いらっしゃいます。１１年間プログラムを継続している

方，この方々はもちろん再犯していないです。１１年間，自分のお金を払いながら来て

いるわけです。私の本音としては，本当に悲惨な性犯罪を繰り返してきた人をたくさん
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見ているので，本来は一生かけて継続してほしいと思っています。一生かけて取り組ん

でもらいたいというのが本音ですが，今のところ１０年以上続けている人は２人，非常

に貴重な存在です。 

  彼らに私もよく聞きます，何でそれだけ継続できるのか，彼らは２人とも大体同じこ

とを言います。もう認知行動療法のノウハウとかは頭にほとんど入っていますので，彼

らは忘れないためだと言ってます。継続しないと忘れてしまうんだと。だから，ここに

来ます。ここに来ると，最初のころ，自分が通ってきたときのことを思い出す。それは，

新しい参加者を見て思い出す。あとはやはり，この思い出す作業は日常生活の中ではな

かなかできない。だから継続して通院して思い出さないとだめなんだと。ここまで考え

られるようになるといいんですけれども，ここまで来るのにやはり相当長い道のりがあ

ります。 

  加害者臨床に必要な視点として。私が長年取り組んでいるのは加害者臨床という領域

です。『家庭の法と裁判』（日本加除出版）という雑誌において，ストーカーの臨床を

しているＮＰＯ法人ヒューマニティ代表の小早川明子さんと，私は性犯罪，ＤＶの臨床

もずっとやってきたので，ＤＶ加害の臨床や性犯罪の臨床家の私との対談が載っていま

す。そこに重要なエッセンスがたくさん載っているんですが，我々のやっている領域は

加害者臨床といいます。これは，時々名称を間違える方がいて，加害者支援と呼んでい

る方がいます。これは支援ではないというのを私，よく言うんですけれども，必ずこの

加害者の臨床は，背景に被害者がいるという前提でやっていきます。内容がいかに正し

くても，加害者支援という位置付けにしてしまうと，それを被害者側がどう感じるか，

これを常に考えてやっていかないといけないです。 

  我々の目の前にいる患者さんの背景に，彼らが何百人，何千人と被害者を出してきた，

この被害者が背景にいる，それを前提に臨床を組み立てていきます。これをダブルクラ

イエント構造といいます。非常に特殊な臨床領域です。ですから，余り共感という言葉

は使わないです。例えば，過去にひどい虐待を受けてきたと，患者自身も性虐待や性被

害を受けていたと，もしかしたらそれがリスク要因になって，大人になってから加害行

為を繰り返してしまう。確かに，患者自身の過去に起きた出来事のケアは必要かもしれ

ないです。ただ，加害行為の責任とは分けて考えます。それはそれです。まずは再発防

止が重要です。被害者を出さないということが何よりも最優先です。再犯防止スキルが

しっかり身についた上で，過去のトラウマのケアに着手していきます。原因と責任をち

ゃんと分けます。ここが非常に加害者臨床の中では重要です。決して過去のトラウマの

ケアはしないわけじゃないです。そこももちろん時間をかけてやる必要あるんですが，

まず重要なのは，その加害行為を止めるということです。ここ抜きにしては，この加害

者臨床は成り立ちません。ですから，よく被害者支援と加害者臨床は車の両輪であると

言われますが，そういうところが実はこの加害者臨床に必要な視点だと思います。 

  【スライド１７】五つぐらい書きましたが，この加害者臨床にもエビデンス・ベース

ド・プラクティス，これがやはり重要です。やみくもに被害者の声を聞かせればいいん

だということではなくて，彼らの治療反応性の原則，その変化の段階に応じたアプロー
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チをちゃんとしていくこと，それによって効果のあるものを続けていくこと，これは

我々のプログラムの中でもコーピングによく表れます。コーピングは効果のないものは

消去していきます，効果のあるものを残していきます。これも日々，選択と，そして判

断ですね，選んで，そして効果のないものは捨てていく，効果のあるものを残していく，

ここに焦点を当てます。それはなぜかというと，この性犯罪の加害者臨床では再発防止

が最も重要だからです。効果のないことをやって，それが再発につながるのであれば，

効果のないことはやめていくべきです。効果のあることをやっていきます。 

  そして，やはりこの刑罰や監視によるアプローチの限界，これはあります。埼京線に

防犯カメラがついたとき，クリニックでいわゆる痴漢の常習の加害者が言いました。防

犯カメラは確かに初犯の人や，まだ痴漢をしない，していない潜在的な人たちに対する

抑止的な効果はあるだろうと。でも，より難しい環境で行動を達成することで達成感を

得ている者もいるだろうと。なので，監視や刑罰は，かなり常習化したハイリスクな人

にとっては，問題行動を促進させる要因にもなり得ます。彼は治療を受けて結構長い方

で，ちゃんとこの問題のメカニズムを知っている人なので，監視によるアプローチによ

る限界について話をしてくれました。   

  あと３番目は，関わる我々が性暴力に対する正しい知識と認識を持つということ，こ

れはやはり重要だなと思います。私もこの臨床に関わる前は，性犯罪を繰り返す人は色

黒でマッチョで，ちょっと知的レベルが低くて，女性にもてない人みたいなイメージが

ありましたが，今まで出会ってきた２，０００人を超える加害者に，ほとんどそういう

人はいなかったです。確かに軽度知的障害や発達障害の人はいますが，多くの人は，い

わゆる普通の人，見た目や生活レベルは普通の人が多かったです。ですから，こういう

どこにでもある問題なんだと，非常に身近な問題で，我々の職場の中でも起こり得るん

だと，職場の中にもそういう人がいる可能性があり得る，こういう身近な問題として理

解した上で，加害者への対応，被害者への対応をしていく必要があるということです。

もう被害者に関するエビデンスはたくさん出ていますよね。被害当時着ていた服装と性

犯罪の発生要因には，因果関係がないということも大分知られるようになってきました。

これは電車内痴漢も同様です。 

  私も彼らに，どういう人を狙いますかと聞くと，ほとんどの人が，「泣き寝入りしそ

うな人を選んでいます」と言います。被害を訴え出なさそうな人を選んでいます。ちな

みに痴漢に関して言うと，一番被害に遭っているのは学生さんです。中高校生の女子学

生が最も選ばれています。彼らに，なぜ制服を着た学生を選ぶのかと聞いたら，これは

もちろん泣き寝入りしそうだからという答えもあったんですが，彼らのロジックからす

ると，そういうことだと思います。ということで，そういう，実態はどうなのかをやは

りちゃんと知る必要があるということだと思います。 

  あと，過剰な病理化，これは我々，治療する側の重要事項です。彼らを，医療機関で

治療をしていくため，何らかの病名がつくことが多いです。例えば，性嗜好障害やパラ

フィリア障害群，こういう逸脱した性行動，反復する性行動には国際的な診断のガイド

ラインがあります。しかし，これによって必要以上に病理化してしまうことは，本人の
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行為責任を隠ぺいしてしまうリスクがあります。つまり，病気だから仕方ない，再犯し

たときも，まあ俺は病気だからまたやってしまったという世界観につながりかねません。

確かに本人は衝動制御ができない，いわゆる嗜癖行動としての側面はあります。ただ，

彼らは交番の前では絶対にやらないです。被害者や状況や場所，時間帯をちゃんと選ん

でいます。ですから，ここを分けて考えないといけないです。行為責任を明確にするこ

と。もちろん病気の部分，いわゆる衝動制御ができない部分は治療していかないといけ

ない，ここは分けて考える必要があります。従って，過剰に病理化して囲い込んでしま

うことは，本人が自分の責任として引き受けていくこと，加害行為の責任を背負って生

きていくこと，こういうことを妨げてしまう，ここは非常に重要なポイントです。 

  あとは，やはり性犯罪の一次予防，二次予防，三次予防です。今，私が取り組んでい

る現状として，一次予防は性教育や啓発活動です。私は今，薬物乱用防止教室で都内の

小中学校，高校に行くんですけれども，必ず薬物の話をする前に痴漢の話をします。先

生方はみんなぎょっとした表情をするんですけれども，でも，被害に遭っている人は実

際に学生の人たちです。多くの人は「痴漢はなぜ痴漢するのか」を知らないです。誰も

教えてくれないです，どう対応すればいいか。なのに，いきなり電車通学が始まると満

員電車に乗って，毎日痴漢に遭うようになります。これはもう本当に，自尊心を削られ

るような毎日です。自殺を考える人も中にはいます。こういう被害と加害の実態が知ら

れていないのと，先生も親も，「なぜ痴漢は痴漢をするのか」を質問されたら答えられ

ないんです。このことをちゃんと学生に伝える必要があると思っています。ですから，

私は学校へ行くときは必ず痴漢の話をします。啓発に関しては，こういう情報をいろい

ろなところに出していくということです。痴漢レーダーや痴漢抑止バッチなんかは，今

非常に注目されている，痴漢防犯のための今までにはなかった有効なツールですね。 

  二次予防は早期発見，早期治療です。痴漢の場合，当クリニックに来ている８００例

を超える痴漢のデータを取ったんです。問題行動を始めてからクリニックにたどり着く

まで平均何年かかっているか。痴漢は８年でした。盗撮も調査しました。盗撮は７．２

年でした。ペドフィリアは１４年もかかっています。このデータだけでは，一概に言え

ないですが，子どもへの性加害は専門治療につながるまで相当時間がかかるということ

になります。これは，暗数が多いというところにも関係してきます。盗撮の場合，大体

の平均回数をヒアリングしました。彼らは平均，週に２，３回はやるんです。依存症の

患者さんって自分がやった回数を少なく見積もって言いますから，多分，最低でも２，

３回はやっていて，クリニックにたどり着くまで平均８年かかっているとしたら，１，

０００回以上やっています。治療を始めるまで１，０００回以上繰り返して，常習化し

ていくということです。痴漢に関しても似ていると思います。早期発見，早期治療をど

うしていくか，これは恐らく，初犯の段階で治療命令を出すとか，なかなか今の状況で

は難しいですけれども，もっと早い段階で専門治療にどうつなげていくかの制度設計，

システムをつくっていくということになります。中にはやめたいけどもやめ方が分から

なかったという人もいます。クリニックでは，やめ方を具体的に教えます，このニーズ

は合致するんですよね。ですから，どれぐらい，例えば，問題行動を始めてから治療に
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つながるのが４年とか３年と短くなっていけば，もっと被害者は減るわけです。ここを

どうしていくかですね。 

  三次予防は，我々がやっている再発防止です。この一次予防，二次予防，三次予防に

各専門家や関係者がしっかりと取り組んでいければ，性暴力は減っていくと考えていま

す。もちろん子どもたちへの性教育も大事です。性教育も今ちょっとずつ変わりつつあ

ります。私もできる範囲で啓発していきたいなと思っています。 

  残り時間わずかですが，少し別の話をします。現在，Ｒ３受講者からのヒアリングを

クリニックでやっています。今，２０人ぐらいの方からヒアリングできていて，元加害

当事者から，Ｒ３にこういう要素を入れてほしいと，刑務所の中で行っているプログラ

ムにこういう要素を入れてくれると，出た後も含めて再犯防止につながっていくんじゃ

ないかというのを当事者の視点からヒアリングしています。この後は，Ｒ３経験者から

のインタビューから見えてきたことについて話をします。今日はＡとＢ，二例しか持っ

てこなかったですが，今後は１００例ぐらいのデータを取ってきたいなと思っています。 

  このＡ氏は３０代，受刑歴４回，軽度知的障害ありの方です。この人はペドフィリア

の人ですね。５回目は行かずに，現在クリニックに１年半通っています。初めてこんな

に再犯せずに今，社会にいるというふうに彼は言っています。彼はＲ３を３回受けてい

ます。彼は幼少期に性虐待を受けていて，相当ひどい暴力的な家庭環境で育っています。

小学校低学年のときから女児に対する行動化を始めています。彼は真性のペドフィリア，

純粋型です，成人女性には全く関心ない人です。そして，ペドフィリアの中でも非常に

ハイリスクな人です。ペドフィリアの中で最もハイリスクな人は純粋型のペドフィリア

で，かつ男児が性対象の人ですね。私もそんなに多くは関わっていないんですが，この

人たちは治療が困難で，再犯リスクは高いなと思います。話をＡ氏に戻して，ずっとわ

いせつ行為に及んでいて，最後の受刑は人気のないところに女児を連れていって，ナイ

フを使ってわいせつ行為に及んだといっていました。 

  彼は今，当クリニックのペドフィリアのプログラムに参加しています。プログラムの

中で，過去に何度も女の子を襲っていますけれども，もし騒がれたらどうしたんですか

と聞いたら，彼はこう言いました，騒がれたときは殺そうと思いましたと。こういうペ

ドフィリアの人たちの考えは，痴漢や盗撮の人たちと質的に違いますよね。だから，プ

ログラムをやはり別にしないといけないんです。当クリニックでは，ペドフィリアでは

被害者が児童ということもあって別にしています。そして，彼らは非常に特異な認知の

ゆがみを持っています。 

  Ａ氏とは別に，今クリニックに来ている人で，一番低年齢を対象にしている人に３歳

前後の子どもばかり狙う人がいます。私も子どもがいるので，複雑な感情を抱きながら

彼に質問し，何でその年齢ばかりを狙うのか，純粋な疑問として聞きました。彼はこう

言いました，３歳だと記憶に残らないでしょうと。実際は記憶に残るんですが，彼のロ

ジックはそうです。これはもう相当ゆがんでいますよね。こういう人たちはやはり痴漢，

盗撮の人たちと一緒にプログラムできない。同じグループだと必ずドロップアウトしま

す。 
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  Ａ氏は今回，刑務所で受刑して，Ｒ３を受けて，助けを求めるということと，Ｒ３を

学んで，刑務所を出るときに，受刑中に，出た後に危ないときにはクリニックに行けば

いいということで某クリニックと榎本クリニックの名前だけ聞いていたんです。彼は出

所後に，兄弟が一緒に同居しながら，ハローワークに行き始めました。なかなか仕事が

見つからないんですね。ある日，ハローワークでの面接が早く終わって，彼は時間がち

ょっと余ったので，ハローワークの近くの公園で早い昼の食事を取りました。公園に行

くというのが，もうこの時点でハイリスクな場所に行ってるんですが。彼は食事を取っ

ていたら，案の定，彼がターゲットにしている小学１年生から３年生ぐらいの女の子が

来ました。何か忘れ物をしたのか，公園に戻って来て，その忘れ物を取ってすぐいなく

なりました。彼はその小学生が来たとき，まずいと思ったらしいんです。そして，その

彼女がいなくなった後に，こう思ったそうです，「また必ずあの子はここに来る」と，

そのときに彼は，これはもう，急性トリガーの段階にきていると思ったそうです。すぐ

彼は同居しているお兄さんに泣きながら電話して，すぐに治療に行かせてほしいと言っ

たそうです。彼がお兄さんに電話するというのは，Ｒ３で学んだことです。これを彼は

実践できたんです。それで，無事に当クリニックにつながりました。彼は今，送迎を使

って通っています。１年半，今のところ再犯していないです。薬物療法が非常に彼には

効果が出ていて，抗精神薬を使っているんですけれども，子どもを見ても性欲をほとん

ど感じないと言っていましたね。性欲を感じないことについて，彼の中では再犯しない

ためには仕方ないと思っているみたいです。 

  続いて，Ｂ氏の例です。この人はＲ３対象外の人です。ただ，７回，刑務所に行って

います。御存じのとおり，Ｒ３では分類があって，その中で選別されて，選ばれた方が

受けられます。彼はハイヒールを盗むという人です。歩いている女性の後ろから足を押

さえて，ハイヒールを盗んで，それを持って逃げる，こういう性嗜好のある方です。で

も，彼の場合は，何回も刑務所に行っているんですが，Ｒ３からは全部外れています。 

  彼は自分のこの性嗜好が病気だと知らなかったです。治療できるとは知らなかった。

たまたま最後に受刑したところで教育専門官から，それは依存症だよ，治療を受けた方

がいいよと言われて，当クリニックにつながりました。彼は今，３年来ていますね。こ

んなに社会にいたのは初めてだと言っています。ただ，やはりハイヒールの音がだめみ

たいです。コツコツコツという音が，もうこれが彼にとったら大きなトリガーです。足

音を聞いてどのスタッフか見分けることが出来るぐらい聴覚が発達しているため，外出

時はイヤホンをするというコーピングが非常に有効です。彼は，ハイヒールがこの世か

らなくなってほしいと言っていました。彼はＲ３の対象ではありません。もうちょっと

こういう人も刑務所内で何かプログラムにつながっていれば，早い段階で社会内の治療

につながっていたんじゃないかなと思います。 

  【スライド２０】最後ですね。課題を挙げました。今後，矯正施設内処遇，あと社会

内処遇，そして地域トリートメントが連携していく上で，どうしていけばいいのか。今，

２０名ぐらいのＲ３の経験者の人からヒアリングした中で挙がってきた課題をまとめま

した。まずは，Ｒ３の分類における非受講群の問題です。精神疾患など何らかの理由で
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Ｒ３対象外となってしまうハイリスク群に対する超高密度のプログラム，こういうもの

が作れないだろうかというところが１つです。特にペドフィリアに特化したものがある

といいなというふうに思います。 

  あとは，さっき言ったように知的障害や発達障害があるため，なかなかＲ３を受講で

きないという人がいます。そういう人は結構，分類から外されてしまう可能性があるの

で，こういう人たちこそ実はリスク高いんですね。こういう人たちをどうやっていくか

という問題もあります。 

  あとは，受講するタイミングですね。これは彼らの意見からすると，出所前に受けた

いという希望が多いです。例えば，１０年の刑で５年目に受けて，残刑は専門的なプロ

グラムは何もしないと学んだことを忘れてしまうと言っています。セルフマネジメント

プランだけは持っているけれども，できれば出る前ぐらいの，釈前教育の前ぐらいに受

けたいと，そうすると，もうちょっと記憶に残るんじゃないかという意見です。あとは，

出た後にどういう機関につながればいいかのアドバイスも欲しいと，この辺の問題です

ね。 

  あとは，メンテナンスの問題です。特にＲ３で使用しているワークブックですね，ワ

ークブックを真面目な人は全部ノートに写すんです。私も見せてもらって，内容的には

すばらしいなと思うんですけれども，これを施設外に持ち出せないかという問題ですね。

これには著作権の問題とか，いろいろな問題があるのかもしれないんですが，これがも

し社会内で共有されれば，それを基に再犯防止に取り組む相談機関も増えてくるでしょ

うし，もうちょっとこれが公開されると，社会内でプログラムをやる人が増えてくるん

じゃないかと思っています。薬物のＳＭＡＲＰＰなんかも今，全国に名前を変えて広が

っていますけれども，性犯罪者の処遇に使っているワークブックも，もし一般に使える

ような形で出してもらえれば，依存症の問題を扱っている医療機関で，プログラムをや

りたいというところが増えるんじゃないかという印象を持っています。 

  まだ，社会内で性加害者のプログラムを行っているところはすごく少ないですね。受

け皿が非常に少ない。これを増やしていかないことには，出所後再犯というのは避けら

れないですね。 

  あとは，保護観察所の性犯罪者処遇プログラムと何とか連携できないだろうかという

ことです。私は今，都内の更生保護施設に何カ所か行っています。そこで要望があった

ときに，個別で性犯罪で受刑していた人のプログラムをやっています。そこを出た後に

クリニックにつなげるような形の取組を，今やっているんです。そこにいる人は，実は

保護観察所の性犯罪者処遇プログラムを受けているんです。ですから，もうちょっと保

護観察所とうまく連携できればと考えています。保護観察期間に３カ月で５回やります

よね，これのメンテナンスとして，この社会内のプログラムにつなげていくようなルー

ト，これが作れると，もうちょっと切れ目のないアプローチができるんじゃないかと考

えています。あとは，海外にある治療的保護観察という制度ですね，これは治療命令も

含めたもので，保護観察期間中に治療を受けていないと刑務所に戻るみたいな，こうい

う制度があればつながるというところが，もうちょっとしっかりとしたパイプにできる
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んじゃないかと。 

  最後です。私はここが一番，これからの課題だと思います。いわゆる特別調整にもの

らない満期出所者，ここですね。特別調整にのってくる，地域生活定着支援センターが

関わる性犯罪のケースも結構難しい対象者が多いんです。すぐいなくなっちゃいますね。

なかなか定着しないんですが，まだ，つながるというところまではできるんですね。た

くさんの人が出所前から関わりますから。ただ，この特別調整にも該当しない，特別調

整って本人も希望しないとだめですから，ここにものらない満期出所の人，この人たち

をどうしていくかというところです。これは実は私も経験があって，強姦で受刑してい

た人が，満期で出所した後，その刑務所の近くのコンビニで再犯したんですけれども，

彼は特にこの５番（スライド２０）に該当する人です。こういう人を社会内のプログラ

ムにどうつなげていくか，ここは非常に重要な課題かなと思っています。 

  あと当クリニックに来ている患者さんの属性等に関するデータは，今日お渡しした論

文の中にも載っていますので，参考にしていただいて，飽くまでもうちに来る人たちは，

顔見知りでない人，全体の３割のうちの氷山の一角の２，０００名以上です，というこ

とを前提に見ていただければと思います。 

  最後，冒頭にも話しましたが，『「小児性愛」という病－それは愛ではない』（ブッ

クマン社）という，今まで１５０人のペドフィリアの人の治療に当たってくる中で得た

知見，エビデンスをこの一冊にまとめました。彼らはよく純愛と言います。純愛だった

んだと，たまたま好きになった人が子どもだったんだと正当化します。こういう特異な

認知のゆがみにどうアプローチしていくか。あとは，ペドフィリアの潜在層というのは

たくさんいます，もうツイッターを見ていてもよく分かります。こういう予備軍の人た

ちをどう対応して考えていけばいいのか，そして暗数の問題ですね。私が行っていた刑

務所で，米国の（ジョナサン・）エイブルの研究，「未治療の１人の性犯罪者は生涯に

３８０人の被害者を出す」という研究があるんですが，その話を某刑務所でするんです

ね。あるペドフィリアの人は，僕はそれよりもやっていましたと言いました。非常に暗

数が多いんだなと思います。いわゆる声に出せない被害者たちがたくさんいます。 

  ということで，時間が来ましたので，私の話，これで終わりたいと思います。御清聴

ありがとうございました。 

 

 

○薊秘書課補佐官  

ありがとうございました。 

  それでは，ここで質疑応答の時間を取らせていただきます。どなたか質問ある方，ど

うぞ挙手していただいて，おっしゃっていただければと思うんですが，いかがでしょう

か。 

 

○大原刑事局刑事課長  

刑事局刑事課長の大原と申します。本日は，大変貴重なお話，ありがとうございまし
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た。 

  施設内処遇，社会内処遇，それから地域トリートメントの問題点，また，刑罰，監視

の限界という話もありました。刑事罰を科す前提として裁判という手続がありますが，

先生のほうでもし，痴漢とか，あるいは性犯罪とかの裁判を御覧になり，何かお感じに

なったこととかがあれば，ぜひ教えていただきたいなと思いました。 

 

○斉藤先生  

ありがとうございます。 

  私，個人としては現在までに，情状証人として性犯罪裁判に５０回程度出廷しており

ます。そのうち，裁判員裁判が１０回ほどあります。既に治療につながっている加害者

の証人として出廷する場合もあれば，まだ勾留中で保釈が認められないケースなどは，

勾留中に面会をして，再犯防止計画を立てて，判決後の行き先として治療につながって

もらうための道筋をコーディネートする司法サポートプログラム（ＬＳＰ：Legal 

Support Program）というのを行っています。その中で非常に難しいと感じるところは，

本人自身は，こういう病気で，かつ専門的なプログラムを受ければやめることができる

ということが伝われば，必ず治療に来ますと言ってくれる方がいます。一方で，明らか

な常習性があり裁判の中でプログラムの必要性を伝えるんですが，実際に受刑したとき

にＲ３から外れるという方もいらっしゃいます。それはどういう形で知るかというと刑

務所から送られてくる手紙です。手紙の中身は，「本当は俺，Ｒ３を受けたかったけれ

ども，なぜか分類から外れました」というエピソードが以前ありました。このときはど

ういう基準でＲ３対象者を選んでいるんだろうと疑問が残りました。 

  あとは，裁判における，被害者側と加害者側の全くかみ合わない謝罪の場面について

ですが，ここは私，裁判の段階では，かみ合わなくて仕方ないとも思うんです。私も被

害者支援の方々や被害者の相談を受けていますので，裁判の段階で，なぜかみ合わない

のかというのはよく分かります。それは，さっき加害者臨床における変化のステージモ

デルという話をしましたが，彼らが被害者のことに真剣に向き合えるのには，そのため

の土台がやはり必要なんです，しっかりと自らの加害行為の責任を受けとめていくだけ

の器が必要です。ただ，裁判の段階って事件を起こしてそんなに経っていない状況で，

被害者側はもうそのときは一次被害，いわゆる対象行為の一次被害に重ねて，その後の

二次被害に生活が支配されているわけです。つまり，生活の中で起こる様々なセカンド

レイプについて，ここにもしっかりと責任をとってほしいというのが被害者の思いです。

なぜ私を選んだんだ，人生が壊れてしまった，さらに，一次被害もそうだけれども，被

害当時には，二次被害がこんなに大変だと想像できないわけです。寝られない過覚醒状

態，ＰＴＳＤの問題，自傷行為が始まる，うつになる，解離が起きる，もう様々な二次

被害で生活が支配され，無理解と孤独の中で苦しんでいます。ただ，加害者は裁判の段

階では，その被害者の二次被害の影響まで考えが至らないです。そこは，知らないから

想像力が働かない。加害者は自分がやった加害行為そのものに謝っているので，二次被

害に対して謝罪するというところまでの視点や想像力がないですね。ですから，クリニ
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ックのプログラムでは，なぜ，被害者の人に来てもらって体験談を話してもらうかとい

うと，やはり被害の後，どれぐらい大変なのか，ここをやはり知ってもらう必要がある

と思うんです。ですから，当クリニックに定期的にメッセージを運んでくれる被害者の

方が言うんですが，「加害者には時効があるけれども，被害者には時効がない」という

こと，これを知ってほしいと彼女は言っています。裁判の段階では，この辺りの両者の

考えがちょっとかみ合わないなというのを感じます。 

 

○大原刑事局刑事課長  

今おっしゃっていただいたことは非常に参考になります。もう一つ，裁判では，被告

人という立場でいろいろ自分の動機を説明しますが，やはり今，先生のお話を聞いてい

ると，痴漢に関してもステレオタイプに，こういう動機からだということではないんだ

なと思いました。先生御自身は，裁判でそういうのを御覧になっていて，何か感じるこ

ととかおありですか。 

 

○斉藤先生 

 これはやはり，裁判の段階において，いまだに根強く残っている性欲原因論（性欲の

強さが原因で性犯罪は起きる＝男は性欲がコントロールできないという神話からくる言

説）で語る加害者は多くて，性欲が僕は強いんですとか，抑えられなくてムラムラして

やっちゃったんですとか。彼らは，性犯罪を性欲の問題に矮小化して語ると周囲を妙に

納得させることが出来る，つまり煙に巻けるという経験を持っています。男の性欲はコ

ントロールできないから仕方ない，という思考に陥りがちな，社会全体が持っている前

提としての価値観があります。ですから，本来はプログラムで，なぜ繰り返す必要があ

ったのかとか考えさせると，彼らの話でよく出てくるのは，支配欲を満たすため，優越

感を感じるため，達成感を感じる，男らしさや男性性を確認するとか，低下した自尊感

情を回復するためだとか，いろいろあるんですが，こういう多種多様な欲望や欲求が凝

縮した行為が性暴力なんです。ですから，裁判の段階ではまだ彼ら自身が性暴力を語る

言語を持っていないので，ここはやはり心理教育が必要で，それは治療の中で明確化さ

せていきます。 

 

○大原刑事局刑事課長  

ありがとうございました。 

 

○薊秘書課補佐官  

ほかにございますでしょうか。 

 

○是木企画再犯防止推進室長  

官房参事官の是木でございます。本日はありがとうございました。 

  合計４点のこと，ばらばらのことについて御質問したいと思います。研究などがある
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テーマであることも認識しておりますが，先生の観点からはどのようにお感じでしょう

かというところを教えていただければと考えております。 

  １点目は，今の話も関係しますが，被害者の声というのを届ける場合について，治療

反応性を見ながら対応していくことが必要だというような御指摘がありました。一般に，

被害者の方々が事件の被害のことについて，加害者が知るということが重要であるとい

うことを指摘される方が多いということがあって，そういう中で，例えば事件からかな

り離れた後の段階で，服役中であるとか，あるいは保護観察とか，そういった段階に至

った段階で，直接対面する形で被害者の方のお気持ちというのを聞く，そういった機会

を持たせることが必要なのではないか，なんていう指摘も出ることがあるというように

認識しております。もちろん，被害者のお気持ちというのを認識するというのがグルー

プワーク等の中で必要になってくる局面もあるかと思いますが，そういった形で直接対

面というような部分に関して，メリット，デメリット等について先生がお感じになると

ころがあれば，教えていただきたいというのが１点目でございます。 

  それから，２点目です。こちらはお話が出ているかもしれませんが，非常に高リスク

な人であり，かつ，治療に対する意欲がないというような人，矯正の場合も非常に苦労

するタイプではないかと思いますけれども，そういったものを治療に向けていく上での

キーとなるようなものというのが，先生は何かあるというふうにお考えかどうかという

のが２点目でございます。 

  ３点目，薬物治療についてであります。先ほど，非常に効果を持っているというよう

な御指摘がありました。なかなか性犯罪に対する薬物治療というものの効果というもの

について，様々な意見があるかと思いますが，先生御自身はどのような認識をお持ちか

ということが３点目。 

  最後ですが，地域ケアについてであります。今，ごく始まったばかりではあるかもし

れませんが，地域ぐるみで性犯罪に関して再犯防止の取組なんかが行われている地域も

あるかとは思います。そういったものの広がりについて，先生の方で，現にワークして

いるというふうに考えられるところがあるか，それとも，まだまだ発展途上であるとお

考えか，多数にわたって申しわけないですが，簡潔で結構ですので，教えていただけれ

ばと思います。 

 

○斉藤先生  

ありがとうございます。 

  直接対面は，リスク高いなと思いますね。当クリニックでやっている被害者のメッセ

ージは飽くまで事件の当事者同士ではないので，成り立っています。修復的司法の取組

ではそういう手法が採られるというのを聞いたことあるんですが，被害者がもちろんそ

れを望むことで，被害者側の回復阻害要因にならない，かつ，加害者側もそれを受け止

める土壌がある中であれば，専門的なコーディネーターが間に入って行うことで効果的

な対話になるのかなと思います。 

  あと，治療に対する意欲がない者への動機付けに関して，これはクリニックでも時々
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問題になります。ただ，当クリニックは初診時に幾重ものフィルターを設けているので，

例えば，治療を３年間継続することや，リスクに応じたプログラムを受講すること，家

族と定期的に面談するなど，かつ誓約書にサインできるかどうか，これがクリアできな

い人は治療をお断りしています。ですから，本当に裁判のためだけに来る，やる気のな

い人はそこでフィルターにかけられます。通院をしている人の中で，高リスクで動機付

けが低い方は，クリニックの中で用いている手法は，いわゆる動機付け面接法という手

法があります。これは，ちゃんとエビデンスのある心理療法なんですけれども，対立，

対決するのではなくて，彼らの動機付けを高めていくための手法です。①共感を示す，

②矛盾を拡大する，③抵抗とともに転がる，④自己肯定感を支援する，これら４つの要

素を踏まえて対象者にアプローチします。これはやはりトレーニングを受けないと厳し

いかなと思うので，刑務所の教育専門官の方々も，ぜひ実践に取り入れていただければ，

より動機付けが低い人をどう高めていくかのヒントになるかと思います。 

  あと，薬物療法は，当クリニックでよく使うのは抗精神薬のセレネースやリスパダー

ルです。これは統合失調症で主に使う薬ですけれども，これを実は一定期間服用してい

る人の４割から６割は勃起不全が起こると言われています。それを説明した上で，特に

ハイリスクな人は本人の同意のもとでやっています。これを使った効果というのは，結

構皆さん，よくフィードバックをくれて，「あっ，効果出ているな」という一つの目安

が，性欲が減退しているという話をもらうんですね，これは効果出ているなと我々，臨

床的な感覚で思います。あとは，トリガーになるような対象者とすれ違うときに振り向

かなくなったとか，そういう人に反応しなくなるということですね，こういうところで

薬物療法の実感，認知行動療法以外のところで感じることはあります。さらに最近は重

複障害の一つとしてＡＤＨＤを合併している人もいるため，それにあった薬物療法も実

践しています。 

  あと，地域ケア，つまり性犯罪者のコミュニティへの再統合支援は，これもクリニッ

クとして取り組んでいるところはあります。ただ，まだまだやはり難しいところがあり

ます。自助グループとの連携もその一つなんですが，自助グループも，これも御本人の

意思のもとに来ますし，例えば就労支援というところを考えても，クリニックに来てい

る方々で，自分の事件がばれて，すぐクビになるという方は結構います。そういう体験

を繰り返していると，またそれが再発のリスク要因になってくると。家が自営業をして

いる人は，社会復帰率が高いです。出所後に仕事がありますし，親がキーパーソンにな

って理解しているので。ただ，普通に会社員として復帰していく人たちは，ネットで調

べれば過去の事件が出てくる，誰かが発見すると，それが一気に社内に広まる，そして

排除される，こういうパターンが非常に多いので，ここが今後の大きな課題だと思って

います。 

 

○是木企画再犯防止推進室長  

ありがとうございました。 
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○薊秘書課補佐官  

  そのほかに質問のある方，いらっしゃいますでしょうか。 

  では，最後に御質問させてください。今日はお時間の関係で，小児性愛に特化したお

話ということには触れていただけなかった部分があるのかもしれないですが，貴クリニ

ックにおいては２０１８年に小児性犯罪に特化した治療グループを立ち上げられたとい

うことを，この資料で見まして，ほかのグループワークだったり，ほかのプログラムと

ここを違えて構成しているとか，こういう点に配慮してグループを形成して実施してい

るみたいなことがもしありましたら，教えていただければと思います。 

 

○斉藤先生  

そもそもこれを立ち上げた背景は，彼らは他の性犯罪の人たちのグループでは自分の

問題行動を話せない，それは子どもを対象にしているということで話せない，これは性

犯罪者の中でもヒエラルキーがあって，その中でもペドフィリアの人は最も嫌がられる

という人たちです。ですから，まず場所を分けないといけないという問題があります。

だから，グループの場所をまず分けました。かつ，ペドフィリアの人たちの中では重複

障害を持っている人が多いです。一番多いのは軽度発達障害です。やはりさっきのワー

クブックの話もありましたが，彼らに理解しやすいような形で，ちょっと簡易版のやつ

ですね，分かりやすい内容のやつでリスクマネジメントをしていく方法を学んでもらう。

あとは，薬物療法をほとんどの人がやっています。８割ぐらいはやっています，そこで

衝動を抑えているというところです。あとは，さっき言ったハイリスク群のプログラム

で結構長い時間，クリニックで見ていきます。主にその生活自体をケアしていくという

視点から，彼らの社会内で再犯防止，地域定着を維持するための伴走型支援をしていま

す。一番大きなのは，彼らだけのグループを作るというところが彼らにとっても大きい

みたいです。本当にやはり話せない，グループワークで語られる内容も本当にグロテス

クな話が多いです。ですから，聞いている我々も気持ち悪くなるような話が出てきます

が，彼らはそれを話すことで，つまり言語化と衝動性は対極にあるので，話せること自

体が欲求を低減するというところで試行錯誤しながら実践しております。 

 

○薊秘書課補佐官  

ありがとうございました。 

  ほかに御質問等ある方，いらっしゃいますでしょうか。特にこの場ではということだ

ったり，ほかの御質問がある場合につきましては，また別途まとめて先生にお伺いする

機会もあるかと思いますので，おっしゃっていただければと思います。今日はお時間も

ございますので，これにて質疑応答を終了させていただきたいと思います。 

  それでは，副座長のほうから御挨拶を差し上げたいと存じます。 

 

○山﨑法総研総務企画部長  

副座長の山﨑でございます。本日は御多忙の中，当省までお越しいただいた上，貴重
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なお話を賜り，誠にありがとうございました。限られたお時間ではありましたが，性犯

罪加害者等の社会内処遇の最前線で実際に携わっておられる斉藤先生から，実際の臨床

を通じた御知見を賜り，大変理解を深めることができました。特に，加害者側の自らの

行動に対する理由づけといいますか，赤裸々な告白等は本当に印象的でありました。改

めて，加害者側，あるいは加害者になり得る人に対してどう対応していくのか，お話を

伺っていると，なかなか大変なところもあるようですけれども，その点をどうしていく

のかが本当に重要であるということを認識した次第であります。本日得ました知見を大

いに参考にさせていただきまして，本ワーキンググループにおいても更に性犯罪の実態

の把握に努めてまいりたいと思っております。 

本日はどうもありがとうございました。 

－了－ 



≪ ２０１９年１１月２７日（水）／性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ資料 ≫

『性犯罪治療の現場から』
～施設内処遇から社会内処遇、そして地域トリートメントへ～

大森榎本クリニック 精神保健福祉部長

演者：斉藤章佳（精神保健福祉士／社会福祉士）
E‐mail：info@ohmori-enomoto-clinic.jp

TEL：03-5753-3361（代表）／FAX：03-5753-3361
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【『痴漢本』韓国で発売！】

痴漢への認識を覆す

 性欲が強すぎるから？

 非モテ男子だから？

 世の中には痴漢されたい
子がいるはず？

 セックスレスだったから？

 親の育て方に問題があっ
たから？

（「イースト・プレス」より）
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【某刑務所にて・・・】

『先生、オレこのまま刑務所
からでたくないよ。また絶対
に小さい子をやってしまうの
わかってるから・・・。』

 彼のメッセージはいったい何を意味しているのか？
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【プログラム立ち上げの背景】

 日本における性犯罪者の社会内処遇における問題点（
第39回日本犯罪社会学会にて．斉藤．2012）

1. 矯正施設内処遇と社会内処遇の連携の未整備。

2. 矯正施設内で性犯罪は起きない（Ｒ３プログラム経験
者のコメント）・・・出所後の専門機関へのコーディネート
業務やフォローアップ体制の未整備。

3. 遵守事項として、出所後も継続した専門治療プログラ
ムへの参加継続指導がない（治療的保護観察制度）。

4. 薬物療法に対する抵抗感が強い（当事者や家族）。

5. この問題に対応できる専門家や受け皿が少ない。
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【子どもへの性加害を繰り返していたＭ氏】

5



【忘れられないメッセージ】

2007年2月18日、法務省主催国際シンポジウム：「性犯
罪者の再犯防止のために－トリートメントとアセスメント」

 ウィリアム・Ｌ・マーシャル先生来日！

①どんなハイリスクな性犯罪者も必ず
変わることが出来る

② 小さな喜びを毎日記録して確認すること

③ 自尊心を感じられる点を３回以上

読み上げること
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【性犯罪を巡る再犯防止の流れと榎本クリニックの取組】

年代 概要

2004年11月 ・奈良小1女児誘拐殺害事件（小林薫死刑囚）。

2006年5月
（平成18年）

・刑務所にて「性犯罪再犯防止指導（Ｒ３）」が始まる。９月から保護観察所でも、
「性犯罪者処遇プログラム」が仮釈放者などを対象に始まる。
・クリニックにて、国内初の民間医療機関で性犯罪及び性依存症グループ（通
称：ＳＡＧ）が始まる（5月12日）。

2007年7月 ・クリニックにて、国内で初めて性犯罪加害者家族に特化した家族支援グループ
（通称：ＳＦＧ）が始まる（7月14日）。

2011年4月 ・クリニックにて、国内で初めて性犯罪者対象の司法サポートプログラム（ＬＳＰ）
が始まり刑事手続の段階から治療がスタートできるようになる。
・警察庁より子どもを狙った暴力的性犯罪の前歴者に対して自宅訪問と面談指
導実施へ（再犯防止措置制度）。

2012年3月 ・クリニックにて、国内で初めて性依存症に特化したデイナイトケアのフロアが開
設され、重複障害のあるハイリスク対象者のプログラムが始まる。

2015～2016年 ・金剛出版より「性依存症の治療」「性依存症のリアル」出版。同年４月、自助グ
ループ（ＳＡ）が日本で初めて川越少年刑務所へのメッセージ活動開始する。

2017年 ・１１０年ぶりに性犯罪に関する刑法が改正される。
・学生、社会人むけの「性依存症克服プログラム（毎週土曜日）」が始まる。また、
日本初の痴漢の専門書「男が痴漢になる理由」がイースト・プレス社より出版。

2018年6月 ・クリニックにて小児性犯罪に特化した治療グループ（ＳＰＧ）が始まる。
7



【治療の３原則（Andrews,et al.1990）】

科学的エビデンスに基づいた治療的介入

•リスクに応じた対応をせよ！

•低リスク者を高リスク者に混ぜると再犯増加？

リスクの原則
（Ｒｉｓｋ）

•犯罪原因となるニーズをターゲットにせよ！

•再犯リスクとニーズは表裏一体

ニーズの原則
（Ｎｅｅｄｓ）

•対象者の学習スタイルと文化に治療をあわせよ！

•知的障害、発達障害、文化、階層、宗教、年齢

治療反応性の原則
（Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｉｔｙ）
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9

【エビデンスに基づいた性犯罪者処遇】

対象者のリス
クに見合った
密度の処遇を
実施しなけれ
ばならない
（Andrews & 

Bonta, 2003）

 再犯率の上昇

 効率も効果も
あがる方法論

リスク 低密度

処遇

高密度

処遇

O’Donnell et 
al., 1971

低

高

16

78

22

56

Baird et al., 
1979

低

高

3

37

10

18

Andrews & 
Kiessling,1980

低

高

12

58

17

31

Bonta et al., 
2000

低

高

15

51

32

32

表：リスクレベルと処遇密度（各群の再犯％）



【Static-99日本語版の概要】

オリジナルと同様、全10項目
のリスク因子を査定

全て静的リスク因子

年齢／同居歴／性犯罪以外の
犯罪歴／性犯罪前歴／性犯罪
有罪歴／被害者の特質等

得点レンジは0-12点で、4群
のリスクカテゴリーに分類

i. 低リスク(0-1点)

ii. 低-中リスク(2-3点)

iii. 中-高リスク(4-5点)

iv. 高リスク(6点以上)
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【リスクレベルに応じた治療導入例】

期間

低リスク
認知行動療法のみ

６ヶ月

中リスク
ＤＮＣ（６ヶ月）＋ＳＡＧ（６ヶ月）

密
度

低
密
度

中
密
度

高リスク
ＤＮＣ（１年）＋ＳＡＧ（２年）＋薬物療法

２年

高
密
度

３年
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【リラプスプリベンションモデル】

 １９８０年代に、Alan Marlattが提唱

 当初は物質依存症の再発防止モデルとして発展

 高リスク状況、ラプス、リラプスの３段階で捉える

 再発防止に最も効果的なリスク回避型治療モデル

リラプスプリベンション・モデルの主要な要素

① 問題行動が再発しやすい状況(ハイリスク状況)や
引き金（trigger）の特定

② それに対する対処行動（コーピング・スキル）の学習

12



一般的な人生目標

①暮らし：生活することと生き延びること

②知識：学ぶことと知ること

③仕事と遊びに熟達すること

④自己選択と自立

⑤心の平穏

⑥人間関係と友情

⑦コミュニティ：集団に所属すること

⑧精神性：人生に意味を見出すこと

⑨幸せ

⑩創造性

【グッドライフ・モデル】

『グッドライフ・モデル性犯罪からの立ち直りとより良い人生のためのワークブック』より 13



【引き金（trigger）】

引き金

思考
感情

渇望

行動化

問題行動に至るま
での境界線

（警告のサイン）

≪重要≫リラプスとはその瞬間
、瞬間で起こるものではなく日

常生活の『連鎖プロセス』
の中で起こるものである。

14



【性犯罪のリスクマネジメント】

リスクマネジメントにおける「４つのｉｎｇ」

① スケジューリング

② モニタリング

③ コーピング

④ シェアリング

再発時は、必ずこの４点のどれかが疎か
になっている！！

15



【セッションの様子】

16



【加害者臨床に必要な視点】

再発防止に必要な５つのこと

① 加害者臨床にもＥＢＰのパラダイムの導入を！

② 刑罰や監視によるアプローチの限界と、医療モデル・
教育モデル・社会福祉モデルを統合的に加えたアプ
ローチの普遍化（Andrews＆Bonta,2010）。

③ 関わる援助者が性暴力に対する正しい知識と認識
を持つこと（セカンドレイプを防ぐ！）。

④ 過剰な病理化は本人の行為責任を隠蔽する機能が
ある（常にポジショナリティの難しさを意識する）。

⑤ 性犯罪の一次予防・二次予防・三次予防について。

17



【ヒアリング対象者（Ａ氏）】
（※事例は本人が特定されないよう内容を一部変更しています）

３０代、受刑歴４回、軽度知的障害あり

罪名：強制わいせつ（懲役４年６ヶ月）

Ｒ３中密度プログラム経験者（３回目）

成育歴や事件の概要：幼少期にアルコール依存症の
父親から性的虐待を受ける。小学生低学年の時、
同級生の女児と初めて性的接触を試みる。高校生
の頃から、刃物を常に携帯し４～６歳の女児に声か
けし公園やトイレでわいせつ行為に及んでいた。今
回も女児の自転車を倒し人気のないところに連れ
ていき、ナイフで脅しわいせつ行為に及んでいる。

18



【ヒアリング対象者（Ｂ氏）】
（※事例は本人が特定されないよう内容を一部変更しています）

４０代、受刑歴７回、自閉症スペクトラム

罪名：窃盗罪（懲役２年６ヶ月）／Ｒ３非該当者

成育歴や事件の概要：小学校時、かなりひどいいじ
めがあった。その頃から、仕事に行こうとする母親の
ハイヒールを破壊して怒られていた。親は特殊な拘
りがあり、おかしい子だなと感じていた。高校の時か
らストーキングが始まり、女性のハイヒールを盗むこ
とが常習化する。今回も女性歩行者のハイヒールを
後方からもぎとる。盗んだハイヒールは自慰行為に
用いていた。女性と交際歴や性行為の経験はなし。

19



【問題点と課題】

矯正施設内処遇と地域トリートメントの連携

① Ｒ３の分類における非受講群問題（Ｒ３以外で
ハイリスク群の超高密度プログラムの提案）

② Ｒ３を受講するタイミング問題

③ Ｒ３受講後のメンテナンス問題（刑務所内のワ
ークブックは門外不出？）

④ 保護観察所プログラムとの連携問題（治療的
保護観察制度の創設と橋渡し）

⑤ 特別調整にものらない満期出所者の問題
20



【新刊「小児性愛という病」】

それは、愛ではない

 性犯罪の中でも小児性
犯罪は別格である！

 いまだ実態が明らかに
なっていない加害者心
理とは？

 それは純愛なのか？

 驚くべき認知の歪み

（「ブックマン社」より１１月２０日刊行）

21

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪に関する施策検討に向けた 

実態調査ワーキンググループ 

（第１２回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和元年１２月２６日（木）   自 午前１０時２８分 

                        至 午後 ０時０２分 

 

第２ 場 所  法務省地下１階小会議室 

 

第３ 議 題  ジェンダー法学及び子どもの権利を専門とする学識者からのヒアリング 

        「学校におけるこどもの性被害」 

        その他 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○薊秘書課補佐官  

それでは，ほぼ定刻となりましたので，性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキ

ンググループの第１２回会合を開催いたします。 

  まず，議題１の「ジェンダー法学及び子どもの権利を専門とする学識者からのヒアリング」

を行います。 

  本日は，中京大学法務総合教育研究機構教授の柳本祐加子先生に御出席いただいています。 

  最初に，柳本先生を御紹介いたします。 

  柳本先生は，ジェンダー法学，子どもの権利を御専門とし，学校教育現場におけるスクー

ル・セクシュアル・ハラスメントや性暴力事件に関する分析や事件関係者への対応などにつ

いて，各種メディア等で御発言されているほか，多数の論文を執筆されています。また，ド

メスティック・バイオレンスの加害者更生プログラムに関する研究にも従事されており，多

数の御講演等をなさっておられます。 

  本日は，「学校におけるこどもの性被害」というテーマに沿って，まず，柳本先生から御

説明いただき，その後，質疑に御対応いただく予定となっております。 

  それでは，柳本先生，よろしくお願いいたします。 

 

○柳本先生  

皆様，おはようございます。 

  今ほど，御紹介をいただきました柳本と申します。 

  今日は，まず，６０分お話をさせていただいて，その後３０分，皆様との質疑応答という

ことで，皆様方のこの課題に関する施策等の立案ですとか今後の政策の行方等について，何

か私がお役に立てれば幸いと存じております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  御紹介の中で，「多数の論文」とありました。確かにいっぱい書いているのですが，ほと

んど書いていることは同じで，なぜかといいますと，スクール・セクシュアル・ハラスメン

トの問題については，同じことを繰り返して言わなければならないような状況，つまり，書

いたところで何ともならないというところがあります。もっとも，それをお読みくださった，

例えば，教育委員会の方などから御依頼を受けたことで，教育委員会による事実調査等に御

協力をしたりとか，場合によっては，刑事裁判にかかっているものについて，検察官の方に

御協力をすることもございました。けれどもそれはわずかな件数にすぎません。 

  昨日，平成３０年度に全国の公立小中高校などでわいせつ行為やセクハラを理由に処分を

受けた教員が，最多で２８２人との発表がございました。これを見ますと大勢としては余り

変わっていないということだろうと認識しております。そういうことが私の，スクール・セ

クシュアル・ハラスメントに関する論文がいっぱいあるね，みたいな印象をお持ちいただく

原因であるのかなとも思っております。 

  ただ，そのように一応，しつこくやっていることは事実でございますので，そのような経

験等から，こんなふうに柳本は見ているのかというところを皆様に御理解いただけたら幸い

と存じます。そのような観点でお話をさせていただきますので，どうぞよろしくお願いいた

します。 
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  本日は，三つの部分から成っている資料を御用意いたしました。 

  まず，「学校におけるこどもの性被害」という，３枚から成ります，一応報告する骨子が

書かれている，いわゆるレジュメのもの（配布資料１）ですね。もう一つが，「１／３４」

というところから始まっております資料集（配布資料２）ですね。そして，個別にございま

すのが，平成２９年度の「わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況（教育職員）」（配布資

料３－１），同じもので平成３０年度（配付資料３－２）でございます。 

  必要に応じて，例えば資料集（配布資料２）の方でしたら，３４分の何ページを御覧くだ

さいと申しますし，また，別刷りになっているもの（配布資料３－１及び３－２）につきま

しては，その資料の名前を申し上げて，皆さんに御覧いただくというふうにしていきたいと

存じますので，よろしくお願いいたします。 

  それでは，レジュメ（配布資料１）の項目に沿って，お話を進めさせていただこうと思い

ます。 

  まず，レジュメ（配布資料１）のⅠ「はじめに」というところですが，先ほど御紹介いた

だきましたように，特に２０００年頃から，私が当時勤務していました地域で，約１０年ほ

ど前に在籍していた高校の運動部の部活動の活動の中で，指導者から，強制わいせつ罪にな

る可能性のある行為を受けたということを理由に，その方の場合は民事裁判を提訴したとい

う，裁判が起こったということを報道記事で知りました。 

  たまたま，その裁判の原告側，被害者の代理人をしていた弁護士が知り合いであったので，

何かお手伝いすることができればというところから，いわゆるスクール・セクシュアル・ハ

ラスメントという問題について，被害者を支援するという立場から，いろいろ関わらせてい

ただくようになったということがきっかけでございます。 

  それをきっかけにして，全国的にいろいろ活動している方々と出会って，互いの支援に関

する情報や経験を共有して，一定程度の，何といいますか，概念ですとか，支援の枠組みの

ようなものを考えていって，様々なところで伝えるという活動をし，同時に私は，たまたま

大学で法学の教員をしているという立場がございますので，法学的に分析したときには，ど

のようなものなのかということについて，ぼちぼちと論文執筆でありますとか講演ですとか

ということを始めさせていただいた。そういう様々な，何といいましょうか，御縁が，今日

私をここに座らせていて，皆様にここにおいでいただいているということだと思います。 

  今ほど申し上げましたように，この御縁や巡り合わせは，やはり被害を受けた方が私に与

えてくださったものだろうと思っています。ですので，私は，ここで改めて，被害を受けた

方，訴えを提起するとかという段階になっているときには成人であるとか，ハイティーンで

あるとか，大学に入ったので落ち着いたので，ちょっと訴えてみたいというようなことです

けれども，被害を受けたときには，その方によっては，一桁の年齢のときとか，ローティー

ンのときとかでございます。 

  ですから，そういうときに，先ほど申し上げましたような，強制わいせつであるとか強姦

であるとかに該当し得る行為を受けた，その方のお気持ち，そのときどうであったかという

ことに思いをはせることを忘れることなく，その方々の代弁をするというような立場で，皆

様方にもお話をさせていただけたらと思っています。 

  本日の報告の構成でございますが，本論は，レジュメ（配布資料１）のⅡにございます，

「学校教育現場における教師から児童・生徒等に対する性暴力」ということでございます。 
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  レジュメ（配布資料１）のタイトルにございます「学校におけるこどもの性被害」と申し

ますと，多様な関係当事者の間で起きるということが想定されます。 

  私は，本日の報告では，教師から児童・生徒へということに限らせていただきますが，子

ども同士の中でもございます。いわゆるいじめとして報道されているものでも，詳細に事例

を見ていきますと，男の子が男の子をいじめているというときでも，重大な性被害が発生し

ているということが分かります。 

  様々な事情があってでしょうけれども，そのような性被害を受けたということは，学校側

からの発表の中にも必ずしも入りませんし，保護者の方のお話の中にも明確には入りません。

このような状況がございます。 

  また，子どもですと，子ども同士のものもありますし，また，保護者から子ども，学校に

関係した行事，例えばやってきた大人から子どもというものもありますし，教職員以外でも，

学校に出入りする人というのはたくさんおりますので，そういう方から被害を受けるという

こともあります。 

  今のように，学校関係者といいますと，こういうケースもございます。大阪教育大学附属

の池田小学校の事件があって，にわかに不審者対策がクローズアップされて，子どもたちの

安全を守らなければいけないということで，登下校の見守りということも始まったことにつ

いて，皆様も御記憶におありだろうと思います。 

  その子どもの登下校の通学路における安全を見守るための方が，やれるかなというふうに

目をつけたのか，女子児童をちょっと人目のつかないところに連れ込んで，性犯罪に該当し

得るような行為をするということも実際起きておりますし，また，退職された，主に校長先

生だった方がおやりになっていることですが，放課後の子どもたちの学習支援という枠組み

の中で活動しているときに，そういった行為をするということもありまして，学校における，

あるいは学校関係における子どもの性被害といいますと，今申し上げたように，加害者とな

り得る者の範囲は非常に多様，多岐にわたっているということができると思います。 

  これは総合的に，一つ一つやっていく必要があることは間違いありませんが，本日はその

中でも，レジュメ（配布資料１）のⅡのタイトルに記させていただいております，教師から

児童・生徒に対する性暴力ということに限って，お話をさせていただきたいと思います。 

  そして，このレジュメ（配布資料１）のⅡの本論のところの構造ですが，これまで内閣府

の男女共同参画局がどのように取り組んできたか，そして，２０１７年の刑法の性犯罪の改

正があったということ，そして，その翌年に，３年後の見直しということに向けて，自民党

の司法制度調査会が提言を出し，そして，２０１９年度，今年の，私が知る限りでは，８月

２７日に，司法制度調査会提言２０１８に対し，関係省庁でどのように取り組まれているの

かということの進捗状況の報告が行われたということでございます。 

  このような流れを踏まえた上で，レジュメ（配布資料１）のⅡの４で，「現状に関する考

察」ということで，実情に関する公的な調査をベースとしたものを御紹介し，その次，（２）

にまいりまして，性暴力事案への対応の実情を，このような，ここには四つ，観点をお示し

しましたけれども，この四つの観点からの分析や検討を行い，そして５番目に，学校教育現

場における，このような類型の性暴力事案に対する刑事法的な対応として，どのようなこと

を課題として挙げることができるのかということをお示しし，レジュメ（配布資料１）のⅢ

の「むすび」のところで，このようなことが必要なのではないかということをお示しするこ
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とができればと考えております。以上のような流れでまいりたいと思います。 

  それでは，レジュメ（配布資料１）のⅡのところからまいります。内閣府の男女共同参画

局の取組からですね。 

  資料集（配布資料２）の「１／３４」ページのところを御覧いただければと存じます。 

  これは，現在走っている，今年が最終年を迎えておりまして，既に秋の頃から，第５次の

男女共同参画の基本計画を作るための会議体が構成されていて，恐らく来年の暑い頃までに

は，骨格のようなものができて，そして，公聴会が各地で開かれて，それを基にして，最終

的な仕上げをして，年明けぐらいに閣議決定で，４月から走り出しますということになるの

かなと思っております。 

  現在は最終年ですけれども，第４次の男女共同参画の基本計画が走っているところでござ

いまして，皆様よく御存じのとおり，性暴力，性犯罪につきましては，第７分野で言及をさ

れているところでございます。 

  その中でも，資料集（配布資料２）「１／３４」ページの４として，「性犯罪への対策の

推進」ということですね。ここで，しかも（オ）と（イ）のところを見ていただきますと，

教育・研究・医療・社会福祉施設・スポーツ分野における指導的立場にある者等による性犯

罪の発生を防止するための対策，啓発の強化とございます。 

  この「指導的立場にある者等による性暴力」という言葉は，後で見ます，平成２４年に出

されました，女性に対する暴力に関する専門調査会の報告書「「女性に対する暴力」を根絶

するための課題と対策～性犯罪への対策の推進～」で初めて使われた言葉ですが，このよう

に広く用いられるようになっております。やはりこの分野，教育における指導的立場といい

ますと，私が報告をさせていただいております教師というものも入りまして，この関係性で

生じる性犯罪が非常に重大なことだということが認識されていることがうかがわれるかと存

じます。 

  資料集（配布資料２）「１／３４」ページの５の「子供に対する性的な暴力の根絶に向け

た対策の推進」ということも，このように出されておりまして，①，②，③ということで，

具体的な施策の目標がここに書かれております。 

  まず，①のところでは，ともかく事案の顕在化に努めるということ，②では，性的な暴力

の被害を受けた子どもに対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケア，支援の重要性と

いうことがうたわれております。 

  そして，③のところで，検察・警察・児童相談所の関係機関の連携によって，いわゆる司

法面接というものが進められているところでございますが，この第４次男女共同参画基本計

画が作られたときにも，それがはっきりと出されて，着々と施策が進んでいるというところ

にあるかと存じます。 

  また，（ウ）の「防犯・安全対策の強化」というのは，ここにありますように，特に小学

生，中学生の，いわゆる不審者対策というものを下敷きにしているのかなと思うものが，こ

こに書かれているということでございます。 

  そして，このような基本計画の書きぶり，書き込みに連なるものとして，レジュメ（配布

資料１）のⅡの１の（２）にございます，「女性に対する暴力に関する専門調査会の取組み」

を御紹介しておきたいと思います。 

  まず，性暴力に言及したものとしては，次の２件が重要なものでして，最初は平成１６年



 

-5- 

 

の「女性に対する暴力についての取り組むべき課題とその対策」，二つ目が，平成２４年の

「「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策～性犯罪への対策の推進～」というこ

とでございます。 

  この平成２４年のときには，会長が辻󠄀村先生（辻󠄀村みよ子明治大学法科大学院教授）だっ

たのですが，非常に精力的に，幅広い方々，領域からの直接のヒアリングを実施されまして，

このときに，私も活動を共にしておりますＮＰＯ法人の全国スクール・セクシュアル・ハラ

スメント防止全国ネットワーク代表の亀井明子も話をしております。そして，これが，ここ

に書き込まれたことが大きな影響力を行使して，２０１７年の法改正につながっていくと，

私は考えているところでございますが，非常に性犯罪の被害者でありますとか支援団体が，

この専門調査会に足しげく通ったことを思い起こすところでございます。 

  平成１６年の方を御覧ください。 

  資料集（配布資料２）「１／３４」ページの下にございますが，ここでは，大学までを含

めた教育機関のセクシュアル・ハラスメントについて，しっかりと対策をせよということが

うたわれております。ここには，セクシュアル・ハラスメントということで，性犯罪，性暴

力という言葉は見当たりません。セクシュアル・ハラスメントの対策が重要で，防止対策と

して，懲戒処分もきっちりとやりなさいということが言われております。 

  そして，次の資料集（配布資料２）「２／３４」ページの方を見ていただきますと，平成

２４年の報告書がございまして，私が報告させていただくテーマに関連するところだけを抜

粋いたしましたけれども，各種性犯罪への対応ということで，「指導的立場にある者等によ

る性犯罪の防止等性犯罪については」と，ここで恐らく，初めてこの言葉が出たかなと思っ

ております。 

  そして，ここでは，後で皆さんに御覧いただきます，文科省が年末に発表しております，

わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況にも言及をしつつ，その問題点も指摘して，②の

「検討内容」というところで，訴えることが困難であるので，顕在化を促すこと，そして，

調査についても，ここで指摘がされておりますし，また，顕在化につながるという意味でも

重要性を持つものとして，最後の行にございます，性犯罪被害や相談に関する啓発を行う必

要があるんだということ，また，次の資料集（配布資料２）「３／３４」ページの方にいっ

ていただきますと，知的障害を持つ者については，このような特性があるために，被害の認

識を促す教育が必要であるということ，そして，この引用部分の下から２行目を御覧いただ

きますと，被害を受けた児童・生徒に対しては，学校への通学が様々な面で困難となる場合

もあるため，学習支援が必要であるとの見解が示され，速やかな対応が求められるというこ

ともございます。 

  被害の顕在化，被害や加害の顕在化を促すために，子どもたちに対しても，きちっとした

研修や教育を行うこと，また，子どもたちの声を受けとめるための相談の充実ということが，

これはよくなされる手法でありますが，ここでしっかりと学習支援の必要性ということも指

摘されたことは，非常に大きなものであったと思います。このような取組が，この内閣府の

男女共同参画局の中では行われたということを確認いたしました。 

  次に，２０１７年の刑法の性犯罪の改正でございます。 

  改正後の条文につきましては，このレジュメ（配布資料１）の「２／３」ページから「３

／３」ページのところまで書きました。 
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  このような条文に結実するに至りまして，衆参両院で附帯決議がございまして，一応，こ

のようなことであったということをざっと確認するために，資料集（配布資料２）の「４／

３４」ページと「５／３４」ページに衆議院の法務委員会の附帯決議を，「６／３４」ペー

ジと「７／３４」ページに参議院の法務委員会の附帯決議を入れさせていただきました。 

  資料集（配布資料２）の「４／３４」ページ，衆議院の方にまいりますと，性犯罪が非常

に悪質重大な犯罪であるということ，この規定内容について，関係機関，裁判所に対して周

知徹底をしなさいということですね。 

  ２点目には，暴行，脅迫ということについて，その認定を，被害者の実態を鑑みた上で認

定するように，様々な面での調査研究であるとか研修の必要性がいわれております。 

  ３点目には，刑事，訴訟手続上のプライバシーを保障すること，二次被害がないようにと

いうことでございますね。 

  また，６点目で，ワンストップ支援センターの整備を推進すること，これは内閣府の報告

の中にも，前倒しで実現したということがあるように，非常にスピード感を持って進められ

ていることがうかがわれます。 

  参議院の方を御覧いただきますと，大体衆議院と同じようなことがありますけれども，特

にここでは，資料集（配布資料２）「７／３４」ページのところで，８点目に，子どもが被

害者である場合のことがしっかりと書き込まれております。また，戻りまして，資料集（配

布資料２）「６／３４」ページでは，四で，やはりセクシュアル・マイノリティーや，新た

に被害者になったという言い方も，ちょっとどうかと思いますが，一応，性別による身分犯

でございましたのが，なくなったという意味で，被害者となり得る男性，性的マイノリティ

ーについても，きちっと研修をしなさいということでございます。 

  参議院の方で少し，私もお話を伺ったところ，衆議院の方の附帯決議が，大体こういうと

ころですねということだったので，参議院としては，もう少し特徴を出したいということで，

四とか八というのが，書き込まれたというようなことを仄聞しております。 

  現在，この附帯決議等に基づいて，様々な取組が，３年後の見直し，また充実した施策の

実施ということで，関係省庁等において行われているということでございます。 

  そして，レジュメ（配布資料１）のⅡの３の２０１８年，自民党司法制度調査会の取組の

方を見てまいりたいと思います。 

  ここで私も，教育現場における子どもの性被害についてということで報告をさせていただ

いております。そして，資料集（配布資料２）の「３／３４」ページのところを見ていただ

きますと，特に教育現場における子どもの性被害に関連するところだけを提言から抜粋をし

て，掲載をさせていただいております。 

  加えて，教育現場における教職員やスポーツなどの指導員による性被害への対策の強化も

重要な課題であり，スクールカウンセラー等の配置を充実させて，被害者や目撃者が申告し

やすくするほか，教職員への研修，加害者となった教職員等に対する地域差のない公平かつ

適正な処分，学校と捜査機関との連携など総合的な対策が必要であるというふうにお書きい

ただいた，このようになっております。 

  次に，この２０１８年の提言を受けて，その後どうなったかということでございますが，

私の承知している範囲では，２０１９年８月２７日に開催された自民党司法制度調査会で，

性犯罪への対応について関係府省庁よりヒアリングがなされたようでございます。そのヒア
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リングにおいては，この２０１８年の提言の進捗状況についても，関係府省庁から報告があ

ったかもしれません。 

  これに関連することについて私が調べたりいたしました情報などから承知しております範

囲内ではございますが，少し言及しておきます。内閣府の方は，ワンストップ支援センター

を充実させるということを積極的に取り組んでおられるようで，令和２年に，各都道府県に

最低１か所ということを思っていたところ，平成３０年に前倒しで実現されたということで

ございます。名古屋といいますか，愛知にも２か所できまして，非常に活発に活動がされて

いるところでございます。 

  また，警察庁の方は，被害の潜在化を防止するための窓口の充実と，性犯罪被害の捜査や

支援にかかわる対応能力の向上，そして，児童からの代表者聴取を実施しているということ

でございます。また，被害実態に関する調査，犯罪類型別の犯罪被害類型別調査も実施され

ており，非常に力を入れておられるようです。 

  文部科学省の方は，学校で起きているといいますか，児童・生徒に対するわいせつ行為の

ことにつきましては，厳正な対応が必要だと。児童・生徒に対するわいせつ行為等は，教育

職員として絶対に許されないことで，文部科学省としては，各教育委員会に，厳正に対処す

るよう求めているということのようでございます。 

  そして，この中で，御記憶のある方もいらっしゃるかもしれませんけれども，中国自動車

道で子どもが大事故に巻き込まれるということがございました。元教員が子どもをトラック

に乗せて身柄を移しているときに，子どもがそこから脱出し，他の車にひかれて死亡してし

まいました。 

  最初，そういう重大な交通事故だというようなことで報道が出されたんですけれども，い

ろいろ調査をしていきますと，そのトラックを運転していた男性が，その子どもを誘拐して

監禁して，ずっと性的なものも含むような暴力を振るっていて，そして，その子どもをどこ

かへ移動させる。子どもは，このときしか逃げる機会はないのではないかということで，意

を決して脱出を決行したところ，先ほど申し上げましたようなことになったことが明らかと

なりました。 

  その事件を受けて，当時の文部大臣が，このようなことが二度とあってはならない。そこ

で，教員が子どもたちに対して，わいせつ行為を行ったときは，その処分は原則として懲戒

免職であるというようにしたことがきっかけとなって，今このような対処になっております。 

  しかし，文科省の通知を見ますと，免職以外の余地がある処分基準を定めている場合は，

見直しを検討することということで，必ずしも原則が貫かれていないかのように推測される

書きぶりもございます。ここをしっかりと，懲戒免職処分でいくんだということが示された

ということでございますね。 

  その他の文科省の取組としては，性に関する指導で，いわゆる性教育と呼ばれるものです

とか，あるいは，相談の窓口等を充実させるため，スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーを活用する事業を行ったとか，あるいは，現在の若年者にとっては，電話で相

談というよりは，ＬＩＮＥを初めとするソーシャル・ネットワークを使うという方が使いや

すいということで，ＳＮＳ等を活用した相談事業を始めていますということがあるようです。 

  そして，性的な被害に関して，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活

用したグッドプラクティスを事例集として作りたいということもあるようで，相談力をつけ
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ているという努力はうかがわれるかなというところでございます。 

  続きまして，厚労省の方は，若年被害女性の支援モデル事業ということで，特に家出少女

やＡＶの出演強要やＪＫビジネス被害者等を典型的な被害者として想定した上で，若年被害

者女性の被害者支援という支援モデルを構築されて，モデル事業としてイメージされた上で，

様々な施策が行われているようです。 

  そして，法務省の方では，このワーキンググループが活動しておりますということですと

か，実態に即した対処を行うための施策の在り方を調査研究していると。また，性犯罪被害

者の心理に関する心理学的・精神医学的知見を捜査・公判において活用できるようにすると

いうことについて，私は大変期待しているところでございます。 

  また，刑法改正後の規定の施行状況の調査結果，そして，警察庁と並んで，検察・警察・

児相の連携強化に向けた取組についてということで，いわゆる司法面接という取組をされて

いると伺っております。 

  それでは，続いて，このように，着々と関係府省庁が施策を実行されている中で，では，

現状はどのようになっているかということについて，皆様方と，情報を確認しながら，考

察・検討をしてまいりたいと思います。 

  まず，レジュメ（配布資料１）の４（１）といたしまして，実情に関する情報例を皆様と

共有しておきたいと思います。 

  平成２９年度のものと平成３０年度のものと両方用意しておりましたので，比較対照して

いただけるということもありますので，別刷りで用意していただいていますカラーコピーの

「わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況（教育職員）」（配布資料３－１及び３－２）を

御覧いただきたいと思います。平成３０年度のもの（配布資料３－２）でございますが，こ

のような状況になっております。 

  皆様は，どのような印象をお持ちになりましたでしょうか。報道事例を見ますと，教員の

わいせつ処分が最多，昨年度２８２人ということがいわれておりますね。平成２９年度がこ

れまでの最多で２１０人ということだったんですが，それを大きく上回る数字が出たという

ことでございますね。そして，この原因などについて，いろいろ分析する報道記事もござい

ますが，過去最多ということで注目をひいているものでございます。 

  そして，この状況ですけれども，皆様，まず，最初にございます破線の囲み部分を見てい

ただきたいと思います。「わいせつ行為等」の文科省による定義でございます。 

  「わいせつ行為等」とは，「わいせつ行為」及び「セクシュアル・ハラスメント」，「わ

いせつ行為」というのは，ここに書かれておりますように，犯罪となり得る行為だというこ

とでございます。そして，「セクシュアル・ハラスメント」というのは，犯罪に該当しない

ものだけれども，他の同僚教職員や児童・生徒を不快にさせる性的な言動ということでござ

います。ですから，「わいせつ行為」というのと「セクシュアル・ハラスメント」というの

は，実はこのように分かれているということなんですね，文科省レベルでは。 

  恐らくこのような用語例は，ユニバーサルだと思います。むしろ教育現場ですとか被害者

支援の現場で通常使われている用語例の方が，場合によっては特殊，日本的なのかもしれま

せん。日本では，通常「セクハラ」といいますと，文科省がいうところの「わいせつ行為」

も含めて用いられています。「強姦というセクハラがあった」みたいな言い方をするんです

ね。 
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  ただ，被害を訴えたり，言いやすさというところからすると，「強姦」とか「わいせつ行

為」と言うよりは，「セクハラ」の方が言いやすいと。子どもも多分，セクハラと言った方

が，きちんと伝えられるということもあって，恐らく日本では，このような用語例になって

おりますが，少なくとも，文科省のデータなどを読み解くときには，このように「わいせつ

行為」と「セクシュアル・ハラスメント」という二つの言葉が分かれているということを前

提にする必要があるということを指摘しておきたいと思います。 

  そして，ここにございますように，当事者，処分状況，性別，年齢，所属する学校種，

（５），（６）などで，行為の被害者の属性，その行為の発覚要因，わいせつ行為が行われ

た場面，そして，裏にまいりますと，場所とその態様というのがございます。同じものが２

９年度も，調査項目といいますか，発表項目としてあるということでございます。 

  これが，スクール・セクハラといいますか，学校教育現場で起きている，わいせつ行為等

の実情を示す資料として言及されることが多いんです。必ずしもそれが間違っているという

ものではありません。しかし，この資料を読み解くときには，やはり注意が必要だというこ

とも申し上げておきたいと思います。 

  それは，この処分をされた方の行ったわいせつ行為等の被害者は，自校の児童・生徒も含

みますけれども，それに限らないということです。つまり，どこであれ，わいせつ行為等を

行ったということを理由に懲戒処分を受けている人の統計なんですね。ですから，例えば，

電車の中で痴漢をしたとか，駅の階段を上っているところでスカートの中を盗撮したとか，

路上でわいせつ行為をしたとか，全部入っているわけです。 

  わいせつ行為等の相手の属性を見ていただきますと，自校の児童，自校の生徒，卒業生，

ここが恐らく，このテーマになっている，学校の中における教職員から児童・生徒に対する

性暴力，性犯罪に該当するもので，大体半分近くを占めていますよね。でも，被害者の約半

数が，被処分者の在籍している学校に在籍している児童・生徒だからといって，行為の半分

が全部そうでしたというふうにはいきませんよね。 

  ですから，この中に，これくらいの割合，これくらいの人数の児童・生徒が，先生からこ

ういった，性暴力，性犯罪に該当し得る行為の被害者になったんだなという，推測の域を出

ないということです。 

  そこで，私が，昨年の自民党の司法制度調査会でも，これはこれで構わないんだけれども，

被処分教員が在籍している学校に在籍している児童・生徒が被害者となったケースが何件あ

り，その被害・加害の内容はどのようなものであり，そして，それがどのような経緯で発覚

し，発覚した後，どのような対応がなされて，この処分に至ったのかということが分かる報

告を出してほしいということを申し上げました。けれどもこれもそのまま出ているので，そ

ういう意見もあったというように聞き置かれているのか，聞いていただけていないのか分か

らないというところです。 

  文科省が，そのような報告を作成するのが非常に手間かというと，私は，必ずしもそうで

はないと見ております。と申しますのは，この統計といいますか，調査報告が結実するため

には，各都道府県や市町村の教育委員会から，非違行為報告書というものが上がってきて，

文科省の方へ集約されるわけですね。そして，文科省等の方針によれば，非違行為報告書に

は，詳細に事案を書くことというふうにされています。 

  ですから，私が申し上げたようなことを内容とする報告書をお作りいただくのは，これに
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結実する前の段階で作成可能なもので，もちろん手間が全然かからないことはないでしょう

けれども，それが明らかになって初めて，少なくとも処分対象となった学校教育現場で起き

ている，教員から子どもに対する性暴力の実態が明らかになることでございましょう。 

  実態が明らかにならないまま，ああではないか，こうではないかという推測に基づいて，

様々な施策を行ったところで，一体それは何になるんでしょうかということだと私は存じま

す。推測でものを言うのではなく，しっかりとした実態があった上で，効果的な施策は何か

を検討し，作っていくことが必要なのではないかと思うんですね。ですので，文科省には，

結びのところで申し上げるところではございますが，少しこれについて，見直していただき

たいという要望がございます。 

  また，文科省以外でも，レジュメ（配布資料１）のⅡの４（１）にございますように，神

奈川県と千葉県が，確か２００４年度からセクシュアル・ハラスメント調査を行っています。

千葉県の場合，平成３０年度は，セクハラと体罰実態調査というものがあります。これは非

常に大部にわたる調査でしたので，今回，資料の中には持ってまいりませんでしたが，もし

リクエストがおありでしたら，ＵＲＬをお知らせして，皆様に御確認いただけるようにして

おきたいと思います。 

  もっとも，これら調査は，子どもたちに，こういうことを聞いたことがありますかとかい

うようなものでして，この文科省が出しているような調査とは異なります。子どもたちが日

頃どんなことを感じているかということが，ざっと分かるというものです。 

  大阪府も，確か最近の報道発表で，調査を実施することを予告していたと思います。大阪

府の場合は，特に教育委員会が，２００４年度から被害者救済システムというものを稼動さ

せていて，教育委員会が被害相談などを受けた場合に，被害者支援にスキルのあるＮＰＯ法

人などと連携をして，そちらの協力などを得ながら，適切な事案の解決に当たるということ

をしていて，実態についても，あえて調査をしなくても，かなりの情報の蓄積があるだろう

と思います。ですから，そういう経験に基づいて，調査実施をすると予告をしているので，

こちらの結果がどのようになるかというのは，非常に関心のあるところでございます。 

  さて，これにつきましては，資料集（配布資料２）の「８／３４」ページを御覧いただき

たいと思います。これは，右側のページの下にございますように，２０１９年１月に出まし

た，この書籍の中から抜粋した資料でございます。 

  ここで皆様に注目していただきたいのは，図４－７にございます，わいせつ行為等に係る

被処分者の年齢層と所属する学校種でございます。 

  これはコンマゼロ幾つの世界ですので，一体これを文科省がつけてきた意図はどこにある

のかと，私もよく分からないところもあります。処分の対象となった教員はいるけれども，

コンマゼロ幾つの世界なので，大勢には影響がないといいますか，学校教育という制度自体

について，それほど不安を抱かないでくださいとうメッセージなのか，いろいろ解釈は可能

だと思います。 

  ただ，このコンマゼロ幾つの世界のことであっても，このグラフのように分析していきま

すと，一定の傾向でありますとか，把握可能な問題，課題というものが浮かび上がってくる

と存じます。 

  ここに指摘もございますように，破線のところの２０代と３０代の教員が，被処分者とし

て多くなっているということが分かります。そして，４０代も０．０２％で，これは安定し
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ていますけれども，必ずこれくらいの人数はいるということでございますね。４０代，５０

代にも０．０２％を維持していて，変化していないと。 

  この４０代，５０代の方の場合は，恐らくセクハラということで，研修を受けてから，こ

こに指摘がありますように，２０年近く行われて，一体どうしたことでしょうか，必ず被処

分者が出ているのですね，安定的に。 

  ２０代，３０代というのも，これも不思議で，意識のある大学というか，教員養成の大学，

あるいは教員養成課程では必ず，ジェンダー教育でありますとか，あるいはセクシュアル・

ハラスメントを始めとする性暴力についての講義を入れているはずなんですけれども，突出

していますね。ですから，ここに指摘がありますように，養成段階や初任者研修の段階で，

もっと力を入れる必要があることを教えているのではないかということがいえると思います。 

  そして，４０代，５０代については，研修の仕方に工夫を加えることによって，その方々

にちゃんと浸透していく工夫が必要ではないかということがいえるのではないかと思う，安

定して０．０２％が出ているということをどう見るかというのは，非常に興味深いところで

はございますが。 

  次に，図４－８の学校種でございますけれども，これを見ていきますと，ぽつんと，これ

は小学校の割合が増えていることがお分かりいただけると思います。太線は高等学校で，一

旦，２０１３年度，また２０１６年度で減っていますけれども，やはり高値で推移していま

すね。それで，小学校が上がっているというところが問題だと指摘されていますけれども，

平成３０年度（２０１８年度）はいかがでございましょう。「わいせつ行為等に係る懲戒処

分等の状況（教育職員）（平成３０年度）」の年齢層を見てみますと，やはり４０代，５０

代，やっぱり安定して０．０２％でございますね。４０代は０．０３％でプラス０．０１％，

２０代，３０代というのがやはり多くなっていて，この傾向は変わっていません。 

  また，被処分者の所属する学校種というところを見ますと，やはり中学校が０．０４％，

高等学校が０．０６％で，やはり多くなっていて，小学校が０．０２％で，ここは，平成１

６年と変わらない数値で，やはり高等学校，中学校というのが多くなっているのかなという

ことがうかがわれるかと思います。 

  学校種における，このような傾向が何を意味しているのかというところは，少しいろいろ

検討の余地があって，この分析を行った方々も，小学校で増えているのが問題だということ

を指摘するにとどまっていて，中学校，高等学校が多いということの原因についての結論め

いたものは示されておらず，やはり何が原因であるかということを，ある程度絞り込むのも

難しいというのが現状なのかなというふうに思ったりいたします。 

  このように，皆様方からは，実態がどうなのか，実情はどうかということについて知りた

いというリクエストをいただいているんですけれども，文科省にしてこうでございまして，

私どもも，支援をしているケースから，いろいろ申し上げることができるものはありますけ

れども，先ほど冒頭に申し上げましたように，被処分者数２８２人，１人１件行っていたと

して２８２件などということはお伝えすることもできませんし，お伝えできるとしても，１

割は切ります。 

  ですから，実情をお伝えするといっても，私たちが知るに至ったところに限るというとこ

ろになってしまって，もう少しはっきり申し上げると，実情はいかなるものであるかという

ことは明らかでないです。ナショナルなレベルでも，ローカルなレベルでも，きちんとした
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調査がなされていないということが実態です。ですから，先ほど申し上げましたように，ど

こかのレベルで行う必要があるんだろうと思います。パターンとして，こういうことがある

ということは申し上げることができますけれども。 

  次が，Ｔ市公立学校の児童に対する担任教員からの性暴力の件でございますが，これは民

事裁判でございました。資料集（配布資料２）の「９／３４」ページから，それについて，

メモ的に書いたものをお載せしております。これを発表した後に，平成３０年６月２９日の

判決が出まして，ＴＫＣというデータベースで公表されたんです。それが資料集（配布資料

２）の「１５／３４」ページに出ております。 

  この原稿本文は，当時，取材をしていた地元の新聞記者等からのいろいろな情報提供を得

た上で，このようなことがいえるのではないかということを書いたものでございます。 

  このケースは，一遍，中学校で教員をしていた者が，その中学校に属している女子生徒に

対して，わいせつ行為等を行ったことが発覚し，一旦教育現場から外れました。その後，特

別支援学級に復帰したのですが，中学校でそういう行為をしたということを教育委員会は知

ることができたのにもかかわらず，その教員を特別支援学級に配置しました。校長先生はそ

うした事情をうわさで知っていて，それを事実かどうかを調べるために，前任の中学校の校

長に問い合わせたところ，ちょっと事実は曖昧で分からないということであったという，こ

のような状況のもとで，児童にわいせつ行為を行ったというものでございます。 

  これにつきましては，資料集（配布資料２）「１３／３４」ページの事案の対応として必

要なことというところを御覧ください。 

  ここで私は，①，②，③，④というところを挙げました。多機関連携を図った上で，様々

なことを実施する必要があるということと，再発防止のもの，そして，⑤といいますか，①

のところで，学習支援ということも必要なんだと，この事案が教えているということを伝え

ました。 

  これはＴＫＣにも載っておりますし，ここのメモ書きのようなものではございますが，ざ

っと読んでいただきますと，お分かりいただけるというものでございますので，時間の関係

上，そこの部分については割愛をさせていただきます。 

  その次に，これを受けまして，次，レジュメ（配布資料１）のⅡの４（２）の方へまいり

たいと思います。 

  そして，「学校教育現場における性暴力事案への対応の「実情」の分析、検討」というと

ころにまいりたいと思いますが，このとき考える必要があるのは，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの四つの

観点でございます。まず最初は，「Ａ：被害児童・生徒への対応」，２番目は，「Ｂ：全校

児童・生徒への対応」，３番目は，「Ｃ：全校児童・生徒の保護者への対応」，そして４番

目に，「Ｄ：加害者への対応」でございます。 

  これは，皆様既に御承知だと思いますけれども，学校保健安全法というのがございますね。

それで，安全マニュアルというものを作らなければいけないんですけれども，こういう性，

わいせつ行為を行ったということで，先生が処分されたというような事例が起きたときにも，

どのように対応しますかということを，例えば静岡県の県教委などは，マニュアルの中で書

いております。 

  その学校保健安全法のスキームからすると，こういう四つの観点から，こういう問題につ

いては対応しなければいけないということになっているので，一応この観点を出しました。 
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  まず，一番重要なのは，Ａと，そしてＤですね。Ａの被害生徒への対応ですけれども，事

実調査と司法手続上の対応と教育上の対応という，この三つのところが考えられるかと思い

ます。そして，これを考えるに当たって，皆様のお手元にお配りしております資料集（配布

資料２）の「１７／３４」ページを御覧ください。 

  ２０１７年５月に，日本教育学会の特別課題研究として設定されましたスクール・セクハ

ラ問題の総合的研究に，資料集（配布資料２）の「１８／３４」ページから成ります，こう

いうタイトルの論考を私は寄稿させていただいております。 

  そこで，皆様に見ていただきたいのは，資料集（配布資料２）の「２０／３４」ページに

紹介しております３件の判決例でございます。三つとも，結局，１例目は，このようなケー

スで，加害者の側に準強姦未遂，準強制わいせつに該当する，懲役５年が言い渡されたもの

でございますが，判決例２と判決例３は，まさに事実調査等の段階での聞き取りに問題があ

ったために，判決例３は無罪となり，判決例２では，一審は無罪で，二審では被害者供述信

用できるとして，条例違反で懲役２年執行猶予３年がついたというものです。 

  結局これは，子どもの様子がおかしいということに気がついた母親が，どうしたのと聞い

てしまう。子どものことが心配ですから聞きますよね，何回も。何回も何回も何回も何回も

聞いてしまった，その結果，刑事司法手続の方につながったが，結局，子どもの供述は信用

できない。それは親の誘導とか影響があったからである。そういうことが原因で，このよう

になったというものなんですね。 

  この事案は，子どもの年齢が一桁であるとか，二桁であっても前半，小学校に在籍してい

る場合には，聞き取りは非常に慎重に行われなければならないということを我々に教えてい

ると思うのですね。 

  先ほど申し上げました，学校の中で相談があって，事実を調査するというところを想像し

てみますと，実態はこうです。教育委員会の中に調査委員会が設けられるとか，学校の中に

調査委員会が設けられるなどして，先生方が聞き取っていらっしゃる。このようにして事実

調査が行われ，何らかの処分が行われる。それを踏まえその被処分者を告発しなければなら

ないのが原則でしょう。ところが，それが全件について行われているかどうか，これも怪し

いところですけれども，例えば告発されました，それが受けとめられて，捜査が始まりまし

た，としましょう。すると，その段階で子どもたちに聞き取ったときには，もう既に遅しと

いう状態であることは，皆さんの推測されるとおりでございます。 

  ですから，事実調査の段階から，学校，教育委員会と検察・警察，場合によっては，それ

についての重要な社会資源を持っている児童相談所といった多機関連携をもって，いわゆる

司法面接というものを実施した上で調査を行わなければいけないということが，はっきりと

手続の中で明確化される必要があるのでしょうけれども，そこが全然意識されていないよう

でございます。 

  ともかく丁寧に聞けばいいだろうという意識のようなんですね。ですから，スクールカウ

ンセラーとかスクールソーシャルワーカーとか，大阪の被害者支援システムに見られるよう

に，支援のスキルを持っているＮＰＯにつなげるとかなのですね。すごく，ある意味では，

大胆といいますか，ちょっと大丈夫かなと思うことが実際行われています。 

  そして，教育上の対応，これは一切行われていないと見て構わないだろうと思います。 

先ほど紹介した，Ｔ市公立学校児童に対する担任教員からの性暴力に係る，２０１８年の



 

-14- 

 

の民事裁判の判決が示しているように，当事者の方から学習支援についてのリクエストがあ

っても，それを実行する義務は学校や教育委員会にはないというのが，今の裁判所の考え方

ですね。 

  ですからこれは，そういった行為を未然に防げなかったという，いわゆる安全配慮義務違

反という責任とは別に，被害が起きたとき，その子どもたちを支援する配慮義務として措定

し，それが行われなかったのであれば，それを行わなかったということを内容とする責任が

教育委員会等に問われるというシステムを作っていく必要があるということでございます。 

  そして，次のＤの方へまいります。加害者の調査ですが，事実調査については今申し上げ

たような問題点が，このＤについても当てはまります。 

  大抵の場合，校長先生とか教頭先生が，あなたがこのようなことをしているという相談あ

るいは申立てがあったが，やりましたかと聞くのです。やりましたかと聞いて，やりました

と言う人がいると，皆さん思われますか。懲戒免職，つまりクビがかかっているのですよ。

そういう聞き方をして調査が進んでいるというのが，ほぼ実態としてあります。 

  いじめについては，調査のところで，第三者委員会を立ち上げるとして，外部の識者とし

て，弁護士など入れるということとされていますけれども，学校の中で行われた性犯罪に該

当し得る行為についての調査はこのような方針であることが明示されることもなく，今申し

上げたようなふうに行われているのが，大体の現況だろうということになっています。 

  そして，人事行政上は，先ほど申し上げましたように，原則として懲戒免職，再発防止に

向けた措置は，したがって，行われません。行う必要ございませんね，教育機関として。た

だ，原則として懲戒免職とするという方針が出される前に，停職として留め置いた上で，研

修がなされていた事例はございます。 

  幾つか私も，知るに及んだものがあるんですが，皆様，どのようなことがなされていたと

想像なさいますか。ごみの収集車に同乗させ，ごみの収集をさせる。これが，児童・生徒に

対して，いわゆるわいせつ行為を行って処分をされた教員に対する，再発防止を目的とした

研修としてなされていたという事例がございます。あるいはジェンダー論について書かれた

教科書を読み，感想文やレポートを提出させるといったようなことが大学では行われること

もございます。 

  今は懲戒免職で，はい，さようならということになりますから，教育委員会が再発防止教

育をする必要はありません。 

  そして，次の懲戒処分対象となった教員を告発すること，これも先ほど申し上げましたけ

れども，必ずしも全部がされているわけではないということでございます。 

  さて，特に運動部活動指導者が加害者である場合，その加害者が学校に在籍している教員

である場合もありますけれども，外部の指導者が行っているという場合もあります。そして，

今般の働き方改革などの流れの中で，スポーツ庁が部活動指導員という制度を導入いたしま

した。 

  それにつきましては，資料集（配布資料２）の中の「２９／３４」ページにございます，

茨城県教育委員会の登録バンクというのを御覧いただければと思います。 

  部活動指導員と，従来どおりの外部指導者の活用というものがございます。部活動指導員

は任用されていますので，ここでは，きちっと法的な立場を得るということになります。雇

用関係が発生するという状況になります。 
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  その一方で全く学校と法律上の権利義務関係もないままに，実際，部活動の指導をしてい

るというケースもございます。 

  そのようなケースにおいて、たとえばその方に対する謝礼はどうなのかというと，部活動

の保護者会のようなものが部活動費ということを名目に集金をして，その中から，地元の方

で，非常に指導力があると見られる方に指導をお願いする。ですから，その方が何か起こし

たときに，学校等が，組織あるいは機関として責任を負う前提がないんです。 

  ですから，ここの資料によりますと，部活動を指導するのは，部活動指導員というのと外

部指導者と二つだけで，二つとも，程度に差はあれ，きちっと学校という機関と法的な権利

義務関係があるから，何かがあったとき，学校が責任を負うけれども，そうではないものも

たくさんあるということは知っておいていただきたいと思います。 

  また，この部活動指導員の任用も，自治体によっていろいろ違って，茨城県は非常に細か

くしています。資料集（配布資料２）の「３０／３４」ページの「資格要件」の（３）を御

覧ください。このような，いわゆる不適格と認められることをやらなかった人ということ，

きちっと書いてあるんですね。 

  もう一つ，資料集（配布資料２）の「３１／３４」ページ，これは足立区で，ここには応

募資格が書いてあるだけです。このようなものだけを応募資格にしているのが，ほとんどで

ございます。茨城はかなり特別というか，やはり問題が起きることが，可能性が高いし，実

際起きているということによって，非常にきちっと意識された上でのものだなということが

うかがわれます。 

  ですので，部活動指導員，外部指導者，その他の指導者という者も存在していて，むしろ

そちらが加害者となって起こしているケースというのも，少なからず存在しているというこ

とについては，注意をしていただければと思います。 

  そして，レジュメ（配布資料１）の５番目にまいります。刑事法的な対応ですけれども，

適用可能な法条としては，条例と児童福祉法と刑法とございます。 

  今般，刑法が，非常に法定刑も上がって，かなり厳しいものになっていて，これが施行さ

れたときに，担当者の方とも意見交換させていただいたんですけれども，条例とか児童福祉

法というようなものを活用することによって，事案の顕在化と要注意人物を注視するという

ことをしながら，一定の段階では，刑法で処断するというようなことも可能かと思うという

ことでございました。 

  皆様にお配りしている資料集（配布資料２）の「３３／３４」ページは，平成２９年，ち

ょうど２０１７年の改正が行われたときの衆議院法務委員会における今野委員と，それに対

する林政府参考人，法務省刑事局長との質疑応答のところを抜粋したものでございます。 

  監護者性交等罪というものが作られたが，監護者に当たらない人たちが，その影響力に乗

じて，わいせつ行為をしたときに，それがこぼれ落ちてしまう可能性はないかという懸念を

示されたものでございます。 

  それに対して，林政府参考人が，このように監護者ではないが，こういう立場を，影響力

を行使できる者の事例をお挙げになって，ここにございます林政府参考人のお答えの２段落

目にありますように，児童福祉法もありますということで対応可能でございますと。また，

準強制わいせつ，準強制性交等罪によって処罰されることもあるので，今野委員が御懸念さ

れるようなことは，何とか対処可能でございますと。 
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  そうしましたらば，今野委員の方が，現行の条文においても，そうした対応が可能だとい

うことで御答弁をいただきましたということで，資料集（配布資料２）の「３４／３４」ペ

ージ，不断の見直しが恐らく必要だけれども，被害者の気持ちに寄り添いながら，運用の中

でしっかり心がけていただきたいと締めくくっておられます。 

  ですので，このように，様々なレベルで，ともかく事案を顕在化させる，要注意人物とし

て，どういう人がいるのかということを把握するということも目的として，ぜひ，教育機関

からの告発はマストで，それを真摯に受けとめて，何らかの法条によって起訴することがで

きないのかどうかということを，今野委員が言われているように，運用の場面で工夫をして

いただけたらというふうに思います。 

  次，準強制性交等のことなんですけれども，林政府参考人がおっしゃっていたように，こ

ちらの活用も非常に重要なところだとは思われます。 

  ただ，これに関して，非常にイレギュラーな判決が出ています。これは，名古屋地裁岡崎

支部の平成３１年３月２６日の判決でございますが，これは，実父から長年にわたって受け

ていた性虐待の事案でございます。 

  これが無罪だったということで，激震が全国に走ったので，皆様も御存じかと思いますけ

れども，この判決につきましては，抗拒不能というところが大変厳格に解釈されておりまし

て，確かに，実父からこのような行為を受けている，そのときには，抵抗は非常に難しかっ

ただろう。けれども，被害者の日常生活にも目を向けると，親との間の約束を必ずしも全て

守っていたわけではない。この家庭内の状況は困難なので，自分で独立しようと思っていた

ことがうかがわれる。こういうようなことを挙げて，全く父親に盲従，従属しなければいけ

ない関係にあったとは認められない。したがって，準強制性交等罪にいうところの抗拒不能

であったとは認められないとして無罪と判断され，現在，名古屋高裁に係属中でございます。 

  このケースにつきましては，私のように被害者支援などをやっている者という，いわば被

害者側に立つ人間ではなくて，オーソドックスな刑事法の先生からも，これは余りにも厳格

に過ぎ，破棄されるべきだと，はっきりと判例評釈されているようなところでございます。 

  ただ，評釈者等の目からは，そのようにいえるものであっても，被害者にとっては，この

判決が１００％ですよね。ですから，こういう判決が出ないように，附帯決議の中にもあっ

たように，趣旨を踏まえた上で，オーソドックスな線で，きちんと判決が出るような周知徹

底や研修というようなものがなされることを切に願うところでございます。 

  レジュメ（配布資料１）のⅢ「むすび」にまいります。 

  今ほど申し上げましたように，やはり事案の顕在化を図ることが必要でございます。その

ためには，相談力の充実というものが必要ですが，得手勝手に被害の事実を聞いてはいけな

いことを踏まえた上で，文科省，あるいは，もう少し細かく言うと，学校や教育委員会と警

察・検察という多機関連携のもとで，司法面接を初めとする調査等が行われるようになって

ほしいということでございます。 

  そして，再発防止についても，はい，さようならと，まさにその方々を教育産業廃棄物の

ように捨て去るということではなく，その方々が，教育現場ではない，もっと広い社会の中

で，新たな包摂関係が築けるような，再犯防止のための何らかの研修とか更生教育というよ

うな仕組みが必要だろうと思います。 

  教育現場から，そのような害悪の原因となるものがなくなればいいということでは済まな
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いということを意識した上で，再発防止対策というものを文科省のレベルでも考えていただ

けないものかと考えているところでございます。 

  私の報告は，これで終了させていただきます。誠にありがとうございました。 

 

○薊秘書課補佐官  

ありがとうございました。 

  それでは，ここで質疑応答の時間をとらせていただきます。 

  質疑のある方は，名前と御所属を言っていただいた上で，御質問をお願いいたします。 

 

○是木企画再犯防止推進室長  

官房参事官の是木です。すみません，ありがとうございます。大変参考になりました。 

  なかなか，私どもの方で検討している刑事法，司法手続の部分だけでは見えないところに

ついてのお話を非常にたくさんいただきまして，今後，性犯罪や性暴力というものを考えて

いく上で，そういった視点も持たなくてはいけないなということを改めて実感した次第でご

ざいます。 

  その上で，先生から既に，なかなか実態の把握自体が難しいんだということの御指摘を受

けた上ではございますけれども，ちょっとあえてお聞きしますに，やはり教員によるわいせ

つ行為等というのが増加しているというようなものが統計的に示されていると，これは文部

科学省さんの方の資料で示されているという言及もございまして，実際に自校の生徒を対象

としたもの自体も増えているというような状況があるというふうに認識しています。 

  現場のことを御存じの先生の認識としまして，これまで潜在化されてきたようなものが掘

り起こされているような実情があるというふうに認識されているのか，あるいは，新たに問

題点として生じつつある性的な行為というようなものが，むしろ広がっているというような

認識がお有りであるのか，この辺りについての先生の認識を教えていただければと思います

が，いかがでしょうか。 

 

○柳本先生  

ありがとうございます。 

  両方だと思います。潜在化されてきたものが顕在化してきたということで，そういう観点

では，喜ばしいことだと思います。子どもたちの，それがセクハラなんだという認識する認

識力が高まってきたことを表すものといえるでしょうから。 

  数が増えたということをそのような観点から見れば，子どもたちに対する研修や教育の効

果が上がっているということだと思います。そうすると，それに対応して，教員の方もきっ

ちりと，そのような行為をしないようにという研修が，先ほど申し上げるような，統計が示

す研修等の工夫の必要があるということがいえるかと思います。 

  さらに，１０年，２０年前とは異なる環境の中に，子どもたちは投げ込まれています。御

存じのとおり，インターネット関連の様々な性犯罪，性暴力に巻き込まれる環境ですね。潜

在化されてきたものが顕在化してきたことに加えて，そういう新たな類型の性暴力，性犯罪

に該当し得るものが出てまいりました。それにたくさん引っ掛かってしまうというか，絡め

取られている者が増えているという，そういうことで，件数自体も増えているということだ
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ろうと思います。 

  これは大学でもあることでして，口実は，ゼミであるとか卒業論文であるとかの指導につ

いて，きちんと答えたいし，日程調整も頻繁にやる必要があるので，ＬＩＮＥを開通しまし

ょうということで，いろいろやりとりしているうちに，全然関係ない話になってきて，セク

ハラだというふうに申し立てられてくることがあります。 

  子どもたちに対しても同じようなことがあるかもしれません。それはあるかも，先生，こ

んなのやったよとか，仲良しになりたいねみたいな形で始まって，それから全然余計なこと

になっていく。そういう形で，自校の児童・生徒をＬＩＮＥとか，その他の様々なソーシャ

ル・ネットワーク・サービス，ソーシャル・サービスに巻き込んで行っているというものも

ありますね。 

  事案の中でも，教員が千五，六百通，メールとかＬＩＮＥで通信をして，子どもがまいっ

てしまって，被害の相談をして，顕在化して処分されるという例があったりします。ですか

ら，御質問については，私は両方だというふうに思っています。 

 

○是木企画再犯防止推進室長  

ありがとうございました。 

  それでは，もう１点お願いします。 

  そのような実情があった場合に，さらに先生のお話の大きなポイントとして，そういった

ものを適切に発見して，確実に，行政上の処分もそうでしょうし，刑事罰が科されるべきも

のであれば，きちんと刑事罰が科されるような状況にすると。そういったところをしっかり

認知するということが重要であるというふうな部分に，かなり力点を置いて，お話をいただ

いたものと認識しております。 

  さて，児童虐待の場合なんかで行われているような，いわゆる関係機関の連携についても

そうなんですが，役割分担論みたいなことが非常に大きなテーマになることがございます。 

  学校教育の場でありますとか部活動等の場における，わいせつ行為，性的行為，こういっ

たものを実際に認知して，ありのままに，実際に何が起きたのということをしっかり聞き取

って把握するというような部分について，いろいろなプレーヤーが得手不得手がある中で，

役割分担を果たしていくという必要があるんではないかと思いますけれども，先生は，その

辺の役割分担論みたいなところについて何か，こういう方向感があった方が良いんじゃない

かとかいうような御見解をお持ちでしたら，御教示いただければと思っております。 

 

○柳本先生 

 そうですね，それはあると思います。それぞれの強みを生かして，正確に事案を把握して，

後日，公訴提起がされたときに，しっかりと子どもたちの証言が信用力のあるものとして把

握される必要はあるだろうと思います。 

  例えば，他国の例ですけれども，ニューヨーク市の教育委員会のセクシュアル・ハラスメ

ントに関する規定を見てまいりましたらば，まず前提として，セクシュアル・ハラスメント

というのは犯罪ではないということですね。 

  セクシュアル・ハラスメントの相談として，例えば子どもが独自に来たとしましょう。い

ろいろと展開される話を聞いているうちに，これは場合によっては，犯罪に該当し得る行為
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を被害として受けたのかなと思ったときには，それ以上話を聞くな，すぐに警察へその話を

持っていきなさいというふうになっているんですね。 

  ですので，まず最初，こんなことがあってというときに，子どもたちがいきなり，構成要

件に該当する事実として，こういうことがありましたとは言いません。セクハラみたいなと

か，何とかかんとかで，ごにょごにょ話します。ですから，そういう話の初めのところは，

子どもの話を丁寧に聞けるスキルのある人が対応するべきですね。 

  ただ，そうやって話を聞いているうちに，どうやら犯罪に該当しそうなものがあったのか

もしれないと思ったら，私はやっぱり，そこでストップだと思います。そこで，これ以上あ

なたの話は聞けませんとかということではなく，じゃちょっと，ここまでの話まとめておこ

うね，じゃちょっとここで，例えば，校長先生などにも相談してみるから，次にここで相談

しましょう，何らかの，ちゃんと納得してもらえる理由を説明して，そこで一旦切って，そ

こから関係機関に，こういう話があったけれども，どうしましょうという相談が始まると思

います。 

  そして，そこから場合によっては，多機関連携で，きちっとした聞き取りをしましょうと

いう話になるでしょうし，その必要性があるかどうかは，もう少し話を聞いてみないと分か

らないということであれば，最初に話を聞いた人に再度話を聞いてもらって，懸念されるよ

うなことがうかがわれる話があったかどうかということを確認してもらうということになる

かと思います。 

  ですから，そういう意味での役割分担はあるとは思います。ただ，何か本当に，捜査の端

緒となるような事実があるかもしれないと思ったときには，相談を聞いた人，あるいは学校

はそこで留めてはならないと思います。留めるのではなくて，すぐに学校なら学校が，ある

いは教育長なら教育長が，そういう多機関連携の，何といいますか，会を招集して，実態を

報告した上で，これについては今後どう対応しますかについて検討し，決定をし，実行し，

また報告をしてというようなことを続けていくことによって，その子どもが話をしてくれた

ということが無駄にならないようなものになっていくのではないかと思います。 

  そこで具体的に，これはここで，これはここでという役割分担というような話になってい

ないことは申し訳ございませんが，そういう形で連携をすることによって進めていくという

ことで，おのずと適切な必要な役割分担というものが出てくるのではないかなというところ

が，私が今のところ，思っているところでございます。 

 

○是木企画再犯防止推進室長  

ありがとうございました。私からは以上です。 

 

○薊秘書課補佐官  

ほかに御質問のある方，いかがでしょうか。 

 

○安次富秘書課係長  

ありがとうございます。大臣官房秘書課の安次富と申します。 

  相談先について，御質問させていただきたいと思います。 

  司法制度調査会提言にも，スクールカウンセラーの配置を充実させるというように，スク
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ールカウンセラーが，まず相談先として期待される，相談先の一つになっているのかなと思

っているところなんですけれども，平成３０年度，２９年度の文科省の懲戒処分等の調査で，

わいせつ行為等が発覚した要因において，スクールカウンセラーへの相談が，どちらも１％

台で推移していることについて，配置がまだ進んでいないためであるとか，もしくは，学校

外における懲戒処分も含んでいる調査だからなのかとか，先生がお感じになるところの現状，

実情，もしくはスクールカウンセラーの活用というところの課題等，先生がお感じになるこ

とについて，教えていただければと思います。 

 

○柳本先生  

御質問ありがとうございます。 

  今の御質問につきましては，資料集（配布資料２）の「２１／３４」ページのところと，

平成３０年度の「わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況（教育職員）」（配布資料３－１）

の中の（６）の「わいせつ行為等が発覚した要因」というところを併せてご覧いただければ

と思います。 

  御質問の趣旨は，スクールカウンセラーへの相談というのは，必ずしも多くはないが，文

科省としては，ここの充実を狙っていて，それに向けては，どのようなことが課題であると

柳本は考えているかということだったと思います。 

  まず，スクールカウンセラーも，常勤の学校もあれば，学校何校かをまたいで，一つの学

校につき週１回とか２回とかというふうに勤務なさる方もいらっしゃいます。 

  この「わいせつ行為等が発覚した要因」を御覧いただきますと，３９．０％が教職員の相

談，一般の教職員への相談が６０人，２１．３％ということになっていて，恐らくこれは，

養護教諭の先生が多いのかなと推測されます。スクールカウンセラーは，確かに御指摘のと

おり，４人で１．４％で，それは，今申し上げたような，スクールカウンセラーの学校での

勤務の状態もその原因かと思います。 

  子どもたちは，いつも顔を見て，声を交わし，話を交わしている中で，この話だったらこ

の先生，こういう話だったらこの先生というふうに見極めていることでしょう。こういうセ

クハラであるとか，わいせつ行為に該当するような行為をされたというときには，やっぱり

すごく信頼できる先生に，人に話したいですよね。 

  そうだといたしますと非常勤で週１日とか２日しか来ないスクールカウンセラーという方

は，その方のスキルが原因ということではなくて，御説明いたしましたような理由で子ども

の選択肢に入ってこないのではないでしょうか。そこが残念ですよね。 

  スクールカウンセラーというのも専門職で，スクールソーシャルワーカーの方と同じよう

に，非常にたくさんスキルを持っていらっしゃいます。ですからそのお力をもっと活かして

いただけるようにする。そして，子どもの目から見たとき，大事なことを相談できる，信頼

できる人の選択肢の中に入れられるように，配置についても，人員確保と配置の点で，もっ

としっかりとしたものにしていく必要があるだろうと思います。常勤が望ましいでしょう。 

  資料集（配布資料２）の「２１／３４」ページの（４）のところを御覧いただきたいと思

います。これは，２０１３年に，日本教育法学会のメンバーを構成員とする「「学校安全」

の法制・取組みに関する検証」という，科研費で行った調査研究の抜粋でございます。 

  こちらはセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口の開設事業状況と相談業務担当者
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に関する質問を，都道府県教育委員会と市区町村教育委員会に対して行った調査の結果でご

ざいます。 

  ①が都道府県です。窓口を開設しているのは６６．７％で，２０教育委員会でございまし

た。そこの窓口担当者はここに書かれているとおりでございます，皆さんはこれをいかが御

覧になりますか。一番多いのは，複数回答ですが，指導主事等の教職経験者。いかがでござ

いましょうか。私はこれを見たときに，大丈夫でしょうか？と思いました。 

  ②の市区町村につきましても，傾向としては同じでございます。一番多いのは教育指導主

事の経験者で１３５件ということでございます。これは今から６年前のものでございます。

以後相談窓口の充実ということがいわれていますので，変わっているかと思います。変わっ

ていてほしいのですけれども，一方で，余り変わっていないのかなという気もいたします。 

  継続的に調査研究をするには，全国的なものですと，ちょっと費用がかかることもあり，

ここで滞ってしまっておりまして，この時点でのという制約はありますけれども，教育委員

会が設置している相談窓口の実情の一端として，把握しておいていただければと存じます。

よろしかったでしょうか。 

 

○安次富秘書課係長  

ありがとうございます。 

 

○薊秘書課補佐官  

  ほかに御質問等ございませんでしょうか。 

  それでは，会議のお時間もありますので，もし他に御質問等お有りになる場合は，別途ま

とめて先生の方にお尋ねし，先生の御都合のよろしいときに御回答いただくという対応をと

らせていただきたいと存じます。 

 

○柳本先生  

私の執筆した論文を資料の中に入れていただきましたけれども，結論として，これが必要

ということを箇条書きにしてありますので，そこだけ把握していただければと思います。 

  ２０１８年におけるＴ市公立学校児童に対する担任教員からの性暴力事件に対する判決に

ついては資料集（配布資料２）の「１３／３４」ページに教育機関の対応として必要なこと

を５点記してございます。 

  そして子どもの聞き取りが重要であるということを書きました日本教育学会の論文につき

ましては，資料集（配布資料２）の「２５／３４」ページにございます３の結論部分に合計

４点提示してございますので，御覧いただければと思います。 

 

○薊秘書課補佐官  

ありがとうございました。 

  それでは，座長の西山政策立案総括審議官から一言お願いいたします。 

 

○西山政策立案総括審議官  

柳本先生におかれましては，本日御多忙の中，当省にお越しいただきまして，貴重なお話
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を伺いまして，誠にありがとうございました。 

  大変限られた時間で恐縮でございましたけれども，学校における子どもの性被害というこ

とでございまして，実情や課題について御説明をいただき，大変参考になりましたし，また，

貴重な御提言もいただいたものと考えております。 

  私どもワーキンググループにおきましても，本日御教示いただいた内容等も踏まえまして，

さらに調査を進めてまいりたいと考えております。本日はどうもありがとうございました。 

 

○薊秘書課補佐官  

  以上をもちまして，性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ第１２

回会合を終了いたします。本日はありがとうございました。          －了－ 



1 / 3 
2019 年 12 月 26 日開催 

性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査 WG 

学校におけるこどもの性被害

柳本 祐加子

Ⅰ はじめに

Ⅱ 学校教育現場における教師から児童・生徒等に対する性暴力

１．内閣府男女共同参画局の取組み

（１）第４次男女共同参画基本計画

（２）女性に対する暴力に関する専門調査会の取組み

・『女性に対する暴力についての取組むべき課題とその対策』(平成 16 年） 
・『女性に対する暴力を根絶するための課題と対策～性犯罪の対策の推進～』(平成 24 年） 

２．2017 年刑法性犯罪改正 

３．自民党司法制度調査会の取組み 
・2018 年自民党司法制度調査会における報告

・2018 年自民党司法制度調査会提言

４．現状に関する考察

（１）実情に関する情報例

・平成 30 年度公立学校教職員の人事行政状況調査について

cf.平成 29 年度調査

・平成 30 年度神奈川県 SH 調査

・平成 30 年度千葉県 SH 及び体罰実態調査

・大阪府⇒調査実施を予告

・豊田市特別支援学級児童に対する担任教員からの性暴力事件（民事裁判）

名古屋地裁岡崎支部平成 30 年 6 月 29 日判決

（２）学校教育現場における性暴力事案への対応の「実情」の分析、検討

A：被害児童・生徒への対応 
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査 WG 
・事実調査

  ・（刑事）司法手続き上の対応

・教育上の対応

B：全校児童・生徒への対応 

C：全校児童・生徒の保護者への対応 

D：加害者への対応 
・事実調査

・人事行政

・再発防止に向けた措置

・懲戒処分対象となった教員を告発すること

・部活動指導員、外部指導者の場合

５．学校教育現場における性暴力事案への刑事法的対応

・適応可能な法条：条例、児童福祉法、刑法

・現行刑法との関係について

・準強姦罪として起訴された事例 名古屋地裁岡崎支部平成 31 年 3 月 29 日判決（無罪）

＊抗拒不能という概念に関する本判決の解釈

Ⅲ むすび

＝＝＝＝＝

（強制わいせつ）

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月

以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

（強制性交等）

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交（以

下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳

未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

（準強制わいせつ及び準強制性交等）

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能

にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
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２ 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、

性交等をした者は、前条の例による。

（監護者わいせつ及び監護者性交等）

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力がある

ことに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

２ 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じ

て性交等をした者は、第百七十七条の例による。



第 4次男女共同参画基本計画 第 7分野  

４性犯罪への対策の推進  
（オ）各種性犯罪への対応 
③ 教育・研究・医療・社会福祉施設・スポーツ分野における指導的立場の者等による性犯
罪等の発生を防止するための効果的な対策やこれらの者等に対する啓発を強化する。 
５子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 
(イ) 被害を受けた児童に対する相談・支援等 
① 児童に対する性的虐待については、厳正に対処するという観点とともに、被害児童の負
った心身の深い傷を回復させるという観点から、被害児童の心身の状況等に十分な配慮を
行いつつ、事案の顕在化に努める。また、顕在化した事案については、刑法（強姦罪）及び
児童福祉法（児童に淫行をさせる行為）等を適用し加害者を厳正に処罰するなど、児童に対
する性的虐待を許さない毅然とした姿勢を示す。 
② 児童相談所やワンストップ支援センター等において、性的な暴力被害を受けた子供に対
する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援の実施に努める。併せて、専門的知識
を備えた人材の育成を推進する。 
③ 被害児童の心情や特性を理解し、二次的被害の防止に配慮しつつ、被害児童から得られ
る供述の証拠能力及び証明力を確保する聴取技法について都道府県警察への普及を図る。
また、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関が被害児童の事情聴取に先立って協議を行い、
関係機関の代表者が聴取を行うことについて積極的に検討するほか、被害児童から事情聴
取をするに当たり、聴取の場所・回数・方法等に配慮するなど、被害児童へ配慮した取組を
進める。 
(ウ) 防犯・安全対策の強化 
① 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい
等の行為に対する捜査・警告を的確に実施する。 
 

『女性に対する暴力についての取り組むべき課題とその対策』（平成 16年） 

イ大学以外の教育機関におけるセクシュアル・ハラスメント対策の充実小学校、中学校、高
等学校等、大学以外の教育機関におけるセクシュアル・ハラスメントは、教育の前提となる
教員と生徒、保護者等との間の信頼を著しく損ない、生徒等に大きな傷を残すものである。
残念ながら、セクシュアル・ハラスメントで懲戒処分を受けた教員が増加しており、徹底し
た防止対策が必要である。この観点から、セクシュアル・ハラスメントを行った教員に対し
ては、懲戒処分も含め厳正な対処を行うとともに、教育関係者への研修等による服務規律の
徹底、被害者である生徒等が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制
の整備などを推進する必要がある。 
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『「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策～性犯罪への対策の推進～』

（平成 24年） 
２ 各種の性犯罪への対応 ～ 指導的立場にある者等による性犯罪の防止等性犯罪につい
ては、教育・研究・医療・社会福祉施設・スポーツ分野や職場における指導的立場にある者
により、児童・生徒等が被害を受けているものがある。報道を見ても、被害が長期にわたり
繰り返された後に発覚した深刻な事案も少なくない。しかし、その実態に関しては、例えば、
文部科学省によると、平成 22 年度、公立の小学校、中学校、高等学校等において、わいせ
つ行為等を行った当事者として懲戒処分等（訓告等及び諭旨免職まで含めたもの）を受けた
教育職員の数は 175 人であったが、国立、私立の学校を含め全国的に把握される仕組みが
なく、被害実態の全容は明らかではない。 
また、指導的立場にある者による性犯罪については、その優位な立場等を利用しており、

弱い立場である被害者にとっては被害を訴えにくい、被害を訴えても信じてもらえない、教
育指導・補助やしつけであるなどの抗弁によって被害の事実が認定されないなど、被害を訴
え出ることが困難な状況に置かれる。そのため、被害がより潜在化・継続化・深刻化する傾
向が懸念される。 
② 検討内容 
指導的立場にある者等による性犯罪については、被害者が訴え出ることが困難であると

いうその特性に鑑み、厳正に対処して加害者を処罰するためには、まずは事案の顕在化を促
すことを第一に考えていくことが必要である。 
学校において教員による性犯罪等が発生し、性犯罪に関する知識がない管理職員のみで

事実関係の調査が行われた場合、性犯罪被害が認定されず、潜在化につながるおそれがある。
そのため、学校の設置者である各教育委員会等によって調査が行われることが原則であり、
今後も適切に調査が行われるようにすべきである。また、各教育委員会における再発防止対
策を検討する際には、弁護士等の専門家の知見を得ることも考えられる。さらに、民間支援
団体が相談を受けた場合は、当該団体から教育委員会や大学のセクシュアル・ハラスメント
防止関係委員会等に申し入れるなど、教育委員会等と連携して対応することが望ましい。加
えて、性犯罪等により懲戒免職等となった教員が再度教員に再就職するなどのケースにお
いて、更なる被害を生じさせないようにすることが課題であり、その対応について幅広く検
討する必要がある。… 
指導的立場にある者については、自身に性犯罪の加害者になり得るという意識がないこ

とが想定されるため、研修や大学の課程等において性犯罪被害に関する啓発を行うなどに
より、教育、研究、医療、社会福祉、スポーツ等の関係者の意識改革を進めることが必要で
ある。 
児童・生徒に対しても、性犯罪被害や相談に関する啓発を行う必要がある。特に小学生や
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知的障害を持つ者については、本人に性犯罪被害であること自体の認識がない場合がある
ため、法や司法によって守られることを伝え、被害を受けた場合に相談を促す教育が必要で
ある。被害を受けた児童・生徒が相談することを契機に、被害の顕在化を促すとともに、学
校等で適切な支援が行われるものと考えられる。なお、被害を受けた児童・生徒に対しては、
学校への通学が様々な面で困難となる場合もあるため、学習支援が必要であるとの見解が
示され、速やかな対応が求められる。 

 

『司法制度調査会提言～誰一人取り残さない日本を目指して～』（平成 30年） 

…加えて、教育現場における教職員やスポーツなどの指導員による性被害への対策の強化
も重要な課題であり、スクールカウンセラー等の配置を充実させて被害者や目撃者が申告
しやすくするほか、教職員等への研修、加害者となった教職員等に対する地域差のない公平
かつ適正な処分、学校と捜査機関との連携など総合的な対策が必要である。 
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す
る
心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
知
見
等
に
つ
い
て
調

査
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
、
司
法
警
察
職
員
、
検
察
官
及
び
裁
判
官
に
対
し
て
、
性
犯
罪

に
直
面
し
た
被
害
者
の
心
理
等
に
つ
い
て
の
研
修
を
行
う
こ
と
。

三

性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
過
程
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
生
活
の
平
穏
そ
の
他
の

権
利
利
益
に
十
分
配
慮
し
、
偏
見
に
基
づ
く
不
当
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
二
次
被
害
の

防
止
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
被
害
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
た
適
切
な
証
拠
保
全
を
図
る
こ
と
。

四

強
制
性
交
等
罪
が
被
害
者
の
性
別
を
問
わ
な
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
被
害
の
相
談
、
捜
査
、
公
判
の
あ
ら
ゆ

る
過
程
に
お
い
て
、
被
害
者
と
な
り
得
る
男
性
や
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
偏
見
に
基
づ
く
不
当
な
取
扱
い
を
し
な
い

こ
と
を
、
関
係
機
関
等
に
対
す
る
研
修
等
を
通
じ
て
徹
底
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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五

起
訴
・
不
起
訴
等
の
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
の
心
情
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
処
分
の
理

由
等
に
つ
い
て
丁
寧
な
説
明
に
努
め
る
こ
と
。

六

性
犯
罪
が
重
大
か
つ
深
刻
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
上
、
性
犯
罪
被
害
者
が
そ
の
被
害
の
性
質
上
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
困

難
で
あ
り
、
そ
の
被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い
と
い
う
性
犯
罪
被
害
の
特
性
を
踏
ま
え
、
第
三
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
等

に
従
い
、
性
犯
罪
等
被
害
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
、
性
犯
罪
等
被
害
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
負
担

の
軽
減
や
被
害
の
潜
在
化
の
防
止
等
の
た
め
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

七

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
起

訴
状
等
に
お
け
る
被
害
者
の
氏
名
の
秘
匿
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事

件
の
捜
査
及
び
公
判
の
実
情
や
、
被
害
者
の
再
被
害
の
お
そ
れ
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
を
も
踏
ま
え
る
こ
と
。

八

児
童
が
被
害
者
で
あ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
被
害
が
特
に
深
刻
化
し
や
す
い
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
害
児
童
の

心
情
や
特
性
を
理
解
し
、
二
次
被
害
の
防
止
に
配
慮
し
つ
つ
、
被
害
児
童
か
ら
得
ら
れ
る
供
述
の
証
明
力
を
確
保
す
る
聴
取

技
法
の
普
及
や
、
検
察
庁
、
警
察
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
に
お
け
る
協
議
に
よ
り
、
関
係
機
関
の
代
表
者
が
聴
取
を

行
う
こ
と
な
ど
、
被
害
児
童
へ
配
慮
し
た
取
組
を
よ
り
一
層
推
進
し
て
い
く
こ
と
。

九

性
犯
罪
者
は
、
再
び
類
似
の
事
件
を
起
こ
す
傾
向
が
強
い
こ
と
に
鑑
み
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
多
角
的
な
調
査
研
究
や
関

係
機
関
と
連
携
し
た
施
策
の
実
施
な
ど
、
効
果
的
な
再
犯
防
止
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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年度 2012 2013 2014 2015 2016 
①小学校＊ 001 0 01 0.01 0.01 002 
③義務教育学校人数 ゜

割合（％） 〇.00
義務教育学校＊ 000 

②中学校＊ 003 003 0.03 0.03 0.03 
⑤中等教育学校人数 ゜ 1 ゜ 1 ゜

割合（％） 000 050 000 0.40 0.00 
中等学校＊ 000 007 000 0.06 〇.00

④高等学校＊ 0.04 003 004 0.04 0.04 
®特別支援学校＊ 001 0.01 0.02 0.02 001 

＊被処分者数／在職者数(%)（在職者数は当該年度の学校基本調査より）
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内海崎貴子他『スクール・セクシュアル・ハラスメ
ント』八千代出版、2019年

9 / 36 ページ

8/34

Administrator
テキストボックス




17

〔Vol. 29 2018〕CHUKYO LAWYER

スクール・セクシュアル・ハラスメントについて
―T市公立学校教諭わいせつ事件裁判から見える対策―

中京大学法科大学院 教授

柳 本 祐 加 子

Ⅰ　はじめに

　スクール ･セクシュアル・ハラスメント（以下「SSH」とする）に関しこれまで考察を続け、た

とえばその法的対応について既に被害児童・生徒への聞き取りを司法手続きの流れの中に適切に位

置づけた上でなされる必要があること、そのために被害児童・生徒への聞き取りや調査の段階で学

校や教育委員会は、児童虐待対応において実施されていると同様の警察や検察も含む関係機関連携

を行う必要があることを指摘した。

　2018年 6 月、愛知県T市内公立学校教諭の児童に対する性暴力事件を知り、この事件を可能な範

囲で調べる中で、改めて様々な問題点を見出すに至った。それは、上述した指摘の他、同一人物に

よる同種事件の再発防止策、処分のありかた、といった問題である。それを本稿において検討し、

改めて SSH対策を提示してみたい。

　

Ⅱ　本事件から見える児童・生徒に対する教員による性暴力事件に対する対応について

1．事件発生から民事裁判提起までの流れ

　本案件は特別支援学級の女子児童の裸体を撮影したもので、その発生は2014年秋。2016年に教諭

逮捕、同年冬懲役 1年 8月、執行猶予 3年の判決があった。ところがこの事件の発覚前既に当該教

諭による児童・生徒に対する性暴力事件が 3件発生していた。

（あ）2012年の事件：2012年夏に前任中学校における女子生徒の身体接触。この案件を学校が調査

したところ、当該生徒と当該教諭の主張に接触箇所に関し食い違いがあったものの、学校は市教育

委員会に非違行為報告書を一旦提出した。けれども市教委によれば、双方の主張に食い違いがある

ため身体接触の認定は困難、被害生徒保護者が事態収集を希望しているなどを理由として非違行為

報告書を学校が取下げた。そのため市教委は県教委に非違行為報告書を提出しなかった。その一方

で市教委は県教育委員会に対しトラブルとして情報提供した。

　当該教諭はその直後からその年度末まで休職し、2013年 3 月特別支援学級に着任。この人事につ

いて市教委は、休職明けの当該教員にとって通常学級の勤務は負担が大きいからと説明している。

（い）2014年の事件：2014年に上述の裸体撮影事件が発生。

（う）2016年の事件：同校児童にキスをしたという相談があり、その後捜査が開始されたが不起訴。

（1）

（ 2）
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この捜査中に2014年の事件が発覚し起訴され上述の通りの判決が出された。

（え）2017年の損害賠償請求の訴えの提起：2016年の事件被害児童の保護者は、こうした一連の事

件発生までの経緯を見て、市教育委員会と学校は当該教員が性加害を起こすことを予見可能であっ

たにも関わらずその防止を怠った安全配慮義務違反の責任があるとして、市に対しその損害賠償を

求める訴えを提起した。　

（お）2018年における当該民事裁判の判決

　当該教員の前任の中学校で女子生徒と二人きりの状態で身体接触をしたと市教委は認定できたと

し、「当該教員が性的な行為に及ぶ危険性があり、小学校に赴任するときも性的な行為に及ぶおそれ

があることを具体的に予見できた」と指摘。その上で「当該教員が赴任する小学校長に対し女子児

童と二人きりにならないように配置を検討するよう指導すべきだったと、市教委の安全配慮義務違

反を認めた。小学校については、当該教員の前任校での行為を知らされていたとはいえないとして

責任を認めなかった。このように市の安全配慮義務違反を認めたが、被害児童側と当該教員との間

で示談が成立していることを理由に請求を棄却した。

2 ．本事案に関する検討

　 1に記した事件の流れを見ると、学校（教育機関）による事件調査の方法、教育機関内（事件の

発生した学校と教育委員会）の事件情報の共有方法、人事配置に関する配慮、事件発生可能性に関

するアセスメント、加害者本人と被害者（側）との示談成立が国賠訴訟における具体的な賠償責任

に与える影響、再発（反復）防止のための措置等を考察すべき問題としてあげることができる。以

下順次検討してみたい。

（ 1）学校（教育機関）による事件調査の方法について

　 1（お）で紹介した判決冒頭に、前任中学校における身体接触を市教委は認定できたはずだとい

う下りがある。学校による調査では被接触箇所について当該教員と被害生徒の主張に食い違いがあ

ることが判明し、その後学校が市教委に対し非違行為報告書を市教委に提出したところ、市教委は

身体接触の認定は困難であるとして本報告書を受理しなかったという事情があったようで、この判

決文の箇所はそれを前提とする記述であろう。

　被接触身体箇所によっては強制わいせつなどの犯罪に該当する可能性がある事件である場合に、

警察等との連携を実施した上で慎重に事実調査をしたのかどうか明らかではないが、もしこのよう

な手法で調査をしなかったとすれば、この点にまず問題があるといえる。既に別稿で指摘した通り、

可能性のある後日の公判を想定した上で、特に被害者であるこどもの話の聞き取りを法的に意味の

あるものとして保存可能な手法によって実施する必要があるからである。

（ 2）教育機関内（学校と教育委員会との間）の情報共有について

　おそらく学校は、被接触身体箇所に関する被害者と加害者の主張に食い違いがあったとしても、

身体を接触したこと自体を不適切な行為であると判断し、市教委に非違行為報告書を提出したので

あろう。しかしその事実の認定は困難として学校が取下げたというのが市教委の理解である。この

ような場合、たとえば再調査を学校に対して命じるとか、市教委が調査をするといった措置をとる

（3）

（ 4）（ 5）（ 6）
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方法はないのであろうか。

　判決は、身体接触を市教委は認定できたはずだとしているところを見ると、上記の市教委の理解

とは異なり、市教委が事実を認定できなかったから非違行為報告書を受理しなかったという理解も

可能である。この理解を前提とすれば、やはり再調査を実施するなどして事実の認定をする必要が

あったのではないか。非違行為報告書の根拠となる事実認定に問題がある場合に、非違行為報告書

を取り下げるあるいは受理しないという対応だけでよいものか。一般的な事案対応のレベルにおい

て検討する必要があるのではないか。

（ 3）人事配置に関する配慮

　当該教員は2012年の事件発覚後の休職後、通常学級勤務は負担が大きいことを理由に特別支援学

級に配置された。既に新聞紙上でコメントした通り、特別支援学校において求められる教員の力量

は決して通常学級より低くてよいはずはない。また、身体援助が求められることがありうることを

想定すれば、不適切な身体接触をしたことのある教員をそのまま−その身体接触がなぜ不適切なの

かを理解し、同種行為を繰り返さないための学習（研修）機会を与えられることもなく−配置する

ことは問題である。

（ 4）事件発生可能性に関するアセスメント

　市教委が県教委に対して、学校が取下げた非違行為報告書記載内容を「トラブル」として情報提

供した理由は定かではない。けれども当該教員の今後の状況を見守る必要がある（当該教員は要注

意人物である）と判断したからだとの推測も成立可能である。そうだとすると市教委は着任校に対

しても同様の情報提供をし、再発防止のための方策を共に検討すべきだったのではないかともいえ

る。

　他方着任校において、当該教員が児童を膝の上に乗せたとか、少し児童との距離が近いのではな

いかといった声が校内にあったという。2012年の事件発生情報の提供がなかったとしても、そうし

た声が伝える状況が、場合によっては児童に対する性暴力の実行に及ぶ可能性もあることを想定し

た上で、当該教員に対し介入する必要もあったのではないか。

　スクール・セクシュアル・ハラスメント被害者支援活動の実践は、加害者は加害を繰り返す傾向

があること。被害者の好意や信頼を得る過程を経ながら性暴力の実行に至ること。こうしたことは

踏まえるべき認識であることを教える。これは被害者支援活動実践者たちが折りに触れ社会に向け、

教育関係者に向け発信していることである。けれども今回の事例を見ると、事件が発生する場であ

る学校現場に届いていないことがわかる。被害者支援の実践が教える性暴力事件発生のメカニズム

を教育関係機関全体で共有できる仕組みが必要だろう。

（ 5）加害者本人と被害者との示談成立と国賠訴訟における具体的な賠償責任

　市教委の安全配慮義務違反は認められるものの、市教委と加害教員の責任は不真生連帯債務の関

係にあり、加害教員の被害者との示談に基づく弁済により当該債務は消滅したので、その賠償責任

は生じないと判断した。

　確かにこの法律構成は間違ってはいない。けれども本件の場合、市と当該教員の責任の位置づけ

は異なる。当該教員の責任は、市に求められたと同様の学校という教育の場の安全を確保する義務

（7）

（ 8）

（ 9）

（10）
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（職務）の遂行行為ではなく、児童の安全を破る行為によるものだからである。今回の判決は当該教

員と市の責任が一体のものであるとの認識を示しているようにも見える。そうだとすると、これは

原告が提起した本件性暴力事件をめぐる様々な当事者の責任のあり方の問題に応答できているとい

えるであろうか。再考の余地があろうと思われる。

（ 6）再発（反復）防止のための措置

　当該教員は2014年の事件で逮捕起訴され執行猶予付きの有罪判決を得た後、懲戒免職処分を受け

た。これは、2012年、2014年そして2016年のいずれの事件についても、当該教員はその行為の意味

を学ぶ、自省し繰り返さないというこれらの目的を実現するための教育指導を受ける機会が与えら

れていないことを意味するように見える。現状では、懲戒免職処分を受けた者に対する教育指導実

施義務は教育委員会にはない。また当該教員は単なる執行猶予を得ただけであるので社会内処遇と

して教育指導の機会も得られない。

　昨年2017年文科省が懲戒免職処分を受けた者の教員免許情報を一括管理するシステムの導入を決

定しそれに対する予算措置を得た。このシステムには、免許失効を秘匿して他の自治体の教員とな

ることを防ぐことが主に期待されている。すると当該教員のような児童・生徒に対する性暴力加害

を行い懲戒免職処分を受けた者が再び教職につくことはおそらく皆無に等しくなることであろう。

したがって上述のような教育機会を得られない者が公教育に復帰することはないのでこの領域にお

ける安全は確保されることになるとも考えられる。

　ところでこの免許管理システムは、学校教育現場からこのような人物を排除するのはよいことだ

という認識を前提として作られた制度であろう。排除された人々はしかしながらこの社会に、上述

したような教育機会を与えられることなく存在し続ける。先に指摘したように、こどもに対する性

暴力加害は繰り返される傾向があることを踏まえると、そうした行動を修正できないままこの人た

ちがこどもと接触する職業につき、また同種事件を繰り返す可能性は否定しきれない。学校教育現

場から排除できればよいのだという認識は、社会のこどもたち全般の安全確保の観点から考えたと

き、公平であるといえるだろうか。加害者の行動修正教育受講機会確保や、再発防止のための援助

対策などの制度構築に向けた検討が必要なのではないか。

　現在の懲戒免職処分相当の事例について、その一つ手前の停職処分とし、教員の身分を維持させ

た上で上記の教育指導を教育委員会等が責任を持って実施する。教育指導終了後、その到達度に応

じ改めて当該教員の処遇を決める。教育現場に復帰させる場合、再発防止のための措置を講じ、必

ず適切なモニターを実施する。こんなこともありうる一つの方策ではないか。勿論これは現在の事

案対応基準や処分基準と相容れないものである。けれども行動修正教育の必要性や社会のこどもの

安全確保の観点からは、このような発想が許される場合もあるのではなかろうか。この是非も含め

様々な対応方法が今後積極的に検討される必要があることは確かである。いずれにせよ「ここにい

てほしくない人をここから追い出す・追い出せばよい」的な現行制度の見直しは必至であると考え

る。

（ 7）被害者支援のための社会資源の活用、事件公表時の配慮など

　本件においてその活用が検討されたのかどうか不明であるが、学校事故被害者としてスポーツ振

（11） （12）

（13）

（14）
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興センターの災害共済給付申請手続きや、犯罪被害者として犯罪被害者給付金給付裁定申請手続き

に向けた支援もあってしかるべきであろう。被害者（側）自身による民事訴訟の提起による損害回

復のみならず、被害者のための支援給付制度が同種案件においても活用できるはずだからである。

　また、事実調査開始後の被害相談者の安全確保、心身のケア、学習支援などに関する配慮、性暴

力事件発生が学校全体に知られるに至った場合の、児童・生徒、その保護者に対する精神的なケア

も含む対応。こうした措置も必要である。

3 ．事案への（教育機関の）対応として必要なこと

　 2までにおける考察から得た、事案への対応として必要であると考えられる事項 5点を以下に示

す。

①　被害者の安全や心身のケア、学習支援等と共に事実調査を多機関連携を図った上で実施するこ

と。

②　加害行為が認められた場合その加害者に対する再発（反復）防止のための教育指導を実施する

こと。

③　加害者が教育現場に復帰する場合、学校と教育委員会、その他適切な社会資源保持者や保持機

関との間で情報共有を図りながら、再発（反復）防止の措置をとること。

④　災害共済給付金制度や犯罪被害者給付金制度など、社会に存在する被害者に対する支援制度活

用に向けた支援を教育機関が実施すること。

⑤　事案発覚、公表時に当該学校児童・生徒、保護者に対し適切な対応を実施すること。

Ⅲ　むすび

　教員による児童・生徒に対する性暴力事件は、発生し続けている。それにもかかわらず事実調査

や、こどもに対する聞き取りの問題等、いまだ解決されないままでいる課題が存在する。この状況

を一刻も早く解消するため、本稿では現行運用原則とは異なるものも含めいくつかの提案を示した。

今後の対策検討の参考となれば幸いである。

　教育機関における性暴力対策のあり方を問う本件訴訟を提起された原告側の方々への敬意と感

謝、本件を考えるきっかけを与えてくださった方々への感謝、そして、性暴力に巻き込まれるこど

もの人数の減少の願いを表しつつ、本稿を閉じる。

（ 1）	 柳本祐加子「スクール ･セクシュアル・ハラスメントの法的課題―相談・被害者供述をめぐる法
的問題・被害者支援体制に関する考察―」『日本教育学会特別研究課題スクール ･セクハラ問題の
総合的研究』 1頁～11頁（日本教育学会2017年 5 月）。

（ 2）	 最近も教諭の児童･生徒に対する性暴力事件の発生が報じられていること、また自民党政務調査
会司法制度調査会『司法制度調査会提言～誰一人取り残さない日本を目指して～』（2018年）にも
教育現場等における性暴力への対応が課題として書き込まれた（同提言 8頁～ 9頁）といった状況
に照らし、今後の政策レベルにおける検討の前提となりうるメモのようなものとしてであれ記して
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おく意味があるだろうとの意図から執筆する次第である。
（ 3）	「教員わいせつ行為「予見できた」　T市側の過失認定　地裁支部　【名古屋】」朝日新聞2018年 6

月30日。
（ 4）	 前出注（ 1）柳本祐加子参照。
（ 5）	 小学校児童の教員からの強制わいせつ事件において、その保護者が警察から、記憶がぶれる可能

性があるので被害調書を取るまではこどもと事件について話さないように言われたことが記された
報道記事がある。これは学校と少なくとも警察が連携し、司法面接などの手法を用いてこどもへの
聞き取りを実施したことを窺わせる。（「担任からの性暴力、娘の心の傷　その年のこと「忘れた」」
朝日新聞2018年 7 月27日）。

（ 6）	 前出注（ 2）自民党政務調査会司法制度調査会・9頁も、この種の案件調査において多機関連携
を図った上で実施すべきだとする。

（ 7）	 事件の流れの中に記したように、市教委は非違行為報告書を受理しなかった一方で、トラブルが
あったという情報は県教委と共有したらしい。この市教委の対応やその根拠は不可解であるとの印
象を拭えない。

（ 8）	「前任校での問題行為把握　市教委、処分せず」中日新聞2018年 6 月26日。
（ 9）	「女児わいせつ訴訟、市の責任指摘　T市教委「重く受け止め」／愛知県」朝日新聞2018年 6 月

30日によれば、判決を受けて市教委は「判決内容を踏まえ、教員によるトラブルの調査方法、異動
先への引き継ぎの仕方、指導のやり方を見直したい。」としつつ「トラブルのあった教員を後に犯
罪を犯すことを前提に管理はできない。難しい問題だ」と話した。この主張にはもっともであると
いえる側面もある。他方児童 ･生徒の（性的）安全確保の観点から見ると、性加害が起こりにくい
環境整備をすることも必要である。そしてこれは児童 ･生徒の安全を確保すると同時に、注視され
る教員を守ることにもなる。当該市教委に、事態を見る観点を児童･生徒の安全確保の方向へ移し
た上で対策を検討することを提案したい。

（10）	 前出注（ 3）朝日新聞。
（11）	「わいせつ教員、処分歴を共有、文科省が仕組みづくり」日本経済新聞2017年 9 月 6 日。
（12）	 今年2018年春時点では、当該システムは2030年稼働予定ということであった。
（13）	 懲戒免職となった当事者が起訴され実刑判決を受けた場合に効果的な矯正教育が受けられるか、

その後の社会内処遇はどうであるか。懲戒免職となった当事者が起訴され無罪となった場合。本件
のように懲戒免職となった当事者に執行猶予が付されたのみの場合等々に応じ、加害者対応の課題
は様々存在する。今年2018年に国家公務員のセクシュアル・ハラスメント事案の発覚が政府の本問
題への対応を問題視させるに至った経緯により、現在内閣府男女共同参画局・女性に対する暴力専
門調査会において、異例の会長声明が出されるなどセクシュアル・ハラスメントに関する審議が行
われている。大変歓迎すべきことであるが、これまでのところ加害者対応については取り上げられ
ていないように見える。加害者への対応も重要な課題として審議が行われることを願う。これは
DV対策においてもまったく同様である。

（14）	 前出注（11）柳本祐加子コメント参照。
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【追記】

　脱稿後本判決が、当事者氏名や詳細な事実等を伏せた上でLEX／DBインターネットTKC法律

情報データベース（文献番号25560791）にアップされた。被告市の責任に関する判断の部分の要約

紹介と、損害賠償債務に関する若干の検討を以下に記す。（データベース上裁判年月日は平成30年 6

月 9 日とされているが、同年同月29日の誤りと思われる。）

1．市の安全配慮義務違反について

　前任校で女子生徒の身体接触をしたことを事実として認定できる状況にあったので、当該教員が

「女子生徒又は女子児童と二人きりになって性的な行為に及ぶ危険性が具体的にあったといえる。」

その上、当該教員が休職したため前記被害女子生徒も含め他の「女子生徒との接触を禁ずるなどの

適切な指導監督を継続的に行えていないので前記危険性が解消されたと認めることもできない。」こ

れらの事情から市教委は当該教員が赴任する際に「女子生徒又は女子児童と二人きりになって性的

な行為に及ぶおそれがあることを具体的に予見することができた。」なお女子生徒側が事態の収束

を望んだとしても、当該教員の適性や生徒の安全の問題であるので可能な限り事実調査を行った上

で必要な対応を実施すべきであった。そして当該教員の復職にあたり、着任先小学校の児童の安全

を守るため、前記女子生徒に対する身体接触の事実を着任先小学校の監督者に引き継ぐ必要があっ

た。「本件教育長としては、当該教員が赴任する際校長に対し前記女子生徒の身体接触の具体的な事

情を説明した上で、当該教員が女子児童と二人きりにならないように、その配置を検討し、十分に

監督するよう指導を行うべきであった。」具体的には当該教員を担任から外すなどの措置をとること

により、本件わいせつ行為の発生を回避できた。このように本件教育長には、赴任先校長への事情

説明、当該教員の適切な監督指導を怠った安全配慮義務違反があった。

2．損害賠償債務について

 （ 1）判決要約：本件教育長の 1．で示した安全配慮義務違反は、本件わいせつ行為による精神的

苦痛と相当因果関係を有するものとして損害賠償義務を発生させる。そしてこれは当該教員の原告

に対する不法行為に基づく損害賠償債務と同一の損害に向けられた債務であり、両者は不真正連帯

債務の関係に立つ。当該教員は既に示談によって原告に対する上記債務を弁済したので、被告の原

告に対する上記各債務は弁済の絶対的効力によって消滅した。

 （ 2）若干の検討：市教委の過失を性暴力防止措置を怠った安全配慮義務違反とするならば、加害

教員の損害賠償債務との法律関係は判決の示す通りとも考えられる。ところで原告は市教委に対し、

被害後学校に不信感を抱きながら通学せざるをえなかった精神的苦痛の賠償も求めたが認められな

かった。被害発生を知った時点で市教委や学校には被害児童・生徒に対する事後措置―心身のケア、

学習支援など―が発生する。その中には本件被害児童が抱いた学校への不信感を払拭し信頼回復の

ための措置も含まれると考えることが可能であり、寧ろ必要である。そうだとすればこの事後措置

を怠ったために通学困難という精神的苦痛に対する賠償責任を被告市に認めることが可能となる。

本判決は性暴力防止義務について積極的に判断していると見える一方、事後措置についてはあまり

関心がないように見える。組織内で発生した SHや性暴力発生後の被害者支援を中心とする事後対

策も重要な必須事項である。いずれにせよ防止、調査、事後措置等様々な場面における対策や措置
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について一定の規範となるべきものが必要である。
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音声読み上げ・文字拡大 English 中文 한글

サイトマップ よくあるご質問 各課へのお問い合わせ

更新日：2019年4月12日

部活動指導員（非常勤職員）の募集

対象

【募集を行う対象種目については、決定次第掲載する予定です。】

【募集人員】

若干名

【応募資格】

・ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第9条に規定する欠格

事項に該当しない方

・当該種目の指導者資格を持つ方

・当該種目の技術指導に堪能である方

・学校部活動または地域活動において指導経験がある方

・任用月から2020年3月31日まで、年間を通じて勤務できる方

勤務内容および勤務条件

【勤務内容】

（ア）部活動における実技指導に関すること

（イ）安全・障がい予防に関する知識・技能の指導

（ウ）大会・練習試合などの引率

（エ）生徒指導に係る対応

（オ）事故発生時の現場対応など

（カ）その他、部活動指導に関し校長及び教育委員会が必要と認める事項

【任用期間】

・任用月から2020年3月31日まで

・任用の事由が消滅した場合は、期間の途中で任用期間が終了することがあります。

【報酬額】時給1,600円

【通勤手当】通勤手当あり

【賞与】なし

【勤務時間】年間538時間以内・週11時間から15時間程度

【勤務場所】区立中学校

【休暇等】年次有給休暇あり

【社会保険等】社会保険なし、労災保険補償あり

【その他】退職金制度・昇給制度なし

選考方法など

【選考方法】

書類審査及び面接

一次審査：書類審査（履歴書）

二次審査：面接

※一次選考に合格された方に別途ご連絡いたします。

【応募方法】

ホーム > 区のデータ・資料 > 区政運営 > 人材募集 > 部活動指導員（非常勤職員）の募集

03-3880-0039
お問い合わせコールあだち

ライフシーンから探す

目的から探す

イベント・おでかけ情報

このサイトの使い方

ホーム 暮らし 防災・防犯 福祉・健康 子育て・教育 地域文化活動 まちづくり・住宅 仕事・産業

33 / 36 ページ

31/34

https://www.city.adachi.tokyo.jp/kosodate/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/senior/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/miryoku/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
http://www.zoomsight-sv.jp/ADC/controller/index.html#http://www.city.adachi.tokyo.jp
http://www.zoomsight-sv.jp/ADC/controller/index.html#http://www.city.adachi.tokyo.jp
https://www.city.adachi.tokyo.jp/english/translated.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/english/translated.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chinese/translated.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/korean/translated.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sitemap.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sitemap.html
http://www.adachi-faq.jp/
http://www.adachi-faq.jp/
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/ku/kuse/soshiki/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/ku/kuse/soshiki/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ku/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ku/kuse/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/jinji/ku/kuse/jinzaiboshu.html
http://www.adachi-faq.jp/call/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/odekake/index.php
https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/odekake/index.php
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/tsukaikata/index.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/tsukaikata/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/kurashi/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/kurashi/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bosai/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bosai/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/fukushi-kenko/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/fukushi-kenko/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-kyoiku/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-kyoiku/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chiikibunka/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chiikibunka/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/machi/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/machi/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/shigoto/index.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/shigoto/index.html
Administrator
テキストボックス




 1：役に立った  2：ふつう  3：役に立たなかった

 1：見つけやすかった  2：ふつう  3：見つけにくかった

（ア）応募に必要な提出書類

履歴書（JIS様式推奨、写真添付、自筆のものに限る）

(イ）提出先・提出期限

提出先：〒120-8510足立区中央本町1-17-1（本庁舎南館5階）

足立区教育委員会教育指導課教育指導係

「部活動指導員募集担当者」あて

※随時受付

応募方法：提出先へ持参または簡易書留にて郵送

（応募書類は、返却いたしません）

※持参する場合は、午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く）

お問い合わせ

教育委員会事務局教育指導部教育指導課教育指導係

電話番号：03-3880-5974

ファクス：03-3880-5606

Eメール：kyo-sidou@city.adachi.tokyo.jp

メールフォーム：おしえてメール

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。

くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか？

このページの情報は見つけやすかったですか？

ページの先頭へ戻る

このサイトの使い方 このサイトの考え方 RSS利用案内 ウェブアクセシビリティ方針

区役所へのアクセス・庁舎案内 リンク集 組織案内

足立区 郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 電話：03-3880-5111（代表）

Copyright © Adachi-city. All rights reserved.
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（参考）平成２９年６月７日衆議院法務委員会議事録（抜粋） 
 ○今野智博委員 
  私は、監護者の定義とか意義とかは恐らくこの後に吉田先生が詳しくやっていただけると思

うんですけれども、一つちょっと気になっているのが、監護者ではない人がただ立場上被害者と

なる方に影響力を行使できる事例というのは、この社会の中で数多く考えられる話だと思います。

例えば、何かスポーツの指導者ですとかあるいは宗教の教祖とか、そういった方々が対象者に対

してかなり強い影響力を行使できる、その影響力があるがために被害者が抵抗できないというこ

とも当然想定されるわけでありまして、今回、主体に対して監護者等といった限定を設けたがた

めに、監護者に当たらない人たちが影響力に乗じてわいせつ行為等をした場合に、不当にその処

罰のすき間、間隙が生まれてしまっているのではないかということを私は何となく懸念しており

ます。 
   そこに関して、間隙が生じているのか、いないのかというところを含めて御答弁をいただけれ

ばと思います。 
  
○林政府参考人（法務省刑事局長） 
  委員御指摘のとおり、例えばスポーツのコーチなど、監護者ではないということを前提とし

て、その監護者でないという者が十八歳未満の者に対して実際有している影響力に乗じて例えば

わいせつな行為をした場合でありましても、今回の監護者わいせつ罪等には該当しないわけでご

ざいます。 
   もっとも、現行法におきましても、直接であると間接であるとを問わず、十八歳未満の児童に

対しまして事実上の影響力を及ぼして児童に淫行させた場合、これについては法定刑が懲役十年

以下の児童福祉法違反というものが成立するわけでございます。また、被害者が、抗拒不能すな

わち心 神喪失以外の理由で、社会一般の常識に照らして、具体的な事情のもとで、物理的、身体

的あるいは心理的、精神的に抵抗できないか、または抵抗 することが著しく困難な状態にある、

こういったことの状況に乗じて性的な行為に及んだ場合には、準強制わいせつ罪や準強制性交等

罪が成立することになります。 
   したがいまして、そのような児童福祉法違反でありますとか準強制わいせつ罪、準強制性交等

罪において処罰されるということはあるわけでございまして、実際に、裁判例といたしましても、

高校のソフトボール部の顧問兼監督が抵抗しない女子部員に対して脱衣を命じて行ったわいせ

つな行為、 こういったものについては、心理的に抵抗することが著しく困難で抗拒不能の状態で

行われたとして、準強制わいせつ罪が認められた事案もあるところ 
 でございます。 
  
○今野智博委員 
   現行の条文においてもそうした対応が可能だということで御答弁をいただきました。ぜひ、不

当に処罰の間隙が生じることがないように、適切にこれを運用していただきたいと思います。 
   社会は今、目まぐるしく変わっておりまして、特にこうした性犯罪の関係におきましても、法

改正がなかなかその実態に追いついていかない。 
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  私はこれは不断の見直しが恐らく必要な分野であろうというふうに思っております。 
   今回の改正を受けて、まずは捜査当局、捜査機関においてその趣旨をしっかり周知徹底して、

本当に被害者の気持ちに寄り添いながら、被害の潜 在化を防いで、犯罪者に対して的確に処罰し

ていくという体制を運用の中でしっかり心がけていただきたいということをお願い申し上げま

して、質 問を終わらせていただきます。 
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

（第13回） 
 

 

日時：令和２年３月３日（火） 

11時30分～12時 

場所：14階共用会議室４ 

 

 

議事次第 

 

１．ワンストップ支援センターからのヒアリング結果について 

 

２．取りまとめ骨子（案）について 

 

３．その他 
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

  特定非営利活動法人 性暴力救援センター・大阪 SACHICO 

視察・ヒアリングの概要 

 

１ 日 時 

令和２年１月 20 日（月）12:55～15:10 

 

２ 場 所 

 特定非営利活動法人 性暴力救援センター・大阪 SACHICO（Sexual 

Assault Crisis Healing Intervention Center Osaka） 

 

３ 内 容 

(1) 所内施設の視察  

(2) ヒアリング 

「性暴力被害者を支援するとは」性暴力救援センター・大阪 SACHICO

からの報告 

(3) 質疑応答 

 

４ 配布資料   

 資料１ ヒアリング資料 

「性暴力被害者を支援するとは」性暴力救援センター・大阪

SACHICO からの報告  

 資料２ 「法制審議会での刑法改正に関する審議についての要望書」（性

暴力救援センター全国連絡会） 

 資料３ 2018 年度性暴力救援センター・大阪 SACHICO「電話相談・来所相

談」統計  

 

５ 概 要 

 (1) 性暴力救援センター・大阪 SACHICO（以下，「SACHICO」という。）の

施設の視察を行った。SACHICO は，社会医療法人阪南医療福祉センター

阪南中央病院（以下，「阪南中央病院」という。）内にある病院拠点型

のワンストップ支援センターである。 

 (2) 加藤治子・SACHICO 代表（産婦人科医）から，資料１に基づき，性暴

力被害の現状等について説明を受けた後，雪田樹理・SACHICO 理事（弁

護士）から，資料２に基づき，刑法改正の要望に関する説明を受け，質

疑応答を行った。 
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６ 視察結果 

  SACHICO は，阪南中央病院内に設置されたいわゆる「病院拠点型」のワ

ンストップ支援センターであり，その事務所内には，コーディネーター・

支援員が勤務する事務室，相談対応室及び診察室が設けられていた。 

  事務室では，支援員が 24 時間体制のホットラインの電話対応を行ってい

るとのことであり，同室内には，電話対応用の事務スペースや，相談記録

等が保管されていたほか，相談者から採取した膣内容物等の証拠物を保管

するための冷凍庫が設置されていた。 

  相談対応室にはソファとテーブルが置かれており，ここで支援員が

SACHICO に来所した相談者からの聴き取りを行い，その後，必要に応じて診

察を行うとのことであった。 

  診察室には，産婦人科用の診察台が設置されているほか，薬物を使用さ

れた疑いがある場合のための検査キットや，速やかに処方できるよう，緊

急避妊薬等が保管されていた。 

 

７ 説明及び質疑応答の要旨 

⑴ 性暴力被害の現状等（加藤代表から） 

＜１）性暴力被害は疾患か＞ 

○ 私たち（SACHICO）が病院拠点型のワンストップ支援センターの取

組を始めたのは，そもそも「性暴力被害は疾患である」と考えてい

るからである。ICD-10 という国際疾病分類では，性的被害を「性的

虐待」として，子どもも老人も性別の区別なく，「虐待」と分類し

ている。産婦人科医師は，女性・女児のほか男性も診察するが，性

虐待によって生じた心身の回復と健康な性の回復を図る役割が求め

られている。 

○ セクシュアルリプロダクティブライツ（子を産み育てるかどうか

を意思決定する権利）という概念は，「性と生殖に関する権利」を

いうものであり，幸福追求権を保障する憲法 13 条に照らし，人格権

を構成する権利として尊重されるべきであるとした裁判例もある。 

○ 「ワンストップ支援センター設置の促進」は，第４次男女共同参

画基本計画における「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の項目の

「性犯罪への対策」に記載されている。しかし，実際には，ワンス

トップ支援センターでは，性犯罪だけでなく，DV，ストーカー被害，

子どもの性被害，売買春など，様々な事案の被害者支援に対応して

いる。 

○ 国連は，性暴力を「身体の統合性と性的自己決定を侵害するもの」
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と定義しており，私たちも性暴力をこのような定義で捉えて支援を

行っている。  

  ＜２）性暴力被害の現状＞ 

○ SACHICO では，被害直後からの総合的支援を掲げ，24 時間体制で

のホットライン，支援員の常駐による支援，産婦人科救急医療を行

うとともに，継続的医療や，警察，弁護士，カウンセラーなど必要

な機関との連携を行っている。病院拠点型の役割としては，緊急避

妊対策や外傷診療など初期対応が重要である。時間と共に外傷が消

えることもあり，緊急避妊も含めて 72 時間以内に対応できるかどう

かが，一つのメルクマールである。また，被害状況の聴き取りとカ

ルテへの記録，膣内容物や尿などの証拠採取と保管も重要であり，

これらの対応が病院拠点型のワンストップ支援センターに求められ

ている。 

○ SACHICO では，開設以来９年間（2010 年４月から 2019 年３月まで

の間）の延べ件数で電話件数が 34,117 件，来所延べ件数が，7,940

件，一人の方が複数回来られているので，実人数（カルテを作成し

た者）としては，2,130 人である。被害内容について，SACHICO では，

誰からの被害であるかによって，被害者の心身に与える影響や回復

のための取組が違ってくるという観点から，「他人からの被害」を

「レイプ・強制わいせつ」，「家族からの被害」を「性虐待」，「パ

ートナーからの被害」を「DV」，「不特定多数の者との性的行為」

などの被害を「その他」と分類している。 

○ ９年間に初診した 2,130 人の被害の内訳を年別に見ていくと，性

虐待は児童相談所（以下，「児相」という。）から連れてこられる

パターンが多いが，ここ３年は年間 70 人を超えており，2018 年は

89 人となっている。親などの監護者による被害だけでなく，兄弟や

叔父等による被害も含めた数字である。DV は，数自体は多くはない

が，来所する方の約半数近くが望まぬ妊娠をして相談に来ている。

「その他」の多くは，SNS 等でつながった相手からの性被害であり，

中学生程度の年齢の子どもが多い。 

○ 2,130 人を年齢別に見てみると，未成年が 60％，20 歳代が 23％と

若年層が 83％を占める。他方，高齢者層の被害も一定程度あるが，

例えば，認知症の方は，そもそも被害を認識しにくい，被害を供述

できないといったことも考えられるので，被害が潜在化していると

考えられる。高齢社会を迎えるに当たって，施設職員や同じ施設利

用者等からの高齢者の性被害についても対応を真剣に考える必要が
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ある。 

○ 「レイプ・強制わいせつ」の被害者 1,157 人のうち警察へ通報し

た人数は，９年間で 503 人である。先に警察に行ってから SACHICO

につながった被害者が 431 人，先に SACHICO に来て被害内容を聴取

し，その後警察へ通報を行った人数が 72 人である。「レイプ・強制

わいせつ」の被害者全体の約 56％である 650 人は警察に通報してい

ない。 

○ 他の都道府県では，採取した証拠物をワンストップ支援センター

ではなく警察で保管するところが多いが，SACHICO では，設立当初か

ら，冷凍庫を設置して証拠物を保管している。相談者に対しても，

警察への通報の有無に関わらず，証拠物を採取することができ，ま

た，証拠物を冷凍保管することができる旨を伝えるようにしており，

警察に通報しなかった被害者 650 人のうち，証拠採取に応じた人は，

305 人（46.9％）である。このうち，後日警察に通報し，証拠を提出

した人数は，39 人と約１割である。証拠採取後，証拠提出までかか

った期間は，１か月程度が多いが，長い人は半年，１年かかる人も

いる。なお，警察に証拠物を提出した後，警察でどのように取り扱

われたのかについては，フィードバックがなく，不明である。 

○ 「レイプ・強制わいせつ」被害のうち，薬物が使用された疑いが

ある事案の数は，ここ３年，全体の約１割で推移しており，増えて

いる印象。 

  ＜３）他人からの強制性交等と性的虐待＞ 

○ 2018 年度に SACHICO で初診を受けた「強制性交等の被害」（前記

２の分類における「レイプ・強制わいせつ」被害に同じ。）を受け

た 168 人の年齢分布は，10 代から 20 代に集中している。他方，年齢

の高い層も一定程度いる。 

○ 被害を受けた 168 人の暴行・脅迫の様相をまとめたところ，「背

後から口をふさがれ，倒された」，「包丁を突き付けられた」，「監

禁・脅迫され殺されかけた」，「宅配便を名乗り入り込み，「殺す

ぞ」と脅された」など，私の判断ではあるが，明確に暴行・脅迫が

用いられたと思われる事案は，168 人中 13 人程度（7.7％）。事案の

多くは，「いや」，「やめて」と拒否の気持ちと態度を示したにも

かかわらず，不同意の性交をされたといった内容である。 

○ 被害を受けた 168 人のうち，相談までにかかった期間を見ると，

被害から「72 時間以内」が，168 人中 78 人（46.4％），「１週間以

内」が，20 人（11.9％），「１ヶ月以内」が 21 人（12.5％），「１
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年以内」が 33 人（19.6％），「１年以上」が 16 人（9.5％）となっ

ている。相談までにかかった期間が「１年以上」の 16 人のうち，被

害を相談するまで，10 年以上を要したものが３件あった。 

○ 内閣府の調査（「男女間における暴力に関する調査（2017 年）」）

において，成人女性の 7.8％が調査時点までに１回以上，「無理やり

に性交等された経験がある」と答えている。警察庁の統計では強制

性交等の認知件数は，年間，1,000 件から 2,000 件程度で推移してい

るが，前述の内閣府の調査で出ている数字から考えられる年間の被

害者数と比べると，警察が認知している被害は，氷山の一角である

と考える。 

○ 2017 年度及び 2018 年度の２年分の性虐待（家族からの被害）被

害児数 161 人と家族以外（他人）から被害を受けた被害児数 135 人

のそれぞれの年齢分布を比べたところ，未就学児及び小中学生の年

齢においては，家族から被害を受けている事案が多いことが分かる。

中高生の年齢ぐらいから他人による性被害の数が多くなっているこ

とも分かるが，中高生の年齢においても家族による被害が多い。家

族による性被害は，被害をいつ打ち明けられるか，いつ発覚するか

によって，被害を受ける期間が変わってくるが，家族からの性虐待

は長期間にわたって被害を受けているのが実態である。 

○ 家族以外(他人)からの性被害における加害者について，ほぼ同年

代である小中高生による被害が多いが，SNS で知り合った人と会った

際に被害に遭うケースも多い。また，全く面識のない人による被害

も一定程度ある。家族からの性被害について，加害者との関係を見

ると，実父，実兄・義兄，養父・義父・継父による被害が多い。 

＜４）性暴力としてのＤＶ＞ 

○ DV 被害者 203 人（９年間の合計人数）の年齢分布を見ると，10 代，

20 代もいるが，30～40 代まで被害者がいるなど，広い年代にわたっ

て被害があることが分かる。なお，DV の件数は，夫婦間だけではな

く，「彼氏・彼女」の関係で親密な交際をしている場合などを含め

ている。 

○ DV としての性暴力の特徴として，当事者（加害者・被害者双方）

も社会も「夫婦間の性交は当たり前で同意はいらない，同意が無く

ても仕方がない」と思っていることが多い。また，「繰り返し，何

年もの間被害が続くことが多い」，「性に関することは役所の相談

窓口や配偶者暴力センター，警察に相談しにくい」，「相談をして

も，「夫婦のことだから」と取り合ってくれない」といった被害の
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特徴がある。 

○ DV 被害者による相談は，妊娠してからの来所が多く，203 人中 99

人（48.8％）と約半数が妊娠してから来所している。母体保護法に

おいては，人工妊娠中絶を行うためには配偶者の同意が必要である

とされており，シェルター等に逃げ込んだケースの場合，離婚の協

議がなかなか進まず，人工妊娠中絶の同意を配偶者から得ることが

困難なケースが多い。リプロダクティブライツの観点から，本人の

みの意思決定で妊娠の継続，中絶を可能とする法整備が必要である。 

  ＜５）その他に分類される子どもたち（性非行として連れて来られる子

どもたち）＞ 

○ 性非行として来所する子どもの多くは，家出から警察に保護され，

児相への送致を経て，児相において，保護された子どもが不特定多

数の者と性的関係があったことなどを聴取し，児相から SACHICO に

つながるという流れが多い。「その他」に分類される人数は，９年

間で 138 人，特に 13～15 歳の中学生年齢の子どもが多い。 

○ 2018 年度は 38 人が来所しており，その 38 人の性非行の様相をま

とめると，家出をし，SNS でつながった相手の家に行ったり，援助交

際を繰り返したりするケースが多い。なお，家出の場合，捜索願が

出され，警察において捜索されて保護に至るので，当センターにつ

ながっているが，同様の性非行を行っていても，家出していない場

合，保護・支援につながっていない子どもたちが多くいる実態が推

察される。 

○ 性非行として連れて来られる子どもたちは，明らかに家庭に居場

所のないケースが多い。また，事案の多くは，SNS でつながった相手

による被害であるが，加害する側は，最初から性的な目的で子ども

に近付いてくるところ，子どもたちは，SNS でつながった相手を相談

相手と認識している場合があるため，被害の認識がないことも多い。

また，SNS の特徴として，加害した側の身元が判然とせず，加害者が

放置されている状況にある。またそのほかにも，知的障害のある子

どもが同級生から被害に遭ったケースもあり，障害のある子どもの

被害も少なくない。 

○ 性非行で来所する子どもたちは，家庭の問題が原因となっている

ことも多いので，「困ったときにまた相談に行こうかな」，「頼っ

ていいんだ」と認識してもらうように，「よくきたね」，「またお

いで」などと声をかけるようにしており，自らの力で安心・安全で

豊かな性を選べるように見守っていくことが大事である。 
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  ＜６）子どもの性被害は誰が診るのか＞ 

○ 2015 年以降，子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組に向け

て，三者（検察，警察，厚労省（児相））の連携の下，協同面接が

進められている。同取組開始以降，子どもの診察所見を産婦人科医

師に求められることが増えており，今後も増えてくると認識してい

る。 

○ 三者協同面接の取組（2015 年～）及び刑法改正後（2017 年～），

監護者の逮捕が増えている印象。いずれも SACHICO で知り得た範囲

での数字であるが，開設後５年間（2010～2014 年度）における性虐

待事案 213 件（人）中，加害者（監護者）が逮捕されたのは 16 件（7.5

％）であったところ，2017 年度は，性虐待事案 72 件中，加害者が逮

捕されたのは 7 件（9.7％）と割合が増え，2018 年度においては，89

件中加害者が逮捕されたのは 16 件（18.0％）と明らかに増えている。

ただし，逮捕後起訴に至ったかどうかについて，全ての事案で把握

しているわけではない。 

○ 逮捕されるケースが多くなっていることは，大きな変化と考える

が，それに伴う課題もある。例えば，医療的所見と子どもの供述が

食い違う場合である。被害者が「（陰茎等の挿入は）なかった」と

供述している場合でも，実際に診察すると挿入の所見が認められる

場合もある。子どもからの聴取と診察をほぼ同時に行うことが理想

なのだろうが，医師による診察を面接前に行うのか，直後に行うの

かについては，今後考えていかなくてはならない。 

○ 我々産婦人科医師には，所見を正確に出す役割が求められている。

日本においては，子どもの被害に係る診察を小児科医が行ったり，

産婦人科医が行ったりしており，明確に誰が診るのか定まっていな

いが，この度，産科婦人科学会でガイドライン案が示された。 

○ 同ガイドライン案では，「性虐待が疑われる女児への対応」とし

て，「全身の外傷，外陰・膣・肛門の損傷又はその治療後に認めら

れる所見などの医学的所見の有無を必要に応じて，確認し，診療録

に記載する」，「診察時に本人が語った言葉と診察時の態度に関す

る情報を診療録に記載する」ことなどが示された。非常に大事なこ

とであり，病院拠点型のワンストップセンターの医師や，協力病院

の医師が研修などを通じて，ガイドラインで示されたレベルの対応

ができるようになることが求められている。 

○ 児相における児童虐待相談対応の内容について，相談件数全体の

うち「性的虐待」に分類される相談対応数は，毎年１～1.5％で推移
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しており，数にすると年間約 1,300～1,700 件である。年々微増して

推移しているように見えるが，これは，児相に通報や相談があり発

覚した数字であり，潜在化している事案はまだまだ多いと認識して

いる。 

  ＜７）何が必要か＞ 

○ 産婦人科医師は，「性器を診る」というように具体的な疾患も診

るが，同時に女性の「性を診る」という役割もあり，「性への傷つ

きに対する診断と治療」が求められている。そのため，性被害の事

実の診断と記録，特に子どもの性被害に係る診療について，産婦人

科医師に求められる役割は大きい。 

○ 多機関連携という観点においては，ワンストップ支援センターと

警察，児相，登録弁護士，学校，検察との連絡・協議が重要である。

近時，警察や検察から意見書作成等の依頼がなされることもあるの

で，適切に対応・協力している。 

○ 女性と子どもたちの性の尊厳を守り，育てるためには，性教育と

人権教育が何より重要である。性教育については，学校の先生と連

携し，一緒に取り組んでいく必要がある。また，性暴力被害者を支

援するための根拠法が必要であると考えているほか，刑法の更なる

改正に向けて是非検討を進めていただきたい。 

⑵ 「法制審議会での刑法改正に関する審議についての要望書」について

（雪田理事から） 

○ SACHICO が事務局を担っている性暴力救援センター全国連絡会で

は，被害者の方々の実情を把握しているということで刑法改正に関

する要望書（資料２）を 2018 年 11 月に作成した。 

○ 同要望書の作成の際，立法事実を把握するため，全国連絡会に登

録されているワンストップ支援センター12 団体から寄せられた事例

の調査を行った。同要望書には，被害者の同意を得られた８事例を

記載しているので，参考にしていただきたい。 

○ 検察の統計を見ていても，不起訴事例，嫌疑不十分と処理されて

いる割合が非常に多いと感じている。性犯罪の実態を把握し，刑法

改正のための立法事実を考えるに当たっては，やはり，不起訴事例

について，どの要件が問題となっているのかを分析することが重要

と考える。 

○ 協同面接について，現場のワンストップ支援センターの人から話

を聞いていると，地域によって対応がまちまちだと聞いている。成

功事例もあれば，困難事例もあるようなので，どのように協同面接
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を行っていくか，より実効的な制度にしていくためにも，現場であ

るワンストップ支援センターからも意見を発信していきたい。  

 ⑶ 質疑応答要旨 

○（Q.これまでのヒアリングで，被害を相談したり申告したりするま

でに長期間を要する場合があるという御指摘があった。特に，子ど

もの時の被害や知り合いからの被害は，それが「被害」であると認

識するまでに時間がかかるという指摘があるが，SACHICO に相談に来

た方の中では，被害者が被害に遭ってからワンストップ支援センタ

ーに相談に来るまでどのくらいの期間がかかっているか。） 

  ワンストップ支援センターが周知，認識されるようになって，72

時間以内に来所することが多くなった。急性期対応という役割が果

たせてきていると考える。他方，急性期の診察ではなく，過去の被

害を打ち明けることで，区切りをつけたいという相談を受けること

もある。実際に，数十年前の被害について打ち明ける 40 代～70 代の

方もおり，そのような場合，処罰を求めたくてもどうしようもない

場合が多いので，親身に話を聞き，長期にわたり関わっていくとい

うように対応している。このように，72 時間以内，一週間以内に診

察に来られる方もいれば，打ち明けるのに数十年かかる方もいる。 

  その中には，中学生くらいまでの間の被害を，40 代になってから

打ち明けた方もいる。児童虐待防止法ができた 2000 年以降，法律が

できたことにより，自分がされてきたことが虐待に該当するのでは

ないかと考え，長い間悩んだが，SACHICO に相談したという方もいる。 

  子どもの性的虐待については，子ども自身が被害を認識して開示

するというプロセスではなく，周囲の大人が子どもからの聴き取り

の中で変だと思うことがあり，そこから相談につながるなど，早期

の段階で，あやふやな言葉から，虐待の疑いがあるとして通告がな

され，当センターの利用につながることが増えている。平成 29 年の

刑法改正後は，（子どもの記憶を汚染するなどして供述の信用性を

低くすることがないよう，）簡単に，概要だけ聞いて児相・警察に

つなぐという意識が高まってきた。さらに，監護者性交等罪ができ

て，性的虐待の被害に遭った子どもへの対応が進んでいる。 

  子どもが自ら性被害に気付くことができるようにし，また，加害

者にもならないようにするためには，人権教育に基づく性教育及び

暴力防止のための予防教育の徹底が重要であると思う。教育の場で

自分のからだの大切さや嫌な触られ方をされそうになった時にどう

すれば良いのかを子どもに伝え，また，教員に対しても性暴力に関
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する研修をしっかり行い，子どもの発する小さなサインを見逃さな

いことが被害に気付く大きなきっかけになる。 

なお，性犯罪について公訴時効を延長すべきであるといった議論

があるが，仮に公訴時効期間が長くなったとしても，実際には証拠

は何もないし，周りの人からの聴き取りをしてもはっきりしないの

ではないか。私たちの役割としては，被害が被害であったことをは

っきりさせ，今まで頑張って生きてこられたことを受け止めて，今，

何ができるのか，相手方と対峙するのか，カウンセリングを受けて

乗り越えていくのかなどを弁護士と一緒に考え，人生の再スタート

をするお手伝いをしていくことになる。 

○（Q.警察に申告しなかった理由について） 

  申告しないとする理由については，様々である。例えば，「親や

周囲に知られたくない」，「報復，ネットの中傷などがあるかもし

れなく怖い」，「職場を辞めないといけなくなるかもしれない」，

「自分にも非があったかもしれない」などである。 

  性被害に遭って診察を受けに来た場合，その後も４～５回は来て

もらうことになる。その中で警察に届けることも選択肢の一つとし

てお話しする。数回来所する過程で，気持ちの整理がつき，「段々

と処罰してほしいという気持ちが湧いてきた」と被害者の方が言わ

れた場合，警察への申告からの流れについて丁寧に説明する。後か

ら警察に届けたいと被害者が申し出るケースは多くはないが，警察

に届け出るまでに大体１か月くらいはかかっている印象。中には，

半年・１年かかるという方もいる。  

○（Q.警察に申告するように被害者に働き掛ける例の有無について） 

 こちらから積極的に「届けた方がよい」と働き掛けることはない。

被害申告することのメリット・デメリットを丁寧に説明して，本人

が気持ちを整理していく過程を見守りながら，本人に被害申告の有

無を決めてもらうというように対応している。 

以 上 
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１）性暴力被害は疾患か？

©性暴力救援センター・大阪SACHICO



性暴力被害は疾患である

➢ ICD-10では、性的被害のことは、「T74 虐待症候群」の中の
「T74.2性的虐待」として、子どもも成人も男女の別なく

「虐待」として分類されている

（ICD-10：1990年の第43回世界保健総会で採択された国際疾病分類の第10版）

➢産婦人科医師は、女性及び女児への性的虐待によりもたらされ
た心身の変化を診療し、心身の回復と健康な性の回復を図る役
割を担っている

➢女性が豊かなセクシュアル＆リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
を享受することができるようにケアをすることは、産婦人科医
療の一環である。

©性暴力救援センター・大阪SACHICO©性暴力救援センター・大阪SACHICO



「旧優生保護法は違憲」＝リプロダクティブライツは
憲法で保障されている権利である

➢2019年5月28日仙台地裁判決 （朝日新聞「判決要旨」より）

・不妊手術を強制した旧優生保護法は憲法13条に違反し、違憲である

・リプロダクティブ ライツ（子を産み育てるかどうかを意思決定する権利）という概念は、

「性と生殖に関する権利」をいうものとして国際的には広く普及しつつあるものの、

日本においては法的議論の蓄積が少なく、・・・・憲法違反の問題が生ずるとの司法判断がさ

れてこなかった

・リプロダクティブ ライツは、幸福追求権を保障する憲法13条（個人の尊重、生命・自由・幸

福追求の権利の尊重）に照らし、人格権を構成する権利として尊重されるべき
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リプロダクティブ ライツは憲法13条（幸福追求権）で保障されている権利である

➢リプロダクティブ ライツ（子を産み育てるかどうかを意思決定す

る権利）という概念は、「性と生殖に関する権利」をいうもの

＝いつ、誰とどのような性行為をするか、しないか、

妊娠するか、しないか、妊娠を継続するか、しないか、

何人の子どもを産むか産まないかを意思決定する権利は

憲法に保障されている個人の権利である

⇦産婦人科医師は女性のリプロダクティブ ライツを守る役割を担っている！！

自らの医療行為がリプロダクティブライツを守っているのかが問われている
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第4次男女共同参画基本計画
Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

２）女性に対するあらゆる暴力の根絶

①配偶者からの暴力

②ストーカー事案への対策

③性犯罪への対策

（この項にのみワンストップ支援センターの設置促進がある）

④子どもに対する性的な暴力への対策

⑤売買春への対策

⑥人身取引対策

⑦セクハラ防止対策

⑧メディアにおける性・暴力表現への対応

＝すべてセクシュアル＆リプロダクティブライツの侵害
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性暴力とは（国連の定義）

身体の統合性と性的自己決定を侵害するもの

「女性に対する暴力に関する立法ハンドブック」
（2009年7月）

国連 経済社会局 女性の地位向上部著

国連の勧告

女性20万人に1か所の

レイプ・クライシスセンターを設置する



日本の刑法における
レイプ・強制わいせつ（性犯罪）とは

➢刑法177条「強姦」
暴行又は脅迫を用いて13才以上の婦女を姦淫したる者は
強姦の罪と為し３年以上の有期懲役に処す13才に満たさる婦女を姦

淫したる者亦同し
➢刑法176条「強制猥褻」

13才以上の男女に対し暴行又は脅迫を用いて猥褻の行為を為したる

者は6月以上10年以下の懲役に処す13才に満たさる男女に対し猥褻の
行為を為したるもの亦同し

↓↓
2017年7月の刑法改正により （強制性交等罪）

①強姦の定義変更 （腟性交・口腔性交・肛門性交すべて強制性交に）
②有期刑の重罰化 （5年以上に）
③監護人の重罰化 （18才未満まで暴行・脅迫がなくても強制性交に）
④非親告罪化

←暴行又は脅迫要件の緩和、１３歳同意年齢の引き上げ、夫婦間強制性交等の
認定に向け更なる法整備が必要
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２）性暴力被害の現状
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性暴力救援センター・大阪SACHICO
Sexual Assault Crisis Healing Intervention Center Osaka

（性暴力危機治療的介入センター大阪）

2010年 4月1日 阪南中央病院内に開設
2013年 7月NPOに
日本で初めての性暴力被害者支援のためのワンストップセンター

１ 被害直後からの総合的支援
24時間体制のホットラインと支援員の常駐による心のサポート

24時間の産婦人科救急医療体制と継続的医療（病院拠点型）

警察・弁護士・カウンセラーなど必要な機関への連携

２ 当事者が「自分で選ぶ」を大切にした支援

３ 被害からの回復と性暴力のない社会の実現のための活動
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性暴力被害者を診る産婦人科＝拠点病院

１．心と身体に対する診断と治療（初期対応と継続医療の重要性）

・緊急避妊対策（緊急避妊ピルは72時間以内・IUDは5日以内）

・STD（性感染症）の検査と予防的投薬

（初診時・２週間後・4週間後・13週間後検査）

・外傷の診療（出来るだけ早く）

・妊娠した場合の対応

・心のケア

・診断書の作成

２．加害者対策

・カルテ記録（外傷の記録、被害状況の聞き取りと記録）

・証拠採取（腟内容物・尿・血液）と保管

・被害者の同意があれば警察への通報・証拠物提出

・捜査事項供述書の作成やカルテ開示（警察からの要請により）

・裁判になれば証人としての出廷もあり

３．精神科、外科、整形外科などへの紹介、弁護士・カウンセリング等への紹介

児相との協議、通告、学校との協議等

※ 24時間対応、診療に配慮が必要、時間がかかる
かつ、被害者のセクシュアル&リプロダクティブ・ヘルスの回復のための
医療と支援を提供することが求められる

＝ 病院拠点のワンストップセンターでなければできない
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性暴力救援センター・大阪SACHICO
9年間の概要（2010年4月～2019年3月）

電話件数 34117件

来所延べ件数 7940件

初診人数（実人数） 2130人

(＝カルテを作った人の数）

（面談のみの初来所者数 72人）
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性暴力とは（SACHICOの定義）

同意のない・対等でない・強要された性的行為はすべて性暴力

１. 強制性交等（腟性交・口腔性交・肛門性交）
強制わいせつなどの性暴力 (他人からの被害）

２. 子どもへの性的虐待（家族からの被害）

３. ＤＶとしての性暴力（パートナーからの被害）

４．その他（性的搾取・不特定多数・避妊のない性交など）

これらは、「被害者である女性の性を踏みにじり、人間としての
尊厳を脅かす」 という意味で、人権問題であり医療問題である
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9年間初診2130人の性被害内容 （2010年4月～2019年3月）

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

レイプ・強
制ワイセツ
(他人から）

78 119 143 126 111 138 108 166 168

性虐待 36 45 43 48 41 67 76 73 89

DV 6 10 30 25 23 27 28 26 28

その他 8 14 26 23 28 33 26 40 54

計
（0～19歳
未成年）

128 188 242 222 203 265 238 305 339

©性暴力救援センター・大阪SACHICO

計

1157

518

203

252

2130
1285 60％



SACHICO 性暴力被害者数の年次推移 2010年～2018年度総数2130人

多様な性暴力被害 ©性暴力救援センター・大阪SACHICO



9年間の初診2130人の年代別割合（2010年4月～2019年3月SACHICO）

未成年が60％を占めている

©性暴力救援センター・大阪SACHICO



（他人からの）レイプ・強制ワイセツ被害者の警察への通報状況
（2010年4月～2019年3月)

年度 被害者数 警察への
通報あり

警察→
SACHICO

SACHICO
→警察

初診時警察への
通報なし

2010 78 37 27 10 41

2011 119 65 51 14 50

2012 143 58 52 6 85

2013 126 59 51 8 67

2014 111 40 31 9 71

2015 138 63 54 9 75

2016 108 38 36 2 70

2017 166 70 65 5 96

2018 168 73 64 9 95

計 1157 503 431 72 650（56.2％）不明４
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証拠物（腟内容物・絨毛組織・血液・尿等）の冷凍保管と
警察への提出状況（ SACHICO 2010年4月～2019年3月）

年次 初診時警察への通報なし 証拠物の冷凍保管数 警察への提出数

2010 41 31 2

2011 50 35 4

2012 85 35 3

2013 67 25 6

2014 71 38 2

2015 75 29 2

2016 70 16 1

2017 96 37 11

2018 95 59 8

650 305（46.9％） 39
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レイプ・強制ワイセツ被害者の中のDFSA
性暴力救援センター・大阪SACHICO

年度 レイプ・強制ワイセツ被害 薬物使用疑い有（DFSA)

2010年 78 5

2011年 119 8

2012年 143 7

2013年 126 8

2014年 111 2

2015年 138 8

2016年 108 10

2017年 166 16

2018年 168 13

計 1157(100%) 77( 6.7%)



3）他人からの強制性交等と性的虐待
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他人からの強制性交等168人の年齢分布（2018年度）
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他人からの強制性交等168人の暴行・脅迫の様相（2018）

• 背後から口をふさがれ、倒された

• 手足をしばられ、アイマスクされ動画を撮られた

• バイト帰りに見知らぬ男にいきなりレイプされ妊娠

• 包丁をつきつけられた

• 監禁・脅迫・殺されかけた、恐くて警察に言えない

• 路上でいきなり羽交い絞めにされ、連れ込まれた

• マンションの裏に連れ込まれ「殺すぞ」

• 宅配便を名乗り入り込み、「殺すぞ」

• 電話で「夫の借金を返せ、出てこい」といわれ、出て行った

• バイト中に客からナイフをつきつけられた

上記のような暴行・脅迫は168人中 13件程度（7.7％）

多くは、「いや」「やめて」と拒否の気持ちと態度を示しているのに

不同意の性交をされている⇒ 刑法暴行・脅迫要件の問題 ©性暴力救援センター・大阪SACHICO



成人女性の7.8%が強制性交等の被害に遭っている！

➢2017年内閣府の調査（1807人成人女性対象）

「異性から無理やりに性交された経験がありますか？」

⇒ 「ある」という答え＝7.8%

日本の人口：12700万人（2015年10月国勢調査）

女性の数：約6350万人

0歳～19歳までの女性の数：約1200万人

成人女性の数：6350万人－1200万人＝5150万人

5150万人×7.8％＝4017000人

調査対象の年齢構成は60歳以上が40％であることより

平均年齢を60歳とすると（60年間生きて来て１回被害に遭っている）

4017000人÷60＝66950人

1年間に6～7万人の女性が強制性交等の被害に遭っている！
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警察庁発表データ（平成30年版犯罪白書）
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警察が認知しているのは氷山の一角

• 警察庁の強姦認知件数は年間1500件程度

1500件／6～7万件＝2.1～2.5％

（内閣府調査の無理やり性交された人のうち警察に相談した人は2.8％に

ほぼ一致）

・警察は実際の発生数の2~3％を認知して、犯罪被害者等

基本法（平成16年成立）に基づき支援している

・では、残りの97％の被害者は誰が支援するのか？

そのための相談機関がない、根拠法がない

⇒性暴力被害者支援法（仮）が必要
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性虐待被害児161人と家族以外からの性被害児135人の年齢分布
（2017年４月～2019年3月）
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家族以外からの性被害の加害者
（家族以外からの性被害 2017年度70人 2018年度65人の加害者）
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性虐待被害の加害者

（性虐待被害2017年度72件 2018年度89件の加害者）
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4）性暴力としてのDV
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SACHICOに来所したDV被害者203人の年令構成
（2010～2018）
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DVとしての性暴力の特徴

①夫婦間の性交は当たり前のこととして行われる、同意は要ら

ないと社会も当事者（加害者も被害者も）も思っている

（⇒寝ている間に性交される）

②繰り返し、何年もの間、続くことが多い

③性のことを役所の相談窓口や配暴センターや警察に相談しにくい

④密室の出来事を性暴力として証明しにくい

⑤妊娠中絶に配偶者の同意が必要（母体保護法）

⇦夫婦間強制性交等の認定が必要
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DV被害者は妊娠の相談が多い

2010年4月～2019年3月

DV被害者203人中99人（48.8％）が妊娠して来所している

⇦ 暴力の状況把握

⇦ 母体保護法指定医師による診療と面談

⇦ 中絶についての判断

（母体保護法第14条1項又は2項に基づくが、本人と配偶者の同意が必要）

妊娠継続するかどうかは女性の性的自己決定権の問題

本人の同意があれば中絶が可能とする法整備が必要

セクシュアル＆リプロダクティブ ライツ ！！
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５）その他に分類される子どもたち
（性非行として連れて来られる子どもたち）
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児童相談所より「性非行」として

連れて来られた子どもたち138人の年齢分布
（2010年4月～2019年3月SACHICO）
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性非行として連れて来られる子どもたちの被害状況
（2018年度分：計38人）

©性暴力救援センター・大阪SACHICO

年齢 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 計

人数 １ ５ ８ １１ ８ ５ ３８人

家出中 ０ ３ ４ ３ ３ １ １４人

SNSで
知り合った

０ ２ ４ ６ ５ ４ ２１人

知人等 １ ３ ４ ５ ３ １ １７人

複数人と ０ １ ５ ３ ５ ４ １７人



「性非行」として連れて来られる子どもたち

① 家庭に居場所のない子が多い

②殆どSNSでつながる。

加害者は、性的な目的で近づいてくるが、子どもたちは

相談相手と思っているので、被害者意識がない

支援学校の子も少なくない（13歳性交同意年齢の問題）

③警察経由で児相が保護しても、自宅に帰すことが多く、

家庭の状況はあまり変わらないので、又繰り返す
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子どもたちは「同意」という

• 友だちの間はセックスしない、「付き合う」は「セックスすること」

• セックスはいやだけど、女のつとめと思っている

• セックスは気持ちがいいわけではない、相手が気持ちよさそう

にしているのを見るのがよい

• （スマホでつながった相手は）優しくて、楽しくて、

ぐちもよく聞いてくれる

• 周りにちゃんと私の話を聞いてくれる人がいない

• (複数の相手と多数回セックスしても）減るもんじゃなし

• 相手は私に他の男としゃべるなというのに、

自分はちゃらちゃら他の女としゃべる

• 口は妊娠しないからコンドームをつけない

⇐産婦人科医師のできること：「よくきたね」 「そうなんや」「またおいで」と言い、

安心・安全で豊かな性を自らの力で選べるように見守ること



同意とは
少年の性非行に関する米国特別委員会の報告による定義

（１９９３年）

１）年齢、成熟度、発達度、役割、経験に基づいて、何がなされる

か理解している

２）提案されたことに関する社会的規範を知っている

３）性行為をした場合に起こりうる結果と、性行為をおこなわない

という別の選択肢もあるというそれぞれを承知している

４）性行為に賛成する意思と反対する意思の両方の選択肢が平

等に尊重されるという前提がある

５）意思決定が自発的になされる

６）知的な理解能力を有する
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６）子どもの性被害は誰が診るのか？
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三者協同面接が実行されている

（2015年10月28日最高検察庁、警察庁、厚労省児童家庭局通達）

子どもの心理的負担等に配慮した面接の取り組みに向けた

三者の連携強化のもと、信用性の高い被害児からの証言を確保

しようとするもの。

⇒子どもの診察所見を産婦人科医師に求められることが

増える可能性が大
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三者協同面接の通達（2015年）及び刑法改正（2017年）後

感じる変化・・・・・監護人の逮捕が増えている！！

➢ SACHICO開設後5年間（2010～2014）の

性虐待213件中加害者（監護人）が

逮捕されたのは16件（7.5％）

➢ 2017年度1年間の性虐待72件中

加害者が逮捕されたのは 7件（9.7％）

➢ 2018年度1年間の性虐待89件中

加害者が逮捕されたのは16件（18.0％）

（いずれもSACHICOが知り得た範囲）
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CQ428（産婦人科診療ガイドラインー婦人科外来編2020案）

（日本産科婦人科学会雑誌2019年9月号）

性虐待が疑われる女児への対応は？
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Answer

1. 以下の医学的所見の有無を必要に応じて確認し、診療録に記載する（A）
１）全身の外傷
２）女児に適した体位で観察される、外陰・腟・肛門の損傷またはその
治癒後に認められる所見

３）性感染症
４）妊娠
５）腟内の異物

2. 急性期の場合は、体表・腟内の証拠を採取する（A)

3.診察時に本人が語った言葉と診察時の態度に関する情報を診療録に記載する
（A）

4. 1の医学的所見がある場合は児童相談所に通告する（A）

©性暴力救援センター・大阪SACHICO



発行：NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク（厚生労働省報告より作成）©性暴力救援センター・大阪SACHICO



児童相談所での性的虐待相談件数の推移
（2009～2018厚労省発表）
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７） 何が必要か

©性暴力救援センター・大阪SACHICO



性暴力被害者を診る病院拠点型救援センター

➢「性器を診る」のではなく「性を診る」医療：「性への傷つきに対する診断と治療」

① 性被害の事実の診断と記録

特に子どもの性被害の診療について、産婦人科医師の役割が大きい

② 妊娠および性感染症等の検査と治療、継続的医療

③「からだと性に関する安心」の回復

ボディイメージと自尊感情の回復と同時に、「自己決定できる性」が

当人にとっての「性」であることを伝える

➢ 24時間対応、診療に配慮が必要、時間がかかる
かつ、被害者のセクシュアル&リプロダクティブ・ヘルス/ライツの
回復のための医療と法的支援・生活支援を含む中長期的支援のコーディネートが求められる
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他機関との連携

１）大阪府警：ウーマンラインとの日常的な相談

年1回の府警との協議会

２）児童相談所：府下6児相との協議会年2回

大阪市児相との協議会年1回

堺市児相との協議会年1回

３）登録弁護士：運営委員の同行支援、裁判支援

協議会年1回

４）学校：必要により担任・養護・生徒指導・管理職等

と、被害者対策、加害者対応、学内性教育の

取り組み等について協議

５）検事からの相談・供述書作成・証人出廷の依頼など

©性暴力救援センター・大阪SACHICO



女性と子どもたちの
性の尊厳をまもり、育てるためには

➢ 性教育と人権教育
セクシュアル リプロダクティブ・ヘルス/ライツの確立！

➢ 性暴力被害者支援法の制定！
多様な性暴力被害者支援のためには

病院拠点型のワンストップセンターが必要

連携型から病院拠点型へ！

➢ 刑法の更なる改正に向けて！
暴行脅迫要件の緩和
性交同意年齢の引き上げ
夫婦間強制性交等の認定

©性暴力救援センター・大阪SACHICO
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

  公益社団法人性暴力被害者支援センター・ふくおか 

視察・ヒアリングの概要 

 

１ 日 時 

令和２年１月 27 日（月）13:30～15:30 

 

２ 場 所 

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター（性暴力被害者支援センター

・ふくおか） 

 

３ 内 容 

(1) 相談実績等に関する説明  

(2) センター内視察 

(3) 質疑応答 

 

４ 配布資料 

  ヒアリング資料（「性暴力被害者支援センター・ふくおか 相談実績」） 

   

５ 概 要 

  浦尚子・公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター専務理事・センター長

から，配布資料に基づき，性暴力被害の現状等について説明を受けた後，同

センター内を視察し，センター長，山下美子・同センター支援局長及び刈茅

洋子・同センター事務局長との質疑応答を行った。 

 

６ 説明及び質疑応答の要旨 

 ＜福岡犯罪被害者支援センター 沿革＞ 

○ 2008 年に福岡県，福岡市，北九州市からの委託を受ける形で，福岡犯

罪被害者総合サポートセンターが，2013 年には性暴力被害者支援センタ

ー・ふくおかが発足した。直接被害者の方から電話相談を受けるケース

のほか，警察から当センターを紹介された被害者の方から電話相談を受

けるケースもある。 

〇 2012 年に公益社団法人に認定され，委託事業として相談窓口を運営し

ているほか，要望のあった学校に出かけていって出張授業を行うといっ

た広報・啓発活動も行っている。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおかの支援内容＞ 

〇 相談者に対する「身体的ケア」については，県下に 35 か所の提携病院
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があり，被害者の方が希望する地域でケアを受けていただける体制をと

っている。診察には必ず相談員が付き添い，医師に対して被害の状況や

配慮してほしいことを伝え，安心して受診できるようサポートしている。

また，緊急避妊薬の処方，性感染症の検査については，公費で負担できる

制度があり，被害者の方が経済的負担なく受診できる。 

〇 「精神的ケア」については，当センターに在籍している臨床心理士に

よる無料のカウンセリングを実施しているほか，当センターに関わりの

ある医師等を通じて病院を紹介し，必要に応じて診察に付き添うといっ

た対応を行っている。 

〇 「司法手続きの支援」については，被害直後の証拠採取の取組を行っ

ているほか，現在 50 名程度登録されている提携弁護士を紹介し，法律相

談にも相談員が付き添い，提携弁護士が受任すれば，刑事手続，民事手

続，マスコミ対応といった支援を提携弁護士と協同して行っている。 

  また，相談員は，警察署，検察庁，裁判所への付添いや，代理傍聴の

支援なども行っている。 

〇 こうした様々な支援のいわば土台となる「生活支援」については，自

宅で被害に遭った場合の緊急宿泊（現在は連携先として民間シェルター

があるため民間シェルターの紹介）や，行政窓口への付添いなどを行っ

ている。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談件数＞ 

〇 2013 年のセンター開設以降，電話相談件数は増加傾向であり，2017 年

度，2018 年度は約 2，300 件で高止まりしている。また，相談者の実人員

は 600 名程度となる。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 被害時期・性別＞ 

〇 被害時期についてみると，2018 年度の実績では，被害後２週間以内の

相談が全体の４割弱程度と多いものの，被害後相談までに１年以上かか

っている人も多く，５年，10 年，20 年といった長い期間を要した方も少

なくない。このため，被害直後の身体的ケアのみならず，被害から時間が

経った被害者の方のケアをどうすべきかという課題がある。 

〇 被害者の性別については，女性が８割弱と多いものの，男性の相談者

も少なくなく，その他（いわゆる LGBTQ の方）の相談も約２％あり，傾向

としては徐々に増えている印象がある。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 未成年者の相談＞ 

〇 被害者の年齢層をみると，2018 年度の実績では，未成年者の相談が４

分の１を占め，年々増加傾向にある。未成年者の相談のうち，中学生，高

校生の相談が約３分の２を占めている。 
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 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 加害者との関係＞ 

〇 加害者との関係で多いのは，職場・アルバイト先の関係者，全く知ら

ない人，交際相手・元交際相手，学校の関係者の順番となっており，親な

どの親族が高い数値となっていないのは，DV などについては配偶者暴力

センター，子どもの性虐待については児童相談所というように，別の機

関に相談が行われ，性暴力被害者支援センターに相談のない場合がある

ことが多いことが影響しているものと考えられる。 

〇 中学生に限ってみると，学校の関係者が 28％と最も多く，これは同級

生や先輩など，生徒間で被害が起こったものである。 

＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談①＞ 

〇 当センターは警察への被害申告後に相談を受けることがあるからか，

警察に被害届の相談をしたことが確認できたのは２割程度となってい

る。 

〇 以前調査をした際は３割程度であったものの，最近は，（後述のよう

に）インターネット上のネガティブな情報が影響してか警察への被害届

の相談を行う人が減ってきているように感じられる。 

＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談②＞ 

〇 警察に相談しなかった理由の一つとして「相談への不安」がある。セ

ンターでの相談の中では，被害者がインターネットなどで警察に相談し

たらどうなるのかということをよく調べており，インターネット上にお

いて，警察に行ったとしても満足な解決が得られないとか，嫌な思いを

したといった否定的な情報に接し，警察へ行くのをやめようと思ったと

いった意見が増えてきているように感じている。 

＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談③＞ 

〇 警察に被害届の相談をした 136 件のうち被害届の提出にまで至らなか

ったことが確認できた件数は，43 件（32％）であった。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 被害内訳＞ 

〇 年ごとに数字の差はあるものの，一番多いのは強制わいせつの被害申

告で，2018 年度は 1，042 件の相談があった。また，強制性交等の被害申

告も毎年度 500～600 件程度の相談があるほか，その他性被害（性的強要

（ハラスメント），リベンジポルノ，盗撮等）も 400 件以上の相談があ

る。 

＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 直接支援件数＞ 

〇 年ごとにばらつきがあるものの，延べ件数で年間 200～300 件程度，実

人員で 70～80 名程度に対し，直接支援（直接対面しての支援）を行って

いる状況である。 
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 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 直接支援内容＞ 

〇 直接支援の内容で一番多いのは，面接やカウンセリングの支援であり，

2018 年度では 181 件，次いで法律相談が 29 件となっている。 

〇 病院受診については，2018 年度では 21 件となっており，余り増えて

いない。 

 ＜性暴力被害者支援センター・ふくおか 証拠採取＞ 

〇 証拠採取については，福岡県，福岡県警察，当センターの三者で協議

をして，2017 年７月からスタートしており，当センターでも検査キット

を配備している。 

〇 病院で医師により採取され，警察で保管されることとなっている。 

 ＜刑法改正の影響と課題＞ 

〇 強制性交等の態様として，肛門性交や口腔性交が加わったことで，性

別問わず立件できるようになってきたためか，男性やいわゆる LGBTQ の

方の被害が顕在化してきた印象があり，実際に支援につながった方もい

る。 

  そういう方の病院受診やカウンセリングについては専門性が必要であ

る一方，社会の制度や仕組みが整っていないので，これらの方々の被害

が顕在化することはとても良いことだとは思う。相談体制をどうするか

という点は支援する側の課題だと感じている。 

〇 子どもの性犯罪が顕在化している中で，支援の受け皿がまだまだ不十

分であると感じている。また，出張授業などで子どもたちと接する中で，

性や性暴力についての正しい情報が，子どもたちに全然伝わっていない

と感じている。そのため，性的同意のことも知らない中で，大人からだけ

でなく，子ども同士でも加害・被害が起こっているということがよくあ

ると感じている。 

 ＜質疑応答の中で得られた主な意見・要望＞ 

〇（Q.提携病院について） 

  これまで，提携病院の中にはクリニックが多かったが，男性や，いわ

ゆる LGBTQ の方の被害が顕在化したことで，総合病院のように色々な診

療科が連携して対応できる病院も確保しておくべきだということで，大

きな病院も提携先に加わっていただいている。 

〇（Q.被害者の方の費用負担について） 

  現在，被害者の方がセンターや病院へ赴くための交通費や治療費は自

己負担という形となるが，今後，治療費については条例できちんと措置

できるよう働きかけているところである。 

〇（Q.2018 年度には，被害後１年を超えてから相談する方が 21％いたとい



 

 - 5 -

うことだが，被害後，長期間経過してから相談される方について，相談の

きっかけとしてどのようなものが多いと感じているか。） 

  症状が悪化してきつくなったことをきっかけとして，お電話をいただ

くことが多い。また，症状がきつくなるきっかけとしては，出産を経験す

る，パートナーを得る，育児をするといったライフサイクルの中で，被害

を思い出し，フラッシュバックが起こり，それまで何とか保ってきた生

活が維持できなくなる方が一定数いらっしゃるなというのは感じてい

る。 

〇（Q.多岐にわたるワンストップ支援センターの役割を果たす上で，他機

関や司法との役割分担など，難しいと感じることはあるか。） 

  現在の内閣府が推進しているワンストップ支援センターは被害直後の

急性期の段階の相談をメインに考えているけれども，センターを立ち上

げると必ず被害から時間を経た中長期の相談が寄せられるようになるの

で，このような方々の受け皿も必要であるし，被害から時間を経てやっ

と声をあげた方を精神科につなぐだけで良いのか，ちゃんと司法の場に

登場させるべきではないかということは，考えていかなければいけない。 

〇（Q.警察への被害届の相談をする人が，数年前よりも減っている理由と

して何が考えられるか。） 

  インターネット上で，警察に相談しても解決にならないなどといった

情報が拡散しており，このような情報に接した被害者が，「（明確な）暴

行や脅迫がなかったから（立件は）難しいんじゃないか」などと判断し，

警察に行っても無駄だと思ったという方は多いと感じている。 

〇（Q.センターにもつながらない被害者の方が依然として多いと感じる

か。） 

  特に未成年者は，センターに電話するというハードルが高すぎるのだ

ろうということは感じていて，内閣府が実証実験をしていた SNS による

取組のようなものがもっと広がっていくと潜在化している子どもの被害

が表に出てくるのではないかと考えている。 

〇（Q.掘り起こしのために必要な施策について） 

  出張授業は，引き続きやっていかなければならないと思う。何をされ

たか意味が分からない／理解できない中，被害がエスカレートしていく

ことが本当に多いので，何をされたか意味が分かる／理解できるとか，

「嫌だ。」と言える教育を，ボトムアップとして小学校からきちんとして

いくことで被害の防止にもなるし，被害の顕在化にもつながっていくの

ではないかと思う。 

  一方，刑法の暴行脅迫要件があることで，現実とは異なる性暴力につ
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いての誤った考え方が正当化されてしまうと支援の中で感じているの

で，刑法改正なども含めトップダウンでも，性暴力とは同意のない性的

言動であるということを社会に伝えていく必要があるのではないか。 

〇（Q.男性やいわゆる LGBTQ の被害者の方への支援の難しさについて） 

  これまで，男性や LGBTQ の方への支援を行う中で，相談しにくさであ

ったり，周囲も含めて，被害を被害と認識しづらい背景があることを感

じた。 

  また弁護士やカウンセリングの対応者について，男性と女性，どちら

がいいのかということを本人に確認することや，未成年者の場合，学校

との連携も必要だが，学校の意識や理解を求めることにも難しさがあっ

た。 

  また，病院を受診する場合は，婦人科ではなく，外科や泌尿器科など

様々な診療科との調整をしなければならないのが現状であるところ，病

院の理解も進んでおらず，そうした調整も困難であった。 

〇（Q.親による性的虐待など，潜在化している被害を顕在化させるために

はどのような方策が考えられるか。） 

  児童相談所とワンストップ支援センターの連携はまだ始まったばかり

だが，児童相談所に限らず，今後，色々な機関が連携できれば，子どもた

ちにもつながることができ，被害を顕在化させることができるのではな

いか。 

〇（Q.刑事手続終了後のセンターの支援について） 

  司法手続終了後，特に必要なのは精神的ケアと生活支援である。裁判

までは気を張って，何とか持ちこたえていた方が，裁判が終わってから

がくっと心身の状態が悪化したり，その後の生活に様々な困難や生きづ

らさを抱えるようになることが多いので，センターとしても，継続的な

カウンセリング等の精神的ケアや，様々な行政サービスの紹介等の生活

面の支援を行っている。 

〇（Q.刑事手続を経ることによる，被害者のメリット，変化について） 

  裁判は被害者にとって負担が大きく，一時的に体調を崩される方も多

いが，長期的にみると，立件から判決までの間で一区切りがつき，その後

の被害者本人の支えになっている面はあるのではないかと感じている。 

〇（Q.結果的に刑事事件化できなかった事案への支援方法について） 

  弁護士が加害者とやり取りをして賠償金を得るとか，加害者から誓約

書をとるといった事案が最近増えてきた。また，被害に遭った結果，仕事

が続けられないなど，労働関係の問題を抱える方も多いので，そういう

面でも弁護士が様々な相談を受け，生活を支えている。       以 上 



性暴力被害者支援センター・ふくおか

相談実績

２０２０年１月２7日

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター



福岡犯罪被害者支援センター 沿革

2

2000 年 発足

2005 年 NPO法人認定

2008 年 福岡犯罪被害者総合サポートセンター開設

2009 年 福岡県公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」指定

2012 年 公益社団法人認定

2013 年 性暴力被害者支援センター・ふくおか開設

2015 年 性暴力被害者支援センター・ふくおかが２４時間３６５日に拡充

活動 福岡県・福岡市・北九州市からの委託事業の運営、広報・啓発活動

所在地 非公開（福岡市内）

組織 相談員５０名のシフト制 事務局員 ５名



性暴力被害者支援センター・ふくおかの支援内容

3

身体的ケア
提携病院の紹介
診察の付き添い
緊急避妊薬
性感染症の検査
公費支出制度

精神的ケア
精神科・心療内科の紹介・付き添い
電話相談・面接相談
カウンセリング

司法手続きの支援
証拠採取：警察に届けなくても匿名で証拠採取・鑑定ができる
提携弁護士の紹介・付き添い
刑事手続き支援、被害者参加、損害賠償請求、マスコミ対応

警察・検察への付き添い（被害届、事情聴取、実況見分等）
裁判への付き添い（出廷、傍聴、被害者参加）、代理傍聴

生活支援
緊急宿泊
社会資源の紹介
行政窓口への付き添い
（公営住宅の優先入居、生活保護の申請、就労支援など）



性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談件数

4
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性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 被害時期・性別

5

2週間

以内
37%

1年以内
21%

1年超
21%

不明
21%

2018

N=607

被害時期

N=607

女性
77%

男性
16%

その他
2%

不明
5%

2018

被害者性別



性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 未成年の相談

6

未成年の相談
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20代
26%30代

14%

40代以上
16%
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19%
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N=607

被害者年代

中学生７％



％ 全体（607） 中学生（43）

職場・アルバイト先の関係者 12 -
交際相手・元交際相手 9 2
学校の関係者（教師、同級生等） 8 28
親 7 26
その他の親戚 5 2
配偶者・元配偶者 4 -
兄弟姉妹 3 7
養親・継親等 2 -
ＳＮＳ 2 2
職場・アルバイト先の客 1 -
地域活動・習い事の関係者 0 5
その他の知り合い 16 14
全く知らない人 10 9
不明 21 5

性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 加害者との関係

7



性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談

8

N=607

すでに

警察に

相談すみ
19%

センターに

相談後、

警察に

相談
3%

警察に相談せず
53%

不明
25%

2018



・警察に行きにくいイメージがあった
・子どもが警察に行きたくないと言った
・警察が怖い
・合意と言われるのではと不安
・おおごとにしたくない
・届けたいが、今はいけない

・両親に言えない
・周りに知られたくない
・昔から加害者を知っているのでためらう
・もめたくない
・警察に通報したら親族が捕まる
・職場の対応が不安（人間関係、人事、辞めさせられる）
・加害者からの仕返しが怖い

性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談

○相談への不安

○相談後の不安

【警察に被害届の相談をしなかった理由】

9



・犯罪事実が明確でない、と言われた
・証拠がない、と言われた
（服を洗った、映像が残っていない、時間が経過 等）

・脅迫がなかった、と言われた
・合意があったのでは、と言われた
・防犯カメラを確認したが抵抗していない、と言われた
・詳細なことや顔など覚えてなく、事件として処理されなかった

・警察でイヤな思いをした
・おおごとになるかもしれない、と言われた
・報復されるリスクがある、と言われた
・PTSDの症状がきつくて警察に行けなくなった
・示談できた

４３件／１３６件 （３２％）

性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 警察への被害届の相談

【警察に相談したが被害届の提出に至らなかったことが確認できた件数】

10

○提出をやめた

○提出できなかった



性暴力被害者支援センター・ふくおか 電話相談 被害内訳
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性暴力被害者支援センター・ふくおか 直接支援件数
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性暴力被害者支援センター・ふくおか 直接支援内容
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性暴力被害者支援センター・ふくおか 証拠採取

14

 ２０１７年７月～

 フロー
センターで保管している採取キットを相談員が提携病院に持参
医師が証拠採取
県警本部が資料を引き取り、鑑定を実施
被害申告はセンターを通じて県警へ

 実績 計５件 うち被害申告 ０件
２０１７年度 １件 ２０１８年度 １件 ２０１９年度 ３件

 レイプドラッグ検査 ２０１９年１２月～
実績 ０件



刑法改正の影響と課題

15

 強制性交等 男性、LGBTQ被害者の顕在化⇒相談体制整備が課題

（暴行脅迫要件があることによる）被害届不受理

 非親告罪化 影響は少ない

 監護者性交等 監護者の範囲が限定されていることによる問題

 子どもの性被害が顕在化傾向の中、支援の受け皿が不十分

 性的同意年齢 性教育の内容との齟齬

障がい児者の場合の矛盾

 附帯決議 高等裁判所で性被害者についての研修実施（福岡）
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

 性暴力救援センター・日赤なごやなごみ 

視察・ヒアリングの概要 

 

１ 日 時 

  令和２年２月３日（月）13:10～15:35 

 

２ 場 所 

  性暴力救援センター・日赤なごやなごみ 

 

３ 内 容 

(1) 所内施設の視察  

(2) ヒアリング 

 「性暴力救援センター日赤なごやなごみにおける性暴力被害者の現状と

支援体制について」 

 

４ 資料   

  ヒアリング資料 

  「性暴力救援センター日赤なごやなごみにおける性暴力被害者の現状と

支援体制について」   

 

５ 概 要 

 (1) 性暴力救援センター日赤なごやなごみ（以下，「なごみ」という。）

の施設の視察を行った。 

 (2) 片岡笑美子・センター長，坂本理恵・医療社会事業係長から，資料に

基づき，性暴力被害の現状等について説明を受けた後，質疑応答を行っ

た。 

 

６ 視察結果 

   なごみは，名古屋第二赤十字病院内に設置されたいわゆる「病院拠点型」

のワンストップ支援センターであり，その事務所内には，スタッフが常駐

する電話室，面談室が設けられていた。 

  電話室では，支援員・SANE（セイン：性暴力被害者支援看護師。詳細は

後記７参照。）が 24 時間体制で電話対応を行っており，同室内には，電話

対応用の事務スペースや，相談者の同意を得て医師が膣内容物を採取する

際に用いる検査キットが保管されていた。また，相談者から採取した膣内

容物等を一時保管するための冷凍庫が設置されていた。 
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  面談室には机と椅子，相談者が体を休めるためのソファが置かれており，

主に SANE がなごみに来訪した相談者から聴き取りを行い，その後，必要に

応じて病院内の診療科において診察を行うとのことであった。 

  相談者が来院してから面談室まで移動する動線や，面談室から診療科ま

で移動する動線は，他の相談者の目につきにくく，かつ移動距離が短くて

済むなど，相談者がなごみに来所したことが分からないようにするための

配慮がなされていた。 

 

７ 説明及び質疑応答の要旨 

＜なごみの概要について＞【スライド１～６頁】 

○ なごみは，名古屋第二赤十字病院内に病院拠点型のワンストップ支援

センターとして，2016 年（平成 28 年）１月５日に設立し，現在，運営５

年目である。24 時間体制で運営しており，なごみの特徴として，SANE と

呼ばれる性暴力被害者支援看護師を養成し，配置している点が挙げられ

る。 

SANE（Sexual Assault Nurse Examiner）は，1970 年代に北米を中心に

発展し，国際フォレンジック看護学会は，SANE を「性的暴行又は虐待を

受けた患者のメディカルフォレンジックケアの専門教育と臨床準備を完

了した看護師」と定義している。日本では，2000 年（平成 12 年）に，日

本の現状に合わせた SANE の研修が東京で始まっており，研修内容は，性

暴力に関連する心理・身体・社会及び法医学的な知識・技術・態度につ

いての専門教育である。日本フォレンジックヒューマンケアセンター（旧

女性と子どものライフケア研究所）は，なごみの開設に向けて，2014 年

（平成 26 年）から SANE の研修を開始し，これまでに約 100 名の看護師

が研修を受講している。なごみでは，現在，約 52 名の SANE が性暴力被

害者の急性期対応を担っている。 

なお，SANE は，我が国では，公的な資格ではないが，2020 年度（令和

２年度）から，日本フォレンジック看護学会認定制度が導入される。 

○ なごみでは，「同意のない・対等でない・強要された性的行為はす

べて性暴力である」と捉えて，支援を行っている。院内に救命救急セン

ターがあるので，緊急外来で来た DV の性暴力や，子どもの性虐待など

にも対応している。  

○ なごみの体制として，支援員（アドボケーター），SANE，産婦人科

医，救急医，小児科医，精神科医のほか，相談者の中には，男性の被害

者もいるので泌尿器科医などで対応している。また，専任の MSW（医療

ソーシャルワーカー）がコーディネート業務を行っており，支援の内容

に応じて，役割分担している。また，地域の医療福祉組織や，弁護士，

警察，児童相談所（以下，「児相」という。），被害者支援団体などと
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連携している。 

○ 被害発生時に被害者が直接なごみに連絡してくることもあれば，被

害者が親や学校に相談し，児相や警察に通報があってからなごみにつな

がる場合などがある。急性期の場合，一週間以内の被害の場合には，来

院してもらい対応するようにしている。急性期の場合，まず面談を行い，

診察の同意を得て，警察への被害の申告意思を確認し，場合によっては

証拠採取の意思の有無を確認してから診察を実施している。   

 ＜24 時間ホットライン体制及び面接相談対応について＞【スライド７～８

頁】 

○ 「被害直後すぐに対応できる」，「被害者がかけたいときにつなが

る」よう，電話相談は 24 時間体制をとっている。１回線対応なので，

相談１回あたり 15 分以内で対応するようにしている。対応に当たって

は，特に，緊急度の確認を行い，急性期と思われる場合は，被害者が安

全な場所にいるかどうかを確認し，被害発生から 72 時間以内の場合に

は，すぐ来所するよう促している。被害状況の正確な聴き取りには電話

では限界があるため，来院してもらうことを基本としている。  

○ 面接相談を行う場合，主に SANE が被害状況を聴取し，身体的・心理

的・社会的な側面から症状を確認する。そこでは，最終生理，ピル服用

の有無，証拠採取の有無，警察等への通報の意思の確認を行う。子ども

の被害の場合，司法面接が行われる場合もあるので，被害状況を子ども

本人から細かく聞かないようにしており，児相や御家族から事情を聞

き，子どもには身体的な症状から聞くという対応をしている。 

＜緊急医療支援について＞【スライド９頁】 

○ 緊急医療支援として，全身の身体の状態の確認と診断を行っている。

産婦人科医療としては，妊娠の可能性の確認と予防，性感染症検査を行

う。継続的医療が必要であれば，各診療科につなぐ。例えば，妊娠して

いる場合には，人工妊娠中絶・出産（中絶可能期間を徒過している場合）

の対応を行い，他院で受け入れてもらえる人工妊娠中絶については，他

院を紹介することもある。 

○ 特に子どもが被害を受けた場合，「自分の身体が汚れてしまった」

などと負のボディイメージを持つので，急性期か否かを問わず，しっか

り医師に診察してもらい，そのようなボディイメージを払拭するため，

「全く健康できれいだから大丈夫だよ」などと医師から声をかけてもら

っている。 

○ 男性被害者の場合は，泌尿器科につないでいる。 

○ 証拠採取については，警察への申告を迷っている場合のために，証
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拠採取キットを警察から預かっている。なごみでは，被害者に証拠採取

の意思を確認しており，その時にしかできない検体の採取を匿名で実施

することができる。ただし，その場合の診察は自費になる。採取する場

合には，医師が対応する。 

＜心理的支援及び法的支援について＞【スライド 10～11 頁】 

○ 初めて来所した方の心理的状況を把握し，不安感情が強く，不眠な

どの症状があれば，精神科につなぎ，PTSD の可能性がある場合，心療

内科につないでいる。 

○ 愛知県警とは相談しやすい体制を築いている。被害者が先に警察に

行った場合には，警察からなごみにつなげてもらい，被害者が最初にな

ごみに来た場合は，警察への被害申告について被害者に話をして，警察

に届け出たいと申し出た場合，警察を速やかに呼んで，必要な診察，証

拠採取を行う。 

○ なごみで証拠採取を行った場合は，警察への被害申告の有無にかか

わらず，警察に採取した物を取りに来てもらい，警察において保管して

もらっている。採取当時は被害申告の意思がなかった被害者であって

も，多くは，後から処罰感情が湧くことが多いので，証拠採取の必要性

については，来所した方に丁寧に説明するようにしている。 

○ なごみにおいては，有志の弁護士と連携し，現在は，弁護士を 32 名

登録しており，性暴力・虐待・DV の各担当弁護士がそれぞれシフトで

対応している。被害者には，被害直後から，弁護士に相談できることを

説明する。 

○ 弁護士への相談を希望された場合は，当番の連携弁護士に電話連絡

をして対応を依頼する。初回面談は，スムーズな連携のためにも，弁護

士になごみまで来てもらい，被害者と話をしてもらうようにしている。

弁護士がかかわる案件は年々増えており，特に，親戚からの被害や，子

ども同士の被害は，当事者同士でやり取りすると，親だけで勝手に話を

つけたり，平素からの人間関係があったりして，後に揉める場合もある

ため，弁護士に介入してもらい，警察にも届け出て，加害者側にも必要

な措置を講ずる方がいいという考え方から，そのような方法を勧めてい

る。 

＜生活支援及び同行支援について＞【スライド 12～13 頁】 

○ DV 被害を含め，一時的な生活の保護を行う必要がある事例もあるの

で，多機関多職種と連携し，シェルターなどの社会資源を活用し，被害

者の一時保護をはかっている。また，警察・法律事務所・精神科などは，

普段の生活の中ではあまり行かない場所でもあるので，初回には，被害
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者の二次被害の予防や不安の解消のために MSW（医療ソーシャルワーカ

ー）が同行支援を行っている。 

＜支援体制の構築のための各会議の運営について＞【スライド 14～16 頁】 

○ 例えば，子どもが被害者である場合には，学校側の理解がないと子

どもが学校に行けなくなる場合もあるので，被害者がそれまでの社会生

活を継続できるよう，可能な限り本人や家族も交えて，「なごみ連携ケ

ースカンファレンス」という形で関係機関が一同に集まり，ミーティン

グを行っている。 

○ また，なごみ設立以来，２か月に１回，支援体制の構築及び連携強

化のために，なごみ連携推進会議を開催している。現在は，県・市・児

相，産婦人科医，法医学医，精神科医，警察，検察なども参加しており，

児相が参加して以降，児相からなごみにつながるケースが大きく増え

た。また，院内の体制の調整，連携強化のためのなごみ運営委員会とい

う会議を２か月に１回行っている。 

○ 加えて，各事例によって支援の仕方が多様なので，各種の事例検討

会を行っており，院内で毎月行うケースカンファレンスのほか，2018

年（平成 30 年）からは連携弁護士と年 1 回の拡大事例検討会を実施し

ている。2020 年（令和２年）３月からは児相との事例検討会を開催す

る予定である。  

 ＜設立以降４年間の対応件数等について＞ 

○ 【スライド 18 頁】設立以降の電話相談延べ件数は 5,290 件，来所延

べ件数は 1,397 件，診察延べ件数は 489 件である。同一の方に複数回対

応をすることもあるので，新規で受付した実人数は 973 名であり，その

うち，来院して面談した実人数は 474 名である。電話相談を受けた方の

うち，直接支援を行ったのが，約半数というところである。  

○ 【スライド 19～20 頁】受付実人数，来所実人数ともに年々増えてお

り，2019 年（令和元年）は１か月に受け付けた人数が平均 30.0 名，来

所した人数は平均 14.8 名である。 

○ 【スライド 21 頁】電話延べ件数の各年の推移を見ると，電話だけで

来所できていない人がいることが分かる。同一人物が何度も電話で相談

するケースもあり，来所を促しても，子どもからの相談であったり，他

府県からの相談であったりして，直接支援に至らない場合もある。 

○ 【スライド 22 頁】診察延べ件数の推移を見ると，年々増えてきてい

ることが分かる。初回の診察は，警察との連携により，公費負担で診察

できるのだが，被害届を出さない場合，２回目以降の診察は自己負担に

なるため，２回目以降の診察につながらないことがある。なごみとして
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は，初回の面談，二度目の来所時に行う感染症検査，その結果報告の３

回は来所してもらう必要があると考えているので，そのあたりが課題で

ある。 

○ 【スライド 23～25 頁】新規受付者数，相談延べ件数，検体採取・避

妊薬処方・感染症検査などの診察内容の件数の推移を見ると，いずれも

年々増えているところである。 

○ 【スライド 26～28 頁】新規利用者（来所相談対応含む。）973 名の

性別を見ると，女性が 896 名と多いが，男性，性的マイノリティの方も

いる。男性の受付者 65 名のうち，14 名が来所相談しており，うち 13

名は刑法改正後に来所した事例である（全てが刑法改正後の被害という

わけではなく，改正により相談しやすくなったということであるように

思われる。）。また，新規相談者の居住地を見ると，名古屋市内のほか，

県外居住の相談者もいるので，近くの支援機関を紹介するなどする。同

一県内といっても広いので，ワンストップ支援センターが県に一つでは

足りないと認識。 

○ 【スライド 29～30 頁】新規相談電話の受付時間について見ると，58，

9％が時間外（夜間）に相談している。また，新規来所者の来所時間を

見ても，45.1％が時間外に来所している。これらはいずれも急性期の事

案が多いので，24 時間体制であることは被害者にとって有効と考えて

いる。 

○ 【スライド 31 頁】新規来所者の紹介経路を見ると，警察が最も多い

が，DV や児童虐待事案で，院内の救急外来，産婦人科，小児科，ER（救

急救命室）などの院内スタッフからなごみに連絡が入るケースも多い。 

○ 【スライド 32 頁】新規来所者の年齢は，20 歳代までで 7.2 割となっ

ている。50 歳代以上の来所は，ほとんどが過去の被害に苦しんでいる

事案である。 

○ 【スライド 33 頁】新規来所者 474 名のうち，40 歳未満の方は 401 名

であり，年齢別に見ると，13 歳～25 歳までの来所者が多く，特に，18

歳～20 歳が最も被害に遭いやすい年齢であると思われる。 

○ 【スライド 34～35 頁】新規来所者の被害状況を見ると，強制性交等

が半数以上と最も多く，次いで DV・デート DV，強制わいせつ，性虐待

と続く。来所者と加害者の関係について見ると，83％が面識がある人（親

族，知人）からの被害である。SNS で知り合った人，ナンパ相手，兄弟

の友人といった知人からの被害が多く，親族（夫，父，兄・弟，おじ，

甥，いとこなど）からの被害も多い。また，教師やコーチなど「（被害

者から見て）権威ある人」からの被害もある。全く見知らぬ人からの被
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害は 12％で，内閣府の「男女間における暴力に関する調査」の結果と

概ね一致しているという印象である。 

○ 【スライド 36～37 頁】新規来所者における被害発生から来所までの

経過時間については，474 人中，72 時間以内が 237 人と半数であり，１

か月以内が 86 名，半年以内が 53 名である。急性期以外で相談される方

は，被害による精神症状が継続していたり，PTSD に移行したりしてい

る場合である。被害から「１年超え」で来所される方の中には，40 年

以上前の被害を相談された方もいるなど，被害によって長期的に苦しめ

られている実態が分かる。１年を超えて来所された方 84 名の被害時の

年齢を見ると，58 名が当時 18 歳未満であり，子どものときの性虐待等

のトラウマが何年も解決されない状態であることがうかがえる。 

○ 【スライド 38～40 頁】なごみから警察や弁護士，精神科などの他機

関につないだケースは，396 件あり，そのうち，警察につないだケース

が 90 件で最も多い。警察からなごみに来るケースと合わせると，かな

りの数で警察の介入がある。検察との連携という観点では，なごみが関

与して司法面接を行ったケースが３件ある（後述）。 

 ＜設立以降４年間の対応件数等について（18 歳未満）＞ 

○ 【スライド 42～45 頁】18 歳未満の新規来所者は年々増えており，性

別を見ると，124 名中，女児が 115 名と多いが，男児の来所も 9 名ある。

男児の被害では，子ども同士のいじめのケースもあった。18 歳未満の

新規来所者の紹介経路では，児相からの紹介がもっとも多く，次いで，

警察，当院の院内スタッフ，インターネットからの連絡と続く。  

＜18 歳未満の新規電話相談者のうち来所につながらない実態について＞ 

○ 【スライド 43 頁】新規電話相談者 973 名のうち，18 歳未満の相談者

は 216 名である。18 歳未満の被害の相談のうち，「本人」からの電話

相談は 34 名，「本人以外」からの電話相談は 182 名である。本人から

の電話相談 34名のうち，18歳未満で被害者自らが来所相談できたのは，

14 歳１名と 17 歳２名の計３名（1.4％）である。18 歳未満では，実際

に被害があることが窺えているのに，結局直接支援につながっていな

い実態が分かる。 

○ 【スライド 46～48 頁】18 歳未満の新規来所者の被害状況では，強制

性交等が 57 名，強制わいせつが 28 名である。加害者の内訳を見ると，

「父親からの被害」22 名含む「親族からの被害」が 33 名，「見知らぬ

人からの被害」は 11 名，SNS で知り合った人などの知人が 59 名，教師

など「権威ある人からの被害」が 7 名であった。18 歳未満の新規来所

者の被害発生から相談までの経過時間については，72 時間以内の急性
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期が 124 名中，45 名（36.3％）となっている。  

 ＜設立以降４年間の対応件数等について（13 歳～16 歳）＞ 

○ 【スライド 50 頁】13 歳～16 歳の新規来所者は年々増えており，４

年間の累計で 63 名であり，2019 年（令和元年）は，26 名来所している。 

○ 【スライド 51～52 頁】13～16 歳の新規来所者 63 名を性別で見ると，

女児が 59 名と多いが，男児の被害も４名ある。紹介経路を見ると，（全

年齢層の新規来所者の場合，最も多い紹介経路は「警察」であり，18

歳未満の場合，「児相」，「警察」の順となっているのに対し，13 歳

～16 歳では，）「児相」に次ぎ，「学校」が多くなっているとおり，

中学生の年齢くらいの被害では，学校からの相談も多い。性虐待の案件

だと，警察や児相，学校と連携しなければならないので，平素から子ど

もと関わる児相や学校が子どもをしっかりと見守る必要がある。  

○ 【スライド 53～55 頁】13 歳～16 歳の新規来所者の被害状況は，63

名中，強制性交等が 34 名，次いで強制わいせつが 13 名である。加害者

の内訳を見ると，「親族からの被害」が２割を占める。被害発生から相

談までにかかる期間については，72 時間以内の急性期が 25 人（39.7％）

となっているが，この頃の年代の子どもたちは話したがらない傾向にあ

り，被害から相談に至るまで１週間以上過ぎることもあり，早期の発見

のためには，周囲が早く察知することが重要である。 

この年代は親子関係が非常に難しくなっていることが多いため、親と

本人それぞれへ支援することを大事にしている。 

＜支援の現場から見た子どもの被害の実態について＞ 

○ 子どもの被害において，加害者が同級生であるなど学校内における

被害の場合，相手が転校でもしない限り，同じ学校に通うことになり，

被害者にとって学校が安全な場所ではなくなる。そのため，なごみでは，

学校も含めてミーティングを行い，トラウマの説明を行ったりする。学

校側からは，加害者と被害者が会わないように配慮を示してもらえるこ

ともあるが，徹底した対応でないため，通学路などを含め絶対会わない

と安心できず，結局，被害に遭った側が守られず苦しむという例は非常

に多い。中学・高校・大学いずれでもこのような例がある。 

○ 監護者による性虐待については，幼児期から被害に遭っている場合，

最初はそれを被害と認識せず，年を重ねる中で，自分がされていること

が性虐待だと初めて認識するケースも多いと思われる。自分がされてい

ることを早期に被害と認識させて，周囲に相談しやすくするためにも，

年齢に応じた性教育を５，６歳くらいから始めないといけない。 

○ 親も学校も何も教育しないのに，性交同意年齢が 13 歳というのは，
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低いと思う。 

○ 加害者が兄弟であるケースの場合，親からすれば，加害者も被害者

も自分の子どもであることから，親が対応に苦しまれている例もあっ

た。また，叔父・祖父など親族からの被害では，かわいがられていた延

長で加害に及ばれた例もあり，そのような例だと，子どもはなかなか被

害を周囲に相談しにくい。また，嫌だと思っていても，生活が崩れるこ

とを心配して言えないままの例もある。信頼していた大人からの被害だ

ったため，被害を相談できず，相談できたときには非常に重い精神的な

症状が出ていたという例もあり，親族からコントロールされている状況

での被害は，被害を重篤化させる。 

＜障害者の被害の実態について＞  

○ 障害を持つ方の被害については，なごみで把握している範囲で 15 名

程度である。この数は，障害者手帳や精神障害者手帳を持っていて把握

できたという数字である。（手帳の有無にかかわらず）精神科で診察し，

統合失調症などの病名がある被害者も含めると，30～40 名はいると思

われる。 

○  精神障害・知的障害など様々な障害を有する方が相談に来られる。

知的障害の特性である，人なつっこさなどから，通所施設の帰りに同じ

施設の人に家に上がり込まれて被害に遭うというケースもある。また，

知的障害を持つ子どもが，学校で男児にトイレに連れ込まれて被害に遭

われた例もある。障害の有無にかかわらず，されていいことと悪いこと

の区別がつかないために加害をする場合もあり，必要な知識を身につけ

させなければならない。  

○ 精神障害を持つ方の場合は，被害を受けた後に精神的にまいってし

まう例もあるが，被害を受けた人の話をよく聞いてみると，幼少期にも

被害を受けていて，過去の被害による精神的疾患があったという例もあ

る。 

＜証拠採取の件数及び警察への被害申告の有無等について＞ 

○ なごみにおいて証拠を採取した件数は，全 140 件である。なごみで

は，被害者の方の意向により，採取の時点で警察に届け出る意思がなく

ても，警察から預かっているレイプキッドを用いて匿名での採取に応じ

ており，そのようにして採取したものが 34 件あった。採取した資料は，

匿名のものを含めて，警察で保管してもらっている。なごみで匿名にて

採取した方が，その後，警察に被害を申告したというケースは，今のと

ころない。なごみに来所された後の警察との直接のやり取りについて

は，被害者から聞かされる以外は，なごみにその情報はおりてこないた
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め，把握できない。 

○ 相談・来所から警察への被害申告につながった件数，被害申告に至

らなかった件数については，捜査機関や弁護士との情報共有がなされて

いないため，被害申告の有無について，なごみでは十分に把握できてい

ない。メンタルケアなどで複数回来所された被害者から，検察庁に呼ば

れたとか，不起訴になったといった情報を断片的に聞いて把握している

くらいである。被害者は，例えば，事情聴取を受けることで心情が不安

定になることもあるので，支援にとっても必要な情報は，共有してほし

い。 

○ 来所した人のうち，「警察に届けない」と意思を示した人は，30～

40 名はいた。被害を届けない理由については様々であり，加害者が権

威のある人や有名な人であるため，被害申告した場合の影響を考えて躊

躇したり，特に急性期の場合には，「自分も悪かった」，「なかったこ

とにしたい」といった理由から警察に届けなかったり，若年の被害だと

「親には言えない」という理由もあった。 

○ 同行支援で警察に行ったケースにおいて，最近は随分と減ったが，

二次被害に遭ったケースもある。証拠の有無などが重要であるとして

も，心ない言われ方を体験してしまうと，被害者は，「警察にはもう行

きたくない」となってしまう。傷付いている被害者がいて，その相手方

がいることは確かなので，（捜査機関が）最善の方法を被害者と共有で

きるようになればいいと思う。 

＜刑事手続終了後の支援に係るワンストップセンターの関与について＞ 

○ 刑事手続終了後においても，メンタルサポートを積極的に行ってい

る。急性期の心理状況が２～３か月続くようであれば，PTSD の可能性

もあるので，心療内科や精神科につなぎ継続的にケアしている。20 歳

代くらいの被害者の例だと，臨床心理士による PE（持続エクスポージ

ャー法：PTSD の曝露療法の代表的技法）などのトラウマ治療をなごみ

で実施している。また、解離性同一性障害を発症している場合は、つな

ぎ先の精神医療機関と連携して２～３年ほど継続してケアしている例

もある。 

＜性暴力撲滅に向けた早期介入と PTSD予防のための人材育成と社会システ

ム作り＞【スライド 56 頁】 

○ 現在の課題として，被害に遭われた方が，どこに相談していいか分

からないという問題や，相談場所が不足しているという問題があると考

える。また，性暴力事案への対応について知識を持っているスタッフが

不足していること，他機関につないだ後の情報共有が不足しているなど
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関係組織間の情報共有や機動的な連携が十分なされてないと感じる。  

○ 資料中の「経営者視線」というのは，つまり，医師が診察する診療

には診療報酬が反映されるが，診察以外の支援に対する報酬が反映され

ないため，経営側からすると，利益が上がらない点が課題である。病院

拠点型のワンストップ支援センターの設置の促進に際しては，性暴力被

害者支援加算等，診療報酬としての手当の設置が重要な課題である。  

○ 一度性犯罪・性暴力の被害に遭うと，その後の自殺未遂，依存症，

再被害，失職・貧困，非行，犯罪など，PTSD の複合リスクを有するこ

ととなり，生活・社会不適合に陥り，再被害に遭いやすいという悪循環

が生じる。被害に遭われた方が，精神科に通って薬の処方を受けていて

も，自身が性暴力の被害に遭ったことを申告していないケースがある。

そのような場合，直接の原因に対するケアや治療が施されず，結局，症

状の悪化や，引きこもりになってしまうことも多いと考えられる。 

 ＜課題解決のアプローチ＞【スライド 57 頁】 

○ 愛知県と連携し，病院拠点型のワンストップ支援センターの設置の

促進を行っている。県内には，救急救命センターが 23 あるので，いず

れは，拠点病院（ワンストップ支援センター）にすることも見据えて，

まずは，協力病院において SANE の養成を本年から始めることとしてい

る。 

○ 科学的エビデンスに基づくトラウマ対応ができる人材の育成，現在

行っている多機関・多職種の連携チームにおいて，被害に遭われた方に

対する支援方針が迅速に決まるような情報共有の在り方や，システム作

りが課題である。  

○ そのほか，日本フォレンジックヒューマンケアセンターや，名古屋

大学とも協働して，データの標準化・蓄積・分析に係る調査研究を２年

くらいかけてやっていこうと考えている。 

○ 救命救急センターにおける病院拠点型ワンストップ支援センターの

設置は，24 時間いつでも必要な支援・治療を産婦人科等診療科の医師

による医療的対応が可能であること，24 時間 SANE が対応できること，

本事業には，多職種多機関のネットワークが重要であり，専任の MSW（医

療ソーシャルワーカー）を配置して支援員と共に活動できることなど，

メリットは大きい。 

 ＜質疑応答要旨＞ 

○（Q.子どもの被害が支援につながる方法としてどのようなケースが多

いと感じるか） 

 学校の先生や養護教諭・スクールワーカーへの相談から児相につなが
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り，児相からなごみにつながった例や，学校から直接なごみに相談があ

り，つながった例が増えている。子どもに近い人，安心して被害を相談

できる人が最初のとっかかりになって，支援につながったケースが多

い。 

○（Q.支援につながった好事例は増えている印象か） 

 なごみによる養護教諭やスクールワーカーへの講演を行ったことや，

名古屋市も含めて児相と連携できていることから好事例が増えている

印象。来年度は，教育委員会や高校の先生の前で話をする機会もある。

やはり，事例の早期発見，適切な対応のための啓発が必要である。PTSD

への対処などメンタル面のサポートも大事であることから，産婦人科か

らなごみにつながり，メンタルケアを行った例もある。このような連携

が構造的に普及していけば好事例はもっと増えると思われる。 

○（Q.被害から長期間を経て相談に至った例の相談のきっかけについて） 

 なごみの開設時には，開設することが随分報じられたので，開設をき

っかけに相談してくる方がいた。その後も，マスコミやメディアでなご

みの取組が取り上げられるとその効果で相談が増えるので，露出が増え

ることがプラスに影響していると考える。 

 被害から長期間を経て相談してくる高年齢層の例では，複合的リスク

を抱えていることが多い。過去の被害による心身の影響に加えて，人間

関係がうまくいかないので仕事が続かず，貧困に陥るといったような例

もある。 

○（Q.刑事罰につながりにくいと思われる事例の特徴などについて） 

 なごみの開設当初の頃は，特に，性風俗で働く被害者に対し，事情聴

取などの対応や被害届の受理までのハードルが高く，「仕事でしょ。」

といった言葉をかけられるなどの二次被害もあった。開設以降，こちら

からも働きかけることによって，今では，警察に届け出てからの対応が

ずいぶんと変わったと感じるが，警察は大きな組織なので，個人差はあ

ると感じる。 

○（Q.男性の被害の実態について） 

  男性の被害相談への対応は難しいケースが多い。なごみには，男性の

SANE もいる。特に男性から男性への被害については，そもそも周囲に

打ち明けられず，来所を促しても，引きこもって家から出られないケー

スもある。それは，被害を打ち明けることで，自分も加害した側と同様

の性的指向だと思われてしまうという不安もあるのかもしれない。 

○（Q.デートレイプドラッグ使用が疑われる被害について） 

 デートレイプドラッグの使用が疑われる被害も多く，可能な限り尿の
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採取をするようにしている。このような事案の場合，相談当初は被害の

記憶が薄く，被害感情が少ないこともある。しかし，記憶がないことが

不安を増幅させ，段々と精神的な支障を来すことも多く，準強制わいせ

つ・準強制性交等の被害についても，被害者に多大な心身への悪影響を

及ぼす。  

○（Q.なごみ連携ケースカンファレンスの具体的な取組について） 

 被害に遭った子どもが学校に継続的に通うための方針について，本人

の意見を聞きつつ，学校側を交えてミーティングを行っている。 

 例えば，被害に遭った子どもが，学校でフラッシュバックに襲われる

などしたときに，子どもが相談する先生を予め決めておくことや，保健

室登校から始めるなどといったことを話し合う。子どもに何かがあった

ときに，「この先生に相談すればいい」だとか，「養護教諭のいる部屋

で休んでいいんだ」などと決めておくことで，子どもに安心感が生まれ

る。カンファレンスは，同時に，先生や保護者などへの教育という側面

も有している。被害後，学校の先生から，「まだ気にしていたの。」な

どと言われ、精神的に悪化したという例もある。 

○（Q.多機関連携における被害者の個人情報の取扱いについて） 

 明確に決まっておらず，これから考えていかなくてはならないと考え

ている。現在も児童虐待で児相から紹介されたケースだと児相から情報

を共有してもらい，被害に遭われた方に同じことを聞かないようにして

いる。なごみから他機関につなぐ場合は，同様に情報を提供していると

ころだが，必要とする情報の需給が合っているかは分からない。また，

他機関につないだ人がその後どうなったか把握できないところもある

ので，情報を共有できるシステム作りを考えていかなくてはならない。 

○（Q.なごみで対応した「司法面接」の概要について） 

 なごみが関与して司法面接を行った３件のうち１件は，入院が必要な

事例であり，生命を最優先にするため，司法面接を入院中の病院で行っ

た。それをきっかけに検察から毎年司法面接の勉強会のお誘いがあり，

司法面接的手法を活用した相談支援のためになごみの支援員が参加し

ている。 

 課題として，人的資源などもあるのだろうが，司法面接は，可能な限

り，診察前に速やかに行ってほしい。支援を行う側としては，司法面接

が実施されると予測される事案では，何度も聴いて負担をかけないよう

に配慮したり，診察ではどんなことを確認すればいいのだろうと考えた

りする。なるべく早期に司法面接が行われるようになればいいと思う。 

以 上 





開 設 式

2016年1月5日

医療・司法・行政にまたがる
病院拠点型ワンストップ支援センター

性暴力被害者支援看護師SANE（セイン）配置



定義
「同意のない・対等でない・強要された性的行為は
すべて性暴力である」

性暴力は人権侵害を引き起こす言動であり，
性に関わるものすべてが含まれます。

1. レイプや強制わいせつなど
2. 子どもを対象とした性虐待（保護的な関係にある父親、兄、

祖父などによるもの）
3. DVとしての性暴力

を具体的にあげています。

＊性暴力救援センター大阪ＳＡＣＨＩＣＯの趣意書より



性暴力救援センター日赤なごやなごみ

警察

ホットライン

支援員（アドボケータ－）
性暴力被害者支援看護師（SANE)・救外看護師
産婦人科医・救急医・小児科医・泌尿器科医
精神科医・臨床心理士・MSW
院内窓口で患者や家族に関わるスタッフ

地域の医療福祉組織

小児科・産婦人科
精神科医
県産婦人科医会
県助産師会
県看護協会

日本フォレンジック
ヒューマンケアセンター

支援者・コーディネー
ター・専門家の養成
スタッフの研修・広報
普及活動

法関係

弁護士
日本司法支
援センター
法テラス

県・市
県警
区警察等
児童相談所

行政機関

名古屋第二赤十字病院内

その他の
関係機関

団体・個人
ボランティ
アなど

性暴力被害者

4



支援内容と担当者の役割

支援内容 アドボケーター SANE 医師 MSW
精神看護専門
看護師

２４時間
ホットライン

○
８：３０～２０：３０

○
２０：３０～８：３０

○
適時

面談相談
○

必要時
○

○
適時

○ ○

緊急医療処置 ○ ○

心理的支援 ○
○

必要時
○ ○

法的支援 ○ ○

生活支援 ○ ○

同行支援 ○ ○

ケース
カンファレンス

○ ○
○

必要時
○ ○



産婦人科・泌尿器科・小児科医師など
・診察・身体的精査・診断
・検体採取・緊急避妊薬処方
・感染症検査・次回受診説明

支援員
SANE

電話対応手順参照

①来 院 面談※診察の了承確認

来院せず

子どもは司法面接
の有無を確認

相談窓口の情報提供被害者

キーパーソンの

確認と安全確保

状況によってつなぐ場所を検討

自宅 ・警察 ・保護施設・ その他

被害者の申告意思確認

※警察介入の意味と受診費用の説明

②来所 感染症検査 ③来所 結果報告
再診のタイミングで支援活動を行う

近親者被害・トラウマ

DV（デート）

事件に絡む被害性暴力

必要時入院

必要時権利擁護チーム

被害
発生

親

必ずつなぐ方向
で対応する

性感染症検査・
面談及びカウン
セリング予約

性暴力被害者への対応モデル

学
校

警
察

児
童
相
談
所

子
ど
も
相
談
窓
口



１．24時間ホットライン体制
大事にしていること

被害直後すぐに対応できる
被害者がいつでもかけたいときにつながる

体制 支援員（8：45～20：45）SANE（20：45～8：45）
電話回線は1回線にて、15分以内で対応

気持ちに寄り添い、話を傾聴し、必要な情報の
提供、できる支援について説明する。
できるだけ来所による相談を勧める
緊急度の確認と安全確認
被害発生72時間以内はすぐに来所を促す

不安なときの連絡は、短時間でも聞くことで落ち着く
ことが多い。



２．面接相談
大事にしていること
相手の気持ちにより添う
できることを一緒に考える

体制 SANEが対応し、来所してくれたことを認める。
被害状況を聞きながら、身体的、精神的、社会的面から
症状を確認する
（最終生理、ピル服用の有無、必要時被害後の性交の有無
診察の有無、男性医師の確認など）
証拠採取の有無
警察等への通報
子どもの時は常に司法面接手法を意識する
詳しく何度も聞かない



３．緊急医療支援
大事にしていること
被害による身体的・心理的不安を緩和する
証拠採取の時期をのがさない

体制 性暴力被害による全身状態の確認と診断
産婦人科医療
妊娠の可能性と予防
レイプ被害から72時間以内に避妊薬服用
（ノルレボ錠1.5㎎）
性感染症検査（通常は1ヶ月後）
診察にて子どもの負のボディイメージを回復
男性被害者時は泌尿器科医対応
証拠採取
警察通報有無にかかわらず採取可能
継続的医療の必要性
中絶（21週6日まで）・出産



４．心理的支援
大事にしていること
いつでもつらくなったら電話してよいことを伝えておく

体制 初めて来所したときに心理的状況を把握

心理的不安が強いときは精神科医に相談する
低学年の子どもに対しては小児精神医へ相談

被害直後の時はPTSD移行しないように、精神看護
専門看護師の面談を勧め、予約する

PTSD症状の確認を行い、治療の必要性を説明する

必要時、精神科医療機関を紹介し、協働して支援する



５．法的支援
大事にしていること
いつでも要望に応じて相談
できる体制

体制 県警への相談
警察届出事案をなごみへ連絡
証拠採取キッドの常備（5セット）と採取
警察通報による来院、速やかな対応

弁護士32名登録
性暴力・虐待・DV関連各担当者1名が
2週間毎のシフトで対応
被害直後からの相談対応

初回相談はなごみで対応可能



６．生活支援

大事にしていること
被害者の安全・安心な生活をめざす

体制 多機関多職種との連携を有効に活用する
一時保護

社会的資源を最大限活用する

顔の見える関係を日頃から築く



７．同行支援
大事にしていること

同行することで、被害者が必要とする
機関につながり、訴えることができる

体制 声が出せない・出しにくい被害者の権利を
擁護し、必要に応じて同行支援を行うこと

初回、警察・法律事務所・精神科医療機関
など行くときに同行する

警察官・弁護士がなごみで対応するときに
同席する



８．なごみ連携ケースカンファレンス

大事にしていること

被害者を中心に学校・仕事・生活が継続できる
ように速やかにチームで支援する

体制 本人および必要に応じて家族も参加

ケースに関係する機関が一同に集まり、
情報交換および支援内容を検討する

本人の同意の元、支援を行う



目的：運営に関すること
施設・設備に関すること
院内の連携強化

委員
婦人科医・小児科医・救急医・精神科医・泌尿器
科医･看護師･臨床心理士･検査技師･MSW・事
務

なごみ関連会議

【なごみ連携推進会議】
2016年より開始
2ヶ月に1回

【なごみ運営委員会】
2016年より開始
2ヶ月に1回

目的：被害者支援体制の構築
関連機関との連携強化の推進

委員
院内：SANE・MSW・産婦人科医・小児科医

精神科医・泌尿器科医
院外：A県（2019より）・N市3部署･弁護士

N市児童相談所（2018より）産婦人科医
法医学医・精神科医・警察･検察
日本フォレンジックヒューマンケアセンター

（旧ライフケア研究所）･NPO被害者支援団体



事例検討会
目的 性暴力被害者支援員の質向上に勤める。

関係機関との連携を図る
参加者 アドボケーター・SANE・MSW・医師

関係機関（警察・行政女性相談・支援団体）

１．ケースカンファレンス・ミニレクチャー（2016年4月～）
開催回数 毎月1回 17：30～19：00

２．弁護士拡大事例検討会(2018年～）
開催 年1回第一回 2018年5月28日 第2回2019年7月10日
参加者 なごみ登録弁護士

3. 精神科医療機関事例検討会（2018年9月～2019年5月）
開催 ２ヶ月に１回
参加者 精神科医療センター医師・臨床心理士・MSW・SANE等

４．児童相談所事例検討会（2020年３月１１日）
開催 年1～2回
参加者 市の児童相談所弁護士



2016年1月5日～2019年12月31日

名古屋第二赤十字病院
性暴力救援センター
日赤なごやなごみ

WANPUG



電話延べ件数 5290件
来所延べ件数 1397件
診察延べ件数 489件

新規受付実人数 973名
そのうち面談相談実人数 474名

2016年1月5日～2019年12月31日

4年間の総計



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2016新規受付 19 13 19 15 16 18 13 13 13 6 12 16

2017新規受付 7 11 15 7 14 13 25 16 19 24 19 14

2018新規受付 17 23 24 13 15 27 15 21 26 28 29 18

2019新規受付 28 32 23 26 33 24 23 27 37 45 28 34
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173
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360

2016年は14.4名/月
2019年は30.0名/月



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2016来所面談 9 4 8 5 4 11 9 4 9 1 4 10

2017来所面談 3 2 6 3 8 6 13 8 8 14 7 9

2018来所面談 7 12 14 4 8 14 6 15 13 16 13 10

2019来所面談 15 13 9 15 19 15 15 21 13 17 12 13
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78
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2016年は 6.5名/月
2019年は14.8名/月



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2016電話 30 30 62 73 87 68 51 54 81 71 117 119

2017電話 119 114 122 91 77 42 76 70 81 116 95 92

2018電話 91 120 138 83 89 155 169 145 160 173 141 100

2019電話 119 141 122 136 150 131 118 122 152 253 158 186
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2016診察 9 4 8 8 3 7 4 4 8 6 4 9

2017診察 5 4 4 7 7 6 12 9 8 13 15 7

2018診察 9 17 9 8 7 9 9 16 12 21 14 16

2019診察 16 29 8 13 20 20 13 10 12 13 8 9
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2016年 2017年 2018年 2019年

新規受付電話 173 184 256 360

新規来所受付電話 78 87 132 177
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2016年1月5日～2019年12月31日実績



2016年 2017年 2018年 2019年
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2016年 2017年 2018年 2019年

診察 74 97 147 171

検体採取 15 27 46 52

避妊薬処方 18 26 39 47

感染症検査 8 20 32 34
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2016年1月5日～2019年12月31日実績
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6 6

新規利用者の性別 973名

女

男

不明･その他

このうち14名が来所相談

2016年1月5日～2019年12月31日実績

LGBT



新規相談者の内訳 973名

本人

460

家族・彼 155

警察 99

院内スタッフ 57

児童相談所 40

知人 40

その他の機関 122

2016年1月5日～2019年12月31日実績

4割弱は他機関
等からの紹介



395
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189
県外

東京･大阪
岐阜･福岡
徳島･熊本
滋賀･三重
静岡･京都
山口･富山
埼玉･福岡
福島･兵庫
長野・宮城
栃木・千葉
佐賀・沖縄
奈良・山梨
静岡・北海道

愛知県
(名古屋市外)

新規利用者の居住地 973名

名古屋市内
不明

2016年1月5日～2019年12月31日実績



新規電話受付時間
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2016年1月5日～2019年12月31日実績



新規来所者の初回来所時間
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このうち214名
45.1％が時間外
24時間は有効

474名

2016年1月5日～2019年12月31日実績
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2016年1月5日～2019年12月31日実績
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6 5160歳代

新規来所者の年齢

40歳代
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30歳代

10歳代

70歳以上
474名

10歳未満

20歳代までの被害で7.2割を占める

2016年1月5日～2019年12月31日実績
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来所者474名中40歳未満の年齢別人数
3歳児より被害発生｡

18～20歳が最も危険｡
13歳～25歳までは
とても危ない時期｡

401名

18歳未満が124名
来所者全体の2.6割

2016年1月5日～2019年12月31日実績



245

72

72

34
1819

14

性虐待

新規来所者の被害状況
その他(売春/詐欺・
セクハラ・家庭内暴力
ストーカー・性非行)

ＤＶ
デートＤＶ

強制わいせつ

なし(腟閉鎖症･避妊失敗等)

強制性交
性被害

5.1件/月

474名

2016年1月5日～2019年12月31日実績



27%

56%

12%

5%
見知らぬ人

新規来所者の加害者

知人

474名

親族

2016年1月5日～2019年12月31日実績

不明・なし
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半年以内

1年以内

1年超え

新規来所者の発生からの経過時間

急性期で5割

避妊薬が有効
検体採取可能

精神症状が継続
PTSDへと移行

474名

数年前から40年に及ぶ
トラウマが未解決・性虐待

2016年1月5日～2019年12月31日実績

避妊薬 130件
検体採取140件



1年超え来所者の被害時年齢

58名
26名

被害時18歳未満

被害時18歳以上

84名

子どもの時の性虐待等の
トラウマが何年も未解決

2016年1月5日～2019年12月31日実績

ほぼ7割



なごみからの紹介 396件
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警察

弁護士

精神科医療機関

女性相談

役所・保健所

児童相談所

産婦人科クリニック

学校

カウンセリング機関

当院小児･精神科

肛門科医療機関

検察

民間その他

愛知思春期研究会・男性相談
自助グループリボンの会･助産師会
他県ワンストップセンター・CAPNA
障害者支援センター・訪問看護
配偶者暴力相談センター･民生委員
更生保護施設・自立援助ホーム

2016年1月5日～2019年12月31日実績



同行支援

同行先 件数

弁護士 14

警察 5

精神科受診 9

カウンセリング機関 1

施設見学 1

計 30

2016年1月5日～2019年12月31日実績



電話相談・来所面談以外の支援内容 件数

司法面接 （検察・警察・児相・医療機関） 3

他機関への訪問による受診の相談 1

他機関からの来所による新規相談 2(役所/児相)

自宅訪問 1

弁護士との初回面談の同席 16

DV相談機関との初回面談同席 1

院内の権利擁護チーム・現場スタッフとのカンファレンス 1

多職種多機関連携の会議・カンファレンス 14

計 39

2016年1月5日～2019年12月31日実績

その他の支援



2016年1月5日～2019年12月31日

名古屋第二赤十字病院
性暴力救援センター
日赤なごやなごみ

WANPUG
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18歳未満新規来所者の性別 124名

女

男

2016年1月5日～2019年12月31日実績



本人 34

本人以外 182

18歳未満新規電話相談者の内訳 216名/973名中

2016年1月5日～2019年12月31日実績

このうち、
本人自ら来所に至った人は、
14歳1名と17歳2名、計3名のみ
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2016年1月5日～2019年12月31日実績
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オレンジリボン・パープルリボン
ワンストップ支援ｾﾝﾀｰ・電話相談機関・
被害者サポートセンター・子育て支援相談室

民間
相談
機関

不明

知人
友人
親族

児童
相談所

医療
機関

弁護士
法テラス

講演会テレビ

2016年1月5日～2019年12月31日実績

施設

警察

名古屋児童相談所21名
愛知県児童相談所10名
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4
6 5 9

性被害(子ども同士)

性虐待
(膣内異物・申告なし
父からの被害の疑い)

18歳未満新規来所者の被害状況
その他
（青少年保護育成条例違反
性非行・施設内での同意の性行為)

デートＤＶ

強制わいせつ

なし(腟閉鎖症
･避妊失敗等)

強制性交

口腔性交含む

124名

2016年1月5日～2019年12月31日実績
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彼・彼女

18歳未満新規来所者の加害者の内訳

見知らぬ人

権威ある人

知人

不明・なし

親族

124名

2016年1月5日～2019年12月31日実績

全体の26.6％
父親22名含む
その他、兄・叔父
祖父・従兄等

SNS絡み21名

コーチ・保育士・
教師等

全体の8.9％



45

35

22

4

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

72時間以内

1ヶ月以内

半年以内
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18歳未満新規来所者の発生からの経過時間

急性期で36.3％
避妊薬が有効
検体採取可能

精神症状が継続
PTSDへと移行

124名

2016年1月5日～2019年12月31日実績



2016年1月5日～2019年12月31日

名古屋第二赤十字病院
性暴力救援センター
日赤なごやなごみ

WANPUG
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2016年1月5日～2019年12月31日実績

13～16歳 新規来所者の性別 63名
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警察

知人不明
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性被害

性虐待

13～16歳 新規来所者の被害状況

その他
（青少年保護育成条例違反
性非行・施設内の加害被害

デートＤＶ

強制わいせつ

なし(腟閉鎖症
･避妊失敗等)

強制性交

口腔性交含む

63名

2016年1月5日～2019年12月31日実績
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彼・彼女

13～16歳 新規来所者の加害者の内訳

見知らぬ人

権威ある人

知人

なし

親族

63名

2016年1月5日～2019年12月31日実績

全体の2割
父親11名含む
その他、兄・叔父
祖父・従兄等

SNS絡み16名

教師等
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13～16歳新規来所者の発生からの経過

時間
急性期で39.7％
避妊薬が有効
検体採取可能

精神症状が継続
PTSDへと移行

63名

2016年1月5日～2019年12月31日実績



性暴力被害

悪循環

自殺、依存症、
再被害、失職・貧困、
非行、犯罪 etc.

社会課題 見逃されている

1.相談しない、場所も知らない
相談場所が不足

2.知識を持つスタッフ不足
3.関係組織間の情報共有・機動
的連携不調

4.制度普及不足（Evidence-

basedデータ無）
5.経営者視線（利益がない）

社会の理解不足で二次被害
半数以上がPTSD発症

再被害 【現状の課題】

性暴力撲滅に向けた早期介入と
PTSD予防のための人材育成と社会システムづくり



課題解決のアプローチ

1. 病院拠点型ワンストップ支援センター増設・拡大に向けた取り組み

愛知県内救命救急センター看護師をSANE養成開始

2. 科学的エビデンス のあるトラウマ対応方法の普及

トラウマに対応できる人材の育成

３．多機関多職種の連携チームを支援する情報共有とシステムづくり

４．データの標準化・蓄積・分析

５．社会へ向けた普及活動
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性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ 

  性暴力救援センター・東京（SARC 東京） 

ヒアリングの概要 

 

１ 日 時 

令和２年２月 14 日（金）14:00～16:20 

 

２ 場 所 

 特定非営利活動法人 性暴力救援センター・東京（SARC 東京） 

 

３ 概 要 

平川和子・特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC 東京）理

事長から，未成年者からの被害相談の実情等を中心に，SARC 東京における支

援実績（2018 年度）について，田辺久子・SARC 東京運営委員から，SARC 東京

に被害相談した者の警察への被害申告の状況等について，白石和代・東京都

総務局人権部人権施策推進課課長代理から，東京都による支援等の状況につ

いてそれぞれ説明を受けた後，平川理事長，田辺運営委員及び白石課長代理

への質疑応答を行った。 

 

４ 説明及び質疑応答の要旨 

（１）SARC 東京における支援実績（2018 年度）について（平川理事長） 

＜24 時間ホットラインへの電話相談状況について＞ 

〇 電話相談のうち， 

・未成年者からの電話相談は 1 割強である。 

・障害者の方からの電話相談がどのくらいあったかについては把握でき

ていない。 

・いわゆる LGBT の方からの電話相談もある。特にトランスジェンダーの

方への相談支援は，数としては少ないものの，支援員も未だ慣れない

ことも多く，対応の難しさを感じている。 

 ＜24 時間ホットラインで電話相談を受けた未成年者について＞ 

〇 24 時間ホットラインで電話相談を受けた未成年者のうち， 

・中学生・高校生（13～17 歳）はおよそ５割であった。 

・およそ４割は東京都外からの相談であった。 

＜未成年者からの被害相談（犯罪類型別及び性別）及びそこから見える課題

について＞ 

〇 未成年者からの被害相談を犯罪類型別に集計したところ，強制性交等，
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強制わいせつ，監護者性交等及び監護者わいせつの４つの犯罪類型で，

未成年者からの被害相談の７～８割程度を占めている状況である。男性

被害もある。 

〇 未成年者被害については，警察等に被害を自ら届け出ることができな

いまま，被害が継続している事例が多くある。 

〇 強制性交等の 18～19 歳の被害者のうち，およそ２割弱については，実

父，継父，母親の内縁の夫等からの被害である。これらの被害者は，加害

者に学費を負担してもらっているなど，経済的に支配されており家から

離れることが難しく，その上，移動場所などを常に追跡されていること

もあり，行動全般に加害者の支配や執着が及んでいる。また，加害者から

離れると，ほっとする反面，解離や引きこもりの症状が発現するなど，複

雑な心理状態に置かれていることも多いため，支援員としては，見かけ

は元気でしっかりしているが，いつ自傷行為や自殺を試みてもおかしく

ないという危機感をもって対応している。 

〇 現場で支援している立場からすれば，刑法が改正されただけでは救済

されない被害者が依然多くいる。特に未成年者については，児童相談所・

福祉事務所・学校・民間団体などとの連携が必要であり，加えて保護施設

や回復のための支援センター等の社会資源の新設が急務であると考え

る。 

〇 13～17 歳の被害者が多いという傾向が示す通り，性交同意年齢の 13歳

以上であっても充分に性的自己決定ができるとはいえない現状が見えて

くる。暴行・脅迫がなくても,あるいは充分な抵抗ができなくても強制性

交等罪が成立する年齢を，現行の 13 歳未満から引き上げることについて

の検討が必要である。 

〇 監護者からの被害に遭っている未成年者のうち，男性の被害状況は複

雑であり，児童相談所や警察に相談すること自体のハードルが高い上に，

女性の被害者が，居場所を求めて地域社会を「漂流」する中で，安全とは

言えないにしても，何らかの形で居場所や食事が得られる機会があるも

のの，男性についてはそのような資源も少なく，また，どのような資源が

あるかについて支援者側にとっても未知の部分が多く，早急に新しい資

源を探して連携の機会を広げていく必要を感じる。 

＜未成年者が被害者である事案で最初にセンターに相談した者の属性及びそ

こから見える課題について＞ 

〇 未成年が被害者である事案で，当該事案について最初にセンターに相

談した者が被害者本人であった事案は，およそ４割強である。13 歳未満

の被害の場合は母親から，中学生・高校生（13～17 歳）の被害の場合は，
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本人又は母親のほか，友人・先輩，関係機関や知人から，18～19 歳の被

害の場合は自ら相談してくる場合がそれぞれ多いという傾向である。 

〇 中学生・高校生（13～17 歳）本人が相談者である場合，主訴は性被害

であるものの，家族の機能不全という問題を抱えている場合が多く，父

親からの性虐待から逃れるために家を出て「漂流」し，結果として「とめ

お（泊めてくれる場所を提供する男性の意）」から更に性被害を受けるな

ど，多重被害を受けているケースがある。その一方で，性被害について

「困り感（困っているという実感の意）」がないというケースもある。支

援する側としてはきめ細かく対応するように心がけている。 

〇 継続的に性虐待に遭ってきた子どもの特性として，他者への順応性が

高く，相談員に話はしてくれるものの肝心な部分は回避したり，「こうし

たい」・「したくない」が言えなかったり，自分の身体や気持ちを大事に

できなくなってしまっている場合も多く，被害の最中に解離を起こして，

被害状況の記憶がない場合もある。このような被害が及ぼす心身の健康

について，対応する医療機関や捜査機関の理解が必要である。 

〇 被害後，被害に遭った未成年者を大人がサポートしてくれる環境にあ

るかどうかは，その後の被害者の回復に大きな影響を及ぼすことがわか

ってきている。人権擁護の立場から，誰もが等しく適切なサポートを得

られる社会を作っていく必要があると考える。 

＜未成年者の被害における加害者の実態及び被害場所について＞ 

〇 未成年者の被害に関する加害者の実態を見ると，18～19 歳については

「面識のない人」からの被害が比較的多い。これは，大学進学等を契機と

して家を離れ，街中で見知らぬ人に声をかけられる，カラオケに誘われ

る，お酒を飲む等の機会が増えるなどといったきっかけによる被害が多

いことによるものと思われる。 

〇 「SNS で知り合った人」からの被害のうち，中学生・高校生（13～17 歳）

が被害に遭うケースが増加している。 

〇 「AV・リフレ・風俗客」からの被害に加え，SNS を利用した「ひま部（暇

であるとの意）」，「パパ活」，「地下アイドル」等，エントラップ型の

手口による新たな被害が増えている現状がある。 

〇 未成年者が被害に遭った場所としては，中学生・高校生は「自宅」や

「加害者の家」が，18～19 歳は（20 歳以上と同様の傾向として）「ホテ

ル」が増えてくる。ここからは中・高校生が「手軽に」被害に遭うという

深刻な状況がうかがわれる。 

（２）SARC 東京への相談者の警察への被害申告の状況等について（田辺運営委

員） 
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〇  SARC 東京の 24 時間ホットラインから面接・同行支援の対象となる人

の約６割が，警察に何らかの相談をしているとのことである。これは，

「性暴力救援」を，はっきりうたっている相談ダイヤルに電話をしてく

る相談者は，そもそも自分の被害を何とかしたいという意思を持ってい

る人が多いためと思われる。 

〇 警察に被害申告しないという相談者に，その理由を確認したところ，

「見知らぬ人からの突然の被害，余りの暴力にぼう然自失となり（相談

する）気力が出ない」といった特に深刻なケースもあれば，「加害者が親

やクライアントで，おおごとにしたくない，知られたくない」，「以前痴

漢に遭った際，加害者のように追及されたのでもう警察には行きたくな

い」等というケースも少なくないと感じている。 

〇 被害届が受理されなかった本人に，受理されなかった理由を聞いたと

ころ，「暴行脅迫がない」，「抵抗しきれていない」，「加害場所からす

ぐにＳＯＳを出していない」，「逃げていない」，「合意があったと相手

が言っている」などの説明を警察から受けたとのことであった。 

（３）東京都による支援等の状況について（白石課長代理） 

〇 平成 30 年度から，新しい危機対応として，東京都が，一般社団法人

Colabo，NPO 法人 BOND プロジェクト，NPO 法人人身取引被害者サポート

センターライトハウスの３団体に業務委託として「東京都若年被害女性

等支援へのモデル事業」を実施し，路上及び WEB パトロール等を実施し

ている。 

〇 何らかの事情で警察に届出ができない方について、緊急避妊薬や感染

症検査の医療費助成を行っているほか、平成 31（令和元）年度から、元

々警視庁で実施している支援の補助的支援として、精神的ケアについて

の支援（緊急的な心理カウンセリング）の費用負担を一部行っている。 

〇 東京都は，区市町村，学校関係者，企業関係者，産婦人科医に対する

研修を毎年実施しており，二次的被害についてもお話しさせていただい

ている。また，平成 20 年度以降，毎年，１区１市において，過去に被害

経験を有し，自ら被害者支援等を行っている方による講演やパネルディ

スカッションなどを内容とする犯罪被害者週間行事等を行い，それらを

通じて一般都民に広報・啓発を行っている。 

（４）質疑応答 

〇（Q.被害直後から相当期間が経ってから相談される例はあるか。） 

ある。被害から相当期間が経った 60～70 歳代の方から，過去の被害につ

いて相談を受けた例もある。その方たちは，眠れない，通院しているが症

状が止まらない，苦しみを聞いてもらいたいと，深夜から朝方にかけて
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電話をいただくことが多い。しかし，SARC 東京のホームページに「被害

直後の方へのホットラインである」と表示していることもあり，被害直

後に相談をいただく方が多い。 

〇(Q.刑法改正以降，男性の被害相談が増えているか。) 

少しずつではあるが増えている。刑法改正の影響は大きいと思う。 

〇(Q.トランスジェンダーの方への支援の難しさ（必要な専門性や社会資

源）について）被害前から身体と心が異和を起こしている状態であると

考えられるため，専門医から性同一性障害の診断を受けている相談者で

あっても，性被害を受けることで大きな危機や苦痛を経験するという相

談を受けることがある。いずれにしても相談例が少ないので，今後，支援

員も経験を積み重ね，研修等を通じてトランスジェンダーの相談者に対

する理解を深め対応していかなければならないと考えている。 

〇(Q.外国人からの被害相談への対応状況について）大使館を通じて相談を

いただくことが多いが，留学生等，日本語がある程度話せる方について

は，本人から直接相談をいただくこともある。多くの国籍・言語圏からの

相談がある上，オリンピック開催を控えているため，今後とも外国籍の

方から様々な相談をいただくことになると思われる。性暴力被害者支援

が日本よりも充実している国からの相談者からは，「なぜ病院にレイプ

キットを置いていないのか」等といった質問を受けることもある。これ

は日本人の被害者にとっても喫緊の課題だと思う。 

〇(Q.性犯罪・性被害を受けた未成年者が警察に行きたがらない理由は何

か。）親に知られたくないという理由が多い。また，見ず知らずの人から

被害を受けた方，薬物混入を伴う被害を受けた方，深刻な暴力被害に遭

った方については，特に警察申告を躊躇する傾向がある。 

加えて 18～19 歳の未成年の被害者に特有な問題がある。まず，この年

齢層の未成年者は児童相談所の保護や支援の対象外になる。次に，この

年齢層の未成年者は，大学や専門学校に通学中の者も多く，被害を申告

等した結果，親からの学費が支払われずに退学という結果になるならば，

将来の人生にとって大きな損失となるし，母親も DV 被害者である場合も

ある。これらの事情により，被害の開示が遅れ，たとえ子どもの頃から継

続的被害に遭っていたとしても刑事事件化が難しくなることもある。 

被害に遭う期間が長くなればなるほど，被害者は加害者からの支配に

取り込まれ，感覚が麻痺したり，周囲の大人への信頼感が低下したりする

ことから孤立や絶望感につながることもある。あるいは自己尊重感が低

下することも多い。加害者から被害者を引き離しても，被害者が自ら（元

の関係に）戻ってしまうことも多い。DV 被害者の方と同じような経緯を
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たどるケースも見てきた。子どもが安心して相談できる場所や保護でき

る安全な場所が必要である。 

〇(Q.児童相談所との連携について）私たちにとってはハードルが高いと感

じている。児童相談所に保護された経験を持つ子どもからは，「児童相談

所は絶対に嫌だ。」と言う声を聴くことも多い。 

〇（Q.被害者のうち，障害を有する者はどのくらいいるか。）正確な人数

は出せないが，特別支援学級に通級している子どもが大人から被害に遭

った例や，特別支援学級の中で被害者・加害者がいる例などがある。 

〇（Q.学校における相談・支援体制について）子どもは一番信頼できる人

に相談するものなので，養護の先生や担任の先生等，身近な信頼の置け

る人に相談して被害が明らかになるというケースが増えている。直接的

に被害を相談しなくても，不登校といった子どもからのサインを大人が

受け取れるかどうか，サインを受け取った大人が迷うことなく行動を起

こすことの大切さを先生方に理解してもらいたい。 

〇（Q.二次被害なく被害を被害として受け止められるようにするための環

境整備について）訓練を受けた女性警察官をもっと増やしていただきた

い。 

〇（Q.未成年者が交際中の加害者から被害を受けた例はあるか。）加害者

が，交際していないにもかかわらず交際していると思いこむ偏った考え

方や認知のゆがみから犯行に及ぶ例などが多いが，交際関係の中で被害

に遭うといった例は余りない。今後は，交際中であっても同意のない性

行為は相手を傷つけるのだということを未成年者に教えるための性教育

が必要であると思う。 

〇（Q.監護者以外の親族からの被害について）祖父や兄からの被害が多い。

母からの被害については，自身の性交を見ることを子どもに強要する行

為などがある。 

〇（Q.実父・継父からの被害について）継父からよりも，実父からの幼少

期からの継続する被害事例の方が多い。 

〇(Q.幼少期の強制性交等の被害が発覚する端緒について)まず，母親が配

偶者からの DV により DV シェルターにつながり，一緒に避難してきた幼

稚園児がシェルターで体調不良を訴えたので，よく話を聞いてみると性

的な被害を受けていたことが発覚したという例もある。子どもが安心し

て話せる環境を取り戻すことが必要であることを示す例だと思う。 

以 上 
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議        事 

 

○岡田刑事法制企画官 ただ今から性犯罪に関する刑事法検討会の第２回会合を開催いたしま

す。 

○井田座長 おはようございます。本日は御多用のところ御出席賜りまして，誠にありがとう

ございます。 

  なお，本日，池田委員及び小西委員は，所用のため欠席されています。 

  まず，議事に入ります前に，前回会合を欠席された木村委員に自己紹介と御挨拶をお願い

したいと思います。なお，前回の会合でも申し上げたとおり，木村委員には座長代理をお

願いしております。それでは，木村委員，自己紹介と御挨拶をお願いいたします。 

○木村委員 木村でございます。先日は欠席で失礼いたしました。東京都立大学の法科大学院

で刑事法を専攻しております。 

  今回参加させていただくに当たって，監護者による性犯罪について特に関心を持って議論

したいと思っております。そのほか，皆様方のいろいろな御意見も伺って勉強させていた

だきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○井田座長 次に，本日お配りした書面について事務当局から確認をお願いします。 

○岡田刑事法制企画官 本日皆様にお配りしている書面は，議事次第のほか，配布資料として

資料９，参考資料として参考資料３から５まで，前回の第１回会合の後に団体から法務省

に寄せられた要望書，ヒアリング関係の書面としてヒアリング出席者名簿，ヒアリング出

席者の略歴等，ヒアリング出席者からの提出資料がございます。 

  それでは，配布資料について御説明いたします。 

  まず，資料９「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」について御説明します。 

  平成２９年の「刑法の一部を改正する法律」附則第９条は，性犯罪の実態に即した対処を

行うための総合的な施策の在り方について検討を加えることとされているところ，関係府

省が連携してその取組の強化を検討・推進するため，内閣府，警察庁，法務省，文部科学

省，厚生労働省の担当者による「性犯罪・性暴力対策のための関係府省会議」が開催され，

本年６月１１日，今後３年を集中強化期間として，検討すべき施策やその実施時期などを

取りまとめた強化方針が決定されました。その内容は，再犯防止，支援，教育・啓発など

多岐にわたっておりますが，刑事法に関する検討については，資料９の２ページに記載さ

れておりますとおり，法務省において取りまとめた「実態調査ワーキンググループ取りま

とめ報告書」で指摘された意見も踏まえつつ，幅広く意見を伺いながら，速やかに，かつ

丁寧に，検討を進め，検討結果に基づいて，所要の措置を講じることとされています。 

  次に，参考資料についてです。参考資料３から５までは，平成２９年改正後に，性犯罪へ

の対応等に関して，各政党から政府に提出された書面です。 

  参考資料３は，昨年６月に立憲民主党から法務省に提出された「性犯罪刑事法の見直しに

ついて」と題する要望書，参考資料４は，本年６月に自由民主党から法務省等に提出され

た「性犯罪・性暴力対策の抜本的強化を求める緊急提言」，参考資料５は，本年６月に公

明党から官房長官に提出された「性犯罪・性暴力対策の抜本的強化に関する提言」でござ

います。 

  資料の説明は以上でございます。 
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○井田座長 それでは，議事に入りたいと思います。 

  ヒアリングを行う方については，前回の会合の後，委員の皆様の御意見を踏まえて案を作

成し，その案に対する委員の皆様の御意見を伺った上で決定したものであります。 

  今回ヒアリングを実施するに当たり，短い準備期間であったにもかかわらず，対象者の推

薦の御意見，また，案に対する御意見等をいただき，さらに，御出席いただくこととなっ

た方々との連絡や調整に御協力いただいた委員の皆様には，改めてお礼を申し上げたいと

思います。 

  前回の会合でも申し上げたとおり，幅広い観点からの検討に資するため，法務省の実態調

査ワーキンググループで実施したヒアリングや本検討会の各委員の専門分野となるべく重

複しない形で，必要な知見と情報が得られるように対象者を選定した上でヒアリングを実

施することが適切である，こういう基本的考え方に立ってヒアリングを行うこととし，本

日はお配りしたヒアリング出席者名簿に記載されている４組５名の方からヒアリングを行

うことといたします。 

  ５名の方の御略歴，御専門等につきましては，お手元の「性犯罪に関する刑事法検討会 

ヒアリング出席者略歴等」と題する書面に記載されておりますので，御参照ください。 

  本日の進行としては，ヒアリング出席者名簿の順にお一人ずつ，あるいは一組ずつウェブ

会議に参加していただき，１５分程度御意見を述べていただいた後，１０分ほど委員の皆

様からの御質問にお答えいただく，こういう流れで進めさせていただきたいと思います。 

  それでは，始めたいと思います。 

１番目の方は，宮﨑浩一様，西岡真由美様のお二人です。男性の被害についてお話をい

ただきます。 

  おはようございます。御多用中のところ御出席いただき，誠にありがとうございます。本

検討会の座長を務めております井田でございます。今日は本検討会のヒアリングに御協力

いただき，心から御礼を申し上げます。 

  お二方からお話をいただきますので，まず，お二人合わせて２０分程度お話を伺い，その

後，委員の方から質問があれば１０分程度御質問させていただきたいと思います。 

  それでは，よろしくお願いいたします。 

○宮﨑氏 宮﨑浩一です。よろしくお願いいたします。私は，博士後期課程で男性の性被害を

研究しています。また，性暴力被害を受けた経験があります。研究者という立場から，自

分の経験を通じてお伝えしていきたいと思っています。 

  まず，配布資料では，「男性の性暴力被害について」と題し，「１ 男性の性暴力被害の

概要」，「２ 男性の性暴力被害の実際（報道されたもの）」，「３ 男性の性暴力被害

の実態から鑑みた現行刑法の問題点と提言」，「４ 男性の性暴力被害をめぐる諸外国の

状況」の４点について学術調査を中心にまとめています。 

  このうち，一つ目の「男性の性暴力被害の概要」として，男性被害者に向けられる「レイ

プ神話」や，男性被害者の数が無視できないほどに多いこと，男性の性暴力被害者が置か

れている社会状況，女性と同様の被害後の影響があること，また男性に特徴的な反応や影

響を概説しています。 

  三つ目の「現行刑法の問題点と提言」では，明らかな暴行や脅迫がなくても男性が性暴力

被害を受けていることから，暴行・脅迫要件の撤廃，そして不同意性交罪の創設，また地
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位・関係を利用した性犯罪の検討が必要であること，さらに，性教育が十分に行われてい

ないことや，第二次性徴の頃の身体や心理的成熟過程に照らすと，「１３歳」という年齢

は性交同意年齢としては低過ぎるため，その年齢を引き上げること。司法関係者等への研

修の検討の必要性を提言しています。これからの私たちの発表と併せて御参照ください。 

  ２０１７年に刑法が改正されたことは，それまで男性がレイプ被害者となり得なかったこ

とを考えると，非常に大きな前進だと思います。ですが，男性の性被害は非常に長い間，

社会的にも学問的にも残されてきた問題です。 

  資料１－２にあるように，男性が性的に不快な体験をしても真剣に捉えてもらえないこと

が少なくありません。私自身，長い間，自分の被害を被害だと認めることができませんで

した。今でも過去の出来事を話すことには困難を感じます。 

  ５歳頃，ペニスを触られていた被害体験は，断片的な，映像的な記憶しかありません。解

離症状でよくあるように，自分を俯瞰的に見ているような映像です。５歳児も刺激に対し

て勃起します。そして，精通以前にも極めて単純で強烈な快反応が生じます。触られてい

る感覚や臭い，音，時間，感情は統合されていませんでした。 

  思春期になって体の変化が始まり，徐々に性的な行為の意味が分かるまで，自分の記憶と

日常は切り離されていました。 

  第二次性徴で身体的にも大きく変化を迎えていた１４歳の頃，別の男性から被害を受けま

した。その日は乗り慣れていないタクシーに乗って体調が悪くなり，その男性から「休憩

できるところへ行こう」と言われ，着いた場所が上野のラブホテルでした。「ちょっと横

になればいいよ」と言われ，体調不良もあり，また土地勘のない場所で一人で帰るのにも

不安があり，休める場所をと思い，入りました。 

  部屋の机には灰皿とビールが置いてあり，その人がテレビをつけるとアダルトビデオが流

れ始め，休憩のはずが急にわいせつな雰囲気となり，その場から逃れられないと思いまし

た。 

  ビールを飲まされ，初めて見たアダルトビデオとアルコールで混乱しました。その男性は

私の全身をなめ，耳の穴，鼻の穴，肛門に舌を入れたりして非常な嫌悪感がありました。

また，口腔性交と射精を強要されました。さらに，加害者自身が射精するまで私の陰茎を

なめ続けていました。加害者の香水や唾液で異臭を放つ自分の体が，とても気持ち悪く感

じました。 

  このことを誰かに相談しようとは全く思えませんでした。その男性についていった自分が

悪いと思っていましたし，快感を感じてしまったことに罪悪感と自責感があったからです。

そして，私が悪いと思われると信じて疑わず，１０年以上誰にも話したことはありません

でした。 

  ２６歳になるまで，これらを「性被害」と結びつけられませんでした。なぜなら，「男性

の性被害」という概念を持っていなかったからです。しかし，「からだの反応はあなたの

せいではない」というある本の一節を読んで，ただ涙が止まらなくなりました。映像以外

の記憶が結びついていないという，この分断を起こしていたのは体の反応でした。 

  これをきっかけにして，出来事と気持ちや感覚が結びついてきました。触られる感覚，口

に入るペニスの舌触り，私の体をなめる舌の動きなど，それらがまざまざとよみがえり，

耐え難いものになりました。 
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  当時，男性の被害について書かれている日本語の本はほとんどありませんでした。これほ

ど男性の被害は無視されてきたのです。 

  男性が性暴力被害に遭うということが社会的にも法的にも適切に理解されていなければ，

性被害を認識することすら困難です。男性に限らず被害体験は様々です。被害者が存在し

ているのにもかかわらず，その経験が被害だと定義することを被害者には許されていませ

んでした。 

  私は，現行刑法は改正前に比べると非常に改善したと思いますが，問題点も残されていま

す。 

  １点目は，性交同意年齢です。資料３－３と表の３を見ますと，男性の射精とマスターベ

ーションの初体験年齢分布は思春期頃に高い割合を示しています。つまり，この頃に性的

な自身の身体を知っていき，理解していくということです。知的な理解力の問題ではなく，

成熟していく自分の体をその機能やそこに伴う感情など様々な変化を受け止めていく時期

なのです。ですから，その時期に性的な同意を十分に検討することは難しいのです。 

  こういった少年の被害についても研修や検討会の議論で取り上げ，性交同意年齢の引上げ

を検討していただきたく思います。 

  ２点目は，挿入に関する検討の必要です。 

  強制性交等では陰茎の挿入が性交等の要件となっており，物や舌などの身体の一部の挿入

被害がレイプ被害として認められませんが，物や体の一部を挿入される被害も多くありま

す。男性には，意思に反した勃起や射精が起きます。これは刺激に対する反応ですから，

望んでいるということにはなりませんが，この反応に乗じて加害者への挿入を強要される

被害も起こります。 

  また，このような反応に対して，加害者から，例えば「体は正直だ。気持ちがいいのだろ

う。」と，あたかも被害者が望んでいるかのような言葉をかけられたら，非常な恥辱感，

罪悪感を生じさせますし，そのことから被害を打ち明けることは余計難しくなってしまい

ます。 

  また，身体的反応が視覚的に分かりやすい男性身体の特徴は，加害者や，その被害を知っ

た第三者との間にも状況の定義をめぐる葛藤を引き起こす可能性があります。 

  「膣」に加えて，「肛門，口腔」への挿入を性交等と改正したように，陰茎だけではなく

物も含む挿入物の拡大を考えていただきたいと思います。 

  また，勃起や射精の強要は，挿入を伴わなくとも甚大な性的な侵害行為です。単に触るか，

挿入かという行為の問題だけではなく，それらの性的な侵害程度も踏まえて議論されてい

くべきだと思います。 

  性暴力の問題には，ジェンダーに基づく差別や，性的マイノリティに対する偏見や差別な

ど強くあります。男性といっても性自認，性指向，割り当てられた性別など性的な在り方

は様々です。 

  その上で最後に１点申し上げたいと思います。性という極めて個人的で根源的なものへの

被害は誰しもが受ける可能性があり，重篤な影響があること，そして，被害に適切な対応

がされ，被害者の負担が少なく相談や訴えができるように，被害者の立場を第一に検討し

ていただきたいということです。 

 ○西岡氏 初めまして。京都大学大学院で臨床心理学を学んでおります西岡と申します。本
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日は，どうぞよろしくお願いいたします。 

  私は，２０１５年より，京都府性暴力被害者ワンストップ相談支援センターで支援員とし

て関わってきました。同年，学部３年次に編入学しましたが，支援員として活動するうち，

男性の性暴力被害のことを自身も社会も十分に理解していないという思いを抱き，卒論や

修論で複数名の男性の性暴力被害者の方々にインタビューをさせていただきました。 

  本日は，そのような実践や活動を基に，男性が性暴力被害に遭うとはどういうことかとい

うことと，刑法改正における課題を述べたいと思っております。 

  プライバシー保護の関係上，これからお話しする中で，一部議事録を非公開にしていただ

きたい部分がございますことを御了承いただけましたら幸いです。また，検討会以外の場

でケースを口外されませんよう，よろしくお願いいたします。 

（具体的事例（Ａ）を紹介） 

  現行刑法では，強制性交等罪，強制わいせつ罪が成立するためには暴行・脅迫要件が必要

とされていますが，Ａさんの場合，少人数の組織の中における教員という力を持った人物

からの働きかけにより，徐々に教員から逃れられなくなって，被害に遭いました。 

Ａさんは，教員から法的な意味での暴行・脅迫を受けたわけではありませんが，組織の

中での関係性があるがゆえに逃れられなくなったと考えられます。組織内で地位・関係が

ある場合，加害者と対立することは非常に困難なことだと思います。男性の性暴力被害の

実態から考えても，暴行・脅迫要件の撤廃と地位・関係を利用した性犯罪の処罰が必要で

あると考えます。 

（具体的事例（Ｂ）を紹介） 

  現行刑法では，１３歳未満の者に対して性行為をした者は罪に問われることになっていま

すが，Ｂさんのケースから考えると，子供の場合は自身に何が起こったのかの把握が難し

く，周囲に信頼できる大人がいなかったり，加害者に脅されたりしていると，自分の体験

を話せません。男性・男児の性暴力被害はいまだ社会的な理解が得られず，被害が遷延化

し，深刻化することが多いと考えられます。そのためにも，司法関係者や警察の中でも男

性・男児の被害についての研修を十分に行ってもらい，被害者の訴えがより受け取られる

ようになってほしいと思っています。 

  性交同意年齢以下の子供への加害行為については，その後の深刻な影響を考え，法定刑を

上げるべきだと考えています。 

（具体的事例（Ｃ）を紹介） 

  Ｃさんの場合も法的な意味での暴行・脅迫はなかったのですが，酩酊・睡眠状態で意識の

はっきりしない中での被害で，また社会生活上の上下関係性もあり，抵抗しづらかったと

思われます。恐怖もあり，相手と争うことなくその場を逃げ去りたかったという思いもあ

ったようです。 

  抗拒不能とまではいかずとも，酩酊・睡眠などの影響で，正常な判断下での自発的な同意

が示せないときに性行為を強要された場合も刑法で罪が問えるようになれば，このような

男性の被害も救済され，社会に対しても国としての姿勢が示されるのではないかと考えま

す。 

  支援員としての活動をしたり，これまでの統計調査の結果から推測する中で感じることで

すが，お伝えした方々のお話は，例外的で特別なケースではありません。男性の性暴力被
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害は女性以上に認知されておらず，被害者は声を上げにくい状況にいます。男性の性暴力

被害を減らし，被害者の人権を守るためにも，ぜひ私たちの提案を御検討いただきたく存

じます。 

○井田座長 ありがとうございました。それでは，委員の中で御質問のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。 

○齋藤委員 宮﨑先生，西岡先生，ありがとうございました。本当に貴重なお話をいただき，

大変有り難く思っております。 

  私も男性の性暴力被害の調査をしまして，男性は暴力的な被害でないと人に相談もできて

いないということがありました。男性のレイプ神話として，男性は力が強いのだから性暴

力被害のときに抵抗できるのではないか，暴力がないということは同意だったのだろう，

というような考えが根強く残っているように思うのですが，成人男性同士の被害について

何か特徴的なことであるとか，お考えのことというのはございますでしょうか。質問が漠

然としていて申し訳ありません。 

○宮﨑氏 特徴について，実証的なデータというものはなく，印象論になるのですが，成人男

性同士の場合，酩酊時に屋内へ連れ込まれて被害を受けたり，睡眠中の被害など抗拒不能

の状態での被害だとか，また地位関係を利用したり，電車内での痴漢行為，公共浴場で勃

起したペニスを見せつけられるというわいせつ行為があります。痴漢被害や突然の加害行

為などで驚愕や凍りつきで抵抗できない状態が生じることがあります。こういった抵抗が

難しい状況での被害というのが１対１の被害・加害の関係の中では多い印象があります。 

  しかし，明らかになっていない被害があると思うので大規模な実態調査が望まれると考え

ています。 

○山本委員 宮﨑先生，西岡先生，ありがとうございました。男性性被害について私自身も学

びながら考えているところなので，貴重なお話を聞かせていただき，ありがとうございま

す。 

  質問が２点ありまして，一つは２０１７年に刑法性犯罪が改正されて，男性もレイプ被害

者として認められるようになったとおっしゃっていただきましたけれども，その後，被害

を訴えやすくなったとか，起訴されやすくなったことなど，変化として感じているものが

あったらお伺いをしたいと思います。 

  もう一つは，性交同意年齢を引き上げていただきたいという話が出ましたが，それは幾つ

ぐらいに引き上げると適切と考えられているのか知見をお伺いできればと思います。よろ

しくお願いします。 

○西岡氏 では，一つ目の質問について私の方から答えさせていただきます。 

  法改正の以後，男性が被害者の事案で強制性交等罪や準強制性交等罪で起訴されて一審判

決が言い渡された件数として，法務省刑事局の調査で２９件という数字があって，恐らく

これまで強制わいせつで一くくりにされていたものについて，より内容に見合った罪名で

判断がなされているとは思います。 

  ただ，性犯罪の認知件数の推移では，法改正以後，件数が増えたわけではなくて，司法で

取り扱われやすくなったということは一概には言いにくいのではないかと思います。 

  また，支援の場にいる者の実感としては，実際の相談件数が多くなったという印象は，そ

れほどはないのですけれども，一部のワンストップセンターのパンフレットなどでも，
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「男児も被害に遭う可能性がある」ということが記されて，意識啓発にはなっていると思

いますし，実際に男児の被害が届け出られるということも少し増えたのかなということは

思います。 

  ただ，先ほども挙がりました成人男性の被害の申出というのは，いまだほとんどないとい

うふうに感じております。 

○宮﨑氏 二つ目の性交同意年齢の引上げについて，私から回答させていただきたいと思いま

す。 

  私たちは，射精やマスターベーションの初体験年齢分布だとか，そういった思春期頃の性

教育ということも考えると，義務教育終了程度にまで上げることが望ましいというふうに

考えています。１６歳頃までに引上げを求めたいと思っています。 

○井田座長 複数の委員の方から御質問があるようでございます。時間の関係もありますので，

一問一答ではなくて，まとめて質問していただいて，その後まとめてお答えいただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

  小島委員，それから金杉委員，２人から質問の挙手があるようですので，小島委員からお

願いします。 

○小島委員 どうもありがとうございました。いろいろ実態が分かって，とても参考になりま

した。ありがとうございました。 

  先生方への御質問ですけれども，刑法の改正が必要だというお立場から御発言いただいた

かと思いますけれども，男性特有の性的な傷つきやすさというか，バルネラビリティ，つ

まり脆弱性というか，そういう点についてはどのように考えているかをお聞きしたく思い

ました。 

  と申しますのは，西岡先生の方からいろいろ事例が御紹介ございましたけれども，例えば

先生と生徒の間とか，雇用主と従業員の関係だとかというのは，これは力関係の優劣で出

てくるわけで，特に男性被害者というわけでもなく，女性の被害者でも同様な被害が起こ

るわけでございます。 

  それと，スウェーデン刑法の規定を参考にした御提案をいただきまして，私もスウェーデ

ンの刑法改正については大変興味を持って，関心を深めているところでございますが，そ

の中で，どうしてそのような提案をするのかをおっしゃっているレジュメの８～９ページ

のところに，男性の場合でも酩酊とか睡眠時の雰囲気とか薬物の混入とかということがあ

る，これは女性でも同じことですが，男性の場合でもそういうことが起きるということを

おっしゃっていらっしゃる。ところで，男性独特の傷つきやすさ，例えばセクシャルマイ

ノリティの方だと，西岡先生がおっしゃったように，アウティング，つまり，性的指向や

性自認を本人の同意なく暴露するとか，そういうことが弱点になるというのは想像がつく

のですけれども，それ以外に男性が性的な被害者になったときに，性的弱者になるという

か，男性特有の傷つきやすさについて，先生たちが被害を見ていて，感じていることがあ

れば教えていただきたいと存じます。 

○金杉委員 私からお尋ねしたいのは，成人の男性同士の性被害の事例の場合に，先ほど驚愕

や凍りつき等で抵抗が明確にできない場合があるというお話がありましたけれども，そう

いう方々のケースで，幼少期に性的虐待ないしは性的でなくとも虐待経験がある方という

ものは，感覚的に，統計的ではなくても結構なんですが，そういった御経験がおありの方
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の割合というか，全くそういう被虐体験がない方でも男性からの被害で凍りつき，抵抗が

できないというようなことがあるのかどうかといったあたりをお聞かせ願えればと思いま

す。 

○西岡氏 まず，小島委員からの質問は，男性特有の性的傷つきやすさとは何かということを

質問していただいたかと思いますけれども，私が考えるのは，やはり男性は性被害に遭わ

ないというような認識が世の中にあって，そして被害に遭った男性自身もそういうことを

自己の意識下に内在化していると思うので，まず被害体験の定義のされにくさというもの

があると思います。ですので，体験を認め難いというか，ものすごく混乱の中にあるのだ

けれども，それが何かが分からない，だけど，ものすごく苦しいというような傷つきやす

さというのがあると思っています。 

  これに対して，女性の方が性暴力に遭う可能性があるということは認識としてはあると思

うので，もちろん，ものすごく傷つくのだけれども，定義のされにくさとかということは

余り女性にはないように思います。 

  さらに，特に加害者が男性である場合に自分のセクシュアリティが揺らされてしまうとい

うような傷つきやすさというのがあると考えています。 

  また，金杉委員からの質問で，成人の被害で驚愕とかフリーズと言われるようなものがあ

るけれども，幼少期に虐待とか，そういう逆境経験を体験した方の割合ということでお聞

きされたと思いますけれども，統計的なことはちょっと分からないのですが，支援に当た

ったりとかお話を聞いたりする中で感じるのは，特にそういう虐待といったことに遭わな

くても十分に起き得るものであるということを感じています。 

○宮﨑氏 西岡先生からおっしゃっていただいたことで十分だと思いますが，補足的に少し，

成人同士の場合，過去に虐待があったのかどうかという点ですけれども，私も西岡さんと

一緒で，成人同士の被害の方が過去に虐待に遭っていたこともあるし，遭っていなかった

こともあります。ただ，少し傾向が違うという印象があるのは，過去に性的な虐待を受け

たり，性的な視線にさらされてきた人の方が，被害認識を持つに至りやすいような印象が

あります。 

  ただ，実際に不意の加害行為であったりするときには，やはり同じようにフリーズだとか

驚愕というものはあると私は感じています。 

○井田座長 時間が参りましたので，これで終了とさせていただきたいと思います。宮﨑様，

西岡様には，本日はお忙しいところ非常に有益なお話をお聞かせいただきまして，誠にあ

りがとうございました。 

  検討会としても，御提供いただいた様々な事例を学んで，これを踏まえて議論していきた

いと思っております。検討会を代表して，心からお礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

  ２番目の方は岡田実穂様です。性的マイノリティの被害についてお話をいただきます。 

  おはようございます。本日は御多用中のところ御出席くださり，誠にありがとうございま

す。本検討会の座長を務めております井田と申します。今日はヒアリングに御協力いただ

き，心から感謝申し上げます。 

  まず，岡田様から１５分程度お話を伺い，その後委員の皆さんから質問があれば１０分程

度御質問させていただきたいと思います。 
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  それでは，よろしくお願いいたします。 

○岡田氏 Ｂｒｏｋｅｎ Ｒａｉｎｂｏｗ－ｊａｐａｎの岡田実穂と申します。 

  資料１について解説をさせていただきたいと思います。 

  このお話の中では，資料３としてお渡ししました冊子を同時に見ていきながらお話をさせ

ていただければと思います。 

  【資料１：スライド１】（以下，岡田氏発言部分中の【 】内は，全て資料１のスライド

番号。）今日は，「ＬＧＢＴＩＱＡの性被害 被害の現実と望まれる法制度」ということ

でお話をさせていただきます。 

  事前に頂いたヒアリングのテーマの中で，ＬＧＢＴの人たちのセックスの態様，在りよう

についてお話をいただきたいとのことだったのですけれども，その話については，今日は

しません。大事なことだと思いますのでお話をさせていただくと，性暴力について話すと

きにセックスの話をしなければいけないということ自体が間違いではないかというふうに

思っています。 

【スライド２】ＬＧＢＴＩであろうがなかろうがですが，この被害についてしっかりと

考えるということ，また，ＬＧＢＴに関して「特別な人への特別な人による特別な被害」

と考えないということについて，今日お話をできればと思っております。 

  【スライド３】被害の現状と最低限必要な法改正とは何かということで，この５点につい

て主に話をしたいと思っています。 

  「男性器」の介入が構成要件である性器規定を撤廃すること。 

  また，「手指器具等」による性暴力を規定すること。 

  そして，憎悪犯罪（ヘイトクライム）を暴行脅迫の要件として加えること。 

  そして，レイプシールドを導入すること。レイプシールドに関しては，レイプサバイバー

が訴訟において不利益を受けないようにするため，被害者の過去の性的経験を問わないと

いうことです。 

  また，ＩＰＶ（親密な関係における暴力）を暴力であると規定すること。 

  このことについて話をしていきます。 

  【スライド４】まず，ＬＧＢＴＩＱＡの性被害の実態ですが，こちらは冊子の９，１０ペ

ージを参照いただければと思うのですが，ここで提示している，例えばＣＤＣ（アメリカ

疾病管理予防センター）の調査などにおいても，ＬＧＢＴＩＱＡの被害は，総合的に，い

わゆる一般の女性に比べて高いと言われています。特にその中でもトランスジェンダーや

バイセクシュアル女性，無性愛者，インターセックスに関しては，こちらスライドでお示

しをしていますものにもありますが，バイセクシュアル女性に関しては「生涯の中でレイ

プ被害に遭っている」というのは４６％，２人に１人程度とあります。ここで例示したの

は同じような数字，２人に１人程度はあるという人たちです。ほかの人が低いというわけ

ではないです。 

  また，ＬＧＢＴの性被害について話すときによく誤解されがちなのが，ＬＧＢＴの人たち

の間で暴力被害があると言われることです。こちらでお示ししている「初めて性被害経験

を持った年齢」というところを見ると，１１歳以下から２４歳までで全体の８割弱になり

ます。ということは，かなり年少者，年が低い段階で性暴力被害に遭っています。 

  ということは何を示すかというと，ほとんど多くの場合というものが，いわゆる性暴力で，
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女性の被害について言われてきたとおり，身近な人からの性被害である確率がすごく高い

ということです。 

【スライド５】また，ＤＶについて，ドメスティックパートナーの暴力に関して，資料

３の１０ページに数字でお示ししていますとおり，性別違和のない異性愛者の方に比較す

ると被害率がどのデータでも高く出ています。男性同性間が比較的少ないのかなと思われ

る方もいると思うのですが，そこは男性同士で親密な関係になったとき暴力被害があった，

性暴力があったというときに，性暴力から身体的な暴力に発展するケースがすごく高いと

言われています。そうしたことで，現実的に傷害事件として可視化されることが多くなっ

ているようだと言われています。私たちのところにも，そういった相談はよく来ます。 

  全体を通して，社会的な差別とか偏見があるという中で，自分たちの関係性を言えないと

いうことによって閉じられた関係が多く，人に対して被害を開示することがより難しくな

っています。また，関係性を認める法規定，要は，同性婚の規定がないことから，同性パ

ートナーというものが社会になかなか認識されにくい。例えばですが，ＤＶ防止法は前回

改正の際に「配偶者」という言葉が入りました。そのことによって，それまでは適用され

ていたＬＧＢＴたちの被害，同性間での被害というものに適用されなくなっています。な

ぜこれを今ここで言うかというと，今回の改正において配偶者に関する議論も出てくると

思いますが，どうかその言葉を使わないでいただきたいということです。「配偶者」とい

う言葉が入ることによって排除される人間がいるということをお伝えしたいと思います。 

  また，今までお示ししたものに関してはアメリカでのデータになります。日本で相談を受

けている中で，全くこのことに関しては違和感がない。アメリカのデータだといって日本

と違うとは全く思っていませんが，日本での数字というのはすごく少ないです。特に国が

調査をしていないということが実態としてあると思います。 

【スライド６】お示ししているのは，宝塚大学の日高庸晴教授が１９９９年から経年調

査をしているＬＧＢＴの調査です。当初はゲイ，バイセクシュアル男性でしたが，２０１

６年からＬＧＢＴ全般を対象としています。 

  この中でも性暴力，ＤＶの被害経験というのが聞かれていまして，全体を通して一般のい

わゆる女性というカテゴリーよりは高くなってきています。ゲイ，バイセクシュアル男性

で低くなっているということで，全体の合計は，低くはないのですが，低く見えがちです

が，この一個一個の属性を見ていくということが重要なことですので，こちらを見ていた

だくと高いということは分かるかなと思います。この論文については資料５以降でつけさ

せていただいているので，貴重な資料ですので，ぜひお読みいただければと思います。 

  今までお話ししたように，ＬＧＢＴの被害は被害率がとても高いということになっていま

すが，その当事者の現実と社会の現実にかなりギャップがあります。 

【スライド７】こちらにお示ししているのは，今年，私たちの会で，インターネット上

でアンケートを取ったものですが，「ＬＧＢＴや男性が性暴力被害に遭った際に，性暴力

被害のワンストップセンターなどで適切な支援が受けられると思いますか」という質問に

対して「受けられると思う」と答えた人は１８％です。「断られる」が一番高くなってい

るのです。現状がこれだけ被害率が高いという中で，なぜこの状態が生まれてしまってい

るのか。そこには，加害者を後押しする社会というものがあると思います。 

  【スライド８】冊子の中でも１２ページに書いてありますので，ぜひ読んでいただければ
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と思いますが，そもそも日本においては，「強姦罪」において，長い間，ＬＧＢＴの存在

というのが不可視化されてきました。また，「被害は女性のもの」という法が後押しして

きた社会認識があります。そして，ＬＧＢＴＩＱＡの人たちという意味では，現実に被差

別体験をしています。差別や偏見に基づく支援や捜査，法の執行の在りようを間近で見て

きています。そして，大事なことは，加害者はこれらの現実を利用しているということで

す。こうしたことを利用した形で，当事者たちに沈黙を強いるということをずっとしてき

ていると思います。 

  【スライド９】法律が加害者に利用されているという状態から，被害者を後押しする法に

何とか変えてもらいたいと思っています。法の在りようというのは社会の規範を作るもの

であると思います。であれば，よりよい社会に向けた法制を皆さんにお願いしたいと思っ

ています。 

  【スライド１０】暴行・脅迫要件についてですが，差別があることを前提に考えれば，

「身体的な抵抗や拒否」をすることができないということがあるのは明白です。 

  例えば，明示的に，明らかに自分たちはＬＧＢＴＩＱＡであるということをアウティング

する，他者に暴露するということを脅される。脅すということを明示的に言われなかった

としても，そのことを少しでも，もしかしてこの人にばらされるかもと思った瞬間に何も

抵抗ができなくなってしまうというようなことは幾らでもあるわけです。 

  そうした差別を基にして生まれている，差別を理由にして，言い訳にして行われる加害行

為に関してはヘイトクライムとしての規定がやはり必要になると思っています。 

  また，「出会い」の始まりが何であれ，どの職業であれ，被害は被害であるということ，

レイプシールドが必要だということに関して。ＬＧＢＴコミュニティというものは，そこ

まで大きくはありません。なので，各地方ごとに，何とか同じような人たちに出会いたい

と思ったときに，必ずしも性的な，セックス目当てということではなくて，出会い，本当

の友人を探したいという意味でも，ＳＮＳとか出会い系サイトを使います。通常に使いま

す。それを理由として被害の申告を断られる，受理されないということが相次いでいます

ので，レイプシールドが必要です。 

  また，配偶者のみならず，ＩＰＶ（親密な関係における暴力）に関して明確に定義をして

いただきたいです。 

  【スライド１１】そもそも性器を規定することは必要かということです。 

  【スライド１２】本来，性というのは非常に多様なものです。だけれども，社会によって

単一化されています。 

  【スライド１３】身体的な性別を１００％定義することはできない。トランスジェンダー

やインターセックスなど，既に私たちの社会には多様な性があることは疑いようがありま

せんが，「多数派の外性器」のみを基準とした定義はそもそも困難です。 

  【スライド１４（ホームページ上は画像非掲載）】ここでお示ししているのは，インター

セックス，性分化疾患の方の性器の在りようについてですが，もちろん，この形状が全て

ということではなく，様々な形で外性器，内性器，そして染色体の状態が，医療的な男女，

いわゆるマジョリティの性器とか性の在りようと違うというとき，このときに強制性交等

罪においての男性器，女性器というものを私たちはどのように判断すればいいのでしょう

か。その場合に，この人たちは法廷に立てるでしょうか。立って，自分の性器を開示する
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ということを求められるのでしょうか。 

  最初の方に被害率の話でお示ししたように，現実的にインターセックスの人たちがその性

器の在りように関して標的にされ，被害に遭うということは私たちの相談にも来ています。 

【スライド１５（ホームページ上は画像非掲載）】また，性器形成におけるグラデーシ

ョンという意味で左側にお示ししているのは，いわゆるミニペニス，マイクロペニスです。

また，右側の一番上，「ａ」と示されているものは，ホルモン治療の過程においてクリト

リスが肥大している状態，またそこから性器形成，陰茎形成をしている状態ですが，今の

法規定の中では，この陰茎形成をしている，これは途中ですけれども，陰茎形成をしたも

のだけ，似ているからという理由で法律の適用対象となっています。しかし，それが本当

に適当なことであるか。 

【スライド１６】「あなたの性器は正しい性器ですか」ということをなぜ国が法律で決

めなければいけないのかということ。全ての性器がそれぞれの人間にとって正しい性器な

のです。 

  【スライド１７：ホームページ上は画像非掲載】そして，またここにお示ししているのは

全て性器ではありません。ディルド，エピテーゼ，ペニスバンド。前回の改正時に，男性

器であることの理由として「身体密着性が高い」ということが言われていましたが，これ

は高くないでしょうか。 

【スライド１８】また，身体に侵襲するということを問うとすれば，性暴力というのは

一番最初に言ったとおりセックスではないです。性暴力は，セックスの罪ではなくて，性

を用いた暴力である。 

【スライド１９】割り箸であるとか木の棒であるとか鉄パイプであるとか，バイブ，ペ

ン，電球，食べ物，カッター，銃，指，手，腕，足，様々なバリエーションがあります。

このことについて，果たして日本はいつまで強制性交等罪として取り締まらないのかとい

うことです。 

  妊娠というリスクがあるという話をする方もいると思いますが，そもそも口腔内，肛門を

入れた時点で，強制性交等罪は，そうした性差は撤廃しているはずです。 

  【スライド２０】これが今日お話ししたこと，「男性器」，「手指器具」，ヘイトクライ

ム，レイプシールド，ＩＰＶに関してということです。 

  【スライド２１】ほかに関する意見は資料４に要望書という形でつけさせていただきまし

たので，ぜひ御覧いただければと思います。 

○井田座長 ありがとうございました。それでは，委員の方で御質問がある方は，ぜひしてい

ただきたいと思います。 

○山本委員 貴重なお話をお聞かせくださり，ありがとうございました。 

  二つ質問があります。先ほどおっしゃられた憎悪犯罪なのですけれども，これは具体的に

はどのような文言を予想されているのか。例えば，侮蔑的な言葉を言いながら強制的な性

交をしたということを処罰したいという意味なのかということ。 

  また，性被害自体が訴えにくいという特徴があります。さらに，ＬＧＢＴＱＩ，セクシャ

ルマイノリティの方が訴えにくいという社会的な事情，また司法の現状などもあるかと思

います。その場合に，時効が強制性交等で１０年，強制わいせつで７年ということなので

すけれども，時効についてどのようにお考えか知見を伺えればと思います。よろしくお願
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いいたします。 

○岡田氏 まず，ヘイトクライムについてお答えします。 

  文言についてですが，日本の法規定というもの，条文について見ていくと，なかなか難し

いものがあるなというふうに思ってはいます。ですが，差別に関して，これはＬＧＢＴに

関してだけではなく，例えば障害を持った方であるとか様々な，例えば被差別部落に住む

方もそうでしょうし，世の中には様々な差別というものがあります。この差別に関して，

これらを利用する形で加害をした者に関してはというところで条文に入れていただきたい

と思っています。それは，何を利用してということ，差別を利用した性暴力というものを

明確にしていただきたいなというふうに思っています。そうしないと，差別の被害に遭っ

ている人たちにとっては言葉が出しにくいというときに確実にここに文言が入っているの

だということが重要になってくると思うのです。特に刑罰が加重されていくような国にお

いてというところだと，これが入れやすくなってくるのだと思うのですが，日本で集団強

姦罪が前回消えてしまったというところもあって，私はできれば戻していただきたいので

すが，その文脈の流れでつくっていただきたいというふうに，ヘイトクライムについては

思っています。 

  また，時効に関してですが，これは多くの思いもあって，私たちのメンバーの中でもいろ

いろ話し合ったのですが，時効は撤廃していただきたいということがあります。どうして

も，その被害に遭った，特に話の中でもお伝えしたように若い頃に被害に遭った人たちが

多くいます。その人たちにとって，この被害について語れるようになるまでというのは，

本当にたくさんの時間が必要になる。そのことに関しては，例えば成年後，１０年，２０

年とか，時効の停止ということも考えたのですが，結局のところ，５０歳になって，６０

歳になってようやく言葉を持つという人たちをたくさん見てきました。その人たちに時効

が経過してしまっているとはやはり言いたくないという思いがあるので，私は，時効は撤

廃していただきたいと思っています。 

○井田座長 ほかに御質問ございますでしょうか。 

○金杉委員 今日はありがとうございました。 

  １点お伺いしたいのは，性器等ではなくて，道具等の身体侵襲性を伴う行為というのは強

制わいせつ等で処罰は可能かと思うのですが，それが身体への侵襲性が大きい，性交と同

視すべきであるのに，性交等に含まれないという部分を問題に感じておられるのか。一段

軽い刑，もっと重く処罰してほしいという，実質的に重く処罰していただきたいという御

希望なのか。その点をちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 

○岡田氏 その点については，先ほどお示しした中で，私としましては，現実的に例えば性器

というものであるとか，性器が膣に入る，肛門に，口腔にということに関して，前回の審

議会，検討会の中で，よく「その必要性について」というのが語られる中で，「精神的な

負荷」という言葉が使われていました。その際に，「性差を撤廃するということをしまし

た」と言っている。膣，ペニスだけではないという状態にしたという中で，どこに差異が

出てくるのか。口腔とペニスであれば精神的負荷は同じ。結局のところは，精神的負荷が

低い，高いということをジャッジした上で法律がつくられているのです，議論の中で。 

  という中では，どれだけの負荷が違うのかということ。物を入れられた，手を入れられた，

腕を入れられたということに関して差異があるという状態がおかしいんじゃないかという
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ふうに思っているのです。それは，強制性交等罪ではなく，強制わいせつでもいけるでし

ょうということに関しては長らくずっと言われているのですが，でもいけるからといって，

それでいいのかということです。 

  例えば，同性愛者に関しては，結婚じゃなくて，いろいろな書面で何とか暮らせるじゃな

いかということが言われますが，では，それに甘んじていていいのかということを考えな

ければいけない。だって，差異がないのです。精神的負荷になど差異はない。そして，ど

のような器具を使われようが，どのような物を使われようが，サバイバーにとって，被害

を受けた人にとっては本当に本当に人生に関わるほどの大変なことが起きているのです。

そこに明確な差異がないにもかかわらず今の状態を続けるというのは，まさにこの法律自

体が差別を助長しているものだというふうに私は思っています。違いがないからです。 

  あと，私，１個だけ言い忘れたことがありまして，ＬＧＢＴに関して，コミュニティの中

では起きていなくて，いろいろな場所で身近な人から起きているというふうにお伝えした

のですけれども，ただ，だがしかしで，自らのアイデンティティというものがその後の生

きにくさに大きくつながってくるということ，相談を受けてもらえない，法律が適用され

ない，そうした中で大きく当事者たちの負担になっているということもぜひ考えていただ

ければなと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○井田座長 ほかにございませんか。それでは，これで終わりとしたいと思います。 

  お忙しいところ非常に有益なお話をいただきまして，ありがとうございました。今後，私

どももお話を十分にそしゃくして，それを踏まえて検討会で議論を行っていきたいと思っ

ております。検討会を代表して，心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  ３番目の方は野坂祐子
さ ち こ

様です。子供の被害についてお話をいただきます。 

  野坂先生には，御多用中のところ御出席くださり，誠にありがとうございます。本検討会

の座長を務めております井田でございます。本日は，検討会のヒアリングに御協力いただ

き，検討会を代表して心からお礼を申し上げます。 

  まず，野坂様から１５分程度お話を伺い，その後，委員の皆様から質問があれば，１０分

程度質問させていただきたいと思います。 

  では，よろしくお願いいたします。 

○野坂氏 本日はよろしくお願いします。 

【子どもの性被害：スライド１枚目】（以下，野坂氏発言部分中の【 】内は，全て同

資料のスライド番号。）野坂祐子
さ ち こ

と申します。大阪大学大学院人間科学研究科で教育心理

学を担当しています。専門は，発達心理学を子供の教育や援助に応用するという発達臨床

心理学です。本日は，子供の発達の特徴や，子供が被害体験をどのように捉えるのかとい

ったことについて，主に成人との違いをお話ししたいと思います。また，最後に，性交同

意年齢の検討に当たって参考になると思われるデータをお示ししたいと考えております。

よろしくお願いします。 

  【スライド２枚目】まず，子供は性犯罪に巻き込まれやすく，性加害者の言いなりになっ

てしまいやすいことについて御説明します。子供というのは，そもそも，大人の言うこと

を聞く，非常に従順であるように育てられていますし，そのように振る舞う存在です。基

本的には，子供は，大人のことを，自分を愛してくれる，世話をしてくれる，遊んでくれ
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るというふうに認識していますし，そうあるべきです。そのため，子供は大人のことをま

ず疑わないですし，大人に逆らうということは通常見られることではないわけです。例え

ば，先生が「こっちにおいで。」と言えば行くし，「やってごらん。」と言ったら，そこ

でやらないということはまずなくて，やってみるということがふだんの生活でも起きてい

ます。加害者は，そういった子供の認知や行動の特徴とか，そうした子供らしさみたいな

ものをうまく利用して，性加害に及んでいます。 

  そこで加害者が用いているのが，グルーミングという手なずけ行動です。これは，子供相

手の性犯罪者のほとんどが間違いなく使っているものだと思います。かわいがるふりをし

て近づくとか，褒めてあげるとか，何かお世話をする。ですから，そういったことができ

る立場にある人は，非常に巧妙に子供に性暴力を振るうことができるわけです。実際に私

が関わった子供のケースでも，加害者の多くが何らかのスポーツのコーチや，お世話にな

っている塾の先生だったりとか，治療者として体を触って治してくれる人だったり，幼稚

園や学校の先生だったりというふうに，いつも子供がお世話になっている相手でした。で

すから，子供は，疑うどころか「いつもありがとう」という気持ちで近づいていく，そう

いう関係がベースにあります。あるいは，全く知らない相手であっても，子供にとっては

数分でも遊んでくれる大人は，すごく優しくて，すごく楽しいことをしてくれたと感じる

ので，全く知らない人ではなくなってしまうのです。 

  脅しの仕方も，もし本当に刃物を持って脅かすなどということをしたら子供は泣き出して

しまうかもしれないので，加害者の多くは，そのようなことはしません。大抵口止めをし

ます。子供に罪悪感を持たせるような言い方で。例えば，「これを言ったら，あなたが怒

られるよ。」とか，「お母さんが悲しむよね。」といったような言い方をして脅す。子供

はとてもおびえますので，何かされたことを口にできなくなってしまいます。 

  【スライド３枚目】そもそも，子供は，大人と随分違う感覚を持っています。例えば，大

人であれば，誰かに急に触られたり，大きな声を出されたら，「怖い」というふうに思う

わけですけれども，でも，子供って，例えば，「わっ」と声を出して「ひゃあ」とびっく

りしたりするのがすごく楽しいわけです。くすぐったりとか，それから「高い高い」をし

たりとか，ああいうちょっと怖い身体感覚とかというものがとても面白いわけです。それ

は，我々大人とはかなり違うところです。ですから，性被害に巻き込まれて，「何か変だ

な。」とは思っても，その変な感じというのが悪いことをされているとは思えなくて，む

しろ「何だろう。」という好奇心を高めてしまったり，そういうちょっと怖いことが，ス

リルがあるような感じがしたりする。それは，うまく加害者が，子供の嫌がらないような

手だてを講じるからなのですけれども，そうした理由によって子供は性被害を「嫌だ。」

と思いにくいということがあります。ですから，子供に，「怖かったら言ってね。」とか，

「すごく大変だったね。」，「ひどかったね。」と言っても，ぴんとこないことがありま

す。むしろ，子供は誰かに触られることで安心する。これは大人にはない感覚ですよね。

知らない人に「いい子だね。」と頭をなでられたり，だっこされたりすることが日常生活

の体験としてあるわけです。このように，子供が大人から世話をされるとか，ちょっと怖

いことに興味を持つというのは，子供の特徴であり，それを「ニーズ」と言います。子供

は，本来，安全であるはずの身体接触や大人の関わりを求めている存在なので，そうした

子供のニーズを悪用する性加害から非常に免れにくいといえます。 
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  それは，言うまでもないことですが，こうした子供の特徴があるからといって，子供が加

害者の性行動に同意しているわけではありません。子供は，３歳くらいでは，まだ排せつ

の自律も十分にできていませんから，子供にとって性器というのは，セクシュアルなもの

ではなくて排せつの器官にすぎません。５歳，６歳でも，性別がどのように違うのかを理

解できるようになる段階です。アニメの「クレヨンしんちゃん」のイメージが分かりやす

いと思いますが，そのくらいの年代で性の同意とか性行為の意味なんていうのは分かるわ

けがない。繰り返しになりますが，加害者は，そういう，子供が性のことをまだ分かって

いないという発達の未熟さを悪用します。つまり，ａｂ
ア ブ

-ｕｓｅ
ユ ー ス

する。「ａｂｕｓｅ」は

「虐待」と訳されますけれども，そういう子供の能力や状態を利用している，悪用してい

るといえます。 

  【スライド４枚目】また，子供は，大人からの性暴力だけではなくて，子供間での性問題，

性行動に巻き込まれることもあります。子供同士といっても，加害児童の方が何らかのパ

ワーを持っているということが大半です。 

  諸外国では，例えば２，３歳の差があった場合，子供同士であっても，力関係があるとみ

なされます。性問題行動をした子どもへの教育をする際にも，「それは遊びではなくて，

無理やりさせた性暴力なんだよ。相手は断れなかっただけなんだよ。」という説明をしま

す。年齢差の持つ意味はとても大きいですが，それだけではありません。ここで言うパワ

ーは，子供の場合，すごく流動的です。これも大人と違う点かもしれません。 

  いじめの例を考えると分かりやすいかもしれませんが，どういった子が同じクラスの子で

パワーを持つかというのは，日によって変動します。学校の先生の覚えのいい子がパワー

を持っているときもあれば，翌日はそういった子がすごくパワーを失っていじめられると

いうこともあったりします。ですので，何が子供にとってパワーになっているのかという

ことは，その文脈や生活をよく見なければ分からないことがあります。 

  なので，家庭生活が難しいということで社会的養護に保護された子供たちの中には，年齢

だけではなく，施設への入所時期の長さ，つまり，古株の子の方がパワーを持っていると

いうこともありますし，もっと単純に，体格がいいとか，そういったことがパワーになっ

ていることもあります。この辺は，子供同士の性問題行動が単なる遊びなのか，暴力なの

かということを見極める際に，アセスメントとして重要なポイントとなってきます。 

  もう一つここで触れておきたいのは，子供が性加害をするときは，その子供にも何らかの

被害体験がある場合が圧倒的に多いということです。家庭での虐待や学校でのいじめ被害

もありますが，なかには性被害もある。つまり，そうした被害のケアがされずに，混乱し

たままであると，ほかの子にも同じような暴力をしてしまうことがあります。これを行動

化といいます。被害の後に行動化がみられやすいのも，子供の特徴です。特に，性被害体

験は「何をされたのか。」が分からず不安になるため，ほかの子にもやってみるとか，も

やもやした気分を遊びの中で表したり，性的な絵を描いたり，性的な言葉を言ったりする

ことがよくあります。そうした行動化によって，自分がされた性被害を他の子どもにする

という性加害行動に転じることがあります。 

  大人の場合，性被害に遭った女性が性加害をするというケースは一般的ではありませんが，

子供は，性被害によるもやもやした気持ちを行動，遊びで表すということは非常に一般的

で，そういったことで被害・加害が繰り返されていくこともあります。ですから，新たな
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性暴力を止めるという点からも，性被害を予防したり，早期にケアをしたりすることがと

ても重要だと思っています。 

  【スライド５枚目】子供のそういった被害の受けやすさに加えて，更に障害があったりす

ると，その脆弱性は更に高まります。 

  例えば，私が関わったケースでは，障害があるお子さんに対して，親御さんも学校の先生

も，安全に気を配って「真っすぐ帰っていらっしゃい。」と教えていました。防犯教育の

つもりでそう教えていたのですが，子供は文字通りに受け止めてしまいます。バスを待っ

ている間に体を触られたのに，その子は，どうしたらいいのかの選択肢として「真っすぐ

帰る」ということしか習っていなかったので，バスが来るまでずっと触られて，逃げるこ

とや助けを求めることができませんでした。交番が近くにあったにもかかわらず，そこに

駆け込むという選択肢はなく，バスが来るまで被害に遭っていた。もちろん，加害者はそ

の子が毎日バスを待っているという行動パターンを把握しています。そういったことで，

いくら大人が安全を教えていても，子どもが身動きできなくなることもあります。 

  このように，知的な能力や障害の特徴として，言われたまま受け止めて身を守れなくなる

といったことがあります。また，生活の中でいじめられていたり，学校や地域に居場所が

なかったりすることによる孤立や退屈があると，加害者に声をかけられると，すごく嬉し

くなってついていってしまうことがあります。 

  当然，これは本人の同意というものではありません。その子がふだん孤立していて，疎外

されているということが問題であって，ついていく方が悪いという話ではありません。こ

ういった寂しい思いをしている子供たちが狙われているというのが現状です。男の子も，

自分が男の子であるということで性被害を打ち明けにくく，それが性被害を受けやすくな

るという脆弱性につながります。 

  【スライド６枚目】子供は様々な面での脆弱性を持っています。 

  まず，そもそも子供は，赤ちゃんであれば動けないですし，小さな子であればお世話され

ていなければいけないので，逃げたりできない。ですから，乳幼児への性虐待は，逃げよ

うがないという点で，脆弱だといえます。大きくなったからといって，子供は自分で生活

の場を変えたり，引っ越したりできないわけですから，家庭内や地域内での性被害に遭い

続けるリスクが高いといえます。 

  最初に申し上げた子供の信じやすさや何事にも興味を示しやすいといった子供の特徴は，

本来，発達的に言えば強みなわけです。子供が豊かに成長していく上で，それらはとても

大事な能力なのですが，そこが悪用されて脆弱性になると言えます。 

  そして，性被害を受けた後の傷つきやすさという脆弱性も，大人以上に深刻です。 

  子供は，心の傷だけではなく，体の傷も負いやすい。膣や肛門，ペニス，口の中に，性器

や物を入れられた場合，子供はまだ体が成熟していませんから，性器の裂傷が起きやすか

ったり，出血や傷口から感染症にかかりやすかったりします。このように体の外傷も受け

ますし，その痛みをうまく言葉で説明できないことから，性被害や外傷・疾患の発覚が遅

れることもあります。子供自身が性被害について親に言えないことがまた，「親に秘密が

ある。」ということの罪悪感につながり，「自分は悪い子だ。」という自責感を高めてし

まいます。それによって，ますます自信を持って振る舞えなくなり，新たな性被害に遭い

やすくなるというふうに，どんどん脆弱性が高まってしまいます。 
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  【スライド７枚目】精神的な症状としては，成人と同じく，解離，あるいは記憶の健忘も

みられます。年齢が低かったり，身近な人からの性虐待の場合，精神的な混乱が非常に大

きくなるため，解離症状や記憶健忘を引き起こしやすいことが，様々な研究で確認されて

います。 

  こうした精神的な混乱によって，「自分は駄目な子だ。」と思ってしまい，更に性被害に

遭いやすくなることがあります。これを「再演」と言い，再び性被害に遭うというような

パターンが繰り返されたり，今度は自分が加害をするという形で暴力的な関係性を繰り返

したりすることがあります。 

  今，記憶の健忘，解離と申し上げましたように，子供の場合は被害認識が遅れる，被害を

自覚するまでに時差が生じるというところが問題になってきます。多くの場合，幼少期の

性被害を認識するようになる時期の一つは思春期です。いろいろな知識を得たり，身近に

性の話が増えたりしてくる時期です。性的な側面が発達し，性に関する知識や情報が増え

ていくのは年齢相応の体験ですが，トラウマ体験がある子にとってはそれらの変化や情報

が引き金となる，つまり，忘れていた性被害の記憶を想起させるトリガーとなります。 

  ３歳から５歳の頃に性被害に遭った子が１３歳から１５歳の思春期の頃にそれを思い出し

た場合，被害認識を持つまでに早くて１０年かかるということです。その時点では，まだ

気付かなかったり，不調はあるのだけれども，なぜなのか分からなかったりして，御自身

の出産や子育ての中で思い出す方もいます。そうすると，２０年，３０年後に思い出すと

いうことです。このように，被害認識を持つには，相当な年数がかかることが多いといえ

ます。また，被害認識を持った後，「ああ，そうだったんだ。」とすっきりするわけでは

もちろんなくて，加害者に対する怒りの気持ちや裏切られた気持ち，「親切にしてくれた

と思っていたのに。」といった気持ちを抱きます。何よりも，自分自身に裏切られた気持

ちを持つ方がとても多いです。「うかうかと喜んでついていってしまった私がおかしいの

ではないか。」とか，「自分の体が信じられない。」といった感じなど。そうした裏切ら

れた感覚というのが，思春期，青年期を生きていく上では大きな苦しみになります。 

  【スライド８枚目】性暴力がどのような影響を及ぼすのかについて申し上げます。トラウ

マ症状によって生活，対人関係，学校生活がうまくいかないということがありますが，加

えて，子供の場合，性暴力によって家族全体が傷つき，家族の機能が弱まってしまう，ゆ

えに子供が安全に暮らせなくなるといったことが起こります。 

  性暴力を受けたということを親が知らなければ，親は，子供のサポートができません。も

し，子供の性被害を知った親が子供のケアをしたいと思っても，親自身が大きなショック

を受けています。そして，親御さんも自分を責めています。「目を離すんじゃなかった。」

と。子供の成長は親の喜びですが，子供が性被害を受けた親御さんにとっては，子供の成

長は不安でもあります。「この子は，今は身に起きたことがよく分かっていないけれども，

思春期はどうなるのだろうか，結婚できるのか，恋愛できるのか。」，そのようなことを

ずっと不安に思うわけです。そうした親の不安や心配によって，家庭環境が不安定になる

ことがあります。性被害の影響で生じている子供の様々な行動が周囲に理解してもらえな

かったり，性被害に対する無理解やスティグマといったものが二次被害になったり，そし

て，家族自体も脆弱になるなど，派生的な問題が起きてくることがあります。 

  そのため，子供への性暴力は，被害者は子供だけではないということ，家族，特に親は，
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間接的被害者であって，親御さん自身も傷つくし，家族全体が傷ついていくということを

考える必要があります。 

  また，この図には，性暴力が起こる前の状態として，点線で「ネグレクト」という背景要

因を入れています。例えば，きょうだい間での性暴力の場合，性暴力が起きた時点から問

題が発生しているわけではなくて，そもそも，そういったことが起こりやすくなっている

状況として，親の目が届きにくいといったネグレクト環境があることも多い。そうなると，

きょうだいからの性暴力の影響だけでなく，ネグレクトによる影響もあるため，様々な影

響が重層的に重なっていく点も考えていかなければなりません。 

  最後に，幾つかデータをお示しして終わりにします。 

  【スライド９枚目】性交同意年齢についての検討に関して，まず，同意の要件を整理する

必要があります。単に，被害者も「いいよ。」と言ったとか，そういう点だけで同意の有

無を判断すべきではなく，様々な構成要件があるということです。 

  ここに示している定義は，性加害をした子供たちに，「あなたがしたことは相手の同意を

得ていないんだよ。」，「性的な関係を持つには同意が要るんだよ。」ということを教え

るためのテキストで説明されている文書です。「お互い何が起きているか分かっている」

とか，「これから何が起こるか分かっている」とか，そういう双方の理解なしに契約，つ

まり同意というのはできないのです。同意というのは非常に複雑なものですから，これが

できるのが何歳なのかということを考える必要があります。 

  【スライド１０枚目】現行の１３歳という年齢について，一般のイメージとしては随分成

長しているように思われやすいのですが，データで見ますと，様々な面で発達途上である

ことがわかります。例えば，これは日本性教育協会が１９７４年から６年ごとに続けてい

る全国調査なのですが，最新の２０１７年までのデータを見ても，中学生，つまり，１３

から１５歳までが含まれた子供たちの中で，性交経験がある子が５％を超えたことはあり

ません。つまり，２０人に１人にも満たないのです。クラスの中に１人いるかどうか。男

の子に至っては，４％あるか，ないかということです。高校生は，「今どきの子は。」と

見られがちですけれども，データで見ると，性交経験者は，１割，２割にとどまります。

大学生ですら半数程度の割合というのが実情です。 

  ただ，これは学校に通っていて，学校で調査を受けた子供の約４，０００人が対象です。

性体験がたくさんある子供たちは，この中に含まれていない可能性を考える必要がありま

す。学校をドロップアウトしたとか，あるいは，非行によって施設処遇を受けている子供

たちは，性体験が早い傾向があります。私が行った幾つかの調査では，小学５年生ぐらい

から初交が始まり，中学生ぐらいだと，７，８割の女の子は性体験があります。でも，性

交同意年齢をそこに合わせるべきではないでしょう。早期の性行動は，性被害体験の影響

による性行動の活発化であると捉える方がよいと思います。一般の子供の性行動はこのく

らいであるという実態について，まず理解しておく必要があると思います。 

  【スライド１１枚目】また，１３歳を迎えるまでの教育という中で，学習指導要領では，

性交同意の能力が育てられているのかも考えなければなりません。これは小学校５年生の

学習指導要領ですが，「受精の過程は取り扱わない」とされています。つまり，中学にな

って性教育すればよいという問題ではなく，小学校では受精の過程を学ばないまま，思春

期を迎えているのが現状です。さらに，発達心理学の観点から言うと，親密なパートナー
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シップが形成されるのは，思春期を過ぎてから，青年期の発達段階とされています。思春

期は自分に向き合うとか，自分の考えをきちんとつくるとか，そういったアイデンティテ

ィ形成を課題とする時期であり，責任のある性的なパートナーシップは，更に成長してか

らの課題となるわけです。 

  【スライド１２枚目】身体面の成長からみても，１３歳は初潮や精通が始まっていない子

もいる年齢です。こういった点から言うと，１３歳というのは見直しに値すると私は考え

ます。 

  【スライド１３枚目】最後のスライドは，本日，申し上げたことのまとめです。子供が加

害者になつくというのは，同意があるからではなくて，生得的なアタッチメントの行動に

過ぎないということ。怖がってくっついている場合もあるということをお伝えしました。

公訴時効についても，解離についての期間を考慮していただく必要があると考えておりま

す。 

○井田座長 ありがとうございました。大変豊かな内容をまとめてくださいまして，ありがと

うございました。 

  それでは，御質問ございますでしょうか。 

○齋藤委員 野坂先生，ありがとうございました。 

  時間もないので大きく一つ質問をさせていただきます。野坂先生がお話しくださった子供

の年齢は，比較的児童期ぐらいを想定されていたのかなと思うのですけれども，思春期，

中学生，高校生ぐらいの子供間の性暴力ですとか，あるいは思春期ぐらいの子供の被害認

識や大人からの被害に関するグルーミングの特徴などがございましたら教えていただけれ

ばと思っております。 

○野坂氏 思春期でも共通する点がいくつかあります。例えば，両者の間に力関係がある，カ

ップルであっても力関係があることが多くありますし，性暴力と思えないという被害認識

を持ちにくいことも共通しています。思春期の特徴としては，性暴力について「遊び」と

いうよりも，これは「恋愛」だからというふうに思い込んでいて被害認識が持てないとい

うことがあると思います。 

  グルーミングは，幼い子供に限らず，思春期の子供も巻き込まれやすいものです。幼い子

供に対するように「遊んであげる」という言い方はしなくなりますが，例えば，寂しい子

に声をかけてあげるとか，自分に自信がない子に「すごいね」と言ってあげるとか，そう

いう子供が求めている言葉や，家が安全でない子には部屋を提供してあげるとか，これこ

そが本人が欲しいものを与えているという点で手なずけ行為といえます。被害者の年齢に

よって，加害者が与えるものは違いますけれども，手なずけは思春期の子供にも行われて

います。 

○上谷委員 野坂先生，お話ありがとうございました。先生の御私見で結構なのですが，先生

は，法律改正に当たって性的同意年齢は何歳が適切だとお考えでしょうか。 

○野坂氏 具体的には申し上げにくいですが，発達・発育の点からも言えば，１３歳はどう考

えても早いと思います。最低１５歳以上，個人的には１７歳ぐらいが適正だろうと思って

います。なぜ，年齢を挙げにくいかというと，これは単に年齢の問題だけではなくて，教

育体系がどのようであるのか，子どもの同意能力を養うための教育がどのようになされる

かといったこともリンクさせて考えるべきものだからです。はっきり言って，今，性教育
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が全くといっていいほどなされていない教育体系の中では，何歳であっても性的同意能力

を持ちにくいようにも思います。もし１５歳であれ，１７歳であれ，性交同意年齢を変え

るのであれば，そこを目指した包括的な性教育，あるいは社会全体での教育を入れていく

ことを条件にする必要があると思います。 

○井田座長 それでは，更に宮田委員，そして小島委員から挙手がありますので，質問をまと

めてしていただいて，お二方に対してお答えを野坂先生にしていただくということにした

いと思います。 

○宮田委員 どうもありがとうございました。 

  一つ質問させていただきたいのは，子供間の性暴力もかなり見過ごせない問題であるとい

うお話でいらっしゃいますけれども，子供間の性暴力の割合はどのぐらいと考えたらよい

のか。また，性交同意年齢を上げることによって加害者である子供の行為が犯罪として処

罰されるということになることについての先生のお考えをお聞かせいただければと存じま

す。 

○小島委員 先生，どうもありがとうございました。大変勉強になりました。 

  私の質問は，まず監護者性交等罪というのがございまして，１８歳未満の者に対して現に

監護する者について，同意要件なく性犯罪にしますというのがあるのですけれども，この

監護者性交等罪について，何かお考えがあれば，伺いたいなと思います。実際問題，学校

の先生から被害に遭う子もいますし，男の子でも結構被害に遭っています。先生の御体験

から，監護者性交等罪について，御意見があれば伺いたいというのが一つ。 

  それから，先生が子供の被害を見ていらっしゃって，これは同意って言われても困ると，

１３歳以上だけれどもどうなのかなと思うような事案がございましたらば伺わせていただ

きたいと思います。 

○野坂氏 まず，子供間については，十分な実態把握が行われていません。相当見過ごされて

いるのは確かです。児童福祉領域，つまり，施設にいる子供たちについては少しずつ実態

が分かってきていて，決して珍しくない事案です。特に施設の中では，男の子同士の性問

題行動が，まれではなく起きていることが分かってきています。 

  また，子供間の場合，今日は「性暴力」，「性加害」という言い方をしましたけれども，

治療教育の中では「性問題行動」というふうに言います。例えば，幼稚園児がスコップの

取り合いになってポカッと相手の子供を叩いたからといって「傷害罪」と言わないのと同

じで，思春期前の子供たちが性的な手段で暴力を振るったとしても，それは問題行動では

あるものの，性暴力，性加害，ましてや性犯罪というふうにはみなしません。これは，支

援や教育をしていく上では非常に重要なことです。この会議は，法律のことを考える場で

すが，児童福祉の観点からも考えるべきです。諸外国では，成人の性犯罪処遇と子供への

福祉・教育・心理的支援というのは別物として扱われています。そのことを本日は十分に

お話できませんが，考えておく必要があるかと思います。 

  監護者については，その範囲をもう少し広げる必要があると思います。実際に，子供の教

育・養育に当たっている人を広く含むべきでしょう。何らかの指導に当たっていたり，習

い事の先生といったコーチの立場は，日常的にふだんの子供の子育てをしているわけでは

ありませんけれども，教育者であって，子供との立場の違いは歴然としています。むしろ，

子供は，教育者の方が親よりも言うことを聞くわけですから，監護者というよりも教育者
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をその範囲に入れるのが現実的だと思います。 

  最後の御質問の「同意と見られても困る」事案というのは，まさにその辺のところですよ

ね。教育者に子供が傾倒するというか，先生に師事するという意味での「ついていく」と

いうことと，「性的についていく」ということは，全く別物なのですが，しばしば先生を

慕っている，先生の指導を受けたいといってくっついていったことが，まるで性的にも同

意したかのようにみなされてしまう。両者の判別をきちんとするということがとても大事

だと思います。 

○井田座長 ほかの委員の方，更に何か御質問ございますか。 

○山本委員 貴重なお話をありがとうございました。 

  グルーミングについてお伺いします。子供をオンラインや，色々な状況で知り合って，手

なずけて信用させ，「面倒見てあげるよ。」とか，「君がいい子なのは，僕だけがよく分

かっているよ。」みたいな形で囲い込んでいくパターンのときに，子供が１３歳以上１８

歳未満で，暴行・脅迫もなく，抵抗もなく，そして，やり取りの中で迎合しているような

形で相手を怒らせないようにとか，あるいは気に入られているという立場から外れないよ

うにというふうにしている場合に，被害を受けていても，同意がなかったということが分

かられにくいと思います。症状的には非常に悪化する，体調が悪くなったりとか，日常的

な生活を送れないような状況があります。このような被害をどのように発見し，そして支

援につなげていけるのか，若しくは，これは同意がなかったということを証明していく必

要があるとお考えかお伺いできればと思いました。 

○野坂様 パワーというものを，単なる腕力だとか怖がらせる言動だけではなく，非常に巧妙

な操作ないしコントロールも，パワーの行使であるということが，もっと広く知られるべ

きだと思います。 

  そういう点で言いますと，今，山本さんが例に挙げたような，いろいろな巧妙なやり方が，

洗脳みたいなものであって，心理操作みたいなものであることが理解される必要がありま

す。そうしたコントロールは，対等な関係で行われるコミュニケーションではない。そう

した理解が社会で共有されていくことが重要だと思っています。 

  最後に，今回は法律についての検討なので，余り関係ないかもしれないのですけれども，

子供を育てるというのは，犯罪に巻き込まれないようにすることがゴールではないという

こと。子供への性暴力を考えるときに，防犯の面だけではなく，子供が寂しさや孤立を感

じないようにしていく社会の在り方も併せて考えていくべきだというふうに思っているこ

とを申し添えます。 

○井田座長 それでは，時間も参りましたので，ここで終了させていただきたいと思います。 

  野坂様には，お忙しいところ非常に有益なお話をいただきまして，誠にありがとうござい

ました。また，時間の関係でせかしてしまいまして大変申し訳ございませんでした。 

  今日のお話，そしてまた資料，我々更に勉強させていただき，今後の議論に役立たせたい

と考えています。重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

○井田座長 ４番目は仲真紀子様です。司法面接についてお話をいただきます。 

  仲先生には，本日御多用のところ御出席くださり，誠にありがとうございます。検討会の

座長を務めております井田と申します。本日はヒアリングに御協力くださり，心から御礼

申し上げます。 
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  まず仲様から１５分程度お話をお伺いし，その後，委員の皆さんから質問があれば，１０

分程度御質問させていただくということにしたいと思います。 

  それでは，よろしくお願いいたします。 

○仲氏 では，始めたいと思います。 

  【心理学的知見に基づく子供の供述特性と司法面接：スライド１枚目】（以下，仲氏発言

部分中の【 】内は，全て同資料のスライド番号。）心理学的知見に基づく子供の供述特

性と司法面接ということで１枚目になります。 

  【スライド２枚目】２枚目に概要です。なぜ子供は特別か。そして，その中でも特に暗示

にかかりやすい傾向性という被暗示性の問題，それから精神的な二次被害を受けやすいと

いうことについてお話しします。 

  次に司法面接の概要としまして，自由報告と構造です。なぜ自由報告，自発的にたくさん

話してもらうかというと，多くの誘導や暗示が「パパにやられたの？」みたいな具体的な

内容を含む質問によって与えられてしまいますので，こういった質問をできるだけ排除し

て，本人にたくさん話してもらうということをします。ただ，子供さんを呼びまして，

「はい，自由にどうぞ」と言いましても子供さんはすぐにたくさん話してくれるわけでは

ありませんので，面接を構造化，段取り化しまして，挨拶，そしてお約束事，それからラ

ポール形成と言いますけれども，話しやすい関係性を築き，そして思い出して話す練習を

して，本題に入るということをします。 

  このようなことをお話ししたいと思います。時間がありましたら，子供の証人についても

お話しします。 

  【スライド３枚目，スライド４枚目】まず，なぜ子供は特別かということなのですけれど

も，司法面接がつくられてきた過程を見ますと，多くのえん罪があったということがあり

ます。有名なのは，クリーブランド事件。イギリスのクリーブランドで１９８０年代です

が，５か月の間に１２５人の子供が親から性的な虐待を受けているとして保護された。大

変大きな数でして，これに調査が入った。その結果，聞き取りの仕方が適切ではない。熱

意の余り，誘導的な質問をして，子供がみんな被害に遭ったと言うようになってしまった

ということが明らかになり，全員家に戻されました。 

  その下にありますのはアメリカの事案ですけれども，やはり似たようなことがあった。 

  【スライド５枚目】これは，日本のある事例の判決文から引用させていただいているもの

ですけれども，裁判官がこんなふうに述べておられます。 

  子供たちが暗示や迎合により体験していない事柄を供述した疑いを残すというほかない。

捜査機関が当初の聴取の際，児童らに暗示・誘導なく自ら話してもらい録音・録画し，お

母さんからも子供が供述を始めた状況を誘導なく詳細に聴取して録音・録画しておけばよ

かったのだけれども，というふうなことが判決文に書かれています。 

  【スライド６枚目】こういった事案に見られる，一般的なやり取りとはどういうものか。

これは架空の例でして，作ったものなのですけれども，こういったやり取りがよく見られ

ます。 

  仮にお母さんが自分の子供が学校でいじめに遭っているんじゃないかなというふうに疑っ

て聞いてみた。こんなふうな例を考えてください。「典型的な事例」と書いてあるところ

です。 
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  お母さんが子供を呼びまして，こういうふうに聞きます。「ねえ，クラスの××君に叩か

れたことある？」。子供がすぐに話さないと，「お友達のお母さんから聞いたんだけど。

怒らないからちゃんと話して。××君，叩くの？」。子供が答えないと，「××君，叩い

た？叩いたりしたかな？」。こうやって聞いてしまいます。 

  子供がどこかの時点で「うーん，当たったかな。」みたいな少し曖昧なことを言うと，

「やっぱりそうなのね。どこ叩かれたの？いつ叩いたの？」，こうやって聞いてしまう。

子供が黙ってしまいますと，「話してくれないと大変なことになっちゃうよ。××君叩いた

のね。」と言って，「うん。」という返事を得たりします。 

  これでお母さんは，××君が叩いたのだと思うかもしれないですけれども，多くの問題が

あります。実際に何か問題となるようなことがあったのであれば，被疑者の名前，「××」

と書いてあるところや，あるいは問題となる行為，「叩く」ということは子供本人に言っ

てほしい。でも，この場合はお母さんの方から「××君に叩かれた？」と重要な言葉を言っ

てしまっています。 

  また，こういった「××君，叩くの？」みたいな質問，「はい」か「いいえ」で答える質

問を，右に書いてありますように「クローズド質問（閉じた質問）」と言います。これを

繰り返しますと，「××君，叩いたの？」「××君に叩かれた？」，こういった文言がどん

どん子供の頭に送り込まれてしまう。かつ，「怒らないからちゃんと話して。」とか「大

変なことになるよ。」というようなことを言って圧力をかけ，またよくないのは，「当た

った」と言っているのを「どこ叩かれたの？」と言い換えてしまっているということです。

「当たった」を「叩く」とか，「当たった」を「押した」とか，「当たった」を「触った」

というふうに言い換えてしまう，ということが見られます。 

  【スライド７枚目】このように特定の仮説に基づいて話を聞いていくと，子供の被暗示性，

実際には体験していないのに，体験したかのような気がしてきてしまう傾向性が高まって

しまうということがあります。 

  私どもの研究室を含め多くの研究室で研究が行われていますが，Ｂｒｕｃｋ先生たちの研

究を御紹介します。 

  この研究では，子供たちに実際にあった体験，実際にはなかった体験を数回聞いてみると

いうふうなことをした。あった体験については，子供さんはお話しできるわけですが，な

かった方の体験も数回話を聞いているうちに，ほぼ全員の子供が「あった」というような

ことを言い始めた。なぜこういった，体験していないのに体験したかのような気がしてき

てしまうということが起きるのか。一つは青で書いています「社会対人的な格差・圧力」

です。大人，お母さん，お父さん，あるいは学校の先生，あるいは教師が聞く。子供にと

っては絶対的な権威者ですから，「こういうことあった？」「あったんだね？」なんてい

うふうに言われれば受け入れてしまうということが容易に生じます。 

  【スライド８枚目】もう一つは，次のスライドの認知発達の問題。箱で書いてありますよ

うに，言葉で説明できる記憶は大きく二つの種類，いわゆる知識である意味記憶と，体験

の記憶，つまりエピソード記憶に分けられます。 

  例えば，「お父さんは乱暴な人です」みたいなことは，いわゆる知識，意味記憶です。

「お父さんが昨日私を叩いた。鼻血出ちゃった。」みたいなのは体験の記憶，エピソード

記憶です。 
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  事実調査，司法面接の目標となるのは，エピソード記憶ということになります。何があっ

たかを明らかにしたいわけです。ただ，このエピソード記憶の発達には，大変時間がかか

りまして，そもそも知識の発達に比べて，エピソード記憶は遅く発生する。そして，１０

年もかかるような期間を経て，だんだんと発達していくということがあります。 

  １回だけの体験を全部まとめて，見たもの，聞いたもの，感じたもの，みんなまとめて記

憶に残しておかなくてはいけないので，エピソード記憶は大変高度な記憶ということにな

ります。 

  スライドの下にピンクで書いておりますけれども，このエピソード記憶。例えば私の体験

という意味で，自己への気付きであるとか，また，お母さんが言ったことではない，先生

が言ったことでもない，私の体験なのだというような情報源の理解であるとか，「メタ認

知」，これは一段上から自分の心の状態をモニターしたりコントロールしたりすることを

言うのですが，私の記憶は正確だとか，これは曖昧だとか，こういったメタ認知能力とも

大変つながりが深くて，こういった能力も就学前，学校に入る前から徐々に何年もかけて

発達していく。こういった能力がエピソード記憶と関わっている。 

  子供時代というのは，そういう意味でエピソード記憶がまだ脆弱であり，容易に人から言

われたことと自分の体験が混じってしまうというふうなことがあるわけです。 

  こんなふうにして社会対人的なこと，認知的なことによって被暗示性が高まってしまいや

すいということがある。 

  【スライド９枚目】次に，精神的な二次被害です。 

  これは聞き取りの文脈でお話しします。やけどしたとか骨が折れたということがあります

と，福祉の機関に子供はかかってくる。それから，事件性があれば警察，検察，そして，

裁判で主尋問，反対尋問というふうに聞き取りが行われるわけです。 

  この黒丸をそれぞれの機関で行われる聞き取りだと考えてください。 

  一番上のライン。これは子供の軸というふうに考えていただければと思うのですが，何度

も何度も何度も話を聞かれる。これ自体，子供さんの供述を不正確にします。 

【スライド１０枚目】さらに重要なのは次のスライドにあります「法的手続により引き

起こされる外傷的敏感症状」と呼ばれる，オーストラリアの研究者，Ｆｕｌｃｈｅｒ先生

が言っている症状です。聴取を繰り返すと心的な外傷の症状が加算的に悪化してくる。ま

た，継続して聴取すると，前はなかった症状，例えばＰＴＳＤ，後外傷的な症状ですとか，

身体的な症状が現れる。これは大変重篤で，鬱を発症したり，中には自死を選んでしまう

方も生じるぐらいの重さということがあります。 

  【スライド１１枚目】こんなことから，次のスライドですけれども，２０１５年（平成２

７年）に，厚労省，警察庁，最高検がこういった事実の聴取は１回で，あるいは，できる

だけ少ない回数で一緒にやりましょうねというふうに言われたのは大変よかった。多機関

連携による協同面接，代表者聴取が始まってよかったということになります。 

  以上，司法面接がなぜ必要かということをお話ししました。 

  【スライド１２枚目，スライド１３枚目】次に，司法面接の概要です。 

  司法面接ができてきたいきさつですけれども，司法面接が法的システムに入ってきたのは

１９９２年です。クリーブランド事件などを受けて，英国でガイドラインが作られました。

赤い冊子として示されているものです。これは，英国の供述弱者に対する特別措置の一つ
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として作られました。証人が１６歳未満である場合，つまり被害者であるとか目撃者が１

６歳未満である場合，子供から話を聞くのは難しいので，初期に録音・録画面接を行って，

これを主尋問の代わりに使うというものです。 

  その後，２００１年，２０１１年に改正が行われまして，今は「Ａｃｈｉｅｖｉｎｇ Ｂ

ｅｓｔ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ」というふうに言いますけれども，対象となる子供の年齢が引

き上げられた。以前は１６歳だったのが１８歳未満の子供となり，加えて，大人であって

も知的，精神，それから身体障害を持っておられる方，そして一定のカテゴリーに含まれ

る性的被害が疑われるケースでは，大人であっても，この司法面接を行って，それを主尋

問の代わりにするということが可能になった。そんな特別措置というわけです。 

  【スライド１４枚目】司法面接の目的です。 

  早い時期に，自由報告を重視した面接を原則として１回だけ行って，録音・録画する。こ

れは事実の調査であって，カウンセリングではない。供述の変遷や精神的二次被害を防ぐ

ということになります。 

  ここで，先にいただいていた二つの御質問にお答えします。 

  「治療により証言が変わるという指摘もある。どうすれば被害者が保護され，有用な証拠

が得られるか。」本質的な御質問です。事実調査というのは過去向きの，過去の出来事を

正確に思い出してもらうことです。カウンセリングとか治療というのは，未来の回復に向

けて変容を促すということになります。ですので，カウンセリングと事実確認，両方とも

必要なのですけれども，順序で言えば，できるだけ早い時期に，記憶が失われる前に事実

確認を正確に行って録音・録画し，その後，速やかにセラピー，カウンセリングに入って

いただくのがいいということになります。裁判になるまで待っていてもらうというのは，

避けなければなりません。 

  それからもう一つ，「障害等を有しておられる方や成人被害者の通常の事情聴取に使える

か。」これも重要な御質問です。使えるわけでして，正にそういったことがイギリスなど

では行われています。 

  知的障害を持っておられる被疑者に使うということもイスラエルなどでは行われています。 

  【スライド１５枚目】さて，典型的な司法面接室です。 

  左側の面接室で，面接者，被面接者が１対１で行って，右側のモニター室で，多機関連携

でこれをサポートします。こうすることで子供はいろいろな機関に行かなくて済むという

わけです。 

  「いつ」，発覚から１週間以内程度で。 

  「どこで」，安心できる，こういった面接室で。 

  「誰が」，トレーニングを受けた人がチームで。 

  「どのように」，計画を立て，司法面接の方法で，時間は年齢掛ける５分程度が適切だと

考えられています。そして録音・録画するということになります。 

  【スライド１６枚目】次のスライドにあります一つの写真は，司法面接の一室です。 

  【スライド１７枚目，スライド１８枚目，スライド１９枚目】さて，次に手続です。 

  大事なところは赤で書いてあります自由報告と，その下に書いてあります質問。足りなか

ったら質問で補うということになります。でも，いきなり自由報告は求められませんので，

挨拶やグラウンドルール，話しやすい関係性を築くラポール形成，そして，思い出して話
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す練習などをして本題に入る。終わりのところも，「はい，さようなら」ではなくて，質

問を受け，感謝しておしまいということになります。 

  幾つも司法面接の方法はありますけれども，いずれも同じような構造を持っています。 

  【スライド２０枚目】さて，あと少し時間がありますので，法廷での子供のことをお話し

したいと思います。 

  【スライド２１枚目】私はかつて，法廷での子供の証言，７９０発話を分析したことがあ

ります。グラフのピンクのところが，子供が自分の言葉で話しているところ，全体を通し

て３分の１くらいしかありません。あとの３分の１はグラフの薄いグレーのところですけ

れども，「はい」「はい」「はい」だけ。あとの３分の１はグラフの濃いグレーのところ

ですが，「分かりません」「覚えていません」，あとは黙して語らずです。ですので，法

廷で子供が話しているのは，この事例では僅か３分の１。こういうことを考えますと，英

国での次のような実践は大変示唆的かなと思います。 

  【スライド２２枚目】このスライドのＯＬＤ ＢＡＩＬＥＹ，刑事法廷の中に，供述弱者

のための待合室や閉回路システムで尋問を受ける部屋があります。 

  【スライド２３枚目】ある事例を紹介したいと思います。この事例では，９歳の目撃者，

証人が証言をしました。１日目が主尋問です。裁判官から陪審員に，「９歳の子供であり，

子供から話を聞くのは大変難しいので，既に司法面接が行われている。」「これからその

司法面接の録音・録画見ますよ。でも，録音・録画と思わないで，そこにいる証人の話を

聞くように思って聞いてくださいね。プレイバックはしませんよ。注意を集中して聞いて

ください。」と告げる。こんなふうにして録音・録画を示すことで主尋問が行われた。 

  この主尋問の後，翌日の反対尋問について裁判官から陪審員に説示があります。「明日は

子供が反対尋問のために来ますけれども，遅刻しないようにしてくださいね。２０分ぐら

いで疲れると言っているので，遅刻しないように。」などと言っています。 

【スライド２４枚目】また，裁判官が陪審員に，「閉回路システムで面接を行いますよ」

というようなことを言っています。 

  次に興味深いのは，裁判官が，検事や弁護人にも「私たちは，人から『こちら何々裁判官

です』みたいにして紹介してもらうことが多いじゃないですか。でも，明日は子供が来る

からファーストネームで３人順番に自己紹介しましょうね。」というようなことを言って

います。 

  また，尋問方法については，仲介者という専門家と立会人が子供に付き添うのですが，こ

の人たちが，子供の様子を見てくれているわけです。裁判官は「仲介者が２０分ぐらいで

疲れると言っている。なので，休憩をたくさん取りましょう。」とか，「言葉が分かりに

くかったら，この仲介者が言い直してくれますからね。」みたいなことも言っています。 

  あと検事さんから，「この写真を出したらちょっと精神的によくないのではないか」とい

うような議論もあって，結局いろいろ考えて，白黒の図面だけを用意したけれども，それ

は使わなかった。 

  【スライド２５枚目】反対尋問の当日です。 

  この日は，裁判官，検事，弁護人は，かつらを外してガウンも取ります。これも特別措置

の一つです。裁判官から子供に対して幾つかのグラウンドルール，約束事をお話しします。 

  そして，１０時半から１２時１５分まで反対尋問は行われたのですが，２０分ぐらいで休
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憩ですから，正味６０分ぐらいでした。終始，尋問者は，ゆっくり，はっきり，間を取り，

短い質問をする。子供はリラックスしており，最後は，裁判官がにっこり笑って，「今日

はどうもありがとう」と言って終わりになった。こんな事例でした。 

  こういうことが日本でも起こるということがあれば，これは子供のみならず，当事者全て

にとって有益ではないかというふうに思います。 

  【スライド２６枚目】二次被害の事例であるとか，ＤＶＤ採用事例の新聞記事を参考とし

てつけました。 

  以上です。 

○井田座長 それでは，御質問ございますか。 

○中川委員 仲先生には，司法研修所でも度々御講演をいただいておりますし，また今年には

東京地裁でも御講演をいただいておりまして，ひょっとしたら，そこでの質疑とかぶるか

もしれませんけれども，一つ，イギリスの事例を御紹介いただきましたので，その関係で

質問をしたいというふうに思います。 

  スライドの２３から２５にかけてのところで，イギリスでは司法面接ＤＶＤを主尋問の代

わりに使っていると。子供は反対尋問のために法廷に出てくるときに，司法面接を自分も

見ているということのようなのですけれども，子供からすると，司法面接をした時期と反

対尋問をした時期にブランクがあると思うのです。いきなり反対尋問をされると，子供に

とっては戸惑ってしまうとか，そういうようなことはないのかなと思いまして，反対尋問

をスムーズに始めるためにどのような工夫がされているか，もしも御存じだったら御紹介

いただければと思います。 

○仲氏 私が知っている限りでは，「子供は司法面接，主尋問となっているものをあらかじめ

見ています」というふうに裁判官はおっしゃっていましたので，そういう準備があるかな

というふうに思います。ですので，この事案に関して話を聞かれますよということは理解

していると思います。でも，分からないことは，「分からない」と言っていいということ

を子供は約束事として提示されているということになります。 

  ほかに，例えばどんな資料を見せられているのかというような細かい内容は分からないの

ですけれども，少なくとも子供は自分が証言した，その証言のＤＶＤは見ているというこ

とです。そういうふうにして記憶を喚起しているのかなというふうに思います。 

○宮田委員 日弁連の供述分析研究会ではいろいろとありがとうございました。 

  先生の御指摘の中で，子供の記憶が汚染されないよう，被暗示性の高さを考慮して司法面

接がなされるというお話があったのですが，例えば，家族の間においてこういう被害があ

ったのではないかという形で随分長い間話がされ，記憶が汚染されるというような場合は

ないのだろうか。そういうときに，この司法面接がどの程度，真実性を発見し得るのかに

ついて教えていただければと思います。 

○仲氏 二つあると思うのですけれども。 

  まず一つは，司法面接は魔法の鏡のようなものではなくて，ある時点で子供がこういう手

続に入ってきた，その段階で，その時点でできるだけ正確な方法で子供が言ったことを聴

取しておきましょうということなのです。ですので，子供が言ったことが正確だとか，正

しいということではなく，飽くまでも，この子供に自発的に話してもらったことを基に，

外部の情報によって，それが補助されるのか，されないのかということを判断していくと
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いうことになります。 

  ですので，そういう手続だというふうに考えていただけるといいかなというふうに思いま

す。 

  あと，こうやって司法面接のような形で録音・録画するということになると，おのずと事

前の初期・初動調査であるとか，家の中での聞き取りが問題になってくるわけです。裁判

では，被告人側の弁護人から言えば，事前にどういうやり取りがあったのかというのは反

対尋問で確認されるべき重要な事柄であるし，また捜査機関などにとってはできるだけ事

前の汚染がないように図っていくということになるのかなというふうに思います。 

  ですので，子供が言ったことが全て正しいとか，そういうことでは全くないのです。 

○小島委員 先生，貴重なお話をありがとうございました。とても勉強になりました。 

  ２点ほど伺いたいのですけれども，まず，司法面接が，何歳ぐらいの子供に対して主とし

て行われているのか実情を伺いたいと思います。 

  それから，別な司法面接の方法というのがあるということを聞いたことがございます。山

田不二子先生などチャイルドファーストジャパンの先生たちと，仲先生とは司法面接の方

法がかなり異なっていると伺いました。例えば性器のある人形を使用して，道具を使って

分かりやすく聞くというような司法面接の方法もあると伺ったのですけれども，先生はそ

ういう方法は望ましくないとお考えになっていると伺っております。ほかの方法との比較

について先生の御見解を伺いたいと思いました。ある程度の年齢のいった子だったら道具

を使ったりしてもいいのではないかと思ったものですから。 

○仲氏 一つ目ですが，何歳ぐらいからというのは，大体エピソード記憶が語れるようになっ

てくる，断片的にでも報告できるようになってくるのは３，４歳ですから，２歳の子供に

行うというのは余り意味がないわけです。出来事の報告を求めるということになります。 

  上の年齢というのは，何ができるからとかいうよりは，あるいはどういう能力が獲得され

たからというよりは，もうむしろ法的に決めるということが妥当かなというふうに思いま

す。日本では今のところ，二十歳になるまでは保護される存在というふうに考えられます

ので，二十歳までは供述弱者の扱いになるというふうに考えるのか，あるいは，少年法の

ような形で１６歳とか１４歳というのもあり得るかなと思います。 

  でも，イギリスがこれまで１６歳としていたのを２０００年に入って１８歳に引き上げた

というのは，そしてまた子供だけではなくて障害を持っておられる大人とか，性的な被害

を受けた大人にまで拡張しているのは，これは一つの大きなメッセージかなというふうに

思います。要するに人に優しい方法，科学的に妥当な方法は，誰にとってもよい，供述を

得るというのに役立つということかなというふうに思います。 

  あともう一つ，主要な二つの方法についてですが，今，日本では，アメリカのＮＩＣＨＤ

（小児保健・人間発達研究所）というところで作られたプロトコル，手順書を私たちは紹

介しておりまして，あと山田不二子先生たちがＣｈｉｌｄＦｉｒｓｔのプロトコルをチャ

イルドファーストジャパンというＮＰＯで紹介しておられるということがあります。 

  ＣｈｉｌｄＦｉｒｓｔのプロトコルの基となったＲＡＴＡＣは私も受講したことがあるの

ですけれども，種々ある面接法は異なるものではなくて，どれもラポール形成を行い，そ

して本人にたくさん話してもらって，足りなかったら確認をして，感謝して終わりにする。

子供から正確な情報を傷つけないように聴取するというふうなことで，全く構造的には同
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じというふうに考えていただく方がいいかなというふうに思っています。 

  ただ，チャイルドファーストの方法はトレードマークがついていますので，そこに版権と

かもあったりするわけです。 

  ＮＩＣＨＤの方は，Ｌａｍｂ先生，Ｈｅｒｓｈｋｏｗｉｔｚ先生，私たちもそうですけれ

ども，在野の研究者が作ってきた，実証的に調査・確認をしてきた方法を提示していると

いうふうなことです。そういう意味ではどなたでも使えるし，そんなに難しい方法ではな

いということになります。 

  人形，ダイヤグラムにつきましては，いろいろな立場があるのですけれども，近年の多く

の研究が，年齢が低い子供ではファンタジーや誤った情報を引き出す，あるいは年齢が高

ければ，言葉で話しても，人形を使っても，出てくる情報は変わらないみたいなことを示

していますので，具体的な情報を示すことは大体全般において誘導暗示になり得るので，

使わないで済むのであれば，使わないでいったらどうかなというのが一つの提案というわ

けです。全然駄目ですよとか言っているわけでは全くありませんので，御安心いただけま

したらと思います。 

○井田座長 まだまだ御質問がありますので，ここからは委員の皆様からの御質問を続けてお

伺いし，一問一答ではなく，仲先生にまとめてお答えいただくということにしたいと思い

ます。 

○上谷委員 貴重な御意見，ありがとうございました。 

  まずは先生の御経験とか研究で御存じだったら教えていただきたいのですけれども，司法

面接によって，それで主尋問に代えられた場合に，反対尋問が行われて，反対尋問によっ

て司法面接の結果が崩れてしまったケースがあるのかどうか。また，それがあった場合に，

再主尋問というのはどのように行われているかということを御存じであったら教えていた

だきたいと思います。 

○川出委員 今日はどうもありがとうございました。 

  御報告の中で，現在，我が国で行われている協同面接について，こういうことが始まって

よかったということをおっしゃっておられました。司法面接の目的としては供述の変遷と

二次被害を防ぐという点が挙げられていましたが，協同面接によって聴取の回数は減りま

すので，二次被害を防ぐという点は，ある程度達成できていると思うのですが，もう一つ

の供述の変遷を防ぐという点，これは要するに供述の信用性を確保するということだと思

いますが，その観点から，先生は現在の協同面接をどのように評価しておられますか。そ

の上で，現在のやり方について何か改善すべき点があるかどうかについて先生のお考えを

お聞かせいただければと思います。 

○齋藤委員 仲先生ありがとうございました。 

  私が聞き漏らしたのかもしれないのですけれども，イギリスで障害を持った大人や，性的

な被害を受けた大人にも適用されるようになったということでしたが，なぜ傷害とか殺人

とかではなく，特に性的な被害に対して適用になったのかということについて教えていた

だけますと有り難いです。 

○井田座長 では三つの，委員の方の質問をまとめてで大変恐縮ですけれども，お答えいただ

けますか。よろしくお願いいたします。 

○仲氏 一つ目，反対尋問で崩れた事例はあるか。確かにあります。実際，ＤＶＤに残ってい
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るやり取りがありますので，これを見て誘導がかかっているなとか，あるいは変遷がある

なというようなことがある意味客観的に示せるわけですので，これを御覧になった裁判員，

裁判官の方たちが，子供さんの供述，信用できないというふうな判断をされた。そういう

ものもあったりいたします。 

  これが面接の仕方がよかったらどうなのかとか，いろいろ可能性はあるわけです。本当は

被害はなかったのだということもあり得るわけですけれども，それが全て，裁判の場で議

論され，子供さんの供述は信用できなかったというふうに判断された事例というのはある

わけです。そういう意味では，司法面接は判断のすごく重要な材料にもなり得るというこ

とになります。 

  それから，２番目の供述の正確性を上げるための協同面接。これは２年ぐらい前に厚労省

の助成を受けた調査会社が調査をしていまして，大体協同面接は１０日以内ぐらいには７

割ぐらいは行われているようなのです。記憶は，なだらかなスロープのように下がってい

くのではなくて，初期にくっくっくっと下まで下がって，あとなだらかに行くというふう

な特性を持っていますので，できるだけ早く三者が集まって行うというのは大変いいし，

あと繰り返すことで変遷が生じますので，それがなかったのはとてもいいということにな

ります。 

  真実は何かというのは，神のみぞ知るの世界ですから，どういうふうにして正確な情報に

たどり着けるかというと，誘導をかけないで本人に話してもらう。それを客観的な証拠と

照合させるというふうなことしかないわけです。 

  そういう意味では，忘れちゃう前に，初期にこうやって記録ができる，何度も何度も聞か

ないで記録ができるというのは大変重要なことかなと思います。 

  改善点はないかということだったのですけれども，今は三者集まって，誰が面接官になる

か。大体は検事さんがなられますけれども，検事さんも大変よく研さんを積んでおられて

いいのですけれども，今後，場合によっては，トレーニングを受けた方がワンストップの

ような所にいて，そこにみんなが集まって，例えば鑑定人が面接をするみたいな形で，子

供の専門家が面接をし，その結果を裁判やその後の支援で使うというふうなこともあり得

るのかなと思ったりもいたします。つまり，特定の個人が，経験者が面接者となっていく

というのもあるかなというふうに思います。 

  ３番目です。なぜ性的な被害か。性的な被害というのは１対１であり，言葉がメインの証

拠であり，かつ，その重さが大変大きいということになるわけです。同様に，トラウマに

なるものとして，例えばひどい暴力を受けたとか，殺人を目撃したというのもあると思う

のですけれども，大体そういう多くの事案では外的な証拠があることが多い。これに対し

て性的な被害というのは，そういう物的な証拠が見つかりにくく，言葉による供述という

のをいかに正確に取るかということが大変重要であり，かつ，トラウマになりやすいとい

うことがあるかなと思います。 

○井田座長 仲先生，お忙しいところ大変有益なお話をお伺いできて，本当にありがとうござ

いました。また，時間的に少しせかしてしまって大変申し訳ございませんでした。 

  先生に分かりやすいお話をいただいたばかりではなくて，貴重な資料もたくさん御提供い

ただきました。私どももこれをよく勉強して，今後の議論に役立たせたいと思っています。

検討会を代表しまして，重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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 本日予定していた議事につきましては，これで全て終了いたしました。 

  議事の公開等についてお諮りしたいと思います。 

  本日は，１番目の西岡氏のヒアリングにおいて，御発言にありましたけれども，関係者の

プライバシーに係るお話がありましたので，プライバシー保護の観点から該当部分につい

ては非公表としたいと考えております。 

  また，本日２番目の岡田氏のヒアリングの提出資料のうち，一部の写真につきましては公

表に適さないと思われますので非公表とさせていただきたいと思います。 

  それ以外についてもヒアリング出席者の御意向を改めて確認の上，非公表とすべき発言，

あるいは提出資料がある場合には該当部分を非公表としたいと考えております。 

  具体的な範囲とか，議事録，あるいは提出資料をどういうふうに記載するかにつきまして

は，これもまた相手方との調整もございますので，私に御一任いただければと思います。

よろしいでしょうか。 

 （一同了承） 

○井田座長 それでは，そのようにさせていただきたいと思います。 

  では，次回以降の予定について事務局から御説明してもらいます。 

○岡田刑事法制企画官 第３回会合は，７月９日木曜日，午前１０時からの開催を予定してお

り，本日に引き続きヒアリングを実施する予定です。次回会合の方式もウェブ会議システ

ムを用いた方式で開催する予定です。 

○井田座長 私の不手際で時間がかなり延長しまして，大変申し訳ございません。本日はこれ

で閉会といたします。どうもありがとうございました。 
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（アルファベット順・共同作成） 

 

はじめに 

 

 2017 年の刑法の改正は男性の性暴力被害者にとっても大きな変化でした。特に旧強姦罪

では被害者となり得なかった男性被害者が強制性交等罪で保護されるようになったのは大

きな前進でした。 

 しかし、男性の性暴力被害に対する社会的な認知の低さや偏見、それに伴う諸機関の理

解不足などによって被害を申告しにくい状況が続いています。また、現行法には被害者に

とって様々な問題が残されています。例えば、強制性交等罪の暴行・脅迫要件、地位関係

による性暴力被害、性交同意年齢などをあげることができます。 

 本配布資料では男性の性暴力被害者を理解するための参考資料として、また、性暴力に

関わる刑法の議論に役立てていただくため、男性被害者を中心に作成しています。 
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1. 男性の性暴力被害の概要 

 

 男性の性暴力被害は社会的認知が乏しく偏見が強くあり、また支援も乏しい状況にあ

る。刑法の改正によって、男性も旧強姦罪にあたる強制性交等罪で被害者として認められ

るようになった。これに伴って様々な機関や調査でも男性が挿入される、また、挿入を強

要されうる性暴力被害者であるとして修正を始めているが、まだ十分ではない。 

 男性は加害者だという強固な偏見があることが社会的な偏見に繋がり、被害当事者の沈

黙や困難さにもつながっている。 

 また社会には「レイプ 神話」という事実とは異なる偏見が男女の被害者に対して存在

している。男性のレイプ 神話には以下のようなものが指摘されている。 

 

1. 男性が性被害に遭うはずがない。 

2. 性的な被害に遭う男性はゲイ（同性愛者）である。 

3. 女性が性的な加害行為をするはずがない 

4. 性的な被害を受けることでその男性はその後ゲイになる 

5. 性的虐待を受けた男児はその後、自らも性的虐待を行う男性に成長する 

6. 性的な被害を受ける男性は、男らしさに問題がある 

7. もし暴力行為が伴わなければ、男性は性的被害に遭いそうになっても抵抗できるはず

である 

8. 性的被害に遭いそうになっても抵抗しない男性は、その行為を望んでいる 

9. 被害を受けた時に勃起・射精などの性的反応が起こったら、彼もその性的行為に同意

していたといえる 

（岩崎, 2009; Struckman-Johnson, 1992; Turchik & Edwards, 2012 で挙げられているも

のより作成） 

 

これらは、全て偏見であり、間違いだが、これと同様な見方はまだ社会に持たれていると

思われる。 

 

1-1 男性被害者の数 

 

 日本で調査されている男性の性暴力被害を概観すると、確かに女性に比べて男性の被害

は少ないようだが、これらの量的な調査から明らかなことは、男性が性暴力被害を受けて

おりそれが無視できない数あるという点である（表 1参照）。 

 日本では大規模な調査が行われていないため、確実なことは言えないがこれらの調査か

らは、一般男性の 0.4％〜1.5％がレイプ相当の被害を受けているようである。また、何ら
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かの性的な被害体験は 20〜30％ほどで、男性が性暴力被害を受けることが少なくないこと

がわかる。 

 比較的調査対象の数が多いイギリスとアメリカの調査をみると、イギリスでは Home 

Office Research Study 276 によれば、男性の 1.5％が人生のある時点で深刻な性的暴行

を受け、0.9％がレイプされたと報告されている。また、アメリカでは、Black et al. 

(2011)の報告によると、男性の 1.4％がレイプ 被害の経験がある。 

 しかし、質問項目がそれぞれの調査で一貫しておらず、男性の性暴力被害の実態を正し

く反映していない可能性があることに注意する必要がある。さらに、レイプ や性暴力の

定義の仕方によっては、その間に 3倍もの違いがあることも報告されている（Marsil & 

McNamara, 2016）。したがって、これらの調査から明らかになっている数値以上に男性の

性暴力被害者がいる可能性が高いと思われる。 

  

1-2 男性の性暴力被害者が置かれている社会状況 

 

男性の性暴力被害は偏見を持たれやすい被害である。この背景には、「男らしさ」・

「女らしさ」といった、性別によって期待される振る舞いや、異性愛の性行為関係が前提

とされていることをあげることができる。これらによって、レイプ 神話は作られてお

り、それに当てはまらない出来事の矮小化や、否認（レイプ神話的理解を変えられない社

会が被害事実自体を認めないこと）が生じる。このことを事実と偏見的な理解に分けて表

にまとめた（表 2参照）。 

 性行為では、男性が性的に能動的であるという「男らしさ」を前提にした見方によっ

て、身体反応や、挿入－被挿入の関係が理解されている。実際には、身体反応は反射的に

起こるものであるが、挿入の主体となる能動性とつながることによって「本当は望んでい

たのでは」という誤解を生じさせ、挿入を強要される被害を理解させがたくしている。 

 加害者の属性では、性指向や性欲が動因になっているという偏見から、加害者は男性で

同性愛だろうという見方によって、女性の加害は認識されがたく、強い加害者と弱い被害

者という構図の中で見られてしまっている。 

 被害者の属性では、性指向の問題として見ることや、また例えば筋骨隆々な人であれば

力で抵抗したのかどうか、またその抵抗が及ばないほど加害者の力が強かったのかといっ

た、「男らしさ」に関わる期待された振る舞いをしているかどうかによって、その被害の

認識のしやすさを決めている。偏見的な理解が一般的なため、それに当てはまらない被害

事実を認識し難い状況にある。男性の性暴力被害が明らかになっても、その被害を加害者

が「冗談のつもりだったんだ」などと問題を矮小化することや、周囲から「そんなこと起

こる訳がない」などの否認が起きる。またこのような認識のされ方は、被害者に罪悪感や

恥辱感を感じさせ、一層孤立し被害を訴えにくくしている。 
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 事実としては多様な被害があるにもかかわらず、ある特定の被害者像に当てはめて男性

の被害者を見ることで、男性の被害を社会的に認めにくく、またその結果として、偏見的

理解に沿っていれば結局、偏見を被り、一方で偏見的理解に一致しない人は被害を認めら

れにくくなっており、被害を申告し難くなっている状況にあるといえる。 

 

1―3 被害状況等 

 

宮﨑（2019）によれば、いわゆる性的いじめと言われる、同年齢の者からの加害が 10 代

には多く、性的いじめ以外では被害者と加害者には年齢差が見られた。加害者の人数は１

人が約８割、加害者の性別は女性が約２割だった。また、被害中に怪我をしたと回答した

のは約 2割であった。加害者が「見知らぬ人」であると答えたのは約 2割で、多くは加害

行為を受けるまでに加害者を知っていた。 

 挿入を伴う性暴力被害には、被害者男性が肛門や口腔に加害者の陰茎を挿入させられる

被害、その逆に被害者男性が肛門や口腔、また膣へ陰茎を挿入することを強要される被害

がある。さらに日本の現行法では強制性交等とは認められていないが、陰茎以外の身体の

一部（舌や指など）また、物を使った被害も存在している。Walker(2004)では、レイプ被

害にあった男性を対象に調査し、15％に物を挿入される被害があり、加害者の肛門や口腔

への挿入を強要される被害が 42％あったと報告している。日本においても、男性で男性と

性交する者（Men who have sex with men）を対象に行った Hidaka et al.(2014)は、膣、

口腔、肛門性交を強要された被害は約 9％と報告している。 

 勃起や射精を強要する加害行為もある。勃起や射精は刺激に対する反射的な身体反応で

あり意志でコントロールすることができないため、それに乗じて加害者は挿入を強要させ

ることができる。また、射精の強要によって意志と反した「快」を生じさせるため、加害

者にとっては強い征服感やコントロール感をもたらし、被害者にとっては恥辱感、罪悪

感、被支配感などを生じさせることがある。 

 

1-4 被害後の影響 

 

 男性だから性暴力被害に対して女性よりも影響がないということはない。 

Smith et al.（2011) によれば、性暴力被害は男女共に高コレステロール、脳卒中、心臓

病などの健康状態、およびヒト免疫不全ウイルスの危険因子、喫煙、過度の飲酒などの危

険行動に関連していた。 

 男性の性暴力被害者には鬱症状(Mezey & King, 1989; Walker et al., 2005)、自己肯

定感の欠如(Myers, 1989; Walker et al., 2005）、PTSD(Coxell & King, 1996; Myers, 

1989;Walker et al., 2005)、性機能障害、男性性の混乱や性指向の混乱(Coxell & King, 

1996; Walker et al., 2005)が生じることがわかっている。男女差を比べられるほど調査
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が多くされていないとの留保はあるが、成人期の性暴力被害による PTSD 有病率には男女

に差がない（Foa et al., 2006）としている。一方でレイプ による PTSD の発症には男性

の方が多い（Kessler et al., 1995）という報告もある。大学生男子を対象にした調査で

は、性機能、性欲、物質使用、性的なリスク行為を尋ねており、被害経験と、問題飲酒、

薬物使用、たばこ使用、性的リスク、性機能障害、危険な性行為、衝動的な性行動等に相

関しているという報告がある（Turchik, 2012）。 

 長期的な影響として、不安、鬱、怒りや脆弱性が増加した感覚、自己像の喪失、他人と

の感情的距離、自傷行為、自己非難などが起きる場合がある（Walker et al., 2005）。

また、被害後数年経って鬱症状や自殺企図などが見られることもある(Mezey & King, 

1989)。また、男性が被害中に抵抗できない状態になることも分かっている（Coxell & 

King, 2010）。 

このように様々な影響が明らかとなっており、男性にとっても性暴力は重篤なトラウマ 

となる。男性の性暴力被害者への対応や処置については調査や報告が少ないため定説が形

成されていない。そのため、男性の抱える困難やそのニーズに気づくことが必要である

（Mezey & King, 2000）。 

男性セクシュアリティや社会の偏見が関わっていることに、被害の認知それ自体が困難

であることを挙げることができる。「男性が被害を受けるわけがない」といった社会の偏

見を背景に男性の被害はほとんど知られておらず、男性の性暴力被害について正しく理解

するための情報が非常に少ない。そのため、被害者自身にとっても不快で同意のない性的

な侵害体験を「性暴力被害」として認識し難く、援助を求めたり（援助要請）、被害を開

示することに長期間かかりうる。 

男性が援助要請を行うことが女性に比べて少ないという一般的な傾向に加えて、男性被

害者にとって特有の困難さが支援へのアクセスにあり（Mezey & King, 2000）、その障害

となっているものに、男性性規範（Walker et al., 2005）、アイデンティティの問題や

ホモフォビア（同性愛嫌悪）（Mezey & King, 1989）が挙げられている。また、男性の性

暴力被害者は女性に比べて被害を報告していない（Tewksbury, 2007）と推測されてい

る。日本においても、宮﨑(2019)の調査ではおよそ半数は被害を誰にも打ち明けておら

ず、また、被害を開示した人の内 60％は 5年以上かかっており、30年かかる人もいた。 

 特徴的な被害後の影響として男性性や性的なアイデンティティーの混乱が起きる可能性

がある。これは自分が男であることに疑いを向けたり、自分自身の性指向が変わってしま

うのではないかという不安を表しているものである。例えば、Groth(1979)は、加害者か

ら射精させられる被害が頻繁にあることを示し、被害者はそのことによって自身のセクシ

ュアリティを疑う可能性をあげている。加害行為を男性が受けると、セクシュアリティや

性行動に影響があると報告されており、この影響はジェンダー化された存在としての自己

のセクシュアリティをどのように捉えるかという点や、性的なアイデンティティをどのよ

うに構成し維持するかという点について関連していると示唆されている(Tewksbury，
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2007)。また、Walker et al.（2005）では、一部の男性被害者は被害体験中の自身の性的

反応について混乱や嫌悪を表現していると述べており、異性愛男性が「もし本当に自分が

受けていた性的暴行がそれほど不道徳なものなら、なぜ僕は射精したのか？長い間、それ

を楽しんでいたに違いないって思っていて、だから，同性愛の傾向があるに違いないって

思っていた。すごく長い間混乱していたんだ。」と語ったことを例示している。

Khan(2008)でも同様に性に関する混乱は男性のレイプ被害後に珍しいことではないと述

べ、「自分は被害のせいでバイセクシュアルなんじゃないかと思った。」「混乱している

ように感じる。多分、自分はあの事があったからバイセクシュアルなんじゃないかって思

う。今でもすごく女性に惹かれるけれど。」という被害者の語りを例示している。日本に

おいても中嶋・宮城（1999）のインタビュー調査で「女の子が好きな普通の男だったの

に。あのことで自分は変わってしまった。自分からホモになりたくてなったんじゃない」

という男性被害者の葛藤が記されている。 

 量的な調査でも 40 名の男性の内、23名が性的アイデンティティの混乱などを報告して

おり（Davies et al., 2010）、また、ジェンダー の感覚を測る心理尺度では、因果関係

は明らかではないが、日本の男性被害者は一般男性に比べてジェンダー アイデンティテ

ィが低いという結果がえられている（宮﨑, 2019）。 

 加害者は男性被害者に対して、強制的に射精をさせる加害を行うことがある。勃起や射

精は、刺激に対する反射であって恐怖や怒りなどを感じているときにも起こり得ることは

実証されているが、このことによって恥や罪悪感なども生じることがある。また、男性身

体の特徴はこうした身体反応が加害者にとっても視覚的に明らかであり、被害者個人の葛

藤のみならず、加害者との間にも状況の評価に対して葛藤が起きる可能性がある。 

レイプ 神話が存在する社会において、男性が性暴力被害を開示することや、訴え出る

ことはリスクが伴う。それは「男らしさ」などの男性性規範や性指向などに偏見を向けら

れ、問題を矮小化されたり、被害事実そのものを認められなかったりするからである。被

害者自身の性的混乱であったり、被害体験を被害であると認識することの困難は、他者に

言語化して伝えることを一層難しくさせており、被害開示や訴え出ることに長期間かかる

ことは珍しくない。 

 

 

2．男性の性暴力被害の実際（報道されたもの） 

 

➣ 2019 年 6～12 月、兵庫県の県立高校で、40代男性教諭が、部活動の指導や引率中、男

子生徒 3人の下半身を触ったり「キスするぞ」と言ったりした。教諭は調査に「冗談のつ

もりだった」と釈明したが、県教委はわいせつ行為として免職処分を下した。 （毎日新

聞 2020 年 1月 30 日） 
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➣ 大阪市の市立小学校で、男性教諭が、教え子だった男児 11 人の下半身を触り、その様

子を撮影したとして、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた。

男性教諭に大阪地裁は 25日、懲役 10 年（求刑懲役 11年）の判決を言い渡した。認定さ

れたわいせつ行為は約 50件に上った。（産経新聞 2019 年 6 月 25 日） 

➣ 16 歳の少年が、新宿のロックカフェにいたところ、見ず知らずの中年の男に声をかけ

られ、言葉巧みに自宅マンションへと連れていかれた。酒を飲まされ、寝ているところ

を背後から襲われた。事件から三十数年経つが（事件は 1970 年代）、その男性は男のひ

げが後頭部に当たるチクチクした感触を覚えている。「びっくりして、気持ち悪くて。

でも、体が固まってしまって、動かなかった。」フラッシュバックや悪夢に襲われ、自

分の体が嫌でたまらなくなったという。誰にも相談できず、「特異な体験をした」と思

い込むことで生き延びた。（AERAdot. より

https://dot.asahi.com/aera/2017032100088.html?page=2） 

➣ 2018 年 11 月、群馬県内のコンビニで、客の男性が、男性店員（当時 20 歳）に充電

を頼んだスマートフォンが故障したと因縁をつけ脅迫。店内のトイレに男性店員を連れ

込み、約 1 時間にわたり無理やりわいせつな行為をした。前橋地裁は懲役 2 年 4か月執

行猶予 5年（求刑懲役 3年）を言い渡した。裁判長は判決で、「客と店員という立場を

踏まえると、程度が軽いとは言えない」とした一方、男性と示談が成立していることな

どを考慮し、執行猶予付き判決とした。（朝日新聞 2019 年 9 月 19 日） 

➣ 2019 年 11 月、民家に侵入し、就寝中の男性にわいせつな行為をしたなどとして、兵庫

県警西宮署は弁護士の男性を準強制わいせつと同未遂などの疑いで、逮捕・送検したと発

表した。容疑を認めているという。容疑者は、同月 10 日午前 0 時半ごろから同 6 時の間

に、西宮市内の民家に侵入し、寝ていた 30 代男性にわいせつな行為をした後、別の部屋

で寝ていた同居人の 20 代男性にわいせつな行為をしようとした疑いがある。男性 2 人は

同日朝になって下着が破れるなどの着衣の乱れから被害に気付き、110 番通報した。  

（朝日新聞 2019 年 11 月 24 日） 
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3．男性の性暴力被害の実態から鑑みた現行刑法の問題点と提言 

 

3－1 暴行脅迫要件の撤廃と不同意性交罪の創設 

 

➣ 現行法 

刑法第 176 条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、

6 月以上 10 年以下 の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、

同様とする。 

 

刑法第 177 条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交

(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処す

る。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。  

 

刑法第 178 条 1 項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しく

は抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 

刑法第 178 条 2 項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しく

は抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。 

 

➣ 現状と提言 

3 年前の刑法改正により、客体が、旧強姦罪の「女子」から「者」に拡大され、性別にか

かわらず被害者になり得ることが法的に認められた。その点については大きな進歩であっ

たと思う。 

 男性の性暴力被害の実態については、まだまだ社会的認知が低いのが現状であるが、１．

で触れたように、男性の性暴力被害は存在するし、被害はその後の人生に長期間にわたって

深刻な影響を及ぼす。 

 男性の性暴力にまつわるレイプ神話の中に、「男性は性的被害に遭いそうになっても抵抗

できるはずである」「抵抗しない男性は、その行為を望んでいる」というものがあるが、実

際はそうではない。同意もないまま、性的な言動を向けられたり、性的に自身が脅かされる

ような状況に陥ると、性別に関係なく驚愕や恐怖で体が固まる（フリーズ）ことが起こる。

成人女性から性器を触られた少年は「恐怖で体が麻痺したように感じていた」（Nyman &  

Svensson, 1995）と表現している。イギリスの調査でも、性暴力を受けた男性の 87%が被害

時に恐怖で凍り付いたり、無力感や従わざるを得ない感じを感じたと答えている（Walker 

et al., 2005）。また、同調査によれば、被害のなかで暴力を振るわれた割合は 27.5%、凶

器を使われた割合は 10%であり、それ以外の 62.5%は暴力を振るわれたわけではないことが

明らかになった。 

2017 年に改正されたスウェーデンの性犯罪の法律に、性的行為における自発的関与があ
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ると認定することは許されない場合として、「無意識、睡眠、深刻な恐怖、酩酊その他の薬

物の影響、疾患、身体障害、精神障害もしくはその他の状況により特別に脆弱な状況に置か

れていた状況を行為者が悪用した場合」と記されているが（以下参照）、男性の場合でも、

酩酊、睡眠時の不意打ちや、薬物を混入されること、あるいは様々な障害の影響により暴行

や脅迫がなくても加害者に抵抗しづらい状況は十分存在する。 

また、教員と学生・生徒、職場の上司と部下、部活の先輩と後輩など、加害者側が被害者

よりも立場が上であり、双方が所属するコミュニティから抜け出すことが難しい場合、暴行

や脅迫がなくとも加害者の要求を断ることは難しいことも多い。先ほどあげたスウェーデ

ンの法律には、「相手方が行為者に依存する関係にあることを濫用して、相手に性的行為に

参加させた場合」も罪に問われるという規定があるが、例えば介護者と介護される側、医療

者と患者など、相手に依存せざるを得ない状況においても、性別に関係なく性暴力は存在す

る。（2018 年～2019 年にかけて起こった、神戸市の精神科病院「神出病院」の事件など。） 

上記のような立場の違いだけではなく、（性別を問わず）二者間に関係性があり、何かし

らの形で徐々に心理的に追い詰められることで、望まない性的行為を強要されたり、性的言

動を防げないこともある。 

このように、男性でも、暴行脅迫がなくても性暴力被害に遭うことは多くある。強制性交

等罪や強制わいせつ罪から暴行脅迫要件を撤廃することで、救済される被害者は確実に増

えるであろうし、少なくとも国家として、暴行脅迫を伴わないものも性暴力である、という

ことを示すことで、被害者にとっても自身の体験をより定義しやすくなるのではないかと

考える。 

 

スウェーデン 2017 年改正法 

 

刑法第 1 条  自発的に参加していない者と性交をし、または侵害の重大性に鑑み性交と同

等と認められる性的行為を行った者は、レイプ罪として 2 年以上 6 年以下の拘禁刑に処

する。相手方が自発的に性的行為に参加しているか否かの認定にあたっては、言語、行動そ

の他の方法によって、自発的関与が表現されたか否かに特別の考慮が払われなければなら

ない。 以下の場合は、自発的関与があると認定することは許されない。  

1. 襲撃、暴行、犯罪行為・他の犯罪に関する刑事告訴や不利益な情報提供に関する脅迫の

結果として性的行為に参加した場合                                                    

2. 無意識、睡眠、深刻な恐怖、酩酊その他の薬物の影響、疾患、身体障害、精神障害もし

くはその他の状況により特別に脆弱な状況に置かれていた状況を行為者が悪用した場合 

3. 相手方が行為者に依存する関係にあることを濫用して、相手に性的行為に参加させた場

合  

暴行・脅迫・全体状況に照らし、犯罪が深刻でないと判断された場合は、行為者を 4 年以

下の拘禁刑 に処する。 
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 現状では、加害者と被害者の関係性の中で性行為についての明らかな拒否ができなかっ

たり、先述のような酩酊や睡眠、疾患や障害の影響で自分の意思を行為の前に表明できなか

った場合、合意がなかったことを証明しなければならないが、合意の有無が争われた場合、

証明するプロセスにおける被害者の負担は相当に大きい。男性の性暴力被害においても、物

的な証拠が残りにくく、他に目撃者がいない状況で起こることがほとんどである。被害者は

事件当時のことを必死に思い出し、供述として示していくしかないが、このことは被害者に

大変な負担を強いることでもある。上記のスウェーデンの改正法のように、自発的な同意の

ない性的行為は性犯罪である、ということを定め、被害者の自発的な参加がなかったことの

証明で足りるように形を変えていく必要がある。 

 

3－2 地位関係を利用した性犯罪の処罰 

 

 内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」（平成 29年度）によると、無理やり

に性交等された被害経験を持つ男性は 1.5%であり、加害者との関係では、「交際相手・元交

際相手」が 17.4%、「配偶者（事実婚や別居中を含む）・元配偶者（事実婚を解消した者を含

む）」、「職場・アルバイト先の関係者（上司、同僚、部下、取引先の相手など）」、「通ってい

た（いる）学校・大学の関係者（教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など）」、「生

活していた（いる）施設の関係者（指導者、先輩、仲間など）」が各 8.7%であり、多くは加

害者と何らかの関係がある中で被害を受けていると考えられる。 

 上記の 3-1 にも強く関連することであるが、男性の性暴力被害も、女性（加害者の約 75%

は顔見知り）と同じく、関係性のある人間との間で起こっているものが半数以上である。 

 前回の刑法改正では、監護者の地位利用の場合のみを処罰対象としたが、その他の地位利

用による性犯罪が除外された。しかし、加害者と被害者の支配・従属関係が形成されやすい

類型の地位利用による性犯罪は男性被害者にも多い印象がある。現時点で、男性の性暴力被

害者と加害者の地位関係まで分かるようなデータは見当たらないが、上記の内閣府の調査

に加え、「若者の性」白書(2013)でも、性的誘惑や性的行為の強要を行った人物は、「知らな

い人」より「友人」「知り合い」が圧倒的に多いという調査結果が示された。加害者と被害

者の間に支配・従属関係が存在するような場合、被害を申告することで、その後の社会生活

を続けられない恐れも出てくる。それゆえ、被害を申告しにくく、被害が潜在化し、長期化・

深刻化することが大いにある。 

  

 韓国の法律では、地位関係性を利用した性犯罪について、以下のような条文がある。 

 

第 303 条(業務上威力等による姦淫)  

 1 業務、雇用その他の関係により、自らの保護又は監督を受ける人に対し、偽計又は威力

により、姦淫した者は、5 年以下の懲役又は 1500 万ウォン以下の罰金に処する。 
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 2 法律により拘禁された人を監護する者が、その人を姦淫したときは、7 年以下の懲役に

処する。 

 

また、特例法として、親族関係の人によるレイプや強制わいせつ、あるいは障がい者に対

するレイプは、加重刑罰を受けることになっている。 

 

男性の性暴力被害の実態から考えても、日本においても、支配・従属関係が形成されやす

い地位関係を類型化し、抗拒不能状態に陥らされて性暴力被害を受けた場合の処罰規定を

創設することを提言する。 

 

3－3 性交同意年齢の引き上げ 

 

 現行刑法では、13 歳以上の者に対して、暴行脅迫がなければ強制性交等罪・強制わいせ

つ罪として成立しない。これは、13 歳以上の者は、性的な働きかけをされた場合、それ自

体の意味や、その行為が自身や双方の身体や関係性に及ぼす影響を理解した上で、同意する

ことを選択できる、という前提で作られている条文であると思う。 

 しかし、13 歳というのは中学 1 年生～2 年生に当たる年齢であり、現在の日本において

は、義務教育においてその年齢に達するまでに十分な性教育が行われているとは言えない。

自分で性的決定を行えるためには、妊娠や性感染症、射精や勃起などの身体的な知識はもち

ろん、性的な行為を二者間で行う際には双方の自発的な同意が必要であることや、性的な侵

害は心身に大きなダメージを与えること等の知識と意識が必須である。  

 現状としては、我が国において十分な性教育が行われているとは言えず、上記のような内

容についての十分な知識を持たない中学生も多い。調査によると、男性が初めて自慰や射精

をする年齢は 11 歳～14 歳がピークであるが（表 3 参照）、小学校高学年～中学生というの

は、そのように自身の性に出会い、戸惑いながら探索を始める年代でもある。そのような時

期に、たとえば部活の先輩－後輩の関係性の中で性器を触る・触らせるということや、性器

を舐める・舐められる、自慰行為をさせられるなどの性的な関わり（いじめの一部であるこ

とも多い、1-3・3-2 参照）が存在する。特にこのような行為が初めてであった場合、された

側はその行為が何であるのか定義できず、大きな混乱を抱えることとなる。また、先輩－後

輩という立場がある中で行われると、表立って抵抗できなかったり、逃げられなかったりし

て、自尊心の大きな傷つきを負うことが考えられる。 

 自身の中で、上記の行為の意味がつかめず混乱の中にいると、苦しい思いをしていても誰

かに相談することができない。自身の受けた行為を「被害」と捉えることすら難しい。そう

すると、自尊心の大きな傷つきや混乱、怒りなどを一人で抱えたままその後の人生を歩むこ

とになり、精神的なダメージも大きい。 

 このことから、男性の性暴力被害の現状から鑑みても、性的同意年齢の引き上げを提案す
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る。この刑法改正の議論が広く社会に周知され、義務教育内で十分な性教育が行われること

を強く望むとともに、その前提がかなえられるならば、これまでの国内での議論を踏まえて、

せめて義務教育終了後とすることが妥当ではないかと考える。 

  

3－4 子どもに対する犯罪に対しての加重処罰の設定 

 

 現行刑法においては、18 歳未満の者に対する、監護者による性交について、所定の要件

を満たす場合には、同意の有無を問わず強制性交等罪と同様に処するものとしている。この

ように、加害者が監護者である場合は、同意の有無を問わずに罪に問うことができるが、そ

うではない場合は、子どもに対する性犯罪への加重処罰は設定されていない。 

 女児に対する性的虐待も、もちろんそのことがその後の人生に与える影響は甚大である

が、男児に対する性的虐待も、重大な影響を及ぼす。男児の性虐待被害者は、女児以上に自

分の被害体験を相談できずにいて、相談できないなかで、（加害者が男性の場合）自分は同

性愛者になったのではないか、というセクシュアリティの混乱が生じたり、他の様々な症状

や行動を引き起こす(森田, 2008）。性的虐待を受けた少年たちは、学校生活への不適応、摂

食障害、肥満、頭痛、下痢、漠然とした身体痛、チック、不眠症、悪夢、フラッシュバック、

攻撃衝動、自傷、自殺企図、性的行動における問題、学習障害、強迫的マスターベーション、

解離性障害、不安感、様々な依存行動などの症状を示す（Frederich, 2010; Gartner, 1995; 

Svensson, 1998）。また、Svensson(1998)の報告によれば、10%が女性から虐待を受けていた。

加害者が女性の場合、男児が受けた被害を「被害」と受け止めることは一層難しく、被害者

は自分の本当の感情を否認し抑圧しなければいけない（森田, 2008）。 

 子どもにおいても、男児への性的虐待は女児への性的虐待よりも認知度が低いが、上記の

ような複雑かつ多岐にわたる影響を長期にわたって及ぼす。男児への性的虐待の実態を鑑

みても、子どもに対する犯罪に対して加重処罰を設定することは、相当なことであり、また、

虐待の予防にもなり得る。「子どもへの性的虐待を許さない」という国家としてのメッセー

ジを伝えることにもなると考える。 

 

3－5 司法関係者、警察関係者の「研修」に男性の性暴力被害を含めること 

 

 前述の「男女間における暴力に関する調査」（内閣府, 平成 29年度）によると、無理やり

に性交等された被害経験のある男性のうち、相談しなかったと回答したのは 39.1%であった

（無回答が 17.4%）。相談しない理由では、「どこ（だれ）に相談してよいのか分からなかっ

たから」と答えた割合が 44.4%と、様々な理由の中で一番多かった。これは、女性の「恥ず

かしくて誰にも言えなかったから」（55.4%）が理由として一番多かったことと比べると対照

的である。宮﨑（2019）の調査では、被害を開示していない人は半数ほどおり、30%の被害

当事者が社会の認知が必要であると考えていた。また、相談環境を求めている人は全体の
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44％で、必要な支援が届いていないことが伺えた。男性の性暴力被害については、１．で挙

げたようなレイプ神話の存在然り、まだまだ社会全体に認知されておらず、偏見もある。そ

のため、男性が被害を受けても、自身で被害として認知しにくかったり、認知してもどこに

相談すればよいのか分からなかったりする。そして、相談したとしても、警察や司法関係者、

医療関係者やワンストップ相談センターの支援員の理解が薄いと、二次被害を受ける恐れ

もある。また、立件を視野に入れた捜査や聴取がなされる際、男性の性暴力被害者が置かれ

る状況や被害者の心理状態などについての理解がなければ、正しい事実認定が期待できな

い。 

 前回の法改正の際に、刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院・参議院法

務委員会)が採択された。その中で「抗拒不能」の認定について、心理学的・精神医学的知

見等について調査研究を推進すること、また、司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、

性犯罪 に直面した被害者の心理等についての研修を行うことが定められている。今回の刑

法改正の検討を機に、男性の性暴力被害についても、さらなる調査研究の推進と、研修の充

実をはかっていただきたく思う。 

 

 

4. 男性の性暴力被害をめぐる諸外国の状況 

 

デンマーク 

 1999 年、デンマークの法務省と保健省は、性的暴力の被害者に対する医学的、法的、心

理的支援を改善するための、性的暴力の被害者に対する総合的かつ学際的なアプローチの

国家モデルに合意した。 これにより、デンマーク全土に性的暴力の被害者のための 8つの

センターが開設され、2000 年にコペンハーゲンのセンターが開設された。このセンターで

は両性を対象として、24 時間の無料サービス提供をおこなっている。ここでの調査から、

男性は女性よりドラッグレイプ の被害者である危険性が高く、警察に暴行を報告しようと

していなかったことが分かった。センターで調査した研究者は、男性に対する性的暴行はゲ

イコミュニティに限定された問題ではなく、男性被害者が前向きに進んで、偏見なく医学的

および心理的援助を受けることができ、安心できる環境を確立する必要があることを指摘

している（Larsen & Hilden, 2016）。 

 

イギリス 

 男性がレイプ 被害の主体となったのは The Criminal Justice and Public Order Act 

(1994)であり、そこでは、「膣若しくは肛門へのペニスの挿入」がレイプ であると規定さ

れた。それ以前は、肛門へのペニスの挿入は「buggery（男色）」の罪とされレイプではな

かった（Javaid, 2014)。その後、Sexual Offences Act(2003)で法改正が行われ男性がレイ

プ 罪の被害者と位置付けられたが、加害者は陰茎をもつ生物学的男性に限定されていると
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考えられており、法律上男性の強要された挿入被害が明らかにされないなどの問題がある

と指摘されている（Waere, 2018）。 

 

アメリカ  

合衆国の法的な状況をレビューした Berkseth et al.(2017)によれば、すべての州とコロ

ンビア特別区は、レイプと性的暴行の定義を拡大しており、現在、ほとんどの場合、肛門と

口腔への挿入が含まれており、多くが男性の性器だけでなく、他の挿入物の挿入を認めてい

る。一部の州では、男性の性器以外の挿入はレイプに該当しない場合があり、このような状

況に対して、彼らの被害を認めない法律は、男性はレイプされないという固定観念を強化す

るかもしれないと指摘されている。 

 

スウェーデン 

スウェーデンの法律は陰茎の挿入以外の性的な挿入を想定しており、また、性交と同等

と認められる行為もレイプ 罪の範囲にあたる行為とされている。ヨーロッパ諸国の中で

もスウェーデンは、男性の性暴力被害の対応が進んでいるようであり、たとえば、1990 年

には男児の性暴力被害者の治療機関「ボーイズクリニック」が開設され、2015 年にはスト

ックホルムに男性の性暴力被害者の救急部門が開設されている。

(https://www.thelocal.se/20151015/sweden-opens-worlds-first-male-rape-centre）。 

 

以上のように、男性の被害が司法上適切に扱われていると、支援機関も増えていくようであ

る。関係機関への研修などによる男性被害の理解がすすむことで、男性が被害を訴える安心

感や支援を求められるようになると考えられる。 
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表1  男性の性的被害統計調査（概略）

調査・論文名及び調査時期 調査対象 対象の数（合計） 項目概要

項目 概要

警察庁
「平成２９年度 犯罪被害類型別調査 調査結果報

告書」 
平成30年1月19（金）～28日（日）

一般生活者を対象に、インターネッ
ト上に公開した調査票に既存のモニ
ターがアクセスして回答するインタ
ーネット調査（Web調査）によっ

て実施

1,696 痴漢、無理やりに性交等
痴漢等被害の有効回答数100の内、女性が97.0％、男性
が3％。無理やりにされた性交等の有効回答数69の内女
性が87.0％、男性が13％

内閣府男女共同参画局
「『若年層における性的な暴力に係る相談・支援 
の在り方に関する調査研究事業』報告書」 

平成 29 年8月~平成 30 年3月

若年層における性暴力に関する相
談・支援を行っている支援団体 ー ー

14 団体が選定した事例(構成事例を含む。)268 件のう
ち、相談者の性別が確 認できた事例(248 件)について
は、女性が 243 件、 
男性が5件  

法務総合研究所
「第５回犯罪被害実態（暗数）調査」 
平成31年１月26日～同年２月末日

全国から16歳以上の男女 3709 性的な被害 男性5、女性30がありと回答

内閣府男女共同参画局
「男女間における暴力に関する調査」 

平成 29 年 12 月
全国 20 歳以上の男女 3376 無理やりに性交等された被害経験の有無 被害経験のある女性は 7.8％、男性は 1.5％

内閣府
「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ 支
援センターを対象とした支援状況等調査」 

令和元年 6 月１日から 8 月 31 日

全国 49 か所のセンターにおいて 
対応した相談 ー 電話相談と面談の男女割合 女性の被害者が電話相談で 87.7％、面談で 97.8％ 

男 性の被害者は、電話相談で 10.4％、面談で 2.2％

法務省
「年刑法改正後の規定の施行状況についての調査

結果等」 
平成２９年７月１３日～ 令和元年１２月３１日

事件 ー 強制性交等罪で男性が被害者である事件の起訴人員、件
数

人員28名、件数29件 
内、22名が強制性交等罪、7名が準強制性交等罪で全て
有罪となる。

法務省
「性暴力救援センター・日赤なごやなごみ視察・

ヒアリングの概要」 
2016年1月5日～2019年12月31日

新規利用者 973 ー 全体の新規利用者の内6.7%が男性 
18歳未満の新規利用者の内7％が男性

岩田（2019）
「発達障害者への性暴力の実態に関する調査」 

2018年 3 月 1 日から31日

対象者は、18歳以上の発達障害と
診断された男女、または発達障害が

疑われる男女である。
32 性暴力被 害を「一度でも受けたことがある」と回答 女性は21名中18名（85．7％）、男性は10名中 4 名

（40．0％）、その他 1 名

調査・論文名及び調査時期



岩崎（2007）
「男児/男性の受ける性被害についての『レイプ神

話』に関する大学生意識調査 」 

２００２年４月ー７月

大学生男女 341

①性的な言葉を言われる／性的な話をされる 
②下着を脱いでみせるよう強要される／脱がされる 
③無理やりお尻、胸、背中など身体を触られる 

④無理やり性器を触られる 
⑤自慰（マスターベーション）をしてみるよう強要され

る 
⑥したくないのに性交される／させられる（未遂を含

む）

（「①言葉」以外の）何らかの経験 
男：あり　23人　31.5% 
女：あり　94人 60.6%　

小西ほか（2000）
「大学生の性被害に関する調査報告」 

1999年10月～11月

沖縄県内の5大学および2短期大学
に在籍する学生 1072

「ペチャパイ」「ボイン」などとからかわれたり,性的な
話題を強要されたりしたこと)がある 
性器をわざとみせられたことがある 

無理やりお尻、胸、背中などからだを触られる 
無理やり抱きつかれたことがある 
無理やりキスされたことがある 

無理やり性器をさわられたことがある 
したくないのに性交されそうになったことがある 

したくないのに性交されたことがある 
同性愛を強要されたことがある

したくないのに性交されたことがある 
男：1人　0.3% 
女：26人　3.2%

内山ほか（1998）
「高校生 ・大学生の 性被害の経験 」 

1996年7月～同年12月

首都圏の高校・短期大学・大学に在
籍している男女学生・生徒 1239

犯罪的行為12項目 
セクハラ行為10項目 
その他4項目

強姦され（そうになっ）た 
男：3人　0.5% 
女：28 人　4.1%

宮城ほか
「心への侵入　性的虐待と性暴力の告発から」 

1998年11月末～同年12月末
沖縄県内6大学学生 746

言葉で性的な嫌がらせを受けた 
無理やりお尻、胸、背中などを触られた 

無理やり抱きつかれた 
無理やりキスされたこ 
性器をわざと見せられた 
無理やり性器を触られた 

したくないのに、性交されそうになった 
したくないのに、性交された

したくないのに、性交された 
男：2人　0.7% 
女：19 人　3.8%

野坂（研究代表）財団法人女性のためのアジア平
和国民基金

「高校生の性暴力被害実態調査」 
2003年11月6日ー12月18日

高校生 （東京及び九州地域） 2346

あなたの体について、からかわれたり、いやらしいこと
を言われたことがありますか 

相手の裸や性器を、わざと見せられたことがありますか 
    無理やり、体を触られたり、抱きつかれたことがあり

ますか 
無理やり、セックスをされそうになったことがあります

か 
無理やり、セックスをされたことがありますか 

携帯電話や、出会い系サイト、インターネットで 性的に
いやな体験をしたことがありますか

無理やり、セックスをされたことがありますか 
男：13人　1.4% 
女：78 人　5.3%

調査対象 対象の数（合計） 項目概要

項目 概要

調査・論文名及び調査時期



Hidaka et al (2014)
「Prevalence of Sexual Victimization and 

Correlates of Forced Sex in Japanese Men Who 
Have Sex with Men」 
2005.8.11-2005.11.30

MSM男性 5731

服を脱がされた 
卑猥な言葉でからかわれた 
無理やりキスをされた 

身体（性器、胸、お尻）に触れられた 
性器に触るよう強要された 
膣性交を強要された 

オーラルセックスを強要された 
アナルセックスを強要された 

その他 
いずれかの強要されたセックス（膣、オーラル、アナ

ル） 
いずれかの性被害（上記のいずれか）

いずれかの強要されたセックス（膣、オーラル、アナ
ル） 
男：500人　8.7% 
女：ー

Matsumoto & Imamura(2007）
「Association between childhoodattention-deficit–
hyperactivity symptoms and adulthooddissociation 

in male inmates: Preliminary report」 
2002年5月～2003年10月

男性受刑者 799 子供の頃にレイプや激しいセクシュアルハラスメントなど
の性的虐待の被害を受けたことがありますか。

男：94 人　11.7% 
女：ー

日本性教育協会
「若者の性白書（第8回）」 

2017年6～12月
中学生～大学生 12925

身体をじろじろ見られた 
言葉などで性的なからかいを受けた 
電車の中などで身体をさわられた 
相手の裸や性器などを見せられた 

性的な誘惑を受けた 
望まない性的な行為をさせられた 

どれも受けたことがない 
DK.NA

高校生男子の約12％が何らかの性的被害を受けている。 
大学生男子の約21％が何らかの性的被害を受けている。

宮脇（2013）
「同性を対象とした年少者わいせつ犯の特徴につ

いて」 
2012年まで

某5府県で検挙された男性わいせつ
犯のうち、犯行対象に男性の年少者
（幼児・小学生）が含まれるもの

89 加害者の行為から、性的行為、暴力的行為、 
犯行場所など28項目

口淫をさせる・要求する 
全体の23.6％ 
 
肛門への挿入 
全体の13.5％ 

調査対象 対象の数（合計） 項目概要

項目 概要

調査・論文名及び調査時期



神話的理解 事実

性行為

身体反応

被害を受けた男性に勃起・射精な
どの性的反応が起こったら、彼も
その性的行為に同意していたとい

える

不同意であっても、身体反応
は起こり得る

挿入関係

被害者が挿入される 加害者はゲイ男性だろう
ペニスや身体の一部（舌な
ど）、また物を挿入されるこ

とがある。

被害者が挿入させら
れる

性的反応が起きているのは同意し
ていたのだろう

恐怖などで勃起することもあ
り、無理やり挿入させられる

こともある。

加害者属性

加害者の性指向
異性愛 好みの男だったんだろう。 

（女性限定）
性欲や性指向の問題ではない

非異性愛 同性愛者で性欲を抑えられなかっ
たのだろう（男性限定）

年齢
年上

年齢差があって、被害者は抵抗で
きないのだろう。

年齢差がある場合も、同年代
の場合もある。同年代

年下

性別
男 同性愛だろう

性別に関わらず加害行為をす
る女 女性が性的な加害行為をするはず

がない。

被害者属性

被害者の性指向

非異性愛 同性愛者だから被害を受けたんだ 無関係 
・被害者の性指向が被害を生
じさせることはない。 

・加害行為で性指向は変えら
れない

異性愛 性的な被害を受けることでその男
性はその後ゲイになる

男性性

性的な被害を受ける男性は、 
男らしさに問題がある 男らしさと被害は無関係

男性が性被害に遭うはずがない。 被害に遭う
被害者の外見・印象 女性的・弱い 無関係

暴行・脅迫への抵抗

もし暴力行為が伴わなければ、男
性は性的被害に遭いそうになって
も抵抗できるはずである

凍りついてしまうことが、 
しばしばある

性的被害に遭いそうになっても抵
抗しない男性は、 
その行為を望んでいる

望んでいない 
脅威に対する反応には、動け
なくなることもある。

被害開示 弱みを見せるのは男らしくない 被害認知もしがたく、 
しばしば困難

被害後の影響 耐えられるのが男らしい 
男は精神的に傷つかない。

大きな傷つきや混乱を抱える
ことがある。

表2　神話的理解と事実

（宮﨑・西岡　作成）



初めて自慰を経験したの
は、何歳のときでしたか。

初めて射精があったのは、
何歳でしたか。

年齢 中学 高校 大学 中学 高校 大学
3 0.3 0.1 0.1 - - -
4 0 0.1 0.1 - - -
5 0.2 0.1 0.3 0 0 0.1
6 0.2 0.4 0.3 0 0.1 0.1
7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.1
8 1 0.6 0.5 0.7 0.3 0.2
9 1.5 1 1.1 0.7 0.7 1.1
10 5.8 4 5.4 4.8 3.1 4.6
11 12 4.3 5.4 11 4.8 5.9
12 28.9 14 16.6 30.9 13.9 17.5
13 25.1 22.4 21.5 28.3 22.5 21.5
14 13.7 24.4 18 10.9 24.5 17.5
15 1.4 12.4 12.5 0.9 11.5 12.6
16 - 2.4 5.6 - 2.4 4.7
17 - 0.1 1.7 - 0.4 1.3
18 - 0.1 1.3 - 0 0.9
19 - 0 0.2 - 0 0.2
20 - - 0.1 - - 0.2
21 - - 0.1 - - 0.2
22 - - 0.0 - - -
DK.
NA

9.3 13 8.8 11.4 15.5 11.4

初めて自慰を経験した年齢
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表3 男性の自慰・射精の初体験年齢の割合　

「若者の性」白書 第8回 青少年の性行動全国調査報告　より作成

年齢

年齢
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ではない、と言うことをお伝えするためにきました。

”特別な人への特別な人による特別な被害”

2



LGBTIQAの性被害の現状
最低限必要な法改正とは何か

• 「男性器」の介入が構成要件である性器規定を撤廃すること 

• 「手指器具等」による性暴力を規定すること 

• 憎悪犯罪（ヘイトクライム）を暴行脅迫の要件として加えること 

• レイプシールドを導入すること 

• IPV（Intimate Partner Violence：親密な関係における暴力）を暴力であると
規定すること

3



LGBTIQA

• 各種統計において総合的に被害経
験が特に高いのは、トランスジェ
ンダー 、バイセクシュアル女性、
無性愛者、インターセックス 

• 被害経験年齢を見ていくと、24

才以下での被害経験が約80%。そ
の多くはLGBTIQAコミュニティで
の被害と紐づけることは不可能。

性被害の実態

4



LGBTIQA-DV

• 総合的に、性別違和のない異性愛者
に比較すると被害率が高い 

• 男性同性間では傷害事件として事件
化することが多い 

• 社会的差別・偏見の結果、周囲に対
し閉じられた関係性が多く、可視化
しにくい 

• 関係性を認める法規定がない 

• DV防止法などの適用が難しい

パートナー間での性暴力

5



6



当事者の現実 ≠ 社会の現実
なぜ誤差が生まれるのか

7



加害者を後押しする社会

• 「強姦罪」に於ける排除 

• 「被害は女性のもの」と言う
（法が後押しする）社会認識 

• 現実の被差別経験 

• 差別・偏見に基づく支援・捜査・
法の執行のありよう 

• 加害者は上記の現実を利用する
形で当事者たちに沈黙を強いる

沈黙を強いられる現実

8



法のありようが社会の規範を作るのであれば、より良い社会に向けた法制を

“「加害者に利用される法」から「被害者を後押しする法」へ”

9



暴行脅迫要件

• 差別があることを前提に考えれば、「身体的な拒否・抵抗」をすること
が出来ないことは明白であり、憎悪犯罪の規定が必要 

• 「出会い」の始まりが何であれ、どの職業であれ、被害は被害。レイプ
シールドが必要 

• 配偶者のみならず、IPVに対して明確に犯罪として定義することが必要

同意とは何かの前提条件を

10



性器を規定することは必要か？

11



単一化される性
本来多様である性が「社会によって」規定されている。

12



身体的性別を100%定義することは出来るか
一般に、既に性は多様である。

男女

トランスジェンダー 、インターセックスなど、既に私たちの社会には 

多様な性のありようが存在することは疑いようがなく、「多数派の外性器」 

のみを基準とした定義は、そもそも困難である。

13



インターセックス／性分化疾患者のケース

14



性器形成におけるグラデーション、またホルモン量による性器の変化

15



「あなたの性器は正しい性器ですか？」

16



性器を模した「器具」のバリエーション

17



身体侵襲性を問う

18



挿入を伴う性暴力のバリエーション
性暴力はセックスの罪ではなく、性を用いた暴力である

• 割り箸、木の棒、鉄パイプ、バイブ、ペン、電球、食物等、カッター、銃　… 

• 指、手、腕、足　…

19



LGBTIQAの性被害の現状
最低限必要な法改正とは何か

• 「男性器」の介入が構成要件である性器規定を撤廃すること 

• 「手指器具等」による性暴力を規定すること 

• 憎悪犯罪（ヘイトクライム）を暴行脅迫の要件として加えること 

• レイプシールドを導入すること 

• IPV（Intimate Partner Violence：親密な関係における暴力）を暴力であると
規定すること

20



その他、必要な改正

• 暴行脅迫要件：抗拒不能性の解体（拒否したと言う事実を認定すること）、立証責任
を加害者側に課すこと、レイプシールドを採用すること、ヘイトクライムを暴行脅迫
として明記すること 

• 監護者性交等罪：優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者による、「自らの権
力や立場を利用した性暴力」に拡大すること 

• 性交同意年齢：（15才で遺言を遺すことや臓器提供の意思表示が可能になることか
ら）15才に引き上げ 

• 公訴時効：撤廃 

• 罪名：強制性交等罪から「性暴力罪」へ。
21



＜事前質問への回答＞
Broken Rainbow - Japan 岡田実穂

〇2017年の改正で性別規定が撤廃されたことで、司法で取り扱われやすくなった
でしょうか？

扱われやすくなったとは言えないと考えています。起訴件数に男性も少なからず入
ってきていること、社会の中で強制性交等罪の認知が広がってきつつある中で、警
察等も広報等で「女性だけではなく」ということを多少触れるようになり、自らの
被害を被害と認識し声を上げる人が増えてきつつあるとは言えると思いますが、そ
もそも、「性別規定が撤廃」はされておらず、男性器の介入が構成要素として必須
であり、「男性」が被害にあうことが一部認められたという状態ですので、「取り
扱われやすい」とは言えないのが現状かと思います。
また、こうした中で適切な取り扱いを期待して警察、司法に訴えることを決めた当
事者たちを、差別や偏見の元に追い返したり嘲笑的に対応する、という事案は引き
続き散見され、法の規定が変わったからこそ、より当事者たちを苦しめているとい
う現状もあります。

〇男性の性暴力被害において、捜査されない・起訴されない理由としてどのような
ものが多いのか、わかる範囲でお伺いできればと思います。

何を合意とみなすのか、という点において、「加害者とされる人よりも体力がある
だろう」「社会的に地位が高いはず」という、暴力被害の現実を知らない捜査機関
や相談機関の方からの「それは被害とは言えない」という当事者への圧力があるか
と思います。「男性として恥ずかしいことでしょうし」ということを言われた、と
いうケースもありましたし、そもそも被害者が被害を訴えるという社会的な土台が
できていないと考えています。

〇セクシュアルマイノリティであるがゆえに、捜査されない・起訴されない理由と
してどのようなものが多いのか、わかる範囲でお伺いできればと思います。

同性間である場合「友達同士、仲直りをしたらいいのでは」というような被害を矮
小化した捜査機関からの発言や、関係性を説明する際に自らのアイデンティティを
伝えなければいけない、そしてそのことへの偏見をぶつけられる中で当事者自身が
諦める、ということもあります。また、LGBTIQAコミュニティによくあることとし
ては出会い系アプリやSNSなどを利用して当事者間で知り合うということがありま
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すが（必ずしも性的目的のみとは限りません）、そうした中で「それは同意があっ
たと同じこと」「訴えても起訴はされない」などと帰されてしまうということも散
見されています。
「相談をする」という段階から、「いわゆる女性の被害ではない」ということに対
する社会の側のスティグマが根強くある状況下において、あらゆる局面で当事者た
ちが自らのありようについて、被害のありようについて、不必要な疑問に晒され、
その中で差別や偏見をぶつけられているという状況、もしくはその状況を不安視し
て声を上げることができないというのは、一つの現状と捉えております。

〇私の限られた経験になるのですがトランスジェンダーの方が性被害を受けた時
に、トランス男性が男性から被害を受ける、トランス女性が女性から被害を受ける
場合が、最も司法職員や支援職から理解を得られにくく、捜査や支援にもつながり
にくいと感じています。先生の調査やご見識をお聞かせください。

ご提示いただいたケースが最も捜査や支援に繋がりにくいということについては、
私どもの経験や他の調査等とは特に合致していませんが、
その全てが概ね「男性の被害者」というラベルを貼られたものとして出てきている
のではないか、という風に感じました。
いただいたご質問こそ、強制性交等罪としての改正が「性差を撤廃した」と言うミ
スリードの裏付けではないでしょうか。
基本的に、性別違和のない男性から性別違和のない女性への男性器が介入する被害
というもの以外の被害については、捜査や支援に繋がりにくいのが現状と捉えるの
がより正確かと思います。

〇また上記の問題が広くあり、解決を求められるとしたら、司法職員、支援職に研
修が必要と思いますが、研修のみで改善できるでしょうか？別途法律の規定などが
必要かお伺いできればと思います。

「研修」というのが何を指すのかが重要です。「LGBTとは」という単発の基礎講
座を実施したり、「当事者の話を聞く」というような形で一事例を聞く、というよ
うな現状比較的実施されやすくなった研修内容では、相談支援や捜査、司法に関し
て適切な対応が出来るようにはならないでしょう。
より具体的に、LGBTIQAコミュニティの実情や、被害の実情、当事者たちの被害後
の状況、声の上げにくさの現実、差別というものがどのように起こり、それらが当
事者に及ぼす影響は何かなど、学ぶべきことは沢山あり、それらをプログラム化し
ていくことである程度、一定のスキルを身につけていくことは可能であると思いま
す。



法律の規定としては、まず性器規定を撤廃すること、手指器具挿入を加えること、
暴行脅迫の要件にヘイトクライムを加えること、IPV（Intimate Partner 
Violence：親密な関係における暴力）も適切に違法と見做していくことなど、現実
として包括されている状態を作り、「対応をする」ことを明文化して取り組む必要
があると考えます。

〇挿入は現在男性性器に限られていますが、挿入されたものが男性性器とそのほか
の指や器具などで被害の影響に差が生じているのでしょうか？

被害についての影響についてを一律に提示することは出来ませんが、本日提出させ
ていただいた資料にもあるように、そもそも、男性器か否かという括り自体が曖昧
なものであるということが前提としてあると思います。
前回の改正時質疑において、男性器挿入による密着性の問題が取り上げられ、密着
度合いによって精神的負荷が高いものとして男性器の存在が挙げられましたが、例
えば身体を抱きしめる形で背後から異物や腕などを挿入された場合、その密着度は
どの程度の精神負荷があると考えられるでしょうか？
割り箸を大量に突っ込まれたり、カッターナイフを入れられたらどうでしょうか。
これらは実際にあったケースです。
現状の法の定義では男性器の挿入をより加重される量刑である強制性交等罪と位置
付けていますが、そこに男性器が介入していなければいけない理由は存在しないと
いうことが言えると思います。また、男性器挿入には「妊娠」というリスクが伴う
こともよく言われますが、そもそも、本犯罪の要件に口腔、肛門という客体を追加
している以上、妊娠という一点を持って男性器という存在の意義を語ることは不可
能であると考えています。
結局、影響に差が生じるか、という問いに関しては、ケースによってそれぞれの身
体的精神的負荷は変わるが、「影響がある」という一点において、何も変わらない
ということが言えると思います。

〇現在の、膣・肛門・口腔への陰茎の挿入という性交等の範囲では、具体的にどの
ような被害が落ちてしまっているでしょうか。また、法律がどのように変わると、
トランスジェンダーなど、現在の改正でも手が届いていない被害に届くようになる
でしょうか。

陰茎というものがどういったものであるかという定義の問題として「いわゆる男性
器に近似しているか否か」という条件がありますが、そもそもその「いわゆる男性
器」とは何かということが、とても曖昧なものであるという現実を見逃している点
です。



また、性被害が男性器の介入によってしか定義されない状況がそもそも、様々な被
害を不可視化するものであると思います。
「当たり前の性交」「当たり前の性器」そうした社会的な規範から、法律がまず脱
却する必要性があり、それが出来るのであれば、トランスジェンダー のみならず、
あらゆる性被害サバイバーにとって使いやすい法に近づくものと思っています。

〇トランスジェンダーの身体について、参考となる論文や図書がありましたら教え
ていただきたい。

人間の性とは何かー性教育学講座（ミルトン・ダイアモンド、アーノ・カーレン
著）
　…トランスの身体に特化しているということではありませんが、人間の性に関し
て、性科学の視点から体の構造や性行動、SOGIESCに関わる基礎的な事柄について
書かれている良書であると思います。

性別違和・性別不合へ（針間克巳著）
　…DSM5で「性別違和」、ICD-11で「性別不合」に名称を変えた「性同一性障
害」について、その変更点や脱病理化、特例法やガイドライン、保険適用など、
様々な視点から長年トランスジェンダー の治療をしてきた精神科医師として書かれ
ている本です。

また、スライド内にてお示しする画像の出典などもご参照ください。

〇性的マイノリティに限らず、手指や器物の挿入に関して考えることがありました
ら教えていただきたい。

SOGIESC（Sexual Orientation, Gender Identity / Expression and sex 
characteristics：性自認、性的指向、性表現、性的特徴）に関わらず、昔から手
指器具による性被害は発生しています。
しかし、いわゆる妊娠という事象や、女性を「家」の所有物としての価値におく前
世代的考えから「男性器による犯罪」いわゆる「性交」の罪としてきたものが「強
姦罪」というものであっただろうと思います。
しかし、現在この「性交の罪」という名目が「性暴力の罪」として定義づけられ始
めたと思います。
そして、その性暴力の罪であるに、日本という国は手指器具を含めないのか、とい
う論点も必要になります。
例えば戦時下における性暴力として、女性器の破壊を目的としたものがあります。



村を侵略するときにまず女性の生殖機能を潰すことをすると、その村での戦闘威力
が下がり、一番コストの低い制圧方法であるという話も聞かれます。そうした中
で、コンゴにおいて性暴力サバイバーの治療をする医師がノーベル平和賞を受賞し
たことも記憶に新しいと思いますが、日本の法律では、こうした暴力のどれくらい
の割合を「強制性交等罪」として適用することができるのでしょうか。
また、こうしたケースも含めて考えれば、そもそも「性交」に関する罪であるとす
る「強制性交等罪」という名称自体を改め、「性暴力罪」とする必要があると考え
ています。

〇性犯罪として立件されにくい状況として、性風俗の現場で起きる被害や、ハッテ
ン場など性行為を行うことを目的としている場での被害があるように思いますが、
そうした場での不同意性交にはどのような特徴がありますか。（どのような要件が
あると、そうした被害にも手が届くと思いますか）

レイプシールド法が必要であると思います。
被害にあった人の性的経験や職業などを合意要件としないことによって、現状のよ
うな状態は改善されるものと思っています。
特に、性風俗に関しては明確にルールが提示されているものであり、そのルールに
適用する範囲でのサービス提供をしているにも関わらず、ルール外のことを強要さ
れたというようなケースでは明らかに性暴力となるはずですが、それが現状はされ
ません。
裸の人間ならレイプをしてもいい。そんなことは許されるはずがありません。
また、性風俗やハッテンなどにいる多くの人が、自らがその場にいたことを開示す
ることが難しい状況にあると思います。性風俗で働く人も、そこで働いていること
を近しい人にさえ言っていないもしくは数少ない人にしか言っていないという場合
も多く、まさに、法廷で自らの職業や性経験を問題視されるリスクというのは、当
事者から声を上げる力を奪うものであると思います。

〇内閣府などセクシュアリティを問わずに調査した結果に比べて、性的マイノリテ
ィは性暴力被害の遭遇率が髙いことが知られていますが、その理由についてどのよ
うにお考えでしょうか。また、遭遇率が高いにも関わらず、ほとんどが警察に届出
られていない理由について、考えているところを教えていただけると有難いです。

一つの大きな要素は、「被差別者」であることだと思います。
差別構造というものは加害者にとってとても利用しやすいものです。例えば「レズ
ビアンであるということ」それを社会的な弱みと認識される社会においては「加害
をしても訴えられるリスクが少ない」という加害者意識に直結します。また、自ら



のアイデンティティを隠さなければいけないという状況下にある人たちにとって、
自らのアイデンティティを肯定的に感じている人ばかりではないことを思えば、そ
うしたアイデンティティを否定することで自尊心を傷つけたり、それらを利用して
性暴力を行うことで、ある意味では「簡単に」人を支配することができる、という
構造も生まれやすくなります。
社会の意識というのは、いつも加害に利用されます。例えば、「本当の男なら」
「本当の女なら」たったそれだけの言葉が、当事者から声を奪うこともあります。
自らのアイデンティティをカムアウトするということは、当事者にとって大変なこ
とですし、その影響も大きくあります。セクシュアリティやジェンダーアイデンテ
ィティの矯正という名目で加害が行われることもありますが、それらも含め、性的
マイノリティに対する「嫌悪」が、加害行為の元となることは、とても多くありま
す。

〇今回、夫婦間での性暴力を意見として挙げている委員もおりますが、性的マイノ
リティのパートナー同士の性暴力被害について、教えていただけますと有難いで
す。

夫婦間やカップル間など、いわゆる一般の被害同様、性的マイノリティ同士であっ
ても暴力行為は発生します。
それらがなかなか可視化されないことには、まず性的マイノリティ同士のパートナ
ーの関係性というものが、法的に定義づけられていないという点があります。関係
性が法的に定義づけられないということは、なかなか声を上げることに直結しませ
ん。
また、両者の関係性を認識している人の絶対数が少ないことにより、相談相手の少
なさも重要な点として挙げられます。何かの時に助けを求められる人がいるという
ことは大切なことですが、その人数が少なく、いる場合にもコミュニティが狭い中
で、加害者との共通の知り合いが多くなりがちで、
安全が保ちにくいということも散見されます。
DV法が現在配偶者要件によって同性パートナーを事実上排除しているような状態が
続いています。こうした狭い範囲を特化するのではなく、IPV（親密な関係におけ
る暴力）のような形で定義していただくことが求められると思います。「配偶者」
と明記する必要があるとしても、「配偶者や、親密な関係性における」と、より包
括する範囲を広げて記載していただけるようお願いします。
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性犯罪に関する刑法改正への要望

　強制性交等罪の改正に向けた検討会の開催に際し、当会より以下の内容について、改正を特に、

要望いたします。

　性的マイノリティの性暴力被害についての取り組みを進める中で、法的に規定されていないから

こそ、声を上げること、被害を被害だと認識し、また、そこからそれが認められ法廷に立つ権利が

侵害されているケースと沢山接してきました。

　一人でも多くの性暴力サバイバーたちにとって、使いやすい法整備として、性暴力被害を実態に

即した形で定義づけ、適切な捜査が行われ、司法判断がされるよう、法制を検討、審議いただきま

すよう、何卒よろしくお願いいたします。

Broken Rainbow - Japan

代表　宇佐美翔子

青森県青森市安方 1-3-24

BrainbowJ@gmail.com

記

以下１1点、要望いたします

 • 「男性器」の介入が構成要件である性器規定を撤廃すること

 • 「手指器具等」による性暴力を規定すること

 • 憎悪犯罪（ヘイトクライム）を暴行脅迫の要件として新設すること

 • レイプシールドを導入すること

 • IPV（Intimate Partner Violence：親密な関係における暴力）を暴力であると規定すること

 　　　（配偶者など、一部の人しか得ることのできない権利に限定しないこと）

　　　• 同意の有無に関する立証において抗拒不能性の立証を撤廃し、具体的な同意の有無を

　　　　　　問うこと

 • 立証責任を加害者側に課すこと

 • 監護者性交等罪を、優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者による、

　　　　　　「自らの権力や立場を利用した性暴力」に拡大すること

 • 性交同意年齢を（15 才で遺言を遺すことや臓器提供の意思表示が可能になることから）

　　　　　　15 才からに引き上げること

 • 公訴時効を撤廃すること

 • 罪名：強制性交等罪から「性暴力罪」へ変更すること
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人数 ％

服を脱がされた 600 10.5

卑猥な言葉でからかわれた 392 6.8

無理矢理キスされた 553 9.6

身体（性器、胸、お尻）に触られた 957 16.7

性器に触るよう強要された 507 8.8

膣性交を強要された 113 2

オーラルセックスを強要された 338 5.9

アナルセックスを強要された 372 6.5

その他 215 3.8

いずれかの強要されたセックス（膣、オーラル、アナル） 500 8.7

いずれかの性暴力被害（上記のいずれか） 1,224 21.4

ゲイ・バイセクシュアル男性における性暴力被害の生涯経験割合
(有効回答数 5,731人)

Hidak et al. (2014) Prevalence of sexual victimization and correlates of forced sex in Japanese 

men who have sex with men. PLoS ONE 9(5): e95675. doi:10.1371/journal.pone. 0095675s
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DV・性暴力被害経験率

15.1 

8.4 

6.1 

15.1 

14.0 

15.3 

11.8 

14.5 

11.9 

9.2 

0% 15% 30%

DV被害

15.3 

6.6 

7.0 

23.7 

18.0 

13.3 

11.3 

21.1 

10.9 

8.3 

0% 15% 30%

性暴力被害

レズビアン女性
（372人）

ゲイ男性
（9,849人）

バイセクシュアル男性
（1,585人）

バイセクシュアル女性
（219人）

M T F
（178人）

F T M
（98人）

MTX
（1,161人）

その他
（1,270人）

FTX
（332人）

合 計
（15,064人）

研究実施者：日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）Yasuharu Hidaka, PhD

参考：男女間における暴力に関する調査（内閣府）によれば、異性から無理矢理に性交された経験率（女性のみ）は、6.5％（2014年）、7.6％（2011年）

これまでにDV被害にあったことがありますか？ここで言うDVとは配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力を指します。
これまでに性暴力被害を受けたことがありますか？

2016年調査国内最大規模 1万5千人規模の全国調査全体の88%が20～40代、
47都道府県からの回答 、有効回収数15,064件（国内在住者）
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Prevalence of Sexual Victimization and Correlates of
Forced Sex in Japanese Men Who Have Sex with Men
Yasuharu Hidaka1*, Don Operario2, Hiroyuki Tsuji3, Mie Takenaka4, Hirokazu Kimura5,

Mitsuhiro Kamakura6, Seiichi Ichikawa7

1 Takarazuka University School of Nursing, Osaka city, Osaka, Japan, 2 Brown University School of Public Health, Providence, Rhode Island, United States of America,

3 Japanese Foundation for AIDS Prevention, Osaka city, Osaka, Japan, 4 Kansai AIDS Council, Osaka city, Osaka, Japan, 5 Health and Social Welfare Bureau, City of

Yokohama, Yokohama city, Kanagawa, Japan, 6 Keio University Graduate School of Health Management, Fujisawa city, Kanagawa, Japan, 7 Nagoya City University School

of Nursing, Nagoya city, Aichi, Japan

Abstract

Studies of men who have sex with men (MSM) in diverse geographic and cultural contexts have identified health challenges
affecting this population. MSM might be particularly vulnerable to sexual victimization and forced sex. The aim of this
research study was to examine prevalence of sexual victimization and correlates of forced sex among Japanese MSM. We
recruited a sample of 5,731 Japanese MSM who completed an internet-administered survey. Participants reported on history
of different types of sexual victimization, unprotected anal sex, other health risk behaviors, exposure to gay-related teasing
and bullying, depression, and suicidality. Over one-fifth of the sample (21.4%) reported experiencing at least one form of
sexual victimization, and 8.7% reported a history of forced sex. MSM who had ever experienced forced sex were significantly
more likely to report experiencing psychological risks (depression OR = 1.55, 95% CI = 1.28–1.89; attempted suicide
OR = 2.25, 95% CI = 1.81–2.81; other forms of bullying OR = 1.38, 95% CI = 1.13–1.68) and other behavioral risks (unprotected
anal sex OR = 1.56, 95% CI = 1.29–1.90; sex venue attendance OR = 1.27, 95% CI = 1.04–1.54; methamphetamine use
OR = 1.57, 95% CI = 1.05–1.36), compared to MSM who had not experienced forced sex. Efforts to develop holistic and
integrated health services for Japanese MSM are warranted, particularly related to psychosocial determinants of HIV
prevention. However, due to cultural factors that emphasize familial and social relations and that stigmatize same-sex
behavior, Japanese MSM might experience challenges to seeking social support and health services. Interventions must be
provided in safe and non-judgmental settings where Japanese MSM feel comfortable disclosing their health and social
support needs.
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Introduction

Globally, there have been an increasing number of studies

examining health and psychosocial risk factors affecting men who

have sex with men (MSM) [1]. Much of this attention has focused

on disproportionate HIV prevalence among MSM across inter-

national settings [2–4]. However, additional research has also

shown that MSM in diverse geographic regions may also

experience psychological and social vulnerabilities – such as

discrimination and interpersonal violence – which can contribute

to further health challenges in this population [5–9]. A nascent

literature has examined health outcomes in Japanese MSM. Some

of the documented health challenges among Japanese MSM

include HIV risk [10], drug use [11], and suicidal ideation and

attempted suicide [12]. Studies to date suggest a need for

enhanced understanding into the risk factors for health problems

in Japanese MSM.

Previous research has suggested that adverse behavioral and

psychosocial health indicators in Japanese MSM might be due, in

part, to exposure to social stressors [13]. For example, stigma,

homophobic abuse, and victimization are forms of social stress

reported in MSM samples in Japan [12,13]. Experience of

homophobic stigma has been shown to be related to psychological

problems and sexual risk behaviors in MSM populations in other

parts of Asia [14–17]. This finding is consistent with minority

stress theory [18], which postulates that exposure to negative social

or interpersonal events can compromise the psychological well-

being of sexual minority individuals and thereby contribute to

higher prevalence of mental and physical health problems in

MSM.

Sexual victimization is an extreme form of social and

interpersonal stress that MSM may experience, and can contribute

to further psychological and behavioral health risks among those

who have been victimized. Sexual victimization can be defined as

any form of involuntary sexual interaction or contact with another

person, which can occur in childhood as well as in adulthood [19].

Studies have shown that MSM with a history of childhood sexual

victimization show greater sexual risk behavior in adulthood and

have higher prevalence of HIV infection compared with their

MSM peers who have not experienced sexual victimization [20].

There are few studies that have examined adult sexual victimi-
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zation experiences among men. This may be due, in part, to

underreporting of adult sexual victimization, stigma about

discussion of sexual victimization in adult men, and myths about

men’s vulnerability to sexual victimization [21]. However, a

review of research on sexual victimization in adult men found that

MSM were more likely to report experiences of adult sexual

victimization compared with heterosexual men [21]. Forced sex is

a specific type of sexual victimization that has extremely adverse

physical and mental health consequences among male victims.

Individuals with a history of forced sex can have long-term risk for

HIV, trauma, and maladaptive health risk behaviors [22].

To date, there are no known studies exploring sexual

victimization, including forced sex, among Japanese MSM and

its potential role in affecting the health and psychological well-

being in this population. To enhance understandings of the health

of Japanese MSM, the aims of this paper are to explore (i) the

prevalence of different types of sexual victimization in a large

population sample, and (ii) associations between history of forced

sex and other psychosocial and behavioral risk factors. Because

this is an understudied topic, findings from this analysis can

provide insight for future research and potentially guide interven-

tions to address the health and well-being of MSM in Japan who

have a history of sexual victimization and forced sex.

Method

Recruitment
The internet was used to recruit a diverse sample of Japanese

MSM for a study of health behaviors and well-being. The internet

has been argued to be an acceptable method for collecting large,

heterogeneous samples of hard-to-reach populations [23,24].

Internet technology can be helpful in reaching gay, bisexual,

and questioning men who are less comfortable attending

homosexual-themed venues, such as bars and nightclubs. Data

collection through the internet can also increase the opportunity

for participants to respond anonymously by avoiding face-to-face

contact [11,13], which might be a barrier to participation due to

MSM stigma in Japanese culture. Informational announcements

about the study were placed on internet websites catering to

Japanese MSM audiences. In addition to posting banners on gay-

related websites, recruitment strategies included: flyers distributed

in gay venues, announcements posted in gay organizational

newsletters as well as in gay magazines, and announcements

posted at social network websites catering to gay men. We

designed the internet banners and informational flyers in a manner

that would draw the attention of MSM, e.g., using physically

attractive male models. However, we designed a range of

recruitment media (e.g., information-only announcements without

pictures or using gay-relevant slogans and symbols) to minimize

bias associated with recruiting men solely based on their response

to sexually suggestive images. Announcements provided informa-

tion about the research project and eligibility for participation.

Potential participants were directed to an internet site to learn

more about the study. Participant inclusion criteria included: 1)

being a Japanese male who has ever had sex with men; 2) having

internet access; 3) having Japanese written language fluency.

Procedure
Participants who met inclusion criteria entered a secured

internet website to complete the anonymous online survey. The

website first presented informed consent information. If partici-

pants understood the purposes of the study and agreed to the

terms of participation, they clicked an ‘‘Agree’’ button, and they

then accessed the questionnaire. All items and response options

were presented in Japanese language, and participants’ responses

were immediately saved in a firewall-protected database. To

minimize the chances that participants would complete the survey

multiple times, we examined internet protocol addresses and

internet providers encoded within the data and, if encoded

information appeared similar, checked the demographic data for

redundant information. Internet protocol addresses were deleted

before conducting analysis. Using a procedure validated previously

in an internet study of MSM in Japan, we asked participants to

define two terms that were identified through earlier formative

research as well-known colloquial expressions in the Japanese

MSM/gay community (which translated into English would mean

‘‘gay men/gay society’’ and ‘‘heterosexual’’) [11,13]. Data from

men who were unable to define the terms were excluded from

analysis. Data were collected between August 11 and November

30, 2005. The study protocol was approved by the Ethics

Committee of Nagoya City University School of Nursing.

In total, 6,260 participants attempted to complete the

questionnaire, 196 people were excluded due to missing data,

140 were excluded because of data duplication or because they

could not define the slang terms, 73 were excluded because they

were not males, and 120 were excluded because they did not live

in Japan.

Measures
Participants reported demographic characteristics, including

age, highest educational level, and sexual orientation (gay,

bisexual, heterosexual, undecided, unsure and other). Participants

were asked whether they had ever experienced a range of sexual

interactions against their will, including the following: being

undressed by another person, target of verbal sexual abuse, forced

to kiss another person, sexually touched by another person, forced

to touch the genitals of another person, forced to engage in vaginal

sex with a female, forced to engage in oral sex (with a male or

female), forced to engage in anal sex with a male, and any other

form of unwanted sexual interaction. Participants also described

whether they had ever been harassed or bullied in school by others

due to their sexuality, and whether they had close gay/bisexual

friends to whom they could confide in and close heterosexual

friends to whom they could confide in. They completed the

Japanese version of the Center for Epidemiologic Studies

Depression Scale (CES-D); participants were categorized as being

moderately depressed based on a score greater than 16 [25].

Participants also reported whether they had ever attempted

suicide. Finally, participants reported their HIV status, frequency

of condom use when engaging in anal sex, and recent

methamphetamine use.

Data analysis
Statistical analysis was conducted using SPSS v.21. First, we

described the prevalence of different types of sexual victimization,

sociodemographic variables, and self-reported psychosocial and

behavioral health variables. Second, we examined correlates of

forced sex, using chi-square tests to assess bivariate associations

and multivariable logistic regression to identify independent

associations controlling for other co-variates. Multivariable

regression analysis was based on procedures described in Hosmer

& Lemeshow [26], in which we entered into the regression model

any variable that had a moderate bivariate association with forced

sex at p,.25. Adjusted odds ratios (ORs) and 95% confidence

intervals (95% CIs) were reported.
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Results

Data from a total of 5,731 respondents are included in this

analysis (Table 1). The mean age was 30.8 years (SD = 8.9,

range = 12–82), with 6.5% between 12 and 19 years old, 42.4%

between 20 and 29 years old, 35.5% between 30 and 39 years old,

11.4% between 40 and 49 years old, and 3.6% over the age of 50

(n = 34 did not report their age). Over half (56.4%) of the sample

had completed a University degree. Over two-thirds (67.5%)

identified themselves as gay and 25.9% identified as bisexual. Over

half (54.5%) had been verbally teased with words such as

‘‘homosexual, faggot, fag’’ and 45.1% had experienced other

forms of bullying. The majority of participants reported having

close gay/bisexual male friends (65.1%) as well as close

heterosexual friends (58.6%). Over one-third (38.8%) reported

moderate levels of depression (CES-D .16), and 14.0% had ever

attempted suicide. Overall, 5.3% identified as HIV-positive,

48.7% reported having unprotected anal sex in the past six

months, 52.6% had visited a sex venue in the past six months, and

3.7% had ever used methamphetamines.

Prevalence of sexual victimization experiences are reported in

Table 2. Overall, 21.4% of the sample reported experiencing any

of the types of sexual victimization assessed in this survey. The

most common forms of sexual victimization included unwanted

sexual touching (16.7%), being undressed (10.5%), being forced to

kiss someone (9.6%) and being forced to touch someone’s genitals

(8.8%). A total of 500 participants (8.7% overall; 40.8% of those

who reported any sexual victimization) reported ever experiencing

any forced sex. Overall, 6.5% experienced forced anal sex, 5.9%

experienced forced oral sex, and 2.0% experienced forced vaginal

sex.

Bivariate correlates of a history of forced sex are listed in

Table 1. Forced sex was associated with younger age, experience

Table 1. Participant characteristics and associations with history of forced sex in a sample of Japanese MSM (n = 5,731).

Total Lifetime experience of forced sex

n % n % p-value

Overall 5,731 500 8.7

Age group 12–19 371 6.5 36 9.7 0.002

20–29 2,432 42.4 253 10.4

30–39 2,037 35.5 149 7.3

40–49 652 11.4 48 7.4

50+ 205 3.5 11 5.4

Missing 34 0.6 3 8.8

Sexual orientation Gay 3,868 67.5 337 8.7 0.25

Bisexual 1,484 25.9 138 9.3

Other 379 6.6 25 6.6

Educational level No university degree 2,496 43.6 236 9.5 0.089

University degree 3,235 56.4 264 8.2

Ever been teased verbally with words such as
‘‘homosexual, faggot, fag’’

No 2,605 45.5 193 7.4 0.001

Yes 3,126 54.5 307 9.8

Ever been bullied other than verbal teasing No 3,146 54.9 220 7 ,0.001

Yes 2,585 45.1 280 10.8

Depression in past week Not depressed 3,510 61.2 235 6.7 ,0.001

Depressed 2,221 38.8 265 11.9

Ever attempted suicide No 4,926 86 358 7.3 ,0.001

Yes 805 14 142 17.6

Went to any sex venues in 6 months No 2,714 47.4 205 7.6 0.003

Yes 3,017 52.6 295 9.8

Have close gay/bisexual friends No 2,000 34.9 156 7.8 0.069

Yes 3,731 65.1 344 9.2

Have close heterosexual friends No 2,370 4.4 175 7.4 0.003

Yes 3,361 58.6 325 9.7

HIV status Negative 5,425 94.7 457 8.4 0.002

Positive 306 5.3 43 14.1

Ever used methamphetamine No 5,520 96.3 467 8.5 0.001

Yes 211 3.7 33 15.6

Unprotected anal intercourse in 6 months No 2,941 51.3 198 6.7 ,0.001

Yes 2,790 48.7 302 10.8

doi:10.1371/journal.pone.0095675.t001
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of verbal teasing due to being gay, experience of other forms of

bullying due to being gay, depression, history of attempted suicide,

having close heterosexual friends, HIV-positive status, unprotected

anal sex, vising a sex venue, and history of methamphetamine use

(p,.01).

Variables that were independently associated with a history of

forced sex are shown in Table 3. Based on multivariable regression

analysis, forced sex was shown to be significantly associated with

depression (OR = 1.55, 95% CI = 1.28–1.89), history of attempted

suicide (OR = 2.25, 95% CI = 1.81–2.81), experience of bullying

(OR = 1.38, 95% CI = 1.13–1.68), having close heterosexual

friends (OR = 1.26, 95% CI = 1.03–1.55), visiting a sex venue

(OR = 1.27, 95% CI = 1.04–1.54), having unprotected anal sex

(OR = 1.56, 95% CI = 1.29–1.90), HIV positive status (OR = 1.57,

95% CI = 1.10–2.24), and ever using methamphetamines

(OR = 1.57, 95% CI = 1.05–2.36).

Discussion

Over one-fifth (21.4%) of this large sample of MSM in Japan

reported experiencing at least one form of sexual victimization as

assessed in this study, and 8.7% reported a history of forced sex.

MSM who had ever experienced forced sex were significantly

more likely to report experiencing psychological risks (i.e.,

depression, attempted suicide, other forms of bullying) and other

behavioral risks (unprotected anal sex, sex venue attendance,

methamphetamine use) compared with their peers who did not

experience forced sex. These cross-sectional findings suggest that

assessing for sexual victimization and addressing the consequences

of forced sex might be an important component of clinical

screenings or public health interventions related to HIV preven-

tion and mental health services for MSM in Japan.

Findings here are consistent with studies from other settings

which indicate that HIV and other health disparities affecting

MSM must be understood in the context of psychosocial stressors

and contextual factors that determine health risk behaviors among

members of this population [18]. Consequently, integrated and

holistic approaches to health care for MSM may be warranted –

particularly approaches that consider history of adverse psycho-

logical and behavioral co-factors that need intervention [1].

Capacity to provide holistic health services to MSM in Japan,

however, is currently limited. Among Japanese MSM, 80% have

not disclosed their sexual orientation to parents, thus these men

may experience difficulty seeking help from their family members.

Although poor mental health status such as depression was

apparent in this population, experience of accessing mental health

services was low [27]. These findings suggest that MSM may

experience difficulty seeking support from parents as well as in

medical care settings, potentially due to the fear of prejudice and

discrimination. Professionals such as mental care providers, nurses,

public health professionals providing HIV counseling and testing,

and clinical psychologists would benefit from improved training to

understand about the needs of this population, in order to provide

adequate professional services and support to MSM. Japanese

MSM would benefit from resources that identify health service

providers or health settings that are friendly and competent in

working with sexual minority patients and populations. Currently,

there are no known publically available resources to help MSM in

Japan identify health services in general, especially mental health

care. Development of referral networks, brochures, and websites

with information about appropriate and confidential services for

MSM is warranted.

There are notable strengths to this study. This is the first known

study of the prevalence of sexual victimization and correlates of

forced sex in Japanese MSM. Use of the internet allowed us to

recruit a large sample of MSM, and suggests the utility of internet

and social media for outreach and recruitment to MSM in Japan,

a population that might otherwise be hard to reach. Findings

expose a need for appropriate and confidential health services for

MSM, and suggest the role of sexual victimization as a

determinant of behavioral health and psychosocial problems in

this population.

Limitations to this study must be considered. First, the study

used a cross-sectional design which prevents interpretation of

causality or temporal order among variables. Second, although

this is a large MSM sample, participants were recruited using non-

representative sampling methods. Because we did not use targeted

recruitment efforts to achieve a sociodemographically representa-

tive sample, findings might not be generalizable to MSM who do

not access gay-themed internet or periodical content or men who

felt uncomfortable completing an online survey. Third, self-report

measures might have been affected by social desirability or recall

biases. Fourth, because this was an exploratory study, and the first

of its kind in Japan, we did not have access to culturally validated

measures of sexual victimization and other risk behaviors in

Japanese MSM. Although measures of sexual risk and other health

behaviors in this survey have also been reported in previous studies

of Japanese MSM [11,13], future research must better assess the

Table 2. Prevalence of different forms of lifetime sexual victimization in a sample of Japanese MSM (n = 5,731).

Forms of sexual victimization n %

Undressed 600 10.5

Abused with obscene words 392 6.8

Forced kiss 553 9.6

Touched 957 16.7

Forced to touch genital part 507 8.8

Forced vaginal sex 113 2

Forced oral sex 338 5.9

Forced anal sex 372 6.5

Other 215 38

Any forced sex (vaginal, oral, anal) 500 8.7

Any forms of sexual victimization (any of above) 1,224 21.4

doi:10.1371/journal.pone.0095675.t002
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psychometric properties and cultural sensitivity of sexual behavior

and victimization measures for use with this population. Fifth,

most measures of sexual behavior, victimization, and other risk

behaviors in this survey assessed lifetime experience, resulting in

limited inferences about temporal windows which might affect

health risk.

Conclusion

In summary, this study highlights the role of prior sexual

victimization in contributing to the psychological and behavioral

risks of MSM in Japan. Findings reported here correspond with a

substantial literature (mostly conducted in the West) on the

associations of sexual victimization – including childhood sexual

victimization as well as adult victimization – on psychological

adjustment and future sexual risk outcomes. Efforts to address

these issues among Japanese MSM are warranted. Such efforts

must be mindful of cultural and social factors that might challenge

provision of holistic services to Japanese MSM, and which might

also present barriers to access of health service and disclosure of

problems among Japanese MSM.
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Table 3. Multivariable regression to identify independent correlates of forced sex in a sample of Japanese MSM (n = 5,731).

Lifetime experience of forced sex

AOR 95% CI p-value

Age group 12–19 ref.

20–29 1.03 (0.70–1.51) 0.877

30–39 0.71 (0.48–1.07) 0.102

40–49 0.8 (0.50–1.28) 0.354

50+ 0.68 (0.33–1.38) 0.282

Missing 0.99 (0.28–3.50) 0.983

Sexual orientation Gay ref.

Bisexual 1.24 (1.00–1.55) 0.055

Other 0.81 (0.53–1.25) 0.343

Educational level No university degree ref.

University degree 1.02 (0.84–1.23) 0.865

Ever been teased verbally with words such as ‘‘homosexual, faggot, fag’’ No ref.

Yes 1.13 (0.93–1.39) 0.229

Ever been bullied other than verbal teasing No ref.

Yes 1.38 (1.13–1.68) 0.002

Depression in past week Not depressed ref.

Depressed 1.55 (1.28–1.89) ,.001

Ever attempted suicide No ref.

Yes 2.25 (1.81–2.81) ,.001

Went to any sex venues in 6 months No ref.

Yes 1.27 (1.04–1.54) 0.017

Have close gay/bisexual friends No ref.

Yes 1.12 (0.90–1.38) 0.307

Have close heterosexual friends No ref.

Yes 1.26 (1.03–1.55) 0.027

HIV status Negative ref.

Positive 1.57 (1.10–2.24) 0.014

Ever used methamphetamine No ref.

Yes 1.57 (1.05–2.36) 0.029

Unprotected anal intercourse in 6 months No ref.

Yes 1.56 (1.29–1.90) ,.001

doi:10.1371/journal.pone.0095675.t003
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■研究及び臨床のフィールド；
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■性被害へのケア 及び 性加害への治療教育に携わる



大人からの被害
■子どもにとって「大人」とは；

・守ってくれる
・愛してくれる
・世話をしてくれる
・教えてくれる
・遊んでくれる

・やさしいふり ・かわいがる ・一緒に遊ぶ
・世話をする ・恩を着せる（～してあげる）
・子どもが求めているものを与える

（例：関心・物・刺激・金銭 等）

手なずけ（grooming）：信用の悪用

大人は強く、正しい存在:疑わない
大人の言うことは聞くべき:逆らえない

脅し
・口止め
・「親に怒られるよ」
・「親が悲しむよ」
・「知られたら僕は死ぬ」

子どもにとって「知らない人」「あやしい人」ではなくなる



子どもの認知・行動の特徴
■子どもが求めているもの（ニーズ）；

・触れられる
・関心を向けられる
・刺激的な遊び
・好奇心
・居場所

触れられることで安心する（愛着）
日常的に触れられている（世話）
探索行動をする（好奇心と不安）
ひとりでは生きていけない（無力）

性暴力：子どもの「愛されたい」というニーズの悪用
（abuse:虐待）

■子どもにとっての性；
・性器：排泄のための器官、自己慰撫による快の感覚
・2～３歳 排泄の自律、５～6歳 性別や性役割の理解



子ども間の性暴力
■より力（パワー）が強い子どもから；

・きょうだいやいとこなど（家族・親戚）
・同じ学校や地域の年長児、同級生
・同じ施設で暮らす子ども

※パワー：年齢、体格、性別、情緒的・知的発達、
立場、集団内での地位（可変・流動的）

性暴力は、加害者の性欲のみにもとづくものではなく、
とくに子どもの性問題行動は、加害児のニーズが満たさ
れていないことでの不適切な対処行動であることが多い
（例：家庭のDV、ポルノ、性被害体験による混乱）



障がいのある子ども、男の子の性被害
■障がいによる脆弱性

・認知の特性や知的能力
文字通りに受け止める、言われたとおりにする（従順）

・それまでの疎外・被害によるトラウマ化した対処
恐怖や動揺で動けない、笑顔で応じる（防衛）

・リスクよりもニーズに動機づけられた行動（欲求充足）
「誰かと一緒にいたい」「おもしろそう」（孤立・退屈）

■男の子の性被害
・誰にも言えない（聴いてもらえない）
・怒りや屈辱感による行動化（他者への攻撃・性加害）
・セクシュアリティやアイデンティティの混乱



子どもの脆弱性（vulnerability)

・身体の受け身性
（赤ちゃんは動けない、

幼児・児童は世話が不可欠）
・無垢さ・純粋さ
（疑わない、信じやすい、興味）
・知識がない
（暴力や対処法を教えられない）

・圧倒的なパワーの差
・対処の選択肢が少ない

被害の受けやすさ（体験） 被害による傷つきやすさ（影響）

・身体の発達が未成熟
（性器の外傷を負いやすい）
・痛みや不調を訴えにくい
（どう説明してよいかわからない）
・恥や罪悪感、恐れ
（親に秘密があることの自責感）

・強い混乱（解離、記憶の健忘）

・症状や自己否定感による
再被害（トラウマの再演）



子どもの被害認識
【幼少期】

・何をされたのかわからない、でも何かおかしい
・不快、嫌悪感、罪悪感、羞恥 と
快の感覚（特別扱い、心地よさ）による混乱

・痛みや苦痛への無意識の対処：解離、記憶の健忘
【思春期以降】

・知識を得る：性教育、性情報
・トリガー（トラウマ記憶を想起する引き金）

性の話、身体接触、性行為・出産等

加害者と自分自身に「裏切られた」感覚、トラウマ症状



家庭の混乱
育児の問題
親の不調

性被害の発達全般への影響

・生活・行動面への影響が健康的な発達や成長を阻害する
・親（間接的被害者）への影響により、生活基盤が揺らぐ

性暴力ネグレクト

トラウマ反応による
不適応・行動化

・落ち着きのなさ、イライラ
・対人関係上の問題
・不登校、ひきこもり
・自傷行為、非行 等

親のショック
（喪失感・怒り・自責）
子への対応が困難
親自身のトラウマ

無理解
スティグマ

派生的問題



性交同意年齢の検討 ①同意とは
■同意の構成要件（Kahn, 2007）

Kahn, T.J.: Roadmaps to Recovery: A guided workbook for children in treatment, 2nd edition. Safer Society Foundation, 
2007.（藤岡淳子監訳 「回復への道のり ロードマップ：性問題行動のある児童および性問題行動のある知的障害をもつ少年少女のために」
誠信書房, 2009.）

・情緒的に対等
・適切な年齢
・正直（嘘がない）
・二人とも「いいよ」と言っている
・「いやだ」と言ってもよい
・何が起こっているか（結果）

を二人とも理解している
・思考が損なわれておらず両者
ともに意識が鮮明（しらふ）

・知的に対等
・愛情（思いやり）がある



②性行動の実態
■性交経験率（日本性教育協会, 2019）

一般財団法人日本児童教育振興財団内 日本性教育協会. 「『若者の性』白書 ―第8回青少年の性行動全国調査報告―」小学館，2019.

中学生
女子 4.5 ％
男子 3.7 ％

・2017年 実施
・対象

中学生；4,449人
高校生；4,282人

高校生
女子 19.3 ％
男子 13.6 ％



③性教育の実施状況
■学習指導要領

文部科学省：学習指導要領「生きる力」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/ri.htm

（3）内容の「B生命・地球」の（2）のウについては，

受精に至る過程は取り扱わないものとする。

【第5学年】 理科
B 生命・地球
（1）植物の発芽，成長，結実
植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，植物の発芽，成長及び結実とその条件についての考えをもつことができ

るようにする。
ア 植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。
イ 植物の発芽には，水，空気及び温度が関係していること。
ウ 植物の成長には，日光や肥料などが関係していること。
エ 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめしべのもとが実になり，実の中に種子ができること。

（2）動物の誕生
魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の様子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長について

の考えをもつことができるようにする。
ア 魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえること。
イ 魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。

ウ 人は，母体内で成長して生まれること。



④子どもの認知・性的発達

■心理社会的発達理論（Erikson, E.H.）

画像引用：https://www.verywellmind.com/erik-eriksons-stages-of-
psychosocial-development-2795740

思春期（puberty 二次性徴～)
初潮：だいたい10歳から14歳まで

（日本産婦人科医会）

精通：中学生の射精経験 37.2％
（前出 日本性教育協会 2017年調査）

思春期の発達課題
アイデンティティ（同一性）の確立
「自分」に向き合い、自己を確立する

青年期の発達課題
親密性 の形成
「個」として他者とパートナーシップを築く

認知発達理論（Piaget, J）
7～11歳 具体的操作期

（脱自己中心性）

11歳～ 形式的操作期
（抽象的思考、推測・予測）



刑事法検討において考慮いただきたい点（私見）
■子ども特有の認知と関係性

・子どもが身体接触を拒まないのは、生得的な愛着（アタッチ
メント）行動、あるいは防衛であり、性的な行動ではない

・子どもの発達特徴を悪用した（abuse) 性的接触は性暴力
・解離・健忘の期間は、公訴時効期間に含めるべきではない
・同意のある性関係には、子どもの成熟と十分な教育が必要

■早熟であることと、発達上の成熟は異なる
・身体面の性的成長がみられても、思春期は発達途上の年代
・思春期の性行動は成熟の証というより、ケアを要する行動化
（サイン）として捉えられ、同意能力の未熟さを表す可能性



心理学的知見に基づく

子どもの供述特性と司法面接

2020年6月22日 「性犯罪に関する刑事法検討会」ヒアリング

立命館大学 総合心理学部

仲真紀子

http://forensic-interviews.jp/

m-naka@fc.ritsumei.ac.jp

http://forensic-interviews.jp/


概要

1. なぜ子どもは特別か

» 被暗示性と精神的二次被害

2. 司法面接の概要

» 自由報告と構造

3. 参考：法廷での子どもの証人

Nichd Protocol: National Institute of Child Health and Human 
Development（米国立小児健康人間発達研究所）で作成された
事実確認のための面接法。ダウンロードはhttp://forensic-
interviewsから。



１．なぜ子どもは特別か？
ー供述弱者である大人もー

被暗示性と精神的二次被害



世界の事例 Ceci & Bruck, 1995等

 クリーブランド事件(UK)

 マクマーチン事件(米CA)

 ケリー・マイケルズ事件(米NJ)

» 1988年，4歳児の発話から有罪に。

» 1994年，すべての事案が棄却。

 リトルラスカルズ保育所事件(米NC)

» 1989年，90人の子どもが虐待を訴え，有罪に。

» 1995年，判決が翻る。

Ceci, S. J. & 
Bruck, M. (1995). 
Jeopardy in the 
courtroom: The 

scientific analysis 
of children's 
testimony. 

Washington, D.C.: 
APA.等



ある判決文から・・

 以上の経緯からすれば，・・・他の事情により信用

性が支えられない限り，○○らが暗示や迎合により

体験していない事柄を供述した疑いを残すというほ

かない（捜査機関が当初の聴取の際，児童らに暗

示・誘導なく自ら話してもらい録音録画し，母親か

らも供述を始めた状況を誘導なく詳細に聴取して録

音録画するなど，真に暗示・誘導がないのであれ

ば，その信用性を担保する方法は存在する。）



典型的な事例
面：××に叩かれたことある？

子：・・・

面：○○さんから聞いたんだけど。怒らないからちゃんとお話し
して。 ×× ，叩くの？

子：・・・

面：××叩くの？

子：（小さくて聞き取れない）が当たった。

面：どこ叩かれたの？

子：肩。

面：いつ××が叩いたの。

子：・・・

面：お話ししてくれないと，たいへんなことになるから。もう一
回聞くよ。 ××が叩いたのね。

子：（小さな声で）うん。

問題を導入

クローズド質問

繰り返し

圧力

言い換え



（1）被暗示性

 実際には体験していないのに，体験したか

のような気がしてきてしまう。

 例えば，Bruck, Ceci, & Hembrooke (2002)

» 実際にあった体験：叱られた

» 実際にはなかった体験：泥棒がはいった

Bruck, M., Ceci, S. J., & Hembrooke, H. (2002).  The nature of children's true and false 
narratives. Developmental Review, 22(3) 520-554.

◆ 社会対人的な格差・圧力



言葉で説明
できる記憶

意味記憶

エピソード記憶

いわゆる「知識」

いつ，どこでがありありと目に浮かぶ

自己への気づき，情報源の理解，メタ認知

虐待における繰り返しの問題も・・

◆ 認知的な問題



福
祉

警
察

検
察

裁
判

（2）精神的二次被害



法的手続きにより引き起こされる外傷的敏感症状
Litigation-induced Trauma Sensitisation (LITS) Fulcher, G. (2004)

 聴取の繰り返し：心的外傷の症状が加算的に悪化

» 事件・事故の再体験，類似した状況による不安喚起，

過覚醒，精神的／実存的危機

 継続的聴取：一部の被害者では，以前はなかった症状

» 後外傷的症状：フラッシュバック，悪夢，ウツ，思考

の回避，孤立，愛情を感じられない，楽しめない，無

力感，過覚醒，睡眠障害，怒り，注意集中の困難，驚

愕反応等

» 身体的症状：血圧・心拍上昇，

過呼吸，筋緊張，吐き気，下痢

Fulcher, G. (2004). Litigation-induced 
Trauma Sensitisation (LITS) -- A 
Potential Negative Outcome of the 
Process of Litigation. Psychiatry, 
Psychology and Law, 11(1), 79-86.



福
祉

警
察

検
察

裁
判

2015年10月28日：協同面接，代表者聴取
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji10_00006.html

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji10_00006.html


2.司法面接の概要

自由報告と構造



英国の「客観的聴取技法」のガイドライン

MOGPとABE（Achieving Best Evidence）

MOGP:Memo-
randum of 

Good Practice: 
MOGP
1992

ABE: Achieving 
Best Evidence 

in Criminal 
Proceedings
2001,2011

子どもへの司
法面接

（英国内務省・
保健省）

2007

Home Office 1992 Memorandum of Good Practice: On video recorded interviews with 
child witnesses for criminal proceedings.  London.
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_i
n_criminal_proceedings.pdf
英国保健省・内務省(編).（2007）仲真紀子・田中周子（訳）子どもへの司法面接：ビデオ
録画面接ガイドライン．誠信書房．

ABE：Achieving 
Best Evidence 

in Criminal 
Proceedings
2001,2011



目的

早い時期に，自由報告を重視した面接

を【原則として】１度だけ行い，【原

則として】ビデオで録画する。

必要な情報を客観的に聴取する/カウン

セリングではない。

供述の変遷と二次被害を防ぐ。

 トラウマ症状により司法面接が難しく，時効となった例がある。治療により，証言が変

わるという指摘もある。どうすれば被害者が保護され，有用な証拠が得られるか。

 司法面接は障がい等を有している人々に適用できるか。また，子どものみか。司法面

接のスキルを成人被害者の通常の事情聴取に取り入れることはできるか。



典型的な司法面接室

一対一で面接し，
録音録画

バックスタッフ（多機関連
携チーム）が観察・支援

ホワイト
ボード！

 いつ：発覚から1wk以

内程度で

 どこで：中立・安心でき

る場所で

 誰が：トレーニングを

受けた人がチームで

（子どもの心理の専門

家を含む）

 どのように：

 計画を立て

 司法面接の方法で

 年齢×5分程度

 録画面接



司法面接支援室



自由報告と構造

 挨拶・グラウンドルール・
ラポール形成

 自由報告

 質問

 オープン質問

 WH質問

 クローズド質問

 確認質問

 クロージング

Memorandum 
of Good 
Practice: 
MOGP
1992

 本当にあったこと
 わからない
 知らない
 間違ってる
 全部話して

 何があったか最初
から最後まで全部
話して

 そして，それから
 そのことをもっと

話して



NICHDプロトコル
(National Institute of Child Health and Human Development)

1. 導入

2. グラウンドルール

3. ラポール

4. 出来事を思い出す練習

5. 自由報告（本題への移行）

6,  出来事の分離(1回か) 7,オープン質問

8. 【ブレイク】

9 WH質問，10.クローズド質問

11. 確認質問（脅し・目撃者，開示，問題）

12. クロージング

13. 終了

 本当にあったこと
 わからない
 知らない
 間違ってる
 全部話して

Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, 
D. （2007） A structured forensic interview protocol improves 
the quality and informativeness of investigative interviews with 
children：A review of research using the NICHD Investigative 
Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.



NICHDプロトコル revised
(National Institute of Child Health and Human Development)

1. 導入

2. ラポール

3. グラウンドルール

4. 出来事を思い出す練習

5. 自由報告（本題への移行）

6,  出来事の分離(1回か) 7,オープン質問

8. 【ブレイク】

9 WH質問，10.クローズド質問

11. 確認質問（脅し・目撃者，開示，問題）

12. クロージング

13. 終了

 わからない
 知らない
 間違ってる
 本当にあったこと
 全部話して

LamHershkowitz, I., Lamb, M. E., & Katz, C. (2014). Allegation 
rates in forensic child abuse investigations: Comparing the 
revised and standard NICHD protocols. Psychology, Public 
Policy, and Law, 20(3), 336-344. 

参考（監査等）
・被害者
・被疑者
・目撃者



3.参考：法廷での子ども



法廷での子どもの証言（仲, 2001） 790発話を分析

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

裁判官 検察官 弁護人

文 はい いいえ わから/ 覚えてない 沈黙

仲真紀子(2001).子どもの面接−法廷での「法律家言葉」の分析−. 法と心理, 1, 80-92.

子どもは法廷であまり話をしない！



英国での録音録画の使用を参考に
OLD BAILEY

刑事法廷 2018．3
英国Old Baileyの中に・・
（特別の入り口から入る）

尋問を受
ける部屋

待合室

ここちよいソファ
カラフルな
クッション

モニター
50cm角くらいの机
紫の椅子3つ

（子ども，仲介者，
立会人）



英国の刑事裁判で：9歳の目撃者
1日目【主尋問】裁判官から陪審員に

 参考人（ジョン:仮名）は9歳であり，子どもから話を聞くのはたい

へん難しい。そのため特別措置により供述を録音録画している。

 面接は，特別の部屋（司法面接室）で行われた。

 面接はABE（司法面接ガイドライン）に沿って行われた。最初にiPad

が出てくるが嘘と本当を区別するための課題である。子どもは宣誓

しない。仲介者（Intermediary：女性の児童精神科医）が立ち会っ

ている。

 これから録音録画を見るが，そこにいる証人の話を聞くように聞い

てください。プレイバックはしないので，注意を集中して聞いてく

ださい。

【翌日の反対尋問】裁判官から陪審員に

 明日は10時半からジョンの面接（反対尋問）を行うが，仲介者が面

接は20分程度と言っている。遅刻しないように。



 ジョンは別の部屋（閉回路システム）で面接（反対尋問）を受け

る。そこには仲介者, 付添人がいる。

 閉回路システム：ジョンはこのシステムを経験をしており，どのよ

うに機能するか知っている。

 録音録画：ジョンは，ABEの録音録画を直前に見ている。

【翌日の反対尋問】裁判官が検事，弁護人に

 自己紹介：私達は自己紹介しないことが多いが（普通は「こちら

○○先生」などと紹介してもらう），子どもにはファーストネーム

で自己紹介したほうがよい，3人で順番に自己紹介しよう。

 尋問方法：仲介者は20分と言っている。言葉がわかりにくかったら

言い直してくれる。休憩を多く取ろう。

 写真：検事から「部屋の写真を示すのは精神的によくないかもしれ

ない」と提案があり，白黒の図面だけを用意しておくこととなった

（結局，使わなかった）。



2日目【反対尋問，補足の主尋問と反対尋問】

 裁判官，検事，弁護人はかつらをはずしガウンをとった人もいた

 グラウンドルール：

» 本当のことを話す。

» 質問がわからなければわからないという。

» 知らないことは知らないという。推測では話さない。

» 覚えていないことは覚えていないという。

» 休憩を頻繁にとるので，言ってほしい。

» 質問や言いたいことがあればintermediaryでも誰にでも言う。

 時間：10時半に陪審員入室，開始は10:45分。

» 20分尋問，5分の休憩 (実際15分)。

» 15分尋問，再度2度目の休憩。

» 尋問開始後「トイレに行きたい」。5分位待つ。

» 12時15分に終了。（90分中正味60分くらい）

 尋問者は終始ゆっくり，

はっきり，間をとり，短い質

問

 子どもはリラックス

 最後に裁判官は「どうもあ

りがとう」



参考：DVDの証拠採用
（北海道新聞，2016年12月19日朝刊）

旭川，高松，徳島，那覇の4つの地裁では，子ども

に対する虐待や強制わいせつ事件の公判4件，高

松地裁丸亀支部では傷害事件2件で，検察側が被

害者の証言を録音録画したDVDを証拠として提出

し，裁判所が採用していた。

• 判決は2014-2015年，いずれも有罪

• 被害者は，事件当時7〜14歳

検察側が被害立証のためDVDを証拠として提出，

弁護側も同意し，証人尋問は行われなかった。

高松，徳島，高松丸亀支部 では検察官が概要を

読み上げ，旭川，那覇では一部を再生，旭川では

裁判官，検察官，弁護人がモニターを見ながらイ

ヤホンで音声を聞き，被告人にはモニターを見せ

ずに音声だけを聞かせた。

参考：尋問による二次被害
（朝日新聞2015.5.16 京都版 中

村葉子検察官）

当時７歳だった女児に６時

間以上もの証人尋問が行

われ、深刻な二次被害が

生じました。

女児は、黒い影に追われる

夢や、たくさんの足に踏み

つぶされる夢などにうなさ

れ、授業中に頭痛や吐き気

の症状に悩まされ、恐怖心

から学校のトイレに入れな

いなど生活に支障を来した

のです。・・



参考文献
 アルドリッジ・ウッド（著）仲真紀子（編訳）(2004). 子どもの面接法：司法に

おける子どものケア・ガイド. 北大路書房.
 英国内務省・保健省（編）仲真紀子・田中周子（訳）（2007）. 子どもの司法面

接：ビデオ録画面接ガイドライン．誠信書房
 ブル,R.他 （著）仲真紀子（監訳）（2010）．犯罪心理学 — ビギナーズガイド：

世界の捜査,裁判,矯正の現場から．有斐閣．
 セーデルボリ, A-C他（著） 仲真紀子・山本恒雄（監訳）リンデル佐藤良子

（訳）（2014）．知的障害・発達障害のある子どもの面接ハンドブック：犯罪・
虐待被害が疑われる子どもから話を聞く技術. 明石書店. 

 Fulcher, G. (2004). Litigation-induced Trauma Sensitisation (LITS)  A Potential Negative 
Outcome of the Process of Litigation. Psychiatry, Psychology and Law, 11(1), 79-86.

 Kebbell, M. R., & Johnson, S. D. (2000). Lawyers' questioning: The effect 
of confusing questions on witness confidence and accuracy. Law and Human 
Behavior, 24, 629-641.

 Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. 
（2007） A structured forensic interview protocol improves the quality 
and informativeness of investigative interviews with children：A review 
of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child 
Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.

 ミルン, R.・ブル, R. 著. 原聡(編訳)(2003).取調べの心理学—事実聴取のための
捜査面接法. 北 大路書房. 



 仲真紀子 (2020) 子どもの話を聴くための手法と実践例−司法面接の技法をいかして 第

3回口の重い子どもに向けて. 家庭の法と裁判第24号 2020年2月，pp130-136.

 仲真紀子 (2019). 少年の認知特性と司法面接-法と心理学の観点から. 山口直也（編

著）. 脳科学と少年司法. 現代人文社 pp.32-49. 

 仲真紀子 (2017).実務における司法面接の課題：非開示にどう取り組むか. 心理

学評論, 60(4), 404-418.

 仲真紀子(2016).子どもへの司法面接：考え方・進め方とトレーニング. 有斐閣.
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参考：司法面接に関する情報

 司法面接支援室

https://forensic-interviews.jp/training/

北海道大学，立命館大学において，日本科学技術振興機構
（JST)，文部科学省科学研究費補助金新学術領域の支援を受
けて実施したプロジェクトのHPです。

 立命館大学司法面接研修

http://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/

 上記成果を受けて，立命館大学事業として司法面接研修を提
供しています。

司法面接研究会

https://japan-forensicinterview.jimdosite.com

 公益社団法人日本心理学会の助成を受けて実施している日本心理
学会会員（心理学者等）による研究活動です。

https://forensic-interviews.jp/training/
http://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/
https://japan-forensicinterview.jimdosite.com/


 

NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2018.11) 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始]	

【導入】 

1.	今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（子ども氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《	子ども入室	》		

こんにちは。今日はお話に来てくれて，どうもありがとう。《	席に案内し，座ってもらう	》 

私の名前は ____________ です。私の仕事は子どもからお話を聞くことです。 

この会話は録画します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするためです。 

他の人が見ることもありますが，○○さんに迷惑がかかることはありません。 

別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。 

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2.	面接を始める前にお約束があります。(＊は練習課題)	 

①本当：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。 

本当にあったことだけを話してください。 

＊では練習してみましょう。 

本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒） 

[正しく「本当でない」と言ったならば]	そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当

に座っている） 

[正しく「本当」と言ったならば]	そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日

は，本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

＊では練習してみましょう。 

「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

[	正しく「知らない」と言ったら	]	 [	「ポチ」等と言ったら	]	

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らな

い」と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

＊では練習してみましょう。 

私が○○さんは2歳（または「幼稚園」などの間違い）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「間違ってる」「違ってる」などと言ったならば	]	そうですね。私が間違ったら，「間違って

る」（「違ってる」など）と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」

（「違ってる」など）と教えてください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。 

どんなことでも，あったことを全部話してください。 

3.	ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが好きですか。 

[	話してもらったならば	]	 はい，よくわかりました。どうもありがとう。このようにたくさん話してくれる

とよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

4.	出来事を思い出す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後まで全部

話してください。 

[	話してもらったならば	]	 はい，よくわかりました。どうもありがとう。このようにたくさん話してくれる

とよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 
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【自由報告】 

5.	それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（一時保護所や面接を行なう機関）にいるか（または来たか）話して

ください。／	(あるいは)	 今日は何をお話しに来ましたか。 

	[	出てこなければ，次のように言う	]	

①	○○さんが ／________（いつ），／_________（場所）で，／＿＿＿＿（通告した人）に，／ 話をした

と聞いています。何があったか話してください。 

②	○○さんの________（体の場所）に 傷（または，あざ，跡，など）があります（または，あると聞きました）。

その傷（または，あざ，跡）ができたときのことを，最初から最後まで全部話してください。 

 【出来事の分割】   

6.	そういうことがあったのは1回だけですか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば	]	 それでは一番よく覚えているとき（また

は，一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

【質問】 

7.	オープン質問	

①	誘いかけ：何があったか全部話してください。 

②	時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③	手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④	それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤	エコーイング：(子どもの言葉を繰り返すのみ) 

⑥	返事：うん，うん 

8.	ブレイク	

①	たくさん話してくれて，どうもありがとう。これから，私がちゃんとお話を聞けているかどうか，別の部

屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《	面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る	》	

②	待っててくれて，どうもありがとう。それではあといくつか質問します。 

9.		WH	質問	 （ペアリングを）	

10.	クローズド質問	 （ペアリングを）	

11.	確認のための質問（会話/目撃者・他の被害者/開示/疑われている事柄に関する質問）	

これらの質問は誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ，面接の最後の部分に行う。	

回答を得たならば，オープン質問に戻り，自由報告を求める	

① その人は何か言いましたか。  

② 他に誰かいましたか。  

③	このことを知っている人は他に誰かいますか。 ／ その人はどうしてこのことを知っていますか。 

④（疑われる事柄）されたことはありますか。／ 誰かが（疑われる事柄）しましたか。 

【クロージング】 

12.	たくさんのことを話してくれました。助けてくれて，どうもありがとう。 

①	知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

②	話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

③	質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

④	連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《	子ども退出	》	

13.	(配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)	 	

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 

[録画終了]	
—                     — 

本手続きはLamb,	M.	E.,	Orbach,	Y.,	Hershkowitz,	I.,	Esplin,	P.	W.,	&	Horowitz,	D.	(2007)	A	structured	forensic	
interview	protocol	improves	the	quality	and	informativeness	of	investigative	interviews	with	children:	A	review	
of	research	using	the	NICHD	Investigative	Interview	Protocol.	Child	Abuse	and	Neglect,	31,	1201-1231.にもとづいて
います。	プロトコル本体は	http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/	，本資料（最小限の手続き）は
https://forensic-interviews.jp/からダウンロードできます。研修で本資料を配布される際は［RISTEX：多専門連携による司
法面接の実施を促進する研修プログラムの開発と実装「NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き」（仲真紀
子）］であることを明記してください。	



 

◆話さない子どもに配慮したNICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2018.11-2020.06)◆ 
- Revised版を反映 - 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

【導入】 

1. 今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（子ども氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 サポーターに励まされて，子ども入室 》  

こんにちは。今日はお話に来てくれて，どうもありがとう。《 面接者は迎え入れ，席に案内し，座ってもらう 》 

私の名前は ____________ です。私の仕事は子どもからお話を聞くことです。 

この会話は録画します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするためです。1 

2. ラポール：今日はお話に来てくれて，どうもありがとう。○○さんとお話できて嬉しいです。○○さんのこと

をもっと知りたいので聞かせてください。○○さんは何をするのが好きですか。 

[ 誘いかけ，それから，時間分割，手がかり質問で話してもらい ]はい，よくわかりました。どうもありがと

う。このようにお話ししてくれるととてもよくわかります。今のように（たくさん）お話ししてください。 

今度は（学校/保育園等）であったこと，何か楽しかったことを話してください。 

[ 誘いかけ，それから，時間分割，手がかり質問で話してもらい ] はい，よくわかりました。どうもありがと

う。このようにお話ししてくれるととてもよくわかります。今のように（たくさん）お話ししてください。 

3. お話を聞く前にお願いがあります。(＊は練習課題)  

①わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

②知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と言いますか。 

[ 正しく「知らない」と言ったら ] [ 「ポチ」等と言ったら ] 

そうですね。  
知らないときは，今のように「知らな
い」と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 
私の犬の名前は知らないでしょう。 
知らない時は知らないと言ってください。 

③間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

＊では練習してみましょう。 

私が「○○さんは2歳（または「幼稚園」などの間違い）ですね」と言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「間違ってる」「違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違って

る」（「違ってる」など）と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」

（「違ってる」など）と教えてください。 

④本当：私の仕事は，子どもからお話を聞くことです。たくさんの子どもにあって，本当にあったことを話し

てもらいます。○○さん，今日は本当にあったことを話すのがとても大切です。本当にあったことを話してく

ださい。2 

4. 出来事を思い出して話す練習：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。前のことを思い出して話す

練習をしましょう。今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初

から最後まで全部話してください。 

[ 誘いかけ，それから，時間分割，手がかり質問で話してもらい ]  はい，よくわかりました。どうもありが

とう。このようにお話ししてくれるととてもよくわかります。今のようにたくさんお話ししてください。 

⑤全部話す：（私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。）どんなことでも，本当にあった

ことを全部話してください。 

                                            
1（必要に応じて）別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。あと

で，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 
2（必要に応じて）では練習してみましょう。 

本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒） 
[正しく「本当でない」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 
本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当に座っている） 
[正しく「本当」と言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 
○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日は，本当にあったこ
とだけを話してください。 
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【自由報告】 

5. それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（一時保護所や面接を行なう機関）にいるか（または来たか）話して

ください。／ (あるいは)  今日は何をお話しに来ましたか。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① ○○さんが ／________（いつ），／_________（場所）で，／＿＿＿＿（通告した人）に，／ 話をした

と聞いています。何があったか話してください。 

② ○○さんの________（体の場所）に 傷（または，あざ，跡，など）があります（または，あると聞きました）。

その傷（または，あざ，跡）ができたときのことを，最初から最後まで全部話してください。 

 【出来事の分割】   

6. そういうことがあったのは1回だけですか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（また

は，一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

【質問】 

7. オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(子どもの言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：うん，うん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて，どうもありがとう。これから，私がちゃんとお話を聞けているかどうか，別の部

屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《 面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る 》 

② 待っててくれて，どうもありがとう。それではあといくつか質問します。 

9.  WH 質問 （ペアリングを） 

10. クローズド質問 （ペアリングを） 

11. 確認のための質問（会話/目撃者・他の被害者/開示/疑われている事柄に関する質問） 

これらの質問は誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ，面接の最後の部分に行う。 

回答を得たならば，オープン質問に戻り，自由報告を求める 

① その人は何か言いましたか。  

② 他に誰かいましたか。  

③ このことを知っている人は他に誰かいますか。 ／ その人はどうしてこのことを知っていますか。 

④（疑われる事柄）されたことはありますか。／ 誰かが（疑われる事柄）しましたか。 

【クロージング】 

12. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて，どうもありがとう。 

① 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

② 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

③ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

③  連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《 迎えが来るまで中立的なことを話す。子ども退出 》 

13. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 
[録画終了] 

—                     — 

本手続きはLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic 
interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review 
of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231. 
Hershkowitz, I., Lamb, M. E., & Katz, C. (2014). Allegation rates in forensic child abuse investigations: 
Comparing the revised and standard NICHD protocols. Psychology, Public Policy, and Law, 20, 336-344. Revised 
Investigative Interview Protocol Version 2014 にもとづいています。プロトコル本体は http://nichdprotocol.com/the-
nichd-protocol/ ，本資料（最小限の手続き）はhttps://forensic-interviews.jp/からダウンロードできます。研修で本資料
を配布される際は［RISTEX：多専門連携による司法面接の実施を促進する研修プログラムの開発と実装「NICHDプロトコルにも
とづく司法面接の最小限の手続き」（仲真紀子）］であることを記述してください。 
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性犯罪に関する刑事法検討会 

（第３回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和２年７月９日（木）  自 午前９時４７分 

                     至 午後０時３２分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室（オンライン会議システムを使用） 

 

第３ 議 題  １ ヒアリング 

        ２ その他 

 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

 

○岡田参事官 ただ今から性犯罪に関する刑事法検討会の第３回会合を開催させていただきま

す。 

○井田座長 本日は，御多用中のところ御出席賜りまして，誠にありがとうございます。 

  なお，本日，木村委員におかれましては，所用のため欠席されています。 

  まず，議事に入る前に，第１回及び第２回会合を御欠席された池田委員に自己紹介をお願

いしたいと思います。 

○池田委員 京都大学の池田です。刑事訴訟法を専攻しております。これまで二度にわたり出

席がかなわず，申し訳なく思っております。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

あわせて，初回に座長からお示しいただいた項目３点について，重複を避けて手短に意見

を申し上げます。 

  まず，今後の議論全体についての視点・留意点についてですが，性犯罪被害の実情並びに

改正法施行後の運用の実情を踏まえつつ，実体・手続双方において処罰の適正を確保する

具体的な方策の当否を検討することが必要と考えております。この検討会で示される様々

な御意見につきまして，それらを真摯に受け止めて理解することを通じて，それぞれの立

場にとって現状の改善をもたらす具体的な方策につなげていければと考えております。 

  次に，平成２９年改正後の施行状況に対する評価や意見といたしまして，特に性犯罪の非

親告罪化につきまして，起訴猶予の件数の推移などを拝見いたしますに，非親告罪化にお

いて懸念されていた，被害者の起訴を望まないという意思を無視する，訴追ありきの対応

ということには至っていないことがうかがわれ，その点において評価できようかと思いま

す。一方で，これまでの指摘にもあったところですが，起訴を望まないことは，処罰を望

まないこととイコールでは必ずしもなく，手続にまつわる負担その他のもろもろの懸念を

考慮した苦渋の御判断であるという可能性にも思いを致す必要があるものと考えておりま

す。 

  以上を踏まえた上で，本検討会で検討すべき論点を指摘するとすれば，様々なものが考え

られるところではありますが，刑事手続の実施に伴い被害者の方にもたらされる負担のう

ち，取り除く，あるいは和らげることができるものがあるのであれば，その可能性を検討

するということが挙げられようかと思います。 

  中でも，性犯罪の公訴時効期間については，様々な事情から被害自体の認識に時間がかか

る，また，被害を認識しても加害者等との関係のために公にすることが難しいという性犯

罪被害の実情との関係で，公訴時効期間の長さ，あるいはその存在そのものが訴追にとっ

て妨げとなっているとの指摘があり，時効期間の延長，廃止は具体的な課題となるものと

考えます。 

  この点は，前回の法改正に先立つ，性犯罪の罰則に関する検討会で取り上げられた内容で

もあり，その間の議論も改めて見返しております。この点の検討を行う上では，仮に長期

間経過後に裁判を行うとした場合に，これに備えて証拠の散逸を防ぐ，あるいは，適時適

切に証拠を保全する体制を整備し得るかが大変重要な意義を持ってまいります。特に，密

室で行われる性犯罪を念頭に，事実の立証を供述に依存せざるを得ない場面を想定します

と，証拠保全及び立証の双方の局面において，司法面接の活用が課題となります。加えて，
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司法面接は，被害者に供述を繰り返し求めることの負担の軽減にもつながるものであるこ

とも考慮の上で，既存の証拠法則との整合性を考慮しつつも，その可能な形式について検

討を加えることが必要であると考えております。 

○井田座長 次に，本日お配りした書面につきまして，事務当局から御説明をお願いしたいと

思います。 

○岡田参事官 本日皆様にお配りしている書面は，議事次第のほか，ヒアリング関係の書面と

いたしまして，ヒアリング出席者名簿，ヒアリング出席者略歴等，ヒアリング出席者から

の提出資料でございます。 

○井田座長 それでは，議事に入りたいと思います。 

  本日は，お配りしたヒアリング出席者名簿に記載されている４名の方からヒアリングを行

うことといたします。４名の方の御略歴，御専門等につきましては，お手元の「性犯罪に

関する刑事法検討会 ヒアリング出席者略歴等」と題する書面に記載されておりますので，

御参照ください。 

  本日の進行としましては，ヒアリング出席者名簿の順にお一人ずつ１５分程度御意見等を

述べていただいた後に，１０分程度，委員の皆様からの御質問にお答えいただくという流

れで進めさせていただきたいと思います。 

（石田氏入室） 

１番目の方は石田郁子様です。教員からの被害についてお話しいただきます。 

  石田様には，御多用中のところをお越しいただき，誠にありがとうございます。本検討会

の座長を務めております井田でございます。ヒアリングに御協力いただき，心から感謝申

し上げます。 

  本日は，まず石田様から１５分程度お話をいただいて，その後，委員から質問があれば，

１０分程度御質問させていただきたいと思います。それでは，よろしくお願いいたします。 

○石田氏 本日お話しする内容については，一部非公表としたい内容がありますので，配慮を

お願いします。 

  お配りした資料に言いたいことをほとんど書いているので，本日は，おおよその被害の内

容と，補足・強調したいこと，そして，刑法がこうあってほしいと私が思うことをお話し

します。 

  私は，中学３年生，１５歳のときに，中学校の美術の先生から被害を受けました。私は，

私立高校の美術科を受けるために，その先生から時々実技の指導を受けていて，最初はそ

の先生に興味はありませんでしたが，自分の絵がうまくなっていって，どんどんその先生

に絵を見せて褒められたいと思うようになり，そのうち冗談も話すようになって，絵を描

くのが面白くなるにつれて，美術室に毎日遊びに行ってその先生としゃべるようになり，

しゃべってみたら面白かった，そういう関係でした。 

  卒業式の前日に，美術館のチケットがあるから行こうと言われて，私が頑張っているから

連れていってくれるのだと思って，一緒に美術館に行って，そのとき生理痛でおなかが痛

くなって，その帰りに，「じゃ，休もうか」と言われました。札幌駅まで車で送ってもら

えるのかなと思っていたら，先生の自宅に連れていかれて，うどんを食べさせてもらった

り，画集を見せてもらったりして，ちょうど気持ちが一番リラックスしているときに，突

然キスされました。最初，キスをされそうになったときに，資料３に書いたとおり，スロ
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ーモーションのように感じました。そのときはよけて，ただ，その後，いきなり，「キス

しようとしたんだ。実は好きだったんだ」と言われて，頭が空っぽのような状態になりま

した。そのときは，それから交際をするような流れになっていたのですが，その教師から

「交際してください」と言われたこともないですし，どさくさに紛れてというか，ちょっ

と不意打ちのような形で被害に遭いました。ただ，相手のことを好きだと思っていて，目

の前にいるのが，さっきまで一緒に画集を見ていて，リラックスして一緒にいた相手なの

で，まして学校の先生が悪いことするとは思えないという状況で被害が始まって，その後

も，例えば，美術準備室で抱きかかえられてキスされるとか，車の中で服を脱がされたり，

性行為をさせられたり，１９歳まで，そういう形で被害が続きました。 

  被害については，最初は，キスをする，上半身を触るというものであったのが，服を脱が

されたり，性行為をされたりするようになり，一つ一つのことが突然起こったのではなく

て，やはり段階的に被害のグレードが上がっていく感じで，当時の私は，その状況につい

ていくので精いっぱいで，自分がされていることやさせられていることに対して全く評価

ができない状態，自分がそれをしたいとか，不快だとか，楽しいとか，そういう評価が全

くない状態，もうその場にいるので精いっぱいでした。結局，大人になってＰＴＳＤの治

療をする過程で思ったのは，当時の自分にとっては，自分一人の周りにだけ大地震とか津

波が来ているような状態で，ちょっと自分では越えられない大きいものが来ていて，何も

できない，でも，目の前にいるのは自分が好きな学校の先生，何かそのギャップがあって，

長い間，それが何か分からないでいました。 

  被害は，そういう疑似恋愛のような形で続いていて，結局，その先生は，私が大学２年生，

１９歳のときに同僚の女性の先生と交際を始めて，私と会わなくなって，被害が終わった

という形になります。 

  被害に気付いたきっかけですけれども，資料５に書いたように，例えば，２２歳のときに

教育実習に行ったときなど，気付きそうなきっかけはぽつぽつあったのですが，犯罪に当

たるという認識まではできなかった。やはり，まず自分が犯罪の被害に遭うという発想が

もともとないし，周りの人も，自分の身の回りで犯罪が起きるという発想がない。「何か

ちょっと珍しい恋愛だね」というのが周りの見方で，私は恋愛だと思い込まされていたの

で，「あなたは好きだったんでしょう」，つまり，私がその先生といることを選択したと

みなされてしまう。 

  事前に頂いた質問で，恋愛と性暴力の違いというものがありましたが，恋愛というのは主

体的な行動です。私は，自分がこの人と一緒にいたいと思っていると，恋愛だとずっと思

い込まされていて，資料５に書いたように，裁判を傍聴して被害に気付き始めてからも，

先生と付き合っていた間にされたことはわいせつ行為だったと思うと人に話すと，「好き

だったんでしょう。付き合っていたんでしょう」と言われ，結局，いろいろなところに相

談に行くうちに，「恋愛と思い込まされていた」という言い方を聞いて，ああ，そうか，

そう言えばいいのかとやっと気付いたくらいで，こんな簡単な言葉もなかなか浮かびませ

んでした。付き合っているという，つまり，自分が主体的に選んでいるというような，本

当に自分がそう思っていなくても，そういう言葉を使っているだけで，そうなのかなとい

う勘違いをずっと長い間していました。今は，思い込まされていたとか，従属的，支配的

だと分かっているので大丈夫ですけれども，被害を受けているというのは当時はなかなか
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気付けない。 

  私が強調したいのは，未成年というのはやはり非常に脆弱で，教員という立場も非常に強

かったと思いますけれども，まず子供というのはとても世界が狭くて，１５歳の私だと，

そうですね，ＪＲでせいぜい札幌駅ぐらいまでしか行ったことがありませんでした。教師

というと準保護者のような存在で，まして自分の好きな教科で憧れている人でした。私が

大人になってから被害のことを人に話したときによく言われたのは，「中学生なら分かる

だろう。高校生なら分かるだろう」というものでした。私がよく例えで言っているのは，

例えば，学校で遠足に行くときに，「何月何日にどこに遠足に行きます，何を持ってきて

ください」と先生から一方的に言われます。そのときに生徒が，「先生，私はこれを持っ

ていきたい」とか，「私はもっと遅い時間がいい」とか，「私はどこそこに行きたい」と

言うことはないですよね。先生が言うことは一方的で，子供は，面倒くさいなとか文句は

言うけれども，結局，行く。行かないのであれば，せいぜいサボるとか。生徒には反抗期

もありますけれども，結局従わなければならない存在だから反抗しているので，先生と生

徒は，結局，先生が一方的に指示をして生徒が従うということにお互い慣れているという

ことです。 

  資料５にも，地位を利用した犯罪のことは書きましたが，地位がある者は，相手方に苦痛

を強制させられると，ちょっと強い言い方をしていますけれども，例えば，跳び箱を跳べ

ない子供にも，跳び箱を跳べる子供にも，跳び箱が好きでない子供にも，先生は同じこと

を同時にさせる。つまり，その生徒の意思だとか感情というのを無視して，させる。それ

は，生徒の学力などの向上のためにやっているわけですけれども，ただ，そうさせること

について先生も慣れているし，させられることについて生徒も慣れている。つまり，生徒

は先生との関係で，苦痛だとか楽しくないことにも，そういう楽しくない時間を先生と一

緒にいるということにも結構鈍感で，慣れてしまっているので，私だけではなく，教員か

らの被害に遭っても被害であると気付けない理由は，その楽しくない時間とか，自分が望

んでいないことをするという時間に生徒が慣れてしまっていることにあると思います。も

ちろん，先生は悪いことをするはずがないと，先生を疑う発想がもともとないということ

もあります。これはおそらく，子供だけではなく，大人もそうで，例えば，去年，恩赦が

ありましたけれども，そのときに医師は資格の復権の対象だったと思います。これは，医

師が社会的に貢献するとか，役に立つとか，そういう概念があるから復権という発想が出

てくるわけで，大人ですらそう思っているので，情報が少ない子供であればまして，そう

だと思います。 

  もう一つ，私の被害で言うと，先生は，「好きだったんだ」と言って加害をしてきたわけ

ですけれども，資料３に書いたとおり，上半身を裸にされたときに，「郁子ちゃん，とて

もかわいくてきれいだよ」と言いました。そのときに，「かわいい」とか，「ちゃん」と

いう愛称で呼ぶ，褒めてくれている，だから喜ばなければならないのかなと思うのですが，

私はその直前までびっくりして，シャツを押さえていて，シャツを脱がされた後はうなだ

れていて，どうしていいかが分からない。記憶はすごく鮮明なのですが，あれをどう評価

したらいいか分からない，自分は上半身裸にされて，ちょっと情けないような状態になっ

ているのに，「かわいくてきれいだよ」と言われ，目の前にはその信用していた先生がい

る。こういう加害のときというのは，「かわいいね」といった褒める言葉が使われること
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もあるので，私としては，喜ばなければならないのかなと思ってしまう。また，美術の世

界だと，女性の裸はきれいだとか，ヌードの絵も描いたりするので，そういう情報も知っ

ていたので，変に混乱しました。このように，ポジティブな言葉を使われることで，逆に，

自分が苦痛であるとか異議を言いにくい状況にされているということがあるので，この辺

も参考にしてほしいと思います。 

  それから，未成年者が脆弱であるということで言いたいのは，例えば不安とか違和感を感

じていたとしても，言語化をする力が非常に弱くて，私も，今思うとあれは違和感だった

とか，いろいろ，資料３に書いている自分の感情とか感想というのは，大人になって振り

返って，やっと言語化できたことで，当時は感じているけれども言葉にできないものでし

た。目の前の先生というのは，何も言わないけれども，何か余裕のある態度でいつも私の

前にいるわけです。余裕があると，その人は正しいと思わせるので，何か私が間違えてい

るのではないか，何か私が変なのではないか，楽しんでいない私が変なのではないかと思

ってしまいます。当時の私は，その教員に合わせなければならないとか，ついていかなけ

ればならないという発想でいました。 

  先ほども言ったように，相手が自分の信用している教員だとか，言うことを聞いてしまう

関係性がある上に，未成年者は被害の認識も難しいし，それを言葉にする力もない。言葉

にできなければ，当然大人の人にも言えない。そのような意味で非常にハンディがあると

思います。それは，１５歳でもそうですし，私は１９歳まで被害を受けていたので，これ

だけ長い期間受けていると，何か人形みたいになるというか，大人の言うことさえ聞いて

いればいいやと感覚が麻痺してしまうので，年齢だけで区別するというのも，私はちょっ

と厳しいのではないかと思っています。 

  ちなみに，１８歳の高校生でも，例えばテレビで野球のドラフトとかで高校生を見ますけ

れども，かなりしっかりした子供たちでも，監督とか親御さんに，どこのチームに行こう

かと相談をしますし，アパートも一人で借りられないですし，やはりしっかりしていても

１８歳は１８歳で，できることが限られている。刑法を変えることで未成年者の性的な行

為をする自由を侵害しないかと心配されている方もいるようですけれども，私としては，

未成年者を守る観点で刑法を考えてほしいと思います。 

  もちろん，児童福祉法とか，ほかの法律も関係すると思いますけれども，今の法律は，余

りに未成年に負わせる負担が大き過ぎるし，未成年が守られていない。守られていないか

ら，自治体の青少年健全育成条例というのがなければならない。お互いが同意していたら

どうかという問題もありますが，未成年者の同意は非常にあやふやです。私が実施したア

ンケートでも，同意していたから仕方がないという回答があったのですが，私は，実は

「同意」というものを結構疑っていて，先生と生徒はそんなに簡単に対等にはなれないの

で，本人は同意していた，対等だったと思っていても，やはり未成年者はちょっと大人ぶ

るとか，「私，こんなこともできるのよ」と思うところもある。そういう自分を後で責め

てしまったりすることもあります。 

  また，私は，１５歳のときに，私の親とかがその先生のことを悪く言うと，先生がかわい

そうだと思っていました。何でかわいそうだと思うかというと，被害前の中学校の普通の

美術の楽しい先生だったときの記憶もあるので，先生をかばうような気持ちになってしま

う。結局，未成年者はどんなに頑張っても大人に依存しなければ生きていけない存在，例
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えば，アパートも一人で借りられない。ですので，やはり子供を守るという観点で考えて

ほしいと思います。 

  それから，資料１・２のとおり，私はインターネットでアンケートを実施したのですが，

このアンケートをしようと思ったきっかけは，一部の記者の方が学校での性的な被害につ

いて「スクールセクハラ」というすごく軽い印象を与える言葉を使っていて，私はそれが

非常に嫌で，その言葉を潰して自分で違う言葉を作ろうと思ったことです。その言葉を作

るに当たり，アンケートをやったらいいのではないかというアドバイスをもらって，それ

なら実際にどのような被害があるのかについてもアンケートで調べてみようと思って，や

ってみました。 

  そのアンケートの結果を見て思ったのは，まず，学校の教員以外の教育者については，立

場に余りに幅が広過ぎるので，一概には言えないですけれども，学校について思ったのは，

衣食住全般にわたって非常に間接的な形で加害をしてくる。例えば，体育の授業や健康診

断でそういう被害があるというのは想像しやすいと思いますけれども，そうではなくて，

例えば，先生が口に入れたものを口に入れさせられたとか，授業の中で何か性的な言葉を

書かされたとか，本当にこんなことがあるのかというくらい，本当に被害が多くて，学校

は安全な場所だと親も思っていて，子供もそう思っているから伸び伸びしているけれども，

逆に子供は非常に無防備になっていて，本当はその無防備が保障されなければならないの

に，それをよいことに教員が自分の信用を利用して，また，子供だから分からないだろう

と，聞こえていないだろうと思って加害をしているんだろうなと予想しています。 

  また，普通，性犯罪というのは密室で人のいないところで行われるというイメージがある

と思いますけれども，びっくりしたのは，学校で，例えば授業内だと，プールの授業のと

きに，女子だけ長時間，水着を着たまま走らされ，男子はすぐプールに入らせてもらった

というものがあり，女性の裸に近い体を先生が見たかったから，だから大勢の生徒が同時

に被害に遭ってしまっている。大勢いるからといって，みんなで，例えば，「先生，それ

はやりたくない」とか声を上げられるかというと，全然そうではない。 

  アンケートで回答があったものとしては，このような授業内でのものだけではなくて，複

数の女生徒がレイプの被害に遭っていて，別の先生がそれを知ってどうにかしようとして

いたら，被害者の一人が，「私，卒業できなくなるから黙っていて」と言うわけですね。

それで，その先生は黙ってしまったという話がありました。私が思ったのは，結局，それ

は高校３年生ぐらいの生徒だったので，卒業を意識して言ったことで，高校生だと，それ

までに経験したのは，小学校と中学校での生活くらいなので，いろいろな人生の選択肢と

いうものを知らない。それで，卒業ということがその子にとっては非常に大きなことにな

ってしまう。本来は，その子がレイプの被害を受け続けるということと卒業できるかどう

かというのは，実は全然イコールではない，全然見合わないことなのに，その子にとって

は卒業ということが大きいことなので，卒業できないと困るからレイプをされるという，

すごく妙な状態になって，かつ，周りの先生も実は気付いているのに何もしていないとい

うことが起きている。学校というのは閉鎖的で，また，それが地位利用に関係すると思い

ますけれども，結局，学校の先生は一人で仕事をしていて，例えば，誰かに「もっとこう

やったらいいのではないか」と指摘されるような関係性がない。互いに先生，先生と呼ぶ

ように，お互い意見を言ってはいけないような，ちょっと遠慮する文化ではないかと私は
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想像していて，多分それは医師とかもそうではないかと思っています。ですので，学校で

の被害については，アンケートや，私が人から聞いたことから，感想として思ったのは，

教師を始めとする大人が被害を隠してしまうとか，見て見ぬ振りをしてしまうということ

が起きているということです。先ほどの女子生徒がレイプされている件も，本来なら誰か

が警察に言えばいいはずで，少なくともその子が卒業できなくなるなんてことは本当はな

いはずなのに，救いがない。つまり，子供がレイプされていると分かっていても，大人が

助けないので，全然救いがないのですよね。 

  性犯罪を防止するにはどうしたらいいかという話題のときによく言われるのは，子供に性

教育をしようというものです。それは必要なことですけれども，アンケートを見て思った

のは，性教育をする側の教師がこれだけの加害行為をしていて，周りの先生も全然注意を

している感じがしないのです。まず，大人が大人を管理していない，そこを変えないと，

子供の管理なんかできるわけがないと思います。 

最後に，私が刑法に望んでいることについて話します。資料６・７として，ＵＳＡチャ

イルドとＣＮＮニュースの記事を出しています。これは，子供の被害認識と開示は非常に

難しいので，５５歳まで民事訴訟を提起できるようにしたという法律ですけれども，私は，

やはり公訴時効をなくしてほしい。性交同意年齢も，私は理想的には１８歳ぐらいまで上

げた方がいいのではないかと思っています。例えば飲酒と喫煙は２０歳まで禁止している

のに，性行為は，子供ができるかもしれない，性病になるかもしれないというリスクが大

きい行為なのに，なぜこんなに性交同意年齢が低いのか，むしろ喫煙や飲酒よりも性行為

の方がリスクも非常に高いと思うので，私としては，例えば，子供が生まれても精神的に

も経済的にも責任が取れそうな１８歳が妥当ではないかと考えています。 

  あと，公訴時効についてですけれども，アンケートでも，２０年前，３０年前の被害のこ

とを書いている人がいる。また，被害のことをこのアンケートで初めて書いたという人も

いる。時効があるから被害を言うのを諦めてしまうという面もあると思うので，やはり時

効をなくしてほしい。私のように，実際，被害に気付くのには時間がかかるし，学力とか，

教育では，被害に時間がかかる点をカバーできない，人間が心理的に自分を守るために被

害に気付かせないようにしている部分もあるので，やはり時効はない方がいいと思います。

私は，時効のメリットというのは加害者にしかないと思っていて，私が厳しい状況で加害

者の先生を民事訴訟で訴えた理由というのは，教員という立場にある人なので，同様の犯

罪がまた見逃されてしまうというのが耐えられないと思ったからです。法律というのは，

人に刑罰を科すことには慎重になる必要があるかもしれないけれども，やはり治安維持の

意味があるので，私としては時効は撤廃してほしいと思います。 

  また，性犯罪の定義についても，例えば物を盗むことだったら，１００円の物を盗んでも

それは窃盗だけれども，性犯罪だと，それは冗談だろう，セクハラだろうと，人を傷つけ

る言葉でも簡単に済まされてしまうので，やはり性犯罪というか性暴力の定義自体が非常

に狭いのではないかと思います。もう少し性犯罪の定義を広げて，いきなり厳しい刑罰を

科すことに抵抗があるなら，例えば罰金刑からでもいいので，もう少し，こういうことも

良くないことだと分かるように定義が変わってほしいと思っています。 

  また，地位を利用した犯罪について，私は，資料５で，教師と医師という地位を強調して

いますけれども，そのほかにも，芸能人のような仕事の人も多分，地位利用をしやすいだ
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ろうなと思っています。 

○井田座長 ありがとうございました。 

  それでは，御質問のある方はいらっしゃいますか。 

○山本委員 石田さん，今日はどうもありがとうございました。とても貴重なお話でしたし，

アンケートの結果も紹介していただき，よかったです。 

  一方的な上下関係の中で，選択する自由もなく，また，未成年であり，その能力もなかっ

たということから，自分自身の意思がない状態だけれども，加害者からは恋愛と思い込ま

されるような状態が発生していたということをお話を聞いてよく理解することができまし

た。成長・発達の過程で性加害に遭われて，その後の人生における困難などもあったと思

いますけれども，お話しできる範囲で結構ですので，どのような精神的な影響があり，人

生に影響が残ったか，この被害がどれほどのものか，大したことではないのでは，と思わ

れがちな現状の中で，そうではない経験もされてきたかと思うので，もしよければお話し

していただければと思います。 

○石田氏 私の人生における大きな影響は，性的なことと親密さを区別することが，今も克服

できていないということですね。一応，治療を受けて，例えば，罪悪感を感じるとか，ネ

ガティブに考えてしまうといったＰＴＳＤの症状は大分克服していますけれども，（被害

後の生活への影響について説明）この教員からの被害の問題を考え始めて，結構，自分の

これまでの行動が腑に落ちてきたということがあります。 

  また，異性との性的な関係，例えば好きな人ができても，自分が適切な距離を持てるのか

が自信がまだ持てないということもありますね。今，異性の話をしましたけれども，これ

は異性関係に限った話だけではありません。最初の被害のときに，何が起こるか分からな

い恐怖をすごく感じていて，何が起こるか分からない恐怖を避けなければならないとその

とき思っていたわけですが，それ以外の場面でも，私のこれまでの就職とか進学は，自分

の力の範囲内で済むことを選んでいるということに気付きました。この大学なら合格する

とか，これならできると自分で判断してしまい，つまり，ぎりぎりまで頑張ってみるとい

うことができなくなる。無意識に自分でブレーキをかけているので，アクセルを踏みなが

らブレーキがかかっている状態なので，自分の力を完全には発揮できないし，やはり何か

そこで悩むわけですね。でも，それがこの教員による被害と関係しているとは，なかなか

一人では気付けませんでした。異性に対することや性的なことはダイレクトに影響が出て

いますけれども，それ以外でも，就職とか仕事とかのパフォーマンスとか，いろいろなこ

とに影響していると思います。 

○小西委員 石田さん，どうもありがとうございました。今のお話が単なる個人的な経験だと

思われてしまうと誤解があると思うので，私から補足しておきたいと思います。 

  ティーンの人たちというのは，性的被害に遭いやすい好発年齢であるにもかかわらず，本

当に石田さんのおっしゃったとおりで，事件のことを考えられないし，考えないし，言語

化する力が乏しいし，でも親の影響下にあるし，とても難しい年齢です。そのような年齢

の子が学校で被害に遭うというケースはたくさんあって，アンケートで出していただいた

ケースは，臨床の場で，こういう人いたなと思うケースばかりです。そういう点では，こ

のような被害は非常に一般的だということが一つです。 

  それから，今お話しされたような行動は，専門用語では性的過活動という言い方をします
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けれども，この年齢の被害者への影響として，すごく多いです。例えば，性風俗でアルバ

イトをしているティーンの中には，被害の経験がある子がたくさんいます。また，再び性

的な被害に遭いやすくなり，抵抗も難しくなることがあり，それこそ人生全体に深刻な影

響を与える形になっていくケースも多いということを補足として申し上げておきたいと思

います。 

○石田氏 一言，よろしいでしょうか。 

先ほど山本さんに聞かれて思い出したのですけれども，私は，加害者を懲役何年にして

ほしいとかそういうことには余り興味がないのですけれども，ただ，被害を受けたそのと

きだけではなく，関係性を壊される犯罪で，多分，体を触られたということだけが大事な

のではなくて，やはり信用している人にこういうことをされたというのは一番こたえるの

で，それで１０年，２０年と長い時間苦しむ。被害者の身にそうしたことが起こっている

ということを考えてほしいというのはありますね。特に加害者の懲役を延ばしてほしいと

いうわけではないのですけれども，そのあたりを考慮してほしい。今は加害者と被害者の

状況がアンバランスであるというのが私の意見です。 

○井田座長 ありがとうございました。私どもにとって大変示唆に富むお話をたくさん頂戴い

たしましたし，また，詳細な資料も頂きまして，誠にありがとうございました。この内容

につきましては，今後の我々の議論に役立たせていきたいと思っております。検討会を代

表して，重ねてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

（石田氏退室） 

○井田座長 ただ今のヒアリングについて，石田様から，御自分の被害のこと，関係者のプラ

イバシーにわたるお話，資料につきまして，一部非公表としてほしいという御要望があり

ました。また，石田様からは，事前に皆様にお配りした略歴等についても一部非公表にし

てほしいという御要望を伺っております。いずれにつきましても，プライバシー保護の観

点から該当部分は非公表にしたいと考えておりますので，本日の議事が終了してから，こ

の点について皆様にお諮りしたいと考えております。 

２番目の方は島岡まな様です。フランス刑法の性犯罪規定についてお話しいただきます。 

  島岡先生には，御多用中のところ御出席いただき，誠にありがとうございます。本検討会

の座長をしております井田でございます。ヒアリングに御協力いただき，心から感謝申し

上げます。 

  本日は，まず島岡先生から１５分程度お話をお伺いし，その後，委員の方から質問があれ

ば，１０分程度質問させていただきたいと思います。 

  では，お願いします。 

○島岡氏 大阪大学大学院法学研究科の島岡と申します。本日はよろしくお願いいたします。

早速始めさせていただきます。 

  「フランス刑法における性犯罪処罰の基本的考え方」という配布資料の１ページ目がタイ

トルです。本日は，フランス刑法における性犯罪処罰の基本的考え方について報告させて

いただきます。 

  ２ページ目に，「はじめに－基本的視点」ということで，フランス刑法の３本柱を挙げさ

せていただいています。まず１番目に，性犯罪は，性差別に基づく最も卑劣な人権侵害で

あるという認識がフランスにあること。２番目に，人権宣言の国フランスにふさわしい人



-10- 

権尊重刑法を目指していること。ジェンダー平等，弱者保護の視点が特徴的です。３番目

に，他方で，人権宣言８条で，罪刑法定主義を宣言し，９条で無罪推定原則も宣言してい

るのですが，ヨーロッパへ広めたフランスにふさわしく，冤罪を生まないような配慮も周

到になされております。 

  ３ページ目にいきまして，フランスの性犯罪に対する処罰規定の概要について御説明しま

す。まず，特徴ですが，たくさんあるのですけれども，ここには２点だけ挙げさせていた

だいております。まず，日本と異なり，性犯罪について，特別法や条例でばらばらに規制

するのではなく，未成年者の保護も含めて全て刑法典の中の処罰規定として統一的に整備

されているという点です。それから，日本と異なり，強制性交等罪と準強制性交等罪に当

たる行為を全て強姦罪や性的攻撃罪の中に取り込んでいるという点です。ここに挙げなか

ったですけれども，資料を御覧になっていただければ分かりますように，パートナーによ

る強姦を加重事由にしているとか，様々な細かい規定で冤罪を生まないような工夫がされ

ているという点がフランス刑法の特徴です。 

  では，４ページ目に移りまして，（２）の全体構造についても，大変複雑ですので，分か

りやすくするために大きな２本柱で考えていただければいいと思います。１番目がいわゆ

る日本の刑法典の中にあるような心身の完全性に対する侵害，性的攻撃罪関係になります。

ここでは，保護法益を，身体的，精神的な完全性，統合性，人格権といいますか，そうい

う非常に広いものと考えており，しかも，９２年のフランス新刑法典の頃から，つまり２

８年も前からこのような保護法益を考えているという点が，私は非常に進んでいると思っ

ています。 

  その中に，広義の性的攻撃罪がまず規定されていまして，御存じだと思うのですが，暴行，

強制，脅迫又は欺罔とあります。赤字で書かせていただいたのは，不意打ちというふうに

従来訳されていまして，私もそういうふうに訳してきたのですけれども，判例等をよく調

べてみましたら，どうもやはりこれは「欺罔」と訳した方が適切ではないか，そしてまた，

更にこの資料を作った後に，「欺罔」は強過ぎるかなと思って，「偽計」がいいのではな

いかと今は思っております。そういう手段をもって実行される全ての性的攻撃行為という

ふうに大きく定義して，その下に強姦罪と，その他の性的攻撃罪，すなわち，強姦罪より

軽い類型のもの，日本で言えば強制わいせつ罪と同等のものが規定されています。 

  （２）の後半の方ですが，先ほどとは別の章で，未成年者及び家族に対する侵害関係とい

うものがありますが，こちらの方は，暴行，強制，脅迫又は欺罔・偽計を伴わずに，成人

により１５歳未満の未成年者に対して行われる性的侵害が，軽い法定刑で処罰されている

という点が特徴です。これは１５歳未満ですけれども，次の２２７の２７条に，１８歳未

満の場合でも一定の場合，尊属等による場合とか，あるいは地位関係性をもっと利用した

権限のある者によって行われるような場合は，こういう手段要件を伴わずに軽い法定刑で

処罰される規定がございます。 

  そして，細かい条文は，全部説明していると時間が経過してしまいますので各自で御覧い

ただければと思いますが，５ページ目は，最初の心身の完全性に対する侵害関係を表にま

とめたものです。先ほど説明したように，左側に共通の規定があって，強姦，性的攻撃が

あって，刑罰が非常に重いという点が特徴かなと思います。強姦罪は重罪という，フラン

ス刑法でいう最も重い罪に規定されている。 
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  ６ページ目ですが，フランス刑法の特徴として手段要件をきっちり規定するのですけれど

も，誤解のないように，強制というのが物理的でも心理的でもあり得ることや，未成年者

に対して行われた場合は，心理的強制及び偽計は，被害者と行為者の間の年齢差，及び行

為者が被害者に対して行使し得る法律上又は事実上の権力によって生じ得ることだとか，

裁判官にとって指針となるようなものを細かく規定しているという点が特徴です。 

  そして，一番下は，２０１８年に新設されたものですが，１５歳未満の未成年者に対して

行われた場合，心理的強制及び偽計・欺罔は，当該行為のために必要な分別のない被害者

の脆弱性の濫用により特徴づけることができるという規定を設けています。日本では性交

同意年齢をようやく定めたみたいに紹介されていますが，そのように一律に１５歳未満は

すぐ強姦が成立するのだというふうにしてしまわないで，こういうことがあり得るのだと

いうことを裁判官に示して，でも反証は許していると思うんですね。このような規定があ

ることで，そのような濫用がない，中学生同士の恋愛だとか，年齢差のないような場合は

自動的に排除されるように，より配慮された規定になっているかと思います。 

  ７ページ目以降も，条文のことなので細かくは説明できないのですけれども，加重事由，

２０年以下の重拘禁になるような場合が細かく規定されていて，裁判官の恣意に走らない

ような配慮がなされている点が特徴だと思っています。このうち，「３の２」は，２０１

８年に新設されたものですが，経済的若しくは社会的状況の不安定さから生じる脆弱性若

しくは依存性が明白である者に対して行われると，より重くなるのだというもので，弱者

の保護が非常に特徴づけられているかなと思っています。この点に，性的マイノリティー

の方ですとか，様々な弱い立場にいる人たちをより強く守るという姿勢が表れているかな

と思っています。 

  ８ページ目も後で御覧ください。９ページ目ですが，配偶者又はパートナーにより実行さ

れた場合は，単に強姦が成立するというだけでなく，より重い悪質な犯罪なのだというこ

とが，２００６年に明文化されている点も特徴かと思います。そして，９ページ目の１３

番から１５番について，文字の色を変えているところは２０１８年に新設された加重事由

なのですけれども，１３番についていうと，売春活動の実施において強姦が結構されるの

だという社会問題を早急に取り入れていく，刑法典に明文化して立法していくというのが

非常にフランスらしいというふうに思っています。１５番についても，レイプドラッグが

日本でも問題になっていますけれども，そのような行為をいち早く加重事由とし，抑制や

抑止力になるよう，明文化することによって，社会に対してこのような行為は許されない

のだということを宣言するという姿勢がはっきりと見て取れる，非常に注目すべき規定だ

と思っています。 

  １０ページ目は，重い結果的加重犯等があるのだという説明で，１１ページ以降も，性的

攻撃罪の加重事由が４種類ぐらい細かく規定されていて，恣意を許さないというか，明文

化されている点が特徴なので，１５ページまでは後でゆっくり御覧いただければというふ

うに思っています。 

  １６ページですが，先ほど言ったように，レイプドラッグの普及を受けて，性的攻撃目的

の物質投与罪という独立犯罪を新設しているという特徴があります。 

  １７ページ以下は，未成年者及び家族に対する侵害関係で，こちらは，先ほど言った，暴

力，強制，脅迫又は欺罔・偽計を伴わない性的侵害ですので，刑罰を見ていただくと，７
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年以下の拘禁刑及び１０万ユーロ以下の罰金とか，３年以下の拘禁刑とか，軽い類型とさ

れており，こういう手段要件を伴わないような，ちょっと語弊があるかもしれないけれど

も，性的不同意罪というようなものは，やはり軽い刑罰でしか処罰できないのだというこ

とが，ここから見て取れるのかなというふうに私は思っています。 

  １８ページ以降が，事前に頂いた質問等に答える形で書いてあるものです。フランスは，

なぜイスタンブール条約等で要求されているような不同意性交罪そのものを立法せずに，

暴行，強制，脅迫又は偽計・欺罔をもって実行される全ての性的撃行為という性的攻撃罪

を維持しているのかという御質問を頂いていたのですけれども，今までの説明でお分かり

のように，やはり罪刑法定主義とか無罪推定の原則も他方で非常に重視している国ですの

で，性的不同意といっても，本当にそのものを実質的に処罰できるかというと，むしろ曖

昧になって，処罰すべきものが入らなくなることもあるのではないかという考慮があると

思うんですね。ですから，細かくこういう場合が不同意なのだということを裁判官に示す

ように，法律できちんと規定しているという点が，フランス刑法の特徴かなと思っていま

す。 

  だから，１８ページの（１）にも書いているのですが，強姦罪・強制性交等罪の本質は，

被害者が同意していない，不同意の性交の強制であるということが，ナポレオン法典以来，

１９世紀の判例に出てくるんですね。不同意性交がまさに本質だと，それは常識なわけで

す，フランスでは。だから，わざわざ不同意性交罪というのを作らなくても，それを処罰

しているのだという意識は既にあるんですね。１９ページに書きましたように，他方で，

罪刑法定主義や無罪の推定も非常に重要な刑法の基本原則だという意識も浸透しているの

で，誤解を生まないような細かい手段要件を規定しているというのがフランス刑法の特徴

だと思います。 

  ２０ページですが，「そのため，被害者の不同意を裁判官が間違いなく認定できる外形的

要素として，「暴行，強制，脅迫又は欺罔（不意打ち）」という手段要件が誕生した。」

ということです。１）の「暴行，脅迫」は，明らかに不同意を認定できる場合で，２）の

「強制」は，それだけでは余り明らかではなく，物理的なものや心理的なものがあって，

心理的な場合は，フリーズとかいうこともあるので，抵抗しないからといって心理的強制

がないというわけではないということを規定しており，２１ページの方でも，未成年者に

対しては特に気をつけなさいよということを規定しているのが特徴かと思います。 

  ２２ページなのですけれども，１５歳という性交同意年齢を定めたというところについて，

どういう事件があったのですかという御質問を事前に頂いていました。報道もされている

かもしれませんが，１４歳の教え子と３１歳の元教師が同意と見られるような状況で性交

関係を持ったとか，あるいは１１歳の少女がＳＮＳで知り合った２８歳の男性と性交を行

って，親が告訴したという事件がありました。２３ページの方にいきまして，加重強姦罪

で起訴しようとしたのですが，どうも暴行，強制，脅迫，欺罔の立証ができないというこ

とで，先ほど紹介しました，未成年者及び家族に対する侵害という軽い方で処罰されたと

いう事件がありました。当時は，未成年者及び家族に対する侵害の法定刑は５年以下の軽

拘禁又は７万５，０００ユーロ以下の罰金だったのですが，これはやはり軽過ぎるという

ことで，２０１８年に，７年以下の拘禁刑及び１０万ユーロ以下の罰金刑に引き上げられ

たのが特徴です。２０１８年の法律も，真ん中辺りに書いてありますが，性的暴力との闘
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いだけではなくて，「性的暴力及び性差別的暴力との闘いを強化する２０１８年８月３日

の法律」というふうに，法律のタイトルにも，性犯罪の背景には性差別があるのだという

ことを明確に示している点がフランスの特徴かなというふうに思っています。 

  あとは読んでいただきたいのですが，２４ページにいくと，最後に不意打ちの要件を少し

詳しく説明しておりまして，ｓｕｒｐｒｉｓｅは驚きとか不意打ちというふうに訳されて

いましたけれども，その元になる動詞はｓｕｒｐｒｅｎｄｒｅ，だまし取るという言葉で，

様々な偽計を用いて性交に導くというような場合も，やはり不同意なのだと，それはよく

考えれば不同意性交の形態なのだということをはっきり示している判例が既に出ています

し，２００１年には，日本の最高裁に当たる破毀院でも，ｓｕｒｐｒｉｓｅとは，行為者

が被害者の同意をだまし取ることに重点があり，被害者の驚き，サプライズを示したもの

ではないとはっきり示した判例も出ております。 

  それから，２５ページに，昨年，破毀院で非常に注目すべき判例が出たので，細かく紹介

しているのですが，余り時間がないみたいで，もう読んでいただいたかなと思うのですけ

れども，日本の準強制わいせつ罪とか準強制性交等罪の心神喪失とか抗拒不能の要件より

はよほど広い，もっと広く不同意の性交を処罰するのが，このｓｕｒｐｒｉｓｅ，欺罔と

か偽計とか不意打ち要件だと思うんですね。３３歳の成人の女性がだまされて，男性は６

８歳で，２５から２６ページに書きましたけれども，こういうことを何度もやっていて，

それで告訴した人がいっぱいいたけれども，これは無理だというふうにずっと皆，泣き寝

入りをさせられてきた。２００９年から２０１５年までの６年にもわたって，分かってい

るだけでも複数の女性が被害に遭っていた。それでもまだ，２０１８年の段階では，エク

サンプロヴァンス控訴院は，告訴人は自由意思で被告人宅へ行き，リスクを冒して目隠し

のまま性行為を行ったのだから，強姦罪は成立しないとしたのですけれども，昨年１月の

破毀院刑事部判決は，行為者のアイデンティティは，正に，同意するかどうかの基礎とな

る，そういう情報なのだと。そういう情報を偽ってだまし取って性交を行う行為は，まさ

に偽計による強姦を構成し得るとはっきり述べたんですね。私は，画期的な判決であり，

フランスがほかの国より進んでいるというふうに思った次第です。２７ページに書きまし

たように，この判例を正しい方向と支持する者もいるし，やはりこれが認められると，恋

愛を成就するための計略がいろいろあるのに，これが全部強姦罪になるのはいけないとい

うふうに，割と年配の刑法学者が批判しているという状況があります。 

  あと，４番目，２８ページですが，公訴時効の撤廃又は停止についても御質問がありまし

た。フランス刑法では，既に２０１５年に，未成年時に行われた強姦等については成年に

達してから３０年，その他の性的攻撃罪については成年に達してから２０年，４８歳，３

８歳までというふうに既に規定されていたのですけれども，２０１８年に更に延ばされ，

全部が３０年になって，強姦だけではなく，その他の重罪も時効期間が延ばされたという

状況があります。 

  最後に，２９ページに，「おわりに」と書かせていただいたのですけれども，ジェンダー

平等，弱者保護の視点を取り入れ，かつ冤罪の危険も防止するという，これらの要請が両

立するのだということがフランス刑法を見るとはっきり分かります。どちらか一方ではな

いんですね。対立するのではない，性犯罪被害者の保護と冤罪危険の防止というのは両立

し得るというのを見せられていると思います。それから，性犯罪をめぐる問題は，人権問
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題であるという視点を皆さんに持っていただきたいと２０１４年にも申し上げたのですが，

本日も同じことを申し上げたいと思います。最後に，私は，ジェンダーギャップ指数が１

５３か国中，１２１位の不平等国家の改善と刑法の改善は，表裏一体だと思っています。

差別をなくすことが，やはり性犯罪被害の手厚い保護につながるのではないかなと思って

います。 

  御報告は以上です。御清聴どうもありがとうございました。 

○井田座長 ありがとうございました。 

  それでは，御質問のある方はいらっしゃいますか。 

○小島委員 島岡先生，どうもありがとうございました。フランスの状況について大変詳しく

御説明いただき，ありがとうございます。 

  私からの質問なのですけれども，現行刑法の改正に関しては，種々議論があるところでご

ざいます。暴行・脅迫要件の撤廃・緩和，不同意性交罪の創設，地位関係利用型の犯罪の

創設・拡充，性交同意年齢などについて議論があるところでございますが，先生は，これ

らの改正論議について，どんな御意見を持っていらっしゃるのかということを伺いたいと

思います。暴行・脅迫要件の撤廃ではなく，所定の手段要件を外形的要素として加えるフ

ランス型を御提案されるのかなとは思うのですけれども，先生がどのようにお考えになっ

ていらっしゃるかということを聞きたいというのが１点でございます。 

  それから，もう一点は，未成年者に対する公訴時効の停止等について，結局，最大４８歳

ぐらいまで延長するという大きな改正がありましたが，証拠の散逸とか，立証が困難では

ないかとか，冤罪の防止という観点から，反対意見があったと伺っています。反対意見を

どのように克服して，どういう思想で改正が実現したのか，また，施行後の実例等がござ

いましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○島岡氏 その改正に関しての意見は，小島先生御推察のとおり，やはり私は，性的不同意罪

でスウェーデンのようにばんと出して，それでちゃんと本当に性犯罪被害者が救われるの

ならば，それが理想ではないかというふうに思っているのですが，スウェーデンは，ジェ

ンダーギャップ指数が１位とか２位の国なんですよね。そういう国で，裁判官にもそうい

う意識が全部浸透した国でそういう規定を作ったら，それはうまくいくと思うのですが，

日本のように，やはり，一方で冤罪事件がいまだに問題になっているような，そういう事

件や死刑もあるような国でそれをばんと出したら，やはりうまくいかないのではないかと

思うわけです。 

  そうすると，やはり裁判官の恣意を許さない，罪刑法定主義や無罪の推定原則もちゃんと

守れるようなフランス刑法のような規定にしておく方がいいのではないか。一方で，暴

行・脅迫要件の撤廃まで行かなくても，緩和は必要だと思うんですよね。やはり，今の要

件のような，抗拒を著しく困難にするという，非常に限定されたものにする必要は全くな

いと思っていまして，そういうことをいろいろ緩和しつつ，今言った「偽計」のようなも

のも加えていただければ，私は非常にいいのではないかと思っています。 

  それから，公訴時効も，やはり批判はいつもあります。２０１５年に既に３８歳までとい

うのがあって，そのときに４１歳で思い出したという人が出まして，それで，告訴できな

いのは問題ではないかと社会問題になって，やはりそういう，弱者を守れない刑法ではい

けない，刑事訴訟法ではいけないということで，これを延ばされて，全部３０年になった
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のです。それに対して批判があって，やはり無罪の推定の要請がすごく強い国なので，有

罪にできない可能性が非常に高いという意見が物すごくあって，そうすると被害者は二度

傷つくのではないかと，被害で傷ついて，それで告訴したけれども，相手が無罪になって

しまうというので，むしろよくないのではないかという意見は今でもあります。だけれど

も，やはり，自分は告訴できて，裁判所でちゃんと調べてもらった上で無罪になるのだっ

たら，被害者はむしろ納得するのではないかという意見の方が強いんですね。それはやる

べきことはやったという，それさえもやらないで門前払いされてしまう方が被害者にとっ

てはつらいのだという，そちらの意見がやはり世論において上回ったということです。 

○井田座長 宮田委員，それから佐藤委員から御質問がありますので，まとめて質問をしてい

ただき，それから島岡先生に最後，お答えいただくということでよろしいでしょうか。 

○宮田委員 どうもありがとうございました。 

  ３点教えていただきたいことがあります。未成年及び家族に対する侵害関係という類型で

すが，これについては，いわゆる心身の完全性に対する性的な攻撃罪関係とは別に規定が

置かれている，虐待やＤＶなどの関係でまとめられているという理解でよろしいのかとい

うことが１点。 

  もう一つが，刑法典と「性的暴力及び性差別的暴力との闘いを強化する２０１８年８月３

日の法律」がどのような関係にあるのかということ。 

  もう一つは，フランスの場合には，私人が起訴して，そして予審判事が裁判を受けるかど

うかを決めるという構造であるかと思うのですが，先生の言われている，告訴したために

起訴されたというのは，裁判所が裁判を受け付けたかどうかという話であって，日本のよ

うな検察官の起訴とは全く概念が違うという理解でよいのかどうかの確認，その３点です。 

○佐藤委員 貴重なお話，ありがとうございました。 

  資料の２４ページ以下について，２点質問させていただきたいのですけれども，この欺罔

類型ですが，多分，本来的には英語のサプライズを意味する単語だと思うのですけれども，

ドイツでも２０１６年の改正でサプライズ類型，つまりユーバーラッシュング類型が処罰

されるようになりまして，本来的には，いきなり触る場合とか，そこからびっくりして動

けなくなったような，日本の準強制わいせつ罪に当たるようなものを一部含むような形に

もなっているのですが，質問としては，フランス刑法においてもこの「準」類型がここに

含まれているのか，サプライズの概念がどんどん広がっていって欺罔まで行ったというイ

メージで受け取っていいのかということと，その過程にどういう議論があったのかという

のが１点目。２点目としまして，欺罔の具体的な内容として一つ例を紹介してくださって

いるのですが，ほかにも，イギリスとかだと，相手が男性だと思ったらトランスジェンダ

ーの女性だったみたいな，そういう場合も処罰している例とかもあるのですけれども，フ

ランスではほかにどういう欺罔の例があるのかという点についてお聞かせいただければと

思います。 

○井田座長 金杉委員も御質問があるようですので，続けて金杉委員，お願いできますか。 

○金杉委員 今日はありがとうございます。 

  ２点ございます。フランス法に対する理解がなくて申し訳ないのですけれども，基本的な

ことですが，全て欺罔や権限の濫用等についても，被告人の故意は要求されるということ

でよろしいのでしょうか，ということが１点。 
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  それから，２点目に，運用として，実際，客観的に欺罔があった，あるいは客観的に権限

を濫用したということだけではなくて，被告人にその故意があったかどうかということに

ついて争われるケースが見られるかどうかという点について教えていただけますでしょう

か。 

○島岡氏 宮田委員の，１番目の，家族に対する侵害は別建てかという質問ですが，別建てで

す。別の章に規定されています。 

  それから，２番目の，２０１８年法と刑法との関係は，２０１８年法によって刑法が改正

されて，その条文が刑法の中に取り込まれたという関係にあります。 

  それから，３番目の点ですが，先ほどおっしゃっていたとおりです。私人にも告訴権があ

って，１００％それが訴追されますので，それを検察官が形式的に引き取って起訴という

形もあると思うんのですけれども，とにかく裁判所が受けたと，予審判事が受けたという

こということになります。 

  次が，佐藤先生の御質問に関して，サプライズに準強制わいせつ罪のような事案が含まれ

るかですが，不意打ちと訳されていたぐらいで，急に，いきなりレイプするというような

のももちろん入っています。ただ，２００１年に，そういうのばかりではなくて，ｓｕｒ

ｐｒｅｎｄｒｅという元の動詞がだまし取るということだから，よくよく考えればそれは

不同意，全体的に考えれば不同意であり，いろいろな偽計等で同意をだまし取ったような

場合がむしろここに入るのだということがはっきり示されました。去年の最高裁などもそ

ういう事例だったと思います。だから，余りそういう事例は実は多くなくて，どちらかと

いうと，今までずっと，不起訴だったり無罪になってきたので，フランスでもやはりこう

いうのは広過ぎるのではないかという議論があったのだけれども，時代が変わってきて，

もうちょっと広げる方向にフランスは行っていると思います。 

  あと，もう一点は何でしたか。 

○佐藤委員 欺罔の内容として，一つ挙げていただいているもの以外にどういうものがあるの

かという質問です。 

○島岡氏 今言ったような，驚いたような場合とか，準強制性交等に当たるようなものは，ず

っと入っていました。医療者がだまして患者をレイプしたりとか，教会の牧師による虐待

のような，日本でもよく言われているようなものが入っていました。 

 次に，金杉先生の御質問に対してですが，もちろん故意犯です，この性的侵害罪は。だ

から，偽計も故意が必要です。それを争うというのは，もちろんフランスでもあります。

ただ，日本と比べると，やはり裁判官が，いや，これは無理もないよねと考えて加害者側

に行くのか，それとも，それは通らないだろうと考えて被害者側に行くのかという違いが

フランスと日本の大きな違いではないかと思うのです。幾ら本人が知らなかったとか，同

意だったと思ったと主張しても，やはり故意の認定は，別に主観ではなくて，客観的状況

を踏まえた裁判官による認定ですから，いや，こういう状況で，先ほどの６８歳の男性と

か，目隠しして，それで何人もやっているではないか，それで自分は知らなかった，同意

だったとか言うのはおかしいだろうというふうに裁判官が考えてそれを有罪にするという

点が日本と違う。故意犯であっても，故意ではなかったという言い訳をなかなか聞かない

というところが違うと思っています。 

○井田座長 ありがとうございます。橋爪委員，お願いします。 
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○橋爪委員 本日はありがとうございます。１点だけ，簡単に質問させていただきます。未成

年に対する性行為の処罰ですが，２２２－２２－１条第３項は，１５歳未満の者に対する

性行為を一律に処罰しているわけではなくて，弁別能力を有しない被害者の脆弱性の濫用

が認められる場合に限って処罰をしていると理解いたしました。これらの要件は検察官が

証明するのでしょうか。つまり，弁別能力や濫用性の有無については，原則どおり，検察

官が証明責任を負うという理解でよろしいでしょうか。 

  他方で，２２７－２５条では，１５歳未満の者に対する性行為の全てが一律に処罰されて

いるように見えます。弁別能力や濫用性の有無にかかわらず，例えば，真摯に交際してい

るケースであっても，本条の罪は成立するという理解でよろしいでしょうか。 

○島岡氏 最初の質問ですけれども，検察官が証明するのが原則なのですけれども，このよう

な規定ができた，２２２－２２－１条第３項なんかは，やはりそれを緩和する事実上の効

果があるというふうに言われています。つまり，推定規定のようになっているので，それ

は，心理的強制や欺罔が弱くても，被害者に及ぼす権限とか年齢を踏まえ，１５歳未満の

場合は，そういう脆弱性の濫用があるというふうに推定されるというか。ただ，はっきり

と挙証責任の転換と言っていないところがフランス刑法の両方に配慮しているところで，

両説あるんですね，これは推定規定だから加害者側が立証しなければいけないのだという

学説と，いや，検察官がこれも証明するのだというのと，両方あるのです。なので，ちょ

っと，どっちかというのは申し上げられないということです。 

  ２番目の点ですが，やはり性的侵害は軽い類型なので，これは一律に，手段要件なくても

処罰するというふうになっています。 

○井田座長 よろしいでしょうか。これで終了とさせていただきたいと思います。 

  島岡先生には，本日，お忙しいところ，先進的なフランス刑法の規定について，大変明解

な，分かりやすい御説明をいただきまして，また，資料も充実したものを頂きまして，誠

にありがとうございました。お話しいただいた内容につきましては，今後の議論に役立た

せていただきたいと思います。検討会を代表して重ねてお礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

○井田座長 ３番目の方は原田隆之様です。加害者臨床の観点からお話しいただきます。 

  原田先生には，本日，お忙しいところ，お時間を割いていただきまして，誠にありがとう

ございます。検討会の座長をしております井田と申します。よろしくお願いします。ヒア

リングに御協力いただきまして，心から感謝申し上げます。 

  まず，原田先生から１５分程度お話をいただきまして，その後，委員の方から質問があれ

ば，１０分ほど質問させていただくという進め方で行きたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○原田氏 ただ今，御紹介にあずかりました原田と申します。今日はこのような大変貴重な機

会にお話しさせていただきますこと，非常に有り難く思っております。 

  今，御紹介がありましたように，私は，性犯罪の加害者に対する臨床を長いことやってお

りまして，法務省での性犯罪の再犯防止プログラムの策定，もう１５年前になりますけれ

ども，それに関わったり，あるいは，今は民間のクリニックで性犯罪者の人たちの治療を

行っております。その中から幾つかお話をしたいと思います。盛りだくさんになっており

ますので，早口になりますけれども，御容赦ください。齋藤先生からあらかじめ御質問い
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ただいておりますので，それも盛り込んでスライドを作っております。 

  【性犯罪者の現状：スライド２枚目】（以下，原田氏発言部分中の【 】内は，全て同資

料のスライド番号）内容は三つなのですけれども，まず，性犯罪者の実態ということで，

加害者のいろいろな問題点ですとか特徴についてお話をします。これは一般的なお話にな

りますので，その後，少々，多様性があるのだといったこともお話ししたいと思います。

三つ目は，今，私が実際やっております再犯防止の取組なのですけれども，これは，本検

討会の議題とは少々外れますし，時間もありませんので，資料を御覧いただければ，それ

でよろしいかと思います。お話をする時間は，ちょっとないように思います。 

  【スライド４枚目】では，まず，性犯罪者の実態ということでお話をいたします。これは，

私が現在病院で治療しております人たち，全体で１６７名のデータなのですけれども，比

較的軽微な，といいますか，刑法ではなくて条例違反の人が多く，例えば，痴漢が４０％

弱です。それから，風俗というのは，風俗店通いがやめられなくて，いろいろ生活に支障

を来している，借金ができたりしているという方，これは，犯罪ではないわけです。「痴

漢」と「その他」というところに，一部，刑法犯，強制性交であったりとか，小児性愛で

あったりとか，そういった人たちが含まれている，こういう内訳になっております。 

  【スライド５枚目】この人たちのバックグラウンドの変数を見てみますと，例えば，年齢

は大体３０代半ば，全体で３０代，４０代の方が４割近くを占めるという状況で，それか

ら，大卒の人の割合が大体５０％程度ということです。それから，フルタイムで仕事をし

ている方が３分の１程度になりますが，これは，事件をきっかけに解雇されたという人が

多いので，このような割合になっております。次の，「婚姻状態（未婚）」と書いてある

のですけれども，これは，今，婚姻状態にないという方です。これが７割を占めておりま

すのも，事件を機に離婚に至ったというケースが非常に多いということです。それから，

前科があるという方も７割に上っております。次の重複障害，これは，いろいろな精神的

な疾患があるという方で，数パーセントぐらいおられる。それから，痴漢が一番の問題行

動であるという方が４割。初発の年齢は，結構早くて，２０代前半ということです。最後

の「Ｓｔａｔｉｃ
ス タ テ ィ ッ ク

－ ９ ９
ナインティナイン

」というのは，今日お話できませんが，性犯罪者の再犯リスク，

これを我々が開発して数値化できる，そういったアセスメントのツールがあるわけですけ

れども，そのスコアが平均で３点以上，大体，低から高リスクという，再犯リスクがその

程度という人が平均しているということになります。 

  【スライド６枚目】この加害者に共通する性犯罪のリスクファクターというものも，我々

はいろいろな研究で導き出しているわけなのですけれども，これは，まず，本質的には，

一般の犯罪と大きく変わらないということが分かっています。例えば，性犯罪をする人の

中には，再犯で別の，窃盗であったり傷害であったりという，そういう犯罪に及ぶ人も相

当な数いるわけですし，ほかのいろいろなリスクファクターは，かなり，ほかの犯罪者，

一般犯罪者と変わらないです。ただ，性犯罪特有のリスクファクターもあります。これは，

この後，詳しくお話をするところなのですけれども，例えば，よく認知のゆがみなどとい

うことを申しますけれども，性的な認知が逸脱している，あるいは性的な衝動に逸脱があ

る。これは，例えば，同意をしないような暴力的な性犯罪であったり，子供に対する性的

な衝動であったり，そういったいろいろな性的なファンタジーや衝動を持っているという

ところが，性犯罪特有のリスクファクターであると言えるかと思います。 
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  【スライド７枚目】このスライドは，一般犯罪のリスクファクターということなのですけ

れども，主なもので八つあります。これを，セントラルエイトというふうに犯罪心理学で

は呼ぶわけですけれども，こういう八つが，一般犯罪にも性犯罪にも共通するリスクであ

るということです。過去の犯罪歴とか，パーソナリティとか，本人の価値観とか態度です

ね。それから仲間関係。それと家族の質，教育や雇用，薬物使用，これはアルコールも含

みます。あとは，健全な余暇の活用ができないこと。この八つが，主なリスクになるわけ

なのですけれども，今日は，特に心理学的な，このパーソナリティについて焦点を当てて

お話ししたいと思います。 

  【スライド８枚目】パーソナリティというのは，心理学では主に三つの要素に分けるので

すけれども，行動と情緒，それと認知，この三つです。一般犯罪，性犯罪を問わず，反社

会的なパーソナリティというものがリスクになるということですけれども，その中の行動

的な特徴としては，社会のルールを軽視して，これを破ることにためらいがないというこ

とであったりとか，衝動性，無責任性，虚偽性，うそをつくということですね，こういっ

たことが挙げられます。 

  それから，感情面の特徴としては，冷酷であって，残忍性があったり，あるいは，共感性

の欠如，これは，性犯罪者にも非常に目立つ特徴で，相手の気持ちが分からないというこ

とですね。あとは，良心の呵責も欠如しているというところも挙げられようかと思います。 

  それと，先ほど申しました，この認知のゆがみ，認知の特徴としては，先ほどもありまし

たけれども，社会規範の軽視，これは，要は，本人の頭の中でも社会規範，ルールという

ものを重要視しないという，ちょっとぐらいは破ってもいいのではないか，見つからなけ

ればいいのではないか，こういう考え方，認知をするということです。あるいは，暴力に

対しても非常にハードルが低い，暴力を容認するような価値観とか物事の捉え方をする。

それと，敵意帰属バイアスといいますけれども，他者の何げない言動に敵意をたやすく感

じてしまうという傾向もあります。反社会的な認知のゆがみというところは，特に性犯罪

の場合は問題になってくるわけです。 

  【スライド９枚目】では，この性犯罪者の認知のゆがみにはどういうものがあるのかとい

うのを，もう少し具体的に御説明します。それが，このスライドなのですけれども，よく，

加害者は，こういったことを言うわけです。向こうも望んでいたとか，向こうから誘って

きたのだとか，あるいは，露出の多い服を着ているのは，誘っている証拠だとか，あるい

は，食事に応じたということは，もうその後，性交渉をしてもオーケーという意味だとか，

こんなにも酒を飲んでいるのは向こうが望んでいるのだとか，嫌だと言わないのは同意の

サインだとか，嫌と言っても，別に言葉の上だけだというふうに捉えたり，あるいは，女

性というものはもともと襲われたい願望を持っているだとか，親密な間柄であればもうセ

ックスをしてもいいのだとか，それから，一度セックスをしてしまえばこっちのものだと

いう考え方ですとか，子供にも性的な欲求があるのだとか，こういう，人によって様々で

すけれども，いろいろなゆがんだ認知というものを持っているということがいえます。 

  【スライド１０枚目】それで，ここで私が強調したいのは，こういったものは，もちろん

性犯罪者特有なのですけれども，やはり，一部，社会の中にも，こういったゆがんだ認知

が共有されている，場合によっては，法執行機関ですとか司法関係者の中にも，こういう

認知をある程度共有している人がいるかもしれないということです。例えば，世間でも，
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被害者を責めたりとか，あるいは多少のことで騒ぎ立てるなと言ったりとか，もっと抵抗

すべきだったのではないかとか，今頃になって何で騒ぎ立てるのかとか，あるいは，被害

者というのはよくうそを言うのだと。実際，うその申告とか，あるいは，大げさに被害を

言うという人もいるのですけれども，ごく少数であって，これは，別に性犯罪に限ったこ

とではなくて，ほかの犯罪も同様だということも分かってきています。まさに，この本当

にごく少数の人たちであるわけですけれども，それを一般化してしまうということです。

ですから，今後，例えば，刑法の改正で不同意性交罪などができたとしても，それに対し

て，先ほど申し上げたような加害者の心理状態，それから，一般の人の心理状態，こうい

ったものをよく理解して，一般の人にもこういうものを啓発するということが重要なので

はないかというふうに考えます。 

  【スライド１１枚目】そして，犯行に至る際の心理なのですけれども，やはり，加害者と

いえども，発覚を恐れるというのは当然のことです。そして，加害行為を成功裏に遂行す

るために，いろいろなことを行います。それが，主なものを三つ書いてありますけれども，

段階的な犯行，それから，被害者の選択や関係作りということ，それから，中和や合理化

ということです。これを簡単に御説明します。 

  【スライド１２枚目】まず，段階的な犯行というのは，これは，全員が全員そうではない

のですけれども，軽微な犯行から徐々にエスカレートしていくことです。言葉は悪いです

けれども，比較的軽微な行動でまず犯行を練習してみる，これでばれなかった，では，大

丈夫だということでまた次へ進んでいって，より刺激的な行動を求めるという傾向が，一

部の人にはあります。 

  そして，その中で，自分の中で成功した性行為を反芻するといいますか，その後でも何度

も思い返して，それでマスターベーションしたりとか，ファンタジーにふけるということ

があるわけです。ほかにも，アダルトサイトなどで自分のそのファンタジーを強めていく

という，そういった傾向もあります。このアダルトサイトとかポルノというものは，犯罪

自体を喚起するというよりは，もともとそういった認知のゆがみであるとか，犯罪傾向が

ある人を，より実行に至らせるリスクが大きいということが言われています。 

  それから，先ほどセントラルエイトで申しましたけれども，仲間集団がいることが，より

リスクを高めます。これは，現実の仲間関係ということもありますけれども，オンライン

でいろいろ情報交換をしたりとか，あるいは，自分の犯行を自慢したりとか，こういう仲

間がいることは，非常に危険であるということが言えます。 

  【スライド１３枚目】それから，被害者の選択ということに関しましては，やはり，多く

の場合，見知らぬ人に加害行為をするというよりは，何らかの関係性を作る，その関係性

の中で加害をするということが，非常に多いということも分かっています。そこで，被害

者の弱みに付け込むということがあるわけですけれども，例えば，何らかの障害を持って

いる方にその障害に付け込んで加害行為をするとか，あるいは，未成年者，十分な判断力

のない子供に付け込むとか，それから，自分の力関係や社会的な立場を悪用したり，ある

いは，被暗示性の強い相手，非常に自分の言いなりになりそうな人を上手に見分けて，そ

して，一種のマインドコントロールのような形で相手が抵抗できないようにする，心理的

な支配をするということです。それから，おとなしい相手とか，セックスワーカーといっ

た人たち，そういう人たちの弱みに付け込むということも，よくあるケースです。そうす
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ると，この場合も，そもそも被害者には同意ができないということ，それから，はたから

見ると，一見，同意をしているけれども，それが本当に自由意思による同意なのかという

ことが，極めて疑わしい場合もあります。こういうところも，それぞれの事件の中できち

んと見ていかなければ，その同意というものの意味を取り違えてしまう。そういう危険が

あるのではないかというふうに考えています。 

  【スライド１４枚目】この多様性ということなのですが，【スライド１５枚目】たくさん

列挙しましたけれども，認知のゆがみには，二つぐらいのパターンがあるということも分

かっております。これは，本人が心からそう思っているというか，心理的には病理が非常

に深いわけなのですけれども，先ほど言ったような，相手が悪いのだとか，相手が誘って

いるのだということを，本心からそう思い込んでいるような場合があるわけです。そうす

ると，取調べとか裁判の過程で，本人はそういうふうに言うわけですけれども，本心から

そう思っているわけですから，非常に迫真があって，周りも，「ああ，そうなんだ。」と

いうふうにだまされてしまうケースというのはすごく多いのではないかと。こういうタイ

プは，相手の表情やノンバーバルなサインが伝わらない，相手が嫌がっていたり恐怖を感

じていたりとかしても，それ自体も分からないというタイプがいます。 

  もう一つの中和の技術というのは，自分の罪悪感を中和するというタイプですけれども，

自分が悪いことをしているということを分かっていて，それを意識的に，あるいは，無意

識的に打ち消そうとして，先ほどの認知のゆがみを悪用するというタイプもあります。 

  【スライド１６枚目】非常にリスクの高い性犯罪者の中には，先ほども少し言いました，

相手の表情が分からない，恐怖とか不快とか拒絶みたいなものの表情が分からない。我々

一般の人々は，それが分かれば，自分の暴力的な行為にストップがかかるというふうな，

脳の仕組みができているわけですけれども，特に粗暴な犯罪者の中には，そもそも相手の

表情を読み取れない，そして，ストップがかからないというふうな，これは，共感性の欠

如とも言えると思いますけれども，そういった脳機能の異常があるのだということも言わ

れているわけです。 

  【スライド１７枚目】このように，いろいろな性犯罪者のタイプ，特にこの四つに分けた

中で，上の二つは，割と自分の問題にも気づいていて，もう性犯罪をやめたいと思ってい

る。病院に通ってこられている方は，上の二つのタイプだと思いますけれども，下の二つ

のように，パーソナリティやいろいろなゆがみが大きくて，なかなか治そうとも思わない

し，そもそも，自分が間違っているとも思わない，こういうタイプもいる。これが，もち

ろん，よりリスクが高いということになるわけです。 

  非常に早口で駆け足になりましたけれども，以上で用意していましたプレゼンテーション

は終了いたします。 

○井田座長 先生，ありがとうございました。 

  それでは，委員の中で御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

○齋藤委員 原田先生，今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。 

  １点お伺いしたいのですけれども，先ほど加害者は被害者について，未成年者であるとか，

マインドコントロールしやすそうな相手であるとかを選んでいるというお話がありました

が，これは，加害者は，自分がその人を利用しやすそうだと思って意識的に選んでいるの

か，それとも，余り意識していないけれども，結果的にそういう人たちを選んでしまうの
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かというのは，どちらになるのでしょうか。 

○原田氏 ありがとうございます。これも，やはり性犯罪者の多様性ということになるかと思

いますけれども，例えば，痴漢をするような人は，周りにたくさん人がいる場面でやるわ

けですから，なかなか発覚しそうにない相手，おとなしそうな人，制服を着ている学生さ

んのような人を，やはり，意識的に選ぶということが多いかと思います。性犯罪者と接し

たときに，その者から言われるのは，やはり，「自分の好みの相手がいた。」とか，「お

となしそうな人がいたから。」というふうな，これは無意識的にではあっても，やはり，

何らかの選択をしているのだろうということで，ただ，もちろん無意識的にという場合も

ありますけれども，やはり，多くの場合は，何らかの選択ということが働いているし，こ

こで関係作りということを申しましたけれども，性犯罪に至る前に，言葉は悪いですけれ

ども，そのターゲットを定めて，そして，いきなりというわけではなくて，それなりの人

間関係をある程度作った上でということもかなりあるかと思いますので，多くのケースに

おいて，こういうふうな，無意識的にではあるかもしれませんが，被害者の選択というこ

とはなされているのではないかなというふうに考えます。 

○宮田委員 どうもありがとうございました。一つ質問させていただきます。認知のゆがみの

パターンについて御説明をいただきました，情緒的に非常に問題があるタイプについて，

感情が動かない，共感性の欠如，あるいは表情を読み取れないという原因として考えられ

るもの，先生のレジュメの中には，大脳辺縁系の扁桃体の機能異常ということを書かれて

いましたけれども，私たちが弁護をやっていて感じるのが，発達障害，知的障害があるケ

ース，あるいは加害者自身が虐待を受けるなどして，共感性が非常に乏しくなってしまっ

ているケースを見たりするのです。認知のゆがみで，本心からそう思っているタイプの，

認知のゆがみが生じる原因について，もう少し詳しく教えていただければと思い，質問さ

せていただきました。 

○原田氏 これも，やはり，今，先生も幾つか列挙されたように，非常に多様であると思いま

す。一番重いケースを私は申し上げたのですけれども，これは，ある程度生来的なものに

なりますが，あるいは，虐待とかそういったところでも生じるかと思いますけれども，大

脳辺縁系の機能異常ということですね。これは，一番重いケースであって，そうではなく

ても，例えば，その本人が生育していく中で，孤立していて人との深い接触がないという

場合にも，なかなか表情を読み取れない，共感性が育たないということもあります。です

から，これも本当にグラデーションみたいな形になっておりまして，一番重いのが，そも

そもの脳の機能障害があるというタイプで，そこから，いろいろ，発達障害の方であった

りとか，あるいは，病的なものはないけれども，非常に対人関係が苦手で人との接触がな

かったからそれが育たなかったという，いろいろな原因なり，パターンなりがあるかと思

います。 

○金杉委員 本日はありがとうございます。一点質問です。性犯罪の重罰化や，あるいは，こ

れまで刑罰とされていなかった行為が刑罰化されるということに抑止力があるかどうかと

いう観点から，教えていただきたいと思います。加害者が発覚を恐れて，加害行為を成功

させるために様々なことを行うというお話がありましたけれども，その発覚を恐れるとい

う部分に，刑罰を受けることを恐れてという意識が加害行為の当時に加害者にあるのかど

うか，先生が臨床の経験の中で，その点を意識されているな，あるいは平成２９年の改正
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によって刑が重くなった，だからますますやめないといけないのだというようなことがあ

ったかどうか，その点についてお聞かせいただけますでしょうか。 

○原田氏 これも，やはり，グラデーションがあるといいますか，やはり，一番重い，非常に

心理的な問題の大きな人は，もちろん頭の中で分かっていても，自分は大丈夫だというふ

うな，これも一種の認知のゆがみですけれども，見つからないだろう，うまくやれば大丈

夫だろうということで，非常に刑というものを軽く考える。なかなか発覚しないだろうと。

発覚を恐れていろいろなことはやるのですけれども，それでも発覚しないだろうという，

非常に悪い意味の楽観性みたいなものが，やはり，問題性が大きくなるほど強くなるかと

思います。ですから，こういう人ほどなかなか抑止力というものが効きづらいという面も，

残念ですが，あるかというふうに思います。 

○山本委員 貴重なお話をありがとうございました。資料の１５ページの認知のゆがみのパタ

ーンについてお伺いしたいと思います。本心からそう思っているタイプで，相手の意図を

理解できない場合，加害者は同意だと思っている，それが，加害者の誤解であっても，加

害者は本心からそう思っていて，被害を受けた人にとっては全く同意もなく強制されてい

るものとして扱われたというようなことである場合，たとえ裁判にかけられて有罪になっ

たり無罪になったりしても，本人の中では認識は変わらない，変わり続けられないものな

のか，それとも，裁判や治療教育などの結果，認識が変わっていく可能性があるのかとい

うことについて，お伺いしたいと思いました。 

○原田氏 やはり，先ほどから申し上げているようなグラデーションの一番重いタイプ，この

人たちは，例えば，反社会性パーソナリティ障害であったり，サイコパスというふうな，

そういう診断もつくようなタイプの人であれば，なかなか今おっしゃったような問題性の

変容というものは，現時点では非常に難しいという現状がございます。ただ，そういった

人たちは数としては極めて少ないので，それ以外の人，先ほど発表の中では飛ばしてしま

ったのですけれども，例えば，共感性とか表情を読み取るスキルというものは，ある程度，

教育は可能です。 

  ですから，これも今日お話しできなかったところですけれども，刑罰に加えて，刑務所の

中，あるいは，外に出てから，何らかの治療を施すということ，それによってこの本人の

問題性をなくしていかなければ，なかなか再犯というものは防止できないというふうに，

私はかねがね考えております。その点で，非常に問題性が重い一部の人を除けば，この問

題性の改善というものは，時間はかかるケースもありますけれども，ある程度はできるの

ではないかというふうに思います。 

○山本委員 ありがとうございます。加害者にとって，性加害が利益のある行動であるうちは，

なかなかその行為を手放すことが難しいかなと思いました。出所した後の治療や，見つか

った後の治療が大事ということは，そこで，性加害行動を手放した方がよいという加害者

にとってのベネフィットが与えられ続けていくことが重要ということで理解してもよろし

いでしょうか。 

○原田氏 そうですね，おっしゃるとおり，本人の中の価値観であったりとか，そのベネフィ

ットと，プラスとマイナスのいろいろな価値の構造を変えていくということが，非常に重

要になってくるかと思います。 

○上谷委員 分かりやすいお話，ありがとうございました。 
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  先生に頂いたスライドの１７枚目なのですけれども，犯行パターンが四つあるのですが，

まず，この四つで，下に向かっていくに従って治療が難しいという理解でいいのかという

のが１点と，それぞれのパターンについて，割合ですね，何々型は大体何％というのがも

し分かれば，教えていただきたいと思います。 

○原田氏 そうですね，下に向かって行くほどというふうな，きれいなグラデーションではな

いのですけれども，大きく分けて上の二つは，本人の中にも問題性が理解できて，そして，

治療に対するモチベーションというものも湧きやすく，下の二つは，難しいタイプであり，

この二つの中では，一番下のが，やはり，一番問題性も大きくて，それを改善することも

難しいと思います。 

  割合ということについては，ちゃんとした数字に分けて検討したデータがありませんので，

なかなか一概には申し上げられません。やはり，問題性が大きい人は，先ほども少し言い

ましたけれども，割合にしては，それほど多くないという程度のことしか，今のところは，

具体的なデータがありません。 

○井田座長 それでは，時間もまいりましたので，これで終わりとさせていただきたいと思い

ます。 

  原田先生には，本日，お忙しいところ，私どもにとって大変示唆に富むお話を頂戴いたし

まして，誠にありがとうございました。お話しいただいた内容につきましては，今後の議

論で大いに活かしていきたいと思っております。検討会を代表して重ねて御礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

○井田座長 ４番目の方は，後藤貞人様です。刑事弁護の観点からお話をいただきます。 

  後藤先生，本日は，御多用中のところ御出席賜りまして誠にありがとうございます。検討

会の座長をしております井田と申します。よろしくお願いいたします。 

○後藤氏 こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○井田座長 ヒアリングに御協力いただき，心から感謝申し上げます。本日は，まず後藤先生

から１５分ほどお話を頂戴いたしまして，その後，委員の方から質問があれば，１０分程

度御質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○後藤氏 【刑事弁護人の立場から見た各論点への懸念：スライド３枚目】（以下，後藤氏発

言部分中の【 】内は，全て同資料のスライド番号。）どのような犯罪でも，無罪を訴え

る人たちの弁護がたやすかったことは，今まで一件もありませんでした。取り分け，その

罪が性犯罪である場合には，最も困難な弁護となります。性犯罪は憎むべき犯罪です。起

訴される事件の多くは，被告人とされた人自身が犯行を認める事件です。しかし，「私は

無罪です。」と訴える依頼人がいます。そして，その訴えが真実ではないかと思われる事

件があります。ところが，そのような依頼人を救うのは至難の業です。その困難さを理解

してもらうために，私が弁護人となった例を簡単に紹介したいと思います。 

  【スライド４枚目】ある少女が，１４歳のときに，同居の親族から強姦や強制わいせつを

されたと告訴しました。少女によれば，１１歳のときから強姦や強制わいせつをされてい

たというのです。依頼人は，「架空の話だ。私はそんなことはやっていない。」と強く否

定していました。 

  【スライド５枚目】一審判決は，ここに記載したとおりです。弱冠１４歳の少女がありも

しない被害をでっち上げてまで告訴するということ自体，非常に考えにくい。そして，そ
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のような希有なことがあるとすれば，特殊な事情がなければならないけれども，本件全証

拠を子細に検討しても，そのような事情は一切認められない，こう言われたのです。 

【スライド６枚目】そして，言語道断な犯行を犯しながら被害者を誹謗中傷していると

強い口調で非難いたしました。懲役１２年の判決でした。 

  【スライド７枚目】控訴審判決も同じでした。上告審は三行半でした。判決確定から３年

後，少女は成長いたしました。そして，強姦や強制わいせつが虚偽であったことを，親族

に告白します。彼女は，私にこういうふうに説明してくれました。どうして虚偽の話をす

るようになったのか。実は，おばに，依頼人からお尻を触られた，依頼人本人に聞いてみ

ると，実際は叩いたということですけれども，そういうふうに言ったところ，それを伝え

聞いた母親から，ほかにされたことはないか，ないかと責め立てられて，だんだんと強制

わいせつや強姦をされたことになったと説明してくれました。 

  再審の申立てをしました。検察官の調査によっても，動かし難い証拠があったとされ，そ

れで少女の被害申告が虚偽であったことが明白になりました。逮捕から６年半後，ようや

く依頼人は刑務所から出ることができました。 

  もう一つ，ある会社の課長代理による業務提携先の従業員に対する監禁強制わいせつ事件

とされる事件がありました。仕事上優位な立場にあることを利用して脅したり，腕をつか

んで引っ張るなどしてラブホテルに連れ込んで監禁し，その室内で強制わいせつ致傷をし

たとして起訴されました。依頼人は，否定していました。第一審の判決は監禁罪，強制わ

いせつ致傷罪ともに有罪でした。腕をつかんで引っ張って連れ込んだ様子に関するホテル

の従業員の証言もありました。 

  控訴審で別の従業員が証言しました。ホテルの入口でもめていたら鳴り続けていたはずの

ブザーが，その日，それほど鳴り続けていなかったということを，その日のフロント係が

明らかにしてくれました。控訴審判決は，出勤表，従業員の証言等を基に，被害者の供述

に誇張の疑いを認めました。そして，監禁罪を無罪としました。しかし，室内での強制わ

いせつ致傷罪は一審のままでした。 

  【スライド８枚目】二つの事件は何を教えているのか。少女の事件は，存在しなかった強

姦が刑事事件とされることもあり得ることを教えています。そして，それが全くのうそで

あったとしても，一旦少女によって語られると，そのうそを見抜けないことを示していま

す。起訴した検察官，そして，地裁，高裁，最高裁，合計１２名もの検察官と裁判官が少

女のうそを見抜けなかった，そういうことです。ホテルへの監禁の疑いがあるとされた事

件は，被害者が誇張をして申告することがあり得ることを教えています。うそや誇張で有

罪となってしまった人がこの２人だけだとは到底思えません。どのような犯罪でもえん罪

がありますけれども，性犯罪もその例外ではないのです。 

  【スライド９枚目】次に，不同意性交罪についてお話ししたいと思います。 

【スライド１０枚目】暴行・脅迫は，内心の出来事ではありません。被害者が認識でき

ます。加害者も認識できます。しかし，内心は外部には見えません。【スライド１１枚目】

内心が不同意でも気付けない場合があります。事実は不同意だったのだと内心についてう

そをつかれても，証拠に基づく反論が困難です。外部的な行為の存否ではなくて，内心だ

けで決することは，えん罪を生む危険性があります。 

  【スライド１２枚目】それでは，不同意の内心を外部に表示した場合は，暴行や脅迫と同



-26- 

じかというのが次の問題です。注意すべきは，不同意を表す言葉は，暴行や脅迫のように

それ自体が犯罪であると何人にも認識されるような行為と同質ではありません。不同意性

交罪は，犯罪の成立を被害者の内心に係らせようとするものです。【スライド１３枚目】

人の内心ですから，受け入れるという気持ちと受け入れたくないという気持ちが同時に存

在したり，条件付きで受け入れるという気持ちになっているときの条件が曖昧であったり，

出来事の途中に気持ちが変化することもあります。もし，不同意性交が罪とされるように

なると，同意の有無について客観的な証拠が乏しい事案がむしろ多くなることが想定され

ます。客観的な証拠が不十分であるにもかかわらず，検察官が被害者の供述を信用して起

訴に踏み切る，そして，裁判官も同様に被害者の供述を信用し，被告人の供述の信用性を

否定して有罪とする危険は少なくないと思われるのです。少女の事件は，そのことを示し

ています。 

  【スライド１４枚目】次に監護者要件の緩和についてお話をしたいと思います。 

【スライド１５枚目】スポーツのコーチと選手，学校の教師と学生，職場の上司と部下

等の一定の関係性がある場合に，その関係性を利用して性的行為に及ぶことは相当数ある，

そうだとは思います。ただし，関係を利用するといっても，その利用は千差万別です。こ

れらの人の間に，恋愛感情が生じることもあるのです。暴行・脅迫要件を外した上で，こ

のような関係性に伴う影響力に乗じたというだけでその性的行為を犯罪とすれば，処罰の

対象は広がるでしょう。その関係にある人が合意の上で性的行為をしたと思っていても，

関係性に乗じて性的行為をされたと申告され，起訴されると，関係性は簡単に立証されま

す。そうすると，実際の裁判では，その行為が関係性を利用していないことを被告人とさ

れた側が立証しなければならない，そうなります。立証責任が，被告人・弁護側に移るよ

うなものです。 

  前回の改正で，監護する者が影響力に乗じた場合に限定しました。監護者，例えば親の，

被監護者，例えば子に対する性交は，類型的に不同意が推認される，あるいは擬制される

と言った方が正確かもしれません，そういう関係にあります。しかし，これに対して，コ

ーチや教師の場合はそうとはいえません。 

  【スライド１６枚目】次に，司法面接についてお話をしたいと思います。 

【スライド１７枚目】司法面接には，大きくいうと二つの問題があります。一つは，そ

もそも司法面接が理想的であり得るのかという問題です。もう一つは，司法面接を主尋問

に代替すると，主尋問と反対尋問が同時にされないということが起こります。これが弁護

上どういう問題を起こすか，事実認定上どういう問題を起こすかは，深刻な問題だと思わ

れます。 

  【スライド１８枚目】実際にどういうふうな司法面接が今までの裁判に表れているかとい

うことを，簡単に御紹介したいと思います。もちろん，出来事のあった３日後にされた優

れた例も紹介されています。しかし，司法面接まがいと酷評されているのも出てきている

のです。問題は，事前にある程度，警察官が捜査をすることです。そういう捜査情報を知

った検察官が面接をします。そのときに，検察官は，客観的証拠と違っていたらすり合わ

せをしようとする，矛盾部分が生じたときにそれを修正しようとする，そういうことがど

うしても起こってしまう，そういう実例が報告されています。 

  【スライド１９枚目】それでは，理想的な司法面接は実現できるかです。ちょっと考えて
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みたら分かるのですけれども，年少者が強姦の被害に遭ったとします。多くの場合，その

被害は，最も身近な母親等に相談するでしょう。相談をされた母親が何をされたかを聞く

はずです。再審無罪となった少女の事件の母親がその例です。面接までに汚染が避け難い

のです。汚染と言って，皆さん，お分かりいただけると思います。しかも，この司法面接

以前の状況が可視化される保証はどこにもないのです。司法面接自体を考えても，幾らプ

ロトコールを厳密に定めても，それが守られる保証はありません。裁判所に表れた司法面

接なるものの実情は，先に触れたとおりです。そもそも，中立的な機関ではなく捜査官が，

その捜査官のうちの検察官が行う司法面接なるものが，公正なものかという問題もあると

思われます。 

  【スライド２０枚目】もう一つの問題は，司法面接の時期と反対尋問の時期が違うことか

ら来ます。通常の刑事裁判では，主尋問のすぐ後に反対尋問をするのが原則です。例えば，

「あなたは先ほど何々と言いましたね。本当ですか。本当はこうではありませんか。」，

こういうふうに聞いていく。それによって，事実認定者に，この人がうそを言っている，

あるいは，この人が客観的な事実と反することを言っている，この人が前に供述したこと

と違うことを言っている，ほかで言ったことと違うことを言っていることを示す。そうい

う聞き方が，反対尋問の基本的な技術の一つとされています。 

  もし，主尋問と反対尋問を同時にしているときに，主尋問で記憶があるとして話していた

のに，反対尋問で，「いや，記憶がありません。話したくないです。」と言えば，普通は，

それ自体が不自然な供述で，主尋問で言ったことも信用されないということになるでしょ

う。ところが，主尋問を司法面接で代替すると，反対尋問では，「司法面接時に何を言っ

たかの記憶がない。」と答えられることも想定されるのです。さらに，「事実そのものの

記憶がない。」，「思い出したくない。」，「思い出せない。」という証言になる例も，

多数想定されます。反対尋問に対して，「思い出したくない。」と言うだけならまだしも，

「今はよく覚えていないけれども，司法面接でありのままのことを話しました。」「思い

出したくないから忘れるようにしていたので，今ははっきり言えませんが，司法面接では

ありのままのことを話した。」，このように答えることが起こります。これでは，法が予

定し裁判制度が予定した，真実をあぶり出すために反対尋問がいかに重要であるかとされ

ている反対尋問が機能いたしません。 

  【スライド２１枚目】司法面接で語られたことが真実であることを前提にすれば，被害者

の負担を軽減することになります。それはそうなるべきかもしれません。しかし，真実が

語られていない場合は，真実を語っていない負担を軽減すべきではないのです。少女のう

そによって，無罪を訴えたけれども，それが言語道断と非難された依頼人は，証人の精神

的負担の軽減なるものを受け入れることはできないでしょう。 

  証人の供述のみによって立証される事実に関する限り，それは，公判で被告人と面と向か

い，被告人の存在する場所で証言し，そして，被告人に反対尋問の機会を与えられた証人

によってのみなされるべきであるのが原則です。ビデオリンク方式でもその原則に反しな

いというのが最高裁の判例です。しかし，法廷外の場所で過去に行われた面接をそのまま

主尋問として証拠能力を認めるというのは，この原則に反することになる，この原則を否

定することになると思います。 

  訴えられている被害の凄惨さに目を奪われて，被害者に精神的負担をかけまいという思い
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が，厳しく吟味しないまま信用性を肯定して起訴し，有罪ということにつながるというこ

とが否定できません。少女の事件がそのことを示しています。しかし，性犯罪についても

虚偽の申告がないと言うことはできません。えん罪が作られても仕方がないと言うことは

できないのです。 

○井田座長 ありがとうございました。 

  それでは，御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

○上谷委員 先生，どうもありがとうございました。 

  司法面接についてちょっと伺いたいのですけれども，司法面接は，そもそもえん罪がきっ

かけとなり，えん罪を防ぐためにできた制度と理解しているのですが，今，何度も繰り返

し供述調書を取るという手法が取られていることと比較しても，司法面接の方が，記憶の

汚染，供述の汚染を防ぐという面では優れているのではないかというふうに私は思ってい

るのですが，先生は司法面接の有用性ということについてはどのようにお考えなのでしょ

うか。 

○後藤氏 まず，えん罪を防ぐためにというのは，それは少し違うと思うのですよ。二つの意

味があるのですね，負担の軽減と，えん罪を防ぐというか，事実を聞くという二つの側面

があるのですね。えん罪を防ぐと言われた，そちらの方にしたら，私は，基本的に今の御

意見に賛成です。しかし，問題は，それに証拠能力を付与してしまうということなのです。

私が申し上げたかったのはそういうことです。司法面接的手法，あるいは司法面接で早い

段階で，むしろ捜査官ではなしに他の福祉施設の人などが事情を聞いて，それを基にして，

これを刑事事件とすべきかどうか，どういう事件にすべきかどうかというところに使うこ

と，それは非常にいいことではないか，そういうふうに思います。 

○小島委員 ありがとうございました。まず，性的行為には，自由意思との関係で，暴行・脅

迫による性的行為，暴行・脅迫はないけれども相手の明確な拒絶がある場合，拒絶が明確

ではない性的行為，完全に合意がある場合と，四つの類型があるのではないかと考えてい

ます。先生の今回のお話で，相手による明確な拒絶がある場合の性的行為について，暴

行・脅迫という外部的行為がなければ処罰の対象にすべきではないという御意見なのでし

ょうかというのが第１点です。 

  それから，第２点としては，拒絶が不明確であったとしても，自由な意思形成を阻害する

事由がある場合，例えば，威迫による場合，偽計による場合がある。あるいは，強制され

た合意による場合。民法学者の内田貴先生はこのような場合を，「強いられた同意」型の

セクシュアル・ハラスメントとして類型化しています。いずれも，社会的，法的には有効

な合意があるとはいえない場合です。合意が形成されるプロセスに注目すると，合意に瑕

疵がある場合には，意に反する性的行為であるといえる。これは違法で不当な行為だと思

うのですけれども，このような場合であっても，内心は分からないから，処罰の対象とす

べきではないという御意見なのでしょうか，というのが第２点目です。 

  第３点は，性被害を受ける人々というのはバルネラブルな人，つまり，脆弱性を有する

人々がいます。構造的にバルネラブルな人として，子供だとか障害者だとか，セクシュア

ルマイノリティーの人々だとか，社会関係的にバルネラブルな人として，雇用関係とか教

育関係，教師と生徒の関係とか，親子関係，そういうバルネラブルな人々がいる。現行の

刑事法の内容や手続では，こういう人々の被害がこぼれ落ちてしまうのではないか，これ



-29- 

をやはり刑事法の中にすくい上げて処罰の対象にすべきではないかと思います。 

  先生は，現行刑法の改正については，えん罪を生む危険があるということで，こういう構

造的，関係的バルネラブルな人々の性被害について，刑事法というのはこれを考慮の必要

がないということなのか。被疑者・被告人の利益が最優先だというお考えなのか。その辺

のところを伺いたいと思います。バルネラブルな人々の立場，状況を考慮に入れた手続こ

そが適正手続ではないかと考えているので，お答えできる範囲でお話しいただければと思

います。  

○後藤氏 前提として，刑事裁判の実務に携わっていて，そういうバルネラブルな人たちが完

全に取り残されて，そういう人たちに対する性犯罪が処罰されていないかというと，決し

てそのようなことはありません。それは，どの本にも書いてありますけれども，暴行・脅

迫要件という，外部に明白に分かる要件を満たすかどうかという観点からではあるけれど

も，目に見えて誰もが暴行・脅迫と思えるようなものでなくても，実際に四囲の状況とか

によって暴行と判断できることはあるというのが判例の立場であるし，実務の立場です。 

  だから，意思が明確でなければ，あるいは明確に外部に表示されていなければ処罰されな

くてもいいと私は言っているわけではありません。もちろん，不同意の性交がよくないこ

とは当たり前の話です。倫理的には許されません。しかし，それを内心に係らしめると，

どうしても不明確な領域が出てしまう。それを非常に明確にできるのなら，それは考える

ことはできるでしょうが，どうしても内心をターゲットにすると不明確なところが出てし

まうのです。今の刑法は，外をやっているわけですよね。暴行・脅迫。ただし，実際には

暴行・脅迫と思えない，例えば，私がやった事件でも，服を脱がせるというのが暴行とさ

れることがありました。普通であれば服を脱がせるというのは性行為に伴うでしょう。自

分で脱ぐこともあるでしょうけれども，相手が脱がせることもある。それを暴行だと。そ

れが何で暴行かというと，四囲の事情を見ていったらそうなる，そういうふうに判断され

ます。それでも，そっちの方がまだしも明確だと。私は，境界が非常に明確な定め方をで

きるのであればいいけれども，本当にそうなるのかということを考えるべきだとは思いま

す。 

  それから，２番目のお話は何でしたかね。 

○小島委員 拒絶が不明確であったとしても，相手方の自由な意思形成を阻害するような形で

合意が取られる場合，例えば，威迫だとか偽計だとかそういう場合について，合意が形成

されるプロセスでいうと，真の合意ではないわけです。そういう場合について，処罰の対

象とすべきではないでしょうか。 

○後藤氏 そういう場合であっても，内心を対象にするのではなしに，外部的な行為を対象に

して，その中に考慮されるというのは当然出てくると思います。そちらの方がより明確だ

と僕は言っているのですよ。内心を対象にするか，外部的な行為を対象にするか，どちら

側からも近づいていくわけです。内心を対象にするといったって，私は拒否していました

と言っただけで，はい，終わりというわけでは，もちろんないですよね。当時の状況とか，

いろいろ出てくるわけです。暴行・脅迫といっても，殴ったり蹴ったりしませんでした，

はい，終わりというわけではないのです。そういう意味で，どちらの方が境界が明確にな

るかということを，私は申し上げているのです。 

  それから，３番目の点については，一番最初に私が申し上げたとおりです。答えになって
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いるかどうか，よく自信がありませんけれども。 

○小島委員 不同意性交というのはドイツ型を考えていらっしゃるのですか，先生のイメージ

としては。 

○後藤氏 いや，ドイツ型でもイギリス型でもありませんけれども。 

○井田座長 あと３人ほどの委員の方の御質問がありますので，まず３人の委員の方に続けて

手短に質問していただいた後で，後藤先生にまとめてお答えを頂くということにしたいと

思います。 

  小西先生，川出先生，齋藤先生の順で，御質問をお願いできますでしょうか。 

○小西委員 私は，ちょっと別の観点から伺いたいと思います。虚偽の訴えというのがほかの

犯罪と同じぐらいの割合，２％から６％と本には書いてあったりしますけれども，あると

いうのはそのとおりだと思いますし，そういうものは防がなくてはいけないと思うのです

が，この１４歳の子供の例は大変バルネラブルであるというふうに思うわけです。私は，

精神科医であり，被害者の心理について考えているのですけれども，先ほどもちょっとこ

の会でお話ししましたが，非常に回避的で，かつ親との関係が微妙で，服従しているとこ

ろもあり，反抗しているところもあり，事件のことについても，考えるのが嫌だったり，

それから，考えるのを避けたり，そういうことが非常に多く起きてくる年齢で，難しいと

思うのですね。こういう年齢で，しかも，扱いが困難なケースということになった場合は，

その周りにいる全ての人が，やはり，専門家としての知識を持っていないといけないと思

うのです。今，司法面接が話題になっていますけれども，司法面接だけではなく，司法面

接が万能なわけではありません。それは，単なる法曹資格ということだけではなく，裁判

官も検察官も弁護士さんも警察官も含めて，こういう年代の子供で，被害に遭ったかもし

れない子供が一体どういう心理にあって，どういう行動をして，どういう言語を使って話

すのか。それから，どういうことに脆弱なのかということを知らなくてはいけないと思う

のです。実際に専門の人が必要だとするようなガイドラインなどもございますね。そうだ

とすると，そのことについて，こういう専門の人たちを準備するということについて，先

生がどう思われるかということと，こういう困難なケースについて，弁護士会でどういう

ふうに専門的な研修をしていらっしゃるのかということについて伺いたいと思います。 

○川出委員 後藤先生，どうもありがとうございました。司法面接に関して，１点お伺いした

いと思います。スライド資料の中で，司法面接を主尋問に代えると，信用性判断に必要な

反対尋問ができないということをお書きになっておられます。司法面接の対象となるよう

な年少者については，時間がたってしまうとよく覚えていないという事態が生じるという

ことが，司法面接という手法がとられる理由の一つとして挙げられます。そうだとします

と，そのような年少者について，主尋問を仮にやったとしても，スライド資料の反対尋問

のところに書かれているような，結局よく覚えていないというふうな答えにならざるをえ

ないように思います。そうではなく，そのような答えになるのをを避けようとすれば，証

人となる年少者に主尋問前に司法面接の録音・録画記録を見てもらって，記憶を喚起して

もらうことになりますが，その場合，証人は，過去の出来事について記憶を喚起するとい

うよりも，録音・録画記録に記録されていることを自分が言ったということを思い出して

主尋問に答えるということになるように思います。そうすると，前者のように，主尋問で

覚えていないという答えをした場合は，結局，２号後段で録音・録画記録が出てくるとい
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うことになるでしょうし，後者の場合は，主尋問では，録音・録画記録どおりのことを証

言するわけですから，いずれの場合も，結局，司法面接の結果を主尋問に代えているのと

実質は同じことになってしまうように思います。そうだとしますと，反対尋問の有効性と

いう観点から見て，司法面接が行われた事案で，主尋問を行うことが，司法面接の結果を

主尋問に代えることとどのように違うのか，弁護人のお立場から，お考えを聞かせていた

だければと思います。 

○齋藤委員 貴重なお話を本当にありがとうございました。質問の観点は，小西委員と大分似

ているかなと思うのですけれども，質問の前に１点お伝えさせてください。先ほど，脆弱

性のある人たちが取り残されているかというと，そうではないというお話もありましたが，

支援側からすると，取り残されている事案をたくさん知っております。そして，多くの事

案が取り残されていることは，司法判断について個人の判断で境界が変わっているところ

によるのではと思うので，もっと境界について，明確な要件を他にも具体的に考えていき

たいということについては共通しているのではないかなということを感じました。１４歳

の少女の事件について繰り返しお話をされておりましたけれども，これは前回の刑法改正

より以前の事件で，ということは，刑法というよりは手続の問題が大きかったのではない

かと考えるのですが，小西委員がおっしゃっていたように，きちんと知識を持って関わる

ということも大事でしょうし，それ以外にこういう手続があったならとか，こういうこと

が違ったならばえん罪が防げるのではないかということについては，どのようにお考えで

しょうか。 

○後藤氏 手続的な，私の最も専門とする領域の話からしたいと思います。川出先生のお話で

すけれども，これは，結局，どういう視点で見るかですよ。私は弁護士です。弁護人です。

国家から一人の人が，私は無実なのに，それを有罪だとされて逮捕され，起訴されている。

その人をいかに救うか，その場面で，反対尋問をきちんとやれるかという問題です。先生

がおっしゃるように，年少者が司法面接から時を経て，主尋問でよく覚えていないと言わ

れることはもちろんあるでしょう。しかし，それは誰の問題ですか。被告人の責任ではあ

りませんよ。被告人が責めを負うべきではありませんよ。それを２号後段書面で出てくる

ではないか，そう言われますけれども，それ自体，私は強い懸念を持っています。２号後

段でそんな簡単に出てきていいのかと。そもそも，我が国で，２号後段でどれだけのえん

罪が生まれているかと，私はそう思いますよ。生まれていると思いますよ。そういう問題

があると。 

  それから，さらに，司法面接と称して非常に優れた，例えば，仲真紀子先生が司法面接を

やってくれて，それを見せてくれたら，「ああ，これは分かった。」「君，それは駄目だ

ね。」「あなたは，これ，争っているけれども，やはり，こっちの方が本当ではないか。」

と言って，本人とも話はできることもあります。しかし，どんな司法面接でもそうかとい

うと，決して，そうではないです。だから，２号後段書面で出てきたら，その特信情況を

争うということになると思います。それは汚染の問題であったり，面接の手法であると思

います。 

  しかし，少なくとも主尋問として初めから証拠能力があるのと，よく分からない，覚えて

いないと言って，特信情況について争われてそれが出てくるのでは，全然証拠としての価

値が違うと思うのですよ。だから，私は主尋問に代替するなんてとんでもない，それは，
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あなたがやったと指弾するその人の前で，本当に私の目の前で私を罪に陥れるうその話を

あなたはできるのかという被告人の権利，古典的な権利，それから遠く離れてしまうので

はないか。もちろん，年少者，それで弱い人を保護するというのは大事なことです。私は，

それは全然反対しません。そうすべきです。社会全体がそうすべきです。しかし，ありも

しない架空の事実で指弾されて懲役何年も行かねばならない人に，どうしてそれを，あな

たは我慢しなさいと言うべきなのですかというのが私の考えです。 

  それから，最初の御質問に弁護士会でどうするのですかという質問がありました。私も弁

護士会の一員です。しかし，それは私の務めではありません。女性を平等にすると，女性

を差別しない，あるいは，こういう被害者がいると，不同意性交といわれるような分野に

おける被害者がたくさんおられる，それは分かります。それを何とかしなければならない，

援助もしなければならない，そういうことは分かります。しかし，私の申し上げたいのは

そういうことではありません。そういうことで話をするのなら，別の話で私の意見もあり

ます。しかし，私が申し上げたいのは，刑法を改正してどうしようか，刑訴法を改正して

どうしようかというときに，それが，この少女の事件の依頼人のような人を必ず含んでい

る，その人がそのまま有罪とされてしまう，そういうことが更に強まるような制度だけに

はしてほしくない，こう思って話をしているのです。 

  刑事弁護は被告人とされた依頼人を救うとおっしゃいましたけれども，これは，そのとお

りなのです。私たちは，それで社会を救うわけではありません。しかし，そういうふうな

依頼人，被告人を全力で救うことができる，そういう法制度を持っている社会こそが，私

たちが望む社会ではないのでしょうか。ある国へ行けば，被告人の権利なんて全然ないの

です。反対尋問権なんてないのです。そうではない法にしてほしいというのが，私の今日

申し上げたところです。 

  それから，最後に齋藤先生がおっしゃいましたけれども，手続の問題としていろいろ改良

すべきところがある，それは特に私は捜査というところについて思うのです。だから，司

法面接の手法というのを，検察官もちゃんと学んで，初めからそういうふうにしていれば，

あるいは，少女のときに初めから心理学者を呼んでこの手続をしていれば，ひょっとした

らうそが見破れたかもしれないのですよ。それから，もう一つは，検察官がもっと客観的

な証拠を探していって集めたら，診断書が出てきたのです。病院の診療録も出てきたので

す。そういうことをしていないというのがあります。しかし，私がこうすべきだと言って

も限界があるのです。だから，私は，飽くまでも被告人とされた人を弁護する立場から，

少なくともここは譲ってはいけない，少なくともこうしたら駄目だということを，今日申

し上げた。ほかの改良すべき点は，またほかで話をする機会があれば話したいと思います。 

○井田座長 後藤先生，ありがとうございました。時間がまいりましたので，これで終わりと

させていただきたいと思います。 

  後藤先生には，本日，お忙しいところ，非常に有益なお話をお聞かせいただきまして，誠

にありがとうございました。この内容は，今後，検討会の議論に役立たせていただきたい

と考えています。代表して御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

○後藤氏 こちらこそ，皆さん，ありがとうございました。今後とも慎重な協議をお願いいた

します。本当に今日はありがとうございました。 

○井田座長 以上で，本日のヒアリングを終了したいと思います。 
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  次に，今後の議論をどういうふうに進めていくかということについてお諮りいたします。

やはり，立ち入った議論に先立って，まずは検討すべき論点を明らかにしておかなければ

ならないと考えます。そこで私の方から御提案いたしたいと思います。第１回の会合でも

委員の方々にはいろいろと御意見いただきましたし，それ以前に意見書という形で御意見

を頂戴しています。また，前回と今回のヒアリングの過程でも，ヒアリングの対象者から

様々な御意見を頂いたところであります。ですので，こうした幅広い多様な御意見を踏ま

えて，どのように我々が検討すべき論点をまとめていくかにつきましては，非常に難しい

ことではあると思うのですけれども，私の方で事務当局とも相談の上，論点のリストアッ

プと整理をさせていただき，次回の会合までに論点整理の案を委員の皆様方にお示しして，

次回の会合で，ここは要らないのではないか，ここはこういう論点を加えた方がいいので

はないかという形で，過不足ある部分につき御検討いただいた上で，論点とすべき事項を

確定していくと，こういう段取りで進めていってはいかがというように私は考えておりま

す。いかがでしょうか。 

○山本委員 本日のヒアリングを聞いて，私は法律の専門家ではないので，こういうことが話

し合われるといいなと思い提案させていただきます。加害者の誤信についてなのですけれ

ども，加害者が誤解したからということで，故意がなかったとして無罪になるという問題

がありますよね。先ほどの原田先生のお話で，やはりどうしても認知のゆがみから難しい

人がいるということに関して，それをどのように認定していくのかということは，今後の

検討会の項目の中で，是非話し合っていければと思ったのですけれども，いかがでしょう

か。 

○井田座長 性犯罪の要件を考えていくときには，当然，それに対応する故意がなければいけ

ませんので，故意として，どういう内容のものが要求されることになるのか，あるいは，

その要件に当たる事実について誤信，誤解があったときにどのように扱うべきか，これは

要件を考える場合には併せて検討すべきテーマです。客観的要件だけ考えて，これに対応

する故意のことを一切度外視するということはあり得ませんので，客観的要件の検討の過

程で併せて検討されていくのだろうと思っております。今のような御意見も含めて，私ど

もの方で論点のリストといいますか，整理した案のようなものをお示しして，それで更に

御意見をお伺いするという進め方でよろしいでしょうか。 

（一同了承） 

○井田座長 それでは，そのようにさせていただきたいと思います。 

  本日予定した議事はこれで終了いたしました。 

  先ほども申し上げましたが，石田様の御発言，資料，それから略歴等の一部につきまして

は，非公表としたいと考えています。また，他のヒアリング出席者につきましても，御意

向を改めて確認したいと思いますが，それぞれの方が，ここのところは非公表として欲し

いということもあるかもしれませんので，プライバシー保護等の点で非公表とすべき発言，

あるいは資料がある場合には，該当部分を非公表としたいと考えています。それらの具体

的な範囲や，あるいはどのような形で議事録や資料の中に示すかということにつきまして

は，ヒアリング出席者の方々との調整もありますので，私の方にお任せいただけますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

（一同了承） 
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  それでは，そのような扱いとさせていただきたいと思います。 

  では，次回の予定について事務当局から説明してもらいます。 

○岡田参事官 第４回会合は，７月２７日月曜日，午前１０時から開催を予定しております。

次回会合の方式については，追って事務当局から御連絡申し上げます。 

○井田座長 本日はこれにて閉会とします。私の不手際で時間が大幅に伸びてしまい，大変申

し訳ございません。どうもありがとうございました。 



教師による生徒への性的経験・性暴力被害アンケート  

集計結果（２０２０年５月１１〜３１日実施） 

 
作成・集計：石田 郁子 
作成・集計協力：札幌市中学校教諭性暴力事件被害者を支える会  

 

〔概要〕 
○目的： 
・「先生」「コーチ」「教師」と呼ばれる、指導者の立場から生徒への性的経験、性暴力の実態

調査。回答者が「犯罪」「被害」と自覚していないケースも想定して、「性的経験」という

言葉を使うことで、幅広く情報を得ることを目指した。 
・教師による性暴力を表すのにレイプなども含めて「スクールセクハラ」という言葉を一部 

の記者や NPO 等が使っている現状についてどう思うか、教師など教育者による性暴力に

対する認識を把握するため。 
 
○実施期間： 

２０２０年５月１１〜３１日実施 

 

○アンケートの募集方法： 
札幌市中学校教諭性暴力事件被害者を支える会の Twitter、Facebook アカウントからのイ

ンターネット上での呼びかけがメイン。雑誌「週刊金曜日」「ふぇみん」にも記載。 
 
○アンケートの記入・回収方法： 
インターネット上で Google フォームに入力、送信 

 
○回答対象者： 
質問を理解し回答できる方であれば、どなたでも回答可能。 

 

〔集計結果〕 

○回答総数  ７３１回答 
有効回答  ７２６回答 

 
下記の集計結果に無回答は含めないものとする。 

石田氏提出資料１－１



（１）学校の教師から、在学中または卒業後に、性的な経験、性暴力被害にあったことはあ

りますか？ 

 
・性的な経験、性暴力被害にあったことがある         ４２.４％（３０４） 
・覚えていない、わからない                  ４.２％（３０） 
・上記のような経験はない                  ５３.４％（３８３） 
 
（１）の性的な経験、性暴力被害の内容の回答の内訳。複数回答可。（ ）内は、回答数。 

 
・体や容姿に関すること或いは性的な発言・会話をされる     ４１.１％（２０４） 
・体を触られる、触らせられる                 ２９.２％（１４５） 
・衣服をめくられる、触られる                  ８.５％（４２） 
・性的な行為をされる、させられる                ７.７％（３８） 
・自分の姿を撮影される、させられる               ４.８％（２４） 
・性的な画像を見せられる                    ２.８％（１４） 
・その他                            ５.８％（２９） 
 
（２）（１）で、性的な経験・性暴力被害があると答えた方で、可能でしたら、具体的に（い

つ、どこで、誰が誰に、何を）ご記入お願いします。 

 
＊別表Ａを参照。 
 
（３）学校以外の環境、塾、習い事、スポーツ教室などのコーチや先生から、性的な経験、

性暴力被害にあったことはありますか？ 

 
・性的な経験、性暴力被害にあったことがある         １７.１％（１１７） 
・覚えていない、わからない                  ８.２％（５６） 
・上記のような経験はない                  ７４.７％（５１０） 
 
（３）の性的な経験、性暴力被害の内容の回答の内訳。複数回答可。（ ）内は、回答数。 

 
・体や容姿に関すること或いは性的な発言・会話をされる     ３７.７％（７５） 
・体を触られる、触らせられる                 ２９.６％（５９） 
・性的な行為をされる、させられる                １１.６％（２３） 
・衣服をめくられる、触られる                  １１.１％（２２） 
・自分の姿を撮影される、させられる                ６.５％（１３） 
・性的な画像を見せられる                     １.５％（３） 
・その他                             ２.０％（４） 



 
（４）（３）で、性的な経験・性暴力被害があると答えた方で、可能でしたら、具体的に（い

つ、どこで、誰が誰に、何を）ご記入お願いします。 

 
＊別表Ｂを参照。 
 
（５）自分の周りの知っている人が、学校の教師から、在学中または卒業後に、性的な経験、

性暴力被害にあったという話を聞いたことがありますか？ 

 
・聞いたことがある                     ４２.３％（ ２９８） 
・覚えていない、わからない                 １４.６％（１０３） 
・上記のような経験はない                  ４３.０％（３０３） 
 
（５）の性的な経験、性暴力被害の内容の内訳。複数回答可。（ ）内は、回答数。 

 
・体を触られる、触らせられる                 ２９.９％（１６４） 
・体や容姿に関すること或いは性的な発言・会話をされる     ２８.１％（１５３） 
・性的な行為をされる、させられる               １５.８％（８７） 
・衣服をめくられる、触られる                 １０.６％（５８） 
・自分の姿を撮影される、させられる                 ８.３％（４５） 
・性的な画像を見せられる                     ３.１％（１７） 
・その他                             ４.２％（２３） 
 
（６）（５）で、聞いたことがあると答えた方で、可能でしたら、具体的に（いつ、どこで、

誰が誰に、何を）ご記入お願いします。複数回答可。 

 
＊別表Ｃを参照。 
 
（７）自分の周りの知っている人が、学校以外の環境、塾、習い事、スポーツ教室などのコ

ーチや先生から、性的な経験、性暴力被害にあったという話を聞いたことがあります

か？  

 
・聞いたことがある                        １４.６％（９８） 
・覚えていない、わからない                 ２２.６％（１５１） 
・上記のような経験はない                  ６２.８％（４２１） 
 
 
 



（７）の性的な経験、性暴力被害の内容の内訳。複数回答可。（ ）内は、回答数。 

 
・体を触られる、触らせられる                 ２６.９％（５０） 
・性的な行為をされる、させられる               ２４.７％（４６） 
・体や容姿に関すること或いは性的な発言・会話をされる     １９.４％（３６） 
・衣服をめくる、触られる                   １１.３％（２１） 
・自分の姿を撮影される、させられる                 ８.６％（１６） 
・性的な画像を見せられる                    ６.５％（１２） 
・その他                            ２.７％（５） 
 
（８）（７）で、聞いたことがあると答えた方で、可能でしたら、具体的に（いつ、どこ 

   で、誰が誰に、何を）ご記入お願いします。 

 
＊別表Ｄを参照。 

 
（９）「スクールセクハラ」という言葉を知っていますか？ 

 
・知っている                         ５２.４％（３７７） 
・知らない                          ４７.６％（３４２） 
 
（１０）「スクールセクハラ」という言葉を聞いて、どう思いますか？具体的にどんなイ 

    メージを想像しますか？（自由記載，複数回答あり） 

 
・学校セクハラ（教員から生徒、教員同士、生徒同士のセクハラ等）  ５６.８％（３３８） 
・言葉が軽い                           １２.８％（７６） 
・性暴力、性犯罪、虐待、人権侵害                 １１.８％（７０） 
・卑劣、怒り、許せない、怖い、気持ち悪い、など           ８.２％（４９） 
・犯罪ではないが性的に不快な経験（軽く触る、言葉など）       ４.５％（２７） 
・その他                              ５.９％（３５） 
 
（１１）「スクールセクハラ」は、主に教師による学校での性犯罪を意味し、レイプも含むと

されています。「スクールセクハラ」という言葉が、教師による生徒への性暴力を表

す言葉として適切だと思いますか？ 

 
・適切ではないと思う                     ６６.７％（４８３） 
・適切だと思う                        １３.７％（９９） 
・わからない                         １９.６％（１４２） 
 



（１２）（１１）の質問で、「適切だと思う」を選んだ方、理由をお答えください（自由記載，

複数回答あり）。 

 
・わかりやすい                        ２８.４％（２７） 
・学校という場所で起こることが伝わる             ２０.０％（１９） 
・教師が加害者だという事が伝わる               １７.９％（１７） 
・セクハラという言葉の認知度が高く、広範な被害を含められる  １６.８％（１６） 
・それ以外思いつかない                      ５.３％（５） 
・その他                           １１.６％（１１） 
 
（１３）（１１）の質問で「適切ではないと思う」を選んだ方、理由をお答えください（自由

記載，複数回答あり）。 

 
・性犯罪／性暴力／性虐待という事が伝わらない           ３０.６％（２６２） 
・セクハラという言葉では軽い                   ２５.９％（２２２） 
・加害者が教師だとわかりにくい                                  １３.１％（１１２） 
・被害内容、意味が曖昧                                           ５.１％（４４） 
・被害の深刻さが伝わらない                    ４.４％（３８） 
・教師の立場、上下関係を利用した悪質な犯罪という事がわかりにくい  ４.１％（３５） 
・被害イメージの矮小化につながる                 ３.５％（３０） 
・その他                             ２.９％（２５） 
 
（１４）（１１）の質問で、「適切ではないと思う」を選んだ方にお聞きします。教師による

生徒への性暴力を表す言葉として、どのような言葉が適切だと思いますか。ご自由

にお書きください。（４１６人から回答，複数回答あり） 

 
・特定の言葉は不要（性暴力、罪名など他の性犯罪の呼称）      ２８.６％（１２６） 
・「教師」「教員」を含む言葉（「教師による性犯罪」など）       １５.４％（６８） 
・学校を表す言葉を含む言葉（「学校内性暴力」など）         １５.２％（６７） 
・教師と生徒を含む言葉（「教師による生徒への性暴力」など）    １２.２％（５４） 
・カタカナ英語を含む言葉（スクールレイプ、セクハラなど）      ９.３％（４１） 
・被害者のみ含む言葉（生徒、子ども、未成年など）            ３.４％（１５） 
・その他（教育機関、指導者など）                  １１.１％（４９） 
・思いつかない、わからない                    ４.８％（２１） 
 
 
 
 



◯回答者の性別（７１８回答） 

 

 男性              １４.５％（１０５） 
女性              ８３.１％（６００） 
その他              ２.４％（１７） 

 
◯回答者の年代（７１８回答） 

 

１０代               １７.４％（１２５） 
２０代               ２６.９％（１９３） 
３０代               ２４.５％（１７５） 
４０代               ２０.６％（１４８） 
５０代                ８.８％（６３） 
６０代                １.１％（８） 
７０代                ０.７％（５） 

 
◯回答者の居住地（６７２回答）。都道府県別に回答。 

 
北海道                   ２２.６％（１５２） 
東北                     ２.２％（１５）   
関東                    ４６.４％（３１２） 
東海                     ６.７％（４５） 
北陸・中越                  ３.４％（２３） 
関西                     ９.２％（６２） 
中国・四国                  ３.４％（２３） 
九州・沖縄                  ５.３％（３６） 
その他（海外在住４、小中高それぞれ別の県１） ０.７％（５） 

 
 



教師による生徒への性的経験・性暴力被害アンケートからの分
析（2020年5月11～31日実施）

学校教師による生徒への性暴力の特色

（１）安全と言われる学校で、４０％以上の性的な被害
刑法には抵触しなくても、明らかに誰がされても不快な発言や行為ばかりであり、虐待と
言っても差し支えないものがほとんどだった。

（２）授業の延長、生活指導の延長など、間接的な形が多い
学校は、生徒にとって生活の大半を過ごす場所であり、教師による生徒への性加害は、衣
食住全般にわたる範囲で行われている。生徒の体の成長について指摘したり、生徒をかわ
いがっているという素振りや授業内の指導の補助などで行われており、生徒にとっては普
段の授業や生活と違う違和感を感じても、気づくことも指摘することも容易ではないと思
われる。

（３）大勢の生徒がいる授業中でも被害が起こっている
体育の授業で被害が起こりやすいことは想像できると思うが、性的な言葉を書かせる、性
的な画像を見せられる、教師の私的な性的な体験を聞かせられるなど、
授業内容と直接関係なくとも被害が起こっていた。

（４）教師だけではなく、学校医や学校を出入りする人間からの被害
教師による被害ということで、回答結果には反映しなかったが、健康診断の時に「女子の
み上半身裸にされる」「健康診断で胸を触られた」など、学校外の者からの被害もあっ
た。ほとんどは健康診断の医師からであった。
教師が管理しきれていない状態が垣間見える。

（５）複数の生徒が同じ教師から被害にあっていても声をあげられない
集計から、自分も同級生も同じ被害にあっていても教師に対し直接伝えられていないと思
われた。子どもが、大人である教師が懲戒処分になるような事件のことを直接解決するの
は困難であり、大人の介入が必要である。ただ保護者から校長に言っても隠蔽されたケー
スがいくつか見られ、学校の管理体制に問題があると言わざるを得ない。

（６）複数の教師が他の教師による加害に気づいていても通報していない
教師は基本的に一人でやる仕事であり、他の教師の仕事に介入したり、意見を言う機会が
ないので、問題行動を見つけてもどう言っていいかわからない又は関わらないようにする
のではないかという懸念。

（７）一見ポジティブな発言や行為も不快な経験
「交際したい、結婚したいと言われた」「教師と交際していた」という回答が複数あっ
た。対等な関係であればポジティブに捉えられる言葉も、大人である教師から未成年の生
徒に向けてされた場合、恐怖や圧迫感、違和感を感じさせる可能性があり、交際そのもの
に違和感を感じているから、アンケートの回答に出てくるとも言える。

＊学校の教師以外の教育者については業種など幅広いため、はっきりした傾向はわからな
かったが、学校の教師に比べて「親しみやすい大人」という距離感が近い印象があった。
それ以外の点については、上記の学校の教師による被害とほぼ共通する印象を感じた。
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 最初の被害時の、加害者と被害者の状況について 
石田 郁子  

 
 この表は、２０１９年に私が認知処理療法（CPT）という治療を受けていた頃、教員の家につ

いていってしまった私が悪かったのではないか、１５歳の自分は被害を防げたのではないかとず

っと悩んでいた頃に、自分がどういう状況だったかを知るために書いたものです。表を書いた結

果、成人である教師と未成年の１５歳の私とは歴然とした経験や力の差があることがやっと理解

でき、支配関係にされても仕方ないと理解できました。 
 思春期はまだまだ子どもなのですが、体の大きさは大人に近づくため、多くの大人がそのこと

を忘れて、大人と変わらないだろうと誤解してしまいます。卒業アルバムなどでご自身の１５歳、

１８歳の写真を見ると、まだまだ子どもだったなと思い出されるかと思います。 
 
 加害者教師 石田 
当時の年齢 ２８歳 １５歳 
職業 中学校教師５年目ほど 中学３年生 
住居 アパートを借りている 生まれた頃から自宅に住んでいる 

自分で家を借りたことはない 
生活形態 アパートで一人暮らし 学校に行く以外は親にやってもらっ

ている 
収入 給料をもらっている お小遣い月 3,000 円 
一人で移動した

最大距離 
飛行機に乗って北海道外に行った

ことがある 
JR 札幌駅かその近くの美術館。自宅

から１時間くらいの距離 
車の移動 車、免許共に持っている 親が運転する車に乗るだけ 
飲酒、喫煙 経験あり なし 
学歴 大学卒業 小学校、中学校卒業 
恋愛 結婚、離婚も経験あり 交際経験なし。同級生が誰々が好き

らしい、誰々とつきあっているらし

いというのが当時盛り上がる話題の

一つ。それまでは漫画でしか知らな

い。 
性的な経験 性行為まで経験あり 

 
全くない。保健の授業で３回くらい

聞いたか、同級生が茶化して話して

いるくらい。 
体の成長 だいぶ前に止まっている 月経はきたが、身長が年に１センチ

まだ伸びているくらい 
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質問への回答 

 

石田 郁子 

 
質問１ 
・お話のなかでお聞かせいただけると存じますが、ご自身の身におきた出来事を被害だと気が付

いたきっかけはどのようなものがありますでしょうか。恋愛と性暴力とは、どのような点におい

て異なるとお考えでしょうか。 
 
回答 
 まず、被害に気づいたきっかけについて説明します。 
 私が被害だと気づいたきっかけは、自分の出来事に似た事件の裁判を傍聴したことでした。３

７歳の時、たまたま裁判所でわいせつ行為による児童福祉法違反の裁判を傍聴した時、加害者は

３０歳近くと思われる養護施設の職員、被害者はその施設に通う１６歳の少女でした。加害者は

性的な行為は恋愛の上の同意があったと主張していました。判決は加害者の主張を認めず、加害

者を有罪としました。被害者の少女の年齢は私が主に被害を受けていた年齢と同じであり、加害

者と少女の関係性が私の場合と似ていたこと、加害者が恋愛と主張していたことから、「私に起こ

ったことは裁判になるようなことだったのではないか」とその時初めて気づきました。 
 ただ、この時にすぐ犯罪だと確信することはできませんでした。私の中の犯罪のイメージ（大

事件、大きな恐怖など）と自分の出来事とは違っていたこと、やはりあれは恋愛だったのではな

いかとも何度も思ったからです。さらに、複数の友人に「交際だと思っていたけれどあれはわい

せつ行為だったと思う」と言うと、９割以上の人に「なぜ今更」と私が責められました。法律を

調べたり、法律や性暴力被害の相談をする中で、ある NPO に「その教師に会っていた時はどん

な気持ちだったの？」と聞かれ、「どんより雲がある感じ、なんとなく不安な感じ」と答えた時に、

「そういえば、会うのが楽しみだとかワクワクするとかそういうことがなかった。普通の恋愛と

違った」と初めて気づけました。同時に、どこかに行く時は教員が一方的に場所、日時を告げて、

そこに来るように言われ、一度も私と相談して決めることがなく、対等な関係でなかったことに

も気づきました。そう気づくまでに、きっかけとなった裁判を傍聴してから数ヶ月かかりました。 
 さらに裁判傍聴から７ヶ月後に、加害者教師がどう認識しているか確かめるために本人と会っ

たのですが、外見は普通であり教師らしくもっともらしく話すので「本当にこの人は悪いことを

したのだろうか」と何度か思いました。大人としての私は「教師が生徒にそんなことをするなん

て信じられない、ひどい」と一般常識として思うのですが、常識や知識を抜いた「子供の頃から

継続している私」は、自分に非があったからこんな目にあったのではないかと自分を責めるよう

な時間がそれからも３年以上あり、本当の意味で被害者だと思えるようになるには相当時間がか

かりました。 
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 被害に気づくまでは以下のような時間の経過がありました。 
 被害にあっていた期間は、学校の先生まして美術の受験指導をした先生であったため、疑うと

いう発想を持つことができませんでした。先生は私が好きだから性的なことをしてくると思う一

方で子供である自分が性的なことをするのは悪いことだと思っていました。教員は、交際だと思

わせていましたが、実際は性的虐待でした。次第に、この教員との関わりだけではなく「大人の

方が人生経験があるのだから大人の言うことを聞けばいいんだ」とどんどん自分で考えて行動す

ることをやめていったのを覚えています。私は１９歳まで被害にあっていて加害者教員が同僚の

女性と交際し始めて、それは終わりました。その後はなるべく教員のことを考えないようにして

生きてきました。また２０歳から１年間札幌を離れて楽しく暮らすことができたので、実際その

教員のことを考えなくなっていたのです。２２歳の時に教育実習に行った時、生徒は守るべき存

在であり恋愛など考えられないと思い、「教師が生徒と恋愛するのはおかしい」と加害者教員に対

し倫理的な怒りや疑問が起こりましたが、犯罪だとは思っていませんでした。「恋愛をする＝性的

な行為をする」と刷り込まれていたからです。２３歳の時に、加害者教員から失恋の相談の手紙

が２通来た時に迷惑だと思い、札幌市教育委員会に加害者教員が生徒と二度と交際しないように

告げました。あくまで教師が生徒と交際するのはおかしいという倫理的な問題として言ったため、

性的なことは話しませんでした。教育委員会は２３歳の私になぜか児童相談担当の６０歳ほどの

女性に会わせて、「若い時は辛いことがいっぱいあるわよね」「卒業後の恋愛は自由」「好きだった

んでしょ」と言われまともに対応されませんでした。また大学を卒業したての私は、教育委員会

という自治体の組織の言うことにどう対応するかも思いつきませんでした。また同じ頃に同級生

に話したところ「本当？信じられない、気持ち悪い」と言われました。私は「つきあっている」

と主体的な言葉を使っていたこと、教師と生徒が交際することについてはっきりした考えを持っ

た人がいなかったため、私は「あの教員と関わった自分が馬鹿だったんだ。人を見る目がない自

分が馬鹿だったんだ」と思い、そんな自分を誇りに思えないので、教員のことはより強く考えな

いようにしていました。しかしながら、一方的に教員からやって来て一方的に去っていったこと

には違和感がありつつも、恋愛だから仕方ないのかと長年思っていました。２４、５歳以降は教

員のことを思い出すのは年に１、２回ほどでした。そのように３７歳まで過ごしていました。 
 
 被害に気づくことについてまとめると、被害時とその直後は教師を疑う発想がなく被害が長期

化するにつれ自分で考えずに従うようなマインドコントロール下のような状態でした。３７歳で

裁判を傍聴するまでは、周りの言葉に左右されやすかった上自分が馬鹿だったのだと思いこみ、

人に積極的に話さず、自分に起こったことは大したことではないと思っていました。裁判を傍聴

して自分が調べ始めてからは、周りの人から責められて落ち込んだり、犯罪という確信に至るま

では時間がかかったものの、現在は、犯罪の被害であったという認識のもと、相手方を提訴する

という形にまで至っています。相手が信頼する教師であり、好きだという口実で加害しているこ

とから、経験の浅い未成年の時に被害に気づけなかったこともありますし、従属的な関係になり

自分で考え気づき相談することも難しく、精神的に相当なダメージを受けているので無意識に被

害に関することを避けたり（回避）、被害に向き合うための時間や心の体力をつけるのに時間がか

かったのではないかと思っています。 



 
 次に、恋愛と性暴力との違いについてです。 
 
恋愛 
・対等な関係。 
・それぞれが主体的である（意見を自由に言える）。 
・お互いの意思を尊重する（相談して物事を決めたり、別々の判断をすることもある）。 
・性的な行為は必須ではない。 
・双方が恋愛、性的な行為、婚姻をしたい場合にする（同意）。 
 
性暴力 
・対等ではない。 
・加害者は有利であり、被害者は意思を無視されるか依存状態にされる。 
・相手の人権を身体的・精神的に侵害する。 
・性的な発言や行為を媒介する。 
・恋愛や婚姻関係を性的行為の口実に使われ、性暴力に至る。 
 
 恋愛は必ずしも性的行為を必要としません。親密なほど性的な行為をする、というのが多くの

人が意識していると思いますが、比例するものではないと思います。配偶者は好きだけど性行為

そのものは好きではない、あるいは子どもが欲しいから性行為をする、ということもあると思い

ます。 
 
 一方で、恋愛が性的な行為をする口実に使われたり、犯罪が明るみになったときに逃げるため

の口実に使われていることが多いように感じます。アンケートでも教師と交際していたという回

答が複数ありました。本当に恋愛なら、別れていたり嫌な恋愛であったということがあっても、

性暴力の被害に関するアンケートには書くことにはならないはずです。それが性被害のアンケー

トで回答してくるということは、言語化はできないけれど違和感がある、納得いかない点がある

から回答してきているはずです。 
 また、アンケートで「交際してほしいと言われた」「結婚したいと言われた」という回答もあり

ました。これらは表面的には好意を示す発言ですが、大人であり目上の立場の教師や指導者から

言われた場合、断れない、圧迫されるような恐怖や違和感を感じさせるのだと思います。教師以

外でもそれはあり得ることだと思います。私も被害を受けていた時期に言われ、嬉しいと思った

ことはなく、どう受け止めていいかわかりませんでした。 
 私の被害経験でいうと、加害者教師は「そのうち結婚を前提としたお付き合いとなるでしょう

ね」と２回ほど言っていました。私は結婚させられそうだったのです。今思うと本当にゾッとし

ます。 
 さらに、ストックホルム症候群のように、長期間や隔離された環境下では状況に適応するため

に被害者が加害者に好意を寄せることもあると思います。 



  
 私は、恋愛、性的な行為、性暴力、これら３つは分けて考えるべきことだと思います。 
「恋愛」「結婚」は本来人を幸せにしてくれることですが、これらが性暴力の口実に使われたり、

継続させる口実になっていることをぜひ理解してもらいたいです。 
 また、私の事件の加害者は未成年に性的なことをしていることは悪いことだと認識していまし

たが一方で「好きだから」と自己正当化しようとする、自分は悪くないと自分自身に思い込ませ

る部分もありました。ですから、加害者の犯罪の故意の認識というものもぜひ見直してもらいた

いです。 
 
 私の考えとしては、恋愛や婚姻関係にあったとしても、単純にその時に性的な行為をする同意

をしていたかどうか、積極的に双方が性的な行為をしたかったかどうかを刑法の性交の同意の基

準にしたら良いと思っています。普通の性的行為であれば告発するメリットは被害者側にはない

ので、それよりも夫婦間や恋人関係での性的暴行を防げるのではないかと思います。スウェーデ

ンの刑法のような、双方が Yes であれば同意という考え方です。 
 
 
質問２ 
・身近な大人からの被害、特に教員等地位関係性の上下のある大人からの被害について、教員の

ほかにはどのような関係性が類似しているとお考えでしょうか。地位関係性について議論をする

ときに、どのような対象を含めていくと良いか、お考えをお聞かせいただけますと幸いです。 
 
回答 
 教師の関係性に一番近いのは、医師かと思います。教師による性的行為・性暴力被害のアンケ

ートの中でも、健康診断の学校医による被害もいくつかありました（アンケートは教師またはコ

ーチなど指導者を対象としたので学校医は反映されていません）。 
 教師と医師の他には、弁護士、臨床心理士や医療従事者など身体に関わる職業が想定されるか

と思いますが、少なくとも教師と医師は非常に地位利用できる立場です。 
 
地位関係性を犯罪に考慮する場合、私は教師による被害から以下の点を提案します。 
教師と医師を例に説明します。 
 
・社会的な信用・社会的貢献の期待が高い（自分に良いことをすると期待させる） 
・大量の個人情報を持つことが可能（犯罪に利用することもできる） 
・必要に応じて相手が望まないこと、不快なことをさせる権限（不快感を鈍感にさせる） 
・生徒または利用者が不利に感じやすい関係性（対等な関係の難しさ） 
・個人としての権限が強い（他人からの指摘や監視を受けにくい職業） 
・専門性が高い（誰でもいいわけではない、不満があっても簡単に変えることができない） 
・一方的な方向性（異議申立てしにくい、従属的になりやすい関係性） 



 
・社会的な信用・社会的貢献を期待される点について 
教師は生徒の生活や学力の向上を指導する、社会に出る手助けをする職業と一般的に思われて

いるので、つまり「自分に良いことをする人」というのが子どもにとっての一般的な認識である。

教師であるから、自分の意に添わないことでも言うことを聞くこともあれば大事なことを相談す

ることもある。その信用ゆえに安心して話すし、特に子どもは無防備でもある。医師であれば体

を触らせたりと無防備なことが必要なこともある。実施したアンケートでは、教師に相談して二

人きりになった時に性的な被害を受けたり、健康診断の時に女子のみ上半身裸にされるなど、そ

の信用の上に頼っている状態や場面で性的被害が起こっている。 
 
・大量の個人情報を持つ点について 
教師は、生徒の住所・電話番号のみならず、家族構成、生年月日、健康診断による身体の情報、

成績の情報など持つことができる。私が聞いた話によると、教師が、ある生徒が１８歳になるの

を待って性的な行為をし、恋愛だと思い込ませたということがあった。つまり青少年健全育成条

例に抵触しないように教師が試みたということだった。私自身も被害にあい始めてから、改めて

加害者が私の個人情報を見た形跡もあった。 
  
・必要に応じて相手が望まないこと、不快なことをさせる権限について 
教師は、生徒の学力向上という目的で好きではない科目を勉強させたり、グラウンドを走らせ

ることができる。これはもちろん生徒の学力向上のためにやっていることであるが、生徒は、教

師との関係性で、自分が苦痛を感じる経験を受け入れることや自分の意思を主張しないことに、

無意識に慣れている。教師による被害で、生徒が被害と気づけない理由の一つは、生徒が苦痛や

不快感を強いられることをある程度受け入れている関係だからだと考える。 
 
・生徒または利用者が不利と感じやすい関係性（対等な関係の難しさ） 
 教師は生徒にとって未知のことを教える人であり、自分よりも物事を知っている、自分よりも

能力があるという前提がある。加えて、教師から未知のこと、理解できないことを言われること

も当たり前なので、自分が違和感を感じたり理解できないことも自然にある。つまり被害にあっ

て違和感や疑問を感じても、教師との関係では自分が未熟だから違和感を感じたり理解できない

のではと無意識に考えてしまい、適応しようとするのは十分あり得ると考える。 
 
・一方的な方向性（異議申立てしにくい、従属的になりやすい関係性）について 
 教師は生徒に未知のことを教えるため、一方的に教師が生徒に指示をする、教えるということ

が出てくる。生徒から何を学びたいか教え方をこうしてほしいと意見を述べることはまずない。

遠足に行くにしても、一方的に場所や持ち物を言われて生徒は行くだけで、場所の希望を言う発

想もない。生徒はそのような関係に疑問を持つこともなければ、疑問に思ったこともない。決め

られたことをただ実行するだけである。私の場合は、被害後もそのような関係性を利用され、ど

こかに行く時も一度も相談して決めたことがなく、教師が一方的に決めていた。そのことに私が



疑問を持たなかったのは教師と生徒の関係を利用されたことに加え、教師は「俺を男として見て

いないのか」などと精神的にコントロールしていた。 
 
・個人としての権限について 
教師は一人で数十人の未成年の生徒に対して教えるという、数ある職業の中で特殊な職業とも

言える。会社員であれば同僚などの態度や実績と比較したり、他人に指摘されることもある。教

師の場合は基本的にずっと一人であり、誰かに監視されたり指導されることもないため、教師で

あれば生徒、医師であれば患者に好きなように対応することができる。自分の行為や発言が適切

であるかどうかを知る機会も誰かに指摘される機会も非常に少ない。他の大人に監視されない環

境自体が未成年に対して加害しやすい環境でもあるし、個人個人の仕事という認識のため、問題

行動があっても他の教師が指摘しにくい環境なのではないかと推測する。アンケートでも、他の

複数の教師が気づいているのに知らないふりをしたり、校長が隠蔽したという回答はいくつか出

ていた。 
  
・専門性について 
教師や医師は、誰でも明日からすぐなれるものではなく、免許を取るなど専門性が高い職業で

ある。学校であれば、教師が嫌だからといっても自分の意思で変えることはまず不可能で、転校

もすぐできるものではない。身体の具合によっては自分に合った医師を見つけるのは難しいかも

しれない。その点で、相手に有利に力が働く点がある。 
 
 
質問３ 
・ご自身に起きた出来事は未成年のあいだの出来事でしたが、成人した（20 歳を超えた）大人で

あっても、相手が教員や会社の上司等、地位関係性の上下がある場合には、同様の被害は生じる

とお考えでしょうか。また、その場合も被害認識に時間がかかるとお考えでしょうか。 
 
回答 
 以前、雑誌上で、著名なフォトジャーナリストの男性がその人の職場で多くの女性に性的暴行

を加えていたとの告発がなされたが、被害から告発までに数年かかっていました。ですので、成

人してからも環境や人間関係において地位関係性による性犯罪は起こり得ると思います。また同

じ人間から継続して被害を受けることも、地位関係が影響しているとも言えるかと思います。た

だ、刑法でどこからどこまで地位利用とみなすかの線引きが難しいのではと想像するのですが、

私としては、アンケートでも見ていることもあり、教師と医師は少なくとも性犯罪があった場合

は免許を恒久的に剥奪という措置は必須、刑法でも考慮されるべき職業ではないかと思っていま

す。 
 他の性被害者の本も読んだことがありますが、性的な被害経験がある成人でも、あれはなんで

もなかったことなんだと思おうとしたり（被害の矮小化）、人に言い出せない点など、被害認識や

告発に時間がかかることは共通していると思います。ただ未成年とは一言で言えば、「大人に依存



しなければ生きられない存在」であり、未発達です。被害認識も容易ではなく認識できたとして

も、人に訴える力が弱いので、大人と比べて圧倒的に保護されるべき存在だと私は考えています。 
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Ⅰ はじめに―基本的視点

１ 性犯罪は、性差別に基づく最も卑劣
な人権侵害である。

２ 「人権宣言」の国フランスにふさわ
しい「人権尊重刑法」を目指している
（ジェンダー平等、弱者保護の視点）。

３ 他方で、人権宣言8条で「罪刑法定主
義」を宣言し、ヨーロッパへ広めたフラ
ンスにふさわしく、冤罪を生まないよう
な配慮も周到になされている。
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Ⅱフランスの性犯罪に対する
処罰規定の概要

１ フランスの性犯罪に対する処罰規定の
概要

（１）特徴

日本と異なり、性犯罪について、特別法や条例でバラ
バラに規制するのではなく、未成年者の保護も含め、
すべて刑法典の中の処罰規定として、統一的に整備さ
れている。

日本と異なり、強制性交等（177条）と準強制性交等
（１78条）にあたる行為をすべて強姦罪の中に取り込
んでいる。
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（２）全体構造

１）心身の完全性に対する侵害（性的攻撃罪）関係

広義の性的攻撃罪（222-22条）「暴行、強制、
脅迫又は欺罔（不意打ちという訳を訂正）をもって
実行されるすべての性的攻撃行為」の下に、

「強姦罪(viol)」（222－23条）及び

その他の（狭義の）性的攻撃等罪 （autres
agressions sexuelles）」 （ 222－27条）があ
る。

２）未成年者及び家族に対する侵害関係

「暴行、強制、脅迫又は欺罔」を伴わず、成人に
より15 歳未満の未成年者に対して行われる性的侵
害罪（atteinte sexuell、227－25条)がある
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心身の完全性に対する侵害（性的攻
撃罪）関係（条文）

広義の構成
要件

狭義の構成要件 要件 刑罰

性的攻撃罪
（222－22
条）
＊パート
ナー間の強
姦及び性的
攻撃を

強姦罪
（222-23
条）
（重罪）

他人の身体に対して又
は行為者の身体に対し
て、暴力、強制、脅迫
又は欺罔によって行う
すべての性的挿入行為

１５年以
下の重拘
禁

明文で処罰
（2項）

（狭義の）性
的攻撃等罪
（222－27
条）
（軽罪）

暴力、強制、脅迫又は
欺罔による強姦以外の
すべての性的攻撃行為

5 年以下
の拘禁刑
及び
75,000 
ユーロ以
下の罰金
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222－22－1条1項 共通規定 強制は、物理的でも心理的で
もあり得る。

222－22－1条2項
（2018年改正）

共通規定 未成年者（18歳未満）に対し
て行われた場合、心理的強制
および欺罔は、被害者と行為
者の間の年齢差及び行為者が
被害者に対して行使し得る法
律上又は事実上の権力によっ
て生じ得る。この事実上の権
力は、未成年者被害者と成年
加害者との間の著しい年齢差
により特徴付けることができ
る。

222－22－1条３項
（2018年新設）

共通規定 15 歳未満の未成年者に対し
て行われた場合、心理的強制
及び欺罔は、当該行為のため
に必要な分別のない被害者の
ぜい弱性の濫用により特徴付
けることができる。
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強姦罪の加重事由（ 222-24 条、20
年以下の重拘禁）

１ 被害者に後遺障害を惹起した場合

２ 被害者が15歳未満の未成年者の場合

３ 年齢、疾病、身体的または精神的障害、妊娠
等によって脆弱な状態であることが明白な場合、
または加害者が特にその事情を知っている場合

3の2 経済的若しくは社会的状況の不安定さから
生じるぜい弱性若しくは依存性が明白である者
又は犯人がそれと認識している者に対して行われ
た場合（新設）

４ 尊属または養親その他被害者に対して権限
を有する者による実行の場合（2010年に追加）
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５ 職務上付託された権限を有する者による
実行の場合

６ 正犯又は共犯として行為する複数の行為
者（集団）による実行の場合

７ 武器を使用して実行された場合

８ 不特定の公衆に向けてメッセージを伝播
するための電子通信網（SNS＝筆者注)の使
用によって被害者が犯人と知り合った場合

９ 被害者の性的傾向や性自認を原因として
実行された場合（2003年追加）←削除

〔理由〕新設された３の２に含まれると考え
られるから
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10 他の被害者に対する単一または複数の強
姦と同時に実行された場合追加）

11 配偶者または内縁のパートナーにより実
行された場合（2006年追加）

12 薬物またはアルコールの影響により実行
された場合

13 売春を行う者に対して、偶発的な方法も
含め売春活動の実施において行われた場合

14 未成年者が行為の瞬間に居合わせそれを
目撃した場合

15 被害者の判断能力又はその行動統制を変
質させるために被害者が気付かない間に被害者
に物質が投与された場合
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強姦致死罪（第222-25 条）
＝30 年の重拘禁

拷問強姦罪（第222-26 条）
＝無期重拘禁
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性的攻撃罪の加重事由(1)（第222-28 条、9 

年以下の拘禁刑及び100,000 ユーロ以下の罰金）

1 損傷、障害又は1 週間を超える完全労働不能をも
たらした場合

2 尊属又は当該被害者に対して法律上若しくは事実
上の権力を有する全ての者によって行われた場合

3 職務上付託された権限を濫用する者によって行わ
れた場合

4 主犯又は共犯として行動する複数の者によって行
われた場合

5 武器の使用又は武器による脅迫を伴って行われた
場合

6 不特定の公衆に向けてメッセージを伝播するため
の電子通信網（SNS)の使用によって被害者が犯人と
知り合った場合
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7 被害者の配偶者、被害者と内縁関係にあ
る者又は被害者と民事連帯協約を結んでいる
者によって行われた場合

8 明白な酩酊状態又は明白な麻薬使用状態
にある者によって行われた場合

9 売春を行う者に対して、偶発的な方法も
含め売春活動の実施において行われた場合

10 未成年者が行為の瞬間に居合わせそれ
を目撃した場合

11 被害者の判断能力又はその行動統制を
変質させるために被害者が気付かない間に被
害者に物質が投与された場合

12



性的攻撃罪の加重事由(2)（第222-29 条、7年
以下の拘禁刑及び100,000 ユーロ以下の罰金）

年齢、疾病、身体障害、身体的若しくは精神
的な欠陥、妊娠若しくは経済的若しくは社会
的状況の不安定性によって 著しくぜい弱な
状態にあることが明白である者又は犯人がそ
れと認識する者に対して行われた場合

性的攻撃罪の加重事由(3)（第222-29－1 条、
10年以下の拘禁刑及び150,000 ユーロ以下
の罰金）

15 歳未満の未成年者に対して行われた場合
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性的攻撃罪の加重事由(４)（第222-30 条、
10年以下の拘禁刑及び150,000 ユーロ以下
の罰金）

1 損傷又は障害をもたらした場合

2 尊属又は当該被害者に対して法律上若しく
は事実上の権力を有する全ての者によって行
われた場合

3 職務上付託された権限を濫用する者によっ
て行われた場合

4 主犯又は共犯として行動する複数の者に
よって行われた場合
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5 武器の使用又は武器による脅迫を伴って
行われた場合

6 （削除）

7 明白な酩酊状態又は明白な麻薬使用状態
にある者によって行われた場合

8 被害者の判断能力又はその行動統制を変
質させるために被害者が気付かない間に被害
者に物質が投与された場合
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性的攻撃目的の物質投与罪の新設
（第222-30-1 条）

人に対し、強姦又は性的攻撃を行うために、
その者が気付かない間に、その判断能力又
はその行動統制を変質させる性質の物質を
投与する行為は、5 年以下の拘禁刑及び
75,000 ユーロ以下の罰金に処する。

当該行為が15 歳未満の未成年者又は特にぜ
い弱な者に対して行われた場合、7 年以下
の拘禁刑及び100,000 ユーロ以下の罰金
に処する。
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未成年者及び家族に対する侵害関係
広義の構
成要件

狭義の構成
要件

要件 刑罰

未成年者
及び家族
に対する
侵害

15 歳未満
の未成年者
に対する性
的侵害罪
（227－25
条）

暴力、強制、脅迫及び欺罔
を伴わない性的侵害

7 年以下の拘
禁刑及び
100,000 
ユーロ以下の
罰金（2018年
に5年以下から
引き上げ）

18歳未満の
未成年者に
対する性的
侵害罪
（227－27
条）

暴力、強制、脅迫及び欺罔
を伴わない性的侵害で、
1° 尊属又は当該被害者に
対して法律上若しくは事実
上の権力を有する全ての者
によって行われた場合
2° 職務上付託された権限
を濫用する者によって行わ
れた場合

3 年以下の拘
禁刑及び
45,000 ユー
ロ以下の罰金
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２ フランスは、なぜ（イスタンブール条約で
要求されているような）「不同意性交罪」を立
法せず、「暴行、強制、脅迫又は欺罔（不意打
ちという訳を訂正）をもって実行されるすべて
の性的攻撃行為」という性的攻撃罪（とその中
に含まれる強姦罪）を維持しているのか？

（１）強姦（強制性交等）罪の本質は、被害者
が「同意していない（不同意の）」性交の強制
であるという認識は、19世紀のナポレオン法
典以来のものであり、現在の条文は、「不同意
性交」を厳正に処罰するために起草されている。

18



（２）他方で、フランスは、人権宣言8条で
「罪刑法定主義」を宣言した国であり、冤罪
を生まないような配慮が周到になされている。

すなわち、「裁判官は法律を語る口であ
る」と述べたモンテスキューを生んだ国であ
るフランスは、刑法規定が曖昧不明確である
ことを非常に嫌う（実際、セクシュアルハラ
スメント罪の要件が不明確という違憲判決が
憲法院で2012年に出され、再改正された経
緯もある）。

そこで、犯罪規定は可能な限り明確に、か
つ裁判官の恣意を許さず解釈されるよう、

くどいほど細かく規定されている（前記）。
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（３）そのため、被害者の不同意を裁判官が間違
いなく認定できる外形的要素として、「暴行、強
制、脅迫又は欺罔（不意打ち）」という手段要件
が誕生した。

→１）「暴行・脅迫」は、明らかに不同意を認定
できる要素といわれる。

２）「強制」は、それだけでは不明確という議論
が起こり、また、危険に直面した人間が自己防衛
反応からフリーズする（抵抗しない）ことがあり
うるとの科学的知見の普及から、「①強制は、物
理的でも心理的でもあり得る。②心理的強制は、
未成年被害者と加害者との年齢の差異や加害者が
法律上または事実上被害者に及ぼしている権限に
より形成され得る」（ 222-22-1条 ）という文
言が2010年に追加された。
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本規定は2018年にさらに改正され、「② 当
該行為が未成年者（18歳未満）に対して行わ
れた場合、本条第1 項に規定する心理的強制又
は第222-22 条第1 項に規定する欺罔（不意
打ち）は、被害者と行為者の間に存在する年齢
差及び行為者が被害者に対して行使し得る法律
上又は事実上の権力によって生じ得る。この事
実上の権力は、未成年者の被害者と成年の加害
者との間の著しい年齢差により特徴付けること
ができる。

③当該行為が15 歳未満の未成年者に対して行わ
れた場合、心理的強制及び欺罔（不意打ち）は、
当該行為のために必要な分別のない被害者のぜい
弱性の濫用により特徴付けることができる。」と
された。
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３）この222-22-1条 3項がフランスで初め
て日本でいう性交同意年齢を15歳と定めたこ
とと同様の効果ももちうるが、「そのような濫
用はなかった」という反証を加害者側に許す点
で、日本とは異なる。

ちなみに、本改正のきっかけとなったのは、
14歳の教え子が（本人は同意だと思って）31
歳の元教師と性交を行ったという事件と 11歳
の少女がSNSで知り合った 28歳の男性と（本
人は同意だと思いこみ、または思い込まされ
て）性交を行ったという、2017年に相次いで
起きた2つの事件である。
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両方とも、法定刑が重い加重強姦罪（フランス刑法
222－24条、20年以下の重拘禁）で起訴がされたが、
強姦罪の要件である「暴行、強制、脅迫、欺罔」の立証
ができないと断念され、軽い未成年者に対する性的侵害
罪（「暴行、強制、脅迫、欺罔」を用いなくても有罪に
できる。227－25条、当時は5年以下の軽拘禁又は7
万5千ユーロ以下の罰金だったが、2018年に刑が引き
上げられた）で有罪となった（前者は2017年11月、
後者は20018年2月）。

 これに対して、「軽すぎる」「これは加重強姦で処罰さ
れるべきもの」との世論が盛り上がり、「性的暴力及び性
差別的暴力との闘いを強化する2018年8月3日の法律」
の制定につながった。

ここに、手段要件を撤廃した性的侵害罪は軽い刑
罰しか許容せず、重い強姦罪の認定は厳格である
べきで、反証を許すべきとのフランスの姿勢が見
て取れる。
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４）最後に「不意打ち」と訳される要件は
「surprise」の和訳であるが、解説を読むと被害
者の同意を「surprendre（騙し取る）」という
行為が前提となっており、むしろ「欺罔」と訳す
方が適切ではないかと思う（遅ればせながら、論
文等で用いていた和訳を変更する）。

判例として、多くの幼児性虐待の事例が、「強
制または欺罔」による性的攻撃として有罪とさ
れており、「未成年被害者の無知に乗じた」と
説明されている。

「 surpriseとは、行為者が被害者の同意を騙し
取ることに重点があり、被害者の「驚き」を示
したものではない」（破毀院2001年4月25日
判決）。
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このように、日本の準強制わいせつ・強制性交
等罪にあたる行為も、性的攻撃罪や強姦罪の中
に取り込むことを可能とする要件であるが、日
本の178条の「抗拒不能・心神喪失」要件は、
適用範囲が狭すぎ、フラワーデモのきっかけと
なった、実父による準強制性交等罪の一審無罪
判決のような事態が起きうる。

フランスの「欺罔」要件はそれより広く、最近、
興味深い判例が現れた。

 事案は、 2014年、33歳の女性がインターネットの出
会い系サイトで身長178㎝、37歳のハンサムな写真の
男性と知り合い、何度かやり取りをした後、誘われて彼
の家に行った。

そこで彼女は、彼から「マジックだから目隠しをして部
屋に入る」よう言われ、誘われるままに目隠しをしたまま
性的関係をもった。
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しかし、行為後に目隠しをとると、相手は写真とは全
く違う68歳の男性だったため、強姦罪で告訴した。彼
は、以前に2度同様の事件で不起訴となり、2009年
から2015年に複数の女性と関係をもち告訴されてい
たためようやく起訴されたが、エクサンプロヴァンス
控訴院2018年4月12日判決は、「告訴人は、自由意
思で被告人宅へ行き、リスクを冒して目隠しのまま性
行為を行ったので、強姦罪は成立しない」とした。

しかし、破毀院刑事部2019年1月23日判決
は、「行為者のアイデンティティを偽り、同
意を騙し取って性交を行う行為は、「欺罔に
よる強姦罪」を構成しうる。原審は、被告人
が告訴人の同意を『だまし取った』計略につ
いての考察が不十分である」として破棄し、
事件をモンペリエ控訴院に差し戻した。
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フランスでは、判例を正しい方向として支持
する学説と、「これが認められると、恋愛を
成就するためのあらゆる計略が強姦罪とされ
かねない」などの批判（年配の有名刑法学
者）も存在する。

報告者は、10年近く前から、財産犯には強盗
罪以外にも窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪等が存在
し、財産は網羅的に保護されるにも拘らず、
財産より重要な性的自己決定権は非常に限定
的にしか保護されないのはおかしいと「欺罔
強姦罪」および「過失強姦罪」の必要性を主
張してきたが、ようやく先進国がその主張を
裏付ける動きを見せるようになり、強く励ま
されている。
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４ 性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は
停止について

フランス刑事訴訟法第7条：

未成年（18歳未満）時に行われた強姦につい
ては成年に達してから３０年（４８歳まで）、
その他の性的攻撃罪については成年に達して
から２０年（３８歳まで）（201５年）

2018年に再改正：刑事訴訟法典第706-47 
条に規定する重罪＊は、未成年者に対して行
われた場合、当該未成年者が成年に達してか
ら30 年で時効

＊故殺、謀殺、拷問、残虐行為、身体の一部の喪失又は永続的な
障害をもたらす15 歳未満の未成年者に対する暴行罪及び強姦を含
む性的攻撃罪
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Ⅲ おわりに
１ 「ジェンダー平等、弱者保護の視点を取り入
れ、かつ冤罪の危険も防止する人権尊重刑法」
をすでに四半世紀以上前から実現しているフラ
ンスから学ぶべきことは非常に多い。

２ 「性犯罪をめぐる問題は、正に人権問題であ
る」との基本的視点の共有により、根本的・本
質的な議論がなされることを希望すると2014
年のヒアリングで述べたが、同じことを５年半
後の本日も申しあげたい。

３ ジェンダーギャップ指数が153か国中121位
の不平等国家の改善と刑法の改善は表裏一体で、
日本の未来を決定するために避けて通れない課
題であると考える。
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性犯罪者の現状
筑波大学 原田隆之
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スライドの構成

１ 性犯罪者の実態 ２ 性犯罪者の多様性
３ 再犯防止

（アセスメントと治療）
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性犯罪者の実態
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「性的問題行動」で受診中の人々の内訳

痴漢

38.5%

風俗

23.0%

盗撮

19.2%

露出

19.2%

その他

7.7%
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人口学的変数

項目 治療群 待機群 統計値

年齢 35.5±8.8 36.7±11.0 t（36）=0.56，ns

教育（大卒上） 34（50.0） 36（52.2） Χ2（3）=0.55，ns

雇用（フルタイム） 19（27.9） 25（36.2） Χ2（3）=21.12，p<0.01

婚姻状態（未婚） 39（72.1） 52（75.4） Χ2（2）=0.27，ns

前科 49（72.1） 52（75.4） Χ2（1）=0.06，ns

重複障害（あり） 3（4.4） 6（8.7） Χ2（2）=2.24，ns
問題行動（痴漢） 29（42.6） 28（40.6） Χ2（4）=1.10，ns
初発年齢 23.0±6.4 26.5±10.8 t（136）=0.56，ns

Static-99 3.4±1.5 3.8±1.7 t(136)=0.44，ns
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性犯罪のリスクファクター
◦本質的には，一般犯罪と変わらない
◦性犯罪者は性犯罪だけをするとは限らない

◦ただ，性犯罪特有のリスクファクターもある
◦逸脱した性的認知
◦逸脱した性的衝動
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犯罪のリスクファクター Bonta & Andrews, 2016

◦ 犯罪歴
◦ 反社会的パーソナリティ
◦ 反社会的態度
◦ 不良交友

◦ 家族関係の質
◦ 教育・雇用
◦ 薬物使用
◦ 余暇の活用

Big 4

Central 8
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反社会的パーソナリティとは

◦情緒的特徴
◦ 冷酷性
◦ 残忍性
◦ 共感性の欠如
◦ 良心の呵責の欠如

◦行動的特徴
◦ 社会規範の軽視
◦ 衝動性
◦ 無責任性
◦ 虚偽性

◦認知的特徴
◦ 社会規範の軽視
◦ 暴力を容認する価値観
◦ 敵意帰属バイアス
◦ 反社会的認知のゆがみ
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性に関する認知のゆがみとは
◦ 向こうも望んでいた
◦ 向こうから誘ってきた
◦ 露出の多い服を着ているのは，誘っているのだ
◦ １対１で食事に応じたということは，OKの意味だ
◦ こんなに酒を飲むのは，望んでいるのだ
◦ 嫌だと言わないのは，同意のサインだ
◦ 嫌だと言っても言葉の上だけで，嫌がっていないのだ
◦ 女性は襲われたいという願望をもっている
◦ 親密な間柄であれば，セックスをしても当然だ
◦ 一度セックスしてしまえば，こちらのことを好きになる
◦ 子どもにも性的欲求がある 9



性に関する認知のゆがみとは
◦性犯罪者だけでなく，実は社会もその多くを共有してはいないか？
◦被害者にも非があったと責める
◦多少の被害を騒ぎ立てるななどと犯罪を許容する
◦抵抗すべきだったなどと，不可能なことを求める
◦今頃になって騒ぐのは，何か別の意図があるに違いない
◦被害者はしばしば嘘を言う（嘘の申告をするのは2%程度存在するが，
他の犯罪も同様）

◦被害者の心理，性に対する認知のゆがみについての啓発が必要
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犯行の際の心理
◦加害者は発覚をおそれ，加害行為を「成功」させるためにさまざまなこ
とを行う
◦１ 段階的な犯行
◦２ 被害者の選択や「関係づくり」
◦３ 中和，合理化

11



段階的な犯行
◦一部ではあるが，軽微な犯行からエスカレートするケースがある
◦より強い刺激や性的満足を求める
◦比較的軽微な行動で「練習」する
◦性的ファンタジーの反芻と強化
◦アダルトサイト（暴力的性行動，小児ポルノなど）などで逸脱した性的
ファンタジーを強める

◦ 自分の犯行を頭のなかで反芻する
◦アダルトサイト自体が危険だというより，元々犯罪傾向の高い者に対してリ
スクを増大させる

◦仲間集団がいるときはより危険（オンライン，オフライン）
12



被害者の選択
◦ 加害者は発覚をおそれ，加害行為を「成功」させるために被害者を選んでいる
◦ 衝動的に見知らぬ被害者に加害行為をするよりも，「関係性」の中での加害のほうが
多い

◦ 被害者の弱みに付け込む
◦ 身体障害者，知的障害者
◦ 未成年者（十分な判断力がない子ども，家出少女，SNS)
◦ 力関係，社会的立場（子ども，生徒，患者）
◦ 非暗示性の強い相手（マインドコントロール）
◦ おとなしそうな相手（抵抗できない）
◦ 性風俗従事者（金を払っているのだから，こんな仕事をしているのだから）

◦ そもそも被害者に同意ができなかったり，一見同意をしているものと見えるようなケース
もある
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性犯罪者の多様性
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認知のゆがみの2つのパターン

◦本心からそう思っているタイプ
◦いつも自分の都合のいいように解釈し，相手の意図を理解できない
◦相手の表情やノンバーバルなサインが伝わらない
◦心理学的にはより病理が深いタイプ（次のスライドとも関連）

◦中和の技術として使うタイプ
◦自分の加害性は理解しており，罪悪感があるため，意識的あるいは無
意識的にそれを打ち消そうとして，そのように思い込むタイプ
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情緒的問題性
（暴力抑制装置モデル; Blair,2006）
◦人間は，相手の表情（恐怖，不安）を読み取ることで，暴力抑制装置
にスイッチが入る

◦心拍の上昇，不安の喚起→ 暴力の停止
◦粗暴犯罪者は，そもそも相手の表情や些細な感情のサインを読み取ること
ができない

◦そして自分の感情も動かない＝共感性の欠如
◦大脳辺縁系の扁桃体の機能異常
◦ただし，共感性はある程度は鍛えることができる
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4つの性犯罪者のタイプ Hanson et al. (2009)

犯行パターン 自己統制のタイプ 特徴

回避受動型 統制力不足
性犯罪をやめたいとの思いはある
が、統制ができない

回避積極型 不適切な統制
性犯罪をやめたいとの思いはある
が、誤った統制をしている

接近自動型 統制力欠如
認知的・行動的問題が大きく、刺
激に誘発され衝動的に犯行に至る

接近確信型
統制の意図がない
（逆に十分に統制の取れた犯
行をする）

確信と十分に練られた計画によっ
て性犯罪に至る
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性犯罪の動機
◦単なる性的衝動だけというものは少なく，人によって多様である
◦最初は性的衝動
→ ストレス発散，スリル，背徳感，非日常感，疑似恋愛関係，

征服欲，自尊心の回復，収集欲
◦逸脱した性的衝動によるもの（パラフィリア）
◦サディズム，小児性愛，フェティシズム，痴漢や盗撮
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再犯防止のための
科学的アセスメントと治療
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性犯罪のリスクアセスメントツール

◦世界で最も広く活用されている「Static-99」の日本語版を開発
◦性犯罪者の再犯リスク要因のうち，静的(static)な10項目から成る
◦中程度の予測妥当性（AUC=0.71) 
◦167名の性犯罪者（多くは，痴漢・盗撮）に実施し，1年間再犯を
観察した
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質問項目の概要
項目 リスク要因 スコア

1 若年である（25歳未満） 0-1
2 恋人との2年以上の同居歴がない 0-1
3 本件に重大な暴力犯罪がある 0-1
4 本件以外に暴力犯罪歴がある 0-1
5 性犯罪の前歴 0-3
6 有罪判決数 0-1
7 接触を伴わない性犯罪の前歴 0-1
8 血縁のない被害者がいる 0-1
9 顔なじみでない被害者がいる 0-1
10 男性被害者がいる 0-1

0-1 低リスク
2-3 中・低リスク
4-5 中・高リスク
6以上 高リスク
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リスクレベルと再犯との関連
低リスク

n=8
低・中リスク

n=44
中・高リスク

n=87
高リスク

n=28
再犯(%) 0(0.0) 2(4.5) 6(6.9) 10(35.7)

0

20

40

60

80

100

低 低・中 中・高 高

再犯あり

再犯なし

X2(3)=14.43, p<0.01
群間で有意差あり
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治療プログラムの概要

◦ リラプス・プリベンション・モデル（依存症の治療モデル）に基づいた認知行動
療法プログラム → 反復される性犯罪を「性的依存症」ととらえて治療

◦ プログラムの治療要素
◦ 引き金の同定と対処(コーピングスキル訓練)
◦ 行動分析
◦ 渇望のマネジメント（思考ストップ法)
◦ 毎日の生活スケジュールの策定
◦ 自己モニタリング
◦ 認知再構成
◦ 陰性感情のコーピング，ストレス・マネジメント
◦ 共感性訓練 23
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引き金とその対処（痴漢のケース）
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治療結果（1）
◦再犯（治療期間中）→ 有意差なし
◦治療群2人(2.9%) vs 待機群2人(2.9%)
◦ Fisherの正確確率検定 p=0.68，ns
◦ OR=1.02，95%CI=0.14 -7.42

◦治療出席回数 → 治療群が有意に出席数が多い
◦ 治療群17.6±6.6 vs 待機群 9.6±9.2
◦ t(118)=5.84, p<0.01
◦ Cohen’s d=1.00, 95%CI=0.64 – 1.36

26



治療結果(2)

変 数
治療群(n=68) 待機群(n=69) F
治療前 治療後 治療前 治療後 群X時間

自己効力感 5.87
(3.64)

8.31
(9.43)

6.11
(4.23)

7.55
(3.93)

0.89

コーピングスキル 20.11
(10.64)

32.71
(14.13)

19.97
(8.36)

18.63
(12.77)

8.93**

社会的親密性 115.51
(30.32)

124.50
(23.73

113.65
(26.20)

105.51
(30.72)

0.56

**p<0.01

コーピングスキルが治療群において，治療後に有意に上昇した
27



コーピングスキルの変化
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再犯に及んだ者の特徴

◦重複障害が多い 54.6% vs 5.7%
◦初発年齢が早い 17.8±4.9歳 vs 24.7±8.0
◦ Statci-99 のスコアが大きい

5.0±1.6 vs 3.3±1.5
◦逮捕回数が多い（有意傾向）

3.4±1.7 vs 1.9±1.0

29



再犯した者としなかった者の比較
◦治療中4名，終結後7名，合計11名が再犯した
変数 リラプスあり

(n=11)
リラプスなし

(n=126)
統計量

年齢 32.5±10.3 35.9±9.3 t(136)=1.08

教育（大卒） 5(45.5) 35(50.0) Χ2(3)=2.41

雇用（ﾌﾙﾀｲﾑ） 3(27.3) 36(51.4) Χ2(3)=2.92

婚姻状態（未婚） 5(45.5) 43(61.4) Χ2(1)=0.45

逮捕回数 3.4±1.7 1.9±1.0 t(135)=3.49*

重複障害 4(33.3) 7(5.6) Χ2(2)=21.03**

初発年齢 17.8±4.9 24.3±8.0 t(135)=-3.99**
Static-99 5.0±1.6 3.3±1.5 t(135)=3.28**

**p<0.01， *p＜0.1 30



再犯に及ぼす影響の大きさ
◦ これらの変数の影響の大きさを見るために，ロジスティック回帰分析を行った。
◦ ただし，初発年齢，逮捕回数はStatic-99 の項目であるため，多重共線
性を避けるためにStatic-99スコアは投入しないこととした。

◦ その結果，重複障害の影響が最も大きいことがわかった。

Relapse β SE z p 95％CI
初発年齢 -0.21 0.11 -2.08 0.04 -0.43 -0.01

逮捕回数 1.12 0.46 0.46 0.02 0.21 2.03

重複障害 3.76 1.52 1.52 0.01 0.77 4.40
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刑事弁護人の立場から見た
各論点への懸念

性犯罪に関する刑事法検討会第3回会議
後藤貞人（大阪弁護士会）

2020年7月9日
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１ 性犯罪であっても虚偽申告が混在しうる

２ 不同意性交罪の創設がもたらす懸念

３ 監護者要件の緩和がもたらす懸念

４ 司法面接を証言に代えることがもたらす懸念

５ まとめ

おおまかな目次
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私は無罪です
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性犯罪にも

虚偽申告は混在しうる

4



一審判決

弱冠１４歳の少女がありもしない強姦被害等をでっち上げ

るまでして告訴すること自体非常に考えにくいことであっ

て、もしそのような稀有なことがあるとすればよほどの特

殊な事情がなければならないと考えられるところ，本件全

証拠を子細に検討しても、そのような事情は一切認められ

ない。

ある事件

5



量刑理由

被告人が、言語道断にも、このような深刻な被害状況にも

かかわらず、被告人は、不合理な弁解に終始して本件各犯

行を全面的に否認し、反省の情が皆無であるばかりか、挙

げ句には、被害をでっち上げたなどと誹謗中傷するまでに

至っている。

一審判決
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控訴審判決

関係証拠を子細に検討してみても、一審判決の当時，わず

か１４歳にすぎない被害少女が、自らが強姦されたなどと

ありもしない被害事実を主張して、被告人に対し虚偽の刑

事告訴をしなければならない事情を見出すことはできない。

その証言の内容についてみても、それなりに具体的で、

格別不自然なところはなく、一審公判廷における証言態度

も真摯なものと認められる。

ある事件
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「被害者」証人の話が、他の証拠によって虚偽や
誇張だと明らかになることは実際にある

検察官も裁判官もそれを容易に見抜けない

明らかにならないもののなかに冤罪が含まれている

冤罪を防ぐために

他の裁判と同様、証人の証言の
吟味はおろそかにできない
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不同意性交罪の創設が

もたらす懸念
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脅迫

暴行

暴行・脅迫は外部的行為

内心は外部にみえない
10



内心が不同意でも、気づけない場合がある

後からウソをつかれても証拠に基づく反論が困難

「暴行・脅迫」のような外部的行為の存否では
なく、内心だけで決することは冤罪を生む危険

内心は外部に見えない
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やめて
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「受け入れる」と「受け入れない」
迷いや同時存在はありうる

後から、あのとき「迷いはなかった」と言われても
証拠に基づく反論が困難

「暴行・脅迫」のような外部的行為がなければ、
表示があっても冤罪を生む危険

表示があったとしても
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監護者要件の緩和
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関係性があれば常に犯罪的な性行為とは限らない

暴行・脅迫がない性行為について、関係性だけで被
害申告されると、地位を利用していない反証が困難

→立証責任が事実上転換されてしまう

「暴行・脅迫」のような外部的行為の存否では
なく、関係性で決することは、冤罪を生む危険

冤罪を防ぐために

15



司法面接の主尋問代替

16



①理想的な司法面接は実現できるのか

面接前の汚染を防げない
面接時の誤りを防げない

②主尋問と反対尋問が同時にされない

ふたつの問題

17



事前にある程度捜査をする

捜査情報を知った検察官が面接する

客観証拠とのすりあわせをする

矛盾部分が生じたときは修正する

供述調書以上に誘導が混じる危険がある

「司法面接の現実」
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面接前の汚染
出来事→親族→警察官→司法面接
汚染を完全に防止することは不可能

面接時の問題
誘導が混ざらない手順は完成できるか
正しい手順が遵守される保障はあるか

理想的な司法面接は
実現できるか

19



司法面接（主尋問）

反対尋問
出来事自体を忘れた
司法面接（主尋問）で何と言ったか忘れた
思い出したくない
司法面接のとおり

主・反対尋問の同時性

20



司法面接前の汚染は防ぎがたい
理想的な司法面接の実現は困難
司法面接を主尋問に代えると、信用性判断に必要な
反対尋問ができない

証人尋問の原則を否定することは、被告人の
反証の機会を失わせ、冤罪を生む危険

冤罪を防ぐために
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おわりに

性犯罪被害にも虚偽申告は混在しうる

性犯罪の冤罪はやむを得ないとは言えない
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刑事弁護人の立場から見た
各論点への懸念

性犯罪に関する刑事法検討会第3回会議
後藤貞人（大阪弁護士会）

2020年7月9日
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